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はじめに 

１ 本ハンドブックのねらい 

(1) 近年、地域経済の活性化が重要な経済・社会的な課題となっており、地

方公共団体では、地域経済の活性化を目的として多種多様な施策・事業

が実施されている。地域経済を活性化させるためには、短期的な需要創

出にとどまらず、当該地域経済の自律的な成長力の向上が必要であり1、

そのための環境の整備において、地域経済の実情をよく知る地方公共団

体の果たす役割は重要である。 

 事業者が自由で自主的な判断により経済活動を行うことができ、かつ、

事業者間において公正かつ自由な競争が行われるよう環境を整備するこ

とにより、事業者は創意工夫を十分に発揮でき、また、地域内外の消費者

に提供する商品・サービスの質を向上させることができる。これによっ

て、地域の住民の利益が増進するとともに、地域経済を担う事業者の競

争力が向上することを通じて、地域の所得と雇用の水準が高まることに

なる。 

 このため、地域経済の活性化等を目的として地方公共団体が各種の施

策・事業を実施する際には、当該施策・事業が、事業者の自由で自主的な

判断による経済活動を妨げたり、事業者間の公正かつ自由な競争を阻害

したりするおそれはないかなどという観点から検討することが有益であ

る。 

 また、既存の施策・事業が、その後の社会構造や経済情勢の変化によ

り、事業者の自由で自主的な判断による経済活動を妨げたり、事業者間

の公正かつ自由な競争を阻害したりするものとなっていないかなどにつ

いて、不断に見直しを行うことが望ましい。 

(2) 独占禁止法2は、公正かつ自由な競争の促進を直接の目的とし、一般消

費者の利益の確保を究極の目的としている（独占禁止法第１条）。また、

競争政策とは、公正かつ自由な競争を維持・促進することを目的に行わ

れる政策である。 

 公正取引委員会は、公正かつ自由な競争を促進することを任務として、

これまでも国や地方公共団体の規制・制度・施策等が競争促進的なもの

となることを目指し、提言等を行ってきた。 

 このうち、地方公共団体との関係では3、地方公共団体を含む行政機関

                         
1 内閣府（2017）「地域の経済2017-地域の『稼ぐ力』を高める」 
2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号） 

3 なお、国の行政機関との関係では、公正取引委員会は、規制に係る制度改革に関する提言、
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が実施する行政指導に対する独占禁止法上の考え方について、「行政指

導に関する独占禁止法上の考え方」（平成６年６月）（以下「行政指導ガ

イドライン」という。）を策定したほか、独占禁止法等違反行為の未然防

止を図る観点から、地方公共団体等の調達担当者に対する研修会を開催

するなどしている。また、地方公共団体の活動に係る独占禁止法上及び

競争政策上の問題の有無についての相談にも対応してきており、その中

から地方公共団体等の施策立案の参考になると考えられる事例を「地方

公共団体からの相談事例集」（平成19年６月）（以下「平成19年相談事例

集」という。）として取りまとめ、公表している。これらを通じて、公正

取引委員会は、地方公共団体の活動における独占禁止法上及び競争政策

上の考え方を明らかにしてきている。 

(3) 平成19年相談事例集の公表から約15年以上が経過した。この間も、地

域経済の活性化に関する議論の高まりや、地方分権改革の進展によって

地方公共団体が地域の実情等に照らして主体的に施策を講じることなど

への期待に加えて、独占禁止法のコンプライアンス意識の社会的な高ま

りなどもあり、地方公共団体からの公正取引委員会に対する相談は引き

続き寄せられている。このことは、地方公共団体における独占禁止法及

び競争政策に対する意識・関心の高さの表れとも考えられる。 

(4) そこで、平成19年相談事例集公表後の事例の蓄積も踏まえ、独占禁止

法及び競争政策に関する地方公共団体の理解を一層深めるため、今般、

「地方公共団体職員のための競争政策・独占禁止法ハンドブック」を作

成し、公表することとした。作成に当たっては、単なる相談事例集のアッ

プデートではなく、地方行政に携わる職員が施策・事業を検討・実施する

に当たって感じるであろう独占禁止法上及び競争政策上の疑問や懸念等

に対して、手元に置いて日々参照してもらえるよう、地方公共団体の活

動における独占禁止法上及び競争政策上の考え方を示すこととした。 

(5) 独占禁止法及び競争政策の考え方を理解するためには、まずは地方公

共団体の活動が事業者間の競争状況に対してどのような影響を及ぼし得

るかを把握することが重要となる。本ハンドブックでは、事業者間の競

争に影響を及ぼし得る行政機関の活動についての独占禁止法上及び競争

政策上の考え方が示されている「競争評価」と「行政指導ガイドライン」

の活用方法を、地方行政に関する想定事例とともに示している。競争評

価と行政指導ガイドラインの詳細については後述するが、競争評価とは、

国の行政機関において政策評価の一環として規制の新設又は改廃が事業
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者間の競争状況に及ぼす影響を把握するために行われているものであり、

行政指導ガイドラインとは、行政指導と独占禁止法との関係を明らかに

した指針である。 

 競争評価と行政指導ガイドラインは、いずれも地方公共団体の活動が

事業者間の競争状況に及ぼす影響を把握するに当たって活用できるもの

であるが、活用される場面は異なっている。例えば、施策・事業の企画・

検討段階において、競争評価を活用して、地方公共団体の活動が事業者

間の競争状況に及ぼす影響を適切に把握するとともに、行政指導ガイド

ラインも活用することで、独占禁止法違反行為を誘発するかどうかを確

認し、独占禁止法に係るコンプライアンス意識を更に高めることができ

ると考えられる。 

(6) 最後に、本ハンドブックを通じて地方行政に携わる職員が独占禁止法

及び競争政策の考え方に触れるとともに、本ハンドブックが今後の地方

行政に活用されることを期待している。また、実際に施策・事業を検討・

実施するに当たって、独占禁止法上及び競争政策上の観点からの疑問や

懸念等があれば、後記の公正取引委員会の窓口に相談していただきたい。 
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２ 本ハンドブックの構成 

本ハンドブックは２部構成となっている。 

まず、第１章では、地方公共団体の活動において留意すべき独占禁止法及

び競争政策に関する事柄について、考え方を整理している。 

第２章では、地方公共団体の活動における独占禁止法及び競争政策に対

する理解をより深める観点から、これまで蓄積された地方公共団体からの

具体的な相談事例に即して、留意すべき独占禁止法及び競争政策の考え方

を示している。 
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第１章 地方公共団体の活動における独占禁止法上及び競争政策上

の考え方 

 

１ 地方公共団体と独占禁止法及び競争政策の関係 

地方公共団体は、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割

を広く担っており（地方自治法4第１条の２第１項）、当該地域における多

種多様な課題に対処するため、法律の範囲内で条例を制定するほか（憲法第

94条）、規則、規程、要綱等を制定し、必要に応じて見直しを行った上、こ

れらに基づき、施策・事業を実施することなどの活動を行っている。 

以下、第１章において、特段の断りがない限り、地方公共団体が制定改廃

する条例、規則、規程、要綱等の成文規範を総称して「条例等」という。 

地方公共団体では、一般に、条例等の制定改廃やその運用の各過程におい

て、憲法、地方自治法を始めとした法令や政策等、様々な観点から検討が行

われている。 

その上で、このような検討を行う場面において、事業者の自由で自主的な

判断による経済活動を妨げたり、事業者間の公正かつ自由な競争を阻害し

たりするおそれがないかなどの観点からも検討し、事業者が競争しやすい

環境を作っていくことは、地域経済の自立的な成長力の向上のためにも有

益である。 

そこで、本ハンドブックでは、地方公共団体が条例等の制定改廃やその運

用の各過程において留意すべき独占禁止法及び競争政策に関する事柄につ

いて、地方公共団体が条例等を制定改廃・運用する場合（後記２）と、自ら

事業者として事業活動を行う場合（後記３）とに分けて、それぞれ検討し、

考え方を整理することとする。 

 

  

                         
4 昭和22年法律第67号 
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２ 条例等の制定改廃・運用時における独占禁止法上及び競争政策上の考え

方 

(1) 条例等の制定改廃時における競争状況に及ぼす影響のセルフチェック 

ア 条例等の制定改廃時における競争評価の実施 

国の行政機関は、政策評価法5に基づく政策評価の実施が義務付けら

れており、規制の新設又は改廃を行おうとする場合、規制の事前評価

（政策を決定する前に行う政策評価をいう。以下同じ。）の実施が義務

付けられている（政策評価法第９条）。規制の事前評価とは、国民の権

利を制限し、又はこれに義務を課す規制を新設又は改廃する際に発生

する効果や負担を予測・評価するものであるが、そこでは、規制の新設

又は改廃が事業者間の競争状況に及ぼす影響についても、「競争評価」

を用いて、把握することとされている6。 

本ハンドブックでは、競争評価の概要及び「競争評価チェックリスト」

の活用方法を紹介する。競争評価のより効果的な実施方法等、詳細な活

用方法については、本ハンドブックの参考資料６の「規制の政策評価に

おける競争状況への影響の把握・分析に係る事務参考マニュアル」7（以

下「事務参考マニュアル」という。）を参照されたい。 

 

(ｱ) 競争評価の意義 

規制は、様々な目的を達成するために行政機関が設けるものであ

るが、規制の内容及び程度によっては、事業者の新規参入や事業者の

事業活動が制限等されることで、事業者が提供する商品又は役務の

価格が上昇し、また多様な商品・サービスの供給が制限され、ひいて

はイノベーションの創出までも阻害されるなど、経済的損失を発生

させるおそれもある。また、規制は、一度導入されると、規制の影響

を受ける事業分野によっては、規制の存在が事業活動を行う上で一

定の前提条件となるなど、規制を撤廃することが困難になることが

ある。そのため、規制の新設又は改廃を行おうとする際には、競争評

価を実施し、規制の新設又は改廃が事業者間の競争状況に及ぼす影

響を適切に把握する必要がある8。このようなことから、規制の目的

                         
5 行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成13年法律第86号） 
6
 地方公共団体は政策評価法の適用対象ではなく、競争評価の実施義務を負うものではない

が、「競争評価」は、規制の新設又は改廃が競争状況に及ぼす影響を把握･分析するという点

で、地方公共団体にも有効な視点を提供するものと考えられる。 
7 公正取引委員会事務総局（平成29年９月） 
8
 一般に、規制は、産業の健全な発展等を目的とした経済的規制と、消費者や労働者の安全・
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にかかわらず、規制の新設又は改廃を行おうとする場合には、当該規

制を設けようとする目的を達成する観点からだけではなく、競争評

価を実施し、規制の新設又は改廃が事業者間の競争状況に及ぼす影

響を適切に把握し、可能な限りその影響を小さくすることが重要で

ある。 

なお、「競争評価」の結果によっては、事業者間の競争状況に負の

影響を及ぼし得るものと整理される場合も想定されるが、それに

よって直ちに当該規制の導入が否定されるわけではなく、その整理

の結果を踏まえた上で、競争状況に及ぼす影響を小さくする観点か

ら、導入しようとする規制の内容の再検討を行うことが望ましい。 

 

(ｲ) 競争評価の手法 

国の行政機関が行う競争評価の手法については、公正取引委員会

が定める手法によることとされており9、公正取引委員会では、平成

29年７月、「競争評価チェックリスト」（後記(ｳ)参照）に加え、「規

制の政策評価における競争状況への影響の把握・分析に関する考え

方について」（以下「競争評価の考え方」という。）を作成し、公表

している（参考資料５参照）。 

なお、事務参考マニュアルでは、例えば、地方公共団体が制定改廃

する条例等、規制の事前評価の実施が義務付けられてはいないもの

についても、事業者間の競争状況に影響を及ぼすことがあり得るた

め、競争評価チェックリストや競争評価の考え方を参考に、競争状況

に及ぼす影響を把握することが推奨されている10。 

 

(ｳ) 競争評価チェックリストの概要 

規制の新設又は改廃が事業者間の競争状況に及ぼす影響は様々あ

ると考えられるが、競争評価チェックリストでは、競争状況に負の影

響を及ぼすものを、①事業者の数の制限、②事業者の競争手段の制限、

③事業者の競争回避的行動の誘発、④需要者が利用できる情報・選択

                         
健康の確保、環境の保全、災害の防止等を目的とした社会的規制とに分けて考えられることが

多い。社会的規制であっても、経済活動に対する効果や負担を伴う場合や事業者の経済活動に

対する制限の内容や程度によっては、事業者の自由な事業活動を妨げ、新たな事業活動を展開

していくことを困難にするなど、競争状況に影響を及ぼすことがある。 
9 「規制の政策評価の実施に関するガイドライン」（平成19年８月24日政策評価各府省連絡会

議了承、平成29年７月28日一部改正）のⅡ４(2)エ、６頁 
10 事務参考マニュアル、３頁 
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肢の制限に大別している。 

その上で、競争評価チェックリストは、これら４つの観点から、次

のとおり、具体的な質問を設けている。競争評価は、回答者によって

判断に差が生まれないように、質問項目を規制の内容に基づき外形

的に判断し、「はい」「いいえ」で回答できるようにしている。これ

らの質問に回答することによって、当該規制が事業者間の競争状況

に負の影響を及ぼす可能性があるかを把握することができるように

なっている。 

 

競争評価チェックリスト（質問項目） 

 

競争評価チェックリスト 

 

(1)事業者の数の制限 

問１：規制が、事業活動の要件として許認可等を設定するか。 

問２：規制が、事業者が活動する地理的範囲を制限するか。 

問３：規制が、既存事業者と比べて新規参入者に対してより大きいコストを負担さ

せるか、又は新規参入に際して負担が生じ退出する際に回収できないコストを

発生させるか。 

(2)事業者の競争手段の制限 

問１：規制が、事業者が供給する商品・役務の価格、数量を制限するか。 

問２：規制が、事業者が供給する商品・役務の種類、品質、性能、規格等を制限する

か。 

問３：規制が、事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝の方法、営業の方法、販

売の方法等を制限するか。 

(3)事業者の競争回避的行動の誘発 

問 ：規制が、事業者が供給する商品・役務の価格、数量の具体的な計画や見通し等

の情報を公開することを義務付ける、又は事業者間において当該情報の交換を

促す仕組みを設けるものか。 

(4)需要者が利用できる情報・選択肢の制限 

問 ：規制が、需要者が利用できる商品・役務の情報・選択肢を制限するか。 

 

 

(ｴ) 規制的な内容を含む場合における競争評価チェックリストの活用 

地方公共団体において、住民の権利を制限し又は義務を課すために

は条例を制定することが必要であり（地方自治法第14条第２項）、この
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肢の制限に大別している。 

その上で、競争評価チェックリストは、これら４つの観点から、次

のとおり、具体的な質問を設けている。競争評価は、回答者によって

判断に差が生まれないように、質問項目を規制の内容に基づき外形

的に判断し、「はい」「いいえ」で回答できるようにしている。これ

らの質問に回答することによって、当該規制が事業者間の競争状況

に負の影響を及ぼす可能性があるかを把握することができるように

なっている。 

 

競争評価チェックリスト（質問項目） 

 

競争評価チェックリスト 

 

(1)事業者の数の制限 

問１：規制が、事業活動の要件として許認可等を設定するか。 

問２：規制が、事業者が活動する地理的範囲を制限するか。 

問３：規制が、既存事業者と比べて新規参入者に対してより大きいコストを負担さ

せるか、又は新規参入に際して負担が生じ退出する際に回収できないコストを

発生させるか。 

(2)事業者の競争手段の制限 

問１：規制が、事業者が供給する商品・役務の価格、数量を制限するか。 

問２：規制が、事業者が供給する商品・役務の種類、品質、性能、規格等を制限する

か。 

問３：規制が、事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝の方法、営業の方法、販

売の方法等を制限するか。 

(3)事業者の競争回避的行動の誘発 

問 ：規制が、事業者が供給する商品・役務の価格、数量の具体的な計画や見通し等

の情報を公開することを義務付ける、又は事業者間において当該情報の交換を

促す仕組みを設けるものか。 

(4)需要者が利用できる情報・選択肢の制限 

問 ：規制が、需要者が利用できる商品・役務の情報・選択肢を制限するか。 

 

 

(ｴ) 規制的な内容を含む場合における競争評価チェックリストの活用 

地方公共団体において、住民の権利を制限し又は義務を課すために

は条例を制定することが必要であり（地方自治法第14条第２項）、この

 

 

 

 

ような規制的な内容を含む条例を制定改廃する場合、その制定改廃過

程において事業者間の競争状況に及ぼす影響という視点から検討を行

うために、前記(ｳ)で紹介した「競争評価チェックリスト」を用いたセ

ルフチェックを行うことが有効である。 

 セルフチェックの結果、前記(ｱ)のとおり、当該規制が事業者間の競

争状況に負の影響を及ぼし得るものとされる場合も想定されるが、そ

れによって直ちに当該規制の導入が否定されるわけではなく、その結

果を踏まえた上で、競争状況に及ぼす影響を小さくする観点から、導入

しようとする規制の内容の再検討を行うことが望ましい。また、このよ

うなセルフチェックは、当該条例の制定改廃過程の適宜の場面におい

て繰り返し実施し、その結果を踏まえて、より事業者間の競争状況に及

ぼす影響を小さくする観点から検討を行うことが望ましい。 

以下では、地方公共団体における競争評価チェックリストの活用方

法について、想定事例11を用いて紹介する。 

なお、競争評価チェックリストは、後記イのとおり、規制的な内容を

含まない条例や条例以外の成文規範の制定等の過程においても、必要

に応じて活用されることが望まれる12。 

 

想定事例１ 農産物Ａは加工されて商品Ｂとなる。農産物Ａは全国各地

で生産され、産地ごとに特徴を持ち、商品Ｂの特色にもなって

いる。各地の商品Ｂの中でも、Ｐ県産は品質が高く人気があ

り、Ｐ県を代表する特産品である。また、Ｐ県の就業者数に占

める商品Ｂの生産に係る従事者の割合は高く、Ｐ県の産業上

重要な地位を占めている。Ｐ県には、県内に所在する全ての商

品Ｂの加工業者から構成される事業者団体Ｘがある。 

 近年、他県産商品Ｂの品質が向上して販売量を大幅に伸ば

している一方、Ｐ県産の商品Ｂの販売量は減少を続けている。 

 この状況を受け、Ｐ県における本件担当部局は、問題の所在

を確認した結果、Ｐ県産商品Ｂの加工業者ごとに加工及び管

理方法がまちまちであることが品質の不均一を生み、Ｐ県産

                         
11 想定事例１を含め、第１章において紹介する全ての想定事例は飽くまで想定であり、特定の

地方公共団体による施策等を指すものではない。 
12 条例自体は規制的な内容を含まない場合であっても、例えば当該条例の下位法令までを含め

てみると規制的な内容を含み得る場合も考えられる。したがって、競争評価の実施対象の選定

に当たっては、このような点にも留意することが望まれる。 
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商品Ｂ全体の品質低下につながっていると認識した。その上

で、担当部局は、Ｐ県産商品Ｂの品質を一定水準に保つことが

地域の産業振興や雇用安定等に寄与するものと考えた。そこ

で、Ｐ県産商品Ｂの品質を一定水準以上に保つため、加工・管

理方法に係る基準を策定し、当該基準を満たさない商品は販

売できない旨を条例で定めることを検討している。なお、これ

には事業者団体Ｘのほとんどの構成事業者が賛同している。 

 上記検討内容は、飽くまで本件担当部局における企画段階

のものであるが、本施策案について事業者間の競争状況に及

ぼす影響という観点から留意すべきことはあるか。 

 

上記想定事例において、本件担当部局は、本条例案の検討を更に進める上で「競

争評価チェックリスト」を用いて、条例案が事業者間の競争状況に及ぼす影響を

把握するためのセルフチェックを実施したところ、次のような結果が得られた。 

 

観点１：事業者の数の制限                  

（考え方） 事業者の参入・退出は、本来、市場における競争を通じて決められ

るべきものであり、その数を制限するような規制は、市場メカニズム

に直接的な影響を及ぼすものである。 

 規制が事業者の数に影響を及ぼすと考えられる場合、次の問１から

問３のいずれか又は複数の質問に該当し得ると考えられる。 

 

問１：規制が、事業活動の要件として許認可等を設定するか。        

（考え方） 事業活動の要件として許認可等を設定することは、ある事業者を

他の事業者と比べて優位にすることにつながり、参入障壁となる。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、事業活動の要件として許認可等の設定は予定

されていないことから、本質問には「いいえ」と回答することとな

る。 

 なお、Ｐ県における今後の検討において、仮に商品Ｂの加工に係

る事業活動の要件として許認可等を設定することとなる場合、本質

問には「はい」と回答することとなる。 

 

問２：規制が、事業者が活動する地理的範囲を制限するか。       

（考え方） 本来自由に商品・役務の取引が可能な場合に、その商品・役務の
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商品Ｂ全体の品質低下につながっていると認識した。その上

で、担当部局は、Ｐ県産商品Ｂの品質を一定水準に保つことが

地域の産業振興や雇用安定等に寄与するものと考えた。そこ

で、Ｐ県産商品Ｂの品質を一定水準以上に保つため、加工・管

理方法に係る基準を策定し、当該基準を満たさない商品は販

売できない旨を条例で定めることを検討している。なお、これ

には事業者団体Ｘのほとんどの構成事業者が賛同している。 

 上記検討内容は、飽くまで本件担当部局における企画段階

のものであるが、本施策案について事業者間の競争状況に及

ぼす影響という観点から留意すべきことはあるか。 

 

上記想定事例において、本件担当部局は、本条例案の検討を更に進める上で「競

争評価チェックリスト」を用いて、条例案が事業者間の競争状況に及ぼす影響を

把握するためのセルフチェックを実施したところ、次のような結果が得られた。 

 

観点１：事業者の数の制限                  

（考え方） 事業者の参入・退出は、本来、市場における競争を通じて決められ

るべきものであり、その数を制限するような規制は、市場メカニズム

に直接的な影響を及ぼすものである。 

 規制が事業者の数に影響を及ぼすと考えられる場合、次の問１から

問３のいずれか又は複数の質問に該当し得ると考えられる。 

 

問１：規制が、事業活動の要件として許認可等を設定するか。        

（考え方） 事業活動の要件として許認可等を設定することは、ある事業者を

他の事業者と比べて優位にすることにつながり、参入障壁となる。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、事業活動の要件として許認可等の設定は予定

されていないことから、本質問には「いいえ」と回答することとな

る。 

 なお、Ｐ県における今後の検討において、仮に商品Ｂの加工に係

る事業活動の要件として許認可等を設定することとなる場合、本質

問には「はい」と回答することとなる。 

 

問２：規制が、事業者が活動する地理的範囲を制限するか。       

（考え方） 本来自由に商品・役務の取引が可能な場合に、その商品・役務の

 

 

 

 

取引を行うことができる地域を制限することは、その地域へ参入し

ようとする者にとって参入障壁となる。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、事業者が活動する地理的範囲を制限すること

は予定されていないことから、本質問には「いいえ」と回答するこ

ととなる。 

 なお、Ｐ県における今後の検討において、仮に商品Ｂの加工業者

の活動する地理的範囲を制限することとなる場合、本質問には「は

い」と回答することとなる。 

 

問３：規制が、既存事業者と比べて新規参入者に対してより大きいコストを負

担させるか、又は新規参入に際して負担が生じ退出する際に回収できない

コストを発生させるか。 

（考え方） 既存事業者と新規参入者の間で負担するコストが実質的に異な

り既存事業者が費用面で優位となる場合や、新規参入に際して負担

が生じ退出する際に回収できないコストが生じる場合には、新規参

入者が参入するためのコストを高めることから、新規参入者にとっ

て参入障壁となる。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、既存事業者と新規参入者とのコストの差異や

新規参入に際して負担が生じ退出する際に回収できないコストの発

生は予定されていないことから、本質問には「いいえ」と回答する

こととなる。 

 なお、Ｐ県における今後の検討において、仮に新たに策定される

基準に適合させるため、既存の事業者の設備には追加的な要件を課

さないが、新規参入者が設置する設備に何らかの要件を課そうとす

る場合、新規参入者のみがコストを負担することとなることから、

本質問には「はい」と回答することとなる。また、新規参入に際し

て負担が生じ退出する際に回収できないコスト（例えば、加工・管

理方法に係る基準を満たすために用いられ、売却が不可能だったり

他の用途に転用できない機器や設備を導入するコスト）が生じる場

合は、本質問には「はい」と回答することとなる。 

 一方、既存業者と新規参入業者の間にコスト面での非対称性が生

じず、新たに必要となるコストが小さい場合、本質問には「いいえ」

と回答することとなる。 
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観点２ 事業者の競争手段の制限                     

（考え方） 規制により事業者の競争手段が制限されれば、本来は自由な事業者

の行動が制限されることとなる。 

 規制が事業者の競争手段に制限を及ぼすと考えられる場合、次の問

１から問３のいずれか又は複数の質問に該当し得ると考えられる。 

 

問１：規制が、事業者が供給する商品・役務の価格、数量を制限するか。 

（考え方） 価格競争は、良質・廉価な商品・役務を提供して需要者を獲得す

る競争の中核をなすものであり、また、商品・役務の数量は、価格

を決定する主要因である。よって、価格や数量は事業者にとっての

重要な競争手段である。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、商品Ｂの加工業者が供給する商品Ｂの価格、

数量を制限することは予定されていないことから、本質問には「い

いえ」と回答することとなる。 

 なお、Ｐ県における今後の検討において、仮に商品Ｂのブランド

力を維持するため、商品Ｂの加工業者に対してその供給量を制限す

ることとなる場合、本質問には「はい」と回答することとなる。 

 

問２：規制が、事業者が供給する商品・役務の種類、品質、性能、規格等を制

限するか。 

（考え方） 規制により事業者が供給する商品・役務の種類、品質、性能、規

格等の競争手段が制限される場合、事業者が多種多様な商品を提供

することができなくなる可能性がある。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、商品Ｂの品質を一定水準に保つための加工・

管理方法に係る基準を策定し、当該基準を満たさない商品は販売で

きない旨を条例で定めることが検討されていることから、本質問に

は「はい」と回答することとなる。 

  

問３：規制が、事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝の方法、営業の方

法、販売の方法等を制限するか。 

（考え方） 規制により事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝の方法、

営業の方法、販売の方法等の競争手段が制限される場合、事業者が

多種多様な商品・役務を提供できなくなる可能性がある。 
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観点２ 事業者の競争手段の制限                     

（考え方） 規制により事業者の競争手段が制限されれば、本来は自由な事業者

の行動が制限されることとなる。 

 規制が事業者の競争手段に制限を及ぼすと考えられる場合、次の問

１から問３のいずれか又は複数の質問に該当し得ると考えられる。 

 

問１：規制が、事業者が供給する商品・役務の価格、数量を制限するか。 

（考え方） 価格競争は、良質・廉価な商品・役務を提供して需要者を獲得す

る競争の中核をなすものであり、また、商品・役務の数量は、価格

を決定する主要因である。よって、価格や数量は事業者にとっての

重要な競争手段である。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、商品Ｂの加工業者が供給する商品Ｂの価格、

数量を制限することは予定されていないことから、本質問には「い

いえ」と回答することとなる。 

 なお、Ｐ県における今後の検討において、仮に商品Ｂのブランド

力を維持するため、商品Ｂの加工業者に対してその供給量を制限す

ることとなる場合、本質問には「はい」と回答することとなる。 

 

問２：規制が、事業者が供給する商品・役務の種類、品質、性能、規格等を制

限するか。 

（考え方） 規制により事業者が供給する商品・役務の種類、品質、性能、規

格等の競争手段が制限される場合、事業者が多種多様な商品を提供

することができなくなる可能性がある。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、商品Ｂの品質を一定水準に保つための加工・

管理方法に係る基準を策定し、当該基準を満たさない商品は販売で

きない旨を条例で定めることが検討されていることから、本質問に

は「はい」と回答することとなる。 

  

問３：規制が、事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝の方法、営業の方

法、販売の方法等を制限するか。 

（考え方） 規制により事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝の方法、

営業の方法、販売の方法等の競争手段が制限される場合、事業者が

多種多様な商品・役務を提供できなくなる可能性がある。 

 

 

 

 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、商品Ｂの加工業者が供給する商品Ｂの広告又

は宣伝の方法、営業の方法、販売の方法等を制限することは予定さ

れていないことから、本質問には「いいえ」と回答することとなる。 

 なお、Ｐ県における今後の検討において、仮に商品Ｂの品質維持

の一環として、商品Ｂの広告又は宣伝の方法等を制限することとな

る場合、本質問には「はい」と回答することとなる。 

 

観点３：事業者の競争回避的行動の誘発               

（考え方） 事業者の競争回避的行動を誘発する規制は、事業者の競争的行動の

意欲を減少させ、商品・役務の価格低下や質の向上といった競争によ

り得られる効果を小さくすることとなる。 

 例えば、事業者間で共有されていない情報について、共有・公開を

求める仕組みを導入する規制は、事業者間での情報交換・行動の予測

を容易にすることで、談合やカルテル等の競争回避的行動を誘発し、

その結果、市場の競争に直接的な影響を及ぼす可能性がある。 

 

問 ：規制が、事業者が供給する商品・役務の価格、数量の具体的な計画や見

通し等の情報を公開することを義務付ける、又は事業者間において当該情

報の交換を促す仕組みを設けるものか。 

（考え方） 事業者が供給する商品・役務の価格、数量の具体的な計画や見通

し等、事業者にとって現在又は将来の事業活動における重要な競争

手段に具体的に関係する内容の情報のうち、事業者間で把握・認識

されていない情報が事業者間で共有されると、各事業者が競争者の

行動を互いに予測することが容易になり、競争回避的な行動をとる

ことが利益となる場合があることから、競争により得られる効果が

小さくなる可能性がある。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、事業者が供給する商品・役務の価格、数量の

具体的な計画や見通し等の情報を公開することの義務付け等は予定

されていないことから、本質問には「いいえ」と回答することとな

る。 

 なお、Ｐ県における今後の検討において、例えば、商品Ｂのブラ

ンド力の維持・強化のため、商品Ｂの加工業者間で生産数量の計画

を共有する仕組みを設けることとなる場合、本質問には「はい」と

回答することとなる。 
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観点４：需要者が利用できる情報・選択肢の制限           

（考え方） 競争が消費者利益をもたらすためには供給者側だけでなく需要者

側も制約を受けないことが重要である。 

 規制によって需要者が利用できる情報や選択肢が制限される場合、

供給者である事業者は、自らが提供する商品・役務が選択・消費され

る可能性が小さくなることから、新たな商品開発への投資や、現在提

供している商品・役務を改善する意欲を失う可能性がある。 

 

問 ：規制が、需要者が利用できる商品・役務の情報・選択肢を制限するか。 

（考え方） 需要者が利用できる情報や選択肢が制限される場合、需要者の意

思決定に悪影響が生じる結果、事業者の競争意欲を減少させる可能

性がある。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、需要者が利用できる商品・役務の情報・選択

肢を制限することは予定されていないことから、本質問には「いい

え」と回答することとなる。 

 なお、Ｐ県における今後の検討において、例えば、需要者の正し

い選択に資する広告の媒体、回数、場所、内容等を制限することと

なる場合、本質問には「はい」と回答することとなる。逆に、例え

ば、事業者に対し、需要者に商品・役務を供給する際の説明義務を

課すこととなる場合、本質問には「いいえ」と回答することとなる。 

 

結論                                        

（考え方） チェックリストのいずれかの質問に「はい」と回答した場合には、

当該規制は、基本的には「競争状況に負の影響を及ぼす可能性がある」

ものとして整理される。 

（回答及び解説） 

 上記のとおり、セルフチェックの結果、検討段階の現時点では、少な

くとも、観点２の問２（事業者が供給する商品・役務の種類、品質、性

能、規格等を制限するか）に対して「はい」との回答があることから、

本条例案については「競争状況に負の影響を及ぼす可能性がある」も

のと整理されることとなる。 

 この結果から直ちに本条例案の制定が否定されるわけではないが、

本件担当部局においては、事業者間の競争状況に及ぼす影響という観

点から、この結果を分析することが望まれる。その際、商品Ｂの品質を
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一定水準以上に保つ手法に関して、事業者間の競争状況に及ぼす影響

を小さくする観点からは、より事業者の自主性が尊重されるような条

例等を制定することが望ましく、例えば商品Ｂの品質に関する規格を

定めてこれに適合する商品には認証を与えることとするが、当該認証

の取得は事業者の任意とするなど、より事業者が供給する商品・役務

の種類、品質、性能、規格等を制限しない方法について検討を行うこと

が望ましい。 

（注）後記(2)イ(ｴ)（想定事例６）では、上記の競争評価の結果も踏まえて

再検討された企画案に対する行政指導ガイドラインの活用例も紹介して

いる。 

 

【参考】規制的な内容を含む条例の制定に関する地方公共団体からの相談事例

    第２章 ４ 

 

 

イ 規制的な内容を含まない場合における競争評価チェックリストの活

用 

前記アでは、規制的な内容を含む条例の制定改廃過程において競争

評価チェックリストを活用したセルフチェックを行うことが有効であ

るとして、その活用について紹介した。 

本項イでは、規制的な内容を含まない条例や条例以外の成文規範の

制定改廃時における競争評価チェックリストの活用方法について、想

定事例を用いて紹介する。条例自体は規制的な内容を含まない場合で

あっても、例えば当該条例の下位法令までを含めてみると規制的な内

容を含み得る場合も考えられることから、競争評価チェックリストを

活用したセルフチェックの対象は、前記アの規制的な内容を含む条例

に限ることなく、それ以外の成文規範についても、その制定改廃が事業

者間の競争状況に及ぼす影響を把握することが望ましい。 

 以下では、規制的な内容を含まない条例や条例以外の成文規範の制

定時における競争評価チェックリストの活用方法について、想定事例

を用いて紹介する。 

 

想定事例２ Ｑ県の立地はＣ事業に適しているといわれているが、こ

れまで大規模な企業の進出はなかった。このため、Ｑ県にお

いてＣ事業に関する担当部局では、地域の産業振興及び雇

 

 

 

 

 

観点４：需要者が利用できる情報・選択肢の制限           

（考え方） 競争が消費者利益をもたらすためには供給者側だけでなく需要者

側も制約を受けないことが重要である。 

 規制によって需要者が利用できる情報や選択肢が制限される場合、

供給者である事業者は、自らが提供する商品・役務が選択・消費され

る可能性が小さくなることから、新たな商品開発への投資や、現在提

供している商品・役務を改善する意欲を失う可能性がある。 

 

問 ：規制が、需要者が利用できる商品・役務の情報・選択肢を制限するか。 

（考え方） 需要者が利用できる情報や選択肢が制限される場合、需要者の意

思決定に悪影響が生じる結果、事業者の競争意欲を減少させる可能

性がある。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、需要者が利用できる商品・役務の情報・選択

肢を制限することは予定されていないことから、本質問には「いい

え」と回答することとなる。 

 なお、Ｐ県における今後の検討において、例えば、需要者の正し

い選択に資する広告の媒体、回数、場所、内容等を制限することと

なる場合、本質問には「はい」と回答することとなる。逆に、例え

ば、事業者に対し、需要者に商品・役務を供給する際の説明義務を

課すこととなる場合、本質問には「いいえ」と回答することとなる。 

 

結論                                        

（考え方） チェックリストのいずれかの質問に「はい」と回答した場合には、

当該規制は、基本的には「競争状況に負の影響を及ぼす可能性がある」

ものとして整理される。 

（回答及び解説） 

 上記のとおり、セルフチェックの結果、検討段階の現時点では、少な

くとも、観点２の問２（事業者が供給する商品・役務の種類、品質、性

能、規格等を制限するか）に対して「はい」との回答があることから、

本条例案については「競争状況に負の影響を及ぼす可能性がある」も

のと整理されることとなる。 

 この結果から直ちに本条例案の制定が否定されるわけではないが、

本件担当部局においては、事業者間の競争状況に及ぼす影響という観

点から、この結果を分析することが望まれる。その際、商品Ｂの品質を
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用の確保などを促進する観点から、Ｃ事業に関する企業立

地を促進させるため、指定地区においてＣ事業を新規で営

む企業に対する補助金の交付を内容とする補助事業Ｄの実

施を検討することとした。 

 本件担当部局では、補助事業Ｄを具体化するため、補助金

交付の要件、手続等を規定する要綱案を検討することとし

た。要綱案では、事業期間、交付の対象事業者、補助額を規

定するほか、指定地区付近の住民に対する交通・騒音等の環

境面への配慮の観点から、補助金交付対象事業者に対して、

交付決定後に対象事業者間で、工場の稼働時間帯等の調整

を行うことを要件とすることを検討している。 

 なお、上記検討内容は、飽くまで本件担当部局における企

画段階のものであるが、本施策案について事業者間の競争

状況に及ぼす影響の観点から留意すべきことはあるか。 

  

上記想定事例において、本件担当部局は、補助事業Ｄに係る要綱案を検討する

上で事業者間の競争状況に及ぼす影響の観点から留意すべき点を確認するため、

「競争評価チェックリスト」を用いて、要綱案が競争状況に及ぼす影響を把握す

るためのセルフチェックを実施したところ、次のような結果が得られた。 

 

※以下では、各観点及び問における（考え方）の記載は省略する。 

観点１：事業者の数の制限                     

 

問１：規制が、事業活動の要件として許認可等を設定するか。     

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、事業活動の要件として許認可等を設定するこ

とは予定されていないことから、本質問には「いいえ」と回答する

こととなる。 

 なお、Ｑ県における今後の検討において、仮にＣ事業に係る事業

活動の要件として許認可等を設定することとなる場合、本質問には

「はい」と回答することとなる。 

 

問２：規制が、事業者が活動する地理的範囲を制限するか。       

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、事業者が活動する地理的範囲を制限すること

は予定されていないことから、本質問には「いいえ」と回答するこ
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用の確保などを促進する観点から、Ｃ事業に関する企業立

地を促進させるため、指定地区においてＣ事業を新規で営

む企業に対する補助金の交付を内容とする補助事業Ｄの実

施を検討することとした。 

 本件担当部局では、補助事業Ｄを具体化するため、補助金

交付の要件、手続等を規定する要綱案を検討することとし

た。要綱案では、事業期間、交付の対象事業者、補助額を規

定するほか、指定地区付近の住民に対する交通・騒音等の環

境面への配慮の観点から、補助金交付対象事業者に対して、

交付決定後に対象事業者間で、工場の稼働時間帯等の調整

を行うことを要件とすることを検討している。 

 なお、上記検討内容は、飽くまで本件担当部局における企

画段階のものであるが、本施策案について事業者間の競争

状況に及ぼす影響の観点から留意すべきことはあるか。 

  

上記想定事例において、本件担当部局は、補助事業Ｄに係る要綱案を検討する

上で事業者間の競争状況に及ぼす影響の観点から留意すべき点を確認するため、

「競争評価チェックリスト」を用いて、要綱案が競争状況に及ぼす影響を把握す

るためのセルフチェックを実施したところ、次のような結果が得られた。 

 

※以下では、各観点及び問における（考え方）の記載は省略する。 

観点１：事業者の数の制限                     

 

問１：規制が、事業活動の要件として許認可等を設定するか。     

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、事業活動の要件として許認可等を設定するこ

とは予定されていないことから、本質問には「いいえ」と回答する

こととなる。 

 なお、Ｑ県における今後の検討において、仮にＣ事業に係る事業

活動の要件として許認可等を設定することとなる場合、本質問には

「はい」と回答することとなる。 

 

問２：規制が、事業者が活動する地理的範囲を制限するか。       

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、事業者が活動する地理的範囲を制限すること

は予定されていないことから、本質問には「いいえ」と回答するこ

 

 

 

 

ととなる。 

 なお、Ｑ県における今後の検討において、仮に補助事業Ｄに係る

補助金交付の要件が、事業者が活動する地理的範囲を制限すること

となる場合、本質問には「はい」と回答することとなる。 

 

問３：規制が、既存事業者と比べて新規参入者に対してより大きいコストを負

担させるか、又は新規参入に際して負担が生じ退出する際に回収できない

コストを発生させるか。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、既存事業者と新規参入者とのコストの差異は

予定されていないことから、本質問には「いいえ」と回答すること

となる。 

 なお、Ｑ県における今後の検討において、仮に補助事業Ｄに係る

補助金の交付要件として、既存事業者と比べて新規参入者に対して

より大きなコストを負担させることとなる場合、本質問には「はい」

と回答することとなる。 

 

観点２：事業者の競争手段の制限                  

 

問１：規制が、事業者が供給する商品・役務の価格、数量を制限するか。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、事業者が供給する商品・役務の価格、数量を

制限することは予定されていないことから、本質問には「いいえ」

と回答することとなる。 

 なお、Ｑ県における今後の検討において、仮に補助事業Ｄに係る

補助金の交付の要件が、事業者が供給する商品の価格、数量を制限

することとなる場合、本質問には「はい」と回答することとなる。 

 

問２：規制が、事業者が供給する商品・役務の種類、品質、性能、規格等を制

限するか。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、事業者が供給する商品・役務の種類、品質、

性能、規格等を制限することは予定されていないことから、本質問

には「いいえ」と回答することとなる。 

 なお、Ｑ県における今後の検討において、仮に補助事業Ｄに係る

補助金の交付の要件が、事業者が供給する商品の品質、規格等を制
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限することとなる場合、本質問には「はい」と回答することとなる。 

 

問３：規制が、事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝の方法、営業の方

法、販売の方法等を制限するか。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝

の方法、営業の方法、販売の方法等を制限することは予定されてい

ないことから、本質問には「いいえ」と回答することとなる。 

 なお、Ｑ県における今後の検討において、仮に補助事業Ｄに係る

補助金の交付の要件が、事業者の広告又は宣伝の方法等を制限する

こととなる場合、本質問には「はい」と回答することとなる。 

 

観点３：事業者の競争回避的行動の誘発               

 

問 ：規制が、事業者が供給する商品・役務の価格、数量の具体的な計画や見

通し等の情報を公開することを義務付ける、又は事業者間において当該情

報の交換を促す仕組みを設けるものか。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、事業者が供給する商品・役務の価格、数量の

具体的な計画や見通し等の情報の交換を促す仕組みを設けることは

予定されていないことから、本質問には「いいえ」と回答すること

となる。 

 なお、Ｑ県における今後の検討において、例えば、補助金交付対

象事業者間で、生産する商品の数量等の具体的な計画や見通し等の

情報交換を促す仕組みを設ける場合、本質問には「はい」と回答す

ることとなる。 

 

観点４：需要者が利用できる情報・選択肢の制限           

 

問 ：規制が、需要者が利用できる商品・役務の情報・選択肢を制限するか。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、需要者が利用できる商品・役務の情報・選択

肢を制限することは予定されていないことから、本質問には「いい

え」と回答することとなる。 

 なお、Ｑ県における今後の検討において、補助事業Ｄに係る補助

金の交付の要件が、例えば、需要者の正しい選択に資する広告の媒
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限することとなる場合、本質問には「はい」と回答することとなる。 

 

問３：規制が、事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝の方法、営業の方

法、販売の方法等を制限するか。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝

の方法、営業の方法、販売の方法等を制限することは予定されてい

ないことから、本質問には「いいえ」と回答することとなる。 

 なお、Ｑ県における今後の検討において、仮に補助事業Ｄに係る

補助金の交付の要件が、事業者の広告又は宣伝の方法等を制限する

こととなる場合、本質問には「はい」と回答することとなる。 

 

観点３：事業者の競争回避的行動の誘発               

 

問 ：規制が、事業者が供給する商品・役務の価格、数量の具体的な計画や見

通し等の情報を公開することを義務付ける、又は事業者間において当該情

報の交換を促す仕組みを設けるものか。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、事業者が供給する商品・役務の価格、数量の

具体的な計画や見通し等の情報の交換を促す仕組みを設けることは

予定されていないことから、本質問には「いいえ」と回答すること

となる。 

 なお、Ｑ県における今後の検討において、例えば、補助金交付対

象事業者間で、生産する商品の数量等の具体的な計画や見通し等の

情報交換を促す仕組みを設ける場合、本質問には「はい」と回答す

ることとなる。 

 

観点４：需要者が利用できる情報・選択肢の制限           

 

問 ：規制が、需要者が利用できる商品・役務の情報・選択肢を制限するか。 

（回答及び解説） 

 上記想定事例では、需要者が利用できる商品・役務の情報・選択

肢を制限することは予定されていないことから、本質問には「いい

え」と回答することとなる。 

 なお、Ｑ県における今後の検討において、補助事業Ｄに係る補助

金の交付の要件が、例えば、需要者の正しい選択に資する広告の媒

 

 

 

 

体、回数、場所、内容等を制限することとなる場合、本質問には「は

い」と回答することとなる。逆に、例えば、事業者に対し、需要者

に商品・役務を供給する際の説明義務を課すこととなる場合、本質

問には「いいえ」と回答することとなる。 

 

結論                                        

（回答及び解説） 

上記のとおり、セルフチェックの結果、検討段階の現時点では、全

て「いいえ」と回答された点からは、本要綱案は、基本的には「競争

状況に負の影響を及ぼさない」ものと整理されることとなる。 

 ただし、この結果は、飽くまで本件担当部局における企画段階のも

のであるため、Ｑ県においては、今後も、本要綱案の策定過程の適宜

の場面において、セルフチェックを繰り返し実施し、より事業者間の

競争状況に及ぼす影響を小さくする観点から検討を行うことが望まし

い13。 

 

【参考】規制的な内容を含まない条例等の制定に関する地方公共団体からの相

談事例 

第２章 ２、３、９ 

 

 

(2) 条例等の制定改廃・運用時における独占禁止法違反行為の誘発の防止 

 本項(2)では、条例等、すなわち地方公共団体が制定改廃する条例、規

則、規程、要綱等の成文規範の制定改廃あるいはその運用が、場合によっ

ては、事業者による独占禁止法違反行為を誘発し得る点に着目し、地方公

共団体が事業者の独占禁止法違反行為を誘発しないよう、留意すべき点

について考え方を整理する。 

 国や地方公共団体が条例等を運用するに当たって、例えば、行政需要へ

の機敏な対応、行政の弾力性の確保、行政目的の円滑な達成等のために行

政指導14が行われているが、行政指導の中には、その相手方の独占禁止法

違反行為を誘発し得るものもある。このため、公正取引委員会では、この

                         
13 必要に応じて、行政指導ガイドラインも参照されたい。 
14 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者

に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないも

のをいう（行政手続法（平成５年法律第88号）第２条６号）。 
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ような行政指導と独占禁止法との関係について、「行政指導ガイドライン」

を取りまとめて公表することにより、その考え方を示してきたところで

ある。 

 その上で、行政指導ガイドラインは、飽くまで「行政指導」と独占禁止

法との関係を示したものであるが、ここで示される独占禁止法上の考え

方の枠組みは行政指導に限定されるものではなく、地方公共団体が、事業

者の独占禁止法違反行為を誘発させ得る条例等の法令やその運用とはど

のようなものかを把握する上で、有効な視点を提供するものと考えられ

る。 

 

ア 行政指導ガイドラインの概要・意義 

行政指導に関して、公正取引委員会では、独占禁止法との関係を取り

まとめた「行政指導ガイドライン」を公表している。 

「行政指導ガイドライン」は、公正取引委員会が行った他の行政機関

との調整事例や独占禁止法違反被疑事件の審査の過程等で認められた

事例を踏まえて、作成されたものである。 

 行政指導ガイドラインは、行政指導が「事業者の参入・退出、商品又

は役務の価格・数量、設備等に直接・間接に影響を及ぼす」場合には、

「その目的、内容、方法等によっては、公正かつ自由な競争を制限し、

又は阻害するとともに、独占禁止法違反行為を誘発する場合さえある」

（「行政指導ガイドラインはじめに」）としている。そして、事業者が

行政指導に従って独占禁止法上問題のある行為を行った場合、「当該行

為について直接法的責任を問われるのは行政指導に従った事業者」で

あることから、行政指導を行う場合には慎重であることを求めている。 

また、行政指導ガイドラインでは、行政指導には、法令（法律、法律

に基づく命令〔告示を含む。〕、条例及び地方公共団体の執行機関の規

則〔規程を含む。〕をいう。以下２(2)において同じ。）に具体的な規

定がある場合と、法令に具体的な規定がない場合とがあり、これを踏ま

えて、行政指導ガイドラインは、法令に具体的な規定のない行政指導に

ついて、その目的、内容、方法によっては、公正かつ自由な競争を制限

し、又は阻害するとともに、その相手方の独占禁止法違反行為を誘発す

る場合、当該行為に対する独占禁止法の適用は妨げられないとの考え

を示している。また、法令に具体的な規定がある行政指導によって誘発

された事業者の行為が独占禁止法違反行為の要件に該当する場合、当

該行政指導の根拠となる法令において独占禁止法の適用を除外する規
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為について直接法的責任を問われるのは行政指導に従った事業者」で

あることから、行政指導を行う場合には慎重であることを求めている。 

また、行政指導ガイドラインでは、行政指導には、法令（法律、法律

に基づく命令〔告示を含む。〕、条例及び地方公共団体の執行機関の規

則〔規程を含む。〕をいう。以下２(2)において同じ。）に具体的な規

定がある場合と、法令に具体的な規定がない場合とがあり、これを踏ま

えて、行政指導ガイドラインは、法令に具体的な規定のない行政指導に

ついて、その目的、内容、方法によっては、公正かつ自由な競争を制限

し、又は阻害するとともに、その相手方の独占禁止法違反行為を誘発す

る場合、当該行為に対する独占禁止法の適用は妨げられないとの考え

を示している。また、法令に具体的な規定がある行政指導によって誘発

された事業者の行為が独占禁止法違反行為の要件に該当する場合、当

該行政指導の根拠となる法令において独占禁止法の適用を除外する規

 

 

 

 

定が定められていない限り15、当該事業者の行為に対する独占禁止法の

適用は妨げられないとの考えも示している。 

なお、前記(1)で述べたとおり、事業者の独占禁止法違反行為を誘発

させ得るか否かは別として、条例等の制定改廃過程において、必要に応

じて、競争評価によるセルフチェックを実施し、事業者間の競争状況に

及ぼす影響を把握することも有効である。 

 

イ 独占禁止法違反行為を誘発し得る条例等を把握するための行政指導

ガイドラインの活用 

「行政指導ガイドライン」では、行政指導の内容や対象に応じて、①

参入・退出に関する行政指導、②価格に関する行政指導、③数量・設備

に関する行政指導、④営業方法、品質・規格、広告・表示等に関する行

政指導に類型分けをし、それぞれに対する独占禁止法上の考え方を示

している。 

以下では、独占禁止法違反行為を誘発し得る条例等及びその運用を

把握するための行政指導ガイドラインの活用方法について、前記４つ

の類型に即して、想定事例を用いて紹介する。 

 

(ｱ) 参入・退出に関する条例等の制定改廃・運用における留意点 

公正かつ自由な競争を維持・促進するためには、参入・退出の自由が

保障されている必要があり、行政機関は、法令に具体的な規定がない参

入・退出に関する行政指導により公正かつ自由な競争が制限され、又は

阻害されることのないよう十分留意する必要がある（行政指導ガイド

ライン２(1)）。 

この考え方を基にすると、例えば、次のような事例は、独占禁止法

違反行為を誘発するおそれがある。 

 

 

                         
15 特定分野の行為に対して独占禁止法の適用を除外する規定が設けられているものがあり、そ

の根拠規定が独占禁止法自体に定められているもの（独占禁止法第21条〔知的財産権の行使行

為〕、第22条〔一定の組合の行為〕、第23条〔再販売価格維持契約〕）と、個別法に基づくも

の（保険業法第101条、損害保険料率算出団体に関する法律第７条の３、著作権法第95条、海上

運送法第28条、道路運送法第18条、航空法第110条等）とがある（17の法律において23の適用除

外制度がある（令和６年10月現在））。なお、独占禁止法の適用除外規定が定められていたと

しても、特定分野の行為に対する独占禁止法の適用が除外されるには、所定の手続の完了を要

する場合がある。 
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想定事例３ Ｅ事業を営むには都道府県知事の許可が必要である。

Ｒ県では、複数の事業者がＥ事業を営んでおり、これら全

ての事業者で構成された事業者団体Ｙがある。近年、事業

者団体Ｙの各構成員の受注は減少傾向にある。その一方

で、他県においてＥ事業を営む事業者のうちの複数が、新

たにＲ県への参入を検討している。 

 このような状況において、事業者団体Ｙは、今般、構成

員の事業の継続や安定した雇用の確保等の観点から、Ｒ

県に対して、今後Ｅ事業への新規参入を認めないこと、ま

た、仮に参入を認めざるを得ない場合であっても、営業の

許可を与えるに当たり、事業者団体Ｙの同意を得るよう

指導することを要望することとした。 

 この要望を受けたＲ県における本件担当部局は、当該

要望を検討した結果、要件を満たした者を不許可とする

ことはできないが、許可に当たり事業者団体Ｙの同意を

得るよう求めることは、Ｒ県内のＥ事業を営む事業者間

の意思疎通が円滑化されることとなり、事業者の受注が

減少傾向にある中、過度の競争を防止することにつなが

り、ひいては地域の産業振興や安定雇用の確保に寄与し

得るのではないかと考えた。そこで、Ｒ県は、許可に当

たっては地域の産業振興や安定雇用の確保に配慮する旨

などを定めた条例を制定し、新規参入者に対するＥ事業

の許可に当たり事業者団体Ｙの同意を得ることを求める

行政指導を行うことを検討している。 

 上記検討内容は、飽くまで本件担当部局における企画

段階のものであるが、本施策案の検討を更に進める上で、

独占禁止法上留意すべきことはあるか。 

 

（考え方）  

(1) 本想定事例は、Ｒ県が、条例を制定し、Ｅ事業に関する営業

の許可に当たり事業者団体Ｙの同意を得ることを求める行政

指導を行うこととするものである。 

(2) 特定の事業への参入に当たり、当該事業分野の既存事業者若

しくは事業者団体の同意を得ることを求め、又は参入の条件に

ついてこれらのものと調整するよう指導することは、これによ

り、当該既存事業者が共同して、又は事業者団体が、参入の同
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者団体Ｙの各構成員の受注は減少傾向にある。その一方

で、他県においてＥ事業を営む事業者のうちの複数が、新

たにＲ県への参入を検討している。 
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（考え方）  

(1) 本想定事例は、Ｒ県が、条例を制定し、Ｅ事業に関する営業

の許可に当たり事業者団体Ｙの同意を得ることを求める行政

指導を行うこととするものである。 

(2) 特定の事業への参入に当たり、当該事業分野の既存事業者若

しくは事業者団体の同意を得ることを求め、又は参入の条件に

ついてこれらのものと調整するよう指導することは、これによ

り、当該既存事業者が共同して、又は事業者団体が、参入の同

 

 

 

 

意を拒否することにより新規参入を断念させ、当該事業分野の

事業者の数を制限し、又は参入しようとする事業者の事業活動

を不当に制限する条件を付すことになるおそれがある[行政指

導ガイドライン２(1)①]。そして、事業者又は事業者団体の行

為については、たとえそれが行政機関の行政指導により誘発さ

れたものであっても、独占禁止法の適用が妨げられるものでは

ない[行政指導ガイドラインはじめに]。 

(3) Ｒ県が、Ｅ事業の営業の許可を与えるに当たり、事業者団体

Ｙの同意を得ることを求める指導を行うことは、それによって

事業者団体Ｙが新規参入を求める者への同意を拒否すること

により新規参入を断念させ、当該事業分野においてＥ事業を営

む者の数を制限し、又は事業者団体Ｙへの加入に当たり参入し

ようとする事業者の事業活動を不当に制限する条件を付すと

いった、事業者団体Ｙの独占禁止法違反行為を誘発するおそれ

がある（独占禁止法第８条第１号、第３号、第４号）。 

 さらに、新規参入の可能性が低くなることによって、既存事

業者が新たな競争にさらされる可能性が低くなれば、既存事業

者において良質低廉な商品・役務を供給しようとする経営努力

を行うインセンティブは低くなり、消費者の不利益にもなりか

ねない。 

(4) したがって、Ｒ県における本施策は、地域の産業振興や安定

雇用の確保を目指すものであったとしても、事業者団体Ｙの独

占禁止法違反行為を誘発するおそれがあり、当該行為によって

既存事業者が新たな競争にさらされる可能性が低下し、経営努

力を行うインセンティブが低下すれば、消費者の不利益にもな

りかねない。また、既存事業者と新規参入者との間で新たな競

争を生じさせ、これにより既存事業者において良質低廉な商

品・役務を供給しようとする経営努力を行うインセンティブを

高めることで、公正かつ自由な競争を維持・促進することが、

むしろ消費者の利益の向上や競争力のある地元事業者の育成

にも寄与するものと考えられる。 

  

【参考】参入・退出に関する地方公共団体からの相談事例   

第２章 １、４、12、13、15 
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(ｲ) 価格に関する条例等の制定改廃・運用における留意点 

公正かつ自由な競争を維持・促進するためには、商品又は役務の価格

設定が事業者の自主的な判断に委ねられる必要があり、行政機関は、法

令に具体的な規定がない価格に関する行政指導により公正かつ自由な

競争が制限され、又は阻害されることのないよう十分留意する必要が

ある（行政指導ガイドライン２(2)）。 

この考え方を基にすると、例えば、次のような事例は、独占禁止法違

反行為を誘発するおそれがある。 

 

想定事例４ Ｓ市は、Ｓ市が設置した音楽ホールを有料で市民等に

貸し出している。Ｓ市が設置した複数の音楽ホールの管

理については、Ｓ市が指定管理者を指定して行わせてい

る。指定管理者が収受する利用料の額については、Ｓ市の

条例で設定された範囲内で、指定管理者の申請に基づき、

Ｓ市の承認を受けた上、決定される。 

 Ｓ市の音楽ホールの指定管理者は、かつては全ての音

楽ホールに同一の者が指定されていた。しかし、現在は、

各ホールの指定管理者は異なり、また、各指定管理者がＳ

市から承認を受けた利用料は異なっているため、音楽

ホールが提供するサービスの程度が同じであっても、そ

れぞれの利用料は異なっている。 

 この状況について、音楽ホールの利用者である市民等

からＳ市に対して、音楽ホールごとに利用料が異なるこ

とに関して、分かりにくい、料金を一律にすべき等の意見

が多数寄せられている。 

 Ｓ市における本件担当部局は、これらの意見を検討し

た結果、各音楽ホールの利用料を統一させるため、条例に

基づきＳ市に利用料案を申請しようとする者に対して、

目安となる具体的な額を示して申請事項である利用料を

指導する、又は申請する利用料案を指定管理者等の間で

調整するよう促すこととし、これにより、各音楽ホールの

利用料を統一させることで、市民等の不満解消や利便性

の向上にも寄与するのではないかと考えた。そこで、利用

料案の申請手続等を定めた要綱を改正し、これに基づき、

申請者に対し行政指導を行うことを検討している 

 上記検討内容は、飽くまで本件担当部局における企画
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(ｲ) 価格に関する条例等の制定改廃・運用における留意点 

公正かつ自由な競争を維持・促進するためには、商品又は役務の価格

設定が事業者の自主的な判断に委ねられる必要があり、行政機関は、法

令に具体的な規定がない価格に関する行政指導により公正かつ自由な

競争が制限され、又は阻害されることのないよう十分留意する必要が

ある（行政指導ガイドライン２(2)）。 

この考え方を基にすると、例えば、次のような事例は、独占禁止法違

反行為を誘発するおそれがある。 

 

想定事例４ Ｓ市は、Ｓ市が設置した音楽ホールを有料で市民等に

貸し出している。Ｓ市が設置した複数の音楽ホールの管

理については、Ｓ市が指定管理者を指定して行わせてい

る。指定管理者が収受する利用料の額については、Ｓ市の

条例で設定された範囲内で、指定管理者の申請に基づき、

Ｓ市の承認を受けた上、決定される。 

 Ｓ市の音楽ホールの指定管理者は、かつては全ての音

楽ホールに同一の者が指定されていた。しかし、現在は、

各ホールの指定管理者は異なり、また、各指定管理者がＳ

市から承認を受けた利用料は異なっているため、音楽

ホールが提供するサービスの程度が同じであっても、そ

れぞれの利用料は異なっている。 

 この状況について、音楽ホールの利用者である市民等

からＳ市に対して、音楽ホールごとに利用料が異なるこ

とに関して、分かりにくい、料金を一律にすべき等の意見

が多数寄せられている。 

 Ｓ市における本件担当部局は、これらの意見を検討し

た結果、各音楽ホールの利用料を統一させるため、条例に

基づきＳ市に利用料案を申請しようとする者に対して、

目安となる具体的な額を示して申請事項である利用料を

指導する、又は申請する利用料案を指定管理者等の間で

調整するよう促すこととし、これにより、各音楽ホールの

利用料を統一させることで、市民等の不満解消や利便性

の向上にも寄与するのではないかと考えた。そこで、利用

料案の申請手続等を定めた要綱を改正し、これに基づき、

申請者に対し行政指導を行うことを検討している 

 上記検討内容は、飽くまで本件担当部局における企画

 

 

 

 

段階のものであるが、本施策案の検討を更に進める上で、

独占禁止法上留意すべき点はあるか。 

 

（考え方） 

(1) 本想定事例は、Ｓ市が、条例に基づき各指定管理者がＳ市に

申請する利用料案を申請者間で統一するため、申請手続等を定

めた要綱を改正して、申請者に対して目安となる具体的な額を

示して申請事項である利用料を指導する、又は申請する利用料

案を申請者間で調整するよう促す指導を行うこととするもの

である。 

(2) 個々の事業者が自主的判断で決めることとされている価格

について事前届出制が採られている場合に、目安となる具体的

な数字を示して届出事項について指導したり、事業者間で調整

をさせたりすることは、それにより、事業者が共同して、届出

事項である価格について決定することになるおそれがある[行

政指導ガイドライン２(2)⑤]。そして、事業者又は事業者団体

の行為については、たとえそれが行政機関の行政指導により誘

発されたものであっても、独占禁止法の適用が妨げられるもの

ではない[行政指導ガイドラインはじめに]。 

(3) 現状、Ｓ市において指定管理者が収受する利用料については、

指定管理者が条例で設定された範囲内で自主的な判断により

決定した利用料案をＳ市に申請し、承認を得ることで決定され

ているが、Ｓ市が検討している施策は、指定管理者が申請する

利用料案の目安となる具体的な額を示したり、又は指定管理者

間で申請する利用料案を調整するよう指導するものである。こ

うしたＳ市の施策によって、指定管理者間で話し合うなどして、

申請する利用料案を決定するといった、指定管理者の独占禁止

法違反行為を誘発するおそれがある（独占禁止法第３条）。 

 個々の指定管理者が申請する利用料案を統一することは、い

ずれの音楽ホールも同じ利用料となる点で利用者の利便が図

られるようにも見えるが、他方、それによって、個々の指定管

理者による利用料案や提供するサービスの内容等の設定に係

る創意工夫の発揮が妨げられるほか、指定管理者が共同して申

請する利用料案を決定することとなれば、例えば利用料が条例

の上限額に高止まりするなど、かえって利用者の不利益にもな

りかねない。  
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(4) したがって、Ｓ市における本施策は、市民等の不満解消や利

便性の向上を目指すものであったとしても、指定管理者の独占

禁止法違反行為を誘発するおそれがあり、当該行為によって指

定管理者の創意工夫の発揮が妨げられることとなれば、消費者

の不利益にもなりかねない。また、条例の範囲内で設定される

利用料について、例えば、利用料の設定に係る指定管理者の自

由度を担保した上で、同程度のサービスを提供する音楽ホール

間の差が小さくなるよう利用料の審査基準をより明確にする

など、公正かつ自由な競争を維持・促進する他の方法を検討す

ることが、利用者の利益になると考えられる。 

 

【参考】価格に関する地方公共団体からの相談事例   

第２章 ５、６、７、８、14 

 

(ｳ) 数量・設備に関する条例等の制定改廃・運用における留意点 

公正かつ自由な競争を維持・促進するためには、数量・設備に関する

事業活動が事業者の自主的な判断に委ねられる必要があり、行政機関

は、法令に具体的な規定がない数量・設備に関する行政指導により公正

かつ自由な競争が制限され、又は阻害されることのないよう十分留意

する必要がある（行政指導ガイドライン２(3)）。 

この考え方を基にすると、例えば、次のような事例は、独占禁止法違

反行為を誘発するおそれがある。 

 

想定事例５ Ｔ県で産出される農産物Ｆを加工した商品Ｇは、Ｔ県

を代表する特産品として、全国各地で販売されている。ま

た、Ｔ県の就業者数に占める農産物Ｆ及び商品Ｇの生産・

加工の従事者の割合は高く、農産物Ｆ及び商品ＧはＴ県

の産業上重要な地位を占めている。 

 近年、Ｔ県では、農産物Ｆの生産量は横ばい傾向にある

が、商品Ｇの販売量は減少傾向にあることに対して、Ｔ県

の本件担当部局は、商品Ｇの販売量の減少には、商品Ｇの

品質の低下が影響していると考えた。 

 その上で、本件担当部局は、Ｔ県における農産物Ｆ及び

商品Ｇの重要性に鑑みると、今後は県が農産物Ｆ及び商

品Ｇの生産・加工・販売の各数量の管理に関与すること
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(4) したがって、Ｓ市における本施策は、市民等の不満解消や利

便性の向上を目指すものであったとしても、指定管理者の独占

禁止法違反行為を誘発するおそれがあり、当該行為によって指

定管理者の創意工夫の発揮が妨げられることとなれば、消費者

の不利益にもなりかねない。また、条例の範囲内で設定される

利用料について、例えば、利用料の設定に係る指定管理者の自

由度を担保した上で、同程度のサービスを提供する音楽ホール

間の差が小さくなるよう利用料の審査基準をより明確にする

など、公正かつ自由な競争を維持・促進する他の方法を検討す

ることが、利用者の利益になると考えられる。 

 

【参考】価格に関する地方公共団体からの相談事例   

第２章 ５、６、７、８、14 

 

(ｳ) 数量・設備に関する条例等の制定改廃・運用における留意点 

公正かつ自由な競争を維持・促進するためには、数量・設備に関する

事業活動が事業者の自主的な判断に委ねられる必要があり、行政機関

は、法令に具体的な規定がない数量・設備に関する行政指導により公正

かつ自由な競争が制限され、又は阻害されることのないよう十分留意

する必要がある（行政指導ガイドライン２(3)）。 

この考え方を基にすると、例えば、次のような事例は、独占禁止法違

反行為を誘発するおそれがある。 

 

想定事例５ Ｔ県で産出される農産物Ｆを加工した商品Ｇは、Ｔ県

を代表する特産品として、全国各地で販売されている。ま

た、Ｔ県の就業者数に占める農産物Ｆ及び商品Ｇの生産・

加工の従事者の割合は高く、農産物Ｆ及び商品ＧはＴ県

の産業上重要な地位を占めている。 

 近年、Ｔ県では、農産物Ｆの生産量は横ばい傾向にある

が、商品Ｇの販売量は減少傾向にあることに対して、Ｔ県

の本件担当部局は、商品Ｇの販売量の減少には、商品Ｇの

品質の低下が影響していると考えた。 

 その上で、本件担当部局は、Ｔ県における農産物Ｆ及び

商品Ｇの重要性に鑑みると、今後は県が農産物Ｆ及び商

品Ｇの生産・加工・販売の各数量の管理に関与すること

 

 

 

 

が、商品Ｇの販売量の増加につながり、地域産業の振興や

安定雇用の確保に寄与するものと考えた。そこで、Ｔ県

は、条例を制定して、①Ｔ県は農産物Ｆ及び商品Ｇの生

産・加工・販売事業に関する基本計画を毎年策定し、商品

Ｇの品質を維持するために適正と考えられる農作物Ｆ及

び商品Ｇの生産・加工・販売数量を定めること、②農産物

Ｆの生産者及び商品Ｇの加工・販売事業者は、それぞれ生

産・加工・販売を行う数量に関して実施計画を立て、それ

をＴ県知事に提出すること、③Ｔ県知事は、県が定めた基

本計画に照らして、必要に応じて、実施計画に記載の生

産・加工・販売の各数量について助言又は勧告を行うこと

を検討している。 

 上記検討内容は、飽くまで本件担当部局における企画

段階のものであるが、本施策案の検討を更に進める上で、

独占禁止法上留意すべきことはあるか。 

 

（考え方） 

(1) 本想定事例は、Ｔ県が、条例を制定し、農産物Ｆ及び商品Ｇ

の生産・加工・販売に関する基本計画を策定し、県内の農産物

Ｆ及び商品Ｇの生産・加工・販売事業者にそれぞれ生産等を行

う数量に関して実施計画を立てさせてこれを知事に提出させ、

個々の事業者が定める実施計画に記載された生産・加工・販売

の各数量について指導又は勧告を行うこととするものである。 

(2) 個々の事業者が自主的判断で決定することとされている生

産・販売数量、輸入・輸出数量、設備の新増設等について事前

届出制が採られている場合に、具体的な目安を示して届出事項

について指導したり、事業者間又は事業者団体で調整をさせた

り、事業者団体に一括して届出をさせたり、事業者団体を経由

して届出をさせることは、それにより、事業者が共同して、又

は事業者団体が、届出事項である数量等について決定すること

になるおそれがある[行政指導ガイドライン２(3)⑥]。そして、

事業者又は事業者団体の行為については、たとえそれが行政機

関の行政指導により誘発されたものであっても、独占禁止法の

適用が妨げられるものではない[行政指導ガイドラインはじめ

に]。 

(3) 現状、Ｔ県において農産物Ｆ及び商品Ｇの生産・加工・販売
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の各数量については、各事業者が自主的な判断で決定すること

ができるにもかかわらず、個々の事業者に対してそれぞれ生

産・加工・販売を行う各数量に関する実施計画を定めさせてこ

れを提出させ、Ｔ県が定める基本計画に照らして、必要に応じ

て当該実施計画に記載された生産・加工・販売の各数量につい

て助言及び勧告する仕組みを設けることは、それにより、農産

物Ｆ及び商品Ｇの各事業者が、Ｔ県が基本計画で示す適正な生

産等の数量を踏まえ、それぞれ話し合うなどして、提出する実

施計画の各数量を決定したり、実施計画に従って事業活動を行

うことを決定するといった、当該事業者の独占禁止法違反行為

を誘発するおそれがある（独占禁止法第３条）。 

 また、事業者の生産・加工・販売の各数量は、本来事業者が

自らの判断で自由に決定するものであるが、これについてＴ県

が事業者にその実施計画を作成・提出させ、さらにＴ県知事が

実施計画に記載の生産・加工・販売の各数量について助言又は

勧告を行うこととなれば、事業者の自主的な創意工夫の発揮を

妨げ、良質廉価な商品供給のための経営努力も行われなくなり、

品質低下や販売価格の高止まりを招くなど、かえって消費者の

不利益にもなりかねない。 

(4) したがって、Ｔ県における本施策は、地域産業の振興及び安

定雇用の確保を目指すものであったとしても、事業者の独占禁

止法違反行為を誘発するおそれがあり、当該行為によって農産

物Ｆ及び商品Ｇの各事業者の創意工夫の発揮が妨げられるこ

ととなれば、消費者の不利益にもなりかねない。また、例えば、

商品Ｇの販路開拓を支援することによって事業者の創意工夫

をより促すなど、本施策の目的（商品Ｇの販売量の増加）を実

現する方法について、公正かつ自由な競争を維持・促進する他

の方法を検討することが、競争力のある地元事業者の育成にも

寄与するものと考えられる。 

 

(ｴ) 営業方法、品質・規格、広告・表示等に関する条例等の制定改廃・運

用における留意点 

営業方法、品質・規格、広告・表示等は、事業者が創意工夫を発揮し

て行う重要な競争手段であり、行政機関は、法令に具体的な規定がない

営業方法、品質・規格、広告・表示等に関する行政指導により、これら

の事項についての事業者の活動が不当に制限され、公正かつ自由な競
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の各数量については、各事業者が自主的な判断で決定すること

ができるにもかかわらず、個々の事業者に対してそれぞれ生

産・加工・販売を行う各数量に関する実施計画を定めさせてこ

れを提出させ、Ｔ県が定める基本計画に照らして、必要に応じ

て当該実施計画に記載された生産・加工・販売の各数量につい

て助言及び勧告する仕組みを設けることは、それにより、農産

物Ｆ及び商品Ｇの各事業者が、Ｔ県が基本計画で示す適正な生

産等の数量を踏まえ、それぞれ話し合うなどして、提出する実

施計画の各数量を決定したり、実施計画に従って事業活動を行

うことを決定するといった、当該事業者の独占禁止法違反行為

を誘発するおそれがある（独占禁止法第３条）。 

 また、事業者の生産・加工・販売の各数量は、本来事業者が

自らの判断で自由に決定するものであるが、これについてＴ県

が事業者にその実施計画を作成・提出させ、さらにＴ県知事が

実施計画に記載の生産・加工・販売の各数量について助言又は

勧告を行うこととなれば、事業者の自主的な創意工夫の発揮を

妨げ、良質廉価な商品供給のための経営努力も行われなくなり、

品質低下や販売価格の高止まりを招くなど、かえって消費者の

不利益にもなりかねない。 

(4) したがって、Ｔ県における本施策は、地域産業の振興及び安

定雇用の確保を目指すものであったとしても、事業者の独占禁

止法違反行為を誘発するおそれがあり、当該行為によって農産

物Ｆ及び商品Ｇの各事業者の創意工夫の発揮が妨げられるこ

ととなれば、消費者の不利益にもなりかねない。また、例えば、

商品Ｇの販路開拓を支援することによって事業者の創意工夫

をより促すなど、本施策の目的（商品Ｇの販売量の増加）を実
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営業方法、品質・規格、広告・表示等に関する行政指導により、これら

の事項についての事業者の活動が不当に制限され、公正かつ自由な競

 

 

 

 

争が制限され、又は阻害されることのないよう十分留意する必要があ

る（行政指導ガイドライン２(4)）。 

この考え方を基にすると、例えば、次のような事例は、独占禁止法違

反行為を誘発するおそれがある。 

 

想定事例６ 想定事例１（前記２(1)ア(ｴ)参照）において、商品Ｂの

品質を一定水準以上に保つ手法として、加工・管理方法に

適合しない商品は販売できない旨を条例で定めることを

検討をしていたが、競争評価を実施した結果、「競争に負

の影響を及ぼす可能性がある」と整理されたことを受け、

本件担当部局は、この結果を分析し、施策案の内容を再検

討した。その結果、品質を一定水準以上に保つ仕組みは必

要だが、その手法については、規制による遵守の強制では

なく、より事業者の自主性を尊重することが重要と認識

した。 

 そこで、本件担当部局では、商品Ｂの品質に関して望ま

しい水準を定める規格を設けて、当該規格に適合する商

品にはＰ県が認証を与えることとし、規格への適合審査

を行う者の要件も含めて、これらを条例で定めることを

検討している。 

 その上で、本件担当部局では、Ｐ県産商品Ｂの品質を早

期に向上させることが販売量の増加につながると考え、

認証の取得は事業者の任意ではあるが、多くの事業者に

早期の認証の取得を促したいと考えている。そこで、本条

例の施行に合わせて認証手続を定める要綱を制定し、県

内の全ての商品Ｂの加工業者から構成される事業者団体

Ｘに対して、要綱に基づき、早期の認証の取得を促すため

の行政指導を行うことを検討している。 

 上記検討内容は、飽くまで本件担当部局における企画

段階のものであるが、本施策案の検討を更に進める上で、

独占禁止法上留意すべきことはあるか。 

 

（考え方） 

(1) 本想定事例は、Ｐ県が、品質を一定水準以上に保つために定

める商品の規格について、その認証の取得は事業者の任意であ

るが、早期の認証の取得を促すために、要綱を制定し、事業者
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団体に対して行政指導を行うこととするものである。 

(2) 商品の生産若しくは流通又は役務の供給の合理化のために、

行政機関が品質・規格等に関して、具体的に制限したり、事業

者又は事業者団体に対して標準化を図るよう指導することは、

原則として、独占禁止法との関係において問題となるものでは

ないが、当該行政指導を受けて事業者が共同して、又は事業者

団体が決定した基準等が、需要者の利益を不当に害し、又は構

成事業者等にその遵守を強制するものであれば、事業者又は事

業者団体の当該基準等の決定は独占禁止法上問題となること

から、行政機関は、この点に十分留意する必要がある[行政指導

ガイドライン２(4)]。そして、事業者又は事業者団体の行為に

ついては、たとえそれが行政機関の行政指導により誘発された

ものであっても、独占禁止法の適用が妨げられるものではない

[行政指導ガイドラインはじめに]。 

(3) 品質を一定水準以上に保つために定める認証について、その

取得は事業者の任意である場合に、Ｐ県が事業者団体Ｘに対し

て、その早期の取得を促すための行政指導を行うことは、原則

として独占禁止法との関係で問題となるものではない。 

 しかしながら、Ｐ県が、事業者の任意である認証の取得につ

いて、事業者団体Ｘに対し、早期の取得を促すための行政指導

を行うことによって、例えば、当該行政指導を受けた事業者団

体Ｘが、全ての構成事業者が認証を早期に取得する旨を決定し、

当該決定に基づき、認証の取得を希望しない構成事業者にその

取得を求め、取得しない構成事業者に対しては事業者団体から

の脱退を勧告するなど、その遵守を強制することによって当該

構成事業者の事業活動に関して制限を加え、公正かつ自由な競

争を阻害することとなれば、事業者団体Ｘによる当該行為は独

占禁止法上問題となるおそれがある（独占禁止法第８条第４

号）。 

(4) したがって、Ｐ県における本施策は、原則として独占禁止法

との関係で問題となるものではないが、当該行政指導によって、

事業者団体Ｘによる構成事業者の事業活動を制限する行為が

誘発された場合には、事業者団体Ｘによる当該行為は独占禁止

法上問題となるおそれがある。このため、当該行政指導の実施

に当たり、例えば、事業者団体Ｘに対して、飽くまで認証の取

得は事業者の任意であるが、個々の事業者にとって認証取得が
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有効であること等を説明した上で、構成事業者の自主的な取組

を促すなど、当該行政指導の実施においても、公正かつ自由な

競争が維持・促進されることに留意することが、競争力のある

地元業者の育成に寄与するものと考えられる。 

 

【参考】営業方法、品質・規格、広告・表示等に関する地方公共団体からの相談

事例   

第２章 ２、３、16 
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３ 事業者として事業活動を行う場合における独占禁止法上の考え方 

地方公共団体は、前記１のとおり、条例等を制定改廃・運用するだけでは

なく、自ら事業者として事業活動を行う場合もある。 

独占禁止法で禁止されている行為（私的独占、不当な取引制限、不公正な

取引方法）を行うことで、排除措置命令や課徴金納付命令等の行政処分等の

対象となる主体は「事業者」である。事業者とは、「商業、工業、金融業そ

の他の事業を行う者」（独占禁止法第２条第１項）であり、「その他の事業」

について、判例によれば、「なんらかの経済的利益の供給に対応し反対給付

を反復継続して受ける経済活動を指し、その主体の法的性格は問うところ

ではない」16。したがって、地方公共団体が事業活動を行うに当たっては、

地方公共団体も独占禁止法の適用を受ける事業者に該当し得ることから、

この点を十分留意する必要がある 

事業者として地方公共団体が事業活動を行う際に留意すべき独占禁止法

上の問題については、公正取引委員会ホームページ（https://www.jftc.go.

jp）に掲載されている各種情報（独占禁止法に関する一般的なＱ＆Ａが掲載

されている「よくある質問コーナー」、事業者からの相談事例をまとめた「相

談事例集」等）や、本ハンドブックの末尾に「参考資料」として掲載した、

独占禁止法に関するパンフレット等を参照されたい。 

     

【参考】事業者としての地方公共団体に関する相談事例   

第２章 10 

 

                         
16 都営芝浦と

、
畜場事件（最高裁平成元年12月14日第一小法廷判決、民集43巻12号2078頁） 
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第２章 地方公共団体からの相談事例集 

 

平成19年相談事例集の公表後も、地方公共団体からの独占禁止法上及び

競争政策上の疑問や懸念に関する相談が寄せられている。 

ここでは、これまでに蓄積された事例の中から、複数の地方公共団体から

同様の相談が寄せられている事例や、独占禁止法及び競争政策の観点から

の関心が高いと考えられる事例等を選定して掲載している。これに加えて、

平成19年相談事例集の中から、本相談事例集に収録することが有用と考え

られる事例についても、必要に応じて修正した上で、掲載している。 

なお、本事例集では、相談内容等を一部加工している。 
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第２章 地方公共団体からの相談事例集 
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〔〔条条例例等等のの制制定定〕〕  

（（災災害害対対策策①①））  

１ 事業者団体との間で締結する物資供給に係る災害協定について 

 

災害発生時の簡易ベッドの供給事業者の決定に関して、県が、事業者団体から

あっせんされた事業者と個別交渉の上で随意契約を締結する旨を県が事業者団

体と締結する災害協定において規定することは、独占禁止法との関係で問題と

はならない。 

 

１ 相談の要旨 

(1) Ａ県では、災害発生時の必要物資の円滑な調達を目的に、災害発生時に県

が指定する避難所に設置する簡易ベッドの調達について、県内の簡易ベッ

ドの供給事業者によって構成される事業者団体との間で、災害協定を締結

することを検討している。 

(2) 本災害協定においては、簡易ベッドの供給事業者の決定について、そこに

至る方法を含め、次のとおり規定することを検討しているが、独占禁止法

上及び競争政策上問題ないか。 

ア 災害対策基本法が規定する災害が発生した場合に、災害協定に基づき、

Ａ県は、事業者団体に対して、県が指定する避難所ごとに必要な簡易ベッ

ドの数量を伝達し、避難所ごとに供給可能な事業者のあっせんを要請す

る。 

イ 事業者団体は、構成事業者の中から、供給先となる避難所から構成事業

者の事業所までの距離が最も近い者であって必要な供給能力を有する者

を、当該構成事業者の承諾を得た上で、県にあっせんする。あっせんし

た構成事業者の供給能力を超える数量が必要とされる場合には、避難所

からの距離が次に近い者から順に、必要数量に達するまで、あっせんす

る。 

ウ Ａ県は、あっせんされた事業者との間で個別に供給価格や数量等を交

渉の上、随意契約を締結する。 

(3) Ａ県は、事業者団体に加盟していない事業者に対しても、必要に応じて、

簡易ベッドの供給を要請することとしている。 
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簡易ベッド
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２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は、災害発生時の必要物資の円滑な調達を目的に、各避難所に設置す

る簡易ベッドの供給事業者の決定に関して、県が事業者団体との間で締結

する災害協定において、構成事業者の中から事業者団体があっせんした者

との間で個別に価格等の交渉を行った上で随意契約を締結する旨を規定す

るものである。 

(2) 一般に、行政機関が、法令に則り、どのように調達を行うかは、独占禁止

法上の問題ではなく、その調達に係るルールの策定も含め、当該行政機関

の判断に委ねられている。 

 一方で、事業者団体の活動において、事業者団体が、構成事業者が供給

する価格を決定し、供給する商品の数量を制限し、構成事業者間で受注を

配分し、事業者団体への加入を不当に制限し、又は事業者団体においてあ

る事業者を不当に差別的に取り扱うほか、構成事業者が、構成事業者間に

おいて提供する役務の価格を決定し、供給する商品の数量を制限し、又は

受注を配分するなどにより、事業者間の競争を制限し、又は阻害するおそ

れがある場合には、当該事業者団体又は構成事業者による行為は、独占禁

止法上問題となるおそれがあり（独占禁止法第３条、同第８条第１号、第

３号、第４号及び第５号、同第19条〔一般指定第５項〕等）、それが行政機

関が実施する施策により誘発されたものであっても、独占禁止法の適用が

妨げられるものではない（行政指導ガイドラインはじめに）。 
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２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は、災害発生時の必要物資の円滑な調達を目的に、各避難所に設置す

る簡易ベッドの供給事業者の決定に関して、県が事業者団体との間で締結

する災害協定において、構成事業者の中から事業者団体があっせんした者

との間で個別に価格等の交渉を行った上で随意契約を締結する旨を規定す

るものである。 

(2) 一般に、行政機関が、法令に則り、どのように調達を行うかは、独占禁止

法上の問題ではなく、その調達に係るルールの策定も含め、当該行政機関

の判断に委ねられている。 

 一方で、事業者団体の活動において、事業者団体が、構成事業者が供給

する価格を決定し、供給する商品の数量を制限し、構成事業者間で受注を

配分し、事業者団体への加入を不当に制限し、又は事業者団体においてあ

る事業者を不当に差別的に取り扱うほか、構成事業者が、構成事業者間に

おいて提供する役務の価格を決定し、供給する商品の数量を制限し、又は

受注を配分するなどにより、事業者間の競争を制限し、又は阻害するおそ

れがある場合には、当該事業者団体又は構成事業者による行為は、独占禁

止法上問題となるおそれがあり（独占禁止法第３条、同第８条第１号、第

３号、第４号及び第５号、同第19条〔一般指定第５項〕等）、それが行政機

関が実施する施策により誘発されたものであっても、独占禁止法の適用が

妨げられるものではない（行政指導ガイドラインはじめに）。 
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(3) Ａ県が、本協定において簡易ベッドの供給事業者の決定方法をどのよう

に規定するかについては、独占禁止法上の問題ではなく、法令に則った上

でのＡ県の判断に委ねられている。 

 その上で、本協定においては、Ａ県による簡易ベッドの供給事業者の決

定は随意契約の方法によるとしているが、その過程において、Ａ県は、随

意契約の相手方となり得る事業者について事業者団体から適当な構成事業

者のあっせんを受けるとされているところ、事業者団体によるあっせん者

の決定は、供給先となる避難所からの距離という客観的な基準によって行

われる上、あっせんされた者とＡ県との間においては、個別に供給価格や

数量等の交渉が行われ、条件が合致した場合に随意契約が締結されるもの

であることに加え、Ａ県は、事業者団体に加盟していない事業者に対して

も必要に応じて供給を要請することとしている。これらのことからすれば、

本協定における供給事業者の決定方法について、独占禁止法との関係で問

題とはならない。 

なお、事業者団体においては、例えば、収集した構成事業者の個々の供給

能力等の情報について、他の構成事業者に提供したり、構成事業者間で共有

されたりすることがないよう留意する必要がある。また、当該事業者団体が、

その構成事業者が供給する価格を決定18し、供給する商品の数量を制限し、

構成事業者間で受注を配分し、当該事業者団体への加入を不当に制限し、又

は当該事業者団体において特定の事業者を不当に差別的に取り扱うなどに

より、事業者間の競争を制限するなどの場合には、当該事業者団体の行為は

独占禁止法上問題となるおそれがあり、また、その構成事業者間において、

提供する役務の価格を決定し、供給する商品の数量を制限し、又は受注を配

分するなどにより、事業者間の競争を制限するなどの場合には、当該構成事

業者の行為は独占禁止法上問題となるおそれがある。 

 

３ 結論 

災害発生時に避難所に設置する簡易ベッドの供給事業者の決定に関して、

県が、事業者団体が構成事業者の中からあっせんした事業者との間で、個別に

価格・数量等を交渉した上で随意契約を締結する旨を県が事業者団体との間

で締結する災害協定において規定することは、独占禁止法との関係で問題と

はならない。 

 

                         
18 「決定」とは、明示的に決定し、又は合意することだけをいうのではなく、暗黙の了解又は

共通の意思が形成されることも含まれる。 
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【【参参考考】】 公正取引委員会事務総局は、東日本大震災の発生を受けて、平成 23

年３月 18 日、「被災地への救援物資配送に関する業界での調整につい

て」19を公表している。その内容は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、公正取引委員会は、「震災等緊急時における取組に係る想定事例

集」20（平成24年３月）を公表しているので、必要に応じて参照いただき

たい。 

                         
19 「被災地への救援物資配送に関する業界での調整について」（平成23年３月18日） 

https://www.jftc.go.jp/soudan/shinsaikanren/110318busshi.html 
20 https://www.jftc.go.jp/soudan/shinsaikanren/index_files/souteijirei.pdf 

 今回の地震は前例のない大規模なものであり，その被害は広範囲に及

び，被災地は必要な様々な物資が供給されにくい困難な状況に置かれて

います。 

 このような緊急の状況に対処し，被災地に円滑に物資を供給するた

め，関係事業者が共同して，又は関係団体において，配送ルートや配送

を担当する事業者について調整することは，(1)被災地に救援物資を円

滑に輸送するという社会公共的な目的に基づくものであり，(2)物資の

不足が深刻な期間において実施されるものであって，かつ，(3)特定の

事業者に対して差別的に行われるようなおそれはないと考えられるこ

とから，独占禁止法上問題となるものではありません。 
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います。 
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め，関係事業者が共同して，又は関係団体において，配送ルートや配送

を担当する事業者について調整することは，(1)被災地に救援物資を円

滑に輸送するという社会公共的な目的に基づくものであり，(2)物資の
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とから，独占禁止法上問題となるものではありません。 

 

 

 

 

〔〔条条例例等等のの制制定定〕〕  

（（環環境境対対策策①①））  

２ 県が事業者と営業時間短縮等に係る協定を結ぶことについて 

 

県が、温室効果ガス排出量抑制のための取組として、条例に基づき、24時間営業

等事業者との間で、個別に営業時間短縮のための自主的な努力に係る協定を結

ぶことは、合意の得られた事業者ごとに個々に締結されるものであり、営業時間

の短縮以外の取組も選択肢として予定されており、事業者の活動を制限すると

まではいえないことから、独占禁止法との関係で問題とはならない。 

 

１ 相談の要旨 

Ｂ県では、地球温暖化対策に関する意見を県民から募ったところ、深夜営業

店の必要性について疑問の声が多数寄せられた。しかし、県が営業時間の短縮

を内容とする営業規定を設けることは難しいと判断し、現在検討中の条例案

の中で、県は、温室効果ガス排出抑制の観点から、終日営業を行う店舗並びに

自動販売機の設置及び管理事業者（以下「24時間営業等事業者」という。）と、

店舗の営業時間又は自動販売機の稼働時間の短縮等に関する協定を締結する

よう努める旨の規定を設ける予定であるが、この案について独占禁止法上及

び競争政策上問題ないか。 

 なお、合意の得られた事業者１社ごとに１件の協定を締結することを予定

しており、事業者団体が協定の当事者となることや、１件の協定に複数の事業

者が連名で協定の当事者となることはない。さらに、この協定は、温室効果ガ

ス排出の抑制を目的としているので、営業時間の短縮が困難な場合でも、例え

ば、照明のエネルギーの効率化等、温暖化防止の取組に係る協定の締結や、こ

の条例をきっかけに、温暖化対策について、各事業者との話合いの場を持つこ

とができれば有意義であると考えている。 
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２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は、温室効果ガス排出量の抑制を図るために、条例に基づき、Ｂ県が

24時間営業等事業者との間で、営業時間短縮のための協定を締結するもの

である。 

(2) 営業時間は事業者にとって重要な競争手段の一つであり、各事業者が自

らの経営戦略の中で自主的に判断することができる。行政機関が、法令に

具体的な規定がない営業時間（営業方法）に関する行政指導を行うことに

より、営業時間（営業方法）に関する事業者の活動が不当に制限され、公正

かつ自由な競争が制限され、又は阻害される場合には、事業者のサービス

の向上のインセンティブを失わせることとなるため、こうした弊害が生じ

ることのないよう十分留意する必要がある（行政指導ガイドライン２(4)）。 

  なお、本協定の締結を契機として、競争を回避することを目的として、事

業者間又は事業者団体で深夜営業を行う店舗数を制限することなどの営業

時間に関する調整が行われるなど、事業者間の競争が制限されるなどの場

合には、当該事業者又は事業者団体の行為は独占禁止法上問題となるおそ

れがある（独占禁止法第３条、同第８条第１号、第３号、第４号）。これが

行政機関が実施する施策により誘発されたものであっても、独占禁止法の

適用が妨げられるものではない（行政指導ガイドラインはじめに）。 

(3) 本件において、Ｂ県が、条例に基づき 24時間営業等事業者との締結を予

定する協定は、個別事業者ごとに合意の得られた相手方と個々に締結する

ものであり、協定の内容については、営業時間等の短縮に限らず、営業時間

１か月で合計○時間

の営業時間の短縮 

営業時間の短縮は困難であ

るため、店内の照明器具を省

エネルギー製品に転換 
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等の短縮が難しい場合には、照明のエネルギーの効率化等、他の温暖化防

止に係る取組を内容とすることも選択肢として予定されていることからす

れば、事業者の活動を制限するとまではいえず、独占禁止法との関係で問

題とはならない。 

 

３ 結論 

本協定は、条例に基づき、地球温暖化対策の見地から、営業時間短縮のため

の自主的な取組に関して、県が個別事業者ごとに合意の得られた相手方と

個々に締結し、営業時間の短縮以外の取組も選択肢として予定されているも

のであり、事業者の活動を制限するとまではいえないことから、独占禁止法と

の関係で問題とはならない。 
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〔〔条条例例等等のの制制定定〕〕  

（（流流通通・・取取引引対対策策①①））  

３ 県によるガソリン小売価格表示を推奨するための認定制度の策定等につい

て 

 

県が、ガソリンスタンドの店頭における販売価格の表示の適正化を推進するた

め、一定の基準を設定し、これに合致する事業者を県が認定してその店舗名を公

表することは、消費者に対してガソリンスタンドに関する合理的な選択を行う

ための必要な情報を与えることとなり、それによってガソリンスタンド間の競

争を促進させることにつながり、消費者の利益にもなるものと考えられる。 

 

１ 相談の要旨 

 Ｃ県では、県内のガソリンスタンドの店頭における販売価格の表示の適正

化を推進するため、事業者の申請を受けて、県が設ける販売価格の表示に関す

る基準に基づき、当該基準に適合する事業者を認定して認定マークを付与す

るとともに、当該事業者が運営する店舗名をＣ県のホームページ上で公表し、

当該基準に適合しない事業者には認定マークを付与しないことを検討してい

る。なお、販売価格の表示に関する基準は公表する予定だが、具体的な内容に

ついては検討中である。 

 この施策を講じることについて、独占禁止法上及び競争政策上問題ないか。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は、ガソリンスタンドの店頭における販売価格の表示の適正化を推
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め、一定の基準を設定し、これに合致する事業者を県が認定してその店舗名を公

表することは、消費者に対してガソリンスタンドに関する合理的な選択を行う

ための必要な情報を与えることとなり、それによってガソリンスタンド間の競

争を促進させることにつながり、消費者の利益にもなるものと考えられる。 

 

１ 相談の要旨 

 Ｃ県では、県内のガソリンスタンドの店頭における販売価格の表示の適正

化を推進するため、事業者の申請を受けて、県が設ける販売価格の表示に関す

る基準に基づき、当該基準に適合する事業者を認定して認定マークを付与す

るとともに、当該事業者が運営する店舗名をＣ県のホームページ上で公表し、

当該基準に適合しない事業者には認定マークを付与しないことを検討してい

る。なお、販売価格の表示に関する基準は公表する予定だが、具体的な内容に

ついては検討中である。 

 この施策を講じることについて、独占禁止法上及び競争政策上問題ないか。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は、ガソリンスタンドの店頭における販売価格の表示の適正化を推

 

 

 

 

進するために、県が設ける基準に合致する事業者に対して、県が認定マーク

を付与するとともに、その店舗名を公表するものである。 

(2) 一般に、行政機関が実施する施策において、その方法等をどのように定め

るかは、独占禁止法上の問題ではなく、当該施策の政策目的に基づく当該行

政機関の判断に委ねられている。しかし、当該施策の制度設計や運用の方法

によって特定の事業者が競争上著しく有利又は著しく不利になる場合には、

市場における競争をゆがめ、その結果、価格やサービス面で消費者の不利益

にもなりかねない。 

(3) 本件において、Ｃ県は、ガソリンスタンドの店頭における販売価格の表示

の適正化の推進を目的に、県が設ける基準に合致する事業者に対して県が認

定マークを付与するとともに店舗名を公表することを検討しているが、その

実施方法等をどのように定めるかは、独占禁止法上の問題ではなく、当該施

策の政策目的に基づくＣ県の判断に委ねられている。 

 その上で、Ｃ県が、表示に関して基準を設けて適合する事業者に対して認

定マークを付与し、店舗名を公表することは、消費者に対してガソリンスタ

ンドに関する合理的な選択を行うための必要な情報を与えることとなり、そ

れによってガソリンスタンド間の競争を促進させることにもつながり、消費

者の利益にもなるものと考えられる。 

 

３ 結論 

 県が、ガソリンスタンドの店頭における販売価格の表示の適正化を推進す

るため、あらかじめ設けた基準に基づき、これに合致する事業者を認定して店

舗名を公表することは、消費者に対してガソリンスタンドに関する合理的な

選択を行うための必要な情報を与えることとなり、それによってガソリンス

タンド間の競争を促進させることにもつながり、消費者の利益にもなるもの

と考えられる。 
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〔〔条条例例等等のの制制定定〕〕  

（（中中小小企企業業振振興興①①））  

４ 建設工事の受注事業者に対する地元業者の下請利用の義務付けについて 

 

市が、競争入札の実施に当たって、一定の条件を付すこと自体は、独占禁止法上

の問題ではないが、一般的な要請を超えて、建設工事の受注事業者に対して下請

発注時に地元業者の利用を義務付けることは、受注事業者の自由な事業活動を

制限することとなるほか、地元業者と地元業者以外の事業者との競争が失われ

ることにより、地元業者の競争力を弱め、かえって地元業者の健全な育成を阻害

するおそれがあることに留意する必要がある。 

 

１ 相談の要旨 

Ｄ市は、市内の建設業者で構成する事業者団体から受けた要望において、近

年公共工事の発注金額が減少傾向にあり、地元の中小建設業者の受注機会を

確保するため、Ｄ市発注の建設工事において受注事業者が工事を下請発注す

る場合、地元業者を優先させた発注を行うよう求められている。 

 当該要望を受けて、Ｄ市では、地元業者の受注機会の確保を目的に、一般競

争入札の方法により発注する建設工事の受注事業者に対し、工事を下請発注

する場合における地元業者の利用を義務付け、その旨を条例に規定すること

を考えているが、独占禁止法上及び競争政策上問題ないか。 

 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は、Ｄ市が、地元の中小建設業者の受注機会の確保を図るため、条例

において、一般競争入札の方法により発注する建設工事の受注事業者に対し

地元業者の下請利用を義務付けるというものである。 

(2) 一般に、行政機関が、法令に則り、どのように入札を行うかは、独占禁止

法上の問題ではなく、当該行政機関の判断に委ねられている。 

(3) 本件は、地元の中小建設業者の受注機会の確保という目的の下、一般競争

入札の方法により発注する建設工事の受注事業者の下請利用を地元業者に

限定するものであり、このような要件の設定自体は独占禁止法上の問題では

ない。 

 その上で、Ｄ市が、受注事業者に対して、下請発注する事業者を地元業者

に限定させるに当たって、受注業者に対する一般的な要請によって行う場合

には、地元業者も含めてどの事業者に発注するかについては、当該受注事業

者の自主的な判断に委ねられるが、一般的な要請を超えて受注事業者に対し

て地元業者の下請利用を義務付ける場合には、受注事業者は、下請発注する
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〔〔条条例例等等のの制制定定〕〕  

（（中中小小企企業業振振興興①①））  

４ 建設工事の受注事業者に対する地元業者の下請利用の義務付けについて 

 

市が、競争入札の実施に当たって、一定の条件を付すこと自体は、独占禁止法上

の問題ではないが、一般的な要請を超えて、建設工事の受注事業者に対して下請

発注時に地元業者の利用を義務付けることは、受注事業者の自由な事業活動を

制限することとなるほか、地元業者と地元業者以外の事業者との競争が失われ

ることにより、地元業者の競争力を弱め、かえって地元業者の健全な育成を阻害

するおそれがあることに留意する必要がある。 

 

１ 相談の要旨 

Ｄ市は、市内の建設業者で構成する事業者団体から受けた要望において、近

年公共工事の発注金額が減少傾向にあり、地元の中小建設業者の受注機会を

確保するため、Ｄ市発注の建設工事において受注事業者が工事を下請発注す

る場合、地元業者を優先させた発注を行うよう求められている。 

 当該要望を受けて、Ｄ市では、地元業者の受注機会の確保を目的に、一般競

争入札の方法により発注する建設工事の受注事業者に対し、工事を下請発注

する場合における地元業者の利用を義務付け、その旨を条例に規定すること

を考えているが、独占禁止法上及び競争政策上問題ないか。 

 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は、Ｄ市が、地元の中小建設業者の受注機会の確保を図るため、条例

において、一般競争入札の方法により発注する建設工事の受注事業者に対し

地元業者の下請利用を義務付けるというものである。 

(2) 一般に、行政機関が、法令に則り、どのように入札を行うかは、独占禁止

法上の問題ではなく、当該行政機関の判断に委ねられている。 

(3) 本件は、地元の中小建設業者の受注機会の確保という目的の下、一般競争

入札の方法により発注する建設工事の受注事業者の下請利用を地元業者に

限定するものであり、このような要件の設定自体は独占禁止法上の問題では

ない。 

 その上で、Ｄ市が、受注事業者に対して、下請発注する事業者を地元業者

に限定させるに当たって、受注業者に対する一般的な要請によって行う場合

には、地元業者も含めてどの事業者に発注するかについては、当該受注事業

者の自主的な判断に委ねられるが、一般的な要請を超えて受注事業者に対し

て地元業者の下請利用を義務付ける場合には、受注事業者は、下請発注する

 

 

 

 

事業者を自由に決定することができず、当該受注事業者の自由な事業活動を

制限することとなる。また、受注事業者に対して地元業者の下請利用を義務

付けることによって、地元業者と地元業者以外の事業者との競争が失われる

ことにより、地元業者の競争力を弱め、かえって地元業者の健全な育成を阻

害するおそれもある。 

 

３ 結論 

市が、競争入札の実施に当たって、一定の条件を付すこと自体は、独占禁止

法上の問題ではないが、一般的な要請を超えて、一般競争入札の方法により発

注される建設工事の受注事業者に対して、下請発注時における地元業者の利

用を義務付ける旨を条例に規定することは、それによって受注事業者の自由

な事業活動を制限することとなるほか、地元業者と地元業者以外の事業者と

の競争が失われることにより、地元業者の競争力を弱め、かえって地元業者の

健全な育成を阻害するおそれがあることに留意する必要がある。 
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〔〔行行政政指指導導〕〕  

（（流流通通・・取取引引対対策策②②））  

５ 市によるごみ袋の小売価格の統一に係る行政指導について 

 

市が、一般の商品として流通しているごみ袋について、市民の負担を平準化する

ために、卸売業者を通じて又は直接小売店に対して、一定価格で販売するよう行

政指導を行うことは、事業者の創意工夫の発揮を妨げるとともに、価格引下げの

インセンティブを失わせることとなり、かえって市民の不利益にもなりかねな

いことに加え、当該行政指導は、卸売業者間又は小売店間において価格を共同し

て決定するなど、卸売業者又は小売店の独占禁止法違反行為を誘発するおそれ

がある。 

  

１ 相談の要旨 

Ｅ市は、ごみの収集に当たり、Ｅ市指定の規格を満たすごみ袋を使用するこ

とを義務付けているところ、市民の負担を平準化するとの見地から、既に一般

商品として流通しているＥ市指定のごみ袋の小売価格を統一させることを検

討している。具体的には、卸売業者を通じて、あるいは小売店に対して直接一

定の価格水準、価格帯等を示すなどして、ごみ袋を一定価格で販売させること

を考えているが、独占禁止法上及び競争政策上問題ないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は、Ｅ市指定のごみ袋を使用する市民の負担を平準化するために、当

Ｅ  市 

市 民 

卸売業者 

小売店 

ごみ出し 

・ 収集時のごみ袋

の指定 

ごごみみ袋袋のの販販売売価価格格をを指指導導  

・ ごみ袋の卸売 

 

・  ＥＥ市市のの指指導導にに従従いい、、

販販売売価価格格をを指指示示 

・ ごみ収集サービス

の提供 

ごみ袋の販売 
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〔〔行行政政指指導導〕〕  

（（流流通通・・取取引引対対策策②②））  

５ 市によるごみ袋の小売価格の統一に係る行政指導について 

 

市が、一般の商品として流通しているごみ袋について、市民の負担を平準化する

ために、卸売業者を通じて又は直接小売店に対して、一定価格で販売するよう行

政指導を行うことは、事業者の創意工夫の発揮を妨げるとともに、価格引下げの

インセンティブを失わせることとなり、かえって市民の不利益にもなりかねな

いことに加え、当該行政指導は、卸売業者間又は小売店間において価格を共同し

て決定するなど、卸売業者又は小売店の独占禁止法違反行為を誘発するおそれ

がある。 

  

１ 相談の要旨 

Ｅ市は、ごみの収集に当たり、Ｅ市指定の規格を満たすごみ袋を使用するこ

とを義務付けているところ、市民の負担を平準化するとの見地から、既に一般

商品として流通しているＥ市指定のごみ袋の小売価格を統一させることを検

討している。具体的には、卸売業者を通じて、あるいは小売店に対して直接一

定の価格水準、価格帯等を示すなどして、ごみ袋を一定価格で販売させること

を考えているが、独占禁止法上及び競争政策上問題ないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は、Ｅ市指定のごみ袋を使用する市民の負担を平準化するために、当

Ｅ  市 

市 民 

卸売業者 

小売店 

ごみ出し 

・ 収集時のごみ袋

の指定 

ごごみみ袋袋のの販販売売価価格格をを指指導導  

・ ごみ袋の卸売 

 

・  ＥＥ市市のの指指導導にに従従いい、、

販販売売価価格格をを指指示示 

・ ごみ収集サービス

の提供 

ごみ袋の販売 

 

 

 

 

該ごみ袋の小売価格を一定にするものである。 

(2) Ｅ市指定のごみ袋の価格は、卸売業者、小売店等が自主的に設定してお

り、事業者は、価格の引下げを行うことなどを自由に決定することができ

る。公正かつ自由な競争を維持・促進するためには、商品又は役務の価格

設定が事業者の自主的な判断に委ねられる必要があり、行政機関は、法令

に具体的な規定がない価格に関する行政指導により公正かつ自由な競争が

制限され、又は阻害されることのないよう十分留意する必要がある。事業

者又は事業者団体の行為については、たとえそれが行政機関の行政指導に

より誘発されたものであっても、独占禁止法の適用が妨げられるものでは

ない（行政指導ガイドラインはじめに、２(2)）。 

(3) 個々の卸売業者又は小売業者が自らの判断で自由に設定することができ

るＥ市指定のごみ袋の小売価格の設定が、当該行政指導によってＥ市から

示された一定価格に統一されることとなれば、事業者の創意工夫の発揮を

妨げるとともに、価格引下げのインセンティブを失わせることとなり、か

えって市民の不利益にもなりかねない。 

(4) また、Ｅ市による卸売業者に対する小売価格の行政指導によって、卸売業

者による小売業者に対する販売価格の自由な決定の拘束（再販売価格維持

行為）といった、卸売業者の独占禁止法違反行為を誘発するおそれがあり

（独占禁止法第２条第９項第４号、同第19条）、さらに、Ｅ市による各小売

店に対する小売価格の統一のための一定の価格水準、価格帯等を示すなど

した行政指導によって、卸売業者間又は小売店間において、当該行政指導

で示された価格を目安とするなどして価格を共同して決定するといった、

卸売業者又は小売店による独占禁止法違反行為を誘発するおそれがある

（独占禁止法第３条）。 

 

３ 結論 

 市が、市指定のごみ袋を一定価格で販売するよう行政指導を行うことは、事

業者の創意工夫の発揮を妨げるとともに、事業者による価格引下げのインセ

ンティブが失われ、消費者の不利益になりかねないことに加え、当該行政指導

は、卸売業者間又は小売店間において価格を共同して決定するなど、卸売業者

又は小売店の独占禁止法違反行為を誘発するおそれがある。 
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〔〔行行政政指指導導〕〕  

（（流流通通・・取取引引対対策策③③））  

６ 市による灯油の小売価格の統一に係る行政指導について 

 

市が、事業者団体を通じて市内の小売業者に対し灯油について統一価格で販売

するように行政指導を行うことは、事業者の創意工夫の発揮を妨げるとともに、

価格引下げのインセンティブを失わせることとなり、かえって消費者の不利益

にもなりかねないことに加え、当該行政指導は、事業者団体が加盟小売業者の小

売価格を決定するなど、当該事業者団体の独占禁止法違反行為を誘発するおそ

れがある。 

 

１ 相談の要旨 

 Ｆ市は、市民から、市内の灯油の価格が小売店によって多様であることから、

価格が高い店で買ってしまったという苦情が寄せられている。このため、Ｆ市

では、小売店によって灯油の小売価格が異なることのないよう、以下のような

２つの対策案を検討しているが、それぞれ独占禁止法上及び競争政策上問題

ないか。 

① Ｆ市内の灯油小売業者全社が加盟している事業者団体に要請し、Ｆ市内

で販売される灯油の小売価格を決めさせ、当該事業者団体を通じて各小売

店に当該価格を遵守させる案（パターンⅠ）。 

② ①と異なり、灯油の小売価格を上記事業者団体に決めさせるのではなく、

上記事業者団体からコストなどを勘案した参考価格を提示させた上、この

参考価格をもとにＦ市において小売価格を決定し、当該事業者団体を通じ

て各小売店に当該価格を遵守させる案（パターンⅡ）。 
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〔〔行行政政指指導導〕〕  

（（流流通通・・取取引引対対策策③③））  

６ 市による灯油の小売価格の統一に係る行政指導について 

 

市が、事業者団体を通じて市内の小売業者に対し灯油について統一価格で販売

するように行政指導を行うことは、事業者の創意工夫の発揮を妨げるとともに、

価格引下げのインセンティブを失わせることとなり、かえって消費者の不利益

にもなりかねないことに加え、当該行政指導は、事業者団体が加盟小売業者の小

売価格を決定するなど、当該事業者団体の独占禁止法違反行為を誘発するおそ

れがある。 

 

１ 相談の要旨 

 Ｆ市は、市民から、市内の灯油の価格が小売店によって多様であることから、

価格が高い店で買ってしまったという苦情が寄せられている。このため、Ｆ市

では、小売店によって灯油の小売価格が異なることのないよう、以下のような

２つの対策案を検討しているが、それぞれ独占禁止法上及び競争政策上問題

ないか。 

① Ｆ市内の灯油小売業者全社が加盟している事業者団体に要請し、Ｆ市内

で販売される灯油の小売価格を決めさせ、当該事業者団体を通じて各小売

店に当該価格を遵守させる案（パターンⅠ）。 

② ①と異なり、灯油の小売価格を上記事業者団体に決めさせるのではなく、

上記事業者団体からコストなどを勘案した参考価格を提示させた上、この

参考価格をもとにＦ市において小売価格を決定し、当該事業者団体を通じ

て各小売店に当該価格を遵守させる案（パターンⅡ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は、灯油の小売価格が多様であることによる市民の不公平感を払拭

するために、各小売店の販売価格を統一させるものである。 

(2) 灯油の小売価格は、小売店が自主的に設定しており、事業者は、価格の引

下げを行うことなどを自由に決定することができる。公正かつ自由な競争

を維持・促進するためには、商品又は役務の価格設定が、事業者の自主的な

判断に委ねられる必要があり、行政機関は、法令に具体的な規定がない価格

に関する行政指導により公正かつ自由な競争が制限され、又は阻害される

ことのないよう十分留意する必要がある。事業者又は事業者団体の行為に

ついては、たとえそれが行政機関の行政指導により誘発されたものであっ

ても、独占禁止法の適用が妨げられるものではない（行政指導ガイドライン

はじめに、２(2)）。 

(3) 灯油の小売価格は、本来小売店が自らの判断で自由に設定することがで

きるものであるにもかかわらず、当該行政指導によってＦ市から示された

パターンⅠ又はパターンⅡの方法によって小売価格を統一させることは、

事業者の創意工夫の発揮を妨げるとともに、価格引下げのインセンティブ

を失わせることとなり、かえって消費者の不利益にもなりかねない。また、

Ｆ市がパターンⅠ及びパターンⅡにより、灯油小売業者全社が加盟する事

業者団体を通じて各小売業者に当該小売価格を遵守させようとすることに

よって、事業者団体が加盟小売業者の小売価格を決定するなど、当該事業者

小売店 

【パターンⅠ】 

Ｆ 市 

事業者団体 

①小売価格を統一 

するよう指導 

②小売価格を 

決定 

③当該小売価格を 

遵守させる 

消  費  者 

④当該小売価格で 

販売 

・・・ 

②参考価格をも 

とに小売価格 

を指示 

【パターンⅡ】 

Ｆ 市 

事業者団体 

③当該小売価格を 

遵守させる 

消  費  者 

④当該小売価格で 

販売 

・・・ 

①コスト等を 

勘案した 

参考価格を

提示 

小売店 小売店 小売店 
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団体の独占禁止法違反行為（独占禁止法第８条第１号、第４号）を誘発する

おそれがある。 

 

３ 結論 

 市が、灯油の小売価格の統一化を図るために、市内の灯油小売業者全社が加

盟する事業者団体を通じて、各小売業者に対し、市が決定した販売価格又は当

該事業者団体が決定した販売価格を遵守するよう行政指導を行うことは、事

業者の創意工夫の発揮を妨げるとともに、事業者による価格引下げのインセ

ンティブを失わせ、消費者の不利益になりかねないことに加え、当該行政指導

は、事業者団体が加盟小売業者の小売価格を決定するなど、当該事業者団体の

独占禁止法違反行為を誘発するおそれがある。 
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団体の独占禁止法違反行為（独占禁止法第８条第１号、第４号）を誘発する

おそれがある。 

 

３ 結論 

 市が、灯油の小売価格の統一化を図るために、市内の灯油小売業者全社が加

盟する事業者団体を通じて、各小売業者に対し、市が決定した販売価格又は当

該事業者団体が決定した販売価格を遵守するよう行政指導を行うことは、事

業者の創意工夫の発揮を妨げるとともに、事業者による価格引下げのインセ

ンティブを失わせ、消費者の不利益になりかねないことに加え、当該行政指導

は、事業者団体が加盟小売業者の小売価格を決定するなど、当該事業者団体の

独占禁止法違反行為を誘発するおそれがある。 

 

 

 

 

〔〔行行政政指指導導〕〕  

（（医医療療・・福福祉祉①①））  

７ 福祉用具（電動ベッド）のレンタルに係る助成及び価格指導について 

 

市が、市民の特殊寝台（電動ベッド）のレンタル費用の一部を助成するに際して、

助成の対象となる特殊寝台のレンタル価格の上限額を定め、当該価格に従う事

業者がレンタルを行う特殊寝台についてのみ助成することは、個々の事業者の

レンタル価格の設定における創意工夫の発揮を妨げるとともに、事業者による

価格引下げのインセンティブが失われ、かえって利用者の不利益になりかねな

いため、他のより競争制限的でない方法を採用することが望ましい。 

 

１ 相談の要旨 

(1) Ｇ市では、平成18年度の介護保険法の改正により、軽度者に対する特殊寝

台（電動ベッド）のレンタルが介護保険の給付の対象から外れたことに伴

い、制度改正以前から利用していた住民に特殊寝台のレンタル費用の一部

を助成することを検討している。 

(2) 従来介護保険制度の下で請求されていたレンタル価格はみな極めて高額

であることから、限られた予算の中、低所得者も利用しやすい制度とする

ため、助成制度の仕組みとして、Ｇ市が助成の対象となる特殊寝台のレン

タル価格を決定し、その額のうち一定額（５割を想定）の助成を行うこと

とし、Ｇ市が決定したレンタル価格に従ってサービスを提供してくれる事

業者をＧ市が募り、Ｇ市において助成制度の適用対象となるレンタル事業

者を指定したいと考えているが、独占禁止法上及び競争政策上問題ないか。 

(3) なお、市が低所得者にも利用しやすいようなレンタル価格を設定するこ

とにより、一般レンタル価格や介護保険の請求額が低下する波及効果も期

待できるものと考えている。また、Ｇ市における特殊寝台のレンタル価格

は、事業者からのヒアリングなどを参考に設定したいと考えている。 
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２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は、制度改正前から特殊寝台を利用していた住民が引き続き特殊寝

台を使用しやすくするために、Ｇ市が、助成の対象となる特殊寝台のレン

タル価格を決定し、その額の一部を助成する制度を設けるものである。 

(2) 特殊寝台のレンタル価格は、レンタル事業者が自主的に設定しており、事

業者は、価格の引下げを行うことなどを自由に決定することができる。公

正かつ自由な競争を維持・促進するためには、商品又は役務の価格設定が

事業者の自主的な判断に委ねられる必要があり、行政機関は、法令に具体

的な規定がない価格に関する行政指導により公正かつ自由な競争が制限さ

れ、又は阻害されることのないよう十分留意する必要がある。事業者又は

事業者団体の行為については、たとえそれが行政機関の行政指導により誘

発されたものであっても、独占禁止法の適用が妨げられるものではない（行

政指導ガイドラインはじめに、２(2)）。 

 また、一般に、行政機関が助成金を支給する場合に、その対象や支給の

条件をどのように設定するかは、独占禁止法上の問題ではなく、当該助成

金の政策目的に基づく行政機関の判断に委ねられている。しかし、当該政

策目的を達成するために助成金を支給するに当たって、競争に対する影響

のない又は競争に対する影響のより少ない支給方法がある場合には、その

ような方法を採用することが望ましい。  

(3) 本件特殊寝台のレンタル価格については、個々の事業者が自らの判断で

自由に設定することができるにもかかわらず、Ｇ市が助成の対象となる特

Ｇ市 

レンタル事業者 

利用者 

①レンタル価格を提

示し事業者を募集 

②応募のあった事業

者を指定 

③指定業者からベッドを

レンタル 

④レンタル価格の

５割を支払う 

④レンタル価格の

５割を支払う 
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２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は、制度改正前から特殊寝台を利用していた住民が引き続き特殊寝

台を使用しやすくするために、Ｇ市が、助成の対象となる特殊寝台のレン

タル価格を決定し、その額の一部を助成する制度を設けるものである。 

(2) 特殊寝台のレンタル価格は、レンタル事業者が自主的に設定しており、事

業者は、価格の引下げを行うことなどを自由に決定することができる。公

正かつ自由な競争を維持・促進するためには、商品又は役務の価格設定が

事業者の自主的な判断に委ねられる必要があり、行政機関は、法令に具体

的な規定がない価格に関する行政指導により公正かつ自由な競争が制限さ

れ、又は阻害されることのないよう十分留意する必要がある。事業者又は

事業者団体の行為については、たとえそれが行政機関の行政指導により誘

発されたものであっても、独占禁止法の適用が妨げられるものではない（行

政指導ガイドラインはじめに、２(2)）。 

 また、一般に、行政機関が助成金を支給する場合に、その対象や支給の

条件をどのように設定するかは、独占禁止法上の問題ではなく、当該助成

金の政策目的に基づく行政機関の判断に委ねられている。しかし、当該政

策目的を達成するために助成金を支給するに当たって、競争に対する影響

のない又は競争に対する影響のより少ない支給方法がある場合には、その

ような方法を採用することが望ましい。  

(3) 本件特殊寝台のレンタル価格については、個々の事業者が自らの判断で

自由に設定することができるにもかかわらず、Ｇ市が助成の対象となる特

Ｇ市 

レンタル事業者 

利用者 

①レンタル価格を提

示し事業者を募集 

②応募のあった事業

者を指定 

③指定業者からベッドを

レンタル 

④レンタル価格の

５割を支払う 

④レンタル価格の

５割を支払う 

 

 

 

 

殊寝台のレンタル価格を定め、当該価格に従う事業者がレンタルを行う特

殊寝台についてのみ助成することによって、個々の事業者のレンタル価格

の設定における創意工夫の発揮が妨げられるとともに、事業者による価格

引下げのインセンティブが失われ、かえって利用者の不利益にもなりかね

ない。 

 一方、Ｇ市の限られた予算の中で、低所得者も利用しやすい制度にする

ためには、例えば、助成額の上限額を決めるなどにとどめ、特殊寝台のレ

ンタル価格の設定自体は各事業者が自らの判断で行うといった、他のより

競争制限的でない方法を採用することが、利用者の利益になるものと考え

られる。 

 
３ 結論 

 市が、市民の特殊寝台のレンタル費用の一部を助成するに際して、助成の対

象となる特殊寝台のレンタル価格を定め、当該価格に従う事業者がレンタル

を行う特殊寝台についてのみ助成することは、事業者の創意工夫の発揮を妨

げるとともに、事業者による価格引下げのインセンティブが失われ、かえって

利用者の不利益にもなりかねない。一方、例えば、助成額の上限額を決めるな

どにとどめ、特殊寝台のレンタル価格を決定すること自体は事業者自らの判

断で行うといった、他のより競争制限的でない方法を採用することが、利用者

の利益になるものと考えられる。 
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〔〔行行政政指指導導〕〕  

（（医医療療・・福福祉祉②②））  

８ 市による訪問理美容サービスの料金統一に係る行政指導について 

 

市が、訪問理美容サービスの利用者に対する費用の助成制度の開始に当たり、

個々の理美容事業者に標準的な料金等を示してこれに合わせるよう行政指導を

行うことは、事業者の創意工夫の発揮を妨げるとともに、事業者による料金引下

げなどのインセンティブを失わせ、かえって消費者の不利益になりかねないこ

とに加え、当該行政指導は、理美容事業者が共同して提供する訪問理美容サービ

スの料金を決定するなど、理美容事業者の独占禁止法違反行為を誘発するおそ

れがある。 

 

１ 相談の要旨 

(1) Ｈ市内の複数の理美容を営む者（以下「理美容事業者」という。）は、理

美容室まで出向くことが困難な高齢者や障害者等の住民を対象に、訪問理

美容サービス（理美容事業者が対象者宅に訪問して理美容サービスを提供

することをいう。）を実施している。理美容事業者が提供する訪問理美容

サービスの内容及び料金については、各理美容事業者が自ら設定している。  

(2) Ｈ市は、市内における訪問理美容サービスの更なる普及のため、利用者が

支出した費用の一部を助成することを検討している。Ｈ市は、本助成制度を

開始するに当たり、個々の理美容事業者によってその内容及び料金がまち

まちでは本助成制度の利用者に混乱を生じさせるおそれがあるため、Ｈ市

が個々の理美容事業者に対して標準的な理美容サービスの内容及び料金を

示してこれに合わせるよう行政指導を行い、これにより、Ｈ市内で提供され

る訪問理美容サービスの内容及び料金を統一することを検討しているが、

独占禁止法上及び競争政策上問題ないか。 
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〔〔行行政政指指導導〕〕  

（（医医療療・・福福祉祉②②））  

８ 市による訪問理美容サービスの料金統一に係る行政指導について 

 

市が、訪問理美容サービスの利用者に対する費用の助成制度の開始に当たり、

個々の理美容事業者に標準的な料金等を示してこれに合わせるよう行政指導を

行うことは、事業者の創意工夫の発揮を妨げるとともに、事業者による料金引下

げなどのインセンティブを失わせ、かえって消費者の不利益になりかねないこ

とに加え、当該行政指導は、理美容事業者が共同して提供する訪問理美容サービ

スの料金を決定するなど、理美容事業者の独占禁止法違反行為を誘発するおそ

れがある。 

 

１ 相談の要旨 

(1) Ｈ市内の複数の理美容を営む者（以下「理美容事業者」という。）は、理

美容室まで出向くことが困難な高齢者や障害者等の住民を対象に、訪問理

美容サービス（理美容事業者が対象者宅に訪問して理美容サービスを提供

することをいう。）を実施している。理美容事業者が提供する訪問理美容

サービスの内容及び料金については、各理美容事業者が自ら設定している。  

(2) Ｈ市は、市内における訪問理美容サービスの更なる普及のため、利用者が

支出した費用の一部を助成することを検討している。Ｈ市は、本助成制度を

開始するに当たり、個々の理美容事業者によってその内容及び料金がまち

まちでは本助成制度の利用者に混乱を生じさせるおそれがあるため、Ｈ市

が個々の理美容事業者に対して標準的な理美容サービスの内容及び料金を

示してこれに合わせるよう行政指導を行い、これにより、Ｈ市内で提供され

る訪問理美容サービスの内容及び料金を統一することを検討しているが、

独占禁止法上及び競争政策上問題ないか。 

 

 

 

 

 

 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は、訪問理美容サービスの利用者が支払う費用の一部助成を開始す

るに当たり、訪問理美容事業者によって料金等がまちまちでは利用者に混

乱を生じさせるおそれがあるため、Ｈ市が理美容事業者に標準的な料金等

を示してこれに合わせるよう行政指導を行うものである。 

(2) 公正かつ自由な競争を維持・促進するためには、商品又は役務の価格設定

が事業者の自主的な判断に委ねられる必要があり、行政機関は、法令に具体

的な規定がない価格に関する行政指導により公正かつ自由な競争が制限さ

れ、又は阻害されることのないよう十分留意する必要がある。そして、事業

者又は事業者団体の行為については、たとえそれが行政機関の行政指導に

より誘発されたものであっても、独占禁止法の適用が妨げられるものでは

ない（行政指導ガイドラインはじめに、２(2)）。 

(3) 本件訪問理美容サービスの内容及び料金については、個々の理美容事業

者が自らの判断で自由に設定することができるにもかかわらず、Ｈ市が、

個々の理美容事業者に対して標準的な内容及び料金を示してこれに合わせ

るよう行政指導を行うことによってＨ市から示された標準的なものに統一

されることとなれば、事業者の創意工夫の発揮を妨げるとともに、料金の引

下げやサービスを向上させるインセンティブを失わせることとなり、か

えって利用者の不利益にもなりかねない。また、たとえ当該行政指導が利用

者の混乱を防ぐ観点からのものであっても、それによって、理美容事業者が

共同して、提供する訪問理美容サービスの内容や料金を決定するなど、理美

容事業者の独占禁止法違反行為を誘発するおそれがある（独占禁止法第３

条）。 

②訪問理美容サービス 

の提供 

③料金から助成額を 

差し引いた金額の支払 ⑤助成金の交付 

①料金等を統一するよう 

行政指導 

④助成金の交付請求 

 

理美容 

事業者 

Ｈ 
 

市 

住 
 

民 
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３ 結論 

 市が、訪問理美容サービスの利用者が支出した費用の一部を助成する制度

を開始するに当たり、個々の理美容事業者が設定するサービスの料金等がま

ちまちでは本助成制度の利用者に混乱を生じさせるおそれがあるため、標準

的な料金等を示してこれに合わせるよう行政指導を行うことは、事業者の創

意工夫の発揮を妨げるとともに、事業者による料金引下げなどのインセン

ティブを失わせ、かえって消費者の不利益になりかねないことに加え、当該行

政指導は、理美容事業者が共同して提供する訪問理美容サービスの料金を決

定するなど、理美容事業者の独占禁止法違反行為を誘発するおそれがある。 
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３ 結論 

 市が、訪問理美容サービスの利用者が支出した費用の一部を助成する制度

を開始するに当たり、個々の理美容事業者が設定するサービスの料金等がま

ちまちでは本助成制度の利用者に混乱を生じさせるおそれがあるため、標準

的な料金等を示してこれに合わせるよう行政指導を行うことは、事業者の創

意工夫の発揮を妨げるとともに、事業者による料金引下げなどのインセン

ティブを失わせ、かえって消費者の不利益になりかねないことに加え、当該行

政指導は、理美容事業者が共同して提供する訪問理美容サービスの料金を決

定するなど、理美容事業者の独占禁止法違反行為を誘発するおそれがある。 

 

 

 

 

〔〔補補助助金金等等のの交交付付〕〕  

（（中中小小企企業業振振興興②②））  

９ 取扱事業者の規模により商品券の販売額に上乗せされるプレミアム率に差

を設けることについて 

 

市が、利用者、利用期間、利用地域を限定したプレミアム付き商品券事業を実施

する事業者団体に対して、プレミアムに相当する額の補助金を交付するに当た

り、プレミアム付き商品券の取扱事業者の規模によってプレミアム率に最大数

パーセント程度の差を設けさせることは、特定の事業者を競争上著しく有利又

は著しく不利にするものではないことから、競争に与える影響は限定的である。 

 

１ 相談の要旨 

(1) Ｉ市内の商工事業者が加盟する事業者団体は、プレミアム付き商品券（販

売価格に対して一定の割増分〔プレミアム〕の付いた券面額となっている

商品券）の発行・販売に係る事業（以下「プレミアム付き商品券事業」とい

う。）を、期間を限定して、実施している。 

 プレミアム付き商品券の取扱いはＩ市内に店舗・事業所を置く商工事業

者に限られ、取り扱うには当該事業者団体への申込みが必要である（以下

「取扱事業者」という。）。また、プレミアム付き商品券を購入することが

できるのは、Ｉ市の在住者・在勤者に限られる。 

(2) Ｉ市は、市内経済の活性化の目的に合致する事業に対して補助金を交付

しており、交付に際して必要となる事項については、その都度、要綱に定

めている。 

 Ｉ市では、これまでも、プレミアム付き商品券事業に対して、要綱に必

要事項（実施期間、発行総額、プレミアム率〔販売価格に対するプレミアム

の割合〕等）を定めた上で、プレミアムに相当する額の補助金を当該事業

者団体に対して交付している。 

(3) Ｉ市がこれまで交付したプレミアム付き商品券事業に係る補助金におい

ては、取扱事業者の規模にかかわらずプレミアム率は一律のものであった

が、プレミアム付き商品券の利用状況をみると、中小事業者の店舗・事業

所での利用が低調であった。 

 このため、今後、Ｉ市では、中小事業者の店舗・事業所におけるプレミア

ム付き商品券の利用を促進させ、これにより市内経済を活性化させるため、

Ｉ市における中小事業者の店舗・事業所の多くが床面積1,000平方メートル

未満であることを踏まえ、店舗・事業所の床面積を基準に、取扱事業者を、

1,000平方メートル未満の取扱事業者（以下「小規模取扱事業者」という。）
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プレミアム付き

商品券事業の補

助 金 交 付 に 当

たって必要な事

項を要綱で規定 

 プレミアム率

に差を設ける 

とそれ以外の取扱事業者（以下「大規模取扱事業者」という。）とに分けた

上で、それぞれが取り扱うプレミアム付き商品券のプレミアム率について、

大規模取扱事業者と比べて小規模取扱事業者向けのものを高く設定する旨

を要綱に規定した上で、当該プレミアムに相当する額の補助金の交付を行

うことを考えている。具体的なプレミアム率については検討中だが、その

差は、最大でも数パーセント程度と考えている。なお、プレミアム付き商

品券は、小規模取扱事業者用と大規模取扱事業者用とを分けて発行する。 

以上の施策を講じることについて、独占禁止法上及び競争政策上問題な

いか。 

 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は、事業者団体が実施するプレミアム付き商品券事業に対して、Ｉ市

がプレミアムに相当する補助金を当該事業者団体に交付するに当たり、取

扱事業者の規模によってプレミアム付き商品券の販売額に上乗せするプレ

ミアム率に差を設けさせるものである。 

(2) 一般に、行政機関が実施する施策において、その方法等をどのように定め

るかは、独占禁止法上の問題ではなく、当該施策の政策目的に基づく行政

機関の判断に委ねられている。一方、当該施策の制度設計や運用の方法に

よって特定の事業者が競争上著しく有利又は著しく不利になる場合は、市

場における競争をゆがめ、その結果、価格やサービス面で住民の不利益に

もなりかねない。 

(3) 一般に、プレミアム付き商品券事業は、地域経済の活性化を目的として全
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小規模 

取扱事業者 住 
 

民 

Ｉ  市 

大規模 
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プレミアム付
き商品券事業
の実施主体 

 

補助金 

交付 

補助金 

申請 

プレミアム付き 

商品券の換金請求 

プレミアム付き 

商品券の換金 

プレミアム付き 

商品券の発行・販売 

プレミアム付き 

商品券の利用 

プレミアム付き 

商品券の利用 

商品・役務の提供

商品・役務の提供
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プレミアム付き

商品券事業の補

助 金 交 付 に 当

たって必要な事

項を要綱で規定 

 プレミアム率

に差を設ける 

とそれ以外の取扱事業者（以下「大規模取扱事業者」という。）とに分けた

上で、それぞれが取り扱うプレミアム付き商品券のプレミアム率について、

大規模取扱事業者と比べて小規模取扱事業者向けのものを高く設定する旨

を要綱に規定した上で、当該プレミアムに相当する額の補助金の交付を行

うことを考えている。具体的なプレミアム率については検討中だが、その

差は、最大でも数パーセント程度と考えている。なお、プレミアム付き商

品券は、小規模取扱事業者用と大規模取扱事業者用とを分けて発行する。 

以上の施策を講じることについて、独占禁止法上及び競争政策上問題な

いか。 

 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は、事業者団体が実施するプレミアム付き商品券事業に対して、Ｉ市

がプレミアムに相当する補助金を当該事業者団体に交付するに当たり、取

扱事業者の規模によってプレミアム付き商品券の販売額に上乗せするプレ

ミアム率に差を設けさせるものである。 

(2) 一般に、行政機関が実施する施策において、その方法等をどのように定め

るかは、独占禁止法上の問題ではなく、当該施策の政策目的に基づく行政

機関の判断に委ねられている。一方、当該施策の制度設計や運用の方法に

よって特定の事業者が競争上著しく有利又は著しく不利になる場合は、市

場における競争をゆがめ、その結果、価格やサービス面で住民の不利益に

もなりかねない。 

(3) 一般に、プレミアム付き商品券事業は、地域経済の活性化を目的として全
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国各地において広く実施されている。 

 本件において、Ｉ市は、中小事業者におけるプレミアム付き商品券の利

用促進による市内経済の活性化を目的に、商品券の取扱事業者の規模に

よってプレミアム率に差を設けた補助金の交付を検討しているが、交付す

る補助金の内容をどのように設定するかについては、独占禁止法上の問題

ではなく、政策目的に基づくＩ市の判断に委ねられている。 

 また、プレミアム付き商品券の取扱事業者の規模に応じてプレミアム率

に差を設けることは、中小事業者におけるプレミアム付き商品券の利用促

進による市内経済の活性化を目的に行われるものであり、プレミアム率の

差も最大でも数パーセントであること、プレミアム付き商品券を利用でき

る期間及び地域は限定されており、その購入者もＩ市の在住者・在勤者に

限定されていることを踏まえれば、特定の事業者を競争上著しく有利又は

著しく不利にするものではなく、競争に与える影響は限定的である。 

 

３ 結論 

Ｉ市が、プレミアム付き商品券事業を実施する事業者団体に対して、プレミ

アムに相当する額の補助金を交付するに当たり、中小事業者におけるプレミ

アム付き商品券の利用促進による市内経済の活性化を目的に、プレミアム付

き商品券の取扱事業者の規模によってプレミアム率に最大数パーセント程度

の差を設けさせることは、中小事業者におけるプレミアム付き商品券の利用

促進による市内経済の活性化という目的の下、プレミアム付き商品券の利用

範囲が期間及び地域を限定され、またその購入者もＩ市の在住者・在勤者に限

定されていることを踏まえれば、特定の事業者を競争上著しく有利又は著し

く不利にするものではなく、競争に与える影響は限定的である。 
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〔〔補補助助金金等等のの交交付付〕〕  

（（環環境境対対策策②②））  

10 家庭用コージェネレーション21購入に係る助成制度について 

 

一般ガス事業（いわゆる都市ガス事業）を営む市が、家庭用コージェネレーショ

ン（以下「コージェネ」という。）の普及・促進のため、市からコージェネを購

入する住民に限ってコージェネ購入に係る助成金を支給することは、市が他の

コージェネ販売事業者に比べて有利となり、市場における競争をゆがめるおそ

れがある。また、市の当該行為については、不当廉売として独占禁止法上問題と

なるおそれがあるかどうかも考慮する必要がある。 

 

１ 相談の要旨 

 Ｊ市は、都市ガス事業を営むとともに、都市ガス用のコージェネを販売して

いる。Ｊ市において、都市ガス用のコージェネの販売は、Ｊ市以外の民間の事

業者も行っている。このような状況の下、今般、Ｊ市は、地球温暖化対策の一

環としてコージェネの普及・促進を図るため、コージェネを購入する一般消費

者に対して助成金を支給することを検討しており、当該助成金の支給対象者

をＪ市からコージェネを購入する都市ガス利用者に限定したいと考えている

が、独占禁止法上及び競争政策上問題ないか。 

 

 

 

 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

                         
21 ガスや石油等を燃料として、熱と電気とを同時に供給する熱・電併給システム。ガスエンジ

ン等原動機を使い発電を行いながら、同時に発生する廃熱を給湯や暖房に利用するため、電気

と熱を別々に生成するよりもエネルギー効率が良く、環境負荷が小さい。 

Ｊ市 
(コージェネを販売) 

コージェネ 

販売事業者 住民 

住民 
購入 

購入 

助成金対象外 ××  

助成金給付 
○○  
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〔〔補補助助金金等等のの交交付付〕〕  

（（環環境境対対策策②②））  

10 家庭用コージェネレーション21購入に係る助成制度について 

 

一般ガス事業（いわゆる都市ガス事業）を営む市が、家庭用コージェネレーショ

ン（以下「コージェネ」という。）の普及・促進のため、市からコージェネを購

入する住民に限ってコージェネ購入に係る助成金を支給することは、市が他の

コージェネ販売事業者に比べて有利となり、市場における競争をゆがめるおそ

れがある。また、市の当該行為については、不当廉売として独占禁止法上問題と

なるおそれがあるかどうかも考慮する必要がある。 

 

１ 相談の要旨 

 Ｊ市は、都市ガス事業を営むとともに、都市ガス用のコージェネを販売して

いる。Ｊ市において、都市ガス用のコージェネの販売は、Ｊ市以外の民間の事

業者も行っている。このような状況の下、今般、Ｊ市は、地球温暖化対策の一

環としてコージェネの普及・促進を図るため、コージェネを購入する一般消費

者に対して助成金を支給することを検討しており、当該助成金の支給対象者

をＪ市からコージェネを購入する都市ガス利用者に限定したいと考えている

が、独占禁止法上及び競争政策上問題ないか。 

 

 

 

 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

                         
21 ガスや石油等を燃料として、熱と電気とを同時に供給する熱・電併給システム。ガスエンジ

ン等原動機を使い発電を行いながら、同時に発生する廃熱を給湯や暖房に利用するため、電気

と熱を別々に生成するよりもエネルギー効率が良く、環境負荷が小さい。 

Ｊ市 
(コージェネを販売) 

コージェネ 

販売事業者 住民 

住民 
購入 

購入 

助成金対象外 ××  

助成金給付 
○○  

 

 

 

 

(1) 本件は、コージェネの普及・促進を図るため、コージェネを購入する住民

に対して助成金を支給するものである。 

(2) 一般に、行政機関が助成金を支給する場合に、その対象や支給の条件をど

のようにするかは、独占禁止法上の問題ではなく、当該助成金の政策目的

に基づく行政機関の判断に委ねられている。しかし、助成金の制度設計や

運用の方法によって、特定の事業者が著しく有利又は著しく不利になる場

合は、市場における競争をゆがめ、その結果、価格やサービスの面で住民

の不利益にもなりかねない。 

(3) Ｊ市は、本助成金の支給対象者をＪ市からコージェネを購入する住民に

限定することとしている。他方、Ｊ市においては、民間の事業者もコージェ

ネの販売事業を営んでいる。 

 その上で、Ｊ市が、助成金の支給対象をＪ市からコージェネを購入する

住民に限定し、民間事業者から購入する者をその対象から除外する場合に

は、コージェネの販売に関して、Ｊ市が他のコージェネ販売事業者に比べ

て有利となり、コージェネ販売市場における競争をゆがめるおそれがある。 

(4) また、Ｊ市はコージェネ販売事業を営んでいることから、当該事業に関し

ては独占禁止法上の「事業者」に当たる（独占禁止法第２条第１項）。 

 Ｊ市は、助成金の支給対象をＪ市からコージェネを購入した住民に限定

していることから、本件においては、Ｊ市は、コージェネを住民に対して、

当該助成金の額を値引きした価格で販売しているとみるのが適当である。

したがって、Ｊ市のコージェネ販売価格から助成金の額を差し引いた金額

がＪ市のコージェネの供給に要する費用を著しく下回っている場合には、

Ｊ市の行為は、不当廉売として独占禁止法上問題となるおそれもあると考

えられる（独占禁止法第２条第９項第３号、同第19条〔一般指定第６項〕）。 

 

３ 結論 

 コージェネ販売事業を営む市が、合理的な理由なく、市からコージェネを購

入する住民に限って、コージェネ購入に係る助成金を支給することは、市が他

のコージェネ販売事業者に比べて有利となり、市場における競争をゆがめる

おそれがある。また、市の当該行為については、不当廉売として独占禁止法上

問題となるおそれがあるかどうかも考慮する必要がある。 
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〔〔委委託託事事業業等等〕〕  

（（流流通通・・取取引引対対策策④④））  

11 堆肥の販売価格等の調査の実施及び調査結果の周知について 

 

県が、県内の堆肥センターが製造・販売する堆肥の取引実態を調査して、統計処

理等して取りまとめた結果の周知を行うという一連の業務を外部に委託して実

施することは、独占禁止法との関係で問題とはならない。 

 

１ 相談の要旨 

(1) Ｋ県内には、良質な堆肥の生産及び販売を目的とする「堆肥センター」が

複数設置されている。各堆肥センターの運営は、Ｋ県が設置する公社、農業

協同組合（以下「単位農協」という。）等が行っている。なお、各堆肥セン

ターが製造・販売する堆肥の種類は一様ではない。 

(2) Ｋ県は、多種多様な堆肥の流通促進を目的として、県内の堆肥センターが

製造・販売する堆肥を対象に、その取引実態を把握するため、各堆肥セン

ターから任意に、堆肥の生産量、在庫量、販売価格等の個別の取引実態に係

る情報を収集し、統計処理等して取りまとめ、その結果を需要者（農業者）

に向けて周知することを検討している。また、当該調査の実施に当たっては、

取引実態に係る情報収集から周知までの一連の業務を、Ｋ県内における堆

肥の需要者である農業者や、堆肥センターの主な運営者である単位農協を

よく知る立場にある、Ｋ県農業協同組合中央会（以下「Ｋ県農協中央会」と

いう。）に委託することを検討している。なお、本件調査の対象である堆肥

センターの運営者の中には、Ｋ県農協中央会の会員である単位農協も含ま

れている。このような業務を委託することについて、独占禁止法上及び競争

政策上問題ないか。 
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〔〔委委託託事事業業等等〕〕  

（（流流通通・・取取引引対対策策④④））  

11 堆肥の販売価格等の調査の実施及び調査結果の周知について 
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れている。このような業務を委託することについて、独占禁止法上及び競争

政策上問題ないか。 
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２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は、Ｋ県が、多種多様な堆肥の流通促進を目的に、Ｋ県内の堆肥セン

ターにおける堆肥の取引実態を調査してその結果を周知するに当たり、当該

業務を、事業者団体（Ｋ県農協中央会）に委託するものである。 

(2) 一般に、行政機関が実施する施策において、その方法等をどのように定め

るかは、独占禁止法上の問題ではなく、当該政策目的に基づく行政機関の判

断に委ねられているが、公共調達においては、安くて質の高い物品やサービ

スを調達することが要請されるものであることから、可能な限り競争性の確

保に配慮された調達が行われることが望ましい。その上で、公的事業の実施

のための一定の業務等が事業者団体に委託等された場合に、事業者団体が、

公的業務の実施に際して、独占禁止法上問題となり得る行為を行うことがあ

ることに留意する必要がある（事業者団体ガイドライン第二12(3)）。なお、

事業者又は事業者団体の行為については、たとえそれが行政機関が実施する

施策によって誘発された行為であっても、独占禁止法の適用が妨げられるも

のではない（行政指導ガイドラインはじめに）。 

(3) 本件は、多種多様な堆肥の流通促進を目的に、堆肥の取引実態を調査し、

その結果を統計処理等して取りまとめた上、農業者に周知する業務を委託す

るものである。Ｋ県は、取引実態に係る情報収集から周知までの一連の業務

を本件調査対象に関する知見を有するとの理由からＫ県農協中央会に委託

・堆肥の生産 

・農業者及び小売事業者への販売
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することとしているところ、委託先の選定をどのような方法等によって行う

かは、独占禁止法上の問題ではなく、Ｋ県の判断に委ねられているが、その

選定においては、可能な限り競争性が確保された方法によることが望ましい。 

 また、本件委託業務の内容は、委託先において取引実態を調査しその結果

を取りまとめ周知することであるが、調査結果の取りまとめ及び周知におい

ては、各堆肥センターから任意に収集した堆肥の生産量、在庫量、販売価格

等の個別の取引実態に係る情報を統計処理等した上で、Ｋ県農協中央会の会

員である単位農協の組合員に限らず、広く農業者に向けて周知することが予

定されていることから、本件委託は独占禁止法との関係で問題とはならない。 

 なお、Ｋ県農協中央会においては、取引実態の調査の実施の過程において、

Ｋ県農協中央会による価格、数量、顧客等に関する制限行為が行われる場合、

あるいはその調査結果の需要者に向けた周知の内容によって、堆肥センター

間で重要な競争手段に関する個別の取引実態に係る情報（個別農業者への販

売価格、数量、小売業者への卸売価格、数量等）が共有されることで市場に

おける競争が実質的に制限される場合等、本件取引実態に係る情報収集から

周知までの一連の業務によってＫ県農協中央会又は堆肥センターの行為が

独占禁止法上問題となるおそれがある（独占禁止法第３条、同第８条第１号、

第３号、第４号）。 

 

３ 結論 

県が、県内の堆肥センターが製造・販売する堆肥の取引実態を調査して、統

計処理等して取りまとめた結果の周知を行うという一連の業務を外部に委託

して実施することは、独占禁止法との関係で問題とはならない。  
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３ 結論 

県が、県内の堆肥センターが製造・販売する堆肥の取引実態を調査して、統
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〔〔委委託託事事業業等等〕〕  

（（災災害害対対策策②②））  

12 事業者団体に対する災害発生時の道路啓開作業に係る委託事業者の候補の

選定依頼について 

 

県が、災害発生時の緊急車両等の通行の迅速な確保のため、あらかじめ、建設業

者と道路啓開作業の委託に係る随意契約を締結するに当たり、その候補事業者

の選定を事業者団体に依頼することは、その選定が客観的な基準に基づいて行

われ、委託条件の決定に際しても、県と候補事業者との個別交渉が行われるもの

であれば、独占禁止法との関係で問題とはならない。 

 

１ 相談の要旨 

(1) Ｌ県は、近い将来発生が懸念されている災害に備え、災害発生時、緊急車

両等の通行のために、早急に最低限の瓦礫処理を行い救援ルートを開ける

役務（道路啓開作業）の実施を委託する事業者をあらかじめ選定し、当該事

業者と随意契約を締結することを検討している。道路啓開作業を実施する

事業者は、建設業を営んでいる者であって、かつ、作業実施に必要とされる

建設機械、資材、技術者等を保有する者であることを必要とする。 

(2) Ｌ県には、Ｌ県内の全ての建設業者が加盟している事業者団体が存在し、

当該事業者団体は、構成員の建設・土木機械等の所有状況や人的資源等を把

握している。Ｌ県は、道路啓開作業の委託先の候補となる建設業者（以下

「候補事業者」という。）の選定に当たり、当該事業者団体に対し、委託事

業者に求める条件を示した上で候補事業者の選定を依頼し、Ｌ県が示した

条件を踏まえた客観的な基準に基づき当該事業者団体によってその構成事

業者の中から選定された候補事業者それぞれと価格等の交渉を行って、条

件が合致した場合に随意契約を締結することを検討している。 

 以上の施策を講じることについて、独占禁止法上及び競争政策上問題な

いか。 
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２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は、災害発生時の道路啓開作業を迅速に実施することを目的に、災

害が発生する前の平時において、県が事業者団体に当該事業を委託する建

設業者の候補の選定を依頼し、選定された事業者との間で個別の交渉を経

た上で、随意契約を行うものである。 

(2) 一般に、行政機関が、法令に則り、どのように調達を行うかは、独占禁

止法上の問題ではなく、当該行政機関の判断に委ねられているが、公共調

達においては、安くて質の高い物品やサービスを調達することが要請され

るものであることから、可能な限り競争性の確保に配慮した調達が行われ

ることが望ましい。また、行政機関が発注先を選定するに当たり、事業者

団体に対して、必要な情報提供等の依頼や候補事業者の選定を求め、事業

者団体がこれに応じることは、直ちに独占禁止法上問題となるものではな

い。しかし、事業者団体が、受注調整や、事業者間で差別的な取扱いをす

るなど、独占禁止法上問題となる行為を行う場合、かかる事業者団体の行

為については、たとえそれが行政機関が実施する施策により誘発されたも

のであっても、独占禁止法の適用が妨げられるものではない（行政指導ガ

イドラインはじめに）。 

(3) 本件において、Ｌ県は、委託の候補事業者の選定を事業者団体に依頼す

ることを予定しているが、県が道路啓開作業の委託先の決定方法をどのよ

うにするかは、法令に則った上でのＬ県の判断に委ねられている。 

 その上で、本件における委託事業者の決定は、事業者団体がその構成事
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２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 
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業者の中から選定した候補事業者の中から行われるところ、Ｌ県は、事業

者団体に対して委託の条件をあらかじめ示すこととしており、事業者団体

は、Ｌ県が示した条件を踏まえた客観的な基準に基づいて候補事業者の選

定を行うこととしている。加えて、事業者団体が選出した候補事業者につ

いて、Ｌ県は、そのまま委託事業者とするのではなく、個別の交渉を行

い、条件が合致した場合にその事業者との間で随意契約を締結することが

予定されている。これらのことからすれば、本件道路啓開作業に係る業務

の委託において、Ｌ県が候補事業者の選定を事業者団体に依頼することと

したとしても、独占禁止法との関係で問題とはならない。 

 なお、事業者団体においては、本件の運用に当たって、例えば、収集し

た個々の構成事業者の重要な競争手段に具体的に関係する内容の情報につ

いて、他の構成事業者に提供したり、構成事業者間で共有されたりするこ

とがないよう留意する必要がある。また、事業者団体が、構成事業者が提

供する役務の価格を決定し、受注を配分し、事業者団体への加入を制限

し、事業者団体においてある事業者を不当に差別的に取り扱う場合のほ

か、構成事業者間において提供する役務の価格を決定し、受注を配分する

場合には、事業者団体及び構成事業者の行為は独占禁止法上問題となるお

それがある（独占禁止法第３条、同第８条第１号、第３号、第４号、同第

19条〔一般指定第５項〕）。 

 

３ 結論 

県が、災害発生時における緊急車両等の通行を迅速に確保するため、あら

かじめ、道路啓開作業を委託する建設業者との間で随意契約を締結するに当

たって、その候補となる事業者の選定を事業者団体に依頼することは、その

選定が、県が示した要件を踏まえた客観的な基準に基づいてなされ、委託条

件の決定に際しても、県と候補事業者との間で個別の交渉が予定されるもの

であれば、独占禁止法との関係で問題とはならない。 
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〔〔委委託託事事業業等等〕〕 

（（運運輸輸・・交交通通））  

13 区域ごとに委託するデマンド型乗合タクシー22事業者の数を各区域１社と

することについて 

 

市が、デマンド型乗合タクシーの運行事業において、集落散在地域ごとに区域を

設定した上で区域ごとに運行事業を特定のタクシー事業者１社に委託すること

は、その選定が応募条件をあらかじめ明示して公募する方法によって行われる

場合には、市場における競争をゆがめるおそれはない。 

 

１ 相談の要旨 

(1) Ｍ市内には、人口が集中している市街地と過疎化が進む中山間地等の集

落散在地域がある。集落散在地域は居住する住民の利用可能な交通手段が

限られているため、特に高齢者や身体的理由によって自動車の運転が困難

な者等（以下「移動困難者」という。）の移動に支障が生じている。 

(2) Ｍ市では、集落散在地域の移動困難者を対象としたデマンド型乗合タク

シー（以下「本件デマンド型乗合タクシー」という。）を導入することによ

り、集落散在地域内の移動や、集落散在地域と市街地との移動等を容易にす

ることを検討している。その際、本件デマンド型乗合タクシーが運行する区

域については、集落散在地域ごとに設定することとし、それぞれの区域にお

ける運行業務を一般乗用旅客自動車運送事業（以下「タクシー事業」とい

う。）を営む者に委託することを考えている。そして、各区域の運行業務の

委託先については、現在検討中である当該事業の実施に必要な条件をあら

かじめ明示した上で、公募により１社を決定する。これにより、本件デマン

ド型乗合タクシーを利用する場合には、当該区域の移動困難者は、当該区域

において運行業務を委託したタクシー事業者を利用することとなり、当該

タクシー事業者における運行事業の継続的実施にもつながるものと考えて

いる。なお、発着地は限定されており（例：発着地〔自宅〕←→発着地〔病

院等の特定施設等〕）、既存のタクシー事業者とは事業形態が異なっている。

また、利用は、移動困難者のうち事前に登録した者とする。 

 以上の施策を講じることについて、独占禁止法上及び競争政策上問題な

いか。 

                         
22 タクシー車両を使用した予約型の運行形態の輸送サービスのことであり、バス等の他の公共

交通機関と同等程度の安価な料金で、あらかじめ設定された乗降地点を経由しながら、不特定

多数の利用者が１台の車両に乗り合う形態のもの。 
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〔〔委委託託事事業業等等〕〕 
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２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は、Ｍ市が、移動困難者の移動を容易にするために実施するデマンド

型乗合タクシー事業において、運行する区域を集落散在地域ごとに設定し

た上で、区域ごとに公募によって決定したタクシー事業者１社に当該区域

における運行事業を委託するものである。 

(2) 一般に、行政機関が実施する施策において、その方法等をどのように定め

るかは、独占禁止法上の問題ではなく、当該施策の政策目的に基づく行政

機関の判断に委ねられている。しかしながら、発注者である地方公共団体

には、公正な競争が促進されることが求められているほか（公共工事の入

札及び契約の適正化の促進に関する法律第３条第２号）、競争性の確保が求

められている（「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関す

る指針」）。また、当該施策の制度設計や運用の方法によって特定の事業者

が競争上著しく有利又は著しく不利になる場合は、市場における競争をゆ

がめることとなる。 

(3) 本件デマンド型乗合タクシー事業の実施において、Ｍ市は、集落散在地域

ごとに区域を設定した上で、区域ごとに１社を選定して運行事業を委託す

ることとしているが、委託する事業の内容をどのように設定するかについ

ては、独占禁止法上の問題ではなく、Ｍ市の政策目的に基づく判断に委ね

られている。また、本件デマンド型乗合タクシー事業は、居住する住民の

利用可能な交通手段が限られる集落散在地域における移動困難者の移動を

容易にする目的の下、区域ごとに運行事業を委託するタクシー事業者１社

を選定するものであるが、Ｍ市が行う区域ごとの委託事業者の選定は、応

集落散在地域の区域ごとにタク

シー事業者１社に運行業務を委託 

  
予約 予約 

運行事業者 運行事業者 

Ｍ 市 内 

市街地 

 

集落散在地域 集落散在地域 

Ｍ  市 

利用者 利用者 
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募条件をあらかじめ明示して公募するという競争性のある方法によって行

われることからすれば、本件は、市場における競争をゆがめるものではな

い。 

 ただし、Ｍ市において今後検討される公募の条件の設定の仕方（委託対

象区域の設定、委託期間の設定、保有車両台数の制限等）によっては、特

定の事業者による応募を排除することにつながり、その結果、市場におけ

る競争をゆがめるおそれがある。  

 

３ 結論 

  市が、デマンド型乗合タクシーの運行事業において、集落散在地域ごとに区

域を設定した上で区域ごとに運行事業を特定のタクシー事業者１社に委託す

ることは、その選定が応募条件をあらかじめ明示して公募する方法によって

行われる場合には、市場における競争をゆがめるおそれはない。 
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〔〔委委託託事事業業等等〕〕  

（（医医療療・・福福祉祉③③））  

14 予防接種に係る被接種者の負担額及び委託費を県内で統一することについ   

 て  

 

市町村が医療機関に委託して実施するインフルエンザの予防接種において、被

接種者の負担額及び各市町村の医療機関への委託費を県の要請を受けて統一す

ることは、個々の医療機関の接種の料金も統一されることとなり、それによっ

て、個々の医療機関が創意工夫を発揮して接種の料金を自らの判断で自由に設

定できなくなり、かえって住民の不利益にもなりかねないため、他のより競争制

限的でない方法を採用することが望ましい。 

 

１ 相談の要旨 

(1) 市町村長が65歳以上の住民に対してインフルエンザの予防接種を行うこ

とは、予防接種法によって義務付けられている（このように予防接種法に

基づいて市町村長が実施する予防接種のことを「法定接種」という。）。ま

た、インフルエンザの法定接種（以下単に「法定接種」という。）には、公

的医療保険制度は適用されない。 

(2) Ｎ県内の各市町村は、法定接種を、当該市町村に所在する医療機関に委託

して実施している。実施に当たり、各市町村は、委託した医療機関に対して

委託費を支払っており、委託費の額は、各市町村ごとに設定されている。 

 医療機関における法定接種の接種の料金は、医療機関ごとに設定され、

医療機関が被接種者から徴収する接種の料金は、その医療機関が当該被接

種者の居住する市町村から法定接種の実施の委託を受けている場合、当該

医療機関が設定した接種の料金から、当該医療機関に対して支払われる委

託費の額を差し引いた額（以下この額を「一部本人負担額」という。）とな

る。 

 

接接種種のの料料金金    ＝＝      市市町町村村かかららのの委委託託費費      ＋＋    一一部部本本人人負負担担額額  

 

(3) 現在、Ｎ県では、例えば、法定接種を希望するＰ市の住民がＮ県内のＱ市

に所在するかかりつけ医療機関において接種を受けた場合、当該医療機関

はＰ市からＱ市の法定接種の実施を受託していないため、当該医療機関が

住民から徴収する接種の料金は、当該医療機関が設定した接種の料金の全

額となり、当該住民は全額自己負担となる。 
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 このような現状に対して、住民から各市町村に対して、Ｎ県内であれば、

居住する市町村以外の市町村であっても全額自己負担せずに接種が受けら

れるようにしてほしい旨の要望が寄せられている。 

 

 

 

(4) Ｎ県及びＮ県内の各市町村では、このような住民のニーズに応えるため、

当該住民が居住する市町村以外の市町村に所在する医療機関で接種を受け

た場合でも、当該住民の居住する市町村から当該医療機関に対して委託費が

支払われ、当該住民が居住する市町村で法定接種を受けた場合と同様に、一

部本人負担額の支払のみで接種を受けられる体制を整えることを考えてい

る。一方、これに対して医療機関は、現在、市町村によって委託費の額がま

ちまちであることのほか、医療機関ごとに、一部本人負担額や法定接種に係

る会計手続等もまちまちであることから、仮に前記の体制による法定接種が

実現された場合、各医療機関にはＮ県内の全市町村からの来院が予想される

ため、それによる事務手続に時間を要し、作業ミスが生じやすくなるなどの

懸念を示している。 

 そのため、Ｎ県では、住民の要望を受け、県内の各市町村で医療機関ごと

に異なっている被接種者の負担額を統一するとともに、各医療機関における

事務負担も考慮して、各市町村から医療機関に対する委託費についても統一

することとし、これを各市町村に対して要請することを考えている。なお、

具体的な方法等については、今後、各市町村及び医師会と協議を行いながら

進めていく考えである。 

 以上の施策を講じることについて、独占禁止法上及び競争政策上問題ない
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か。 

 

 

 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は、市町村が医療機関に委託して実施する法定接種について、県の要

請を受けて県内の各市町村が被接種者の負担額及び委託費を県内で統一す

るものである。 

(2) 一般に、法令上、行政機関自らがそれぞれの住民に対して行うこととされ

ている業務を外部に委託する場合には、その範囲内でいかなる内容をどの

ような方法で委託するかは、独占禁止法上の問題ではなく、当該政策目的に

基づく行政機関の判断に委ねられている。しかし、外部に委託するに当た

り、競争に対する影響のない又は競争に対する影響がより少ない他の方法

がある場合には、そのような方法を採用することが望ましい。 

 また、公正かつ自由な競争を維持・促進するためには、商品又は役務の価

格設定が事業者の自主的な判断に委ねられる必要があり、行政機関は、法令

に具体的な規定がない価格に関する行政指導により公正かつ自由な競争が

制限され、又は阻害されることのないよう十分留意する必要がある。事業者

又は事業者団体の行為については、たとえそれが行政機関が実施する施策

により誘発されたものであっても、独占禁止法の適用が妨げられるもので

はない（行政指導ガイドラインはじめに、２(2)）。 

(3) 法定接種の実施主体は市町村であるところ、各市町村がＮ県の要請を踏

ＮＮ県県  

市町村 

住民 医療機関 

①法定接種を委託 

②接種 

③医療機関経由で

一部本人負担額

を支払 
④委託費 

の支払 

市町村 

住民 医療機関 

医師会 変更案 

被接種者の負担額及び委託費

を統一するよう要請 
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まえて委託費の額をどのように設定するかについては、独占禁止法上の問

題ではなく、各市町村の政策判断に委ねられている。しかし、本件では、Ｎ

県の要請に基づき、被接種者の負担額及び各市町村からの医療機関に対す

る委託費が統一されることにより、個々の医療機関が自らの判断で自由に

設定することができる接種の料金が行政機関が提示する一定の額（市町村

からの委託費＋一部本人負担額）に統一されることとなり、それによって、

個々の医療機関が創意工夫を発揮して、接種の料金を自らの判断で自由に

設定できなくなり、かえって住民の不利益にもなりかねない。 

(4) 一方で、住民の居住する市町村以外の市町村に所在する医療機関で接種

を受けた場合でも、当該住民の居住する市町村から当該医療機関に対して

委託費が支払われる体制を整えるという本件の目的を達成する方法として

は、例えば、居住する市町村以外の市町村に所在する医療機関で法定接種を

受けた住民は、一旦、当該医療機関が設定する接種の料金を全額支払い、レ

シートを受領した後、当該レシートを居住する市町村に提示することで、提

示を受けた市町村から当該住民に対して当該市町村が設定する委託費の額

を支払うといった、他のより競争制限的でない方法を採用することが、住民

等の利益になるものと考えられる。 

(5) なお、Ｎ県の要請を契機として、例えば、各市町村が、各医療機関に対し

て法定接種の接種の料金を県内で統一するよう行政指導を行う場合、それ

によって、各医療機関が共同して、接種の料金を決定するなど、当該医療機

関の独占禁止法違反行為を誘発するおそれがあり（独占禁止法第３条）、ま

た、各市町村が、Ｎ県内の医師会に対して、各医療機関に対して法定接種の

接種の料金を県内で統一するよう行政指導を行う場合、それによって、当該

医師会の独占禁止法違反行為を誘発するおそれがある（独占禁止法第８条

第１号、第４号）。 

 

３ 結論 

 市町村が医療機関に委託して実施する法定接種において、被接種者の負担

額及び各市町村の医療機関への委託費を県の要請を受けて統一することは、

個々の医療機関接種の料金も統一されることとなり、それによって、個々の医

療機関が創意工夫を発揮して、接種の料金を自らの判断で自由に設定するこ

とができなくなり、かえって住民の不利益にもなりかねない。一方、例えば、

居住する市町村以外の市町村に所在する医療機関で法定接種を受けた住民が、

一旦、当該医療機関が設定する接種の料金を全額支払い、レシートを受領した

後、当該レシートを居住する市町村に提示することで、提示を受けた市町村か

ら当該住民に対して当該市町村が設定する委託費の額を支払うといった、他
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まえて委託費の額をどのように設定するかについては、独占禁止法上の問

題ではなく、各市町村の政策判断に委ねられている。しかし、本件では、Ｎ

県の要請に基づき、被接種者の負担額及び各市町村からの医療機関に対す

る委託費が統一されることにより、個々の医療機関が自らの判断で自由に

設定することができる接種の料金が行政機関が提示する一定の額（市町村

からの委託費＋一部本人負担額）に統一されることとなり、それによって、

個々の医療機関が創意工夫を発揮して、接種の料金を自らの判断で自由に

設定できなくなり、かえって住民の不利益にもなりかねない。 

(4) 一方で、住民の居住する市町村以外の市町村に所在する医療機関で接種

を受けた場合でも、当該住民の居住する市町村から当該医療機関に対して

委託費が支払われる体制を整えるという本件の目的を達成する方法として

は、例えば、居住する市町村以外の市町村に所在する医療機関で法定接種を

受けた住民は、一旦、当該医療機関が設定する接種の料金を全額支払い、レ

シートを受領した後、当該レシートを居住する市町村に提示することで、提

示を受けた市町村から当該住民に対して当該市町村が設定する委託費の額

を支払うといった、他のより競争制限的でない方法を採用することが、住民

等の利益になるものと考えられる。 

(5) なお、Ｎ県の要請を契機として、例えば、各市町村が、各医療機関に対し

て法定接種の接種の料金を県内で統一するよう行政指導を行う場合、それ

によって、各医療機関が共同して、接種の料金を決定するなど、当該医療機

関の独占禁止法違反行為を誘発するおそれがあり（独占禁止法第３条）、ま

た、各市町村が、Ｎ県内の医師会に対して、各医療機関に対して法定接種の

接種の料金を県内で統一するよう行政指導を行う場合、それによって、当該

医師会の独占禁止法違反行為を誘発するおそれがある（独占禁止法第８条

第１号、第４号）。 

 

３ 結論 

 市町村が医療機関に委託して実施する法定接種において、被接種者の負担

額及び各市町村の医療機関への委託費を県の要請を受けて統一することは、

個々の医療機関接種の料金も統一されることとなり、それによって、個々の医

療機関が創意工夫を発揮して、接種の料金を自らの判断で自由に設定するこ

とができなくなり、かえって住民の不利益にもなりかねない。一方、例えば、

居住する市町村以外の市町村に所在する医療機関で法定接種を受けた住民が、

一旦、当該医療機関が設定する接種の料金を全額支払い、レシートを受領した

後、当該レシートを居住する市町村に提示することで、提示を受けた市町村か

ら当該住民に対して当該市町村が設定する委託費の額を支払うといった、他

 

 

 

 

のより競争制限的でない方法を採用することが、住民の利益になるものと考

えられる。 

 

【【参参考考】】イインンフフルルエエンンザザのの予予防防接接種種にに関関すするる独独占占禁禁止止法法違違反反事事例例  

公正取引委員会は、医師会の会員が設定するインフルエンザ任意予防

接種の料金を決定し、会員に周知していた医師会に対し、独占禁止法第８

条第１号（事業者団体による一定の取引分野における競争の実質的制限

の禁止）の規定に違反する行為を行っていたとして、同法第８条の２第２

項の規定に基づき、医師会に対して、今後、会員が設定するインフルエン

ザ任意予防接種の料金を決定せず、会員がそれぞれ自主的に決めること

などを理事会において決議しなければならないなどの排除措置命令を

行った（平成26年２月27日排除措置命令）。 



－  76  －

 

 

 

 

〔〔委委託託事事業業等等〕〕  

（（医医療療・・福福祉祉④④））  

15 ガイドヘルプサービス（移動支援事業）23の提供を特定のＮＰＯ法人に一元

化することについて 

 

ガイドヘルプサービスにおける不適正事例の発生を防止する目的で、市と各事

業者が共同でＮＰＯ法人を設立し、市内におけるガイドヘルプサービス提供者

を当該ＮＰＯ法人１社に集約することは、事業者間の競争を通じた価格の引下

げやサービス向上が期待できず、かえって利用者の不利益にもなりかねないた

め、他のより競争制限的でない方法を採用することが望ましい。 

 

１ 相談の要旨 

 ガイドヘルプサービスについては、規制緩和の結果、社会福祉法人に加え、

ＮＰＯ法人や株式会社も行えることとなり、利用者の選択肢が広がった反面、

Ｓ市では、利用者が望んでいないにもかかわらず無理やり外出させたり、月末、

利用者に割り当てられた利用可能時間が余っている場合に上限近くまで時間

を使い切ろうとするなど、ヘルパーによる問題行為が目立つようになった。Ｓ

市は、このような事例は、各ガイドヘルプ事業者がヘルパーを適切に監督して

いないために発生していると考えている。 

 このため、Ｓ市では、30余りの事業者がガイドヘルプサービスを行う現在の

枠組みを改め、①これら30余りのガイドヘルプ事業者とＳ市が共同してＮＰ

Ｏ法人を設立し（法人の理事には、各事業者の代表者が就任）、②各ガイドヘ

ルプ事業者に雇用されているヘルパーは、このＮＰＯ法人との間でヘルパー

としての雇用契約を締結し、③利用者は、ＮＰＯ法人と利用契約を締結し、当

該ＮＰＯ法人からヘルパーの派遣を受ける、という形態を採ることを検討し

ている。 

 これにより、30余りのガイドヘルプ事業者にとっては、Ｓ市におけるガイド

ヘルプサービスの仕事を失うことになるが、いずれの事業者も在宅介護事業

も併せて行っているため、倒産等することはない。 

 以上の施策を講じることについて、独占禁止法上及び競争政策上問題ない

か。 

                         
23 障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業のこと。 
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〔〔委委託託事事業業等等〕〕  

（（医医療療・・福福祉祉④④））  

15 ガイドヘルプサービス（移動支援事業）23の提供を特定のＮＰＯ法人に一元

化することについて 

 

ガイドヘルプサービスにおける不適正事例の発生を防止する目的で、市と各事

業者が共同でＮＰＯ法人を設立し、市内におけるガイドヘルプサービス提供者

を当該ＮＰＯ法人１社に集約することは、事業者間の競争を通じた価格の引下

げやサービス向上が期待できず、かえって利用者の不利益にもなりかねないた

め、他のより競争制限的でない方法を採用することが望ましい。 

 

１ 相談の要旨 

 ガイドヘルプサービスについては、規制緩和の結果、社会福祉法人に加え、

ＮＰＯ法人や株式会社も行えることとなり、利用者の選択肢が広がった反面、

Ｓ市では、利用者が望んでいないにもかかわらず無理やり外出させたり、月末、

利用者に割り当てられた利用可能時間が余っている場合に上限近くまで時間

を使い切ろうとするなど、ヘルパーによる問題行為が目立つようになった。Ｓ

市は、このような事例は、各ガイドヘルプ事業者がヘルパーを適切に監督して

いないために発生していると考えている。 

 このため、Ｓ市では、30余りの事業者がガイドヘルプサービスを行う現在の

枠組みを改め、①これら30余りのガイドヘルプ事業者とＳ市が共同してＮＰ

Ｏ法人を設立し（法人の理事には、各事業者の代表者が就任）、②各ガイドヘ

ルプ事業者に雇用されているヘルパーは、このＮＰＯ法人との間でヘルパー

としての雇用契約を締結し、③利用者は、ＮＰＯ法人と利用契約を締結し、当

該ＮＰＯ法人からヘルパーの派遣を受ける、という形態を採ることを検討し

ている。 

 これにより、30余りのガイドヘルプ事業者にとっては、Ｓ市におけるガイド

ヘルプサービスの仕事を失うことになるが、いずれの事業者も在宅介護事業

も併せて行っているため、倒産等することはない。 

 以上の施策を講じることについて、独占禁止法上及び競争政策上問題ない

か。 

                         
23 障害者等が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業のこと。 

 

 

 

 

 
 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は、ガイドヘルプ事業者による問題行為の発生を防止するため、従

来、複数の事業者が実施してきたＳ市におけるガイドヘルプサービスにつ

いて、市と各事業者が共同でＮＰＯ法人を設立し、Ｓ市におけるガイドヘル

プサービスを当該ＮＰＯ法人に集約させようとするものである。 

 なお、ガイドヘルプサービス事業は、社会福祉法人のほか、ＮＰＯ法人や

株式会社も行うことができる。 

(2) 一般に、行政機関が実施する施策において、その方法等をどのように定め

るかは、独占禁止法上の問題ではなく、当該施策の政策目的に基づく行政機

関の判断に委ねられている。しかし、行政機関が法令に具体的な規定がない

参入・退出に関する行政指導を行うことにより公正かつ自由な競争が制限

され、又は阻害される場合には、事業者の価格引下げやサービス向上のイン

センティブを失わせることとなるため、こうした弊害が生じることのない

よう十分留意する必要がある（行政指導ガイドライン２(1)）。また、外部に

委託するに当たり、競争に対する影響のない又は競争に対する影響がより

少ない他の方法がある場合には、そのような方法を採用することが、利用者

の利益になるものと考えられる。 

(3) Ｓ市は、市内におけるガイドヘルプサービスについて、不適正事例の発生

防止を目的に、これをガイドヘルプ事業者と共同して設立するＮＰＯ法人

に行わせることとしている。Ｓ市におけるガイドヘルプサービスに係る事

業の方法等をどのように定めるかについては、当該ＮＰＯ法人を設立する

Ｓ市 

Ａ事業者 

・ガイドヘルプ事業 

・在宅介護事業 

Ｂ事業者 

Ｃ事業者 

・ガイドヘルプ事業 

・在宅介護事業 

・ガイドヘルプ事業 

・在宅介護事業 

Ａ事業者 

Ｂ事業者 

Ｃ事業者 

・ガイドヘルプ事業 

・在宅介護事業 

・ガイドヘルプ事業 

・在宅介護事業 

・ガイドヘルプ事業 

・在宅介護事業 

Ｓ市 

ＮＰＯ法人 

設立 
ガイドヘルプ事業

を独占的に実施 

現 行 変更案 
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こと24を含めて、独占禁止法上の問題ではなく、政策目的に基づくＳ市の判

断に委ねられている。しかし、現在Ｓ市において30余りの事業者が実施する

ガイドヘルプサービスを今後はＮＰＯ法人にのみ行わせることは、Ｓ市に

おけるガイドヘルプサービス分野における競争が全くなくなり、事業者間

の競争を通じた価格の引下げやサービス向上が期待できなくなり、かえっ

て利用者の不利益にもなりかねない。 

(4) 一方で、Ｓ市のガイドヘルプサービスの適正化という政策目的を達成す

るためには、例えば、不適正な行為に対する監視を強化するとともに、不適

正事例が見られた事業者に対して指定取消しなどの処分を行うといった、

他のより競争制限的でない方法を採用することが、利用者の利益になるも

のと考えられる。 

 

３ 結論 

 従来、複数事業者によって実施されてきたガイドヘルプサービスについて、

市と各事業者が共同でＮＰＯ法人を設立し、市内における当該事業を当該Ｎ

ＰＯ法人に集約させることは、今後、市におけるガイドヘルプサービス分野に

おける競争が全くなくなり、事業者間の競争を通じた価格の引下げやサービ

ス向上が期待できないこととなり、かえって利用者の不利益にもなりかねな

い。一方、例えば、不適正な行為に対する監視を強化するとともに、不適正事

例が見られた事業者に対して指定取消しなどの処分を行うといった、不適正

な行為に対処する他のより競争制限的でない方法を採用することが、利用者

の利益になるものと考えられる。 

                         
24 会社の設立ではないため、独占禁止法による企業結合規制の対象とはならない。 
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こと24を含めて、独占禁止法上の問題ではなく、政策目的に基づくＳ市の判

断に委ねられている。しかし、現在Ｓ市において30余りの事業者が実施する

ガイドヘルプサービスを今後はＮＰＯ法人にのみ行わせることは、Ｓ市に

おけるガイドヘルプサービス分野における競争が全くなくなり、事業者間

の競争を通じた価格の引下げやサービス向上が期待できなくなり、かえっ

て利用者の不利益にもなりかねない。 

(4) 一方で、Ｓ市のガイドヘルプサービスの適正化という政策目的を達成す

るためには、例えば、不適正な行為に対する監視を強化するとともに、不適

正事例が見られた事業者に対して指定取消しなどの処分を行うといった、

他のより競争制限的でない方法を採用することが、利用者の利益になるも

のと考えられる。 

 

３ 結論 

 従来、複数事業者によって実施されてきたガイドヘルプサービスについて、

市と各事業者が共同でＮＰＯ法人を設立し、市内における当該事業を当該Ｎ

ＰＯ法人に集約させることは、今後、市におけるガイドヘルプサービス分野に

おける競争が全くなくなり、事業者間の競争を通じた価格の引下げやサービ

ス向上が期待できないこととなり、かえって利用者の不利益にもなりかねな

い。一方、例えば、不適正な行為に対する監視を強化するとともに、不適正事

例が見られた事業者に対して指定取消しなどの処分を行うといった、不適正

な行為に対処する他のより競争制限的でない方法を採用することが、利用者

の利益になるものと考えられる。 

                         
24 会社の設立ではないため、独占禁止法による企業結合規制の対象とはならない。 

 

 

 

 

〔〔公公共共調調達達〕〕  

（（環環境境対対策策③③））  

16 市が市営住宅建設に使用する木材を特定の森林認証を受けた事業者の供給

するものに限定する行為について 

 

市が、今後市営住宅を建設するのに使用する木材をＸ認証材に限定することは、

当該木材の調達が容易であることから、競争に与える影響は軽微であるが、調達

の対象をＸ認証と同等の森林認証を受けた森林で生産された木材にも広げ、入

札に参加し得る事業者を拡大することで、競争を通じた価格の引下げや品質の

向上等の効果がより期待されることとなる。 

 

１ 相談の要旨 

(1) 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）に

おいて、地方公共団体は、調達に当たり、環境物品、つまり環境への負荷の

軽減に役立つ物品等の調達の推進を図るために毎年度ガイドラインを作成

することとされている。 

 当該規定を受けてＴ市でもガイドラインを策定しているところ、その中で、

違法伐採を防ぎ、環境保全・持続可能な森林経営の促進を図るため、Ｔ市は、

木材の調達に当たって、森林認証制度（環境保護に配慮して森林経営が行わ

れていることを第三者機関が評価・認証する制度）の認証を受けた森林で生

産された木材（以下「認証材」という。）を優先した調達を行うと定めてい

る。 

(2) そこで、Ｔ市では、市営住宅の建設工事を入札で発注する際、入札仕様書

に、「木材はＸ認証材を使用することとする」旨記載し、落札した建設業者

にＸ認証材を調達する義務を負わせることとしたいが、独占禁止法上及び競

争政策上問題ないか。 

 なお、森林認証機関は複数存在し、Ｘ認証材はそのうちの一つであるＸ機

関25による認証を受けた森林で生産された木材のことである。また、いくつ

かある森林認証規格の中で、Ｘ認証材の使用を義務付けるのは、Ｔ市近隣に

はＸ認証を受けた森林しか存在しないためである。 

 

２ 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

(1) 本件は、違法伐採を防ぎ、環境保全・持続可能な森林経営の促進を図るた

                         
25
 Ｘ機関は、世界各地の環境団体、木材取引企業、先住民団体及び地域林業組合等のグループ

により構成される非営利の国際的な会員制民間組織である。 
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め、市営住宅建設のために使用する木材を、特定の森林認証を受けた木材

に限定するものである。 

(2) 一般に、行政機関が、法令に則り、どのように入札を行うかは、独占禁止

法上の問題ではなく、行政機関の判断に委ねられている。しかし、入札に関

する条件等を過剰に課すこととなれば、入札参加者が一部の事業者に限定

され、競争を通じた価格の引下げや品質の向上等の競争入札によって期待

される効果が得られないこととなる。 

(3) 本件において、市営住宅の建設工事の入札に当たって、落札した建設業者

にＸ認証材を調達する義務を負わせることは、独占禁止法上の問題ではな

く、政策目的に基づくＴ市の判断に委ねられている。また、Ｘ認証を受けて

いる森林は、国内外に広く存在しており、当該市営住宅における使用木材

がＸ認証材に限定されたとしても、木材を供給する事業者は、比較的容易

にＸ認証材を調達できる。したがって、Ｔ市の市営住宅の使用木材をＸ認

証材に限定することによって、Ｔ市が発注する市営住宅の建設工事におけ

る入札参加者が限定されることはなく、また、当該市営住宅建設に係る木

材供給市場から木材を供給する事業者が排除される可能性は低いものと考

えられることから、競争に与える影響は軽微である。 

(4) 一方で、森林認証は、国際規格ではあるものの、飽くまでも民間の規格で

あって、競合する森林認証の規格が複数存在しており、Ｔ市近隣の森林に

対して森林認証を行った機関がＸ機関のみとしても、木材は県境や国境を

越えて流通するのが一般的であり、市営住宅を建設する事業者がＴ市内以

外の地域から木材を調達することも考えられる。 

 したがって、市営住宅の使用木材として、Ｘ認証材だけでなく、これと同

等の森林認証規格に基づく認証材に対象を広げることで、入札に参加し得

る事業者を拡大し、競争を通じた価格の引下げや品質の向上等の効果がよ

り期待されることとなる。  

 

３ 結論 

Ｔ市が、市営住宅建設に当たって、使用木材をＸ認証材に限定することは、

木材を供給する事業者にとって当該認証材の調達が容易であることから、競

争に与える影響は軽微であると考えられるが、調達の対象をＸ認証と同等の

森林認証を受けた森林で生産された木材にも広げ、入札に参加し得る事業者

を拡大することで、競争を通じた価格の引下げや品質の向上等の効果がより

期待されることとなる。 
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越えて流通するのが一般的であり、市営住宅を建設する事業者がＴ市内以
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３ 結論 

Ｔ市が、市営住宅建設に当たって、使用木材をＸ認証材に限定することは、

木材を供給する事業者にとって当該認証材の調達が容易であることから、競
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を拡大することで、競争を通じた価格の引下げや品質の向上等の効果がより

期待されることとなる。 

 

 

 

 

○ 地方公共団体の活動に関する相談窓口 

公正取引委員会では、今後とも、各地方公共団体の活動に係る独占禁止法上

及び競争政策上の疑問や懸念についての相談に対応していくこととしており、

その窓口は次表のとおりである。 
 

表：地方公共団体の活動に関する相談窓口 

連連絡絡先先  管管轄轄地地域域  

公正取引委員会事務総局（本局） 

〒100-8987 

東京都千代田区霞が関1-1-1 

中央合同庁舎第６号館Ｂ棟 
※令和７年秋頃に庁舎移転を予定している

ため、最新の住所については 

公式Webサイトを御参照ください。 

経済取引局調整課 

TEL：(03)3581-5483 

茨城県・栃木県・群馬県・埼玉

県・千葉県・東京都・神奈川

県・新潟県・長野県・山梨県 

北海道事務所 

〒060-0042 

札幌市中央区大通西12丁目 

札幌第３合同庁舎 

総務課 

TEL：(011)231-6300 

北海道 

東北事務所 

〒980-0014 

仙台市青葉区本町3-2-23 

仙台第２合同庁舎 

総務課 

TEL：(022)225-7095 

青森県・岩手県・宮城県・秋田

県・山形県・福島県 

中部事務所 

〒460-0001 

名古屋市中区三の丸2-5-1 

名古屋合同庁舎第２号館  

経済取引指導官 

TEL：(052)961-9422 

富山県・石川県・岐阜県・静岡

県・愛知県・三重県 

近畿中国四国事務所 

〒540-0008 

大阪市中央区大手前4-1-76 

大阪合同庁舎第４号館 

経済取引指導官 

TEL：(06)6941-2174 

福井県・滋賀県・京都府・大阪

府・兵庫県・奈良県・和歌山県 

近畿中国四国事務所中国支所 

〒730-0012 

広島市中区上八丁堀6-30 

広島合同庁舎第４号館 

総務課 

TEL：(082)228-1501 

鳥取県・島根県・岡山県・広島

県・山口県 

近畿中国四国事務所四国支所 

〒760-0019 

高松市サンポート3-33 

高松サンポート合同庁舎南館 

総務課 

TEL：(087)811-1750 

徳島県・香川県・愛媛県・高知

県 

九州事務所 

〒812-0013 

福岡市博多区博多駅東2-10-7 

福岡第２合同庁舎別館 

経済取引指導官 

TEL：(092)431-5882 

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本

県・大分県・宮崎県・鹿児島県 

内閣府沖縄総合事務局 

総務部公正取引課 

〒900-0006 

那覇市おもろまち2-1-1 

那覇第２地方合同庁舎２号館 

公正取引課 

TEL：(098)866-0049 

沖縄県 

冬頃
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私私的的独独占占のの禁禁止止及及びび公公正正取取引引のの確確保保にに関関すするる法法律律（（昭昭和和 2222年年法法律律第第 5544号号））（（抄抄））  

  

第第一一章章  総総則則  

  

〔〔目目的的〕〕  

第第一一条条  ここのの法法律律はは、、私私的的独独占占、、不不当当なな取取引引制制限限及及びび不不公公正正なな取取引引方方法法をを禁禁止止しし、、事事業業支支配配力力のの

過過度度のの集集中中をを防防止止ししてて、、結結合合、、協協定定等等のの方方法法にによよるる生生産産、、販販売売、、価価格格、、技技術術等等のの不不当当なな制制限限そそ

のの他他一一切切のの事事業業活活動動のの不不当当なな拘拘束束をを排排除除すするるここととにによよりり、、公公正正且且つつ自自由由なな競競争争をを促促進進しし、、事事

業業者者のの創創意意をを発発揮揮ささせせ、、事事業業活活動動をを盛盛んんににしし、、雇雇傭傭及及びび国国民民実実所所得得のの水水準準をを高高めめ、、以以てて、、一一般般

消消費費者者のの利利益益をを確確保保すするるととととももにに、、国国民民経経済済のの民民主主的的でで健健全全なな発発達達をを促促進進すするるここととをを目目的的とと

すするる。。  

  

〔〔定定義義〕〕  

第第二二条条  ここのの法法律律ににおおいいてて「「事事業業者者」」ととはは、、商商業業、、工工業業、、金金融融業業そそのの他他のの事事業業をを行行うう者者ををいいうう。。

事事業業者者のの利利益益ののたためめににすするる行行為為をを行行うう役役員員、、従従業業員員、、代代理理人人そそのの他他のの者者はは、、次次項項又又はは第第三三章章のの

規規定定のの適適用用ににつついいててはは、、ここれれをを事事業業者者ととみみななすす。。  

②②  ここのの法法律律ににおおいいてて「「事事業業者者団団体体」」ととはは、、事事業業者者ととししててのの共共通通のの利利益益をを増増進進すするるここととをを主主たたるる

目目的的ととすするる二二以以上上のの事事業業者者のの結結合合体体又又ははそそのの連連合合体体ををいいいい、、次次にに掲掲げげるる形形態態ののももののをを含含むむ。。

たただだしし、、二二以以上上のの事事業業者者のの結結合合体体又又ははそそのの連連合合体体ででああつつてて、、資資本本又又はは構構成成事事業業者者のの出出資資をを有有

しし、、営営利利をを目目的的ととししてて商商業業、、工工業業、、金金融融業業そそのの他他のの事事業業をを営営むむここととをを主主たたるる目目的的ととしし、、かかつつ、、

現現ににそそのの事事業業をを営営んんででいいるるももののをを含含ままなないいももののととすするる。。  

一一  二二以以上上のの事事業業者者がが社社員員（（社社員員にに準準ずずるるももののをを含含むむ。。））ででああるる社社団団法法人人そそのの他他のの社社団団  

二二  二二以以上上のの事事業業者者がが理理事事又又はは管管理理人人のの任任免免、、業業務務のの執執行行又又ははそそのの存存立立をを支支配配ししてていいるる財財団団

法法人人そそのの他他のの財財団団  

三三  二二以以上上のの事事業業者者をを組組合合員員ととすするる組組合合又又はは契契約約にによよるる二二以以上上のの事事業業者者のの結結合合体体  

③③  ここのの法法律律ににおおいいてて「「役役員員」」ととはは、、理理事事、、取取締締役役、、執執行行役役、、業業務務をを執執行行すするる社社員員、、監監事事若若ししくく

はは監監査査役役若若ししくくははここれれららにに準準ずずるる者者、、支支配配人人又又はは本本店店若若ししくくはは支支店店のの事事業業のの主主任任者者ををいいうう。。  

④④  ここのの法法律律ににおおいいてて「「競競争争」」ととはは、、二二以以上上のの事事業業者者ががそそのの通通常常のの事事業業活活動動のの範範囲囲内内ににおおいいてて、、

かかつつ、、当当該該事事業業活活動動のの施施設設又又はは態態様様にに重重要要なな変変更更をを加加ええるるここととななくく次次にに掲掲げげるる行行為為ををしし、、又又

ははすするるここととががででききるる状状態態ををいいうう。。  

一一  同同一一のの需需要要者者にに同同種種又又はは類類似似のの商商品品又又はは役役務務をを供供給給すするるこことと  

二二  同同一一のの供供給給者者かからら同同種種又又はは類類似似のの商商品品又又はは役役務務のの供供給給をを受受けけるるこことと  

⑤⑤  ここのの法法律律ににおおいいてて「「私私的的独独占占」」ととはは、、事事業業者者がが、、単単独独にに、、又又はは他他のの事事業業者者とと結結合合しし、、若若ししくく

はは通通謀謀しし、、そそのの他他いいかかななるる方方法法ををももつつててすするるかかをを問問わわずず、、他他のの事事業業者者のの事事業業活活動動をを排排除除しし、、又又

はは支支配配すするるここととにによよりり、、公公共共のの利利益益にに反反ししてて、、一一定定のの取取引引分分野野ににおおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限

すするるここととををいいうう。。

資資料料１１  
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⑥⑥  ここのの法法律律ににおおいいてて「「不不当当なな取取引引制制限限」」ととはは、、事事業業者者がが、、契契約約、、協協定定そそのの他他何何ららのの名名義義ををももつつ

ててすするるかかをを問問わわずず、、他他のの事事業業者者とと共共同同ししてて対対価価をを決決定定しし、、維維持持しし、、若若ししくくはは引引きき上上げげ、、又又はは数数量量、、

技技術術、、製製品品、、設設備備若若ししくくはは取取引引のの相相手手方方をを制制限限すするる等等相相互互ににそそのの事事業業活活動動をを拘拘束束しし、、又又はは遂遂行行すす

るるここととにによよりり、、公公共共のの利利益益にに反反ししてて、、一一定定のの取取引引分分野野ににおおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるここととをを

いいうう。。  

⑦⑦～～⑧⑧  （（略略））  

⑨⑨  ここのの法法律律ににおおいいてて「「不不公公正正なな取取引引方方法法」」ととはは、、次次のの各各号号ののいいずずれれかかにに該該当当すするる行行為為ををいいうう。。  

一一  正正当当なな理理由由ががなないいののにに、、競競争争者者とと共共同同ししてて、、次次ののいいずずれれかかにに該該当当すするる行行為為ををすするるこことと。。  

イイ  ああるる事事業業者者にに対対しし、、供供給給をを拒拒絶絶しし、、又又はは供供給給にに係係るる商商品品若若ししくくはは役役務務のの数数量量若若ししくくはは

内内容容をを制制限限すするるこことと。。  

ロロ  他他のの事事業業者者にに、、ああるる事事業業者者にに対対すするる供供給給をを拒拒絶絶ささせせ、、又又はは供供給給にに係係るる商商品品若若ししくくはは役役

務務のの数数量量若若ししくくはは内内容容をを制制限限ささせせるるこことと。。  

二二  不不当当にに、、地地域域又又はは相相手手方方にによよりり差差別別的的なな対対価価ををももつつてて、、商商品品又又はは役役務務をを継継続続ししてて供供給給すす

るるここととででああつつてて、、他他のの事事業業者者のの事事業業活活動動をを困困難難ににささせせるるおおそそれれががああるるもものの  

三三  正正当当なな理理由由ががなないいののにに、、商商品品又又はは役役務務ををそそのの供供給給にに要要すするる費費用用をを著著ししくく下下回回るる対対価価でで継継

続続ししてて供供給給すするるここととででああつつてて、、他他のの事事業業者者のの事事業業活活動動をを困困難難ににささせせるるおおそそれれががああるるもものの  

四四  自自己己のの供供給給すするる商商品品をを購購入入すするる相相手手方方にに、、正正当当なな理理由由ががなないいののにに、、次次ののいいずずれれかかにに掲掲げげ

るる拘拘束束のの条条件件をを付付けけてて、、当当該該商商品品をを供供給給すするるこことと。。  

イイ  相相手手方方にに対対ししそそのの販販売売すするる当当該該商商品品のの販販売売価価格格をを定定めめててここれれをを維維持持ささせせるるここととそそのの他他

相相手手方方のの当当該該商商品品のの販販売売価価格格のの自自由由なな決決定定をを拘拘束束すするるこことと。。  

ロロ  相相手手方方のの販販売売すするる当当該該商商品品をを購購入入すするる事事業業者者のの当当該該商商品品のの販販売売価価格格をを定定めめてて相相手手方方をを

ししてて当当該該事事業業者者ににここれれをを維維持持ささせせるるここととそそのの他他相相手手方方ををししてて当当該該事事業業者者のの当当該該商商品品のの販販

売売価価格格のの自自由由なな決決定定をを拘拘束束ささせせるるこことと。。  

五五  自自己己のの取取引引上上のの地地位位がが相相手手方方にに優優越越ししてていいるるここととをを利利用用ししてて、、正正常常なな商商慣慣習習にに照照ららししてて

不不当当にに、、次次ののいいずずれれかかにに該該当当すするる行行為為ををすするるこことと。。  

イイ  継継続続ししてて取取引引すするる相相手手方方（（新新たたにに継継続続ししてて取取引引ししよよううととすするる相相手手方方をを含含むむ。。ロロににおおいい

てて同同じじ。。））にに対対ししてて、、当当該該取取引引にに係係るる商商品品又又はは役役務務以以外外のの商商品品又又はは役役務務をを購購入入ささせせるるこことと。。  

ロロ  継継続続ししてて取取引引すするる相相手手方方にに対対ししてて、、自自己己ののたためめにに金金銭銭、、役役務務そそのの他他のの経経済済上上のの利利益益をを

提提供供ささせせるるこことと。。  

ハハ  取取引引のの相相手手方方かかららのの取取引引にに係係るる商商品品のの受受領領をを拒拒みみ、、取取引引のの相相手手方方かからら取取引引にに係係るる商商品品

をを受受領領ししたた後後当当該該商商品品をを当当該該取取引引のの相相手手方方にに引引きき取取ららせせ、、取取引引のの相相手手方方にに対対ししてて取取引引のの

対対価価のの支支払払をを遅遅ららせせ、、若若ししくくははそそのの額額をを減減じじ、、そそのの他他取取引引のの相相手手方方にに不不利利益益ととななるるよようう

にに取取引引のの条条件件をを設設定定しし、、若若ししくくはは変変更更しし、、又又はは取取引引をを実実施施すするるこことと。。  

六六  前前各各号号にに掲掲げげるるももののののほほかか、、次次ののいいずずれれかかにに該該当当すするる行行為為ででああつつてて、、公公正正なな競競争争をを阻阻害害

すするるおおそそれれががああるるももののののううちち、、公公正正取取引引委委員員会会がが指指定定すするるもものの  

イイ  不不当当にに他他のの事事業業者者をを差差別別的的にに取取りり扱扱ううこことと。。
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⑥⑥  ここのの法法律律ににおおいいてて「「不不当当なな取取引引制制限限」」ととはは、、事事業業者者がが、、契契約約、、協協定定そそのの他他何何ららのの名名義義ををももつつ

ててすするるかかをを問問わわずず、、他他のの事事業業者者とと共共同同ししてて対対価価をを決決定定しし、、維維持持しし、、若若ししくくはは引引きき上上げげ、、又又はは数数量量、、

技技術術、、製製品品、、設設備備若若ししくくはは取取引引のの相相手手方方をを制制限限すするる等等相相互互ににそそのの事事業業活活動動をを拘拘束束しし、、又又はは遂遂行行すす

るるここととにによよりり、、公公共共のの利利益益にに反反ししてて、、一一定定のの取取引引分分野野ににおおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるここととをを

いいうう。。  

⑦⑦～～⑧⑧  （（略略））  

⑨⑨  ここのの法法律律ににおおいいてて「「不不公公正正なな取取引引方方法法」」ととはは、、次次のの各各号号ののいいずずれれかかにに該該当当すするる行行為為ををいいうう。。  

一一  正正当当なな理理由由ががなないいののにに、、競競争争者者とと共共同同ししてて、、次次ののいいずずれれかかにに該該当当すするる行行為為ををすするるこことと。。  

イイ  ああるる事事業業者者にに対対しし、、供供給給をを拒拒絶絶しし、、又又はは供供給給にに係係るる商商品品若若ししくくはは役役務務のの数数量量若若ししくくはは

内内容容をを制制限限すするるこことと。。  

ロロ  他他のの事事業業者者にに、、ああるる事事業業者者にに対対すするる供供給給をを拒拒絶絶ささせせ、、又又はは供供給給にに係係るる商商品品若若ししくくはは役役

務務のの数数量量若若ししくくはは内内容容をを制制限限ささせせるるこことと。。  

二二  不不当当にに、、地地域域又又はは相相手手方方にによよりり差差別別的的なな対対価価ををももつつてて、、商商品品又又はは役役務務をを継継続続ししてて供供給給すす

るるここととででああつつてて、、他他のの事事業業者者のの事事業業活活動動をを困困難難ににささせせるるおおそそれれががああるるもものの  

三三  正正当当なな理理由由ががなないいののにに、、商商品品又又はは役役務務ををそそのの供供給給にに要要すするる費費用用をを著著ししくく下下回回るる対対価価でで継継

続続ししてて供供給給すするるここととででああつつてて、、他他のの事事業業者者のの事事業業活活動動をを困困難難ににささせせるるおおそそれれががああるるもものの  

四四  自自己己のの供供給給すするる商商品品をを購購入入すするる相相手手方方にに、、正正当当なな理理由由ががなないいののにに、、次次ののいいずずれれかかにに掲掲げげ

るる拘拘束束のの条条件件をを付付けけてて、、当当該該商商品品をを供供給給すするるこことと。。  

イイ  相相手手方方にに対対ししそそのの販販売売すするる当当該該商商品品のの販販売売価価格格をを定定めめててここれれをを維維持持ささせせるるここととそそのの他他

相相手手方方のの当当該該商商品品のの販販売売価価格格のの自自由由なな決決定定をを拘拘束束すするるこことと。。  

ロロ  相相手手方方のの販販売売すするる当当該該商商品品をを購購入入すするる事事業業者者のの当当該該商商品品のの販販売売価価格格をを定定めめてて相相手手方方をを

ししてて当当該該事事業業者者ににここれれをを維維持持ささせせるるここととそそのの他他相相手手方方ををししてて当当該該事事業業者者のの当当該該商商品品のの販販

売売価価格格のの自自由由なな決決定定をを拘拘束束ささせせるるこことと。。  

五五  自自己己のの取取引引上上のの地地位位がが相相手手方方にに優優越越ししてていいるるここととをを利利用用ししてて、、正正常常なな商商慣慣習習にに照照ららししてて

不不当当にに、、次次ののいいずずれれかかにに該該当当すするる行行為為ををすするるこことと。。  

イイ  継継続続ししてて取取引引すするる相相手手方方（（新新たたにに継継続続ししてて取取引引ししよよううととすするる相相手手方方をを含含むむ。。ロロににおおいい

てて同同じじ。。））にに対対ししてて、、当当該該取取引引にに係係るる商商品品又又はは役役務務以以外外のの商商品品又又はは役役務務をを購購入入ささせせるるこことと。。  

ロロ  継継続続ししてて取取引引すするる相相手手方方にに対対ししてて、、自自己己ののたためめにに金金銭銭、、役役務務そそのの他他のの経経済済上上のの利利益益をを

提提供供ささせせるるこことと。。  

ハハ  取取引引のの相相手手方方かかららのの取取引引にに係係るる商商品品のの受受領領をを拒拒みみ、、取取引引のの相相手手方方かからら取取引引にに係係るる商商品品

をを受受領領ししたた後後当当該該商商品品をを当当該該取取引引のの相相手手方方にに引引きき取取ららせせ、、取取引引のの相相手手方方にに対対ししてて取取引引のの

対対価価のの支支払払をを遅遅ららせせ、、若若ししくくははそそのの額額をを減減じじ、、そそのの他他取取引引のの相相手手方方にに不不利利益益ととななるるよようう

にに取取引引のの条条件件をを設設定定しし、、若若ししくくはは変変更更しし、、又又はは取取引引をを実実施施すするるこことと。。  

六六  前前各各号号にに掲掲げげるるももののののほほかか、、次次ののいいずずれれかかにに該該当当すするる行行為為ででああつつてて、、公公正正なな競競争争をを阻阻害害

すするるおおそそれれががああるるももののののううちち、、公公正正取取引引委委員員会会がが指指定定すするるもものの  

イイ  不不当当にに他他のの事事業業者者をを差差別別的的にに取取りり扱扱ううこことと。。

 

ロロ  不不当当なな対対価価ををももつつてて取取引引すするるこことと。。  

ハハ  不不当当にに競競争争者者のの顧顧客客をを自自己己とと取取引引すするるよよううにに誘誘引引しし、、又又はは強強制制すするるこことと。。  

ニニ  相相手手方方のの事事業業活活動動をを不不当当にに拘拘束束すするる条条件件ををももつつてて取取引引すするるこことと。。  

ホホ  自自己己のの取取引引上上のの地地位位をを不不当当にに利利用用ししてて相相手手方方とと取取引引すするるこことと。。  

ヘヘ  自自己己又又はは自自己己がが株株主主若若ししくくはは役役員員ででああるる会会社社とと国国内内ににおおいいてて競競争争関関係係ににああるる他他のの事事業業

者者ととそそのの取取引引のの相相手手方方ととのの取取引引をを不不当当にに妨妨害害しし、、又又はは当当該該事事業業者者がが会会社社ででああるる場場合合ににおお

いいてて、、そそのの会会社社のの株株主主若若ししくくはは役役員員ををそそのの会会社社のの不不利利益益ととななるる行行為為ををすするるよよううにに、、不不当当

にに誘誘引引しし、、唆唆しし、、若若ししくくはは強強制制すするるこことと。。  

  

第第二二章章  私私的的独独占占及及びび不不当当なな取取引引制制限限  

第第二二条条のの二二  ここのの章章ににおおいいてて「「市市場場占占有有率率」」ととはは、、一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて一一定定のの期期間間内内にに供供給給

さされれるる商商品品若若ししくくはは役役務務のの数数量量ののううちち一一若若ししくくはは二二以以上上のの事事業業者者がが供供給給しし、、若若ししくくはは供供給給をを

受受けけるる当当該該商商品品若若ししくくはは役役務務のの数数量量のの占占めめるる割割合合又又はは一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて一一定定のの期期間間内内

にに供供給給さされれるる商商品品若若ししくくはは役役務務のの価価額額ののううちち一一若若ししくくはは二二以以上上のの事事業業者者がが供供給給しし、、若若ししくくはは

供供給給をを受受けけるる当当該該商商品品若若ししくくはは役役務務のの価価額額のの占占めめるる割割合合ををいいうう。。  

②②  ここのの章章ににおおいいてて「「子子会会社社等等」」ととはは、、事事業業者者のの子子会会社社（（法法人人ががそそのの総総株株主主（（総総社社員員をを含含むむ。。以以

下下同同じじ。。））のの議議決決権権（（株株主主総総会会ににおおいいてて決決議議ををすするるここととががででききるる事事項項のの全全部部ににつつきき議議決決権権をを行行

使使すするるここととががででききなないい株株式式ににつついいててのの議議決決権権をを除除きき、、会会社社法法（（平平成成十十七七年年法法律律第第八八十十六六号号））第第

八八百百七七十十九九条条第第三三項項のの規規定定にによよりり議議決決権権をを有有すするるももののととみみななさされれるる株株式式ににつついいててのの議議決決権権及及

びび社社債債、、株株式式等等のの振振替替にに関関すするる法法律律（（平平成成十十三三年年法法律律第第七七十十五五号号））第第百百四四十十七七条条第第一一項項又又はは第第

百百四四十十八八条条第第一一項項のの規規定定にによよりり発発行行者者にに対対抗抗すするるここととががででききなないい株株式式にに係係るる議議決決権権をを含含むむ。。

以以下下ここのの項項及及びび次次項項ににおおいいてて同同じじ。。））のの過過半半数数をを有有すするる他他のの会会社社ををいいうう。。ここのの場場合合ににおおいいてて、、

法法人人及及びびそそのの一一若若ししくくはは二二以以上上のの子子会会社社又又はは法法人人のの一一若若ししくくはは二二以以上上のの子子会会社社ががそそのの総総株株主主

のの議議決決権権のの過過半半数数をを有有すするる他他のの会会社社はは、、当当該該法法人人のの子子会会社社ととみみななすす。。以以下下ここのの項項ににおおいいてて同同

じじ。。））若若ししくくはは親親会会社社（（会会社社をを子子会会社社ととすするる他他のの会会社社ををいいうう。。以以下下ここのの項項ににおおいいてて同同じじ。。））又又

はは当当該該事事業業者者とと親親会会社社がが同同一一ででああるる他他のの会会社社ををいいうう。。  

③③  ここのの章章ににおおいいてて「「完完全全子子会会社社等等」」ととはは、、事事業業者者のの完完全全子子会会社社（（法法人人ががそそのの総総株株主主のの議議決決権権のの

全全部部をを有有すするる他他のの会会社社ををいいうう。。ここのの場場合合ににおおいいてて、、法法人人及及びびそそのの一一若若ししくくはは二二以以上上のの完完全全子子

会会社社又又はは法法人人のの一一若若ししくくはは二二以以上上のの完完全全子子会会社社ががそそのの総総株株主主のの議議決決権権のの全全部部をを有有すするる他他のの会会

社社はは、、当当該該法法人人のの完完全全子子会会社社ととみみななすす。。以以下下ここのの章章及及びび第第五五章章ににおおいいてて同同じじ。。））若若ししくくはは完完全全

親親会会社社（（会会社社をを完完全全子子会会社社ととすするる他他のの会会社社ををいいうう。。以以下下ここのの項項ににおおいいてて同同じじ。。））又又はは当当該該事事業業

者者とと完完全全親親会会社社がが同同一一ででああるる他他のの会会社社ををいいうう。。  

④④  ここのの章章ににおおいいてて「「供供給給子子会会社社等等」」ととはは、、第第七七条条のの二二第第一一項項又又はは第第七七条条のの九九第第一一項項若若ししくくはは第第

二二項項にに規規定定すするる違違反反行行為為ののううちちいいずずれれかかのの違違反反行行為為（（第第十十三三項項及及びび第第十十四四項項をを除除きき、、以以下下ここ

のの条条ににおおいいてて単単にに「「違違反反行行為為」」とといいうう。。））ををししたた事事業業者者のの子子会会社社等等ででああつつてて、、当当該該違違反反行行為為にに

係係るる一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該違違反反行行為為にに係係るる商商品品又又はは役役務務をを供供給給ししたたももののををいいうう。。
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⑤⑤  ここのの章章ににおおいいてて「「違違反反供供給給子子会会社社等等」」ととはは、、供供給給子子会会社社等等ででああつつてて、、違違反反行行為為ををししたた事事業業者者

のの当当該該違違反反行行為為にに係係るる一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該違違反反行行為為ををししたたももののををいいうう。。  

⑥⑥  ここのの章章ににおおいいてて「「非非違違反反供供給給子子会会社社等等」」ととはは、、供供給給子子会会社社等等ででああつつてて、、違違反反行行為為ををししたた事事業業

者者のの当当該該違違反反行行為為にに係係るる一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該違違反反行行為為ををししてていいなないいももののををいいうう。。  

⑦⑦  ここのの章章ににおおいいてて「「特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等」」ととはは、、非非違違反反供供給給子子会会社社等等ののううちち、、違違反反行行為為をを

ししたた事事業業者者とと完完全全子子会会社社等等のの関関係係ににああるるももののででああつつてて、、他他のの者者にに当当該該違違反反行行為為にに係係るる商商品品又又

はは役役務務をを供供給給すするるここととににつついいてて当当該該事事業業者者かからら指指示示をを受受けけ、、又又はは情情報報をを得得たた上上でで、、当当該該指指示示

又又はは情情報報にに基基づづきき当当該該商商品品又又はは役役務務をを供供給給ししたたももののををいいうう。。  

⑧⑧  ここのの章章ににおおいいてて「「購購入入子子会会社社等等」」ととはは、、違違反反行行為為ををししたた事事業業者者のの子子会会社社等等ででああつつてて、、当当該該違違

反反行行為為にに係係るる一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該違違反反行行為為にに係係るる商商品品又又はは役役務務のの供供給給をを受受けけたたもものの

ををいいうう。。  

⑨⑨  ここのの章章ににおおいいてて「「違違反反購購入入子子会会社社等等」」ととはは、、購購入入子子会会社社等等ででああつつてて、、違違反反行行為為ををししたた事事業業者者

のの当当該該違違反反行行為為にに係係るる一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該違違反反行行為為ををししたたももののををいいうう。。  

⑩⑩  ここのの章章ににおおいいてて「「非非違違反反購購入入子子会会社社等等」」ととはは、、購購入入子子会会社社等等ででああつつてて、、違違反反行行為為ををししたた事事業業

者者のの当当該該違違反反行行為為にに係係るる一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該違違反反行行為為ををししてていいなないいももののををいいうう。。  

⑪⑪  ここのの章章ににおおいいてて「「特特定定非非違違反反購購入入子子会会社社等等」」ととはは、、非非違違反反購購入入子子会会社社等等ののううちち、、違違反反行行為為をを

ししたた事事業業者者とと完完全全子子会会社社等等のの関関係係ににああるるももののででああつつてて、、他他のの者者かからら当当該該違違反反行行為為にに係係るる商商品品

又又はは役役務務のの供供給給をを受受けけるるここととににつついいてて当当該該事事業業者者かからら指指示示をを受受けけ、、又又はは情情報報をを得得たた上上でで、、当当

該該指指示示又又はは情情報報にに基基づづきき当当該該商商品品又又はは役役務務のの供供給給をを受受けけたたももののををいいうう。。  

⑫⑫  ここのの章章ににおおいいてて「「事事前前通通知知」」ととはは、、第第七七条条のの二二第第一一項項又又はは第第七七条条のの九九第第一一項項若若ししくくはは第第二二項項

のの規規定定にによよりり課課徴徴金金のの納納付付をを命命ずずるる場場合合ににおおいいてて、、第第六六十十二二条条第第四四項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準

用用すするる第第五五十十条条第第一一項項のの規規定定にによよりり公公正正取取引引委委員員会会がが違違反反行行為為ををししたた事事業業者者にに対対ししててすするる通通

知知ををいいうう。。  

⑬⑬  ここのの章章ににおおいいてて「「実実行行期期間間」」ととはは、、第第七七条条のの二二第第一一項項又又はは第第七七条条のの九九第第一一項項にに規規定定すするる違違反反

行行為為ををししたた事事業業者者にに係係るる当当該該違違反反行行為為のの実実行行ととししててのの事事業業活活動動をを行行つつたた日日（（当当該該事事業業者者にに対対

しし当当該該違違反反行行為為ににつついいてて第第四四十十七七条条第第一一項項第第一一号号、、第第三三号号若若ししくくはは第第四四号号にに掲掲げげるる処処分分、、第第

百百二二条条第第一一項項若若ししくくはは第第二二項項にに規規定定すするる処処分分又又はは第第百百三三条条のの三三各各号号にに掲掲げげるる処処分分がが最最初初にに行行

わわれれたた日日（（当当該該事事業業者者にに対対しし当当該該処処分分がが行行わわれれななかかつつたたととききはは、、当当該該事事業業者者がが当当該該違違反反行行為為

ににつついいてて事事前前通通知知をを受受けけたた日日））のの十十年年前前のの日日前前ででああるるととききはは、、同同日日））かからら当当該該違違反反行行為為のの実実行行

ととししててのの事事業業活活動動ががななくくななるる日日ままででのの期期間間ををいいうう。。  

⑭⑭  ここのの章章ににおおいいてて「「違違反反行行為為期期間間」」ととはは、、第第七七条条のの九九第第二二項項にに規規定定すするる違違反反行行為為ををししたた事事業業者者

にに係係るる当当該該違違反反行行為為ををししたた日日（（当当該該事事業業者者にに対対しし当当該該違違反反行行為為ににつついいてて第第四四十十七七条条第第一一項項第第

一一号号、、第第三三号号若若ししくくはは第第四四号号にに掲掲げげるる処処分分、、第第百百二二条条第第一一項項若若ししくくはは第第二二項項にに規規定定すするる処処分分

又又はは第第百百三三条条のの三三各各号号にに掲掲げげるる処処分分がが最最初初にに行行わわれれたた日日（（当当該該事事業業者者にに対対しし当当該該処処分分がが行行わわ

れれななかかつつたたととききはは、、当当該該事事業業者者がが当当該該違違反反行行為為ににつついいてて事事前前通通知知をを受受けけたた日日））のの十十年年前前のの日日

前前ででああるるととききはは、、同同日日））かからら当当該該違違反反行行為為ががななくくななるる日日ままででのの期期間間ををいいうう。。
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⑤⑤  ここのの章章ににおおいいてて「「違違反反供供給給子子会会社社等等」」ととはは、、供供給給子子会会社社等等ででああつつてて、、違違反反行行為為ををししたた事事業業者者

のの当当該該違違反反行行為為にに係係るる一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該違違反反行行為為ををししたたももののををいいうう。。  

⑥⑥  ここのの章章ににおおいいてて「「非非違違反反供供給給子子会会社社等等」」ととはは、、供供給給子子会会社社等等ででああつつてて、、違違反反行行為為ををししたた事事業業

者者のの当当該該違違反反行行為為にに係係るる一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該違違反反行行為為ををししてていいなないいももののををいいうう。。  

⑦⑦  ここのの章章ににおおいいてて「「特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等」」ととはは、、非非違違反反供供給給子子会会社社等等ののううちち、、違違反反行行為為をを

ししたた事事業業者者とと完完全全子子会会社社等等のの関関係係ににああるるももののででああつつてて、、他他のの者者にに当当該該違違反反行行為為にに係係るる商商品品又又

はは役役務務をを供供給給すするるここととににつついいてて当当該該事事業業者者かからら指指示示をを受受けけ、、又又はは情情報報をを得得たた上上でで、、当当該該指指示示

又又はは情情報報にに基基づづきき当当該該商商品品又又はは役役務務をを供供給給ししたたももののををいいうう。。  

⑧⑧  ここのの章章ににおおいいてて「「購購入入子子会会社社等等」」ととはは、、違違反反行行為為ををししたた事事業業者者のの子子会会社社等等ででああつつてて、、当当該該違違

反反行行為為にに係係るる一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該違違反反行行為為にに係係るる商商品品又又はは役役務務のの供供給給をを受受けけたたもものの

ををいいうう。。  

⑨⑨  ここのの章章ににおおいいてて「「違違反反購購入入子子会会社社等等」」ととはは、、購購入入子子会会社社等等ででああつつてて、、違違反反行行為為ををししたた事事業業者者

のの当当該該違違反反行行為為にに係係るる一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該違違反反行行為為ををししたたももののををいいうう。。  

⑩⑩  ここのの章章ににおおいいてて「「非非違違反反購購入入子子会会社社等等」」ととはは、、購購入入子子会会社社等等ででああつつてて、、違違反反行行為為ををししたた事事業業

者者のの当当該該違違反反行行為為にに係係るる一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該違違反反行行為為ををししてていいなないいももののををいいうう。。  

⑪⑪  ここのの章章ににおおいいてて「「特特定定非非違違反反購購入入子子会会社社等等」」ととはは、、非非違違反反購購入入子子会会社社等等ののううちち、、違違反反行行為為をを

ししたた事事業業者者とと完完全全子子会会社社等等のの関関係係ににああるるももののででああつつてて、、他他のの者者かからら当当該該違違反反行行為為にに係係るる商商品品

又又はは役役務務のの供供給給をを受受けけるるここととににつついいてて当当該該事事業業者者かからら指指示示をを受受けけ、、又又はは情情報報をを得得たた上上でで、、当当

該該指指示示又又はは情情報報にに基基づづきき当当該該商商品品又又はは役役務務のの供供給給をを受受けけたたももののををいいうう。。  

⑫⑫  ここのの章章ににおおいいてて「「事事前前通通知知」」ととはは、、第第七七条条のの二二第第一一項項又又はは第第七七条条のの九九第第一一項項若若ししくくはは第第二二項項

のの規規定定にによよりり課課徴徴金金のの納納付付をを命命ずずるる場場合合ににおおいいてて、、第第六六十十二二条条第第四四項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準

用用すするる第第五五十十条条第第一一項項のの規規定定にによよりり公公正正取取引引委委員員会会がが違違反反行行為為ををししたた事事業業者者にに対対ししててすするる通通

知知ををいいうう。。  

⑬⑬  ここのの章章ににおおいいてて「「実実行行期期間間」」ととはは、、第第七七条条のの二二第第一一項項又又はは第第七七条条のの九九第第一一項項にに規規定定すするる違違反反

行行為為ををししたた事事業業者者にに係係るる当当該該違違反反行行為為のの実実行行ととししててのの事事業業活活動動をを行行つつたた日日（（当当該該事事業業者者にに対対

しし当当該該違違反反行行為為ににつついいてて第第四四十十七七条条第第一一項項第第一一号号、、第第三三号号若若ししくくはは第第四四号号にに掲掲げげるる処処分分、、第第

百百二二条条第第一一項項若若ししくくはは第第二二項項にに規規定定すするる処処分分又又はは第第百百三三条条のの三三各各号号にに掲掲げげるる処処分分がが最最初初にに行行

わわれれたた日日（（当当該該事事業業者者にに対対しし当当該該処処分分がが行行わわれれななかかつつたたととききはは、、当当該該事事業業者者がが当当該該違違反反行行為為

ににつついいてて事事前前通通知知をを受受けけたた日日））のの十十年年前前のの日日前前ででああるるととききはは、、同同日日））かからら当当該該違違反反行行為為のの実実行行

ととししててのの事事業業活活動動ががななくくななるる日日ままででのの期期間間ををいいうう。。  

⑭⑭  ここのの章章ににおおいいてて「「違違反反行行為為期期間間」」ととはは、、第第七七条条のの九九第第二二項項にに規規定定すするる違違反反行行為為ををししたた事事業業者者

にに係係るる当当該該違違反反行行為為ををししたた日日（（当当該該事事業業者者にに対対しし当当該該違違反反行行為為ににつついいてて第第四四十十七七条条第第一一項項第第

一一号号、、第第三三号号若若ししくくはは第第四四号号にに掲掲げげるる処処分分、、第第百百二二条条第第一一項項若若ししくくはは第第二二項項にに規規定定すするる処処分分

又又はは第第百百三三条条のの三三各各号号にに掲掲げげるる処処分分がが最最初初にに行行わわれれたた日日（（当当該該事事業業者者にに対対しし当当該該処処分分がが行行わわ

れれななかかつつたたととききはは、、当当該該事事業業者者がが当当該該違違反反行行為為ににつついいてて事事前前通通知知をを受受けけたた日日））のの十十年年前前のの日日

前前ででああるるととききはは、、同同日日））かからら当当該該違違反反行行為為ががななくくななるる日日ままででのの期期間間ををいいうう。。

 

⑮⑮  ここのの章章（（第第七七条条のの四四をを除除くく。。））ににおおいいてて「「調調査査開開始始日日」」ととはは、、違違反反行行為為にに係係るる事事件件ににつついいてて

第第四四十十七七条条第第一一項項第第一一号号、、第第三三号号若若ししくくはは第第四四号号にに掲掲げげるる処処分分、、第第百百二二条条第第一一項項若若ししくくはは第第

二二項項にに規規定定すするる処処分分又又はは第第百百三三条条のの三三各各号号にに掲掲げげるる処処分分がが最最初初にに行行わわれれたた日日（（当当該該処処分分がが行行

わわれれななかかつつたたととききはは、、当当該該違違反反行行為為ををししたた事事業業者者がが当当該該違違反反行行為為ににつついいてて事事前前通通知知をを受受けけたた

日日））ををいいうう。。  

  

〔〔私私的的独独占占又又はは不不当当なな取取引引制制限限のの禁禁止止〕〕  

第第三三条条  事事業業者者はは、、私私的的独独占占又又はは不不当当なな取取引引制制限限ををししててははななららなないい。。  

  

第第四四条条及及びび第第五五条条  削削除除  

  

〔〔特特定定のの国国際際的的協協定定又又はは契契約約のの禁禁止止〕〕  

第第六六条条  事事業業者者はは、、不不当当なな取取引引制制限限又又はは不不公公正正なな取取引引方方法法にに該該当当すするる事事項項をを内内容容ととすするる国国際際的的

協協定定又又はは国国際際的的契契約約ををししててははななららなないい。。  

  

〔〔排排除除措措置置〕〕  

第第七七条条  第第三三条条又又はは前前条条のの規規定定にに違違反反すするる行行為為ががああるるととききはは、、公公正正取取引引委委員員会会はは、、第第八八章章第第二二

節節にに規規定定すするる手手続続にに従従いい、、事事業業者者にに対対しし、、当当該該行行為為のの差差止止めめ、、事事業業のの一一部部のの譲譲渡渡そそのの他他ここれれ

ららのの規規定定にに違違反反すするる行行為為をを排排除除すするるたためめにに必必要要なな措措置置をを命命ずずるるここととががででききるる。。  

②②  公公正正取取引引委委員員会会はは、、第第三三条条又又はは前前条条のの規規定定にに違違反反すするる行行為為がが既既ににななくくななつつてていいるる場場合合ににおお

いいててもも、、特特にに必必要要ががああるるとと認認めめるるととききはは、、第第八八章章第第二二節節にに規規定定すするる手手続続にに従従いい、、次次にに掲掲げげるる者者

にに対対しし、、当当該該行行為為がが既既ににななくくななつつてていいるる旨旨のの周周知知措措置置そそのの他他当当該該行行為為がが排排除除さされれたたここととをを確確

保保すするるたためめにに必必要要なな措措置置をを命命ずずるるここととががででききるる。。たただだしし、、当当該該行行為為ががななくくななつつたた日日かからら七七年年

をを経経過過ししたたととききはは、、ここのの限限りりででなないい。。  

一一  当当該該行行為為ををししたた事事業業者者  

二二  当当該該行行為為ををししたた事事業業者者がが法法人人ででああるる場場合合ににおおいいてて、、当当該該法法人人がが合合併併にによよりり消消滅滅ししたたとときき

ににおおけけるる合合併併後後存存続続しし、、又又はは合合併併にによよりり設設立立さされれたた法法人人  

三三  当当該該行行為為ををししたた事事業業者者がが法法人人ででああるる場場合合ににおおいいてて、、当当該該法法人人かからら分分割割にによよりり当当該該行行為為にに

係係るる事事業業のの全全部部又又はは一一部部をを承承継継ししたた法法人人  

四四  当当該該行行為為ををししたた事事業業者者かからら当当該該行行為為にに係係るる事事業業のの全全部部又又はは一一部部をを譲譲りり受受けけたた事事業業者者  

  

〔〔課課徴徴金金、、課課徴徴金金のの減減免免〕〕  

第第七七条条のの二二  事事業業者者がが、、不不当当なな取取引引制制限限又又はは不不当当なな取取引引制制限限にに該該当当すするる事事項項をを内内容容ととすするる国国際際

的的協協定定若若ししくくはは国国際際的的契契約約ででああつつてて、、商商品品若若ししくくはは役役務務のの対対価価にに係係るるもものの又又はは商商品品若若ししくくはは

役役務務のの供供給給量量若若ししくくはは購購入入量量、、市市場場占占有有率率若若ししくくはは取取引引のの相相手手方方をを実実質質的的にに制制限限すするるここととにに

よよりりそそのの対対価価にに影影響響すするるここととととななるるももののををししたたととききはは、、公公正正取取引引委委員員会会はは、、第第八八章章第第二二節節にに
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規規定定すするる手手続続にに従従いい、、当当該該事事業業者者にに対対しし、、第第一一号号かからら第第三三号号ままででにに掲掲げげるる額額のの合合計計額額にに百百分分

のの十十をを乗乗じじてて得得たた額額及及びび第第四四号号にに掲掲げげるる額額のの合合算算額額にに相相当当すするる額額のの課課徴徴金金をを国国庫庫にに納納付付すするる

ここととをを命命じじななけけれればばななららなないい。。たただだしし、、そそのの額額がが百百万万円円未未満満ででああるるととききはは、、そそのの納納付付をを命命ずずるる

ここととががででききなないい。。  

一一  当当該該違違反反行行為為（（商商品品又又はは役役務務をを供供給給すするるここととにに係係るるももののにに限限るる。。以以下下ここのの号号ににおおいいてて同同

じじ。。））にに係係るる一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該事事業業者者及及びびそそのの特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等がが供供給給しし

たた当当該該商商品品又又はは役役務務（（当当該該事事業業者者にに当当該該特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等がが供供給給ししたたもものの及及びび当当該該

事事業業者者又又はは当当該該特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等がが当当該該事事業業者者のの供供給給子子会会社社等等にに供供給給ししたたももののをを除除

くく。。））並並びびにに当当該該一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該事事業業者者及及びび当当該該特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等がが当当

該該事事業業者者のの供供給給子子会会社社等等にに供供給給ししたた当当該該商商品品又又はは役役務務（（当当該該供供給給子子会会社社等等（（違違反反供供給給子子会会

社社等等又又はは特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等ででああるる場場合合にに限限るる。。））がが他他のの者者にに当当該該商商品品又又はは役役務務をを供供給給

すするるたためめにに当当該該事事業業者者又又はは当当該該特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等かからら供供給給をを受受けけたたももののをを除除くく。。））のの

政政令令でで定定めめるる方方法法にによよりり算算定定ししたた、、当当該該違違反反行行為為にに係係るる実実行行期期間間ににおおけけるる売売上上額額  

二二  当当該該違違反反行行為為（（商商品品又又はは役役務務のの供供給給をを受受けけるるここととにに係係るるももののにに限限るる。。以以下下ここのの号号ににおおいい

てて同同じじ。。））にに係係るる一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該事事業業者者及及びびそそのの特特定定非非違違反反購購入入子子会会社社等等がが供供

給給をを受受けけたた当当該該商商品品又又はは役役務務（（当当該該事事業業者者かからら当当該該特特定定非非違違反反購購入入子子会会社社等等がが供供給給をを受受けけ

たたもものの及及びび当当該該事事業業者者又又はは当当該該特特定定非非違違反反購購入入子子会会社社等等がが当当該該事事業業者者のの購購入入子子会会社社等等かからら

供供給給をを受受けけたたももののをを除除くく。。））並並びびにに当当該該一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該事事業業者者及及びび当当該該特特定定非非

違違反反購購入入子子会会社社等等がが当当該該事事業業者者のの購購入入子子会会社社等等かからら供供給給をを受受けけたた当当該該商商品品又又はは役役務務（（当当該該

購購入入子子会会社社等等（（違違反反購購入入子子会会社社等等又又はは特特定定非非違違反反購購入入子子会会社社等等ででああるる場場合合にに限限るる。。））がが他他のの

者者かからら供供給給をを受受けけてて当当該該事事業業者者又又はは当当該該特特定定非非違違反反購購入入子子会会社社等等にに供供給給ししたたももののをを除除くく。。））

のの政政令令でで定定めめるる方方法法にによよりり算算定定ししたた、、当当該該違違反反行行為為にに係係るる実実行行期期間間ににおおけけるる購購入入額額  

三三  当当該該違違反反行行為為にに係係るる商商品品又又はは役役務務のの全全部部又又はは一一部部のの製製造造、、販販売売、、管管理理そそのの他他のの当当該該商商品品

又又はは役役務務にに密密接接にに関関連連すするる業業務務ととししてて政政令令でで定定めめるるももののででああつつてて、、当当該該事事業業者者及及びびそそのの完完

全全子子会会社社等等（（当当該該違違反反行行為為ををししてていいなないいももののにに限限るる。。次次号号ににおおいいてて同同じじ。。））がが行行つつたたもものののの

対対価価のの額額にに相相当当すするる額額ととししてて政政令令でで定定めめるる方方法法にによよりり算算定定ししたた額額  

四四  当当該該違違反反行行為為にに係係るる商商品品若若ししくくはは役役務務をを他他のの者者（（当当該該事事業業者者のの供供給給子子会会社社等等並並びびにに当当該該

違違反反行行為為ををししたた他他のの事事業業者者及及びびそそのの供供給給子子会会社社等等をを除除くく。。））にに供供給給ししなないいこことと又又はは他他のの者者

（（当当該該事事業業者者のの購購入入子子会会社社等等並並びびにに当当該該違違反反行行為為ををししたた他他のの事事業業者者及及びびそそのの購購入入子子会会社社等等

をを除除くく。。））かからら当当該該商商品品若若ししくくはは役役務務のの供供給給をを受受けけなないいここととにに関関しし、、手手数数料料、、報報酬酬そそのの他他名名

目目ののいいかかんんをを問問わわずず、、当当該該事事業業者者及及びびそそのの完完全全子子会会社社等等がが得得たた金金銭銭そそのの他他のの財財産産上上のの利利益益

にに相相当当すするる額額ととししてて政政令令でで定定めめるる方方法法にによよりり算算定定ししたた額額  

②②  前前項項のの場場合合ににおおいいてて、、当当該該事事業業者者がが次次のの各各号号ののいいずずれれかかにに該該当当すするる者者（（そそのの者者のの一一又又はは二二

以以上上のの子子会会社社等等がが当当該該各各号号ののいいずずれれににもも該該当当ししなないい場場合合をを除除くく。。））ででああるるととききはは、、同同項項中中「「百百

分分のの十十」」ととああるるののはは、、「「百百分分のの四四」」ととすするる。。
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規規定定すするる手手続続にに従従いい、、当当該該事事業業者者にに対対しし、、第第一一号号かからら第第三三号号ままででにに掲掲げげるる額額のの合合計計額額にに百百分分

のの十十をを乗乗じじてて得得たた額額及及びび第第四四号号にに掲掲げげるる額額のの合合算算額額にに相相当当すするる額額のの課課徴徴金金をを国国庫庫にに納納付付すするる

ここととをを命命じじななけけれればばななららなないい。。たただだしし、、そそのの額額がが百百万万円円未未満満ででああるるととききはは、、そそのの納納付付をを命命ずずるる

ここととががででききなないい。。  

一一  当当該該違違反反行行為為（（商商品品又又はは役役務務をを供供給給すするるここととにに係係るるももののにに限限るる。。以以下下ここのの号号ににおおいいてて同同

じじ。。））にに係係るる一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該事事業業者者及及びびそそのの特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等がが供供給給しし

たた当当該該商商品品又又はは役役務務（（当当該該事事業業者者にに当当該該特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等がが供供給給ししたたもものの及及びび当当該該

事事業業者者又又はは当当該該特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等がが当当該該事事業業者者のの供供給給子子会会社社等等にに供供給給ししたたももののをを除除

くく。。））並並びびにに当当該該一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該事事業業者者及及びび当当該該特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等がが当当

該該事事業業者者のの供供給給子子会会社社等等にに供供給給ししたた当当該該商商品品又又はは役役務務（（当当該該供供給給子子会会社社等等（（違違反反供供給給子子会会

社社等等又又はは特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等ででああるる場場合合にに限限るる。。））がが他他のの者者にに当当該該商商品品又又はは役役務務をを供供給給

すするるたためめにに当当該該事事業業者者又又はは当当該該特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等かからら供供給給をを受受けけたたももののをを除除くく。。））のの

政政令令でで定定めめるる方方法法にによよりり算算定定ししたた、、当当該該違違反反行行為為にに係係るる実実行行期期間間ににおおけけるる売売上上額額  

二二  当当該該違違反反行行為為（（商商品品又又はは役役務務のの供供給給をを受受けけるるここととにに係係るるももののにに限限るる。。以以下下ここのの号号ににおおいい

てて同同じじ。。））にに係係るる一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該事事業業者者及及びびそそのの特特定定非非違違反反購購入入子子会会社社等等がが供供

給給をを受受けけたた当当該該商商品品又又はは役役務務（（当当該該事事業業者者かからら当当該該特特定定非非違違反反購購入入子子会会社社等等がが供供給給をを受受けけ

たたもものの及及びび当当該該事事業業者者又又はは当当該該特特定定非非違違反反購購入入子子会会社社等等がが当当該該事事業業者者のの購購入入子子会会社社等等かからら

供供給給をを受受けけたたももののをを除除くく。。））並並びびにに当当該該一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該事事業業者者及及びび当当該該特特定定非非

違違反反購購入入子子会会社社等等がが当当該該事事業業者者のの購購入入子子会会社社等等かからら供供給給をを受受けけたた当当該該商商品品又又はは役役務務（（当当該該

購購入入子子会会社社等等（（違違反反購購入入子子会会社社等等又又はは特特定定非非違違反反購購入入子子会会社社等等ででああるる場場合合にに限限るる。。））がが他他のの

者者かからら供供給給をを受受けけてて当当該該事事業業者者又又はは当当該該特特定定非非違違反反購購入入子子会会社社等等にに供供給給ししたたももののをを除除くく。。））

のの政政令令でで定定めめるる方方法法にによよりり算算定定ししたた、、当当該該違違反反行行為為にに係係るる実実行行期期間間ににおおけけるる購購入入額額  

三三  当当該該違違反反行行為為にに係係るる商商品品又又はは役役務務のの全全部部又又はは一一部部のの製製造造、、販販売売、、管管理理そそのの他他のの当当該該商商品品

又又はは役役務務にに密密接接にに関関連連すするる業業務務ととししてて政政令令でで定定めめるるももののででああつつてて、、当当該該事事業業者者及及びびそそのの完完

全全子子会会社社等等（（当当該該違違反反行行為為ををししてていいなないいももののにに限限るる。。次次号号ににおおいいてて同同じじ。。））がが行行つつたたもものののの

対対価価のの額額にに相相当当すするる額額ととししてて政政令令でで定定めめるる方方法法にによよりり算算定定ししたた額額  

四四  当当該該違違反反行行為為にに係係るる商商品品若若ししくくはは役役務務をを他他のの者者（（当当該該事事業業者者のの供供給給子子会会社社等等並並びびにに当当該該

違違反反行行為為ををししたた他他のの事事業業者者及及びびそそのの供供給給子子会会社社等等をを除除くく。。））にに供供給給ししなないいこことと又又はは他他のの者者

（（当当該該事事業業者者のの購購入入子子会会社社等等並並びびにに当当該該違違反反行行為為ををししたた他他のの事事業業者者及及びびそそのの購購入入子子会会社社等等

をを除除くく。。））かからら当当該該商商品品若若ししくくはは役役務務のの供供給給をを受受けけなないいここととにに関関しし、、手手数数料料、、報報酬酬そそのの他他名名

目目ののいいかかんんをを問問わわずず、、当当該該事事業業者者及及びびそそのの完完全全子子会会社社等等がが得得たた金金銭銭そそのの他他のの財財産産上上のの利利益益

にに相相当当すするる額額ととししてて政政令令でで定定めめるる方方法法にによよりり算算定定ししたた額額  

②②  前前項項のの場場合合ににおおいいてて、、当当該該事事業業者者がが次次のの各各号号ののいいずずれれかかにに該該当当すするる者者（（そそのの者者のの一一又又はは二二

以以上上のの子子会会社社等等がが当当該該各各号号ののいいずずれれににもも該該当当ししなないい場場合合をを除除くく。。））ででああるるととききはは、、同同項項中中「「百百

分分のの十十」」ととああるるののはは、、「「百百分分のの四四」」ととすするる。。

 

一一  資資本本金金のの額額又又はは出出資資のの総総額額がが三三億億円円以以下下のの会会社社並並びびにに常常時時使使用用すするる従従業業員員のの数数がが三三百百人人以以

下下のの会会社社及及びび個個人人ででああつつてて、、製製造造業業、、建建設設業業、、運運輸輸業業そそのの他他のの業業種種（（次次号号かからら第第四四号号ままででにに掲掲

げげるる業業種種及及びび第第五五号号のの政政令令でで定定めめるる業業種種をを除除くく。。））にに属属すするる事事業業をを主主たたるる事事業業ととししてて営営むむもものの  

二二  資資本本金金のの額額又又はは出出資資のの総総額額がが一一億億円円以以下下のの会会社社並並びびにに常常時時使使用用すするる従従業業員員のの数数がが百百人人以以

下下のの会会社社及及びび個個人人ででああつつてて、、卸卸売売業業（（第第五五号号のの政政令令でで定定めめるる業業種種をを除除くく。。））にに属属すするる事事業業をを

主主たたるる事事業業ととししてて営営むむもものの  

三三  資資本本金金のの額額又又はは出出資資のの総総額額がが五五千千万万円円以以下下のの会会社社並並びびにに常常時時使使用用すするる従従業業員員のの数数がが百百人人

以以下下のの会会社社及及びび個個人人ででああつつてて、、ササーービビスス業業（（第第五五号号のの政政令令でで定定めめるる業業種種をを除除くく。。））にに属属すするる

事事業業をを主主たたるる事事業業ととししてて営営むむもものの  

四四  資資本本金金のの額額又又はは出出資資のの総総額額がが五五千千万万円円以以下下のの会会社社並並びびにに常常時時使使用用すするる従従業業員員のの数数がが五五十十

人人以以下下のの会会社社及及びび個個人人ででああつつてて、、小小売売業業（（次次号号のの政政令令でで定定めめるる業業種種をを除除くく。。））にに属属すするる事事業業

をを主主たたるる事事業業ととししてて営営むむもものの  

五五  資資本本金金のの額額又又はは出出資資のの総総額額ががそそのの業業種種ごごととにに政政令令でで定定めめるる金金額額以以下下のの会会社社並並びびにに常常時時使使

用用すするる従従業業員員のの数数ががそそのの業業種種ごごととにに政政令令でで定定めめるる数数以以下下のの会会社社及及びび個個人人ででああつつてて、、そそのの政政

令令でで定定めめるる業業種種にに属属すするる事事業業をを主主たたるる事事業業ととししてて営営むむもものの  

六六  協協業業組組合合そそのの他他のの特特別別のの法法律律にによよりり協協同同ししてて事事業業をを行行ううここととをを主主たたるる目目的的ととししてて設設立立ささ

れれたた組組合合（（組組合合のの連連合合会会をを含含むむ。。））ののううちち、、政政令令でで定定めめるるととこころろにによよりり、、前前各各号号にに定定めめるる業業

種種ごごととにに当当該該各各号号にに定定めめるる規規模模にに相相当当すするる規規模模ののもものの  

③③  第第一一項項のの規規定定にによよりり課課徴徴金金のの納納付付をを命命ずずるる場場合合ににおおいいてて、、当当該該事事業業者者がが公公正正取取引引委委員員会会又又

はは当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事件件ににつついいてて第第四四十十七七条条第第二二項項のの規規定定にによよりり指指定定さされれたた審審査査官官そそのの他他

のの当当該該事事件件のの調調査査にに関関すするる事事務務にに従従事事すするる職職員員にによよるる当当該該違違反反行行為為にに係係るる課課徴徴金金のの計計算算のの基基

礎礎ととななるるべべきき事事実実にに係係るる事事実実のの報報告告又又はは資資料料のの提提出出のの求求めめにに応応じじななかかつつたたととききはは、、公公正正取取引引

委委員員会会はは、、当当該該事事業業者者にに係係るる実実行行期期間間ののううちち当当該該事事実実のの報報告告又又はは資資料料のの提提出出がが行行わわれれずず課課徴徴

金金のの計計算算のの基基礎礎ととななるるべべきき事事実実をを把把握握すするるここととががででききなないい期期間間ににおおけけるる第第一一項項各各号号にに掲掲げげるる

額額をを、、当当該該事事業業者者、、そそのの特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等若若ししくくはは特特定定非非違違反反購購入入子子会会社社等等又又はは当当該該

違違反反行行為為にに係係るる商商品品若若ししくくはは役役務務をを供供給給すするる他他のの事事業業者者若若ししくくはは当当該該商商品品若若ししくくはは役役務務のの供供

給給をを受受けけるる他他のの事事業業者者かからら入入手手ししたた資資料料そそのの他他のの資資料料をを用用いいてて、、公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめ

るる合合理理的的なな方方法法にによよりり推推計計ししてて、、課課徴徴金金のの納納付付をを命命ずずるるここととががででききるる。。  

  

第第七七条条のの三三  前前条条第第一一項項のの規規定定にによよりり課課徴徴金金のの納納付付をを命命ずずるる場場合合ににおおいいてて、、当当該該事事業業者者がが次次のの

各各号号ののいいずずれれかかにに該該当当すするる者者ででああるるととききはは、、同同項項（（同同条条第第二二項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて適適用用すするる

場場合合をを含含むむ。。））中中「「合合算算額額」」ととああるるののはは、、「「合合算算額額にに一一・・五五をを乗乗じじてて得得たた額額」」ととすするる。。たただだしし、、

当当該該事事業業者者がが、、第第三三項項のの規規定定のの適適用用をを受受けけるる者者ででああるるととききはは、、ここのの限限りりででなないい。。  

一一  当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事件件ににつついいててのの調調査査開開始始日日かからら遡遡りり十十年年以以内内にに、、前前条条第第一一項項又又はは第第

七七条条のの九九第第一一項項若若ししくくはは第第二二項項のの規規定定にによよるる命命令令（（当当該該命命令令がが確確定定ししてていいるる場場合合にに限限るる。。））、、

次次条条第第七七項項若若ししくくはは第第七七条条のの七七第第三三項項のの規規定定にによよるる通通知知又又はは第第六六十十三三条条第第二二項項のの規規定定にによよ
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るる決決定定（（以以下下ここのの項項ににおおいいてて「「納納付付命命令令等等」」とといいうう。。））をを受受けけたたここととががああるる者者（（当当該該納納付付命命

令令等等のの日日以以後後ににおおいいてて当当該該違違反反行行為為ををししてていいたた場場合合にに限限るる。。））  

二二  前前号号にに該該当当すするる者者をを除除きき、、当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事件件ににつついいててのの調調査査開開始始日日かからら遡遡りり十十年年

以以内内にに、、そそのの完完全全子子会会社社がが納納付付命命令令等等（（当当該該納納付付命命令令等等のの日日ににおおいいてて当当該該事事業業者者のの完完全全子子

会会社社ででああるる場場合合にに限限るる。。））をを受受けけたたここととががああるる者者（（当当該該納納付付命命令令等等のの日日以以後後ににおおいいてて当当該該違違

反反行行為為ををししてていいたた場場合合にに限限るる。。））  

三三  前前二二号号にに該該当当すするる者者をを除除きき、、当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事件件ににつついいててのの調調査査開開始始日日かからら遡遡りり十十

年年以以内内にに納納付付命命令令等等をを受受けけたたここととががああるる他他のの事事業業者者たたるる法法人人とと合合併併ししたた事事業業者者たたるる法法人人又又

はは当当該該他他のの事事業業者者たたるる法法人人かからら当当該該納納付付命命令令等等にに係係るる違違反反行行為為にに係係るる事事業業のの全全部部若若ししくくはは

一一部部をを譲譲りり受受けけ、、若若ししくくはは分分割割にによよりり当当該該事事業業のの全全部部若若ししくくはは一一部部をを承承継継ししたた事事業業者者たたるる

法法人人（（当当該該合合併併、、譲譲受受けけ又又はは分分割割のの日日以以後後ににおおいいてて当当該該違違反反行行為為ををししてていいたた場場合合にに限限るる。。））  

②②  前前条条第第一一項項のの規規定定にによよりり課課徴徴金金のの納納付付をを命命ずずるる場場合合ににおおいいてて、、当当該該事事業業者者がが次次のの各各号号ののいい

ずずれれかかにに該該当当すするる者者ででああるるととききはは、、同同項項（（同同条条第第二二項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて適適用用すするる場場合合をを含含

むむ。。））中中「「合合算算額額」」ととああるるののはは、、「「合合算算額額にに一一・・五五をを乗乗じじてて得得たた額額」」ととすするる。。たただだしし、、当当該該事事業業

者者がが、、次次項項のの規規定定のの適適用用をを受受けけるる者者ででああるるととききはは、、ここのの限限りりででなないい。。  

一一  単単独独でで又又はは共共同同ししてて、、当当該該違違反反行行為為ををすするるここととをを企企てて、、かかつつ、、他他のの事事業業者者にに対対しし当当該該違違

反反行行為為ををすするるこことと又又ははややめめなないいここととをを要要求求しし、、依依頼頼しし、、又又はは唆唆すすここととにによよりり、、当当該該違違反反行行

為為ををささせせ、、又又ははややめめささせせななかかつつたた者者  

二二  単単独独でで又又はは共共同同ししてて、、他他のの事事業業者者のの求求めめにに応応じじてて、、継継続続的的にに他他のの事事業業者者にに対対しし当当該該違違反反

行行為為にに係係るる商商品品又又はは役役務務にに係係るる対対価価、、供供給給量量、、購購入入量量、、市市場場占占有有率率又又はは取取引引のの相相手手方方ににつつ

いいてて指指定定ししたた者者  

三三  前前二二号号にに掲掲げげるる者者ののほほかか、、単単独独でで又又はは共共同同ししてて、、次次ののいいずずれれかかにに該該当当すするる行行為為ででああつつてて、、

当当該該違違反反行行為為をを容容易易ににすすべべきき重重要要ななももののををししたた者者  

イイ  他他のの事事業業者者にに対対しし当当該該違違反反行行為為ををすするるこことと又又ははややめめなないいここととをを要要求求しし、、依依頼頼しし、、又又はは

唆唆すすこことと。。  

ロロ  他他のの事事業業者者にに対対しし当当該該違違反反行行為為にに係係るる商商品品又又はは役役務務にに係係るる対対価価、、供供給給量量、、購購入入量量、、市市

場場占占有有率率、、取取引引のの相相手手方方そそのの他他当当該該違違反反行行為為のの実実行行ととししててのの事事業業活活動動ににつついいてて指指定定すするる

こことと（（専専らら自自己己のの取取引引ににつついいてて指指定定すするるここととをを除除くく。。））。。  

ハハ  他他のの事事業業者者にに対対しし公公正正取取引引委委員員会会のの調調査査のの際際にに当当該該違違反反行行為為又又はは当当該該違違反反行行為為にに係係るる

課課徴徴金金のの計計算算のの基基礎礎ととななるるべべきき事事実実にに係係るる資資料料をを隠隠蔽蔽しし、、若若ししくくはは仮仮装装すするるこことと又又はは当当

該該事事実実にに係係るる虚虚偽偽のの事事実実のの報報告告若若ししくくはは資資料料のの提提出出ををすするるここととをを要要求求しし、、依依頼頼しし、、又又はは

唆唆すすこことと。。  

ニニ  他他のの事事業業者者にに対対しし次次条条第第一一項項第第一一号号、、第第二二項項第第一一号号かからら第第四四号号ままでで若若ししくくはは第第三三項項第第

一一号号若若ししくくはは第第二二号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出又又はは第第七七条条のの五五第第一一項項のの規規定定

にによよるる協協議議のの申申出出をを行行わわなないいここととをを要要求求しし、、依依頼頼しし、、又又はは唆唆すすこことと。。  

③③  前前条条第第一一項項のの規規定定にによよりり課課徴徴金金のの納納付付をを命命ずずるる場場合合ににおおいいてて、、当当該該事事業業者者がが、、第第一一項項各各号号
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るる決決定定（（以以下下ここのの項項ににおおいいてて「「納納付付命命令令等等」」とといいうう。。））をを受受けけたたここととががああるる者者（（当当該該納納付付命命

令令等等のの日日以以後後ににおおいいてて当当該該違違反反行行為為ををししてていいたた場場合合にに限限るる。。））  

二二  前前号号にに該該当当すするる者者をを除除きき、、当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事件件ににつついいててのの調調査査開開始始日日かからら遡遡りり十十年年

以以内内にに、、そそのの完完全全子子会会社社がが納納付付命命令令等等（（当当該該納納付付命命令令等等のの日日ににおおいいてて当当該該事事業業者者のの完完全全子子

会会社社ででああるる場場合合にに限限るる。。））をを受受けけたたここととががああるる者者（（当当該該納納付付命命令令等等のの日日以以後後ににおおいいてて当当該該違違

反反行行為為ををししてていいたた場場合合にに限限るる。。））  

三三  前前二二号号にに該該当当すするる者者をを除除きき、、当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事件件ににつついいててのの調調査査開開始始日日かからら遡遡りり十十

年年以以内内にに納納付付命命令令等等をを受受けけたたここととががああるる他他のの事事業業者者たたるる法法人人とと合合併併ししたた事事業業者者たたるる法法人人又又

はは当当該該他他のの事事業業者者たたるる法法人人かからら当当該該納納付付命命令令等等にに係係るる違違反反行行為為にに係係るる事事業業のの全全部部若若ししくくはは

一一部部をを譲譲りり受受けけ、、若若ししくくはは分分割割にによよりり当当該該事事業業のの全全部部若若ししくくはは一一部部をを承承継継ししたた事事業業者者たたるる

法法人人（（当当該該合合併併、、譲譲受受けけ又又はは分分割割のの日日以以後後ににおおいいてて当当該該違違反反行行為為ををししてていいたた場場合合にに限限るる。。））  

②②  前前条条第第一一項項のの規規定定にによよりり課課徴徴金金のの納納付付をを命命ずずるる場場合合ににおおいいてて、、当当該該事事業業者者がが次次のの各各号号ののいい

ずずれれかかにに該該当当すするる者者ででああるるととききはは、、同同項項（（同同条条第第二二項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて適適用用すするる場場合合をを含含

むむ。。））中中「「合合算算額額」」ととああるるののはは、、「「合合算算額額にに一一・・五五をを乗乗じじてて得得たた額額」」ととすするる。。たただだしし、、当当該該事事業業

者者がが、、次次項項のの規規定定のの適適用用をを受受けけるる者者ででああるるととききはは、、ここのの限限りりででなないい。。  

一一  単単独独でで又又はは共共同同ししてて、、当当該該違違反反行行為為ををすするるここととをを企企てて、、かかつつ、、他他のの事事業業者者にに対対しし当当該該違違

反反行行為為ををすするるこことと又又ははややめめなないいここととをを要要求求しし、、依依頼頼しし、、又又はは唆唆すすここととにによよりり、、当当該該違違反反行行

為為ををささせせ、、又又ははややめめささせせななかかつつたた者者  

二二  単単独独でで又又はは共共同同ししてて、、他他のの事事業業者者のの求求めめにに応応じじてて、、継継続続的的にに他他のの事事業業者者にに対対しし当当該該違違反反

行行為為にに係係るる商商品品又又はは役役務務にに係係るる対対価価、、供供給給量量、、購購入入量量、、市市場場占占有有率率又又はは取取引引のの相相手手方方ににつつ

いいてて指指定定ししたた者者  

三三  前前二二号号にに掲掲げげるる者者ののほほかか、、単単独独でで又又はは共共同同ししてて、、次次ののいいずずれれかかにに該該当当すするる行行為為ででああつつてて、、

当当該該違違反反行行為為をを容容易易ににすすべべきき重重要要ななももののををししたた者者  

イイ  他他のの事事業業者者にに対対しし当当該該違違反反行行為為ををすするるこことと又又ははややめめなないいここととをを要要求求しし、、依依頼頼しし、、又又はは

唆唆すすこことと。。  

ロロ  他他のの事事業業者者にに対対しし当当該該違違反反行行為為にに係係るる商商品品又又はは役役務務にに係係るる対対価価、、供供給給量量、、購購入入量量、、市市

場場占占有有率率、、取取引引のの相相手手方方そそのの他他当当該該違違反反行行為為のの実実行行ととししててのの事事業業活活動動ににつついいてて指指定定すするる

こことと（（専専らら自自己己のの取取引引ににつついいてて指指定定すするるここととをを除除くく。。））。。  

ハハ  他他のの事事業業者者にに対対しし公公正正取取引引委委員員会会のの調調査査のの際際にに当当該該違違反反行行為為又又はは当当該該違違反反行行為為にに係係るる

課課徴徴金金のの計計算算のの基基礎礎ととななるるべべきき事事実実にに係係るる資資料料をを隠隠蔽蔽しし、、若若ししくくはは仮仮装装すするるこことと又又はは当当

該該事事実実にに係係るる虚虚偽偽のの事事実実のの報報告告若若ししくくはは資資料料のの提提出出ををすするるここととをを要要求求しし、、依依頼頼しし、、又又はは

唆唆すすこことと。。  

ニニ  他他のの事事業業者者にに対対しし次次条条第第一一項項第第一一号号、、第第二二項項第第一一号号かからら第第四四号号ままでで若若ししくくはは第第三三項項第第

一一号号若若ししくくはは第第二二号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出又又はは第第七七条条のの五五第第一一項項のの規規定定

にによよるる協協議議のの申申出出をを行行わわなないいここととをを要要求求しし、、依依頼頼しし、、又又はは唆唆すすこことと。。  

③③  前前条条第第一一項項のの規規定定にによよりり課課徴徴金金のの納納付付をを命命ずずるる場場合合ににおおいいてて、、当当該該事事業業者者がが、、第第一一項項各各号号

 

ののいいずずれれかか及及びび前前項項各各号号ののいいずずれれかかにに該該当当すするる者者ででああるるととききはは、、同同条条第第一一項項（（同同条条第第二二項項にに

おおいいてて読読みみ替替ええてて適適用用すするる場場合合をを含含むむ。。））中中「「合合算算額額」」ととああるるののはは、、「「合合算算額額にに二二をを乗乗じじてて得得たた

額額」」ととすするる。。  

  

第第七七条条のの四四  公公正正取取引引委委員員会会はは、、第第七七条条のの二二第第一一項項のの規規定定にによよりり課課徴徴金金をを納納付付すすべべきき事事業業者者がが

次次のの各各号号ののいいずずれれににもも該該当当すするる者者ででああるるととききはは、、同同項項のの規規定定ににかかかかわわららずず、、当当該該事事業業者者にに対対

しし、、課課徴徴金金のの納納付付をを命命じじなないいももののととすするる。。  

一一  公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるるととこころろにによよりり、、単単独独でで、、当当該該違違反反行行為為ををししたた事事業業者者ののううちち

最最初初にに公公正正取取引引委委員員会会にに当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた者者（（当当該該

事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出がが当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事件件ににつついいててのの調調査査開開始始日日（（第第四四十十七七条条

第第一一項項第第四四号号にに掲掲げげるる処処分分又又はは第第百百二二条条第第一一項項にに規規定定すするる処処分分がが最最初初にに行行わわれれたた日日ををいいうう。。

以以下下ここのの条条ににおおいいてて同同じじ。。））（（当当該該処処分分がが行行わわれれななかかつつたたととききはは、、当当該該事事業業者者がが当当該該違違反反行行

為為ににつついいてて事事前前通通知知をを受受けけたた日日ををいいうう。。次次号号及及びび次次項項ににおおいいてて同同じじ。。））以以後後にに行行わわれれたた場場合合

をを除除くく。。））  

二二  当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事件件ににつついいててのの調調査査開開始始日日以以後後ににおおいいてて、、当当該該違違反反行行為為ををししてていいなな

いい者者  

②②  第第七七条条のの二二第第一一項項のの場場合合ににおおいいてて、、公公正正取取引引委委員員会会はは、、当当該該事事業業者者がが第第一一号号及及びび第第五五号号にに

該該当当すするる者者ででああるるととききはは減減算算前前課課徴徴金金額額（（前前二二条条のの規規定定にによよりり計計算算ししたた課課徴徴金金のの額額ををいいうう。。

以以下下ここのの条条及及びび次次条条ににおおいいてて同同じじ。。））にに百百分分のの二二十十をを乗乗じじてて得得たた額額をを、、第第二二号号及及びび第第五五号号又又はは

第第三三号号及及びび第第五五号号にに該該当当すするる者者ででああるるととききはは減減算算前前課課徴徴金金額額にに百百分分のの十十をを乗乗じじてて得得たた額額をを、、

第第四四号号及及びび第第五五号号にに該該当当すするる者者ででああるるととききはは減減算算前前課課徴徴金金額額にに百百分分のの五五をを乗乗じじてて得得たた額額をを、、

そそれれぞぞれれ当当該該減減算算前前課課徴徴金金額額かからら減減額額すするるももののととすするる。。  

一一  公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるるととこころろにによよりり、、単単独独でで、、当当該該違違反反行行為為ををししたた事事業業者者ののううちち

二二番番目目にに公公正正取取引引委委員員会会にに当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた者者（（当当

該該事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出がが当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事件件ににつついいててのの調調査査開開始始日日以以後後にに行行わわ

れれたた場場合合をを除除くく。。））  

二二  公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるるととこころろにによよりり、、単単独独でで、、当当該該違違反反行行為為ををししたた事事業業者者ののううちち

三三番番目目にに公公正正取取引引委委員員会会にに当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた者者（（当当

該該事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出がが当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事件件ににつついいててのの調調査査開開始始日日以以後後にに行行わわ

れれたた場場合合をを除除くく。。））  

三三  公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるるととこころろにによよりり、、単単独独でで、、当当該該違違反反行行為為ををししたた事事業業者者ののううちち

四四番番目目又又はは五五番番目目にに公公正正取取引引委委員員会会にに当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出（（第第

四四十十五五条条第第一一項項にに規規定定すするる報報告告又又はは同同条条第第四四項項のの措措置置そそのの他他にによよりり既既にに公公正正取取引引委委員員会会にに

よよつつてて把把握握さされれてていいるる事事実実にに係係るるももののをを除除くく。。次次号号ににおおいいてて同同じじ。。））をを行行つつたた者者（（当当該該事事実実

のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出がが当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事件件ににつついいててのの調調査査開開始始日日以以後後にに行行わわれれたた場場

合合をを除除くく。。））
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四四  公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるるととこころろにによよりり、、単単独独でで、、当当該該違違反反行行為為ををししたた事事業業者者ののううちち

六六番番目目以以降降にに公公正正取取引引委委員員会会にに当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた者者

（（当当該該事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出がが当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事件件ににつついいててのの調調査査開開始始日日以以後後にに

行行わわれれたた場場合合をを除除くく。。））  

五五  当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事件件ににつついいててのの調調査査開開始始日日以以後後ににおおいいてて、、当当該該違違反反行行為為ををししてていいなな

いい者者  

③③  第第七七条条のの二二第第一一項項のの場場合合ににおおいいてて、、公公正正取取引引委委員員会会はは、、当当該該事事業業者者がが第第一一号号及及びび第第三三号号にに

該該当当すするる者者ででああるるととききはは減減算算前前課課徴徴金金額額にに百百分分のの十十をを乗乗じじてて得得たた額額をを、、第第二二号号及及びび第第三三号号にに

該該当当すするる者者ででああるるととききはは減減算算前前課課徴徴金金額額にに百百分分のの五五をを乗乗じじてて得得たた額額をを、、そそれれぞぞれれ当当該該減減算算前前

課課徴徴金金額額かからら減減額額すするるももののととすするる。。  

一一  当当該該違違反反行行為為にに係係るる第第一一項項第第一一号号又又はは前前項項第第一一号号かからら第第三三号号ままででにに規規定定すするる事事実実のの報報告告

及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた者者のの数数がが五五にに満満たたなないい場場合合ににおおいいてて、、当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事件件にに

つついいててのの調調査査開開始始日日以以後後公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるる期期日日ままででにに、、公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで

定定めめるるととこころろにによよりり、、単単独独でで、、公公正正取取引引委委員員会会にに当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事実実のの報報告告及及びび資資料料

のの提提出出（（第第四四十十七七条条第第一一項項各各号号にに掲掲げげるる処処分分又又はは第第百百二二条条第第一一項項にに規規定定すするる処処分分そそのの他他にに

よよりり既既にに公公正正取取引引委委員員会会にによよつつてて把把握握さされれてていいるる事事実実にに係係るるももののをを除除くく。。次次号号ににおおいいてて同同

じじ。。））をを行行つつたた者者（（第第一一項項第第一一号号又又はは前前項項第第一一号号かからら第第三三号号ままででにに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび

資資料料のの提提出出をを行行つつたた者者のの数数ととここのの号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた者者のの数数

をを合合計計ししたた数数がが五五以以下下でであありり、、かかつつ、、ここのの号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつ

たた者者のの数数をを合合計計ししたた数数がが三三以以下下ででああるる場場合合にに限限るる。。））  

二二  当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事件件ににつついいててのの調調査査開開始始日日以以後後公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるる期期日日まま

ででにに、、公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるるととこころろにによよりり、、単単独独でで、、公公正正取取引引委委員員会会にに当当該該違違反反行行

為為にに係係るる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた者者（（前前号号にに該該当当すするる者者をを除除くく。。））  

三三  前前二二号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた日日以以後後ににおおいいてて、、当当該該違違反反行行為為をを

ししてていいなないい者者  

④④  第第七七条条のの二二第第一一項項にに規規定定すするる違違反反行行為為ををししたた事事業業者者ののううちち二二以以上上のの事事業業者者（（会会社社ででああるる場場

合合にに限限るる。。））がが、、公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるるととこころろにによよりり、、共共同同ししてて、、公公正正取取引引委委員員会会にに当当

該該違違反反行行為為にに係係るる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた場場合合ににおおいいてて、、第第一一号号にに該該当当しし、、かかつつ、、

第第二二号号又又はは第第三三号号ののいいずずれれかかにに該該当当すするる者者ででああるるととききにに限限りり、、当当該該事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提

出出をを単単独独でで行行つつたたももののととみみななししてて、、当当該該事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた二二以以上上のの事事業業者者

ににつついいてて前前三三項項のの規規定定をを適適用用すするる。。ここのの場場合合ににおおけけるる第第一一項項第第一一号号、、第第二二項項第第一一号号かからら第第四四

号号ままでで並並びびにに前前項項第第一一号号及及びび第第二二号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた事事業業者者のの

数数のの計計算算ににつついいててはは、、当当該該二二以以上上のの事事業業者者ををももつつてて一一のの事事業業者者ととすするる。。  

一一  当当該該二二以以上上のの事事業業者者がが、、当当該該事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出のの時時ににおおいいてて相相互互にに子子会会社社等等のの

関関係係ににああるるこことと。。
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四四  公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるるととこころろにによよりり、、単単独独でで、、当当該該違違反反行行為為ををししたた事事業業者者ののううちち

六六番番目目以以降降にに公公正正取取引引委委員員会会にに当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた者者

（（当当該該事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出がが当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事件件ににつついいててのの調調査査開開始始日日以以後後にに

行行わわれれたた場場合合をを除除くく。。））  

五五  当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事件件ににつついいててのの調調査査開開始始日日以以後後ににおおいいてて、、当当該該違違反反行行為為ををししてていいなな

いい者者  

③③  第第七七条条のの二二第第一一項項のの場場合合ににおおいいてて、、公公正正取取引引委委員員会会はは、、当当該該事事業業者者がが第第一一号号及及びび第第三三号号にに

該該当当すするる者者ででああるるととききはは減減算算前前課課徴徴金金額額にに百百分分のの十十をを乗乗じじてて得得たた額額をを、、第第二二号号及及びび第第三三号号にに

該該当当すするる者者ででああるるととききはは減減算算前前課課徴徴金金額額にに百百分分のの五五をを乗乗じじてて得得たた額額をを、、そそれれぞぞれれ当当該該減減算算前前

課課徴徴金金額額かからら減減額額すするるももののととすするる。。  

一一  当当該該違違反反行行為為にに係係るる第第一一項項第第一一号号又又はは前前項項第第一一号号かからら第第三三号号ままででにに規規定定すするる事事実実のの報報告告

及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた者者のの数数がが五五にに満満たたなないい場場合合ににおおいいてて、、当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事件件にに

つついいててのの調調査査開開始始日日以以後後公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるる期期日日ままででにに、、公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで

定定めめるるととこころろにによよりり、、単単独独でで、、公公正正取取引引委委員員会会にに当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事実実のの報報告告及及びび資資料料

のの提提出出（（第第四四十十七七条条第第一一項項各各号号にに掲掲げげるる処処分分又又はは第第百百二二条条第第一一項項にに規規定定すするる処処分分そそのの他他にに

よよりり既既にに公公正正取取引引委委員員会会にによよつつてて把把握握さされれてていいるる事事実実にに係係るるももののをを除除くく。。次次号号ににおおいいてて同同

じじ。。））をを行行つつたた者者（（第第一一項項第第一一号号又又はは前前項項第第一一号号かからら第第三三号号ままででにに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび

資資料料のの提提出出をを行行つつたた者者のの数数ととここのの号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた者者のの数数

をを合合計計ししたた数数がが五五以以下下でであありり、、かかつつ、、ここのの号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつ

たた者者のの数数をを合合計計ししたた数数がが三三以以下下ででああるる場場合合にに限限るる。。））  

二二  当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事件件ににつついいててのの調調査査開開始始日日以以後後公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるる期期日日まま

ででにに、、公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるるととこころろにによよりり、、単単独独でで、、公公正正取取引引委委員員会会にに当当該該違違反反行行

為為にに係係るる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた者者（（前前号号にに該該当当すするる者者をを除除くく。。））  

三三  前前二二号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた日日以以後後ににおおいいてて、、当当該該違違反反行行為為をを

ししてていいなないい者者  

④④  第第七七条条のの二二第第一一項項にに規規定定すするる違違反反行行為為ををししたた事事業業者者ののううちち二二以以上上のの事事業業者者（（会会社社ででああるる場場

合合にに限限るる。。））がが、、公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるるととこころろにによよりり、、共共同同ししてて、、公公正正取取引引委委員員会会にに当当

該該違違反反行行為為にに係係るる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた場場合合ににおおいいてて、、第第一一号号にに該該当当しし、、かかつつ、、

第第二二号号又又はは第第三三号号ののいいずずれれかかにに該該当当すするる者者ででああるるととききにに限限りり、、当当該該事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提

出出をを単単独独でで行行つつたたももののととみみななししてて、、当当該該事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた二二以以上上のの事事業業者者

ににつついいてて前前三三項項のの規規定定をを適適用用すするる。。ここのの場場合合ににおおけけるる第第一一項項第第一一号号、、第第二二項項第第一一号号かからら第第四四

号号ままでで並並びびにに前前項項第第一一号号及及びび第第二二号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた事事業業者者のの

数数のの計計算算ににつついいててはは、、当当該該二二以以上上のの事事業業者者ををももつつてて一一のの事事業業者者ととすするる。。  

一一  当当該該二二以以上上のの事事業業者者がが、、当当該該事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出のの時時ににおおいいてて相相互互にに子子会会社社等等のの

関関係係ににああるるこことと。。

 

二二  当当該該二二以以上上のの事事業業者者ののううちち、、当当該該二二以以上上のの事事業業者者ののううちちのの他他のの事事業業者者とと共共同同ししてて当当該該違違

反反行行為為ををししたたももののがが、、当当該該他他のの事事業業者者とと共共同同ししてて当当該該違違反反行行為為ををししたた全全期期間間（（当当該該事事実実のの

報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた日日かからら遡遡りり十十年年以以内内のの期期間間にに限限るる。。））ににおおいいてて、、当当該該他他のの事事業業

者者とと相相互互にに子子会会社社等等のの関関係係ににああつつたたこことと。。  

三三  当当該該二二以以上上のの事事業業者者ののううちち、、当当該該二二以以上上のの事事業業者者ののううちちのの他他のの事事業業者者とと共共同同ししててはは当当該該

違違反反行行為為ををししてていいなないいももののににつついいてて、、次次ののいいずずれれかかにに該該当当すするる事事実実ががああるるこことと。。  

イイ  そそのの者者がが当当該該二二以以上上のの事事業業者者ののううちちのの他他のの事事業業者者にに対対ししてて当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事業業のの

全全部部若若ししくくはは一一部部をを譲譲渡渡しし、、又又はは分分割割にによよりり当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事業業のの全全部部若若ししくくはは一一

部部をを承承継継ささせせ、、かかつつ、、当当該該他他のの事事業業者者がが当当該該譲譲渡渡又又はは分分割割のの日日かからら当当該該違違反反行行為為をを開開始始

ししたたこことと。。  

ロロ  そそのの者者がが、、当当該該二二以以上上のの事事業業者者ののううちちのの他他のの事事業業者者かからら当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事業業のの全全

部部若若ししくくはは一一部部をを譲譲りり受受けけ、、又又はは分分割割にによよりり当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事業業のの全全部部若若ししくくはは一一

部部をを承承継継しし、、かかつつ、、当当該該譲譲受受けけ又又はは分分割割のの日日かからら当当該該違違反反行行為為をを開開始始ししたたこことと。。  

⑤⑤  公公正正取取引引委委員員会会はは、、第第一一項項第第一一号号、、第第二二項項第第一一号号かからら第第四四号号ままでで又又はは第第三三項項第第一一号号若若ししくく

はは第第二二号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを受受けけたたととききはは、、当当該該事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの

提提出出をを行行つつたた事事業業者者にに対対しし、、速速ややかかにに文文書書ををももつつててそそのの旨旨をを通通知知すするるももののととすするる。。  

⑥⑥  公公正正取取引引委委員員会会はは、、次次条条第第一一項項のの合合意意（（同同条条第第二二項項各各号号にに掲掲げげるる行行為為ををすするるここととをを内内容容とと

すするるももののをを含含むむ。。））ををししたた場場合合をを除除きき、、第第一一項項第第一一号号、、第第二二項項第第一一号号かからら第第四四号号ままでで又又はは第第三三

項項第第一一号号若若ししくくはは第第二二号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた事事業業者者にに対対しし第第七七条条

のの二二第第一一項項のの規規定定にによよるる命命令令又又はは次次項項若若ししくくはは第第七七条条のの七七第第三三項項のの規規定定にによよるる通通知知ををすするるまま

ででのの間間、、当当該該事事業業者者にに対対しし、、当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事実実のの報報告告又又はは資資料料のの提提出出をを追追加加ししてて求求めめ

るるここととががででききるる。。  

⑦⑦  公公正正取取引引委委員員会会はは、、第第一一項項のの規規定定にによよりり課課徴徴金金のの納納付付をを命命じじなないいここととととししたたととききはは、、同同項項

のの規規定定にに該該当当すするる事事業業者者ががししたた違違反反行行為為にに係係るる事事件件ににつついいてて当当該該事事業業者者以以外外のの事事業業者者にに対対しし

第第七七条条のの二二第第一一項項のの規規定定にによよるる命命令令ををすするる際際にに（（同同項項のの規規定定にによよるる命命令令ををししなないい場場合合ににああつつ

ててはは、、公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるる時時ままででにに））、、ここれれとと併併せせてて当当該該事事業業者者にに対対しし、、文文書書ををももつつ

ててそそのの旨旨をを通通知知すするるももののととすするる。。  

  

第第七七条条のの五五  公公正正取取引引委委員員会会はは、、前前条条第第二二項項第第一一号号かからら第第四四号号ままでで又又はは第第三三項項第第一一号号若若ししくくはは

第第二二号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた事事業業者者（（以以下下ここのの条条ににおおいいてて「「報報告告等等

事事業業者者」」とといいうう。。））かからら次次のの各各号号にに掲掲げげるる行行為為ににつついいててのの協協議議のの申申出出ががああつつたたととききはは、、報報告告等等

事事業業者者ととのの間間でで協協議議をを行行ううももののととしし、、当当該該事事実実及及びび資資料料にによよりり得得らられれ、、並並びびにに第第一一号号にに掲掲げげ

るる行行為為にによよりり報報告告しし、、又又はは提提出出すするる事事実実又又はは資資料料にによよりり得得らられれるるここととがが見見込込ままれれるる事事件件のの真真

相相のの解解明明にに資資すするるももののととししてて公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるる事事項項にに係係るる事事実実のの内内容容そそのの他他のの事事

情情をを考考慮慮ししてて、、公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるるととこころろにによよりり、、報報告告等等事事業業者者ととのの間間でで、、報報告告等等事事

業業者者がが同同号号にに掲掲げげるる行行為為ををしし、、かかつつ、、公公正正取取引引委委員員会会がが第第二二号号にに掲掲げげるる行行為為ををすするるここととをを内内
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容容ととすするる合合意意ををすするるここととががででききるる。。  

一一  次次にに掲掲げげるる行行為為  

イイ  当当該該協協議議ににおおいいてて、、公公正正取取引引委委員員会会にに対対しし、、報報告告しし、、又又はは提提出出すするる旨旨のの申申出出をを行行つつたた

事事実実又又はは資資料料をを当当該該合合意意後後直直ちちにに報報告告しし、、又又はは提提出出すするるこことと。。  

ロロ  前前条条第第二二項項第第一一号号かからら第第四四号号ままでで若若ししくくはは第第三三項項第第一一号号若若ししくくはは第第二二号号にに規規定定すするる事事

実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出又又ははイイにに掲掲げげるる行行為為にによよりり得得らられれたた事事実実又又はは資資料料にに関関しし、、公公正正

取取引引委委員員会会のの求求めめにに応応じじ、、事事実実のの報報告告、、資資料料のの提提出出、、公公正正取取引引委委員員会会にによよるる報報告告等等事事業業

者者のの物物件件のの検検査査（（ハハ及及びび次次項項第第一一号号ロロににおおいいてて単単にに「「検検査査」」とといいうう。。））のの承承諾諾そそのの他他のの行行

為為をを行行ううこことと。。  

ハハ  公公正正取取引引委委員員会会にによよるる調調査査にによよりり判判明明ししたた事事実実にに関関しし、、公公正正取取引引委委員員会会のの求求めめにに応応じじ、、

事事実実のの報報告告、、資資料料のの提提出出、、検検査査のの承承諾諾そそのの他他のの行行為為をを行行ううこことと。。  

二二  減減算算前前課課徴徴金金額額にに次次ののイイ又又ははロロにに掲掲げげるる事事業業者者のの区区分分にに応応じじ、、当当該該イイ又又ははロロにに定定めめるる割割

合合（（次次項項第第二二号号ににおおいいてて「「上上限限割割合合」」とといいうう。。））のの範範囲囲内内ににおおいいてて、、当当該該合合意意ににおおいいてて定定めめ

るる特特定定のの割割合合（（同同号号及及びび第第三三項項ににおおいいてて「「特特定定割割合合」」とといいうう。。））をを乗乗じじてて得得たた額額をを、、当当該該減減

算算前前課課徴徴金金額額かからら減減額額すするるこことと。。  

イイ  前前条条第第二二項項第第一一号号かからら第第四四号号ままででにに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた事事業業

者者  百百分分のの四四十十以以下下  

ロロ  前前条条第第三三項項第第一一号号又又はは第第二二号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた事事業業者者  

百百分分のの二二十十以以下下  

②②  公公正正取取引引委委員員会会はは、、前前項項のの協協議議ににおおいいてて報報告告等等事事業業者者にによよりり説説明明さされれたた同同項項第第一一号号にに掲掲げげ

るる行行為為にによよりり得得らられれるる事事実実又又はは資資料料がが事事件件のの真真相相のの迅迅速速なな解解明明にに必必要要ででああるるここととにに加加ええてて、、

報報告告等等事事業業者者がが同同項項のの合合意意後後にに当当該該事事件件ににつついいててのの新新たたなな事事実実又又はは資資料料ででああつつてて同同項項のの公公正正

取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるる事事項項にに係係るる事事実実にに係係るるももののをを把把握握すするる蓋蓋然然性性がが高高いいとと認認めめらられれるる場場

合合ににおおいいてて、、当当該該新新たたなな事事実実又又はは資資料料のの報報告告又又はは提提出出にに当当該該合合意意後後一一定定のの期期間間をを要要すするる事事情情

ががああるるとと認認めめるるととききはは、、報報告告等等事事業業者者にに対対しし、、当当該該協協議議ににおおいいてて、、報報告告等等事事業業者者がが同同号号にに掲掲げげ

るる行行為為にに加加ええてて第第一一号号にに掲掲げげるる行行為為ををすするるここととをを当当該該合合意意のの内内容容にに含含めめるるととととももにに、、公公正正取取

引引委委員員会会がが同同項項第第二二号号にに掲掲げげるる行行為為ををすするるここととにに代代ええてて第第二二号号にに掲掲げげるる行行為為ををすするるここととをを当当

該該合合意意のの内内容容ととすするるよようう求求めめるるここととががででききるる。。  

一一  次次にに掲掲げげるる行行為為  

イイ  当当該該合合意意後後、、当当該該新新たたなな事事実実又又はは資資料料をを把把握握ししたたととききはは、、直直ちちにに、、公公正正取取引引委委員員会会にに

当当該該新新たたなな事事実実又又はは資資料料のの報報告告又又はは提提出出をを行行ううこことと。。  

ロロ  イイにに掲掲げげるる行行為為にによよりり得得らられれたた事事実実又又はは資資料料にに関関しし、、公公正正取取引引委委員員会会のの求求めめにに応応じじ、、

事事実実のの報報告告、、資資料料のの提提出出、、検検査査のの承承諾諾そそのの他他のの行行為為をを行行ううこことと。。  

二二  減減算算前前課課徴徴金金額額にに、、特特定定割割合合をを下下限限ととしし、、ここれれにに報報告告等等事事業業者者がが前前号号にに掲掲げげるる行行為為ををすす

るるここととにに対対しし減減算算前前課課徴徴金金額額をを更更にに減減ずずるるここととががででききるる割割合合ととししてて公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで

定定めめるるととこころろにによよりり当当該該合合意意ににおおいいてて定定めめるる割割合合をを加加算算ししたた割割合合（（上上限限割割合合以以下下のの割割合合にに
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容容ととすするる合合意意ををすするるここととががででききるる。。  

一一  次次にに掲掲げげるる行行為為  

イイ  当当該該協協議議ににおおいいてて、、公公正正取取引引委委員員会会にに対対しし、、報報告告しし、、又又はは提提出出すするる旨旨のの申申出出をを行行つつたた

事事実実又又はは資資料料をを当当該該合合意意後後直直ちちにに報報告告しし、、又又はは提提出出すするるこことと。。  

ロロ  前前条条第第二二項項第第一一号号かからら第第四四号号ままでで若若ししくくはは第第三三項項第第一一号号若若ししくくはは第第二二号号にに規規定定すするる事事

実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出又又ははイイにに掲掲げげるる行行為為にによよりり得得らられれたた事事実実又又はは資資料料にに関関しし、、公公正正

取取引引委委員員会会のの求求めめにに応応じじ、、事事実実のの報報告告、、資資料料のの提提出出、、公公正正取取引引委委員員会会にによよるる報報告告等等事事業業

者者のの物物件件のの検検査査（（ハハ及及びび次次項項第第一一号号ロロににおおいいてて単単にに「「検検査査」」とといいうう。。））のの承承諾諾そそのの他他のの行行

為為をを行行ううこことと。。  

ハハ  公公正正取取引引委委員員会会にによよるる調調査査にによよりり判判明明ししたた事事実実にに関関しし、、公公正正取取引引委委員員会会のの求求めめにに応応じじ、、

事事実実のの報報告告、、資資料料のの提提出出、、検検査査のの承承諾諾そそのの他他のの行行為為をを行行ううこことと。。  

二二  減減算算前前課課徴徴金金額額にに次次ののイイ又又ははロロにに掲掲げげるる事事業業者者のの区区分分にに応応じじ、、当当該該イイ又又ははロロにに定定めめるる割割

合合（（次次項項第第二二号号ににおおいいてて「「上上限限割割合合」」とといいうう。。））のの範範囲囲内内ににおおいいてて、、当当該該合合意意ににおおいいてて定定めめ

るる特特定定のの割割合合（（同同号号及及びび第第三三項項ににおおいいてて「「特特定定割割合合」」とといいうう。。））をを乗乗じじてて得得たた額額をを、、当当該該減減

算算前前課課徴徴金金額額かからら減減額額すするるこことと。。  

イイ  前前条条第第二二項項第第一一号号かからら第第四四号号ままででにに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた事事業業

者者  百百分分のの四四十十以以下下  

ロロ  前前条条第第三三項項第第一一号号又又はは第第二二号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた事事業業者者  

百百分分のの二二十十以以下下  

②②  公公正正取取引引委委員員会会はは、、前前項項のの協協議議ににおおいいてて報報告告等等事事業業者者にによよりり説説明明さされれたた同同項項第第一一号号にに掲掲げげ

るる行行為為にによよりり得得らられれるる事事実実又又はは資資料料がが事事件件のの真真相相のの迅迅速速なな解解明明にに必必要要ででああるるここととにに加加ええてて、、

報報告告等等事事業業者者がが同同項項のの合合意意後後にに当当該該事事件件ににつついいててのの新新たたなな事事実実又又はは資資料料ででああつつてて同同項項のの公公正正

取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるる事事項項にに係係るる事事実実にに係係るるももののをを把把握握すするる蓋蓋然然性性がが高高いいとと認認めめらられれるる場場

合合ににおおいいてて、、当当該該新新たたなな事事実実又又はは資資料料のの報報告告又又はは提提出出にに当当該該合合意意後後一一定定のの期期間間をを要要すするる事事情情

ががああるるとと認認めめるるととききはは、、報報告告等等事事業業者者にに対対しし、、当当該該協協議議ににおおいいてて、、報報告告等等事事業業者者がが同同号号にに掲掲げげ

るる行行為為にに加加ええてて第第一一号号にに掲掲げげるる行行為為ををすするるここととをを当当該該合合意意のの内内容容にに含含めめるるととととももにに、、公公正正取取

引引委委員員会会がが同同項項第第二二号号にに掲掲げげるる行行為為ををすするるここととにに代代ええてて第第二二号号にに掲掲げげるる行行為為ををすするるここととをを当当

該該合合意意のの内内容容ととすするるよようう求求めめるるここととががででききるる。。  

一一  次次にに掲掲げげるる行行為為  

イイ  当当該該合合意意後後、、当当該該新新たたなな事事実実又又はは資資料料をを把把握握ししたたととききはは、、直直ちちにに、、公公正正取取引引委委員員会会にに

当当該該新新たたなな事事実実又又はは資資料料のの報報告告又又はは提提出出をを行行ううこことと。。  

ロロ  イイにに掲掲げげるる行行為為にによよりり得得らられれたた事事実実又又はは資資料料にに関関しし、、公公正正取取引引委委員員会会のの求求めめにに応応じじ、、

事事実実のの報報告告、、資資料料のの提提出出、、検検査査のの承承諾諾そそのの他他のの行行為為をを行行ううこことと。。  

二二  減減算算前前課課徴徴金金額額にに、、特特定定割割合合をを下下限限ととしし、、ここれれにに報報告告等等事事業業者者がが前前号号にに掲掲げげるる行行為為ををすす

るるここととにに対対しし減減算算前前課課徴徴金金額額をを更更にに減減ずずるるここととががででききるる割割合合ととししてて公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで

定定めめるるととこころろにによよりり当当該該合合意意ににおおいいてて定定めめるる割割合合をを加加算算ししたた割割合合（（上上限限割割合合以以下下のの割割合合にに

 

限限るる。。））をを上上限限ととすするる範範囲囲内内ににおおいいてて、、公公正正取取引引委委員員会会がが当当該該行行為為にによよりり得得らられれたた前前項項のの公公

正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるる事事項項にに係係るる事事実実のの内内容容をを評評価価ししてて決決定定すするる割割合合（（次次項項及及びび第第五五

項項ににおおいいてて「「評評価価後後割割合合」」とといいうう。。））をを乗乗じじてて得得たた額額をを、、当当該該減減算算前前課課徴徴金金額額かからら減減額額すするる

こことと。。  

③③  第第七七条条のの二二第第一一項項のの場場合合ににおおいいてて、、公公正正取取引引委委員員会会はは、、第第一一項項のの合合意意（（前前項項各各号号にに掲掲げげるる行行

為為ををすするるここととをを内内容容ととすするるももののをを含含むむ。。以以下下ここのの条条及及びび次次条条ににおおいいてて同同じじ。。））ががああるるととききはは、、

前前条条第第二二項項又又はは第第三三項項のの規規定定にによよりり減減額額すするる額額にに加加ええてて、、当当該該合合意意のの内内容容にに応応じじ、、減減算算前前課課

徴徴金金額額にに特特定定割割合合又又はは評評価価後後割割合合をを乗乗じじてて得得たた額額をを、、当当該該減減算算前前課課徴徴金金額額かからら減減額額すするるもものの

ととすするる。。  

④④  第第一一項項のの合合意意はは、、公公正正取取引引委委員員会会及及びび報報告告等等事事業業者者がが署署名名又又はは記記名名押押印印ををししたた書書面面にによよりり、、

そそのの内内容容をを明明ららかかににししててすするるももののととすするる。。  

⑤⑤  公公正正取取引引委委員員会会はは、、第第二二項項第第二二号号にに掲掲げげるる行行為為ををすするるここととをを内内容容ととすするる第第一一項項のの合合意意ををすす

るる場場合合ににはは、、同同号号にに規規定定すするる公公正正取取引引委委員員会会にによよるる評評価価及及びび評評価価後後割割合合のの決決定定のの方方法法をを前前項項

のの書書面面にに記記載載すするるももののととすするる。。  

⑥⑥  第第一一項項のの協協議議ににおおいいてて、、公公正正取取引引委委員員会会はは、、報報告告等等事事業業者者にに対対しし、、報報告告等等事事業業者者がが同同項項第第一一

号号イイにに掲掲げげるる行行為為にによよりり報報告告しし、、又又はは提提出出すするるここととががででききるる事事実実又又はは資資料料のの概概要要ににつついいてて説説

明明をを求求めめるるここととががででききるる。。  

⑦⑦  公公正正取取引引委委員員会会はは、、第第一一項項のの合合意意がが成成立立ししななかかつつたた場場合合（（報報告告等等事事業業者者がが第第二二項項のの求求めめにに

応応じじずず、、第第一一項項各各号号にに掲掲げげるる行行為為ををすするるここととののみみをを内内容容ととすするる合合意意がが成成立立ししたたととききをを除除くく。。））

ににはは、、公公正正取取引引委委員員会会がが同同項項のの協協議議ににおおけけるる報報告告等等事事業業者者のの説説明明のの内内容容をを記記録録ししたた、、文文書書そそ

のの他他のの物物件件をを証証拠拠ととすするるここととががででききなないい。。  

⑧⑧  協協議議のの申申出出のの期期限限そそのの他他のの第第一一項項のの協協議議にに関関しし必必要要なな手手続続はは、、公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめ

るる。。  

⑨⑨  報報告告等等事事業業者者はは、、第第一一項項のの協協議議をを行行ううにに当当たたりり、、代代理理人人（（弁弁護護士士又又はは弁弁護護士士法法人人にに限限るる。。次次

項項及及びび第第十十一一項項ににおおいいてて「「特特定定代代理理人人」」とといいうう。。））をを選選任任すするるここととががででききるる。。  

⑩⑩  公公正正取取引引委委員員会会はは、、第第一一項項のの協協議議をを行行ううにに当当たたりり、、当当該該協協議議のの相相手手方方ととななるる報報告告等等事事業業者者

にに対対しし、、特特定定代代理理人人をを選選任任すするるここととががででききるる旨旨をを書書面面にによよりり教教示示すするるももののととすするる。。  

⑪⑪  報報告告等等事事業業者者がが第第九九項項のの規規定定にによよりり特特定定代代理理人人をを選選任任ししたた場場合合ににおおけけるる第第一一項項及及びび第第四四項項

のの規規定定のの適適用用ににつついいててはは、、第第一一項項中中「「ととのの間間でで協協議議」」ととああるるののはは「「又又はは特特定定代代理理人人（（第第九九項項にに

規規定定すするる特特定定代代理理人人ををいいうう。。第第四四項項ににおおいいてて同同じじ。。））ととのの間間でで協協議議」」とと、、第第四四項項中中「「及及びび報報告告

等等事事業業者者」」ととああるるののはは「「並並びびにに報報告告等等事事業業者者及及びび特特定定代代理理人人」」ととすするる。。  

  

第第七七条条のの六六  公公正正取取引引委委員員会会がが、、第第七七条条のの四四第第一一項項第第一一号号、、第第二二項項第第一一号号かからら第第四四号号ままでで又又はは

第第三三項項第第一一号号若若ししくくはは第第二二号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた事事業業者者にに対対しし第第

七七条条のの二二第第一一項項のの規規定定にによよるる命命令令又又はは第第七七条条のの四四第第七七項項のの規規定定にによよるる通通知知ををすするるままででのの間間にに、、

次次のの各各号号ののいいずずれれかかにに該該当当すするる事事実実ががああるるとと認認めめるるととききはは、、同同条条第第一一項項かからら第第三三項項ままでで及及びび
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前前条条第第三三項項のの規規定定ににかかかかわわららずず、、ここれれららのの規規定定はは、、適適用用ししなないい。。  

一一  当当該該事事業業者者（（当当該該事事業業者者がが第第七七条条のの四四第第四四項項にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行

つつたた者者ででああるるととききはは、、当当該該事事業業者者及及びび当当該該事事業業者者とと共共同同ししてて当当該該事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提

出出をを行行つつたた他他のの事事業業者者ののううちち、、いいずずれれかか一一以以上上のの事事業業者者。。以以下下ここのの号号かからら第第三三号号ままででににおお

いいてて同同じじ。。））がが報報告告ししたた事事実実若若ししくくはは提提出出ししたた資資料料又又はは当当該該事事業業者者ががししたた前前条条第第一一項項第第一一号号

若若ししくくはは第第二二項項第第一一号号にに掲掲げげるる行行為為にによよりり得得らられれたた事事実実若若ししくくはは資資料料にに虚虚偽偽のの内内容容がが含含まま

れれてていいたたこことと。。  

二二  当当該該事事業業者者（（第第七七条条のの四四第第一一項項第第一一号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた事事

業業者者にに限限るる。。））がが、、同同条条第第六六項項のの規規定定にによよるる求求めめにに対対しし、、事事実実のの報報告告若若ししくくはは資資料料のの提提出出をを

せせずず、、又又はは虚虚偽偽のの事事実実のの報報告告若若ししくくはは資資料料のの提提出出ををししたたこことと。。  

三三  当当該該事事業業者者（（第第七七条条のの四四第第二二項項第第一一号号かからら第第四四号号ままでで又又はは第第三三項項第第一一号号若若ししくくはは第第二二号号

にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた事事業業者者にに限限るる。。））がが、、同同条条第第六六項項のの規規定定にによよ

るる求求めめにに対対しし、、虚虚偽偽のの事事実実のの報報告告又又はは資資料料のの提提出出ををししたたこことと。。  

四四  当当該該事事業業者者ががししたた当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事件件ににおおいいてて、、当当該該事事業業者者がが、、他他のの事事業業者者にに対対しし

（（当当該該事事業業者者がが第第七七条条のの四四第第四四項項にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた者者ででああるる

ととききはは、、当当該該事事業業者者及及びび当当該該事事業業者者とと共共同同ししてて当当該該事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた他他

のの事事業業者者ののううちちいいずずれれかか一一以以上上のの事事業業者者がが、、当当該該事事業業者者及及びび当当該該事事業業者者とと共共同同ししてて当当該該事事

実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた他他のの事事業業者者以以外外のの事事業業者者にに対対しし））第第七七条条のの二二第第一一項項にに規規

定定すするる違違反反行行為為ををすするるここととをを強強要要しし、、又又はは当当該該違違反反行行為為ををややめめるるここととをを妨妨害害ししてていいたたこことと。。  

五五  当当該該事事業業者者がが、、他他のの事事業業者者にに対対しし（（当当該該事事業業者者がが第第七七条条のの四四第第四四項項にに規規定定すするる事事実実のの報報

告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた者者ででああるるととききはは、、当当該該事事業業者者及及びび当当該該事事業業者者とと共共同同ししてて当当該該事事

実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた他他のの事事業業者者ののううちちいいずずれれかか一一以以上上のの事事業業者者がが、、当当該該事事業業

者者及及びび当当該該事事業業者者とと共共同同ししてて当当該該事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた他他のの事事業業者者以以外外のの事事

業業者者にに対対しし））同同条条第第一一項項第第一一号号、、第第二二項項第第一一号号かからら第第四四号号ままでで若若ししくくはは第第三三項項第第一一号号若若しし

くくはは第第二二号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出又又はは前前条条第第一一項項のの協協議議のの申申出出をを行行ううこことと

をを妨妨害害ししてていいたたこことと。。  

六六  当当該該事事業業者者がが、、正正当当なな理理由由ななくく、、第第七七条条のの四四第第一一項項第第一一号号、、第第二二項項第第一一号号かからら第第四四号号まま

でで若若ししくくはは第第三三項項第第一一号号若若ししくくはは第第二二号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた旨旨

又又はは前前条条第第一一項項のの合合意意若若ししくくはは協協議議をを行行つつたた旨旨をを第第三三者者にに対対しし（（当当該該事事業業者者がが第第七七条条のの四四

第第四四項項にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた者者ででああるるととききはは、、当当該該事事業業者者及及びび当当

該該事事業業者者とと共共同同ししてて当当該該事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた他他のの事事業業者者ののううちちいいずずれれかか一一

以以上上のの事事業業者者がが、、当当該該事事業業者者及及びび当当該該事事業業者者とと共共同同ししてて当当該該事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを

行行つつたた他他のの事事業業者者以以外外のの者者にに対対しし））明明ららかかににししたたこことと。。  

七七  当当該該事事業業者者がが、、前前条条第第一一項項のの合合意意にに違違反反ししてて当当該該合合意意にに係係るる行行為為をを行行わわななかかつつたたこことと。。  

  

第第七七条条のの七七  公公正正取取引引委委員員会会はは、、第第七七条条のの二二第第一一項項のの場場合合ににおおいいてて、、同同一一事事件件ににつついいてて、、当当該該事事
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前前条条第第三三項項のの規規定定ににかかかかわわららずず、、ここれれららのの規規定定はは、、適適用用ししなないい。。  

一一  当当該該事事業業者者（（当当該該事事業業者者がが第第七七条条のの四四第第四四項項にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行

つつたた者者ででああるるととききはは、、当当該該事事業業者者及及びび当当該該事事業業者者とと共共同同ししてて当当該該事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提

出出をを行行つつたた他他のの事事業業者者ののううちち、、いいずずれれかか一一以以上上のの事事業業者者。。以以下下ここのの号号かからら第第三三号号ままででににおお

いいてて同同じじ。。））がが報報告告ししたた事事実実若若ししくくはは提提出出ししたた資資料料又又はは当当該該事事業業者者ががししたた前前条条第第一一項項第第一一号号

若若ししくくはは第第二二項項第第一一号号にに掲掲げげるる行行為為にによよりり得得らられれたた事事実実若若ししくくはは資資料料にに虚虚偽偽のの内内容容がが含含まま

れれてていいたたこことと。。  

二二  当当該該事事業業者者（（第第七七条条のの四四第第一一項項第第一一号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた事事

業業者者にに限限るる。。））がが、、同同条条第第六六項項のの規規定定にによよるる求求めめにに対対しし、、事事実実のの報報告告若若ししくくはは資資料料のの提提出出をを

せせずず、、又又はは虚虚偽偽のの事事実実のの報報告告若若ししくくはは資資料料のの提提出出ををししたたこことと。。  

三三  当当該該事事業業者者（（第第七七条条のの四四第第二二項項第第一一号号かからら第第四四号号ままでで又又はは第第三三項項第第一一号号若若ししくくはは第第二二号号

にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた事事業業者者にに限限るる。。））がが、、同同条条第第六六項項のの規規定定にによよ

るる求求めめにに対対しし、、虚虚偽偽のの事事実実のの報報告告又又はは資資料料のの提提出出ををししたたこことと。。  

四四  当当該該事事業業者者ががししたた当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事件件ににおおいいてて、、当当該該事事業業者者がが、、他他のの事事業業者者にに対対しし

（（当当該該事事業業者者がが第第七七条条のの四四第第四四項項にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた者者ででああるる

ととききはは、、当当該該事事業業者者及及びび当当該該事事業業者者とと共共同同ししてて当当該該事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた他他

のの事事業業者者ののううちちいいずずれれかか一一以以上上のの事事業業者者がが、、当当該該事事業業者者及及びび当当該該事事業業者者とと共共同同ししてて当当該該事事

実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた他他のの事事業業者者以以外外のの事事業業者者にに対対しし））第第七七条条のの二二第第一一項項にに規規

定定すするる違違反反行行為為ををすするるここととをを強強要要しし、、又又はは当当該該違違反反行行為為ををややめめるるここととをを妨妨害害ししてていいたたこことと。。  

五五  当当該該事事業業者者がが、、他他のの事事業業者者にに対対しし（（当当該該事事業業者者がが第第七七条条のの四四第第四四項項にに規規定定すするる事事実実のの報報

告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた者者ででああるるととききはは、、当当該該事事業業者者及及びび当当該該事事業業者者とと共共同同ししてて当当該該事事

実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた他他のの事事業業者者ののううちちいいずずれれかか一一以以上上のの事事業業者者がが、、当当該該事事業業

者者及及びび当当該該事事業業者者とと共共同同ししてて当当該該事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた他他のの事事業業者者以以外外のの事事

業業者者にに対対しし））同同条条第第一一項項第第一一号号、、第第二二項項第第一一号号かからら第第四四号号ままでで若若ししくくはは第第三三項項第第一一号号若若しし

くくはは第第二二号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出又又はは前前条条第第一一項項のの協協議議のの申申出出をを行行ううこことと

をを妨妨害害ししてていいたたこことと。。  

六六  当当該該事事業業者者がが、、正正当当なな理理由由ななくく、、第第七七条条のの四四第第一一項項第第一一号号、、第第二二項項第第一一号号かからら第第四四号号まま

でで若若ししくくはは第第三三項項第第一一号号若若ししくくはは第第二二号号にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた旨旨

又又はは前前条条第第一一項項のの合合意意若若ししくくはは協協議議をを行行つつたた旨旨をを第第三三者者にに対対しし（（当当該該事事業業者者がが第第七七条条のの四四

第第四四項項にに規規定定すするる事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた者者ででああるるととききはは、、当当該該事事業業者者及及びび当当

該該事事業業者者とと共共同同ししてて当当該該事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを行行つつたた他他のの事事業業者者ののううちちいいずずれれかか一一

以以上上のの事事業業者者がが、、当当該該事事業業者者及及びび当当該該事事業業者者とと共共同同ししてて当当該該事事実実のの報報告告及及びび資資料料のの提提出出をを

行行つつたた他他のの事事業業者者以以外外のの者者にに対対しし））明明ららかかににししたたこことと。。  

七七  当当該該事事業業者者がが、、前前条条第第一一項項のの合合意意にに違違反反ししてて当当該該合合意意にに係係るる行行為為をを行行わわななかかつつたたこことと。。  

  

第第七七条条のの七七  公公正正取取引引委委員員会会はは、、第第七七条条のの二二第第一一項項のの場場合合ににおおいいてて、、同同一一事事件件ににつついいてて、、当当該該事事

 

業業者者にに対対しし、、罰罰金金のの刑刑にに処処すするる確確定定裁裁判判ががああるるととききはは、、同同条条、、第第七七条条のの三三、、第第七七条条のの四四第第二二項項

若若ししくくはは第第三三項項又又はは第第七七条条のの五五第第三三項項のの規規定定にによよりり計計算算ししたた額額にに代代ええてて、、そそのの額額かからら当当該該罰罰

金金額額のの二二分分のの一一にに相相当当すするる金金額額をを控控除除ししたた額額をを課課徴徴金金のの額額ととすするるももののととすするる。。たただだしし、、第第七七

条条のの二二、、第第七七条条のの三三、、第第七七条条のの四四第第二二項項若若ししくくはは第第三三項項若若ししくくはは第第七七条条のの五五第第三三項項のの規規定定にに

よよりり計計算算ししたた額額がが当当該該罰罰金金額額のの二二分分のの一一にに相相当当すするる金金額額をを超超ええなないいとときき、、又又はは当当該該控控除除後後のの

額額がが百百万万円円未未満満ででああるるととききはは、、ここのの限限りりででなないい。。  

②②  前前項項たただだしし書書のの場場合合ににおおいいててはは、、公公正正取取引引委委員員会会はは、、課課徴徴金金のの納納付付をを命命ずずるるここととががででききなな

いい。。  

③③  公公正正取取引引委委員員会会はは、、前前項項のの規規定定にによよりり課課徴徴金金のの納納付付をを命命じじなないい場場合合ににはは、、罰罰金金のの刑刑にに処処せせ

らられれたた事事業業者者にに対対しし、、当当該該事事業業者者ががししたた第第七七条条のの二二第第一一項項にに規規定定すするる違違反反行行為為にに係係るる事事件件にに

つついいてて当当該該事事業業者者以以外外のの事事業業者者にに対対しし同同項項のの規規定定にによよるる命命令令ををすするる際際にに（（当当該該命命令令ををししなないい

場場合合ににああつつててはは、、公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるる時時ままででにに））、、ここれれとと併併せせてて文文書書ををももつつててそそのの旨旨

をを通通知知すするるももののととすするる。。  

  

第第七七条条のの八八  第第七七条条のの二二第第一一項項のの規規定定にによよるる命命令令をを受受けけたた者者はは、、同同条条、、第第七七条条のの三三、、第第七七条条のの四四

第第二二項項若若ししくくはは第第三三項項、、第第七七条条のの五五第第三三項項又又はは前前条条第第一一項項のの規規定定にによよりり計計算算ししたた課課徴徴金金をを納納

付付ししななけけれればばななららなないい。。  

②②  第第七七条条のの二二、、第第七七条条のの三三、、第第七七条条のの四四第第二二項項若若ししくくはは第第三三項項、、第第七七条条のの五五第第三三項項又又はは前前条条第第

一一項項のの規規定定にによよりり計計算算ししたた課課徴徴金金のの額額にに一一万万円円未未満満のの端端数数ががああるるととききはは、、そそのの端端数数はは、、切切りり

捨捨ててるる。。  

③③  第第七七条条のの二二第第一一項項にに規規定定すするる違違反反行行為為ををししたた事事業業者者がが法法人人ででああるる場場合合ににおおいいてて、、当当該該法法人人

がが合合併併にによよりり消消滅滅ししたたととききはは、、当当該該法法人人ががししたた違違反反行行為為並並びびにに当当該該法法人人がが受受けけたた同同項項のの規規定定

にによよるる命命令令、、第第七七条条のの四四第第七七項項及及びび前前条条第第三三項項のの規規定定にによよるる通通知知並並びびにに第第六六十十三三条条第第二二項項のの

規規定定にによよるる決決定定（（以以下下ここのの項項及及びび次次項項ににおおいいてて「「命命令令等等」」とといいうう。。））はは、、合合併併後後存存続続しし、、又又はは

合合併併にによよりり設設立立さされれたた法法人人ががししたた違違反反行行為為及及びび当当該該合合併併後後存存続続しし、、又又はは合合併併にによよりり設設立立さされれ

たた法法人人がが受受けけたた命命令令等等ととみみななししてて、、第第七七条条のの二二かかららここのの条条ままででのの規規定定をを適適用用すするる。。  

④④  第第七七条条のの二二第第一一項項にに規規定定すするる違違反反行行為為ををししたた事事業業者者がが法法人人ででああるる場場合合ににおおいいてて、、当当該該法法人人

ががそそのの一一若若ししくくはは二二以以上上のの子子会会社社等等にに対対ししてて当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事業業のの全全部部をを譲譲渡渡しし、、又又はは

当当該該法法人人（（会会社社ででああるる場場合合にに限限るる。。））ががそそのの一一若若ししくくはは二二以以上上のの子子会会社社等等にに対対ししてて分分割割にによよりり

当当該該違違反反行行為為にに係係るる事事業業のの全全部部をを承承継継ささせせ、、かかつつ、、合合併併以以外外のの事事由由にによよりり消消滅滅ししたたととききはは、、当当

該該法法人人ががししたた違違反反行行為為及及びび当当該該法法人人がが受受けけたた命命令令等等はは、、当当該該事事業業のの全全部部若若ししくくはは一一部部をを譲譲りり

受受けけ、、又又はは分分割割にによよりり当当該該事事業業のの全全部部若若ししくくはは一一部部をを承承継継ししたた子子会会社社等等（（以以下下「「特特定定事事業業承承継継

子子会会社社等等」」とといいうう。。））ががししたた違違反反行行為為及及びび当当該該特特定定事事業業承承継継子子会会社社等等がが受受けけたた命命令令等等ととみみななしし

てて、、同同条条かかららここのの条条ままででのの規規定定をを適適用用すするる。。ここのの場場合合ににおおいいてて、、当当該該特特定定事事業業承承継継子子会会社社等等がが

二二以以上上ああるるととききはは、、第第七七条条のの二二第第一一項項中中「「当当該該事事業業者者にに対対しし」」ととああるるののはは「「特特定定事事業業承承継継子子会会

社社等等（（第第七七条条のの八八第第四四項項にに規規定定すするる特特定定事事業業承承継継子子会会社社等等ををいいうう。。以以下下ここのの項項及及びび同同条条第第一一
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項項ににおおいいてて同同じじ。。））にに対対しし、、ここのの項項のの規規定定にによよるる命命令令をを受受けけたた他他のの特特定定事事業業承承継継子子会会社社等等とと連連

帯帯ししてて」」とと、、第第一一項項中中「「受受けけたた者者はは」」ととああるるののはは「「受受けけたた特特定定事事業業承承継継子子会会社社等等はは、、同同項項のの規規

定定にによよるる命命令令をを受受けけたた他他のの特特定定事事業業承承継継子子会会社社等等とと連連帯帯ししてて」」ととすするる。。  

⑤⑤  前前二二項項のの場場合合ににおおいいてて、、第第七七条条のの四四及及びび第第七七条条のの五五のの規規定定のの適適用用にに関関しし必必要要なな事事項項はは、、政政

令令でで定定めめるる。。  

⑥⑥  実実行行期期間間のの終終了了ししたた日日かからら七七年年をを経経過過ししたたととききはは、、公公正正取取引引委委員員会会はは、、当当該該違違反反行行為為にに係係

るる課課徴徴金金のの納納付付をを命命ずずるるここととががででききなないい。。  

  

第第七七条条のの九九  事事業業者者がが、、私私的的独独占占（（他他のの事事業業者者のの事事業業活活動動をを支支配配すするるここととにによよるるももののにに限限るる。。））

ででああつつてて、、当当該該他他のの事事業業者者（（以以下下ここのの項項ににおおいいてて「「被被支支配配事事業業者者」」とといいうう。。））がが供供給給すするる商商品品

若若ししくくはは役役務務のの対対価価にに係係るるもものの又又はは被被支支配配事事業業者者がが供供給給すするる商商品品若若ししくくはは役役務務のの供供給給量量、、市市

場場占占有有率率若若ししくくはは取取引引のの相相手手方方をを実実質質的的にに制制限限すするるここととにによよりりそそのの対対価価にに影影響響すするるここととととなな

るるももののををししたたととききはは、、公公正正取取引引委委員員会会はは、、第第八八章章第第二二節節にに規規定定すするる手手続続にに従従いい、、当当該該事事業業者者にに

対対しし、、第第一一号号及及びび第第二二号号にに掲掲げげるる額額のの合合計計額額にに百百分分のの十十をを乗乗じじてて得得たた額額並並びびにに第第三三号号にに掲掲げげ

るる額額のの合合算算額額にに相相当当すするる額額のの課課徴徴金金をを国国庫庫にに納納付付すするるここととをを命命じじななけけれればばななららなないい。。たただだしし、、

そそのの額額がが百百万万円円未未満満ででああるるととききはは、、そそのの納納付付をを命命ずずるるここととががででききなないい。。  

一一  当当該該事事業業者者及及びびそそのの特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等がが被被支支配配事事業業者者にに供供給給ししたた当当該該商商品品又又はは役役

務務（（当当該該被被支支配配事事業業者者がが当当該該違違反反行行為為にに係係るる一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該商商品品又又はは役役務務をを

供供給給すするるたためめにに必必要要なな商商品品又又はは役役務務をを含含むむ。。次次号号及及びび第第三三号号ににおおいいてて同同じじ。。））並並びびにに当当該該一一

定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該事事業業者者及及びび当当該該特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等がが供供給給ししたた当当該該商商品品又又

はは役役務務（（当当該該事事業業者者にに当当該該特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等がが供供給給ししたたもものの並並びびにに当当該該事事業業者者又又はは

当当該該特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等がが被被支支配配事事業業者者及及びび当当該該事事業業者者のの供供給給子子会会社社等等にに供供給給ししたたもも

ののをを除除くく。。））並並びびにに当当該該一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該事事業業者者及及びび当当該該特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社

等等がが当当該該事事業業者者のの供供給給子子会会社社等等にに供供給給ししたた当当該該商商品品又又はは役役務務（（当当該該供供給給子子会会社社等等（（違違反反供供

給給子子会会社社等等又又はは特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等ででああるる場場合合にに限限るる。。））がが他他のの者者にに当当該該商商品品又又はは役役務務

をを供供給給すするるたためめにに当当該該事事業業者者又又はは当当該該特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等かからら供供給給をを受受けけたたももののをを除除

くく。。））のの政政令令でで定定めめるる方方法法にによよりり算算定定ししたた、、当当該該違違反反行行為為にに係係るる実実行行期期間間ににおおけけるる売売上上額額  

二二  当当該該違違反反行行為為にに係係るる商商品品又又はは役役務務のの全全部部又又はは一一部部のの製製造造、、販販売売、、管管理理そそのの他他のの当当該該商商品品

又又はは役役務務にに密密接接にに関関連連すするる業業務務ととししてて政政令令でで定定めめるるももののででああつつてて、、当当該該事事業業者者及及びびそそのの完完

全全子子会会社社等等（（当当該該違違反反行行為為ををししてていいなないいももののにに限限るる。。次次号号ににおおいいてて同同じじ。。））がが行行つつたたもものののの

対対価価のの額額にに相相当当すするる額額ととししてて政政令令でで定定めめるる方方法法にによよりり算算定定ししたた額額  

三三  当当該該違違反反行行為為にに係係るる商商品品若若ししくくはは役役務務をを他他のの者者（（当当該該事事業業者者のの供供給給子子会会社社等等並並びびにに当当該該

違違反反行行為為ををししたた他他のの事事業業者者及及びびそそのの供供給給子子会会社社等等をを除除くく。。））にに供供給給ししなないいここととにに関関しし、、手手数数

料料、、報報酬酬そそのの他他名名目目ののいいかかんんをを問問わわずず、、当当該該事事業業者者及及びびそそのの完完全全子子会会社社等等がが得得たた金金銭銭そそのの

他他のの財財産産上上のの利利益益にに相相当当すするる額額ととししてて政政令令でで定定めめるる方方法法にによよりり算算定定ししたた額額  

②②  事事業業者者がが、、私私的的独独占占（（他他のの事事業業者者のの事事業業活活動動をを排排除除すするるここととにによよるるももののにに限限りり、、前前項項のの規規定定



－  99  －

 

項項ににおおいいてて同同じじ。。））にに対対しし、、ここのの項項のの規規定定にによよるる命命令令をを受受けけたた他他のの特特定定事事業業承承継継子子会会社社等等とと連連

帯帯ししてて」」とと、、第第一一項項中中「「受受けけたた者者はは」」ととああるるののはは「「受受けけたた特特定定事事業業承承継継子子会会社社等等はは、、同同項項のの規規

定定にによよるる命命令令をを受受けけたた他他のの特特定定事事業業承承継継子子会会社社等等とと連連帯帯ししてて」」ととすするる。。  

⑤⑤  前前二二項項のの場場合合ににおおいいてて、、第第七七条条のの四四及及びび第第七七条条のの五五のの規規定定のの適適用用にに関関しし必必要要なな事事項項はは、、政政

令令でで定定めめるる。。  

⑥⑥  実実行行期期間間のの終終了了ししたた日日かからら七七年年をを経経過過ししたたととききはは、、公公正正取取引引委委員員会会はは、、当当該該違違反反行行為為にに係係

るる課課徴徴金金のの納納付付をを命命ずずるるここととががででききなないい。。  

  

第第七七条条のの九九  事事業業者者がが、、私私的的独独占占（（他他のの事事業業者者のの事事業業活活動動をを支支配配すするるここととにによよるるももののにに限限るる。。））

ででああつつてて、、当当該該他他のの事事業業者者（（以以下下ここのの項項ににおおいいてて「「被被支支配配事事業業者者」」とといいうう。。））がが供供給給すするる商商品品

若若ししくくはは役役務務のの対対価価にに係係るるもものの又又はは被被支支配配事事業業者者がが供供給給すするる商商品品若若ししくくはは役役務務のの供供給給量量、、市市

場場占占有有率率若若ししくくはは取取引引のの相相手手方方をを実実質質的的にに制制限限すするるここととにによよりりそそのの対対価価にに影影響響すするるここととととなな

るるももののををししたたととききはは、、公公正正取取引引委委員員会会はは、、第第八八章章第第二二節節にに規規定定すするる手手続続にに従従いい、、当当該該事事業業者者にに

対対しし、、第第一一号号及及びび第第二二号号にに掲掲げげるる額額のの合合計計額額にに百百分分のの十十をを乗乗じじてて得得たた額額並並びびにに第第三三号号にに掲掲げげ

るる額額のの合合算算額額にに相相当当すするる額額のの課課徴徴金金をを国国庫庫にに納納付付すするるここととをを命命じじななけけれればばななららなないい。。たただだしし、、

そそのの額額がが百百万万円円未未満満ででああるるととききはは、、そそのの納納付付をを命命ずずるるここととががででききなないい。。  

一一  当当該該事事業業者者及及びびそそのの特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等がが被被支支配配事事業業者者にに供供給給ししたた当当該該商商品品又又はは役役

務務（（当当該該被被支支配配事事業業者者がが当当該該違違反反行行為為にに係係るる一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該商商品品又又はは役役務務をを

供供給給すするるたためめにに必必要要なな商商品品又又はは役役務務をを含含むむ。。次次号号及及びび第第三三号号ににおおいいてて同同じじ。。））並並びびにに当当該該一一

定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該事事業業者者及及びび当当該該特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等がが供供給給ししたた当当該該商商品品又又

はは役役務務（（当当該該事事業業者者にに当当該該特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等がが供供給給ししたたもものの並並びびにに当当該該事事業業者者又又はは

当当該該特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等がが被被支支配配事事業業者者及及びび当当該該事事業業者者のの供供給給子子会会社社等等にに供供給給ししたたもも

ののをを除除くく。。））並並びびにに当当該該一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該事事業業者者及及びび当当該該特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社

等等がが当当該該事事業業者者のの供供給給子子会会社社等等にに供供給給ししたた当当該該商商品品又又はは役役務務（（当当該該供供給給子子会会社社等等（（違違反反供供

給給子子会会社社等等又又はは特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等ででああるる場場合合にに限限るる。。））がが他他のの者者にに当当該該商商品品又又はは役役務務

をを供供給給すするるたためめにに当当該該事事業業者者又又はは当当該該特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等かからら供供給給をを受受けけたたももののをを除除

くく。。））のの政政令令でで定定めめるる方方法法にによよりり算算定定ししたた、、当当該該違違反反行行為為にに係係るる実実行行期期間間ににおおけけるる売売上上額額  

二二  当当該該違違反反行行為為にに係係るる商商品品又又はは役役務務のの全全部部又又はは一一部部のの製製造造、、販販売売、、管管理理そそのの他他のの当当該該商商品品

又又はは役役務務にに密密接接にに関関連連すするる業業務務ととししてて政政令令でで定定めめるるももののででああつつてて、、当当該該事事業業者者及及びびそそのの完完

全全子子会会社社等等（（当当該該違違反反行行為為ををししてていいなないいももののにに限限るる。。次次号号ににおおいいてて同同じじ。。））がが行行つつたたもものののの

対対価価のの額額にに相相当当すするる額額ととししてて政政令令でで定定めめるる方方法法にによよりり算算定定ししたた額額  

三三  当当該該違違反反行行為為にに係係るる商商品品若若ししくくはは役役務務をを他他のの者者（（当当該該事事業業者者のの供供給給子子会会社社等等並並びびにに当当該該

違違反反行行為為ををししたた他他のの事事業業者者及及びびそそのの供供給給子子会会社社等等をを除除くく。。））にに供供給給ししなないいここととにに関関しし、、手手数数

料料、、報報酬酬そそのの他他名名目目ののいいかかんんをを問問わわずず、、当当該該事事業業者者及及びびそそのの完完全全子子会会社社等等がが得得たた金金銭銭そそのの

他他のの財財産産上上のの利利益益にに相相当当すするる額額ととししてて政政令令でで定定めめるる方方法法にによよりり算算定定ししたた額額  

②②  事事業業者者がが、、私私的的独独占占（（他他のの事事業業者者のの事事業業活活動動をを排排除除すするるここととにによよるるももののにに限限りり、、前前項項のの規規定定

 

にに該該当当すするるももののをを除除くく。。））ををししたたととききはは、、公公正正取取引引委委員員会会はは、、第第八八章章第第二二節節にに規規定定すするる手手続続にに

従従いい、、当当該該事事業業者者にに対対しし、、当当該該違違反反行行為為にに係係るる一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該事事業業者者及及びびそそのの

特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等がが供供給給ししたた商商品品又又はは役役務務（（当当該該一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当該該商商品品又又

はは役役務務をを供供給給すするる他他のの事事業業者者にに供供給給ししたたももののをを除除くく。。））並並びびにに当当該該一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当

該該商商品品又又はは役役務務をを供供給給すするる他他のの事事業業者者（（当当該該事事業業者者のの供供給給子子会会社社等等をを除除くく。。））にに当当該該事事業業者者及及

びび当当該該特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等がが供供給給ししたた当当該該商商品品又又はは役役務務（（当当該該他他のの事事業業者者がが当当該該商商品品又又

はは役役務務をを供供給給すするるたためめにに必必要要なな商商品品又又はは役役務務をを含含むむ。。））並並びびにに当当該該一一定定のの取取引引分分野野ににおおいいてて当当

該該事事業業者者及及びび当当該該特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等がが当当該該事事業業者者のの供供給給子子会会社社等等にに供供給給ししたた当当該該商商品品

又又はは役役務務（（当当該該供供給給子子会会社社等等（（違違反反供供給給子子会会社社等等又又はは特特定定非非違違反反供供給給子子会会社社等等ででああるる場場合合にに

限限るる。。））がが他他のの者者にに当当該該商商品品又又はは役役務務をを供供給給すするるたためめにに当当該該事事業業者者又又はは当当該該特特定定非非違違反反供供給給子子

会会社社等等かからら供供給給をを受受けけたたももののをを除除くく。。））のの政政令令でで定定めめるる方方法法にによよりり算算定定ししたた、、当当該該違違反反行行為為にに

係係るる違違反反行行為為期期間間ににおおけけるる売売上上額額にに、、百百分分のの六六をを乗乗じじてて得得たた額額にに相相当当すするる額額のの課課徴徴金金をを国国庫庫

にに納納付付すするるここととをを命命じじななけけれればばななららなないい。。たただだしし、、そそのの額額がが百百万万円円未未満満ででああるるととききはは、、そそのの納納

付付をを命命ずずるるここととががででききなないい。。  

③③  第第七七条条のの二二第第三三項項、、第第七七条条のの三三第第一一項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））、、第第七七条条のの七七並並びびにに前前条条第第一一項項かか

らら第第四四項項ままでで及及びび第第六六項項のの規規定定はは、、第第一一項項にに規規定定すするる違違反反行行為為がが行行わわれれたた場場合合ににつついいてて準準用用

すするる。。ここのの場場合合ににおおいいてて、、次次のの表表のの上上欄欄にに掲掲げげるる規規定定中中同同表表のの中中欄欄にに掲掲げげるる字字句句はは、、そそれれぞぞれれ

同同表表のの下下欄欄にに掲掲げげるる字字句句にに読読みみ替替ええるるももののととすするる。。  

  

第第七七条条のの二二第第三三項項  第第一一項項のの  第第七七条条のの九九第第一一項項のの  

  第第一一項項各各号号  第第七七条条のの九九第第一一項項各各号号  

  若若ししくくはは特特定定非非違違反反購購入入子子

会会社社等等又又はは  

又又はは  

第第七七条条のの三三第第一一項項  前前条条第第一一項項のの  第第七七条条のの九九第第一一  項項のの  

  同同項項（（同同条条第第二二項項ににおおいいてて

読読みみ替替ええてて適適用用すするる場場合合をを

含含むむ。。））  

同同項項  

第第七七条条のの七七第第一一項項  第第七七条条のの二二第第一一項項  第第七七条条のの九九第第一一項項  

  同同条条、、第第七七条条のの三三、、第第七七条条のの

四四第第二二項項若若ししくくはは第第三三項項又又

はは第第七七条条のの五五第第三三項項  

同同項項又又はは同同条条第第三三項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準

用用すするる第第七七条条のの二二第第三三項項若若ししくくはは第第七七条条のの

三三第第一一項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））  

第第七七条条のの七七第第一一項項

たただだしし書書  

第第七七条条のの二二、、第第七七条条のの三三、、第第

七七条条のの四四第第二二項項若若ししくくはは第第

第第七七条条のの九九第第一一項項又又はは同同条条第第三三項項ににおおいいてて

読読みみ替替ええてて準準用用すするる第第七七条条のの二二第第三三項項若若しし
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  三三項項若若ししくくはは第第七七条条のの五五第第

三三項項  

くくはは第第七七条条のの三三第第一一項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））

第第七七条条のの七七第第二二項項  前前項項たただだしし書書  第第七七条条のの九九第第三三項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準用用

すするる前前項項たただだしし書書  

第第七七条条のの七七第第三三項項  前前項項  第第七七条条のの九九第第三三項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準用用

すするる前前項項  

  第第七七条条のの二二第第一一項項  同同条条第第一一項項  

前前条条第第一一項項  第第七七条条のの二二第第一一項項  次次条条第第一一項項  

  同同条条、、第第七七条条のの三三、、第第七七条条のの

四四第第二二項項若若ししくくはは第第三三項項、、

第第七七条条のの五五第第三三項項又又はは  

同同項項又又はは同同条条第第三三項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準

用用すするる第第七七条条のの二二第第三三項項、、第第七七条条のの三三第第一一

項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））若若ししくくはは  

前前条条第第二二項項  第第七七条条のの二二、、第第七七条条のの三三、、第第

七七条条のの四四第第二二項項若若ししくくはは第第

三三項項、、第第七七条条のの五五第第三三項項又又

はは  

次次条条第第一一項項又又はは同同条条第第三三項項ににおおいいてて読読みみ替替

ええてて準準用用すするる第第七七条条のの二二第第三三項項、、第第七七条条のの

三三第第一一項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））若若ししくくはは  

前前条条第第三三項項  第第七七条条のの二二第第一一項項  次次条条第第一一項項  

  第第七七条条のの四四第第七七項項及及びび  同同条条第第三三項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準用用すするる  

  通通知知並並びびにに  通通知知及及びび  

  第第七七条条のの二二かかららここのの条条ままでで  次次条条第第一一項項並並びびにに同同条条第第三三項項ににおおいいてて読読みみ

替替ええてて準準用用すするる第第七七条条のの二二第第三三項項、、第第七七条条

のの三三第第一一項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））、、前前条条及及びび第第

一一項項かからら次次項項ままでで並並びびにに次次条条第第三三項項ににおおいい

てて準準用用すするる第第六六項項  

  

前前条条第第四四項項  第第七七条条のの二二第第一一項項  次次条条第第一一項項  

  同同条条かかららここのの条条ままでで  同同項項並並びびにに同同条条第第三三項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて

準準用用すするる第第七七条条のの二二第第三三項項、、第第七七条条のの三三第第

一一項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））、、前前条条及及びび第第一一項項かか

ららここのの項項ままでで並並びびにに次次条条第第三三項項ににおおいいてて準準

用用すするる第第六六項項  
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  三三項項若若ししくくはは第第七七条条のの五五第第

三三項項  

くくはは第第七七条条のの三三第第一一項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））

第第七七条条のの七七第第二二項項  前前項項たただだしし書書  第第七七条条のの九九第第三三項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準用用

すするる前前項項たただだしし書書  

第第七七条条のの七七第第三三項項  前前項項  第第七七条条のの九九第第三三項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準用用

すするる前前項項  

  第第七七条条のの二二第第一一項項  同同条条第第一一項項  

前前条条第第一一項項  第第七七条条のの二二第第一一項項  次次条条第第一一項項  

  同同条条、、第第七七条条のの三三、、第第七七条条のの

四四第第二二項項若若ししくくはは第第三三項項、、

第第七七条条のの五五第第三三項項又又はは  

同同項項又又はは同同条条第第三三項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準

用用すするる第第七七条条のの二二第第三三項項、、第第七七条条のの三三第第一一

項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））若若ししくくはは  

前前条条第第二二項項  第第七七条条のの二二、、第第七七条条のの三三、、第第

七七条条のの四四第第二二項項若若ししくくはは第第

三三項項、、第第七七条条のの五五第第三三項項又又

はは  

次次条条第第一一項項又又はは同同条条第第三三項項ににおおいいてて読読みみ替替

ええてて準準用用すするる第第七七条条のの二二第第三三項項、、第第七七条条のの

三三第第一一項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））若若ししくくはは  

前前条条第第三三項項  第第七七条条のの二二第第一一項項  次次条条第第一一項項  

  第第七七条条のの四四第第七七項項及及びび  同同条条第第三三項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準用用すするる  

  通通知知並並びびにに  通通知知及及びび  

  第第七七条条のの二二かかららここのの条条ままでで  次次条条第第一一項項並並びびにに同同条条第第三三項項ににおおいいてて読読みみ

替替ええてて準準用用すするる第第七七条条のの二二第第三三項項、、第第七七条条

のの三三第第一一項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））、、前前条条及及びび第第

一一項項かからら次次項項ままでで並並びびにに次次条条第第三三項項ににおおいい

てて準準用用すするる第第六六項項  

  

前前条条第第四四項項  第第七七条条のの二二第第一一項項  次次条条第第一一項項  

  同同条条かかららここのの条条ままでで  同同項項並並びびにに同同条条第第三三項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて

準準用用すするる第第七七条条のの二二第第三三項項、、第第七七条条のの三三第第

一一項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））、、前前条条及及びび第第一一項項かか

ららここのの項項ままでで並並びびにに次次条条第第三三項項ににおおいいてて準準

用用すするる第第六六項項  

  

 

  特特定定事事業業承承継継子子会会社社等等（（第第

七七条条のの八八第第四四項項にに規規定定すするる

特特定定事事業業承承継継子子会会社社等等ををいい

うう。。以以下下ここのの項項及及びび同同条条第第

一一項項ににおおいいてて同同じじ。。））  

特特定定事事業業承承継継子子会会社社等等  

  、、第第一一項項  、、同同条条第第三三項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準用用すするる

第第一一項項  

  受受けけたた特特定定事事業業承承継継子子会会社社

等等はは、、同同項項  

受受けけたた特特定定事事業業承承継継子子会会社社等等（（同同条条第第三三項項

ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準用用すするる第第四四項項にに規規定定

すするる特特定定事事業業承承継継子子会会社社等等ををいいうう。。以以下下ここ

のの項項ににおおいいてて同同じじ。。））はは、、同同条条第第一一項項  

  

④④  第第七七条条のの二二第第三三項項、、第第七七条条のの三三第第一一項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））、、第第七七条条のの七七並並びびにに前前条条第第一一項項かか

らら第第四四項項ままでで及及びび第第六六項項のの規規定定はは、、第第二二項項にに規規定定すするる違違反反行行為為がが行行わわれれたた場場合合ににつついいてて準準用用

すするる。。ここのの場場合合ににおおいいてて、、次次のの表表のの上上欄欄にに掲掲げげるる規規定定中中同同表表のの中中欄欄にに掲掲げげるる字字句句はは、、そそれれぞぞれれ

同同表表のの下下欄欄にに掲掲げげるる字字句句にに読読みみ替替ええるるももののととすするる。。  

  

第第七七条条のの二二第第三三項項  第第一一項項のの  第第七七条条のの九九第第二二項項のの  

  実実行行期期間間  違違反反行行為為期期間間  

  第第一一項項各各号号にに掲掲げげるる  第第七七条条のの九九第第二二項項にに規規定定すするる  

  若若ししくくはは特特定定非非違違反反購購入入子子

会会社社等等又又はは  

又又はは  

第第七七条条のの三三第第一一項項  前前条条第第一一項項のの  第第七七条条のの九九第第二二項項のの  

  同同項項（（同同条条第第二二項項ににおおいいてて

読読みみ替替ええてて適適用用すするる場場合合をを

含含むむ。。））  

同同項項  

  合合算算額額  売売上上額額  

第第七七条条のの七七第第一一項項  第第七七条条のの二二第第一一項項  第第七七条条のの九九第第二二項項  

  同同条条、、第第七七条条のの三三、、第第七七条条のの

四四第第二二項項若若ししくくはは第第三三項項又又

はは第第七七条条のの五五第第三三項項  

同同項項又又はは同同条条第第四四項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準

用用すするる第第七七条条のの二二第第三三項項若若ししくくはは第第七七条条のの

三三第第一一項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））  
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第第七七条条のの七七第第一一項項

たただだしし書書  

第第七七条条のの二二、、第第七七条条のの三三、、第第

七七条条のの四四第第二二項項若若ししくくはは第第

三三項項若若ししくくはは第第七七条条のの五五第第

三三項項  

第第七七条条のの九九第第二二項項又又はは同同条条第第四四項項ににおおいいてて

読読みみ替替ええてて準準用用すするる第第七七条条のの二二第第三三項項若若しし

くくはは第第七七条条のの三三第第一一項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））

第第七七条条のの七七第第二二項項  前前項項たただだしし書書  第第七七条条のの九九第第四四項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準用用

すするる前前項項たただだしし書書  

第第七七条条のの七七第第三三項項  前前項項  第第七七条条のの九九第第四四項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準用用

すするる前前項項  

  第第七七条条のの二二第第一一項項  同同条条第第二二項項  

前前条条第第一一項項  第第七七条条のの二二第第一一項項  次次条条第第二二項項  

  同同条条、、第第七七条条のの三三、、第第七七条条のの

四四第第二二項項若若ししくくはは第第三三項項、、

第第七七条条のの五五第第三三項項又又はは  

同同項項又又はは同同条条第第四四項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準

用用すするる第第七七条条のの二二第第三三項項、、第第七七条条のの三三第第一一

項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））若若ししくくはは  

前前条条第第二二項項  第第七七条条のの二二、、第第七七条条のの三三、、第第

七七条条のの四四第第二二項項若若ししくくはは第第

三三項項、、第第七七条条のの五五第第三三項項又又

はは  

次次条条第第二二項項又又はは同同条条第第四四項項ににおおいいてて読読みみ替替

ええてて準準用用すするる第第七七条条のの二二第第三三項項、、第第七七条条のの

三三第第一一項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））若若ししくくはは  

前前条条第第三三項項  第第七七条条のの二二第第一一項項  次次条条第第二二項項  

  第第七七条条のの四四第第七七項項及及びび  同同条条第第四四項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準用用すするる  

  通通知知並並びびにに  通通知知及及びび  

  第第七七条条のの二二かかららここのの条条ままでで  次次条条第第二二項項並並びびにに同同条条第第四四項項ににおおいいてて読読みみ

替替ええてて準準用用すするる第第七七条条のの二二第第三三項項、、第第七七条条

のの三三第第一一項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））、、前前条条並並びびにに

第第一一項項かからら次次項項ままでで及及びび第第六六項項  

    

前前条条第第四四項項  第第七七条条のの二二第第一一項項  次次条条第第二二項項  

  同同条条かかららここのの条条ままでで  同同項項並並びびにに同同条条第第四四項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて

準準用用すするる第第七七条条のの二二第第三三項項、、第第七七条条のの三三第第

一一項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））、、前前条条並並びびにに第第一一項項

かかららここのの項項ままでで及及びび第第六六項項  
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第第七七条条のの七七第第一一項項

たただだしし書書  

第第七七条条のの二二、、第第七七条条のの三三、、第第

七七条条のの四四第第二二項項若若ししくくはは第第

三三項項若若ししくくはは第第七七条条のの五五第第

三三項項  

第第七七条条のの九九第第二二項項又又はは同同条条第第四四項項ににおおいいてて

読読みみ替替ええてて準準用用すするる第第七七条条のの二二第第三三項項若若しし

くくはは第第七七条条のの三三第第一一項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））

第第七七条条のの七七第第二二項項  前前項項たただだしし書書  第第七七条条のの九九第第四四項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準用用

すするる前前項項たただだしし書書  

第第七七条条のの七七第第三三項項  前前項項  第第七七条条のの九九第第四四項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準用用

すするる前前項項  

  第第七七条条のの二二第第一一項項  同同条条第第二二項項  

前前条条第第一一項項  第第七七条条のの二二第第一一項項  次次条条第第二二項項  

  同同条条、、第第七七条条のの三三、、第第七七条条のの

四四第第二二項項若若ししくくはは第第三三項項、、

第第七七条条のの五五第第三三項項又又はは  

同同項項又又はは同同条条第第四四項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準

用用すするる第第七七条条のの二二第第三三項項、、第第七七条条のの三三第第一一

項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））若若ししくくはは  

前前条条第第二二項項  第第七七条条のの二二、、第第七七条条のの三三、、第第

七七条条のの四四第第二二項項若若ししくくはは第第

三三項項、、第第七七条条のの五五第第三三項項又又

はは  

次次条条第第二二項項又又はは同同条条第第四四項項ににおおいいてて読読みみ替替

ええてて準準用用すするる第第七七条条のの二二第第三三項項、、第第七七条条のの

三三第第一一項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））若若ししくくはは  

前前条条第第三三項項  第第七七条条のの二二第第一一項項  次次条条第第二二項項  

  第第七七条条のの四四第第七七項項及及びび  同同条条第第四四項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準用用すするる  

  通通知知並並びびにに  通通知知及及びび  

  第第七七条条のの二二かかららここのの条条ままでで  次次条条第第二二項項並並びびにに同同条条第第四四項項ににおおいいてて読読みみ

替替ええてて準準用用すするる第第七七条条のの二二第第三三項項、、第第七七条条

のの三三第第一一項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））、、前前条条並並びびにに

第第一一項項かからら次次項項ままでで及及びび第第六六項項  

    

前前条条第第四四項項  第第七七条条のの二二第第一一項項  次次条条第第二二項項  

  同同条条かかららここのの条条ままでで  同同項項並並びびにに同同条条第第四四項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて

準準用用すするる第第七七条条のの二二第第三三項項、、第第七七条条のの三三第第

一一項項（（たただだしし書書をを除除くく。。））、、前前条条並並びびにに第第一一項項

かかららここのの項項ままでで及及びび第第六六項項  

  

 

  特特定定事事業業承承継継子子会会社社等等（（第第

七七条条のの八八第第四四項項にに規規定定すするる

特特定定事事業業承承継継子子会会社社等等ををいい

うう。。以以下下ここのの項項及及びび同同条条第第

一一項項ににおおいいてて同同じじ。。））  

特特定定事事業業承承継継子子会会社社等等  

  、、第第一一項項  、、同同条条第第四四項項ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準用用すするる

第第一一項項  

  受受けけたた特特定定事事業業承承継継子子会会社社

等等はは、、同同項項  

受受けけたた特特定定事事業業承承継継子子会会社社等等（（同同条条第第四四項項

ににおおいいてて読読みみ替替ええてて準準用用すするる第第四四項項にに規規定定

すするる特特定定事事業業承承継継子子会会社社等等ををいいうう。。以以下下ここ

のの項項ににおおいいてて同同じじ。。））はは、、同同条条第第二二項項  

前前条条第第六六項項  実実行行期期間間  違違反反行行為為期期間間  

  

  

第第三三章章  事事業業者者団団体体  

  

〔〔事事業業者者団団体体のの禁禁止止行行為為〕〕  

第第八八条条  事事業業者者団団体体はは、、次次のの各各号号ののいいずずれれかかにに該該当当すするる行行為為ををししててははななららなないい。。  

一一  一一定定のの取取引引分分野野ににおおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるこことと。。  

二二  第第六六条条にに規規定定すするる国国際際的的協協定定又又はは国国際際的的契契約約ををすするるこことと。。  

三三  一一定定のの事事業業分分野野ににおおけけるる現現在在又又はは将将来来のの事事業業者者のの数数をを制制限限すするるこことと。。  

四四  構構成成事事業業者者（（事事業業者者団団体体のの構構成成員員ででああるる事事業業者者ををいいうう。。以以下下同同じじ。。））のの機機能能又又はは活活動動をを不不

当当にに制制限限すするるこことと。。  

五五  事事業業者者にに不不公公正正なな取取引引方方法法にに該該当当すするる行行為為ををささせせるるよよううににすするるこことと。。  

  

〔〔排排除除措措置置〕〕  

第第八八条条のの二二  前前条条のの規規定定にに違違反反すするる行行為為ががああるるととききはは、、公公正正取取引引委委員員会会はは、、第第八八章章第第二二節節にに規規

定定すするる手手続続にに従従いい、、事事業業者者団団体体にに対対しし、、当当該該行行為為のの差差止止めめ、、当当該該団団体体のの解解散散そそのの他他当当該該行行為為

のの排排除除にに必必要要なな措措置置をを命命ずずるるここととががででききるる。。  

②②  第第七七条条第第二二項項のの規規定定はは、、前前条条のの規規定定にに違違反反すするる行行為為にに準準用用すするる。。  

③③  公公正正取取引引委委員員会会はは、、事事業業者者団団体体にに対対しし、、第第一一項項又又はは前前項項ににおおいいてて準準用用すするる第第七七条条第第二二項項にに

規規定定すするる措措置置をを命命ずずるる場場合合ににおおいいてて、、特特にに必必要要ががああるるとと認認めめるるととききはは、、第第八八章章第第二二節節にに規規定定

すするる手手続続にに従従いい、、当当該該団団体体のの役役員員若若ししくくはは管管理理人人又又ははそそのの構構成成事事業業者者（（事事業業者者のの利利益益ののたためめ

ににすするる行行為為をを行行うう役役員員、、従従業業員員、、代代理理人人そそのの他他のの者者がが構構成成事事業業者者ででああるる場場合合ににはは、、当当該該事事業業者者
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をを含含むむ。。第第二二十十六六条条第第一一項項ににおおいいてて同同じじ。。））にに対対ししててもも、、第第一一項項又又はは前前項項ににおおいいてて準準用用すするる第第

七七条条第第二二項項にに規規定定すするる措措置置をを確確保保すするるたためめにに必必要要なな措措置置をを命命ずずるるここととががででききるる。。  

  

第第八八条条のの三三  （（略略））  

  

第第三三章章のの二二、、第第四四章章  （（略略））  

  

第第五五章章  不不公公正正なな取取引引方方法法  

  

〔〔不不公公正正なな取取引引方方法法のの禁禁止止〕〕  

第第十十九九条条  事事業業者者はは、、不不公公正正なな取取引引方方法法をを用用いいててははななららなないい。。  

  

〔〔排排除除措措置置〕〕  

第第二二十十条条  前前条条のの規規定定にに違違反反すするる行行為為ががああるるととききはは、、公公正正取取引引委委員員会会はは、、第第八八章章第第二二節節にに規規定定

すするる手手続続にに従従いい、、事事業業者者にに対対しし、、当当該該行行為為のの差差止止めめ、、契契約約条条項項のの削削除除そそのの他他当当該該行行為為をを排排除除すす

るるたためめにに必必要要なな措措置置をを命命ずずるるここととががででききるる。。  

②②  第第七七条条第第二二項項のの規規定定はは、、前前条条のの規規定定にに違違反反すするる行行為為にに準準用用すするる。。  

  

第第二二十十条条のの二二～～七七  （（略略））  

  

第第六六章章  適適用用除除外外  

  

〔〔知知的的財財産産権権のの行行使使行行為為〕〕  

第第二二十十一一条条  ここのの法法律律のの規規定定はは、、著著作作権権法法、、特特許許法法、、実実用用新新案案法法、、意意匠匠法法又又はは商商標標法法にによよるる権権利利

のの行行使使とと認認めめらられれるる行行為為ににははここれれをを適適用用ししなないい。。  

  

〔〔一一定定のの組組合合のの行行為為〕〕  

第第二二十十二二条条  ここのの法法律律のの規規定定はは、、次次のの各各号号にに掲掲げげるる要要件件をを備備ええ、、かかつつ、、法法律律のの規規定定にに基基づづいいてて設設

立立さされれたた組組合合（（組組合合のの連連合合会会をを含含むむ。。））のの行行為為ににはは、、ここれれをを適適用用ししなないい。。たただだしし、、不不公公正正なな取取

引引方方法法をを用用いいるる場場合合又又はは一一定定のの取取引引分分野野ににおおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるここととにによよりり不不当当にに

対対価価をを引引きき上上げげるるここととととななるる場場合合はは、、ここのの限限りりででなないい。。  

一一  小小規規模模のの事事業業者者又又はは消消費費者者のの相相互互扶扶助助をを目目的的ととすするるこことと。。  

二二  任任意意にに設設立立さされれ、、かかつつ、、組組合合員員がが任任意意にに加加入入しし、、又又はは脱脱退退すするるここととががででききるるこことと。。  

三三  各各組組合合員員がが平平等等のの議議決決権権をを有有すするるこことと。。  

四四  組組合合員員にに対対ししてて利利益益分分配配をを行行うう場場合合ににはは、、そそのの限限度度がが法法令令又又はは定定款款にに定定めめらられれてていいるるここ

とと。。
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をを含含むむ。。第第二二十十六六条条第第一一項項ににおおいいてて同同じじ。。））にに対対ししててもも、、第第一一項項又又はは前前項項ににおおいいてて準準用用すするる第第

七七条条第第二二項項にに規規定定すするる措措置置をを確確保保すするるたためめにに必必要要なな措措置置をを命命ずずるるここととががででききるる。。  

  

第第八八条条のの三三  （（略略））  

  

第第三三章章のの二二、、第第四四章章  （（略略））  

  

第第五五章章  不不公公正正なな取取引引方方法法  

  

〔〔不不公公正正なな取取引引方方法法のの禁禁止止〕〕  

第第十十九九条条  事事業業者者はは、、不不公公正正なな取取引引方方法法をを用用いいててははななららなないい。。  

  

〔〔排排除除措措置置〕〕  

第第二二十十条条  前前条条のの規規定定にに違違反反すするる行行為為ががああるるととききはは、、公公正正取取引引委委員員会会はは、、第第八八章章第第二二節節にに規規定定

すするる手手続続にに従従いい、、事事業業者者にに対対しし、、当当該該行行為為のの差差止止めめ、、契契約約条条項項のの削削除除そそのの他他当当該該行行為為をを排排除除すす

るるたためめにに必必要要なな措措置置をを命命ずずるるここととががででききるる。。  

②②  第第七七条条第第二二項項のの規規定定はは、、前前条条のの規規定定にに違違反反すするる行行為為にに準準用用すするる。。  

  

第第二二十十条条のの二二～～七七  （（略略））  

  

第第六六章章  適適用用除除外外  

  

〔〔知知的的財財産産権権のの行行使使行行為為〕〕  

第第二二十十一一条条  ここのの法法律律のの規規定定はは、、著著作作権権法法、、特特許許法法、、実実用用新新案案法法、、意意匠匠法法又又はは商商標標法法にによよるる権権利利

のの行行使使とと認認めめらられれるる行行為為ににははここれれをを適適用用ししなないい。。  

  

〔〔一一定定のの組組合合のの行行為為〕〕  

第第二二十十二二条条  ここのの法法律律のの規規定定はは、、次次のの各各号号にに掲掲げげるる要要件件をを備備ええ、、かかつつ、、法法律律のの規規定定にに基基づづいいてて設設

立立さされれたた組組合合（（組組合合のの連連合合会会をを含含むむ。。））のの行行為為ににはは、、ここれれをを適適用用ししなないい。。たただだしし、、不不公公正正なな取取

引引方方法法をを用用いいるる場場合合又又はは一一定定のの取取引引分分野野ににおおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるここととにによよりり不不当当にに

対対価価をを引引きき上上げげるるここととととななるる場場合合はは、、ここのの限限りりででなないい。。  

一一  小小規規模模のの事事業業者者又又はは消消費費者者のの相相互互扶扶助助をを目目的的ととすするるこことと。。  

二二  任任意意にに設設立立さされれ、、かかつつ、、組組合合員員がが任任意意にに加加入入しし、、又又はは脱脱退退すするるここととががででききるるこことと。。  

三三  各各組組合合員員がが平平等等のの議議決決権権をを有有すするるこことと。。  

四四  組組合合員員にに対対ししてて利利益益分分配配をを行行うう場場合合ににはは、、そそのの限限度度がが法法令令又又はは定定款款にに定定めめらられれてていいるるここ

とと。。

 

  

〔〔再再販販売売価価格格維維持持行行為為〕〕  

第第二二十十三三条条  ここのの法法律律のの規規定定はは、、公公正正取取引引委委員員会会のの指指定定すするる商商品品ででああつつてて、、そそのの品品質質がが一一様様でで

ああるるここととをを容容易易にに識識別別すするるここととががででききるるももののをを生生産産しし、、又又はは販販売売すするる事事業業者者がが、、当当該該商商品品のの

販販売売のの相相手手方方たたるる事事業業者者ととそそのの商商品品のの再再販販売売価価格格（（そそのの相相手手方方たたるる事事業業者者又又ははそそのの相相手手方方たた

るる事事業業者者のの販販売売すするる当当該該商商品品をを買買いい受受けけてて販販売売すするる事事業業者者ががそそのの商商品品をを販販売売すするる価価格格ををいいうう。。

以以下下同同じじ。。））をを決決定定しし、、ここれれをを維維持持すするるたためめににすするる正正当当なな行行為為ににつついいててはは、、ここれれをを適適用用ししなないい。。

たただだしし、、当当該該行行為為がが一一般般消消費費者者のの利利益益をを不不当当にに害害すするるここととととななるる場場合合及及びびそそのの商商品品をを販販売売すす

るる事事業業者者ががすするる行行為為ににああつつててははそそのの商商品品をを生生産産すするる事事業業者者のの意意にに反反ししててすするる場場合合はは、、ここのの限限

りりででなないい。。  

②②～～⑥⑥  （（略略））  

    

第第七七章章  差差止止請請求求及及びび損損害害賠賠償償  

  

〔〔差差止止請請求求権権〕〕  

第第二二十十四四条条  第第八八条条第第五五号号又又はは第第十十九九条条のの規規定定にに違違反反すするる行行為為にによよつつててそそのの利利益益をを侵侵害害さされれ、、

又又はは侵侵害害さされれるるおおそそれれががああるる者者はは、、ここれれにによよりり著著ししいい損損害害をを生生じじ、、又又はは生生ずずるるおおそそれれががああるる

ととききはは、、そそのの利利益益をを侵侵害害すするる事事業業者者若若ししくくはは事事業業者者団団体体又又はは侵侵害害すするるおおそそれれががああるる事事業業者者若若

ししくくはは事事業業者者団団体体にに対対しし、、そそのの侵侵害害のの停停止止又又はは予予防防をを請請求求すするるここととががででききるる。。  

  

〔〔無無過過失失損損害害賠賠償償責責任任〕〕  

第第二二十十五五条条  第第三三条条、、第第六六条条又又はは第第十十九九条条のの規規定定にに違違反反すするる行行為為ををししたた事事業業者者（（第第六六条条のの規規定定

にに違違反反すするる行行為為ををししたた事事業業者者ににああつつててはは、、当当該該国国際際的的協協定定又又はは国国際際的的契契約約ににおおいいてて、、不不当当なな

取取引引制制限限ををしし、、又又はは不不公公正正なな取取引引方方法法をを自自らら用用いいたた事事業業者者にに限限るる。。））及及びび第第八八条条のの規規定定にに違違反反

すするる行行為為ををししたた事事業業者者団団体体はは、、被被害害者者にに対対しし、、損損害害賠賠償償のの責責めめにに任任ずずるる。。  

②②  事事業業者者及及びび事事業業者者団団体体はは、、故故意意又又はは過過失失ががななかかつつたたここととをを証証明明ししてて、、前前項項にに規規定定すするる責責任任

をを免免れれるるここととががででききなないい。。  

  

第第二二十十六六条条  （（略略））  

  

第第八八章章  公公正正取取引引委委員員会会  

  

第第二二十十七七条条～～第第四四十十四四条条  （（略略））  

  

第第二二節節  手手続続
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〔〔違違反反事事実実のの報報告告、、探探知知〕〕  

第第四四十十五五条条  何何人人もも、、ここのの法法律律のの規規定定にに違違反反すするる事事実実ががああるるとと思思料料すするるととききはは、、公公正正取取引引委委員員

会会にに対対しし、、そそのの事事実実をを報報告告しし、、適適当当なな措措置置ををととるるべべききここととをを求求めめるるここととががででききるる。。  

②②  前前項項にに規規定定すするる報報告告ががああつつたたととききはは、、公公正正取取引引委委員員会会はは、、事事件件ににつついいてて必必要要なな調調査査ををししなな

けけれればばななららなないい。。  

③③  第第一一項項のの規規定定にによよるる報報告告がが、、公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるるととこころろにによよりり、、書書面面でで具具体体的的なな

事事実実をを摘摘示示ししててさされれたた場場合合ににおおいいてて、、当当該該報報告告にに係係るる事事件件ににつついいてて、、適適当当なな措措置置ををととりり、、又又はは

措措置置ををととららなないいここととととししたたととききはは、、公公正正取取引引委委員員会会はは、、速速ややかかにに、、そそのの旨旨をを当当該該報報告告ををししたた者者

にに通通知知ししななけけれればばななららなないい。。  

④④  公公正正取取引引委委員員会会はは、、ここのの法法律律のの規規定定にに違違反反すするる事事実実又又はは独独占占的的状状態態にに該該当当すするる事事実実ががああるる

とと思思料料すするるととききはは、、職職権権ををももつつてて適適当当なな措措置置ををととるるここととががででききるる。。  

  

第第四四十十六六条条  （（略略））  

  

〔〔調調査査ののたためめのの強強制制処処分分〕〕  

第第四四十十七七条条  公公正正取取引引委委員員会会はは、、事事件件ににつついいてて必必要要なな調調査査ををすするるたためめ、、次次にに掲掲げげるる処処分分ををすするる

ここととががででききるる。。  

一一  事事件件関関係係人人又又はは参参考考人人にに出出頭頭をを命命じじてて審審尋尋しし、、又又ははここれれららのの者者かからら意意見見若若ししくくはは報報告告をを

徴徴すするるこことと。。  

二二  鑑鑑定定人人にに出出頭頭をを命命じじてて鑑鑑定定ささせせるるこことと。。  

三三  帳帳簿簿書書類類そそのの他他のの物物件件のの所所持持者者にに対対しし、、当当該該物物件件のの提提出出をを命命じじ、、又又はは提提出出物物件件をを留留めめてて

置置くくこことと。。  

四四  事事件件関関係係人人のの営営業業所所そそのの他他必必要要なな場場所所にに立立ちち入入りり、、業業務務及及びび財財産産のの状状況況、、帳帳簿簿書書類類そそのの

他他のの物物件件をを検検査査すするるこことと。。  

②②  公公正正取取引引委委員員会会がが相相当当とと認認めめるるととききはは、、政政令令でで定定めめるるととこころろにによよりり、、公公正正取取引引委委員員会会のの職職

員員をを審審査査官官にに指指定定しし、、前前項項のの処処分分ををささせせるるここととががででききるる。。  

③③  前前項項のの規規定定にによよりり職職員員にに立立入入検検査査ををささせせるる場場合合ににおおいいててはは、、ここれれにに身身分分をを示示すす証証明明書書をを携携

帯帯ささせせ、、関関係係者者にに提提示示ささせせななけけれればばななららなないい。。  

④④  第第一一項項のの規規定定にによよるる処処分分のの権権限限はは、、犯犯罪罪捜捜査査ののたためめにに認認めめらられれたたももののとと解解釈釈ししててははななららなな

いい。。  

  

  

第第四四十十八八条条～～第第七七十十六六条条  （（略略））  

  

第第九九章章、、第第十十章章  （（略略））
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〔〔違違反反事事実実のの報報告告、、探探知知〕〕  

第第四四十十五五条条  何何人人もも、、ここのの法法律律のの規規定定にに違違反反すするる事事実実ががああるるとと思思料料すするるととききはは、、公公正正取取引引委委員員

会会にに対対しし、、そそのの事事実実をを報報告告しし、、適適当当なな措措置置ををととるるべべききここととをを求求めめるるここととががででききるる。。  

②②  前前項項にに規規定定すするる報報告告ががああつつたたととききはは、、公公正正取取引引委委員員会会はは、、事事件件ににつついいてて必必要要なな調調査査ををししなな

けけれればばななららなないい。。  

③③  第第一一項項のの規規定定にによよるる報報告告がが、、公公正正取取引引委委員員会会規規則則でで定定めめるるととこころろにによよりり、、書書面面でで具具体体的的なな

事事実実をを摘摘示示ししててさされれたた場場合合ににおおいいてて、、当当該該報報告告にに係係るる事事件件ににつついいてて、、適適当当なな措措置置ををととりり、、又又はは

措措置置ををととららなないいここととととししたたととききはは、、公公正正取取引引委委員員会会はは、、速速ややかかにに、、そそのの旨旨をを当当該該報報告告ををししたた者者

にに通通知知ししななけけれればばななららなないい。。  

④④  公公正正取取引引委委員員会会はは、、ここのの法法律律のの規規定定にに違違反反すするる事事実実又又はは独独占占的的状状態態にに該該当当すするる事事実実ががああるる

とと思思料料すするるととききはは、、職職権権ををももつつてて適適当当なな措措置置ををととるるここととががででききるる。。  

  

第第四四十十六六条条  （（略略））  

  

〔〔調調査査ののたためめのの強強制制処処分分〕〕  

第第四四十十七七条条  公公正正取取引引委委員員会会はは、、事事件件ににつついいてて必必要要なな調調査査ををすするるたためめ、、次次にに掲掲げげるる処処分分ををすするる

ここととががででききるる。。  

一一  事事件件関関係係人人又又はは参参考考人人にに出出頭頭をを命命じじてて審審尋尋しし、、又又ははここれれららのの者者かからら意意見見若若ししくくはは報報告告をを

徴徴すするるこことと。。  

二二  鑑鑑定定人人にに出出頭頭をを命命じじてて鑑鑑定定ささせせるるこことと。。  

三三  帳帳簿簿書書類類そそのの他他のの物物件件のの所所持持者者にに対対しし、、当当該該物物件件のの提提出出をを命命じじ、、又又はは提提出出物物件件をを留留めめてて

置置くくこことと。。  

四四  事事件件関関係係人人のの営営業業所所そそのの他他必必要要なな場場所所にに立立ちち入入りり、、業業務務及及びび財財産産のの状状況況、、帳帳簿簿書書類類そそのの

他他のの物物件件をを検検査査すするるこことと。。  

②②  公公正正取取引引委委員員会会がが相相当当とと認認めめるるととききはは、、政政令令でで定定めめるるととこころろにによよりり、、公公正正取取引引委委員員会会のの職職

員員をを審審査査官官にに指指定定しし、、前前項項のの処処分分ををささせせるるここととががででききるる。。  

③③  前前項項のの規規定定にによよりり職職員員にに立立入入検検査査ををささせせるる場場合合ににおおいいててはは、、ここれれにに身身分分をを示示すす証証明明書書をを携携

帯帯ささせせ、、関関係係者者にに提提示示ささせせななけけれればばななららなないい。。  

④④  第第一一項項のの規規定定にによよるる処処分分のの権権限限はは、、犯犯罪罪捜捜査査ののたためめにに認認めめらられれたたももののとと解解釈釈ししててははななららなな

いい。。  

  

  

第第四四十十八八条条～～第第七七十十六六条条  （（略略））  

  

第第九九章章、、第第十十章章  （（略略））

 

  

第第十十一一章章  罰罰則則  

  

〔〔私私的的独独占占、、不不当当なな取取引引制制限限、、事事業業者者団団体体にによよるる競競争争のの実実質質的的制制限限のの罪罪〕〕  

第第八八十十九九条条  次次のの各各号号ののいいずずれれかかにに該該当当すするるももののはは、、五五年年以以下下のの懲懲役役又又はは五五百百万万円円以以下下のの罰罰金金

にに処処すするる。。  

一一  第第三三条条のの規規定定にに違違反反ししてて私私的的独独占占又又はは不不当当なな取取引引制制限限ををししたた者者  

二二  第第八八条条第第一一号号のの規規定定にに違違反反ししてて一一定定のの取取引引分分野野ににおおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限ししたたもものの  

②②  前前項項のの未未遂遂罪罪はは、、罰罰すするる。。  

    

第第九九十十条条～～第第百百条条  （（略略））  

  

第第十十二二章章、、附附則則  （（略略））  
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不不公公正正なな取取引引方方法法（（昭昭和和 5577年年６６月月 1188日日公公正正取取引引委委員員会会告告示示第第 1155号号））  

  

私私的的独独占占のの禁禁止止及及びび公公正正取取引引のの確確保保にに関関すするる法法律律（（昭昭和和二二十十二二年年法法律律第第五五十十四四号号））第第二二条条第第

九九項項のの規規定定にによよりり、、不不公公正正なな取取引引方方法法（（昭昭和和二二十十八八年年公公正正取取引引委委員員会会告告示示第第十十一一号号））のの全全部部をを

次次ののよよううにに改改正正しし、、昭昭和和五五十十七七年年九九月月一一日日かからら施施行行すするる。。  

  

〔〔共共同同のの取取引引拒拒絶絶〕〕  

１１  正正当当なな理理由由ががなないいののにに、、自自己己とと競競争争関関係係ににああるる他他のの事事業業者者（（以以下下「「競競争争者者」」とといいうう。。））とと

共共同同ししてて、、次次のの各各号号ののいいずずれれかかにに掲掲げげるる行行為為ををすするるこことと。。  

  一一  ああるる事事業業者者かからら商商品品若若ししくくはは役役務務のの供供給給をを受受けけるるここととをを拒拒絶絶しし、、又又はは供供給給をを受受けけるる商商品品

若若ししくくはは役役務務のの数数量量若若ししくくはは内内容容をを制制限限すするるこことと。。  

  二二  他他のの事事業業者者にに、、ああるる事事業業者者かからら商商品品若若ししくくはは役役務務のの供供給給をを受受けけるるここととをを拒拒絶絶ささせせ、、又又はは

供供給給をを受受けけるる商商品品若若ししくくはは役役務務のの数数量量若若ししくくはは内内容容をを制制限限ささせせるるこことと。。  

  

〔〔そそのの他他のの取取引引拒拒絶絶〕〕  

２２  不不当当にに、、ああるる事事業業者者にに対対しし取取引引をを拒拒絶絶しし若若ししくくはは取取引引にに係係るる商商品品若若ししくくはは役役務務のの数数量量若若しし

くくはは内内容容をを制制限限しし、、又又はは他他のの事事業業者者ににここれれららにに該該当当すするる行行為為ををささせせるるこことと。。  

  

〔〔差差別別対対価価〕〕  

３３  私私的的独独占占のの禁禁止止及及びび公公正正取取引引のの確確保保にに関関すするる法法律律（（昭昭和和二二十十二二年年法法律律第第五五十十四四号号。。以以下下「「法法」」

とといいうう。。））第第二二条条第第九九項項第第二二号号にに該該当当すするる行行為為ののほほかか、、不不当当にに、、地地域域又又はは相相手手方方にによよりり差差別別

的的なな対対価価ををももつつてて、、商商品品若若ししくくはは役役務務をを供供給給しし、、又又ははここれれららのの供供給給をを受受けけるるこことと。。  

  

〔〔取取引引条条件件等等のの差差別別取取扱扱いい〕〕  

４４  不不当当にに、、ああるる事事業業者者にに対対しし取取引引のの条条件件又又はは実実施施ににつついいてて有有利利なな又又はは不不利利なな取取扱扱いいををすするるここ

とと。。  

  

〔〔事事業業者者団団体体ににおおけけるる差差別別取取扱扱いい等等〕〕  

５５  事事業業者者団団体体若若ししくくはは共共同同行行為為かかららああるる事事業業者者をを不不当当にに排排斥斥しし、、又又はは事事業業者者団団体体のの内内部部若若しし

くくはは共共同同行行為為ににおおいいててああるる事事業業者者をを不不当当にに差差別別的的にに取取りり扱扱いい、、そそのの事事業業者者のの事事業業活活動動をを困困難難

ににささせせるるこことと。。  

  

〔〔不不当当廉廉売売〕〕  

６６  法法第第二二条条第第九九項項第第三三号号にに該該当当すするる行行為為ののほほかか、、不不当当にに商商品品又又はは役役務務をを低低いい対対価価でで供供給給しし、、

他他のの事事業業者者のの事事業業活活動動をを困困難難ににささせせるるおおそそれれががああるるこことと。。  

  

資資料料２２  
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不不公公正正なな取取引引方方法法（（昭昭和和 5577年年６６月月 1188日日公公正正取取引引委委員員会会告告示示第第 1155号号））  

  

私私的的独独占占のの禁禁止止及及びび公公正正取取引引のの確確保保にに関関すするる法法律律（（昭昭和和二二十十二二年年法法律律第第五五十十四四号号））第第二二条条第第

九九項項のの規規定定にによよりり、、不不公公正正なな取取引引方方法法（（昭昭和和二二十十八八年年公公正正取取引引委委員員会会告告示示第第十十一一号号））のの全全部部をを

次次ののよよううにに改改正正しし、、昭昭和和五五十十七七年年九九月月一一日日かからら施施行行すするる。。  

  

〔〔共共同同のの取取引引拒拒絶絶〕〕  

１１  正正当当なな理理由由ががなないいののにに、、自自己己とと競競争争関関係係ににああるる他他のの事事業業者者（（以以下下「「競競争争者者」」とといいうう。。））とと

共共同同ししてて、、次次のの各各号号ののいいずずれれかかにに掲掲げげるる行行為為ををすするるこことと。。  

  一一  ああるる事事業業者者かからら商商品品若若ししくくはは役役務務のの供供給給をを受受けけるるここととをを拒拒絶絶しし、、又又はは供供給給をを受受けけるる商商品品

若若ししくくはは役役務務のの数数量量若若ししくくはは内内容容をを制制限限すするるこことと。。  

  二二  他他のの事事業業者者にに、、ああるる事事業業者者かからら商商品品若若ししくくはは役役務務のの供供給給をを受受けけるるここととをを拒拒絶絶ささせせ、、又又はは

供供給給をを受受けけるる商商品品若若ししくくはは役役務務のの数数量量若若ししくくはは内内容容をを制制限限ささせせるるこことと。。  

  

〔〔そそのの他他のの取取引引拒拒絶絶〕〕  

２２  不不当当にに、、ああるる事事業業者者にに対対しし取取引引をを拒拒絶絶しし若若ししくくはは取取引引にに係係るる商商品品若若ししくくはは役役務務のの数数量量若若しし

くくはは内内容容をを制制限限しし、、又又はは他他のの事事業業者者ににここれれららにに該該当当すするる行行為為ををささせせるるこことと。。  

  

〔〔差差別別対対価価〕〕  

３３  私私的的独独占占のの禁禁止止及及びび公公正正取取引引のの確確保保にに関関すするる法法律律（（昭昭和和二二十十二二年年法法律律第第五五十十四四号号。。以以下下「「法法」」

とといいうう。。））第第二二条条第第九九項項第第二二号号にに該該当当すするる行行為為ののほほかか、、不不当当にに、、地地域域又又はは相相手手方方にによよりり差差別別

的的なな対対価価ををももつつてて、、商商品品若若ししくくはは役役務務をを供供給給しし、、又又ははここれれららのの供供給給をを受受けけるるこことと。。  

  

〔〔取取引引条条件件等等のの差差別別取取扱扱いい〕〕  

４４  不不当当にに、、ああるる事事業業者者にに対対しし取取引引のの条条件件又又はは実実施施ににつついいてて有有利利なな又又はは不不利利なな取取扱扱いいををすするるここ

とと。。  

  

〔〔事事業業者者団団体体ににおおけけるる差差別別取取扱扱いい等等〕〕  

５５  事事業業者者団団体体若若ししくくはは共共同同行行為為かかららああるる事事業業者者をを不不当当にに排排斥斥しし、、又又はは事事業業者者団団体体のの内内部部若若しし

くくはは共共同同行行為為ににおおいいててああるる事事業業者者をを不不当当にに差差別別的的にに取取りり扱扱いい、、そそのの事事業業者者のの事事業業活活動動をを困困難難

ににささせせるるこことと。。  

  

〔〔不不当当廉廉売売〕〕  

６６  法法第第二二条条第第九九項項第第三三号号にに該該当当すするる行行為為ののほほかか、、不不当当にに商商品品又又はは役役務務をを低低いい対対価価でで供供給給しし、、

他他のの事事業業者者のの事事業業活活動動をを困困難難ににささせせるるおおそそれれががああるるこことと。。  
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〔〔不不当当高高価価購購入入〕〕  

７７  不不当当にに商商品品又又はは役役務務をを高高いい対対価価でで購購入入しし、、他他のの事事業業者者のの事事業業活活動動をを困困難難ににささせせるるおおそそれれがが

ああるるこことと。。  

  

〔〔ぎぎままんん的的顧顧客客誘誘引引〕〕  

８８  自自己己のの供供給給すするる商商品品又又はは役役務務のの内内容容又又はは取取引引条条件件そそのの他他ここれれららのの取取引引にに関関すするる事事項項ににつつ

いいてて、、実実際際ののもものの又又はは競競争争者者にに係係るるももののよよりりもも著著ししくく優優良良又又はは有有利利ででああるるとと顧顧客客にに誤誤認認ささせせ

るるここととにによよりり、、競競争争者者のの顧顧客客をを自自己己とと取取引引すするるよよううにに不不当当にに誘誘引引すするるこことと。。  

  

〔〔不不当当なな利利益益にによよるる顧顧客客誘誘引引〕〕  

９９  正正常常なな商商慣慣習習にに照照ららししてて不不当当なな利利益益ををももつつてて、、競競争争者者のの顧顧客客をを自自己己とと取取引引すするるよよううにに誘誘引引

すするるこことと。。  

  

〔〔抱抱きき合合わわせせ販販売売等等〕〕  

1100  相相手手方方にに対対しし、、不不当当にに、、商商品品又又はは役役務務のの供供給給にに併併せせてて他他のの商商品品又又はは役役務務をを自自己己又又はは自自己己のの

指指定定すするる事事業業者者かからら購購入入ささせせ、、そそのの他他自自己己又又はは自自己己のの指指定定すするる事事業業者者とと取取引引すするるよよううにに強強制制

すするるこことと。。  

  

〔〔排排他他条条件件付付取取引引〕〕  

1111  不不当当にに、、相相手手方方がが競競争争者者とと取取引引ししなないいここととをを条条件件ととししてて当当該該相相手手方方とと取取引引しし、、競競争争者者のの取取

引引のの機機会会をを減減少少ささせせるるおおそそれれががああるるこことと。。  

  

〔〔拘拘束束条条件件付付取取引引〕〕  

1122  法法第第二二条条第第九九項項第第四四号号又又はは前前項項にに該該当当すするる行行為為ののほほかか、、相相手手方方ととそそのの取取引引のの相相手手方方ととのの取取

引引そそのの他他相相手手方方のの事事業業活活動動をを不不当当にに拘拘束束すするる条条件件ををつつけけてて、、当当該該相相手手方方とと取取引引すするるこことと。。  

  

〔〔取取引引のの相相手手方方のの役役員員選選任任へへのの不不当当干干渉渉〕〕  

1133  自自己己のの取取引引上上のの地地位位がが相相手手方方にに優優越越ししてていいるるここととをを利利用用ししてて、、正正常常なな商商慣慣習習にに照照ららししてて不不

当当にに、、取取引引のの相相手手方方ででああるる会会社社にに対対しし、、当当該該会会社社のの役役員員（（法法第第二二条条第第三三項項のの役役員員ををいいうう。。以以

下下同同じじ。。））のの選選任任ににつついいててああららかかじじめめ自自己己のの指指示示にに従従わわせせ、、又又はは自自己己のの承承認認をを受受けけささせせるるここ

とと。。  

  

〔〔競競争争者者にに対対すするる取取引引妨妨害害〕〕  

1144  自自己己又又はは自自己己がが株株主主若若ししくくはは役役員員ででああるる会会社社とと国国内内ににおおいいてて競競争争関関係係ににああるる他他のの事事業業者者

ととそそのの取取引引のの相相手手方方ととのの取取引引ににつついいてて、、契契約約のの成成立立のの阻阻止止、、契契約約のの不不履履行行のの誘誘引引そそのの他他いいかか

ななるる方方法法ををももつつててすするるかかをを問問わわずず、、そそのの取取引引をを不不当当にに妨妨害害すするるこことと。。  
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〔〔競競争争会会社社にに対対すするる内内部部干干渉渉〕〕  

1155  自自己己又又はは自自己己がが株株主主若若ししくくはは役役員員ででああるる会会社社とと国国内内ににおおいいてて競競争争関関係係ににああるる会会社社のの株株主主

又又はは役役員員にに対対しし、、株株主主権権のの行行使使、、株株式式のの譲譲渡渡、、秘秘密密のの漏漏ええいいそそのの他他いいかかななるる方方法法ををももつつててすす

るるかかをを問問わわずず、、そそのの会会社社のの不不利利益益ととななるる行行為為ををすするるよよううにに、、不不当当にに誘誘引引しし、、そそそそののかかしし、、又又

はは強強制制すするるこことと。。  

  

附附則則  （（略略））  
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〔〔競競争争会会社社にに対対すするる内内部部干干渉渉〕〕  

1155  自自己己又又はは自自己己がが株株主主若若ししくくはは役役員員ででああるる会会社社とと国国内内ににおおいいてて競競争争関関係係ににああるる会会社社のの株株主主

又又はは役役員員にに対対しし、、株株主主権権のの行行使使、、株株式式のの譲譲渡渡、、秘秘密密のの漏漏ええいいそそのの他他いいかかななるる方方法法ををももつつててすす

るるかかをを問問わわずず、、そそのの会会社社のの不不利利益益ととななるる行行為為ををすするるよよううにに、、不不当当にに誘誘引引しし、、そそそそののかかしし、、又又

はは強強制制すするるこことと。。  

  

附附則則  （（略略））  

  

 
 

行行政政指指導導にに関関すするる独独占占禁禁止止法法上上のの考考ええ方方  
  

平平成成６６年年６６月月3300日日  
公公正正取取引引委委員員会会  

    改改正正  平平成成2222年年１１月月１１日日  
  

ははじじめめにに  

我我がが国国ににおおいいててはは、、広広範範なな分分野野ににおおいいてて様様々々なな形形でで行行政政指指導導がが実実施施さされれてておおりり、、行行政政指指導導はは、、

行行政政のの中中でで大大ききなな比比重重をを占占めめてていいるる。。ここののよよううなな行行政政指指導導はは、、行行政政需需要要へへのの機機敏敏なな対対応応、、行行政政のの

弾弾力力性性のの確確保保、、行行政政目目的的のの円円滑滑なな達達成成等等ののたためめにに行行わわれれてていいるる。。一一方方、、行行政政運運営営のの公公正正のの確確保保とと

透透明明性性のの向向上上をを図図るるたためめ、、行行政政手手続続法法（（平平成成五五年年法法律律第第八八十十八八号号））がが制制定定さされれ、、同同法法ににおおいいてて、、

行行政政指指導導のの濫濫用用をを防防止止すするるととととももにに、、行行政政指指導導のの明明確確性性及及びび公公平平性性をを確確保保すするる観観点点かからら、、行行政政

機機関関がが行行政政指指導導をを行行うう場場合合にに遵遵守守すすべべきき事事項項ににつついいてて一一定定のの規規定定がが設設けけらられれてていいるる。。  

近近年年、、消消費費者者利利益益をを確確保保すするるここととやや我我がが国国市市場場ををよよりり開開かかれれたたももののととすするるここととがが内内外外かからら求求

めめらられれてておおりり、、そそののたためめににはは公公正正かかつつ自自由由なな競競争争のの維維持持・・促促進進をを図図るるここととがが重重要要ととななっってていいるる。。

ままたた、、公公正正かかつつ自自由由なな競競争争をを一一層層促促進進すするるととのの観観点点かかららもも規規制制緩緩和和がが積積極極的的にに進進めめらられれてていいるる

がが、、法法令令にによよるる規規制制がが緩緩和和又又はは廃廃止止さされれたたととししててもも仮仮にに行行政政指指導導にによよりり事事実実上上同同様様ののここととがが行行

わわれれれればば、、規規制制緩緩和和のの趣趣旨旨にに反反すするる結結果果ととななるる。。  

行行政政指指導導はは、、行行政政機機関関がが多多様様なな目目的的ののたためめにに行行っってていいるるがが、、そそのの中中でで、、事事業業者者のの参参入入・・退退出出、、

商商品品又又はは役役務務のの価価格格、、数数量量、、設設備備等等にに直直接接・・間間接接にに影影響響をを及及ぼぼすすよよううなな行行政政指指導導はは、、そそのの目目的的、、

内内容容、、方方法法等等にによよっっててはは、、公公正正かかつつ自自由由なな競競争争をを制制限限しし、、又又はは阻阻害害すするるととととももにに、、独独占占禁禁止止法法違違

反反行行為為をを誘誘発発すするる場場合合ささええああるるここととにに十十分分留留意意すするる必必要要ががああるる。。  

事事業業者者又又はは事事業業者者団団体体のの行行為為ににつついいててはは、、たたととええそそれれがが行行政政機機関関のの行行政政指指導導にによよりり誘誘発発さされれ

たたももののででああっっててもも、、独独占占禁禁止止法法のの適適用用がが妨妨げげらられれるるももののででははなないい。。公公正正取取引引委委員員会会はは、、当当該該事事業業

者者又又はは事事業業者者団団体体のの行行為為がが独独占占禁禁止止法法違違反反行行為為のの要要件件にに該該当当すするるととききはは、、当当該該行行為為をを排排除除すするる

たためめのの法法的的措措置置等等をを講講じじてていいるる。。事事業業者者又又はは事事業業者者団団体体がが行行政政指指導導にに従従っってて独独占占禁禁止止法法上上問問題題

ののああるる行行為為をを行行っったた場場合合、、当当該該行行為為ににつついいてて直直接接法法的的責責任任をを問問わわれれるるののはは行行政政指指導導にに従従っったた事事

業業者者又又はは事事業業者者団団体体ととななるるここととかからら、、行行政政機機関関はは行行政政指指導導をを行行ううにに当当たたっってて、、ここのの観観点点かかららもも

慎慎重重ででああるるここととがが求求めめらられれるるももののででああるる。。ままたた、、ここののよよううなな場場合合、、事事業業者者又又はは事事業業者者団団体体はは、、行行

政政指指導導にに従従っったた行行為為ででああっっててもも独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななるるここととをを十十分分留留意意すするる必必要要ががああるる。。  

公公正正取取引引委委員員会会はは、、独独占占禁禁止止法法ととのの関関係係ににおおいいてて問問題題をを生生じじささせせるるおおそそれれががああるる行行政政指指導導にに

つついいててはは、、従従来来、、個個々々のの事事案案ごごととにに事事前前にに関関係係行行政政機機関関とと調調整整をを図図りり、、問問題題点点をを指指摘摘しし、、改改善善等等

をを要要望望ししててききたたととこころろででああるる。。今今般般、、公公正正取取引引委委員員会会はは、、ここれれままででのの他他のの行行政政機機関関ととのの調調整整事事例例

やや独独占占禁禁止止法法違違反反被被疑疑事事件件のの審審査査のの過過程程等等でで認認めめらられれたた事事例例をを踏踏ままええてて、、行行政政指指導導にに関関すするる独独

占占禁禁止止法法上上のの考考ええ方方をを具具体体的的にに明明ららかかににすするるたためめ、、「「行行政政指指導導にに関関すするる独独占占禁禁止止法法上上のの考考ええ方方」」

（（以以下下「「本本考考ええ方方」」とといいうう。。））をを作作成成・・公公表表すするるここととととししたた。。行行政政機機関関ににおおいいててはは、、本本考考ええ方方にに

十十分分留留意意すするるととととももにに、、本本考考ええ方方でで示示ししたたよよううなな独独占占禁禁止止法法ととのの関関係係ににおおいいてて問問題題をを生生じじささせせ
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るるおおそそれれががああるる行行政政指指導導をを行行ううにに当当たたっってて個個々々のの事事案案ごごととにに事事前前にに公公正正取取引引委委員員会会とと調調整整すするる

ここととをを期期待待すするるももののででああるる。。  

ななおお、、本本考考ええ方方のの作作成成・・公公表表にに伴伴いい、、「「独独占占禁禁止止法法とと行行政政指指導導ととのの関関係係ににつついいててのの考考ええ方方」」（（昭昭

和和五五十十六六年年三三月月一一六六日日公公正正取取引引委委員員会会））をを廃廃止止すするる。。  

本本考考ええ方方ににおおいいててはは、、次次のの用用語語はは、、以以下下ののよよううなな意意味味をを持持つつももののととすするる。。  

・・  行行政政指指導導  

行行政政機機関関ががそそのの任任務務又又はは所所掌掌事事務務のの範範囲囲内内ににおおいいてて一一定定のの行行政政目目的的をを実実現現すするるたためめ特特定定

のの者者にに一一定定のの作作為為又又はは不不作作為為をを求求めめるる指指導導、、勧勧告告、、助助言言そそのの他他のの行行為為ででああっってて処処分分にに該該当当

ししなないいももののををいいうう。。  

・・  行行政政機機関関  

地地方方公公共共団団体体のの機機関関をを含含むむ。。  

・・  法法令令  

法法律律、、法法律律にに基基づづくく命命令令（（告告示示をを含含むむ。。））、、条条例例及及びび地地方方公公共共団団体体のの執執行行機機関関のの規規則則（（規規

程程をを含含むむ。。））ををいいうう。。  

・・  許許認認可可等等  

法法令令にに基基づづきき許許可可、、認認可可、、免免許許そそのの他他事事業業者者にに対対しし何何ららかかのの利利益益をを付付与与すするる処処分分ををいいうう。。  

・・  事事業業者者  

商商業業、、工工業業、、金金融融業業そそのの他他のの事事業業をを行行ううももののををいいうう。。  

・・  事事業業者者団団体体  

事事業業者者ととししててのの共共通通のの利利益益をを増増進進すするるここととをを主主たたるる目目的的ととすするる二二以以上上のの事事業業者者のの結結合合体体

又又ははそそのの連連合合体体ををいいうう。。  

・・  参参入入・・退退出出  

既既存存事事業業分分野野へへのの参参入入・・退退出出ののほほかか、、新新規規事事業業分分野野、、地地域域市市場場等等へへのの参参入入・・退退出出等等をを含含むむ。。  

・・  価価格格  

割割戻戻しし、、値値引引等等実実質質的的にに価価格格のの構構成成要要素素ととななるるももののをを含含むむ。。  

・・  設設備備  

生生産産設設備備ののほほかか、、店店舗舗等等をを含含むむ。。  

  

１１  行行政政指指導導とと独独占占禁禁止止法法ととのの関関係係ににつついいててのの基基本本的的なな考考ええ方方  

  ⑴⑴  法法令令にに具具体体的的なな規規定定ががああるる行行政政指指導導  

法法令令にに助助言言、、指指導導、、勧勧告告、、指指示示等等のの具具体体的的なな規規定定ががああるる行行政政指指導導のの場場合合、、当当該該行行政政指指導導のの

目目的的、、内内容容、、方方法法等等はは当当該該法法令令のの規規定定にに合合致致ししたたももののででななけけれればばななららずず、、そそのの相相手手方方がが個個々々

にに自自主主的的にに判判断断ししてて、、ここののよよううなな行行政政指指導導にに従従うう限限りり、、当当該該行行政政指指導導のの相相手手方方のの行行為為はは独独

占占禁禁止止法法上上問問題題ととははななららなないい。。ししかかししななががらら、、独独占占禁禁止止法法のの適適用用除除外外規規定定ががなないい限限りり、、当当

該該行行政政指指導導にによよっってて誘誘発発さされれたた行行為為ででああっっててもも独独占占禁禁止止法法違違反反行行為為のの要要件件にに該該当当すするる場場合合

ににはは、、当当該該行行為為にに対対すするる同同法法のの適適用用がが妨妨げげらられれるるももののででははなないい。。  
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るるおおそそれれががああるる行行政政指指導導をを行行ううにに当当たたっってて個個々々のの事事案案ごごととにに事事前前にに公公正正取取引引委委員員会会とと調調整整すするる

ここととをを期期待待すするるももののででああるる。。  

ななおお、、本本考考ええ方方のの作作成成・・公公表表にに伴伴いい、、「「独独占占禁禁止止法法とと行行政政指指導導ととのの関関係係ににつついいててのの考考ええ方方」」（（昭昭

和和五五十十六六年年三三月月一一六六日日公公正正取取引引委委員員会会））をを廃廃止止すするる。。  

本本考考ええ方方ににおおいいててはは、、次次のの用用語語はは、、以以下下ののよよううなな意意味味をを持持つつももののととすするる。。  

・・  行行政政指指導導  

行行政政機機関関ががそそのの任任務務又又はは所所掌掌事事務務のの範範囲囲内内ににおおいいてて一一定定のの行行政政目目的的をを実実現現すするるたためめ特特定定

のの者者にに一一定定のの作作為為又又はは不不作作為為をを求求めめるる指指導導、、勧勧告告、、助助言言そそのの他他のの行行為為ででああっってて処処分分にに該該当当

ししなないいももののををいいうう。。  

・・  行行政政機機関関  

地地方方公公共共団団体体のの機機関関をを含含むむ。。  

・・  法法令令  

法法律律、、法法律律にに基基づづくく命命令令（（告告示示をを含含むむ。。））、、条条例例及及びび地地方方公公共共団団体体のの執執行行機機関関のの規規則則（（規規

程程をを含含むむ。。））ををいいうう。。  

・・  許許認認可可等等  

法法令令にに基基づづきき許許可可、、認認可可、、免免許許そそのの他他事事業業者者にに対対しし何何ららかかのの利利益益をを付付与与すするる処処分分ををいいうう。。  

・・  事事業業者者  

商商業業、、工工業業、、金金融融業業そそのの他他のの事事業業をを行行ううももののををいいうう。。  

・・  事事業業者者団団体体  

事事業業者者ととししててのの共共通通のの利利益益をを増増進進すするるここととをを主主たたるる目目的的ととすするる二二以以上上のの事事業業者者のの結結合合体体

又又ははそそのの連連合合体体ををいいうう。。  

・・  参参入入・・退退出出  

既既存存事事業業分分野野へへのの参参入入・・退退出出ののほほかか、、新新規規事事業業分分野野、、地地域域市市場場等等へへのの参参入入・・退退出出等等をを含含むむ。。  

・・  価価格格  

割割戻戻しし、、値値引引等等実実質質的的にに価価格格のの構構成成要要素素ととななるるももののをを含含むむ。。  

・・  設設備備  

生生産産設設備備ののほほかか、、店店舗舗等等をを含含むむ。。  

  

１１  行行政政指指導導とと独独占占禁禁止止法法ととのの関関係係ににつついいててのの基基本本的的なな考考ええ方方  

  ⑴⑴  法法令令にに具具体体的的なな規規定定ががああるる行行政政指指導導  

法法令令にに助助言言、、指指導導、、勧勧告告、、指指示示等等のの具具体体的的なな規規定定ががああるる行行政政指指導導のの場場合合、、当当該該行行政政指指導導のの

目目的的、、内内容容、、方方法法等等はは当当該該法法令令のの規規定定にに合合致致ししたたももののででななけけれればばななららずず、、そそのの相相手手方方がが個個々々

にに自自主主的的にに判判断断ししてて、、ここののよよううなな行行政政指指導導にに従従うう限限りり、、当当該該行行政政指指導導のの相相手手方方のの行行為為はは独独

占占禁禁止止法法上上問問題題ととははななららなないい。。ししかかししななががらら、、独独占占禁禁止止法法のの適適用用除除外外規規定定ががなないい限限りり、、当当

該該行行政政指指導導にによよっってて誘誘発発さされれたた行行為為ででああっっててもも独独占占禁禁止止法法違違反反行行為為のの要要件件にに該該当当すするる場場合合

ににはは、、当当該該行行為為にに対対すするる同同法法のの適適用用がが妨妨げげらられれるるももののででははなないい。。  

 
 

ままたた、、法法令令にに命命令令、、認認可可、、勧勧告告、、指指示示等等のの規規定定がが定定めめらられれてていいるる場場合合ででああっってて、、法法令令のの運運

用用ととししてて、、そそのの規規定定をを発発動動すするるここととががででききるる実実体体要要件件がが存存在在すするるととききにに、、そそのの規規定定のの発発動動

のの前前段段階階又又はは代代替替ととししてて行行わわれれるる行行政政指指導導ににつついいててもも、、独独占占禁禁止止法法ととのの関関係係ににつついいててのの考考

ええ方方はは法法令令にに具具体体的的なな規規定定ががああるる行行政政指指導導とと同同様様ででああるる。。  

ななおお、、法法令令にに具具体体的的なな規規定定ががああっっててももそそのの目目的的、、内内容容、、方方法法等等がが当当該該法法令令のの規規定定にに合合致致しし

なないい行行政政指指導導又又はは各各省省庁庁設設置置法法のの規規定定若若ししくくはは事事業業法法令令上上のの一一般般的的なな監監督督権権限限をを根根拠拠ととすす

るる行行政政指指導導はは、、ここここででいいうう法法令令にに具具体体的的なな規規定定ががああるる行行政政指指導導ととはは言言ええなないい。。  

  

  ⑵⑵  法法令令にに具具体体的的なな規規定定ががなないい行行政政指指導導  

法法令令にに具具体体的的なな規規定定ががなないい行行政政指指導導のの場場合合、、行行政政機機関関はは、、当当該該行行政政指指導導のの中中ににはは、、そそのの目目

的的、、内内容容、、方方法法等等にによよっっててはは、、公公正正かかつつ自自由由なな競競争争をを制制限限しし、、又又はは阻阻害害すするるととととももにに、、独独占占

禁禁止止法法違違反反行行為為をを誘誘発発すするる場場合合ささええああるるここととにに、、十十分分留留意意すするる必必要要ががああるる。。行行政政指指導導にによよ

っってて誘誘発発さされれたた行行為為ででああっっててもも独独占占禁禁止止法法違違反反行行為為のの要要件件にに該該当当すするる場場合合ににはは、、当当該該行行為為

にに対対すするる同同法法のの適適用用がが妨妨げげらられれるるももののででははなないいここととはは言言ううままででももなないい。。  

法法令令にに具具体体的的なな規規定定ががなないい行行政政指指導導のの目目的的、、内内容容及及びび方方法法とと独独占占禁禁止止法法ととのの関関係係ににつついい

ててのの考考ええ方方はは、、次次ののととおおりりででああるる。。  

アア  行行政政指指導導のの目目的的ととのの関関係係  

行行政政指指導導はは、、物物価価のの安安定定、、国国民民生生活活のの安安定定又又はは充充実実、、取取引引のの公公正正性性・・透透明明性性のの確確保保、、環環

境境保保全全、、保保険険衛衛生生のの向向上上、、安安全全性性のの向向上上、、中中小小企企業業保保護護等等多多様様なな行行政政目目的的ののたためめにに行行わわれれ

てていいるるがが、、そそのの中中でで、、過過度度のの競競争争のの防防止止、、需需給給調調整整、、価価格格低低下下のの抑抑制制、、事事業業者者間間のの利利害害調調

整整、、業業界界のの秩秩序序維維持持とといいっったた観観点点かからら行行わわれれるる行行政政指指導導はは、、市市場場メメカカニニズズムムにに直直接接的的なな影影

響響をを及及ぼぼすすここととととななるる。。  

イイ  行行政政指指導導のの内内容容ととのの関関係係  

行行政政指指導導はは、、そそのの内内容容がが多多岐岐ににわわたたりり、、ままたた、、そそのの市市場場ににおおけけるる競競争争にに及及ぼぼすす影影響響もも区区々々でで

ああるる。。  

参参入入・・退退出出、、商商品品又又はは役役務務のの価価格格、、数数量量、、設設備備等等はは、、本本来来、、市市場場ににおおけけるる事事業業者者のの公公正正かかつつ

自自由由なな競競争争をを通通じじてて形形成成さされれ、、又又はは決決めめらられれるるべべききももののででああるる。。ここれれららのの事事項項ににつついいててのの事事業業

者者のの自自由由なな活活動動をを制制限限すするるおおそそれれののああるる行行政政指指導導はは、、市市場場メメカカニニズズムムにに直直接接的的なな影影響響をを及及ぼぼすす

ここととととななるる。。  

他他方方、、営営業業方方法法、、品品質質・・規規格格、、広広告告・・表表示示等等はは、、事事業業者者のの重重要要なな競競争争手手段段ででははああるるがが、、参参入入・・

退退出出、、価価格格、、数数量量、、設設備備等等とと比比べべ市市場場メメカカニニズズムムにに及及ぼぼすす影影響響がが直直接接的的ででああるるととはは必必ずずししもも言言

ええなないい。。  

ウウ  行行政政指指導導のの方方法法ととのの関関係係  

内内容容にに具具体体性性ののああるる行行政政指指導導はは、、事事業業者者がが他他のの事事業業者者ももここれれにに従従ううここととをを前前提提ととししてて

ののみみ従従おおううととすするる場場合合がが多多いいののでで、、事事業業者者団団体体をを通通じじてて行行うう場場合合、、独独占占禁禁止止法法違違反反行行為為をを

最最もも誘誘発発ししややすすいい。。個個別別事事業業者者にに対対すするる行行政政指指導導ででああっっててもも、、例例ええばば、、特特定定のの事事業業分分野野にに
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おおけけるる主主導導的的なな事事業業者者にに対対ししてて行行うう場場合合、、特特定定のの事事業業分分野野にに属属すするる相相当当数数のの事事業業者者にに対対

ししてて画画一一的的なな基基準準をを定定めめるる等等のの方方法法にによよりり行行うう場場合合、、事事業業者者間間にに競競争争制制限限ににつついいてて暗暗黙黙

のの了了解解又又はは共共通通のの意意思思がが形形成成さされれややすすいい状状況況ににおおいいてて行行うう場場合合ににはは、、独独占占禁禁止止法法違違反反行行

為為をを誘誘発発すするるおおそそれれががああるる。。  

      （（備備考考））物物価価のの抑抑制制がが最最大大のの国国民民的的課課題題ととななっってていいるるよよううなな事事態態ににおおいいてて価価格格のの抑抑制制をを

目目的的ととししてて行行わわれれるる行行政政指指導導ににつついいててはは、、第第一一次次石石油油危危機機当当時時のの政政府府統統一一見見解解（（別別添添））

ががああるる。。  

  

２２  行行政政指指導導のの諸諸類類型型とと独独占占禁禁止止法法  

法法令令にに具具体体的的なな規規定定ががなないい行行政政指指導導にに関関しし、、どどののよよううなな行行政政指指導導がが独独占占禁禁止止法法ととのの関関係係にに

おおいいてて問問題題をを生生じじささせせるるおおそそれれががああるるかかににつついいててのの考考ええ方方をを行行政政指指導導のの諸諸類類型型ごごととにに具具体体的的

にに示示すすとと、、次次ののととおおりりででああるる。。  

  ⑴⑴  参参入入・・退退出出にに関関すするる行行政政指指導導  

        公公正正かかつつ自自由由なな競競争争をを維維持持・・促促進進すするるたためめににはは、、参参入入・・退退出出のの自自由由がが保保障障さされれてていいるる必必要要

ががあありり、、行行政政機機関関はは、、法法令令にに具具体体的的なな規規定定ががなないい参参入入・・退退出出にに関関すするる行行政政指指導導にによよりり公公正正かか

つつ自自由由なな競競争争がが制制限限さされれ、、又又はは阻阻害害さされれるるここととののなないいよようう十十分分留留意意すするる必必要要ががああるる。。例例ええ

ばば、、次次ののよよううなな行行政政指指導導はは、、独独占占禁禁止止法法ととのの関関係係ににおおいいてて問問題題をを生生じじささせせるるおおそそれれががああるる

（（独独占占禁禁止止法法第第三三条条、、第第八八条条第第一一号号・・三三号号・・四四号号））。。  

①①  参参入入にに当当たたりり、、当当該該事事業業分分野野のの既既存存事事業業者者若若ししくくはは事事業業者者団団体体のの同同意意をを得得るるここととをを求求

めめ、、又又はは参参入入のの条条件件ににつついいててここれれららののももののとと調調整整すするるよようう指指導導すするるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、当当該該既既存存事事業業者者がが共共同同ししてて、、又又はは事事業業者者団団体体がが、、参参入入のの

同同意意をを拒拒否否すするるここととにによよりり新新規規参参入入をを断断念念ささせせ、、当当該該事事業業分分野野のの事事業業者者のの数数をを制制限限しし、、

又又はは参参入入ししよよううととすするる事事業業者者のの事事業業活活動動をを不不当当にに制制限限すするる条条件件をを付付すすここととににななるるおおそそれれ

ががああるる。。  

②②  参参入入にに当当たたりり、、既既存存事事業業者者ととのの利利害害調調整整のの観観点点かからら、、当当該該事事業業分分野野のの事事業業者者団団体体にに加加

入入すするるよようう指指導導すするるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、当当該該事事業業者者団団体体がが、、加加入入をを拒拒否否すするるここととにによよりり新新規規参参入入

をを断断念念ささせせ、、当当該該事事業業分分野野のの事事業業者者のの数数をを制制限限しし、、又又はは加加入入にに当当たたりり参参入入ししよよううととすするる

事事業業者者のの事事業業活活動動をを不不当当にに制制限限すするる条条件件をを付付すすここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

③③  事事業業活活動動をを遂遂行行すするるたためめにに必必要要なな公公的的機機関関かかららのの融融資資等等のの手手続続にに、、需需給給調調整整、、事事業業者者

間間のの利利害害調調整整等等のの観観点点かからら、、当当該該事事業業分分野野のの事事業業者者団団体体にに関関与与ささせせるるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、当当該該事事業業者者団団体体がが、、新新規規参参入入者者かかららのの申申請請をを拒拒否否すするるここ

ととにによよりり新新規規参参入入をを断断念念ささせせ、、当当該該事事業業分分野野のの事事業業者者のの数数をを制制限限しし、、又又はは参参入入ししよよううとと

すするる事事業業者者のの事事業業活活動動をを不不当当にに制制限限すするる条条件件をを付付すすここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

  

  ⑵⑵  価価格格にに関関すするる行行政政指指導導  
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おおけけるる主主導導的的なな事事業業者者にに対対ししてて行行うう場場合合、、特特定定のの事事業業分分野野にに属属すするる相相当当数数のの事事業業者者にに対対

ししてて画画一一的的なな基基準準をを定定めめるる等等のの方方法法にによよりり行行うう場場合合、、事事業業者者間間にに競競争争制制限限ににつついいてて暗暗黙黙

のの了了解解又又はは共共通通のの意意思思がが形形成成さされれややすすいい状状況況ににおおいいてて行行うう場場合合ににはは、、独独占占禁禁止止法法違違反反行行

為為をを誘誘発発すするるおおそそれれががああるる。。  

      （（備備考考））物物価価のの抑抑制制がが最最大大のの国国民民的的課課題題ととななっってていいるるよよううなな事事態態ににおおいいてて価価格格のの抑抑制制をを

目目的的ととししてて行行わわれれるる行行政政指指導導ににつついいててはは、、第第一一次次石石油油危危機機当当時時のの政政府府統統一一見見解解（（別別添添））

ががああるる。。  

  

２２  行行政政指指導導のの諸諸類類型型とと独独占占禁禁止止法法  

法法令令にに具具体体的的なな規規定定ががなないい行行政政指指導導にに関関しし、、どどののよよううなな行行政政指指導導がが独独占占禁禁止止法法ととのの関関係係にに

おおいいてて問問題題をを生生じじささせせるるおおそそれれががああるるかかににつついいててのの考考ええ方方をを行行政政指指導導のの諸諸類類型型ごごととにに具具体体的的

にに示示すすとと、、次次ののととおおりりででああるる。。  

  ⑴⑴  参参入入・・退退出出にに関関すするる行行政政指指導導  

        公公正正かかつつ自自由由なな競競争争をを維維持持・・促促進進すするるたためめににはは、、参参入入・・退退出出のの自自由由がが保保障障さされれてていいるる必必要要

ががあありり、、行行政政機機関関はは、、法法令令にに具具体体的的なな規規定定ががなないい参参入入・・退退出出にに関関すするる行行政政指指導導にによよりり公公正正かか

つつ自自由由なな競競争争がが制制限限さされれ、、又又はは阻阻害害さされれるるここととののなないいよようう十十分分留留意意すするる必必要要ががああるる。。例例ええ

ばば、、次次ののよよううなな行行政政指指導導はは、、独独占占禁禁止止法法ととのの関関係係ににおおいいてて問問題題をを生生じじささせせるるおおそそれれががああるる

（（独独占占禁禁止止法法第第三三条条、、第第八八条条第第一一号号・・三三号号・・四四号号））。。  

①①  参参入入にに当当たたりり、、当当該該事事業業分分野野のの既既存存事事業業者者若若ししくくはは事事業業者者団団体体のの同同意意をを得得るるここととをを求求

めめ、、又又はは参参入入のの条条件件ににつついいててここれれららののももののとと調調整整すするるよようう指指導導すするるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、当当該該既既存存事事業業者者がが共共同同ししてて、、又又はは事事業業者者団団体体がが、、参参入入のの

同同意意をを拒拒否否すするるここととにによよりり新新規規参参入入をを断断念念ささせせ、、当当該該事事業業分分野野のの事事業業者者のの数数をを制制限限しし、、

又又はは参参入入ししよよううととすするる事事業業者者のの事事業業活活動動をを不不当当にに制制限限すするる条条件件をを付付すすここととににななるるおおそそれれ

ががああるる。。  

②②  参参入入にに当当たたりり、、既既存存事事業業者者ととのの利利害害調調整整のの観観点点かからら、、当当該該事事業業分分野野のの事事業業者者団団体体にに加加

入入すするるよようう指指導導すするるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、当当該該事事業業者者団団体体がが、、加加入入をを拒拒否否すするるここととにによよりり新新規規参参入入

をを断断念念ささせせ、、当当該該事事業業分分野野のの事事業業者者のの数数をを制制限限しし、、又又はは加加入入にに当当たたりり参参入入ししよよううととすするる

事事業業者者のの事事業業活活動動をを不不当当にに制制限限すするる条条件件をを付付すすここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

③③  事事業業活活動動をを遂遂行行すするるたためめにに必必要要なな公公的的機機関関かかららのの融融資資等等のの手手続続にに、、需需給給調調整整、、事事業業者者

間間のの利利害害調調整整等等のの観観点点かからら、、当当該該事事業業分分野野のの事事業業者者団団体体にに関関与与ささせせるるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、当当該該事事業業者者団団体体がが、、新新規規参参入入者者かかららのの申申請請をを拒拒否否すするるここ

ととにによよりり新新規規参参入入をを断断念念ささせせ、、当当該該事事業業分分野野のの事事業業者者のの数数をを制制限限しし、、又又はは参参入入ししよよううとと

すするる事事業業者者のの事事業業活活動動をを不不当当にに制制限限すするる条条件件をを付付すすここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

  

  ⑵⑵  価価格格にに関関すするる行行政政指指導導  

 
 

        公公正正かかつつ自自由由なな競競争争をを維維持持・・促促進進すするるたためめににはは、、商商品品又又はは役役務務のの価価格格設設定定がが事事業業者者のの自自

主主的的なな判判断断にに委委ねねらられれるる必必要要ががあありり、、行行政政機機関関はは、、法法令令にに具具体体  的的なな規規定定ががなないい価価格格にに関関すす

るる行行政政指指導導にによよりり公公正正かかつつ自自由由なな競競争争がが制制限限さされれ、、又又はは阻阻害害さされれるるここととののなないいよようう十十分分留留

意意すするる必必要要ががああるる。。例例ええばば、、次次ののよよううなな行行政政指指導導はは、、独独占占禁禁止止法法ととのの関関係係ににおおいいてて問問題題をを生生

じじささせせるるおおそそれれががああるる（（独独占占禁禁止止法法第第三三条条、、第第八八条条第第一一号号・・四四号号・・五五号号、、第第十十九九条条））。。  

①①  価価格格のの引引上上げげ又又はは引引下下げげににつついいてて、、そそのの額額・・率率（（幅幅））等等目目安安ととななるる具具体体的的なな数数字字をを示示

ししてて指指導導すするるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、事事業業者者がが共共同同ししてて、、又又はは事事業業者者団団体体がが、、示示さされれたた目目安安まま

でで価価格格をを引引きき上上げげ、、又又はは引引きき下下げげるるここととをを決決定定すするるここととににななるるおおそそれれががああるる。。ななおお、、ここ

ここででいいうう決決定定ととはは、、明明示示的的にに決決定定しし、、又又はは合合意意すするるここととだだけけををいいううののででははななくく、、暗暗黙黙のの

了了解解又又はは共共通通のの意意思思がが形形成成さされれるるこことともも含含ままれれるる（（以以下下同同じじ。。））。。  

②②  価価格格がが低低下下ししてていいるる状状況況等等ににおおいいてて、、安安値値販販売売、、安安値値受受注注又又はは価価格格のの引引下下げげのの自自粛粛をを指指導導

すするるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、事事業業者者がが共共同同ししてて、、又又はは事事業業者者団団体体がが、、価価格格のの維維持持又又はは引引上上

げげをを決決定定すするるここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

③③  構構成成事事業業者者のの個個々々のの取取引引ににおおけけるる価価格格等等通通常常各各事事業業者者のの営営業業上上のの秘秘密密ととさされれてていいるる事事

項項ににつついいてて事事業業者者団団体体をを通通じじてて報報告告をを求求めめるるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、当当該該事事業業者者団団体体がが取取りりままととめめにに当当たたりり価価格格をを決決定定すするるここ

ととににななるるおおそそれれががああるる。。  

④④  製製造造業業者者若若ししくくはは流流通通業業者者又又ははそそれれららのの団団体体にに対対ししてて、、小小売売価価格格等等そそのの取取引引のの相相手手方方

のの販販売売価価格格をを安安定定ささせせるるよようう指指導導すするるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、再再販販売売価価格格維維持持行行為為をを誘誘発発すするるここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

⑤⑤  個個々々のの事事業業者者がが自自主主的的判判断断でで決決めめるるここととととさされれてていいるる価価格格ににつついいてて事事前前届届出出制制がが採採らら

れれてていいるる場場合合にに、、目目安安ととななるる具具体体的的なな数数字字をを示示ししてて届届出出事事項項ににつついいてて指指導導ししたたりり、、事事業業

者者間間又又はは事事業業者者団団体体でで調調整整ををささせせたたりり、、事事業業者者団団体体にに一一括括ししてて届届出出ををささせせたたりり、、事事業業者者

団団体体をを経経由由ししてて届届出出ををささせせるるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、事事業業者者がが共共同同ししてて、、又又はは事事業業者者団団体体がが、、届届出出事事項項ででああるる

価価格格ににつついいてて決決定定すするるここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

  

  ⑶⑶  数数量量・・設設備備にに関関すするる行行政政指指導導  

        公公正正かかつつ自自由由なな競競争争をを維維持持・・促促進進すするるたためめににはは、、数数量量・・設設備備にに関関すするる事事業業活活動動がが事事業業者者のの

自自主主的的なな判判断断にに委委ねねらられれるる必必要要ががあありり、、行行政政機機関関はは、、法法令令にに具具体体的的なな規規定定ががなないい数数量量・・設設備備

にに関関すするる行行政政指指導導にによよりり公公正正かかつつ自自由由なな競競争争がが制制限限さされれ、、又又はは阻阻害害さされれるるここととののなないいよようう

十十分分留留意意すするる必必要要ががああるる。。例例ええばば、、次次ののよよううなな行行政政指指導導はは、、独独占占禁禁止止法法ととのの関関係係ににおおいいてて問問

題題をを生生じじささせせるるおおそそれれががああるる（（独独占占禁禁止止法法第第三三条条、、第第八八条条第第一一号号・・三三号号・・四四号号））。。  
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①①  生生産産・・販販売売数数量量、、輸輸入入・・輸輸出出数数量量、、減減産産率率（（幅幅））、、原原材材料料のの購購入入数数量量等等ににつついいてて目目安安とと

ななるる具具体体的的なな数数字字をを示示ししてて指指導導すするるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、事事業業者者がが共共同同ししてて、、又又はは事事業業者者団団体体がが、、数数量量等等ににつついいてて

決決定定すするるここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

②②  短短期期のの需需給給見見通通しし等等具具体体的的なな目目安安をを示示ししてて生生産産・・販販売売数数量量、、輸輸入入・・輸輸出出数数量量、、設設備備のの

新新増増設設等等にに関関すするる事事業業計計画画をを提提出出ささせせるるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、事事業業者者がが共共同同ししてて、、又又はは事事業業者者団団体体がが、、示示さされれたた目目安安にに

応応じじたた事事業業計計画画をを作作成成しし、、そそれれにに従従っってて事事業業活活動動をを行行ううここととをを決決定定すするるここととににななるるおおそそ

れれががああるる。。  

③③  構構成成事事業業者者のの個個々々のの取取引引ににおおけけるる数数量量等等通通常常各各事事業業者者のの営営業業上上のの秘秘密密ととさされれてていいるる事事

項項ににつついいてて事事業業者者団団体体をを通通じじてて報報告告をを求求めめるるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、当当該該事事業業者者団団体体がが取取りりままととめめにに当当たたりり、、構構成成事事業業者者のの生生

産産・・販販売売数数量量、、輸輸入入・・輸輸出出数数量量等等をを決決定定すするるここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

④④  短短期期のの需需給給見見通通ししのの作作成成にに当当たたっってて、、事事業業者者間間又又はは事事業業者者団団体体ににおおいいてて、、供供給給計計画画にに

関関すするる意意見見交交換換等等をを行行わわせせるるこことと。。  

需需給給見見通通ししをを作作成成すするるにに当当たたっってて、、行行政政機機関関がが個個別別のの事事業業者者かからら聴聴取取すするる限限りりでではは問問

題題ははなないいがが、、ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、事事業業者者がが共共同同ししてて、、又又はは事事業業者者団団体体がが、、生生産産・・

販販売売数数量量等等をを決決定定すするるここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

⑤⑤  設設備備投投資資又又はは設設備備廃廃棄棄のの時時期期又又はは規規模模にに関関しし輪輪番番制制等等のの具具体体的的なな目目安安をを示示ししてて指指導導すす

るるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、事事業業者者がが共共同同ししてて、、又又はは事事業業者者団団体体がが、、設設備備投投資資等等ににつつ

いいてて決決定定すするるここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

⑥⑥  個個々々のの事事業業者者がが自自主主的的判判断断でで決決定定すするるここととととさされれてていいるる生生産産・・販販売売数数量量、、輸輸入入・・輸輸出出

数数量量、、設設備備のの新新増増設設等等ににつついいてて事事前前届届出出制制がが採採らられれてていいるる場場合合にに、、具具体体的的なな目目安安をを示示しし

てて届届出出事事項項ににつついいてて指指導導ししたたりり、、事事業業者者間間又又はは事事業業者者団団体体でで調調整整ををささせせたたりり、、事事業業者者団団

体体にに一一括括ししてて届届出出ををささせせたたりり、、事事業業者者団団体体をを経経由由ししてて届届出出ををささせせるるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、事事業業者者がが共共同同ししてて、、又又はは事事業業者者団団体体がが、、届届出出事事項項ででああるる

数数量量等等ににつついいてて決決定定すするるここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

  

  ⑷⑷  営営業業方方法法、、品品質質・・規規格格、、広広告告・・表表示示等等にに関関すするる行行政政指指導導  

        営営業業方方法法、、品品質質・・規規格格、、広広告告・・表表示示等等はは、、事事業業者者がが創創意意工工夫夫をを発発揮揮ししてて行行うう重重要要なな競競争争手手

段段でであありり、、行行政政機機関関はは、、法法令令にに具具体体的的なな規規定定ががなないい営営業業方方法法、、品品質質・・規規格格、、広広告告・・表表示示等等にに

関関すするる行行政政指指導導にによよりり、、ここれれららのの事事項項ににつついいててのの事事業業者者のの活活動動がが不不当当にに制制限限さされれ、、公公正正かか

つつ自自由由なな競競争争がが制制限限さされれ、、又又はは阻阻害害さされれるるここととののなないいよようう十十分分留留意意すするる必必要要ががああるる。。  

        法法令令のの遵遵守守、、不不正正行行為為のの防防止止等等のの社社会会公公共共へへのの配配慮慮、、取取引引のの透透明明性性のの確確保保、、保保健健衛衛生生のの向向

上上、、安安全全性性のの向向上上等等のの観観点点かからら行行政政機機関関がが営営業業方方法法、、品品質質・・規規格格、、広広告告・・表表示示等等にに関関ししてて、、
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①①  生生産産・・販販売売数数量量、、輸輸入入・・輸輸出出数数量量、、減減産産率率（（幅幅））、、原原材材料料のの購購入入数数量量等等ににつついいてて目目安安とと

ななるる具具体体的的なな数数字字をを示示ししてて指指導導すするるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、事事業業者者がが共共同同ししてて、、又又はは事事業業者者団団体体がが、、数数量量等等ににつついいてて

決決定定すするるここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

②②  短短期期のの需需給給見見通通しし等等具具体体的的なな目目安安をを示示ししてて生生産産・・販販売売数数量量、、輸輸入入・・輸輸出出数数量量、、設設備備のの

新新増増設設等等にに関関すするる事事業業計計画画をを提提出出ささせせるるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、事事業業者者がが共共同同ししてて、、又又はは事事業業者者団団体体がが、、示示さされれたた目目安安にに

応応じじたた事事業業計計画画をを作作成成しし、、そそれれにに従従っってて事事業業活活動動をを行行ううここととをを決決定定すするるここととににななるるおおそそ

れれががああるる。。  

③③  構構成成事事業業者者のの個個々々のの取取引引ににおおけけるる数数量量等等通通常常各各事事業業者者のの営営業業上上のの秘秘密密ととさされれてていいるる事事

項項ににつついいてて事事業業者者団団体体をを通通じじてて報報告告をを求求めめるるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、当当該該事事業業者者団団体体がが取取りりままととめめにに当当たたりり、、構構成成事事業業者者のの生生

産産・・販販売売数数量量、、輸輸入入・・輸輸出出数数量量等等をを決決定定すするるここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

④④  短短期期のの需需給給見見通通ししのの作作成成にに当当たたっってて、、事事業業者者間間又又はは事事業業者者団団体体ににおおいいてて、、供供給給計計画画にに

関関すするる意意見見交交換換等等をを行行わわせせるるこことと。。  

需需給給見見通通ししをを作作成成すするるにに当当たたっってて、、行行政政機機関関がが個個別別のの事事業業者者かからら聴聴取取すするる限限りりでではは問問

題題ははなないいがが、、ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、事事業業者者がが共共同同ししてて、、又又はは事事業業者者団団体体がが、、生生産産・・

販販売売数数量量等等をを決決定定すするるここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

⑤⑤  設設備備投投資資又又はは設設備備廃廃棄棄のの時時期期又又はは規規模模にに関関しし輪輪番番制制等等のの具具体体的的なな目目安安をを示示ししてて指指導導すす

るるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、事事業業者者がが共共同同ししてて、、又又はは事事業業者者団団体体がが、、設設備備投投資資等等ににつつ

いいてて決決定定すするるここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

⑥⑥  個個々々のの事事業業者者がが自自主主的的判判断断でで決決定定すするるここととととさされれてていいるる生生産産・・販販売売数数量量、、輸輸入入・・輸輸出出

数数量量、、設設備備のの新新増増設設等等ににつついいてて事事前前届届出出制制がが採採らられれてていいるる場場合合にに、、具具体体的的なな目目安安をを示示しし

てて届届出出事事項項ににつついいてて指指導導ししたたりり、、事事業業者者間間又又はは事事業業者者団団体体でで調調整整ををささせせたたりり、、事事業業者者団団

体体にに一一括括ししてて届届出出ををささせせたたりり、、事事業業者者団団体体をを経経由由ししてて届届出出ををささせせるるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、事事業業者者がが共共同同ししてて、、又又はは事事業業者者団団体体がが、、届届出出事事項項ででああるる

数数量量等等ににつついいてて決決定定すするるここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

  

  ⑷⑷  営営業業方方法法、、品品質質・・規規格格、、広広告告・・表表示示等等にに関関すするる行行政政指指導導  

        営営業業方方法法、、品品質質・・規規格格、、広広告告・・表表示示等等はは、、事事業業者者がが創創意意工工夫夫をを発発揮揮ししてて行行うう重重要要なな競競争争手手

段段でであありり、、行行政政機機関関はは、、法法令令にに具具体体的的なな規規定定ががなないい営営業業方方法法、、品品質質・・規規格格、、広広告告・・表表示示等等にに

関関すするる行行政政指指導導にによよりり、、ここれれららのの事事項項ににつついいててのの事事業業者者のの活活動動がが不不当当にに制制限限さされれ、、公公正正かか

つつ自自由由なな競競争争がが制制限限さされれ、、又又はは阻阻害害さされれるるここととののなないいよようう十十分分留留意意すするる必必要要ががああるる。。  

        法法令令のの遵遵守守、、不不正正行行為為のの防防止止等等のの社社会会公公共共へへのの配配慮慮、、取取引引のの透透明明性性のの確確保保、、保保健健衛衛生生のの向向

上上、、安安全全性性のの向向上上等等のの観観点点かからら行行政政機機関関がが営営業業方方法法、、品品質質・・規規格格、、広広告告・・表表示示等等にに関関ししてて、、

 
 

具具体体的的にに制制限限ししたたりり、、事事業業者者又又はは事事業業者者団団体体にに対対ししてて自自主主規規制制をを行行ううよようう指指導導すするるここととがが

ああるる。。ままたた、、商商品品のの生生産産若若ししくくはは流流通通又又はは役役務務のの供供給給のの合合理理化化ののたためめにに、、行行政政機機関関がが品品質質・・

規規格格等等にに関関ししてて、、具具体体的的にに制制限限ししたたりり、、事事業業者者又又はは事事業業者者団団体体にに対対ししてて標標準準化化をを図図るるよようう

指指導導すするるここととががああるる。。ここれれららのの行行政政指指導導はは、、原原則則ととししてて、、独独占占禁禁止止法法ととのの関関係係ににおおいいてて問問題題

ととななるるももののででははなないいがが、、当当該該行行政政指指導導をを受受けけてて事事業業者者がが共共同同ししてて、、又又はは事事業業者者団団体体がが決決定定

ししたた基基準準等等がが、、需需要要者者のの利利益益をを不不当当にに害害しし、、又又はは構構成成事事業業者者等等ににそそのの遵遵守守をを強強制制すするるもものの

ででああれればば、、事事業業者者又又はは事事業業者者団団体体のの当当該該基基準準等等のの決決定定はは独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななるるここととかからら、、

行行政政機機関関はは、、ここのの点点にに十十分分留留意意すするる必必要要ががああるる。。  

        ままたた、、行行政政機機関関がが営営業業方方法法、、品品質質・・規規格格、、広広告告・・表表示示等等にに関関ししてて指指導導すするる場場合合ににおおいいてて、、

事事業業者者がが共共同同ししてて、、又又はは事事業業者者団団体体がが、、当当該該行行政政指指導導をを受受けけてて価価格格等等のの取取引引条条件件ににつついいてて

ままでで決決定定すすれればば、、遵遵守守をを強強制制すするるももののででななくくててもも、、当当該該決決定定はは独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななるるのの

でで、、ここのの点点ににつついいててもも十十分分留留意意すするる必必要要ががああるる。。  

  

３３  許許認認可可等等にに伴伴うう行行政政指指導導ににつついいててのの独独占占禁禁止止法法上上のの考考ええ方方  

事事業業分分野野にによよっっててはは、、参参入入・・退退出出、、価価格格、、数数量量、、設設備備等等にに関関ししてて、、許許認認可可等等にによよりり規規制制がが行行

わわれれてていいるるここととががああるる。。ここののよよううなな許許認認可可等等にによよるる規規制制はは、、法法令令にに規規定定さされれたた要要件件ののみみにに基基づづ

きき行行わわれれるるべべききでであありり、、行行政政機機関関はは、、当当該該要要件件をを超超ええたた観観点点をを加加ええてて許許認認可可等等のの運運用用ををすするるここ

ととにによよりり事事業業者者のの自自由由なな事事業業活活動動がが制制限限さされれ、、公公正正かかつつ自自由由なな競競争争がが制制限限さされれ、、又又はは阻阻害害さされれ

るるここととののなないいよようう十十分分留留意意すするる必必要要ががああるる。。ままたた、、参参入入・・退退出出、、価価格格、、数数量量、、設設備備等等ににつついいてて

法法令令のの規規定定にによよりり届届出出がが義義務務付付けけらられれてていいるる場場合合ももああるるがが、、届届出出をを許許認認可可等等のの申申請請とと事事実実上上同同

様様にに取取りり扱扱ううここととにによよりり、、ここれれららのの事事項項ににつついいてて事事業業者者のの自自由由なな事事業業活活動動をを制制限限すするるこことともも同同

様様ででああるる。。  

行行政政機機関関がが法法令令にに規規定定さされれたた許許認認可可等等のの運運用用にに当当たたっってて行行政政指指導導をを行行うう場場合合ででああっっててもも、、

当当該該行行政政指指導導のの内内容容やや方方法法にによよっっててはは、、事事業業者者又又はは事事業業者者団団体体にによよるる独独占占禁禁止止法法違違反反行行為為をを誘誘

発発すするる場場合合ががあありり、、行行政政機機関関はは、、特特にに、、許許認認可可等等をを背背景景ととすするる行行政政指指導導はは、、事事実実上上強強制制力力をを有有

ししややすすいいここととにに留留意意すするる必必要要ががああるる。。行行政政機機関関がが法法令令にに規規定定さされれたた要要件件にに照照ららししてて事事業業者者のの許許

認認可可等等のの申申請請内内容容のの変変更更等等をを個個別別にに指指導導すするるこことと自自体体はは、、独独占占禁禁止止法法ととのの関関係係ににおおいいてて問問題題をを

生生じじささせせるるももののででははなないいがが、、事事業業者者又又はは事事業業者者団団体体にに対対しし許許認認可可等等のの申申請請内内容容又又はは手手続続にに関関与与

すするるよようう指指導導すするる場場合合ににはは、、事事業業者者又又はは事事業業者者団団体体にによよるる独独占占禁禁止止法法違違反反行行為為をを誘誘発発すするるおおそそ

れれががああるる（（独独占占禁禁止止法法第第三三条条、、第第八八条条第第一一号号・・三三号号・・四四号号））。。  

例例ええばば、、次次ののよよううなな行行政政指指導導はは、、独独占占禁禁止止法法ととのの関関係係ににおおいいてて問問題題をを生生じじささせせるるおおそそれれがが

ああるる。。  

①①  参参入入のの許許認認可可等等のの申申請請にに際際しし、、当当該該事事業業分分野野のの既既存存事事業業者者若若ししくくはは事事業業者者団団体体のの同同意意をを得得

るるここととをを求求めめ、、又又はは参参入入のの条条件件ににつついいててここれれららののももののとと調調整整すするるよようう指指導導すするるこことと。。  
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ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、当当該該既既存存事事業業者者がが共共同同ししてて、、又又はは事事業業者者団団体体がが、、参参入入のの同同意意

をを拒拒否否すするるここととにによよりり新新規規参参入入をを断断念念ささせせ、、当当該該事事業業分分野野のの事事業業者者のの数数をを制制限限しし、、又又はは参参入入

ししよよううととすするる事事業業者者のの事事業業活活動動をを不不当当にに制制限限すするる条条件件をを付付すすここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

②②  参参入入のの許許認認可可等等のの申申請請にに際際しし、、既既存存事事業業者者ととのの利利害害調調整整のの観観点点かからら、、当当該該事事業業分分野野のの事事業業

者者団団体体にに加加入入すするるよようう指指導導すするるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、当当該該事事業業者者団団体体がが、、加加入入をを拒拒否否すするるここととにによよりり新新規規参参入入をを断断

念念ささせせ、、当当該該事事業業分分野野のの事事業業者者のの数数をを制制限限しし、、又又はは加加入入にに当当たたりり参参入入ししよよううととすするる事事業業者者のの

事事業業活活動動をを不不当当にに制制限限すするる条条件件をを付付すすここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

③③  複複数数のの事事業業者者かからら参参入入のの許許認認可可等等のの申申請請ががああるる等等のの場場合合にに、、申申請請事事業業者者間間又又はは当当該該事事業業分分

野野のの事事業業者者団団体体等等ににおおいいてて調調整整すするるよようう指指導導すするるこことと。。  

許許認認可可等等のの要要件件のの一一つつととししてていいわわゆゆるる需需給給調調整整条条項項がが法法令令にに規規定定さされれてていいるる場場合合ででああっっ

ててもも、、ここののよよううなな指指導導をを受受けけてて申申請請事事業業者者間間又又はは当当該該事事業業分分野野のの事事業業者者団団体体等等ににおおいいてて行行わわ

れれるる調調整整行行為為はは、、独独占占禁禁止止法法にに違違反反すするるおおそそれれががああるる。。  

④④  法法律律上上個個々々のの事事業業者者がが自自主主的的なな判判断断でで行行ううここととととさされれてていいるる価価格格等等にに関関すするる許許認認可可等等のの

申申請請ににつついいてて、、構構成成事事業業者者のの委委任任をを受受けけてて事事業業者者団団体体がが一一括括ししてて申申請請すするるよようう指指導導すするるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、事事業業者者団団体体がが許許認認可可等等のの申申請請内内容容ににつついいてて決決定定すするるここととにに

ななるるおおそそれれががああるる。。  

⑤⑤  法法律律上上個個々々のの事事業業者者がが自自主主的的なな判判断断でで行行ううここととととさされれてていいるる価価格格等等にに関関すするる許許認認可可等等のの

申申請請ににつついいてて、、事事業業者者間間又又はは事事業業者者団団体体でで調調整整ををささせせ、、当当該該事事業業分分野野のの事事業業者者団団体体をを経経由由しし、、

又又はは既既存存事事業業者者若若ししくくはは事事業業者者団団体体のの同同意意をを得得たた上上でで申申請請すするるよようう指指導導すするるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、事事業業者者がが共共同同ししてて、、又又はは事事業業者者団団体体がが、、許許認認可可等等のの申申請請内内容容

ににつついいてて決決定定すするるここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

  

（（別別添添））  

価価格格カカルルテテルルとと行行政政指指導導にに関関すするる政政府府統統一一見見解解（（第第七七十十二二回回国国会会衆衆議議院院予予算算委委員員会会（（昭昭和和

四四十十九九年年三三月月十十二二日日））吉吉国国内内閣閣法法制制局局長長官官のの答答弁弁））  

  

価価格格カカルルテテルルとと行行政政指指導導にに関関すするる見見解解ととししてて申申しし上上げげまますす。。  

第第一一にに、、価価格格はは、、本本来来市市場場ににおおけけるる需需給給関関係係をを基基準準ととししてて、、事事業業者者のの自自由由なな競競争争にによよっってて

決決ままるるべべききももののででごござざいいまますすかからら、、事事業業者者ががカカルルテテルルにによよっってて価価格格操操作作をを行行ななううここととはは、、私私的的

独独占占のの禁禁止止及及びび公公正正取取引引のの確確保保にに関関すするる法法律律第第二二条条第第六六項項のの「「不不当当なな取取引引制制限限」」にに該該当当いいたたしし

ままししてて、、認認めめるるべべききででなないいここととはは当当然然ででごござざいいまますす。。  

第第二二にに、、一一方方、、最最近近ののよよううにに、、物物価価抑抑制制がが最最大大のの国国民民的的なな課課題題ととななっってておおりりまますすここととをを考考

慮慮いいたたししまますすななららばば、、物物資資所所管管官官庁庁がが価価格格抑抑制制のの観観点点かからら、、価価格格にに関関すするる行行政政指指導導をを行行ななううここ

ととはは必必要要ややむむをを得得なないいももののとと考考ええらられれままししてて、、そそのの根根拠拠はは各各省省設設置置法法にに求求めめるるここととががででききまますす。。
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ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、当当該該既既存存事事業業者者がが共共同同ししてて、、又又はは事事業業者者団団体体がが、、参参入入のの同同意意

をを拒拒否否すするるここととにによよりり新新規規参参入入をを断断念念ささせせ、、当当該該事事業業分分野野のの事事業業者者のの数数をを制制限限しし、、又又はは参参入入

ししよよううととすするる事事業業者者のの事事業業活活動動をを不不当当にに制制限限すするる条条件件をを付付すすここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

②②  参参入入のの許許認認可可等等のの申申請請にに際際しし、、既既存存事事業業者者ととのの利利害害調調整整のの観観点点かからら、、当当該該事事業業分分野野のの事事業業

者者団団体体にに加加入入すするるよようう指指導導すするるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、当当該該事事業業者者団団体体がが、、加加入入をを拒拒否否すするるここととにによよりり新新規規参参入入をを断断

念念ささせせ、、当当該該事事業業分分野野のの事事業業者者のの数数をを制制限限しし、、又又はは加加入入にに当当たたりり参参入入ししよよううととすするる事事業業者者のの

事事業業活活動動をを不不当当にに制制限限すするる条条件件をを付付すすここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

③③  複複数数のの事事業業者者かからら参参入入のの許許認認可可等等のの申申請請ががああるる等等のの場場合合にに、、申申請請事事業業者者間間又又はは当当該該事事業業分分

野野のの事事業業者者団団体体等等ににおおいいてて調調整整すするるよようう指指導導すするるこことと。。  

許許認認可可等等のの要要件件のの一一つつととししてていいわわゆゆるる需需給給調調整整条条項項がが法法令令にに規規定定さされれてていいるる場場合合ででああっっ

ててもも、、ここののよよううなな指指導導をを受受けけてて申申請請事事業業者者間間又又はは当当該該事事業業分分野野のの事事業業者者団団体体等等ににおおいいてて行行わわ

れれるる調調整整行行為為はは、、独独占占禁禁止止法法にに違違反反すするるおおそそれれががああるる。。  

④④  法法律律上上個個々々のの事事業業者者がが自自主主的的なな判判断断でで行行ううここととととさされれてていいるる価価格格等等にに関関すするる許許認認可可等等のの

申申請請ににつついいてて、、構構成成事事業業者者のの委委任任をを受受けけてて事事業業者者団団体体がが一一括括ししてて申申請請すするるよようう指指導導すするるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、事事業業者者団団体体がが許許認認可可等等のの申申請請内内容容ににつついいてて決決定定すするるここととにに

ななるるおおそそれれががああるる。。  

⑤⑤  法法律律上上個個々々のの事事業業者者がが自自主主的的なな判判断断でで行行ううここととととさされれてていいるる価価格格等等にに関関すするる許許認認可可等等のの

申申請請ににつついいてて、、事事業業者者間間又又はは事事業業者者団団体体でで調調整整ををささせせ、、当当該該事事業業分分野野のの事事業業者者団団体体をを経経由由しし、、

又又はは既既存存事事業業者者若若ししくくはは事事業業者者団団体体のの同同意意をを得得たた上上でで申申請請すするるよようう指指導導すするるこことと。。  

ここののよよううなな行行政政指指導導にによよりり、、事事業業者者がが共共同同ししてて、、又又はは事事業業者者団団体体がが、、許許認認可可等等のの申申請請内内容容

ににつついいてて決決定定すするるここととににななるるおおそそれれががああるる。。  

  

（（別別添添））  

価価格格カカルルテテルルとと行行政政指指導導にに関関すするる政政府府統統一一見見解解（（第第七七十十二二回回国国会会衆衆議議院院予予算算委委員員会会（（昭昭和和

四四十十九九年年三三月月十十二二日日））吉吉国国内内閣閣法法制制局局長長官官のの答答弁弁））  

  

価価格格カカルルテテルルとと行行政政指指導導にに関関すするる見見解解ととししてて申申しし上上げげまますす。。  

第第一一にに、、価価格格はは、、本本来来市市場場ににおおけけるる需需給給関関係係をを基基準準ととししてて、、事事業業者者のの自自由由なな競競争争にによよっってて

決決ままるるべべききももののででごござざいいまますすかからら、、事事業業者者ががカカルルテテルルにによよっってて価価格格操操作作をを行行ななううここととはは、、私私的的

独独占占のの禁禁止止及及びび公公正正取取引引のの確確保保にに関関すするる法法律律第第二二条条第第六六項項のの「「不不当当なな取取引引制制限限」」にに該該当当いいたたしし

ままししてて、、認認めめるるべべききででなないいここととはは当当然然ででごござざいいまますす。。  

第第二二にに、、一一方方、、最最近近ののよよううにに、、物物価価抑抑制制がが最最大大のの国国民民的的なな課課題題ととななっってておおりりまますすここととをを考考

慮慮いいたたししまますすななららばば、、物物資資所所管管官官庁庁がが価価格格抑抑制制のの観観点点かからら、、価価格格にに関関すするる行行政政指指導導をを行行ななううここ

ととはは必必要要ややむむをを得得なないいももののとと考考ええらられれままししてて、、そそのの根根拠拠はは各各省省設設置置法法にに求求めめるるここととががででききまますす。。

 
 

たたととええばば通通商商産産業業省省設設置置法法第第三三条条第第二二号号、、石石油油ににつつききままししててはは第第三三十十六六条条のの七七第第一一号号ででごござざいい

まますす。。  

第第三三とといいたたししままししてて、、たただだ、、価価格格にに関関すするる行行政政指指導導がが認認めめらられれるるととはは申申ししままししててもも、、指指導導

をを受受けけままししたた事事業業者者ががささららにに共共同同ししてて価価格格操操作作をを行行ううここととががごござざいいまますするるななららばば、、先先ほほどど一一にに

述述べべままししたたとと同同様様にに、、認認めめるるべべききででなないいここととははいいううままででももごござざいいまませせんん。。  
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事事業業者者団団体体のの活活動動にに関関すするる独独占占禁禁止止法法上上のの指指針針（（抄抄））  

  

平平成成７７年年1100月月3300日日  
公公正正取取引引委委員員会会  

最最終終改改正正  令令和和２２年年1122月月2255日日  

  

ははじじめめにに  

  

１１  本本指指針針のの趣趣旨旨  
  

((11))    独独占占禁禁止止法法のの目目的的  
  

独独占占禁禁止止法法（（私私的的独独占占のの禁禁止止及及びび公公正正取取引引のの確確保保にに関関すするる法法律律（（昭昭和和 2222 年年法法律律第第 5544

号号））））はは，，事事業業者者がが，，私私的的独独占占，，不不当当なな取取引引制制限限，，不不公公正正なな取取引引方方法法等等のの行行為為をを行行ううこことと

をを禁禁止止すするるととととももにに，，事事業業者者のの結結合合体体ででああるる事事業業者者団団体体がが競競争争制制限限的的なな又又はは競競争争阻阻害害的的

なな行行為為をを行行ううここととをを禁禁止止しし，，ここううししたた行行為為がが行行わわれれたた場場合合ににははここれれをを排排除除すするるここととにによよ

りり，，公公正正かかつつ自自由由なな競競争争をを促促進進すするるここととをを目目的的ととししてていいるる。。  
  

((22))    本本指指針針のの趣趣旨旨  
  

本本指指針針はは，，事事業業者者団団体体ののどどののよよううなな活活動動がが独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななるるかかににつついいてて，，具具体体

的的なな活活動動のの例例をを挙挙げげななががらら明明ららかかににすするるここととにによよっってて，，事事業業者者団団体体にによよるる独独占占禁禁止止法法違違

反反行行為為のの防防止止をを図図るるととととももにに，，そそのの適適正正なな活活動動にに役役立立ててよよううととすするるももののででああるる。。  

  

２２  本本指指針針のの構構成成等等  
  

((11))    本本指指針針のの構構成成  
  

本本指指針針中中，，第第１１でではは，，事事業業者者団団体体ののどどののよよううなな行行為為がが独独占占禁禁止止法法でで禁禁止止さされれてていいるるかか，，

ままたた，，違違反反行行為為にに対対ししててははどどののよよううなな措措置置等等がが採採らられれるるここととととななるるかか，，ああるるいいはは事事業業者者

団団体体のの適適用用除除外外制制度度等等，，事事業業者者団団体体にに係係るる独独占占禁禁止止法法のの規規定定ががどどののよよううななももののででああるるかか

をを示示ししてていいるる。。  

              第第２２でではは，，ここれれままででのの公公正正取取引引委委員員会会のの法法運運用用のの経経験験にに基基づづきき，，事事業業者者団団体体のの実実際際のの

活活動動にに即即ししてて，，主主要要なな活活動動類類型型ごごととにに，，独独占占禁禁止止法法のの定定めめるるととこころろととのの関関係係ににつついいてて，，

参参考考例例をを挙挙げげななががらら考考ええ方方をを示示ししてていいるる。。  

ここのの第第２２のの参参考考例例ににおおいいてて，，  
  

①①    「「原原則則ととししてて違違反反すするる」」ももののととししてて挙挙げげらられれてていいるる行行為為はは，，ここれれままででのの審審決決ににおおけけ

るる違違反反行行為為のの内内容容をを整整理理ししたたととこころろにに基基づづきき，，行行為為のの内内容容かからら見見てて，，そそれれ自自体体がが競競争争

制制限限的的なな又又はは競競争争阻阻害害的的なな行行為為とと評評価価さされれるるももののでであありり，，そそのの記記述述にに該該当当すするる行行為為がが

行行わわれれたた場場合合ににはは，，独独占占禁禁止止法法のの関関係係規規定定にに原原則則ととししてて違違反反すするるとと考考ええらられれるるももののでで

ああるる。。  
  

②②    「「違違反反ととななるるおおそそれれががああるる」」ももののととししてて挙挙げげらられれてていいるる行行為為はは，，行行為為のの内内容容，，態態様様

資資料料４４  
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事事業業者者団団体体のの活活動動にに関関すするる独独占占禁禁止止法法上上のの指指針針（（抄抄））  

  

平平成成７７年年1100月月3300日日  
公公正正取取引引委委員員会会  

最最終終改改正正  令令和和２２年年1122月月2255日日  

  

ははじじめめにに  

  

１１  本本指指針針のの趣趣旨旨  
  

((11))    独独占占禁禁止止法法のの目目的的  
  

独独占占禁禁止止法法（（私私的的独独占占のの禁禁止止及及びび公公正正取取引引のの確確保保にに関関すするる法法律律（（昭昭和和 2222 年年法法律律第第 5544

号号））））はは，，事事業業者者がが，，私私的的独独占占，，不不当当なな取取引引制制限限，，不不公公正正なな取取引引方方法法等等のの行行為為をを行行ううこことと

をを禁禁止止すするるととととももにに，，事事業業者者のの結結合合体体ででああるる事事業業者者団団体体がが競競争争制制限限的的なな又又はは競競争争阻阻害害的的

なな行行為為をを行行ううここととをを禁禁止止しし，，ここううししたた行行為為がが行行わわれれたた場場合合ににははここれれをを排排除除すするるここととにによよ

りり，，公公正正かかつつ自自由由なな競競争争をを促促進進すするるここととをを目目的的ととししてていいるる。。  
  

((22))    本本指指針針のの趣趣旨旨  
  

本本指指針針はは，，事事業業者者団団体体ののどどののよよううなな活活動動がが独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななるるかかににつついいてて，，具具体体

的的なな活活動動のの例例をを挙挙げげななががらら明明ららかかににすするるここととにによよっってて，，事事業業者者団団体体にによよるる独独占占禁禁止止法法違違

反反行行為為のの防防止止をを図図るるととととももにに，，そそのの適適正正なな活活動動にに役役立立ててよよううととすするるももののででああるる。。  

  

２２  本本指指針針のの構構成成等等  
  

((11))    本本指指針針のの構構成成  
  

本本指指針針中中，，第第１１でではは，，事事業業者者団団体体ののどどののよよううなな行行為為がが独独占占禁禁止止法法でで禁禁止止さされれてていいるるかか，，

ままたた，，違違反反行行為為にに対対ししててははどどののよよううなな措措置置等等がが採採らられれるるここととととななるるかか，，ああるるいいはは事事業業者者

団団体体のの適適用用除除外外制制度度等等，，事事業業者者団団体体にに係係るる独独占占禁禁止止法法のの規規定定ががどどののよよううななももののででああるるかか

をを示示ししてていいるる。。  

              第第２２でではは，，ここれれままででのの公公正正取取引引委委員員会会のの法法運運用用のの経経験験にに基基づづきき，，事事業業者者団団体体のの実実際際のの

活活動動にに即即ししてて，，主主要要なな活活動動類類型型ごごととにに，，独独占占禁禁止止法法のの定定めめるるととこころろととのの関関係係ににつついいてて，，

参参考考例例をを挙挙げげななががらら考考ええ方方をを示示ししてていいるる。。  

ここのの第第２２のの参参考考例例ににおおいいてて，，  
  

①①    「「原原則則ととししてて違違反反すするる」」ももののととししてて挙挙げげらられれてていいるる行行為為はは，，ここれれままででのの審審決決ににおおけけ

るる違違反反行行為為のの内内容容をを整整理理ししたたととこころろにに基基づづきき，，行行為為のの内内容容かからら見見てて，，そそれれ自自体体がが競競争争

制制限限的的なな又又はは競競争争阻阻害害的的なな行行為為とと評評価価さされれるるももののでであありり，，そそのの記記述述にに該該当当すするる行行為為がが

行行わわれれたた場場合合ににはは，，独独占占禁禁止止法法のの関関係係規規定定にに原原則則ととししてて違違反反すするるとと考考ええらられれるるももののでで

ああるる。。  
  

②②    「「違違反反ととななるるおおそそれれががああるる」」ももののととししてて挙挙げげらられれてていいるる行行為為はは，，行行為為のの内内容容，，態態様様

資資料料４４  

等等かからら見見てて，，そそれれ自自体体でで直直ちちにに違違反反ととままでではは評評価価さされれなないいがが独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななりり

得得るるももののででああるる。。そそのの記記述述にに該該当当すするる行行為為ににつついいててはは，，当当該該事事業業者者団団体体のの市市場場ででのの位位

置置付付けけ，，行行為為のの行行わわれれたた状状況況等等ののいいかかんんにによよっっててはは違違反反ととななるるおおそそれれががあありり，，又又はは違違

反反行行為為にに伴伴っってて行行わわれれるるおおそそれれががあありり，，若若ししくくはは違違反反行行為為ににつつななががるるおおそそれれががああるるとと

考考ええらられれるるももののででああるる。。  
  

③③    「「原原則則ととししてて違違反反ととななららなないい」」ももののととししてて挙挙げげらられれてていいるる行行為為はは，，そそれれ自自体体でではは原原

則則ととししてて違違反反ととななららなないいとと考考ええらられれるるももののででああるる。。  
  

((22))  本本指指針針のの記記述述のの性性格格  
  

本本指指針針はは，，事事業業者者団団体体のの実実際際のの活活動動とと独独占占禁禁止止法法ととのの関関係係ににつついいてて，，ででききるるだだけけ分分かか

りりややすすくく示示そそううととししたたももののででああっってて，，本本指指針針中中でで挙挙げげてていいるる参参考考例例ははああくくままででもも類類型型化化

さされれたた例例示示ででああるる。。ささららにに，，参参考考例例等等にに付付さされれたた〈〈具具体体例例〉〉及及びび〈〈違違反反ととさされれたた具具体体例例〉〉

はは，，各各参参考考例例等等のの記記述述ににつついいててのの具具体体的的なな理理解解をを助助けけるるたためめにに，，ここれれままででのの審審決決ににおおけけ

るる違違反反行行為為をを例例示示ととししてて挙挙げげたたももののでであありり，，ままたた，，参参考考例例等等にに付付さされれたた〈〈例例〉〉はは，，同同じじ

くく各各参参考考例例等等のの記記述述ににつついいててのの具具体体的的なな理理解解をを助助けけるるたためめにに，，仮仮定定のの行行為為をを例例示示ととししてて

挙挙げげたたももののででああるる。。本本指指針針中中にに示示さされれてていいなないいももののをを含含めめ，，事事業業者者団団体体のの具具体体的的なな行行為為

がが違違反反ととななるるかかどどううかかににつついいててはは，，独独占占禁禁止止法法のの規規定定にに照照ららししてて，，個個々々のの事事案案ごごととにに判判

断断さされれるるももののででああるるここととははいいううままででももなないい。。  
  

((33))  本本指指針針のの表表記記上上のの注注意意点点  
  

①①    本本指指針針中中でで，，例例ええばば，，「「法法第第８８条条第第１１号号」」とと記記述述ししてていいるる箇箇所所ににつついいててはは，，独独占占禁禁止止

法法第第８８条条第第１１号号をを表表ししてていいるる。。  
  

②②    本本指指針針のの第第２２ににおおいいてて，，参参考考例例のの記記述述でではは，，いいずずれれもも事事業業者者団団体体がが主主体体ででああるる行行為為

をを挙挙げげてていいるるがが，，記記述述のの簡簡略略化化ののたためめ，，「「事事業業者者団団体体がが」」とといいうう主主体体をを示示すす記記述述をを省省略略

ししてていいるる。。  
  

③③    同同じじくく第第２２ににおおいいてて，，参参考考例例，，〈〈具具体体例例〉〉，，〈〈違違反反ととさされれたた具具体体例例〉〉及及びび〈〈例例〉〉のの記記述述

中中でではは，，記記述述のの簡簡略略化化ののたためめ，，「「事事業業者者団団体体」」をを単単にに「「団団体体」」とと表表記記ししてていいるる。。  
  

④④    同同じじくく第第２２ににおおいいてて，，参参考考例例等等のの末末尾尾にに「「（（§§８８――１１，，§§８８――４４））」」等等とと記記述述ししてていい

るる箇箇所所  （（７７，，８８，，1111，，1122））ににつついいててはは，，そそのの記記述述にに関関ししてて主主にに念念頭頭にに置置いいてていいるる独独占占

禁禁止止法法のの規規定定をを，，略略記記号号をを用用いいてて記記ししたたももののででああるる。。（（例例ええばば，，§§８８――１１ととああるるののはは，，

法法第第８８条条第第１１号号をを略略ししたたももののででああるる。。））  
  

⑤⑤    同同じじくく第第２２ににおおいいてて，，「「需需要要者者」」とといいうう用用語語をを用用いいてていいるる箇箇所所（（７７，，８８，，９９））ににつついい

ててはは，，商商品品又又はは役役務務をを供供給給すするる側側にに立立っったた事事業業者者団団体体のの活活動動をを念念頭頭にに置置いいてて記記述述ししてて

いいるるがが，，商商品品又又はは役役務務のの供供給給をを受受けけるる側側にに立立っったた事事業業者者団団体体のの活活動動にに関関ししててもも，，該該当当

箇箇所所のの記記述述中中のの「「需需要要者者」」をを「「供供給給者者」」とと読読みみ替替ええたた上上でで，，同同様様のの考考ええ方方がが当当ててははまま

るる。。  
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⑥⑥    同同じじくく第第２２ににおおいいてて，，「「中中小小企企業業者者のの団団体体」」がが行行うう行行為為をを記記述述ししてていいるる箇箇所所（（1100））にに

つついいててはは，，主主ととししてて中中小小企企業業者者をを構構成成員員ととすするる事事業業者者団団体体がが，，構構成成員員ででああるる中中小小企企業業

者者をを対対象象ととししてて行行うう活活動動をを，，念念頭頭にに置置いいてていいるる。。  
  
  

((44))    本本指指針針のの策策定定にに伴伴いい，，「「事事業業者者団団体体のの活活動動にに関関すするる独独占占禁禁止止法法上上のの指指針針」」（（昭昭和和 5544年年８８

月月 2277日日公公表表））はは，，廃廃止止すするる。。  

  

第第１１  事事業業者者団団体体のの活活動動にに関関すするる独独占占禁禁止止法法のの規規定定のの概概要要  

  

１１  独独占占禁禁止止法法のの基基本本理理念念とと事事業業者者団団体体  
  

独独占占禁禁止止法法のの基基本本理理念念はは，，公公正正かかつつ自自由由なな競競争争をを促促進進しし，，事事業業者者のの創創意意をを発発揮揮ささせせ，，事事

業業活活動動をを盛盛んんににしし，，雇雇用用及及びび国国民民実実所所得得のの水水準準をを高高めめ，，ももっってて一一般般消消費費者者のの利利益益をを確確保保すす

るるととととももにに，，国国民民経経済済のの民民主主的的でで健健全全なな発発達達をを促促進進すするるここととににああるる（（法法第第１１条条））。。  

          ここののたためめにに，，事事業業者者団団体体にによよるる競競争争のの実実質質的的なな制制限限，，事事業業者者のの数数のの制制限限，，構構成成事事業業者者（（事事

業業者者団団体体のの構構成成員員ででああるる事事業業者者ををいいうう。。以以下下同同じじ。。））のの機機能能又又はは活活動動のの不不当当なな制制限限，，事事業業者者

にに不不公公正正なな取取引引方方法法をを用用いいささせせるるよよううににすするる行行為為等等をを禁禁止止ししてていいるる（（法法第第８８条条））。。  

  

２２  事事業業者者団団体体ととはは  
  

「「事事業業者者団団体体」」ととはは，，事事業業者者ととししててのの共共通通のの利利益益をを増増進進すするるここととをを主主たたるる目目的的ととすするる２２

以以上上のの事事業業者者のの結結合合体体又又ははそそのの連連合合体体ををいいいい，，次次にに掲掲げげるる形形態態ののももののをを含含むむ（（法法第第２２条条第第

２２項項））。。  
  

①①    ２２以以上上のの事事業業者者がが社社員員（（社社員員にに準準ずずるるももののをを含含むむ。。））ででああるる社社団団法法人人そそのの他他のの社社団団  
  

②②    ２２以以上上のの事事業業者者がが理理事事又又はは管管理理人人のの任任免免，，業業務務のの執執行行又又ははそそのの存存立立をを支支配配ししてていいるる財財

団団法法人人そそのの他他のの財財団団  
  

③③    ２２以以上上のの事事業業者者をを組組合合員員ととすするる組組合合又又はは契契約約にによよるる２２以以上上のの事事業業者者のの結結合合体体  
  

具具体体的的ににはは，，○○○○工工業業会会，，○○○○協協会会，，○○○○協協議議会会，，○○○○組組合合とといいっったた団団体体やや○○○○連連合合会会

とといいっったたここれれらら団団体体のの連連合合体体がが事事業業者者団団体体にに当当たたるる。。  

          ここここでで「「事事業業者者ととししててのの共共通通のの利利益益」」ととはは，，構構成成事事業業者者のの経経済済活活動動上上のの利利益益にに直直接接又又はは

間間接接にに寄寄与与すするるももののををいいいい，，事事業業者者個個々々のの具具体体的的利利益益ででああるるかか，，業業界界一一般般のの利利益益ででああるるかか

はは問問わわなないい。。ここのの点点かからら，，２２以以上上のの事事業業者者のの結結合合体体ででああっっててもも，，事事業業者者ととししててのの共共通通のの利利

益益のの増増進進をを目目的的にに含含ままなないい学学術術団団体体，，社社会会事事業業団団体体，，宗宗教教団団体体等等はは事事業業者者団団体体にに当当たたららなな

いい。。  

          「「主主たたるる目目的的」」ととはは，，いいくくつつかかのの目目的的ののううちち主主要要ななももののををいいいい，，定定款款，，規規約約等等でで定定めめらら

れれてていいるる目目的的ににととららわわれれずず，，そそのの活活動動内内容容等等かからら実実質質的的にに判判断断さされれるる。。  

          「「２２以以上上のの事事業業者者のの結結合合体体」」とといいうう場場合合のの「「事事業業者者」」ににはは，，事事業業主主体体ののみみななららずず，，そそのの

利利益益ののたためめにに活活動動すするる役役員員，，従従業業員員，，代代理理人人等等もも含含ままれれるる（（法法第第２２条条第第１１項項））。。ししたたががっってて，，



－  123  －

⑥⑥    同同じじくく第第２２ににおおいいてて，，「「中中小小企企業業者者のの団団体体」」がが行行うう行行為為をを記記述述ししてていいるる箇箇所所（（1100））にに

つついいててはは，，主主ととししてて中中小小企企業業者者をを構構成成員員ととすするる事事業業者者団団体体がが，，構構成成員員ででああるる中中小小企企業業

者者をを対対象象ととししてて行行うう活活動動をを，，念念頭頭にに置置いいてていいるる。。  
  
  

((44))    本本指指針針のの策策定定にに伴伴いい，，「「事事業業者者団団体体のの活活動動にに関関すするる独独占占禁禁止止法法上上のの指指針針」」（（昭昭和和 5544年年８８

月月 2277日日公公表表））はは，，廃廃止止すするる。。  

  

第第１１  事事業業者者団団体体のの活活動動にに関関すするる独独占占禁禁止止法法のの規規定定のの概概要要  

  

１１  独独占占禁禁止止法法のの基基本本理理念念とと事事業業者者団団体体  
  

独独占占禁禁止止法法のの基基本本理理念念はは，，公公正正かかつつ自自由由なな競競争争をを促促進進しし，，事事業業者者のの創創意意をを発発揮揮ささせせ，，事事

業業活活動動をを盛盛んんににしし，，雇雇用用及及びび国国民民実実所所得得のの水水準準をを高高めめ，，ももっってて一一般般消消費費者者のの利利益益をを確確保保すす

るるととととももにに，，国国民民経経済済のの民民主主的的でで健健全全なな発発達達をを促促進進すするるここととににああるる（（法法第第１１条条））。。  

          ここののたためめにに，，事事業業者者団団体体にによよるる競競争争のの実実質質的的なな制制限限，，事事業業者者のの数数のの制制限限，，構構成成事事業業者者（（事事

業業者者団団体体のの構構成成員員ででああるる事事業業者者ををいいうう。。以以下下同同じじ。。））のの機機能能又又はは活活動動のの不不当当なな制制限限，，事事業業者者

にに不不公公正正なな取取引引方方法法をを用用いいささせせるるよよううににすするる行行為為等等をを禁禁止止ししてていいるる（（法法第第８８条条））。。  

  

２２  事事業業者者団団体体ととはは  
  

「「事事業業者者団団体体」」ととはは，，事事業業者者ととししててのの共共通通のの利利益益をを増増進進すするるここととをを主主たたるる目目的的ととすするる２２

以以上上のの事事業業者者のの結結合合体体又又ははそそのの連連合合体体ををいいいい，，次次にに掲掲げげるる形形態態ののももののをを含含むむ（（法法第第２２条条第第

２２項項））。。  
  

①①    ２２以以上上のの事事業業者者がが社社員員（（社社員員にに準準ずずるるももののをを含含むむ。。））ででああるる社社団団法法人人そそのの他他のの社社団団  
  

②②    ２２以以上上のの事事業業者者がが理理事事又又はは管管理理人人のの任任免免，，業業務務のの執執行行又又ははそそのの存存立立をを支支配配ししてていいるる財財

団団法法人人そそのの他他のの財財団団  
  

③③    ２２以以上上のの事事業業者者をを組組合合員員ととすするる組組合合又又はは契契約約にによよるる２２以以上上のの事事業業者者のの結結合合体体  
  

具具体体的的ににはは，，○○○○工工業業会会，，○○○○協協会会，，○○○○協協議議会会，，○○○○組組合合とといいっったた団団体体やや○○○○連連合合会会

とといいっったたここれれらら団団体体のの連連合合体体がが事事業業者者団団体体にに当当たたるる。。  

          ここここでで「「事事業業者者ととししててのの共共通通のの利利益益」」ととはは，，構構成成事事業業者者のの経経済済活活動動上上のの利利益益にに直直接接又又はは

間間接接にに寄寄与与すするるももののををいいいい，，事事業業者者個個々々のの具具体体的的利利益益ででああるるかか，，業業界界一一般般のの利利益益ででああるるかか

はは問問わわなないい。。ここのの点点かからら，，２２以以上上のの事事業業者者のの結結合合体体ででああっっててもも，，事事業業者者ととししててのの共共通通のの利利

益益のの増増進進をを目目的的にに含含ままなないい学学術術団団体体，，社社会会事事業業団団体体，，宗宗教教団団体体等等はは事事業業者者団団体体にに当当たたららなな

いい。。  

          「「主主たたるる目目的的」」ととはは，，いいくくつつかかのの目目的的ののううちち主主要要ななももののををいいいい，，定定款款，，規規約約等等でで定定めめらら

れれてていいるる目目的的ににととららわわれれずず，，そそのの活活動動内内容容等等かからら実実質質的的にに判判断断さされれるる。。  

          「「２２以以上上のの事事業業者者のの結結合合体体」」とといいうう場場合合のの「「事事業業者者」」ににはは，，事事業業主主体体ののみみななららずず，，そそのの

利利益益ののたためめにに活活動動すするる役役員員，，従従業業員員，，代代理理人人等等もも含含ままれれるる（（法法第第２２条条第第１１項項））。。ししたたががっってて，，

例例ええばば，，各各会会社社のの役役員員ああるるいいはは部部課課長長ををメメンンババーーととすするる継継続続的的なな集集ままりりもも，，事事業業者者ととししてて

のの共共通通のの利利益益をを増増進進すするるここととをを主主たたるる目目的的ととすするるももののででああれればば事事業業者者団団体体にに当当たたるる。。  

一一定定のの資資格格をを有有すするる者者又又はは自自由由業業にに属属すするる者者ににつついいててはは，，そそれれららのの者者がが業業ととししてて経経済済活活

動動をを行行うう場場合合ににはは「「事事業業者者」」にに該該当当しし，，そそのの結結合合体体はは事事業業者者ととししててのの共共通通のの利利益益をを増増進進すす

るるここととをを主主たたるる目目的的ととすするるももののででああれればば事事業業者者団団体体にに当当たたるる。。  

          ななおお，，２２以以上上のの事事業業者者のの結結合合体体又又ははそそのの連連合合体体ででああっっててもも，，資資本本又又はは構構成成事事業業者者のの出出資資

をを有有しし，，営営利利をを目目的的ととししてて事事業業をを営営むむここととをを主主たたるる目目的的ととしし，，かかつつ，，現現ににそそのの事事業業をを営営んん

ででいいるるももののはは，，そそれれ自自体体事事業業者者ででああっってて，，事事業業者者団団体体にに当当たたららなないいももののととさされれてていいるる（（法法

第第２２条条第第２２項項たただだしし書書））。。他他方方，，ここれれにに該該当当せせずず，，事事業業者者団団体体ででああっってて，，事事業業者者ととししててのの性性

格格をを併併せせ持持つつととききにに，，自自らら主主体体ととななっってて事事業業をを行行うう場場合合ににはは，，当当該該事事業業にに係係るる行行為為にに対対しし

ててはは，，独独占占禁禁止止法法のの事事業業者者にに関関すするる規規定定がが適適用用さされれるる。。  

  

３３  禁禁止止さされれてていいるる行行為為  
  

法法第第８８条条はは，，事事業業者者団団体体のの次次のの行行為為をを禁禁止止ししてていいるる。。  
  

((11))  「「一一定定のの取取引引分分野野ににおおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるこことと」」（（第第１１号号））  
  

事事業業者者団団体体がが，，構構成成事事業業者者がが供供給給しし，，又又はは供供給給をを受受けけるる商商品品又又はは役役務務にに関関しし価価格格のの決決

定定，，維維持持若若ししくくはは引引上上げげ又又はは数数量量のの制制限限をを行行いい，，ままたた，，構構成成事事業業者者にに係係るる顧顧客客・・販販路路，，

供供給給ののたためめのの設設備備等等ににつついいてて制制限限しし，，ああるるいいはは新新規規事事業業者者のの参参入入制制限限等等をを行行いい，，ここれれにに

よよりり一一定定のの取取引引分分野野（（市市場場））ににおおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるここととがが，，本本号号にに該該当当すするる。。  
  

((22))  「「第第６６条条にに規規定定すするる国国際際的的協協定定又又はは国国際際的的契契約約ををすするるこことと」」（（第第２２号号））  
  

事事業業者者団団体体がが，，外外国国のの事事業業者者又又はは事事業業者者団団体体とと不不当当なな取取引引制制限限又又はは不不公公正正なな取取引引方方法法

にに該該当当すするる事事項項をを内内容容ととすするる国国際際的的協協定定（（契契約約））をを締締結結すするるここととでで，，具具体体的的ににはは，，国国際際

的的なな価価格格協協定定やや市市場場分分割割協協定定等等をを締締結結すするるここととがが，，本本号号にに該該当当すするる。。  
  

((33))  「「一一定定のの事事業業分分野野ににおおけけるる現現在在又又はは将将来来のの事事業業者者のの数数をを制制限限すするるこことと」」（（第第３３号号））  
  

事事業業者者団団体体がが，，一一定定のの事事業業分分野野にに新新たたにに事事業業者者がが参参入入すするるここととをを阻阻止止しし，，又又はは既既存存のの

事事業業者者をを排排除除すするるここととにによよっってて当当該該事事業業分分野野ににおおけけるる事事業業者者のの数数をを制制限限すするるここととがが，，本本

号号にに該該当当すするる。。  
  

((44))  「「構構成成事事業業者者のの機機能能又又はは活活動動をを不不当当にに制制限限すするるこことと」」（（第第４４号号））  
  

事事業業者者団団体体がが，，構構成成事事業業者者のの事事業業活活動動にに関関ししてて制制限限をを加加ええ，，公公正正かかつつ自自由由なな競競争争をを阻阻

害害すするるここととがが，，一一般般的的にに本本号号にに該該当当すするる。。  
  

((55))  「「事事業業者者にに不不公公正正なな取取引引方方法法にに該該当当すするる行行為為ををささせせるるよよううににすするるこことと」」（（第第５５号号））  
  

事事業業者者団団体体がが，，事事業業者者（（構構成成事事業業者者以以外外のの事事業業者者もも含含ままれれるる。。））にに，，取取引引拒拒絶絶，，差差別別取取

扱扱いい，，排排他他条条件件付付取取引引，，拘拘束束条条件件付付取取引引，，競競争争者者にに対対すするる取取引引妨妨害害等等のの不不公公正正なな取取引引方方

法法にに該該当当すするる行行為為ををささせせるるよよううにに強強制制しし，，又又はは働働ききかかけけるるここととがが，，本本号号にに該該当当すするる。。  
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              具具体体的的ににはは，，非非構構成成事事業業者者とと取取引引ししなないいよよううににそそのの取取引引先先にに圧圧力力をを加加ええるる行行為為やや安安売売

業業者者にに対対しし出出荷荷停停止止等等のの不不利利益益措措置置をを講講じじるるよよううそそのの取取引引先先にに圧圧力力をを加加ええるる行行為為ななどどがが

挙挙げげらられれるる。。  
  

（（注注））  「「不不公公正正なな取取引引方方法法」」ととはは，，法法第第２２条条第第９９項項第第１１号号かからら第第５５号号ままででのの各各号号のの一一にに

該該当当すするる行行為為ののほほかか，，同同項項第第６６号号イイかかららへへままででののいいずずれれかかにに該該当当すするる行行為為ででああっってて，，

公公正正なな競競争争をを阻阻害害すするるおおそそれれががああるるももののののううちち，，公公正正取取引引委委員員会会がが指指定定すするるももののでで

ああるる。。  

法法第第２２条条第第９９項項第第６６号号にに基基づづきき指指定定さされれたた不不公公正正なな取取引引方方法法ににはは，，すすべべててのの業業種種

にに適適用用さされれるるももののとと特特定定業業種種ににののみみ適適用用さされれるるももののととががああるる。。前前者者はは，，「「不不公公正正なな取取

引引方方法法」」（（昭昭和和 5577年年公公正正取取引引委委員員会会告告示示第第 1155号号。。以以下下「「一一般般指指定定」」とといいうう。。））でで指指

定定さされれてていいるる。。後後者者はは，，特特殊殊指指定定とと呼呼ばばれれ，，現現在在，，大大規規模模小小売売業業等等３３業業種種をを対対象象にに

ししてて指指定定さされれてていいるる。。  

  

４４    排排除除措措置置  
  

((11))  法法第第８８条条のの規規定定にに違違反反すするる行行為為ががああるるととききはは，，公公正正取取引引委委員員会会はは，，事事業業者者団団体体にに対対しし，，

当当該該行行為為のの差差止止，，当当該該団団体体のの解解散散そそのの他他当当該該行行為為のの排排除除にに必必要要なな措措置置をを命命ずずるるここととががでで

ききるる（（法法第第８８条条のの２２第第１１項項））。。  
  

((22))  公公正正取取引引委委員員会会はは，，事事業業者者団団体体にによよるる法法第第８８条条のの規規定定にに違違反反すするる行行為為がが既既ににななくくななっっ

てていいるる場場合合ににおおいいててもも，，特特にに必必要要ががああるるとと認認めめるるととききはは，，事事業業者者団団体体にに対対しし，，当当該該行行為為

がが既既ににななくくななっってていいるる旨旨のの周周知知措措置置そそのの他他当当該該行行為為がが排排除除さされれたたここととをを確確保保すするるたためめにに

必必要要なな措措置置をを命命ずずるるここととががででききるる（（法法第第８８条条のの２２第第２２項項））。。  
  

((33))  公公正正取取引引委委員員会会はは，，事事業業者者団団体体にに対対しし，，((11))又又はは((22))にに規規定定すするる措措置置をを命命ずずるる場場合合ににおお

いいてて，，特特にに必必要要ががああるるとと認認めめるるととききはは，，当当該該団団体体のの役役員員若若ししくくはは管管理理人人又又ははそそのの構構成成事事

業業者者にに対対ししててもも，，所所要要のの措措置置をを命命ずずるるここととががででききるる（（法法第第８８条条のの２２第第３３項項））。。  

  

５５  課課徴徴金金  （（略略））  

 

６６  刑刑罰罰  （（略略））  

 

７７  事事業業者者団団体体にに対対すするる独独占占禁禁止止法法のの適適用用除除外外制制度度（（略略））  

 

第第２２  事事業業者者団団体体のの実実際際のの活活動動とと独独占占禁禁止止法法  

  

      ((11))    事事業業者者団団体体のの活活動動はは，，当当該該産産業業にに対対すするる社社会会公公共共的的なな要要請請へへのの対対応応，，消消費費者者理理解解のの増増

進進等等多多様様なな目目的的のの下下にに，，教教育育・・研研修修，，情情報報のの収収集集・・提提供供，，政政府府へへのの要要望望やや意意見見のの表表明明等等

種種々々ののももののががああるる。。広広範範なな事事業業者者団団体体のの活活動動のの中中でで，，独独占占禁禁止止法法がが問問題題ととすするるののはは，，事事
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              具具体体的的ににはは，，非非構構成成事事業業者者とと取取引引ししなないいよよううににそそのの取取引引先先にに圧圧力力をを加加ええるる行行為為やや安安売売

業業者者にに対対しし出出荷荷停停止止等等のの不不利利益益措措置置をを講講じじるるよよううそそのの取取引引先先にに圧圧力力をを加加ええるる行行為為ななどどがが

挙挙げげらられれるる。。  
  

（（注注））  「「不不公公正正なな取取引引方方法法」」ととはは，，法法第第２２条条第第９９項項第第１１号号かからら第第５５号号ままででのの各各号号のの一一にに

該該当当すするる行行為為ののほほかか，，同同項項第第６６号号イイかかららへへままででののいいずずれれかかにに該該当当すするる行行為為ででああっってて，，

公公正正なな競競争争をを阻阻害害すするるおおそそれれががああるるももののののううちち，，公公正正取取引引委委員員会会がが指指定定すするるももののでで

ああるる。。  

法法第第２２条条第第９９項項第第６６号号にに基基づづきき指指定定さされれたた不不公公正正なな取取引引方方法法ににはは，，すすべべててのの業業種種

にに適適用用さされれるるももののとと特特定定業業種種ににののみみ適適用用さされれるるももののととががああるる。。前前者者はは，，「「不不公公正正なな取取

引引方方法法」」（（昭昭和和 5577年年公公正正取取引引委委員員会会告告示示第第 1155号号。。以以下下「「一一般般指指定定」」とといいうう。。））でで指指

定定さされれてていいるる。。後後者者はは，，特特殊殊指指定定とと呼呼ばばれれ，，現現在在，，大大規規模模小小売売業業等等３３業業種種をを対対象象にに

ししてて指指定定さされれてていいるる。。  

  

４４    排排除除措措置置  
  

((11))  法法第第８８条条のの規規定定にに違違反反すするる行行為為ががああるるととききはは，，公公正正取取引引委委員員会会はは，，事事業業者者団団体体にに対対しし，，

当当該該行行為為のの差差止止，，当当該該団団体体のの解解散散そそのの他他当当該該行行為為のの排排除除にに必必要要なな措措置置をを命命ずずるるここととががでで

ききるる（（法法第第８８条条のの２２第第１１項項））。。  
  

((22))  公公正正取取引引委委員員会会はは，，事事業業者者団団体体にによよるる法法第第８８条条のの規規定定にに違違反反すするる行行為為がが既既ににななくくななっっ

てていいるる場場合合ににおおいいててもも，，特特にに必必要要ががああるるとと認認めめるるととききはは，，事事業業者者団団体体にに対対しし，，当当該該行行為為

がが既既ににななくくななっってていいるる旨旨のの周周知知措措置置そそのの他他当当該該行行為為がが排排除除さされれたたここととをを確確保保すするるたためめにに

必必要要なな措措置置をを命命ずずるるここととががででききるる（（法法第第８８条条のの２２第第２２項項））。。  
  

((33))  公公正正取取引引委委員員会会はは，，事事業業者者団団体体にに対対しし，，((11))又又はは((22))にに規規定定すするる措措置置をを命命ずずるる場場合合ににおお

いいてて，，特特にに必必要要ががああるるとと認認めめるるととききはは，，当当該該団団体体のの役役員員若若ししくくはは管管理理人人又又ははそそのの構構成成事事

業業者者にに対対ししててもも，，所所要要のの措措置置をを命命ずずるるここととががででききるる（（法法第第８８条条のの２２第第３３項項））。。  

  

５５  課課徴徴金金  （（略略））  

 

６６  刑刑罰罰  （（略略））  

 

７７  事事業業者者団団体体にに対対すするる独独占占禁禁止止法法のの適適用用除除外外制制度度（（略略））  

 

第第２２  事事業業者者団団体体のの実実際際のの活活動動とと独独占占禁禁止止法法  

  

      ((11))    事事業業者者団団体体のの活活動動はは，，当当該該産産業業にに対対すするる社社会会公公共共的的なな要要請請へへのの対対応応，，消消費費者者理理解解のの増増

進進等等多多様様なな目目的的のの下下にに，，教教育育・・研研修修，，情情報報のの収収集集・・提提供供，，政政府府へへのの要要望望やや意意見見のの表表明明等等

種種々々ののももののががああるる。。広広範範なな事事業業者者団団体体のの活活動動のの中中でで，，独独占占禁禁止止法法がが問問題題ととすするるののはは，，事事

業業者者間間のの競競争争をを制制限限しし，，又又はは阻阻害害すするるおおそそれれががああるる活活動動ででああるる。。  

              事事業業者者団団体体のの活活動動がが事事業業者者のの事事業業活活動動にに何何ららかかのの制制限限をを加加ええるる場場合合ににはは，，独独占占禁禁止止法法

上上のの問問題題をを生生じじなないいかかどどううかかににつついいてて検検討討すするる必必要要ががああるる。。  
  

((22))    事事業業者者団団体体がが，，事事業業者者のの事事業業活活動動のの諸諸要要素素ののううちち，，事事業業者者がが供供給給しし，，又又はは供供給給をを受受けけ

るる商商品品又又はは役役務務のの価価格格又又はは数数量量，，取取引引にに係係るる顧顧客客・・販販路路，，供供給給ののたためめのの設設備備等等重重要要なな競競

争争手手段段ででああるる事事項項ににつついいてて制制限限すするるここととはは，，市市場場メメカカニニズズムムにに直直接接的的なな影影響響をを及及ぼぼすすもも

ののででああるる。。ままたた，，事事業業者者団団体体がが，，新新たたなな事事業業者者のの参参入入をを制制限限しし，，又又はは既既存存のの事事業業者者をを排排

除除すするる活活動動をを行行ううこことともも，，市市場場メメカカニニズズムムにに直直接接的的なな影影響響をを及及ぼぼすすももののででああるる。。  

              下下記記「「１１  価価格格制制限限行行為為」」かからら「「５５  参参入入制制限限行行為為等等」」ままでででで具具体体的的にに挙挙げげらられれるるよよ

ううなな制制限限行行為為にによよりり市市場場ににおおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするる（（注注））ここととはは法法第第８８条条第第１１号号

のの規規定定にに違違反反すするる。。ままたた，，市市場場ににおおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるままででににはは至至ららなないい場場合合

ででああっっててもも，，ここれれららのの制制限限行行為為はは原原則則ととししてて法法第第８８条条第第３３号号，，第第４４号号又又はは第第５５号号のの規規定定

にに違違反反すするる。。  

              事事業業者者団団体体にによよるるここののよよううなな制制限限行行為為がが原原則則ととししてて違違反反ととさされれるるののはは，，そそのの行行為為のの具具

体体的的なな形形態態やや手手段段・・方方法法ののいいかかんんをを問問わわなないい。。ままたた，，同同じじくくここののよよううなな行行為為がが原原則則ととしし

てて違違反反ととさされれるるののはは，，行行為為のの理理由由ののいいかかんんをを問問わわなないいののででああっってて，，妥妥当当なな価価格格水水準準ににすす

るるたためめととかか，，商商品品又又はは役役務務のの質質をを確確保保すするるたためめととかか，，受受注注のの均均等等化化をを図図るるたためめとといいっったた

理理由由にによよっってて正正当当化化さされれるるももののででははなないい。。  

（（「「１１  価価格格制制限限行行為為」」～～「「５５  参参入入制制限限行行為為等等」」参参照照））  
  

（（注注））    「「競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるととはは，，競競争争自自体体がが減減少少ししてて，，特特定定のの事事業業者者又又はは事事業業

者者集集団団ががそそのの意意思思でで，，ああるる程程度度自自由由にに，，価価格格，，品品質質，，数数量量，，そそのの他他各各般般のの条条件件をを

左左右右すするるここととにによよつつてて，，市市場場をを支支配配すするるここととががででききるる状状態態ををももたたららすすここととををいいうう」」

（（東東京京高高等等裁裁判判所所昭昭和和 2288年年 1122月月７７日日判判決決））。。  
  

((33))    事事業業者者団団体体がが，，事事業業者者にに不不公公正正なな取取引引方方法法にに該該当当すするる行行為為ををささせせるるよよううににすするるここととはは，，

法法第第８８条条第第５５号号のの規規定定にに違違反反すするる。。  

（（「「６６  不不公公正正なな取取引引方方法法」」参参照照））  
  

((44))    事事業業者者団団体体がが，，商商品品又又はは役役務務のの種種類類，，品品質質，，規規格格等等やや営営業業のの種種類類，，内内容容，，方方法法等等ににつつ

いいてて制制限限すするるここととはは，，市市場場メメカカニニズズムムにに及及ぼぼすす影影響響がが上上記記((22))のの価価格格等等にに係係るる制制限限にに比比べべ

れればば直直接接的的ででああるるととはは必必ずずししももいいええなないいがが，，法法第第８８条条第第３３号号，，第第４４号号又又はは第第５５号号のの規規定定

にに違違反反すするるかかどどううかかがが問問題題ととななるる。。ままたた，，ここののよよううなな制制限限行行為為にによよりり市市場場ににおおけけるる競競争争

をを実実質質的的にに制制限限しし法法第第８８条条第第１１号号のの規規定定にに違違反反すするる場場合合ももあありり得得るる。。  

事事業業者者団団体体がが，，社社会会公公共共的的なな目目的的等等にに基基づづいいてて構構成成事事業業者者のの事事業業活活動動ににつついいてて自自主主的的

なな基基準準・・規規約約等等をを設設定定しし，，そそのの利利用用・・遵遵守守をを申申しし合合わわせせるるよよううなな活活動動（（自自主主規規制制））等等にに

つついいててはは，，独独占占禁禁止止法法上上のの問問題題をを特特段段生生じじなないいももののもも多多いい。。ししかかししななががらら，，自自主主規規制制等等

のの活活動動のの内内容容，，態態様様等等にによよっっててはは，，多多様様なな商商品品又又はは役役務務やや営営業業方方法法のの提提供供等等にに係係るる競競争争

をを阻阻害害又又はは制制限限すするるここととととななるる場場合合ももああるる。。  
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                              （（「「７７  種種類類，，品品質質，，規規格格等等にに関関すするる行行為為」」及及びび  

「「８８  営営業業のの種種類類，，内内容容，，方方法法等等にに関関すするる行行為為」」参参照照））  
  

((55))    事事業業者者団団体体のの当当該該産産業業にに関関すするる諸諸情情報報をを収収集集・・提提供供すするる活活動動（（情情報報活活動動）），，構構成成事事業業者者

のの経経営営上上のの知知識識等等にに係係るる相相対対的的なな不不足足をを補補ううたためめ経経営営上上のの指指導導をを行行うう活活動動（（経経営営指指導導））

やや構構成成事事業業者者のの共共同同にによよるる事事業業活活動動ととししててのの性性格格をを持持つつ事事業業（（共共同同事事業業））のの中中ににはは，，独独

占占禁禁止止法法上上のの問問題題をを特特段段生生じじなないいももののもも多多いい。。  

              ししかかししななががらら，，情情報報活活動動ににつついいててはは，，事事業業者者団団体体がが，，価価格格等等重重要要なな競競争争手手段段のの具具体体的的

なな内内容容にに関関ししてて，，構構成成事事業業者者ととのの間間でで情情報報をを収収集集・・提提供供しし，，又又はは構構成成事事業業者者間間のの情情報報交交

換換をを促促進進すするる場場合合ににはは，，そそのの内内容容等等にによよっってて，，上上記記((22))ののよよううなな競競争争制制限限行行為為ににつつななががりり，，

又又ははここれれららにに伴伴ううももののととししてて独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななりり得得るる。。  

（（「「９９  情情報報活活動動」」参参照照））    

              経経営営指指導導ににつついいててもも，，価価格格等等重重要要なな競競争争手手段段のの具具体体的的なな内内容容ににつついいてて目目安安をを与与ええるるよよ

ううなな指指導導をを行行ううここととはは，，上上記記((22))ののよよううなな競競争争制制限限行行為為ににつつななががりり，，又又ははここれれららにに伴伴ううもも

ののととししてて独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななりり得得るる。。  

（（「「1100  経経営営指指導導」」参参照照））  

              ままたた，，共共同同事事業業ににつついいててはは，，特特にに共共同同販販売売ののよよううにに価価格格等等重重要要なな競競争争手手段段がが共共同同事事業業

のの中中でで決決定定さされれるるよよううなな事事業業はは，，参参加加事事業業者者のの市市場場シシェェアア等等にによよっっててはは競競争争制制限限行行為為にに

当当たたりり独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななりり得得るる。。  

（（「「1111  共共同同事事業業」」参参照照））  
  

((66))    事事業業者者にに対対すするる公公的的規規制制はは種種々々のの社社会会的的目目的的等等のの下下にに設設定定さされれてていいるるがが，，一一方方でで事事業業

者者間間のの競競争争にに一一定定のの制制約約をを加加ええるる効効果果をを伴伴うう。。公公的的規規制制分分野野のの中中でで行行わわれれるるべべきき競競争争にに

つついいてて，，ああるるいいはは，，規規制制がが緩緩和和さされれたた結結果果回回復復さされれるるべべきき競競争争ににつついいてて，，事事業業者者団団体体がが

制制限限すするるここととはは，，上上記記((22))ののよよううなな競競争争制制限限行行為為にに当当たたるるももののでであありり，，是是認認さされれなないい。。  

              ままたた，，行行政政ととのの関関係係でで，，例例ええばば公公的的事事業業のの実実施施ののたためめのの業業務務等等がが委委託託さされれ，，ああるるいいはは

行行政政指指導導をを受受けけたたここととをを背背景景にに，，事事業業者者団団体体にによよるる競競争争制制限限行行為為がが行行わわれれるるよよううななこことと

ががなないいよようう留留意意をを要要すするる。。  

（（「「1122  公公的的規規制制，，行行政政等等にに関関連連すするる行行為為」」参参照照））  
  

((77))    ななおお，，事事業業者者団団体体ににつついいててもも，，事事業業者者ととししててのの性性格格をを併併せせ持持つつととききにに，，自自らら主主体体ととなな

っってて事事業業をを行行ううにに際際ししてて，，他他のの事事業業者者とと共共同同ししてて不不当当なな取取引引制制限限にに当当たたるる行行為為をを行行いい，，

ああるるいいはは不不公公正正なな取取引引方方法法をを用用いいるるよよううなな場場合合ににはは，，そそれれぞぞれれ，，法法第第３３条条ああるるいいはは第第 1199

条条のの規規定定にに違違反反すするるここととととななるる。。  

（（「「６６  不不公公正正なな取取引引方方法法」」等等参参照照））  

              ままたた，，事事業業者者団団体体のの場場ににおおいいてて，，情情報報交交換換活活動動等等をを通通じじてて，，事事業業者者がが不不当当なな取取引引制制限限

ををすするる場場合合ににはは，，そそれれらら事事業業者者のの行行為為がが法法第第３３条条のの規規定定にに違違反反すするるここととととななるる。。  

（（「「９９  情情報報活活動動」」参参照照））  
  

((88))    事事業業者者団団体体がが，，競競争争制制限限等等にに関関すするる意意思思形形成成にに際際ししてて，，事事業業者者団団体体ととししててのの「「決決定定」」
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                              （（「「７７  種種類類，，品品質質，，規規格格等等にに関関すするる行行為為」」及及びび  

「「８８  営営業業のの種種類類，，内内容容，，方方法法等等にに関関すするる行行為為」」参参照照））  
  

((55))    事事業業者者団団体体のの当当該該産産業業にに関関すするる諸諸情情報報をを収収集集・・提提供供すするる活活動動（（情情報報活活動動）），，構構成成事事業業者者

のの経経営営上上のの知知識識等等にに係係るる相相対対的的なな不不足足をを補補ううたためめ経経営営上上のの指指導導をを行行うう活活動動（（経経営営指指導導））

やや構構成成事事業業者者のの共共同同にによよるる事事業業活活動動ととししててのの性性格格をを持持つつ事事業業（（共共同同事事業業））のの中中ににはは，，独独

占占禁禁止止法法上上のの問問題題をを特特段段生生じじなないいももののもも多多いい。。  

              ししかかししななががらら，，情情報報活活動動ににつついいててはは，，事事業業者者団団体体がが，，価価格格等等重重要要なな競競争争手手段段のの具具体体的的

なな内内容容にに関関ししてて，，構構成成事事業業者者ととのの間間でで情情報報をを収収集集・・提提供供しし，，又又はは構構成成事事業業者者間間のの情情報報交交

換換をを促促進進すするる場場合合ににはは，，そそのの内内容容等等にによよっってて，，上上記記((22))ののよよううなな競競争争制制限限行行為為ににつつななががりり，，

又又ははここれれららにに伴伴ううももののととししてて独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななりり得得るる。。  

（（「「９９  情情報報活活動動」」参参照照））    

              経経営営指指導導ににつついいててもも，，価価格格等等重重要要なな競競争争手手段段のの具具体体的的なな内内容容ににつついいてて目目安安をを与与ええるるよよ

ううなな指指導導をを行行ううここととはは，，上上記記((22))ののよよううなな競競争争制制限限行行為為ににつつななががりり，，又又ははここれれららにに伴伴ううもも

ののととししてて独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななりり得得るる。。  

（（「「1100  経経営営指指導導」」参参照照））  

              ままたた，，共共同同事事業業ににつついいててはは，，特特にに共共同同販販売売ののよよううにに価価格格等等重重要要なな競競争争手手段段がが共共同同事事業業

のの中中でで決決定定さされれるるよよううなな事事業業はは，，参参加加事事業業者者のの市市場場シシェェアア等等にによよっっててはは競競争争制制限限行行為為にに

当当たたりり独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななりり得得るる。。  

（（「「1111  共共同同事事業業」」参参照照））  
  

((66))    事事業業者者にに対対すするる公公的的規規制制はは種種々々のの社社会会的的目目的的等等のの下下にに設設定定さされれてていいるるがが，，一一方方でで事事業業

者者間間のの競競争争にに一一定定のの制制約約をを加加ええるる効効果果をを伴伴うう。。公公的的規規制制分分野野のの中中でで行行わわれれるるべべきき競競争争にに

つついいてて，，ああるるいいはは，，規規制制がが緩緩和和さされれたた結結果果回回復復さされれるるべべきき競競争争ににつついいてて，，事事業業者者団団体体がが

制制限限すするるここととはは，，上上記記((22))ののよよううなな競競争争制制限限行行為為にに当当たたるるももののでであありり，，是是認認さされれなないい。。  

              ままたた，，行行政政ととのの関関係係でで，，例例ええばば公公的的事事業業のの実実施施ののたためめのの業業務務等等がが委委託託さされれ，，ああるるいいはは

行行政政指指導導をを受受けけたたここととをを背背景景にに，，事事業業者者団団体体にによよるる競競争争制制限限行行為為がが行行わわれれるるよよううななこことと

ががなないいよようう留留意意をを要要すするる。。  

（（「「1122  公公的的規規制制，，行行政政等等にに関関連連すするる行行為為」」参参照照））  
  

((77))    ななおお，，事事業業者者団団体体ににつついいててもも，，事事業業者者ととししててのの性性格格をを併併せせ持持つつととききにに，，自自らら主主体体ととなな

っってて事事業業をを行行ううにに際際ししてて，，他他のの事事業業者者とと共共同同ししてて不不当当なな取取引引制制限限にに当当たたるる行行為為をを行行いい，，

ああるるいいはは不不公公正正なな取取引引方方法法をを用用いいるるよよううなな場場合合ににはは，，そそれれぞぞれれ，，法法第第３３条条ああるるいいはは第第 1199

条条のの規規定定にに違違反反すするるここととととななるる。。  

（（「「６６  不不公公正正なな取取引引方方法法」」等等参参照照））  

              ままたた，，事事業業者者団団体体のの場場ににおおいいてて，，情情報報交交換換活活動動等等をを通通じじてて，，事事業業者者がが不不当当なな取取引引制制限限

ををすするる場場合合ににはは，，そそれれらら事事業業者者のの行行為為がが法法第第３３条条のの規規定定にに違違反反すするるここととととななるる。。  

（（「「９９  情情報報活活動動」」参参照照））  
  

((88))    事事業業者者団団体体がが，，競競争争制制限限等等にに関関すするる意意思思形形成成にに際際ししてて，，事事業業者者団団体体ととししててのの「「決決定定」」

をを行行ううがが，，ここのの「「決決定定」」はは，，事事業業者者団団体体のの正正規規のの意意思思決決定定機機関関のの議議事事をを経経たた明明示示のの決決定定

ののよよううななももののにに限限らられれずず，，事事業業者者団団体体のの意意思思形形成成とと認認めめらられれるるももののででああれればば，，慣慣行行等等にに

基基づづくく事事実実上上のの決決定定もも含含ままれれるる。。  
  

（（注注））    例例ええばば，，ああるる事事業業者者団団体体でで，，規規程程上上はは意意思思決決定定機機関関ででなないい委委員員会会，，部部会会等等ににおお

けけるる決決定定やや合合意意がが，，慣慣行行上上同同団団体体にによよるる決決定定ととししてて扱扱わわれれてていいるるよよううなな場場合合ににはは，，

ここれれらら決決定定やや合合意意はは事事業業者者団団体体のの決決定定にに当当たたるる。。  
  

((99))    以以下下でではは，，上上記記ののよよううなな観観点点かからら，，「「１１  価価格格制制限限行行為為」」かからら「「1122  公公的的規規制制，，行行政政等等

にに関関連連すするる行行為為」」ままででにに分分けけてて，，主主要要なな活活動動類類型型ごごととにに，，そそれれぞぞれれ事事業業者者団団体体のの活活動動とと

独独占占禁禁止止法法のの定定めめるるととこころろととのの関関係係ににつついいてて，，実実際際のの活活動動例例にに即即ししてて，，そそのの考考ええ方方をを示示

すす。。  

  

１１  価価格格制制限限行行為為  
  

          事事業業者者団団体体がが，，次次ののよよううなな価価格格にに関関すするる行行為為をを行行いい，，ここれれにによよりり市市場場ににおおけけるる競競争争をを実実

質質的的にに制制限限すするるここととはは，，法法第第８８条条第第１１号号のの規規定定にに違違反反すするる。。ままたた，，市市場場ににおおけけるる競競争争をを実実

質質的的にに制制限限すするるままででににはは至至ららなないい場場合合ででああっっててもも，，次次ののよよううなな行行為為はは，，原原則則ととししてて法法第第８８

条条第第４４号号又又はは第第５５号号のの規規定定にに違違反反すするる。。  
  

１１――１１  

  

  

  

１１――２２  

（（価価格格等等のの決決定定））  

  

  

  

（（再再販販売売価価格格のの制制

限限））  

  

○○    構構成成事事業業者者がが供供給給しし，，若若ししくくはは供供給給をを受受けけるる商商品品若若しし

くくはは役役務務のの価価格格をを決決定定しし，，又又ははそそのの維維持持若若ししくくはは引引上上げげ

をを決決定定すするるこことと。。  

  

○○    事事業業者者がが供供給給すするる商商品品ににつついいてて，，事事業業者者にに再再販販売売価価格格

のの拘拘束束（（法法第第２２条条第第９９項項第第４４号号））にに当当たたるる行行為為ををささせせるる

よよううににしし，，構構成成事事業業者者にに再再販販売売価価格格のの維維持持をを励励行行ささせせ，，

再再販販売売価価格格をを決決定定しし，，そそのの他他再再販販売売価価格格にに関関すするる制制限限をを

行行ううこことと。。  
  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ手手編編・・手手芸芸糸糸卸卸売売業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 4444年年（（勧勧））第第

４４号号））でではは，，構構成成事事業業者者にに，，小小売売店店にに対対ししてて最最低低販販売売価価

格格をを厳厳守守すするるよようう伝伝ええささせせるるととととももにに，，廉廉売売ししたた小小売売店店

にに取取引引中中止止ををほほののめめかかすす等等ささせせたたここととがが，，一一般般指指定定のの８８

（（現現行行法法第第２２条条第第９９項項第第４４号号））にに該該当当すするる行行為為ををささせせるる

よよううににししてていいるるももののととししてて，，法法第第８８条条第第１１項項第第５５号号（（現現

行行法法第第８８条条第第５５号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＹＹレレココーードド等等製製造造業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 5555年年（（勧勧））第第４４

号号））でではは，，構構成成事事業業者者にに，，割割引引販販売売をを取取りりややめめなないい小小売売

業業者者にに対対ししてて出出荷荷をを停停止止ささせせるる等等にによよりりレレココーードド等等のの再再
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販販売売価価格格のの維維持持をを励励行行ささせせたたこことと等等がが，，法法第第８８条条第第１１項項

第第４４号号（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＺＺ牛牛乳乳製製造造業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 5577年年（（勧勧））第第２２号号））でで

はは，，構構成成事事業業者者のの取取引引先先ででああるる量量販販店店のの牛牛乳乳のの最最低低小小売売

価価格格をを定定めめ，，構構成成事事業業者者がが量量販販店店にに対対ししここれれをを遵遵守守すするる

よようう要要請請すするるこことと等等をを決決定定ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項

第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。  
        

    ((11))    価価格格制制限限行行為為のの具具体体的的なな形形態態やや手手段段・・方方法法  
  

価価格格等等のの決決定定（（１１――１１））又又はは再再販販売売価価格格のの制制限限（（１１――２２））（（以以下下ここのの章章ににおおいいてて「「価価格格

制制限限行行為為」」とといいうう。。））のの行行為為のの具具体体的的なな形形態態やや手手段段・・方方法法はは多多様様でであありり，，例例ええばば次次ののよようう

ななももののががああるるがが，，価価格格制制限限行行為為がが原原則則ととししてて違違反反ととさされれるるののはは，，そそのの行行為為のの具具体体的的なな形形

態態やや手手段段・・方方法法ののいいかかんんをを問問わわなないい。。  
  

  １１――((11))――１１  

（（最最低低販販売売価価格格のの

決決定定））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１１――((11))――２２  

（（値値上上げげ率率等等のの決決

定定））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

○○  最最低低販販売売価価格格をを決決定定すするるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ液液化化石石油油ガガスス用用メメーータターー製製造造業業者者等等団団体体事事件件（（平平成成

４４年年（（勧勧））第第 2244号号））でではは，，構構成成事事業業者者のの家家庭庭用用ママイイココンン

メメーータターーのの販販売売価価格格のの維維持持対対策策ととししてて最最低低販販売売価価格格をを決決

定定ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第

１１号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＹＹ浄浄化化槽槽用用ブブロロワワ製製造造業業者者等等団団体体事事件件（（平平成成２２年年（（勧勧））

第第 1177号号））でではは，，構構成成事事業業者者のの小小型型浄浄化化槽槽用用ブブロロワワのの最最低低

販販売売価価格格をを決決定定ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現

行行法法第第８８条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。  

  

○○  値値上上げげ率率やや値値上上げげ幅幅をを決決定定すするるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ学学校校アアルルババムム製製造造業業者者団団体体事事件件（（平平成成３３年年（（勧勧））第第

1100号号））でではは，，構構成成事事業業者者のの平平成成２２年年度度のの学学校校アアルルババムム価価

格格をを前前年年度度価価格格かからら 1155 パパーーセセンントト引引きき上上げげるるここととをを決決

定定ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第

１１号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＹＹ路路面面標標示示用用塗塗料料製製造造業業者者等等団団体体事事件件（（平平成成４４年年（（勧勧））

第第 3322号号））でではは，，構構成成事事業業者者のの溶溶融融式式塗塗料料のの販販売売価価格格ををキキ

ロロググララムム当当たたりり 1166 円円をを目目途途にに引引きき上上げげるるここととをを決決定定しし

たたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））

違違反反ととさされれたた。。  
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販販売売価価格格のの維維持持をを励励行行ささせせたたこことと等等がが，，法法第第８８条条第第１１項項

第第４４号号（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＺＺ牛牛乳乳製製造造業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 5577年年（（勧勧））第第２２号号））でで

はは，，構構成成事事業業者者のの取取引引先先ででああるる量量販販店店のの牛牛乳乳のの最最低低小小売売

価価格格をを定定めめ，，構構成成事事業業者者がが量量販販店店にに対対ししここれれをを遵遵守守すするる

よようう要要請請すするるこことと等等をを決決定定ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項

第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。  
        

    ((11))    価価格格制制限限行行為為のの具具体体的的なな形形態態やや手手段段・・方方法法  
  

価価格格等等のの決決定定（（１１――１１））又又はは再再販販売売価価格格のの制制限限（（１１――２２））（（以以下下ここのの章章ににおおいいてて「「価価格格

制制限限行行為為」」とといいうう。。））のの行行為為のの具具体体的的なな形形態態やや手手段段・・方方法法はは多多様様でであありり，，例例ええばば次次ののよようう

ななももののががああるるがが，，価価格格制制限限行行為為がが原原則則ととししてて違違反反ととさされれるるののはは，，そそのの行行為為のの具具体体的的なな形形

態態やや手手段段・・方方法法ののいいかかんんをを問問わわなないい。。  
  

  １１――((11))――１１  

（（最最低低販販売売価価格格のの

決決定定））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１１――((11))――２２  

（（値値上上げげ率率等等のの決決

定定））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

○○  最最低低販販売売価価格格をを決決定定すするるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ液液化化石石油油ガガスス用用メメーータターー製製造造業業者者等等団団体体事事件件（（平平成成

４４年年（（勧勧））第第 2244号号））でではは，，構構成成事事業業者者のの家家庭庭用用ママイイココンン

メメーータターーのの販販売売価価格格のの維維持持対対策策ととししてて最最低低販販売売価価格格をを決決

定定ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第

１１号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＹＹ浄浄化化槽槽用用ブブロロワワ製製造造業業者者等等団団体体事事件件（（平平成成２２年年（（勧勧））

第第 1177号号））でではは，，構構成成事事業業者者のの小小型型浄浄化化槽槽用用ブブロロワワのの最最低低

販販売売価価格格をを決決定定ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現

行行法法第第８８条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。  

  

○○  値値上上げげ率率やや値値上上げげ幅幅をを決決定定すするるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ学学校校アアルルババムム製製造造業業者者団団体体事事件件（（平平成成３３年年（（勧勧））第第

1100号号））でではは，，構構成成事事業業者者のの平平成成２２年年度度のの学学校校アアルルババムム価価

格格をを前前年年度度価価格格かからら 1155 パパーーセセンントト引引きき上上げげるるここととをを決決

定定ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第

１１号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＹＹ路路面面標標示示用用塗塗料料製製造造業業者者等等団団体体事事件件（（平平成成４４年年（（勧勧））

第第 3322号号））でではは，，構構成成事事業業者者のの溶溶融融式式塗塗料料のの販販売売価価格格ををキキ

ロロググララムム当当たたりり 1166 円円をを目目途途にに引引きき上上げげるるここととをを決決定定しし

たたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））

違違反反ととさされれたた。。  

  

１１――((11))――３３  

（（標標準準価価格格等等のの決決

定定））  

  

  

  

  

  

  

  

  

１１――((11))――４４  

（（共共通通のの価価格格算算定定

方方式式のの設設定定））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１１――((11))――５５  

（（需需要要者者渡渡しし価価格格

等等のの決決定定））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

○○  標標準準価価格格，，目目標標価価格格等等価価格格設設定定のの基基準準ととななるるももののをを決決

定定すするるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸププロロパパンンガガスス販販売売業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 5522年年（（勧勧））第第

1144号号））でではは，，構構成成事事業業者者全全員員にに出出席席をを求求めめてて開開催催ししたた「「説説

明明会会」」ににおおいいてて，，３３種種類類のの類類似似ししたた標標準準料料金金表表をを配配布布しし，，

ここれれらら料料金金表表ののいいずずれれかかにに準準じじててププロロパパンンガガススのの小小売売価価

格格のの引引上上げげをを図図るるよようう説説明明しし，，出出席席者者のの了了解解をを得得たたこことと

がが，，価価格格引引上上げげのの決決定定にに当当たたるるととししてて，，法法第第８８条条第第１１項項

第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。  

  

○○  具具体体的的なな数数値値，，係係数数等等をを用用いいてて構構成成事事業業者者にに価価格格にに関関

すするる共共通通のの具具体体的的なな目目安安をを与与ええるる価価格格算算定定方方式式をを設設定定すす

るるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ食食肉肉処処理理業業者者等等団団体体事事件件（（平平成成４４年年（（勧勧））第第 1144号号））

でではは，，構構成成事事業業者者のの肉肉豚豚のの購購入入価価格格のの取取決決めめのの際際にに用用いい

るる豚豚枝枝肉肉のの建建値値ととししてて，，甲甲，，乙乙及及びび丙丙市市場場のの豚豚枝枝肉肉のの卸卸

売売価価格格をを，，そそれれぞぞれれ，，5500パパーーセセンントト，，3300パパーーセセンントト，，2200

パパーーセセンントトのの割割合合でで加加重重平平均均ししたたももののととすするるここととをを決決定定

ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１

号号））違違反反ととさされれたた。。  

  

○○  構構成成事事業業者者がが商商品品をを販販売売業業者者にに供供給給すするる際際のの価価格格のの設設

定定のの基基準準ととななるる当当該該商商品品のの需需要要者者渡渡しし価価格格，，小小売売価価格格等等

をを決決定定すするるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ中中性性無無水水芒芒硝硝生生産産業業者者等等団団体体事事件件（（昭昭和和 6600年年（（勧勧））

第第３３号号））でではは,,構構成成事事業業者者がが販販売売業業者者をを通通じじてて需需要要者者にに中中

性性無無水水芒芒硝硝をを供供給給すするる場場合合ににはは，，需需要要者者渡渡しし価価格格かからら販販

売売業業者者のの販販売売口口銭銭相相当当額額をを差差しし引引いいたたももののをを自自ららのの販販売売

価価格格ととししてていいるる状状況況でで，，構構成成事事業業者者のの中中性性無無水水芒芒硝硝のの需需

要要者者渡渡しし価価格格のの引引上上げげをを決決定定ししたたここととがが，，構構成成事事業業者者にに

中中性性無無水水芒芒硝硝のの販販売売価価格格をを引引きき上上げげささせせてていいるるももののととしし

てて，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））違違反反

ととさされれたた。。  

ＹＹ写写真真機機製製造造業業者者等等団団体体事事件件（（昭昭和和 3366年年（（勧勧））第第１１号号））
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１１――((11))――６６  

（（団団体体にによよるる価価格格

交交渉渉等等））  

でではは，，写写真真機機業業界界ににおおいいててはは，，構構成成事事業業者者のの写写真真機機のの販販

売売価価格格がが小小売売定定価価にに一一定定のの比比率率をを乗乗じじてて決決めめらられれるるととのの

慣慣行行がが認認めめらられれるる状状況況でで，，写写真真機機のの小小売売定定価価をを決決定定ししたた

ここととがが，，構構成成事事業業者者のの写写真真機機のの販販売売価価格格をを決決定定ししたたもものの

ととししてて，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））

違違反反ととさされれたた。。  

  

○○    構構成成事事業業者者ととそそのの取取引引のの相相手手方方ととのの価価格格にに関関すするる交交渉渉

をを，，団団体体でで行行いい，，又又はは構構成成事事業業者者にに共共同同ししてて行行わわせせるるここ

とと。。  
  

((22))    価価格格制制限限行行為為ととそそのの実実施施をを確確保保すするるたためめのの行行為為  
  

価価格格制制限限行行為為はは，，そそのの実実施施をを確確保保すするるたためめのの次次ののよよううなな行行為為をを伴伴うう場場合合ががあありり，，そそのの

よよううなな場場合合ににはは，，価価格格制制限限行行為為ととここののよよううなな行行為為ととがが一一体体ととししてて原原則則ととししてて違違反反ととななるる

がが，，価価格格制制限限行行為為はは，，ここののよよううなな行行為為をを特特にに伴伴わわなないいででもも，，原原則則ととししてて違違反反ととななるる（（注注

１１））（（注注２２））。。  
  

（（注注１１））    以以下下でで記記すす数数量量制制限限行行為為，，顧顧客客，，販販路路等等のの制制限限行行為為，，設設備備又又はは技技術術のの制制限限行行

為為，，参参入入制制限限行行為為等等のの競競争争制制限限行行為為のの実実施施をを確確保保すするるたためめにに，，例例ええばば，，１１――((22))

――１１やや１１――((22))――３３にに類類似似すするるよよううなな行行為為がが行行わわれれるるここととががあありり得得るるがが，，そそのの場場

合合ににもも，，ここここでで記記ししたた考考ええ方方がが当当ててははままるる。。  
  

（（注注２２））    ななおお，，価価格格制制限限行行為為のの実実施施をを確確保保すするるたためめのの行行為為はは，，そそれれ自自体体独独立立でで違違反反とと

ななるる場場合合ががあありり（（法法第第８８条条第第４４号号又又はは第第５５号号）），，例例ええばば，，１１――((22))――１１にに記記すすよよ

ううにに，，事事業業者者団団体体がが価価格格制制限限行行為為にに協協力力ししなないい事事業業者者にに対対すするる取取引引拒拒絶絶をを事事業業

者者ににささせせるるよよううににすすれればば，，そそのの行行為為はは，，価価格格制制限限行行為為とと切切りり離離ししててそそれれ自自体体とと

ししてて見見てて，，法法第第８８条条第第５５号号のの規規定定のの違違反反ととななりり得得るる行行為為ででああるる。。  
  

  １１――((22))――１１  

（（価価格格制制限限行行為為へへ

のの協協力力のの要要請請，，強強

要要等等））  

  

  

  

  

  

  

  

  

○○    事事業業者者にに対対ししてて，，価価格格制制限限行行為為のの内内容容にに従従ううよようう要要請請，，

強強要要等等をを行行いい，，又又はは価価格格制制限限行行為為にに協協力力ししなないい事事業業者者にに

対対ししてて，，取取引引拒拒絶絶，，団団体体内内部部ににおおけけるる差差別別的的なな取取扱扱いい，，

金金銭銭のの支支払払，，団団体体かかららのの除除名名等等のの不不利利益益をを課課すすこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸワワイイヤヤーーロローーププ製製造造業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 5555年年（（勧勧））

第第５５号号））でではは，，ワワイイヤヤーーロローーププのの規規格格別別のの販販売売価価格格をを記記

載載ししたた「「統統一一価価格格表表」」をを作作成成しし，，構構成成事事業業者者ののワワイイヤヤーー

ロローーププのの販販売売価価格格をを引引きき上上げげるるこことと及及びび同同価価格格表表のの価価格格

のの一一定定割割合合をを下下回回るる価価格格にによよるる取取引引をを行行っっててははななららなないい

こことと等等をを決決定定すするるととととももにに，，そそのの実実効効をを確確保保すするるたためめ，，

供供託託金金制制度度をを設設けけ，，最最低低販販売売価価格格のの違違反反等等にに対対ししてて，，取取
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１１――((11))――６６  

（（団団体体にによよるる価価格格

交交渉渉等等））  

でではは，，写写真真機機業業界界ににおおいいててはは，，構構成成事事業業者者のの写写真真機機のの販販

売売価価格格がが小小売売定定価価にに一一定定のの比比率率をを乗乗じじてて決決めめらられれるるととのの

慣慣行行がが認認めめらられれるる状状況況でで，，写写真真機機のの小小売売定定価価をを決決定定ししたた

ここととがが，，構構成成事事業業者者のの写写真真機機のの販販売売価価格格をを決決定定ししたたもものの

ととししてて，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））

違違反反ととさされれたた。。  

  

○○    構構成成事事業業者者ととそそのの取取引引のの相相手手方方ととのの価価格格にに関関すするる交交渉渉

をを，，団団体体でで行行いい，，又又はは構構成成事事業業者者にに共共同同ししてて行行わわせせるるここ

とと。。  
  

((22))    価価格格制制限限行行為為ととそそのの実実施施をを確確保保すするるたためめのの行行為為  
  

価価格格制制限限行行為為はは，，そそのの実実施施をを確確保保すするるたためめのの次次ののよよううなな行行為為をを伴伴うう場場合合ががあありり，，そそのの

よよううなな場場合合ににはは，，価価格格制制限限行行為為ととここののよよううなな行行為為ととがが一一体体ととししてて原原則則ととししてて違違反反ととななるる

がが，，価価格格制制限限行行為為はは，，ここののよよううなな行行為為をを特特にに伴伴わわなないいででもも，，原原則則ととししてて違違反反ととななるる（（注注

１１））（（注注２２））。。  
  

（（注注１１））    以以下下でで記記すす数数量量制制限限行行為為，，顧顧客客，，販販路路等等のの制制限限行行為為，，設設備備又又はは技技術術のの制制限限行行

為為，，参参入入制制限限行行為為等等のの競競争争制制限限行行為為のの実実施施をを確確保保すするるたためめにに，，例例ええばば，，１１――((22))

――１１やや１１――((22))――３３にに類類似似すするるよよううなな行行為為がが行行わわれれるるここととががあありり得得るるがが，，そそのの場場

合合ににもも，，ここここでで記記ししたた考考ええ方方がが当当ててははままるる。。  
  

（（注注２２））    ななおお，，価価格格制制限限行行為為のの実実施施をを確確保保すするるたためめのの行行為為はは，，そそれれ自自体体独独立立でで違違反反とと

ななるる場場合合ががあありり（（法法第第８８条条第第４４号号又又はは第第５５号号）），，例例ええばば，，１１――((22))――１１にに記記すすよよ

ううにに，，事事業業者者団団体体がが価価格格制制限限行行為為にに協協力力ししなないい事事業業者者にに対対すするる取取引引拒拒絶絶をを事事業業

者者ににささせせるるよよううににすすれればば，，そそのの行行為為はは，，価価格格制制限限行行為為とと切切りり離離ししててそそれれ自自体体とと

ししてて見見てて，，法法第第８８条条第第５５号号のの規規定定のの違違反反ととななりり得得るる行行為為ででああるる。。  
  

  １１――((22))――１１  

（（価価格格制制限限行行為為へへ

のの協協力力のの要要請請，，強強

要要等等））  

  

  

  

  

  

  

  

  

○○    事事業業者者にに対対ししてて，，価価格格制制限限行行為為のの内内容容にに従従ううよようう要要請請，，

強強要要等等をを行行いい，，又又はは価価格格制制限限行行為為にに協協力力ししなないい事事業業者者にに

対対ししてて，，取取引引拒拒絶絶，，団団体体内内部部ににおおけけるる差差別別的的なな取取扱扱いい，，

金金銭銭のの支支払払，，団団体体かかららのの除除名名等等のの不不利利益益をを課課すすこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸワワイイヤヤーーロローーププ製製造造業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 5555年年（（勧勧））

第第５５号号））でではは，，ワワイイヤヤーーロローーププのの規規格格別別のの販販売売価価格格をを記記

載載ししたた「「統統一一価価格格表表」」をを作作成成しし，，構構成成事事業業者者ののワワイイヤヤーー

ロローーププのの販販売売価価格格をを引引きき上上げげるるこことと及及びび同同価価格格表表のの価価格格

のの一一定定割割合合をを下下回回るる価価格格にによよるる取取引引をを行行っっててははななららなないい

こことと等等をを決決定定すするるととととももにに，，そそのの実実効効をを確確保保すするるたためめ，，

供供託託金金制制度度をを設設けけ，，最最低低販販売売価価格格のの違違反反等等にに対対ししてて，，取取

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１１――((22))――２２  

（（安安値値品品のの買買上上

げげ））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１１――((22))――３３  

（（価価格格制制限限行行為為のの

監監視視ののたためめのの情情報報

活活動動））  

  

引引のの辞辞退退，，供供託託金金のの没没収収等等のの制制裁裁をを課課すするる旨旨をを決決定定ししたた

ここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））

違違反反ととさされれたた。。  

ＹＹタタククシシーー事事業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 5577年年（（勧勧））第第 1166号号））

でではは，，タタククシシーー運運賃賃等等のの引引上上げげににつついいてて，，構構成成事事業業者者のの

認認可可申申請請すすべべきき内内容容をを決決定定しし，，ここれれにに基基づづいいてて構構成成事事業業

者者にに認認可可申申請請ををささせせるるととととももにに，，当当該該決決定定にに従従っったた認認可可

申申請請をを行行わわなないい構構成成事事業業者者にに対対ししてて脱脱会会措措置置をを採採っったたここ

ととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第４４号号（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））違違

反反ととさされれたた。。  

  

○○  価価格格制制限限行行為為のの内内容容のの実実施施をを確確保保すするるたためめ，，安安値値品品のの

買買上上げげをを，，団団体体ととししてて行行いい，，又又はは構構成成事事業業者者にに行行わわせせるる

こことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ補補修修用用タタイイヤヤ販販売売業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 4455年年（（勧勧））第第

1100号号））でではは，，構構成成事事業業者者のの一一般般夏夏タタイイヤヤのの販販売売価価格格のの引引

上上げげをを決決定定すするるととととももにに，，ここのの決決定定のの実実効効ををははかかるるたためめ，，

安安値値品品のの買買上上げげ制制度度をを実実施施ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項

第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。  

      ＹＹ牛牛乳乳製製造造業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 5577年年（（勧勧））第第２２号号））でで

はは，，構構成成事事業業者者のの取取引引先先ででああるる量量販販店店のの牛牛乳乳のの最最低低小小売売

価価格格をを定定めめ，，構構成成事事業業者者がが量量販販店店にに対対ししここれれをを遵遵守守すするる

よようう要要請請すするるこことと等等をを決決定定しし，，ここのの決決定定にに基基づづきき，，構構成成

事事業業者者がが量量販販店店にに要要請請すするるととととももにに，，ここのの要要請請ににももかかかか

わわららずず最最低低小小売売価価格格以以下下でで牛牛乳乳をを販販売売ししてていいるる量量販販店店にに

つついいててはは，，そそのの店店頭頭にに赴赴いいてて当当該該牛牛乳乳のの買買取取りりをを行行っったた

ここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））

違違反反ととさされれたた。。  

  

○○  価価格格制制限限行行為為のの内内容容のの実実施施をを監監視視すするるたためめにに，，取取引引価価

格格，，取取引引先先等等構構成成事事業業者者のの事事業業活活動動のの内内容容ににつついいてて，，情情

報報のの収収集集・・提提供供をを行行いい，，又又はは構構成成事事業業者者間間のの情情報報交交換換をを

促促進進すするるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ浄浄化化槽槽用用ブブロロワワ製製造造業業者者等等団団体体事事件件（（平平成成２２年年（（勧勧））

第第 1177号号））でではは，，構構成成事事業業者者のの小小型型浄浄化化槽槽用用ブブロロワワのの最最低低

販販売売価価格格をを決決定定すするるととととももにに，，そそのの決決定定のの実実効効をを確確保保すす
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るるたためめ，，構構成成事事業業者者ににそそのの取取引引先先ででああるる浄浄化化槽槽製製造造業業者者

及及びび代代理理店店のの名名簿簿をを提提出出ささせせ，，ここれれをを各各構構成成事事業業者者にに配配

布布しし，，ささららにに，，構構成成事事業業者者にに価価格格引引上上げげののたためめにに行行っってて

いいるる得得意意先先ととのの交交渉渉状状況況等等をを報報告告ささせせるる等等ししたたここととがが，，

法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））違違反反ととささ

れれたた。。  

ＹＹアアススフファァルルトト合合材材製製造造業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 6622年年（（勧勧））

第第１１号号））でではは，，構構成成事事業業者者ののススポポッットト業業者者向向けけアアススフファァ

ルルトト合合材材のの最最低低販販売売価価格格をを決決定定すするるととととももにに，，そそのの決決定定

のの実実効効をを確確保保すするるたためめ，，ススポポッットト業業者者かかららののアアススフファァルル

トト合合材材のの発発注注物物件件ににつついいてて，，当当該該団団体体にに，，受受注注をを希希望望すす

るる構構成成事事業業者者をを登登録録ささせせるるととととももにに，，そそのの契契約約実実績績をを報報

告告ささせせるる等等ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法

第第８８条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。  
  

((33))    価価格格制制限限行行為為ににおおけけるる「「価価格格」」  
  

価価格格制制限限行行為為ににおおけけるる「「価価格格」」はは，，料料金金，，手手数数料料，，金金利利等等そそのの名名称称やや形形態態ののいいかかんんをを

問問わわずず商商品品又又はは役役務務のの対対価価ででああるるももののをを指指ししてておおりり，，割割戻戻しし，，値値引引等等実実質質的的にに価価格格のの構構

成成要要素素ととななるるももののをを含含むむ。。  
  

    〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸほほかか自自動動車車整整備備業業者者等等団団体体事事件件（（昭昭和和 5577年年（（勧勧））第第

1155号号））でではは，，構構成成事事業業者者のの自自動動車車継継続続検検査査手手続続代代行行料料金金

のの引引上上げげをを決決定定ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現

行行法法第第８８条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＹＹ家家庭庭用用電電気気器器具具製製造造販販売売業業者者団団体体及及びびＺＺ家家庭庭用用電電気気

器器具具小小売売業業者者団団体体等等連連合合会会事事件件（（昭昭和和 3322年年（（勧勧））第第５５号号））

でではは，，ＹＹ団団体体がが，，家家庭庭用用電電気気器器具具のの小小売売価価格格維維持持をを図図るる

たためめ，，ＺＺ連連合合会会とと協協議議のの上上，，販販売売業業者者のの利利幅幅及及びび製製造造業業

者者がが販販売売業業者者にに供供与与すするる歩歩ももどどししのの率率のの限限度度等等をを決決定定しし

たたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第４４号号（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））

違違反反ととさされれたた。。  

  

２２  数数量量制制限限行行為為  
  

事事業業者者団団体体がが，，次次ののよよううなな数数量量にに関関すするる行行為為をを行行いい，，ここれれにによよりり市市場場ににおおけけるる競競争争をを実実

質質的的にに制制限限すするるここととはは，，法法第第８８条条第第１１号号のの規規定定にに違違反反すするる。。ままたた，，市市場場ににおおけけるる競競争争をを実実

質質的的にに制制限限すするるままででににはは至至ららなないい場場合合ででああっっててもも，，次次ののよよううなな行行為為はは，，原原則則ととししてて法法第第８８

条条第第４４号号のの規規定定にに違違反反すするる。。  
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るるたためめ，，構構成成事事業業者者ににそそのの取取引引先先ででああるる浄浄化化槽槽製製造造業業者者

及及びび代代理理店店のの名名簿簿をを提提出出ささせせ，，ここれれをを各各構構成成事事業業者者にに配配

布布しし，，ささららにに，，構構成成事事業業者者にに価価格格引引上上げげののたためめにに行行っってて

いいるる得得意意先先ととのの交交渉渉状状況況等等をを報報告告ささせせるる等等ししたたここととがが，，

法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））違違反反ととささ

れれたた。。  

ＹＹアアススフファァルルトト合合材材製製造造業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 6622年年（（勧勧））

第第１１号号））でではは，，構構成成事事業業者者ののススポポッットト業業者者向向けけアアススフファァ

ルルトト合合材材のの最最低低販販売売価価格格をを決決定定すするるととととももにに，，そそのの決決定定

のの実実効効をを確確保保すするるたためめ，，ススポポッットト業業者者かかららののアアススフファァルル

トト合合材材のの発発注注物物件件ににつついいてて，，当当該該団団体体にに，，受受注注をを希希望望すす

るる構構成成事事業業者者をを登登録録ささせせるるととととももにに，，そそのの契契約約実実績績をを報報

告告ささせせるる等等ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法

第第８８条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。  
  

((33))    価価格格制制限限行行為為ににおおけけるる「「価価格格」」  
  

価価格格制制限限行行為為ににおおけけるる「「価価格格」」はは，，料料金金，，手手数数料料，，金金利利等等そそのの名名称称やや形形態態ののいいかかんんをを

問問わわずず商商品品又又はは役役務務のの対対価価ででああるるももののをを指指ししてておおりり，，割割戻戻しし，，値値引引等等実実質質的的にに価価格格のの構構

成成要要素素ととななるるももののをを含含むむ。。  
  

    〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸほほかか自自動動車車整整備備業業者者等等団団体体事事件件（（昭昭和和 5577年年（（勧勧））第第

1155号号））でではは，，構構成成事事業業者者のの自自動動車車継継続続検検査査手手続続代代行行料料金金

のの引引上上げげをを決決定定ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現

行行法法第第８８条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＹＹ家家庭庭用用電電気気器器具具製製造造販販売売業業者者団団体体及及びびＺＺ家家庭庭用用電電気気

器器具具小小売売業業者者団団体体等等連連合合会会事事件件（（昭昭和和 3322年年（（勧勧））第第５５号号））

でではは，，ＹＹ団団体体がが，，家家庭庭用用電電気気器器具具のの小小売売価価格格維維持持をを図図るる

たためめ，，ＺＺ連連合合会会とと協協議議のの上上，，販販売売業業者者のの利利幅幅及及びび製製造造業業

者者がが販販売売業業者者にに供供与与すするる歩歩ももどどししのの率率のの限限度度等等をを決決定定しし

たたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第４４号号（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））

違違反反ととさされれたた。。  

  

２２  数数量量制制限限行行為為  
  

事事業業者者団団体体がが，，次次ののよよううなな数数量量にに関関すするる行行為為をを行行いい，，ここれれにによよりり市市場場ににおおけけるる競競争争をを実実

質質的的にに制制限限すするるここととはは，，法法第第８８条条第第１１号号のの規規定定にに違違反反すするる。。ままたた，，市市場場ににおおけけるる競競争争をを実実

質質的的にに制制限限すするるままででににはは至至ららなないい場場合合ででああっっててもも，，次次ののよよううなな行行為為はは，，原原則則ととししてて法法第第８８

条条第第４４号号のの規規定定にに違違反反すするる。。  
  

２２――１１  （（数数量量のの制制限限））  

  

○○  構構成成事事業業者者がが供供給給しし，，又又はは供供給給をを受受けけるる商商品品又又はは役役務務

のの数数量量をを制制限限すするるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ衛衛生生陶陶器器製製造造業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 4488 年年（（勧勧））第第 1144

号号））でではは，，構構成成事事業業者者のの衛衛生生陶陶器器のの販販売売価価格格をを一一定定額額をを

目目途途にに引引きき上上げげるるこことと，，構構成成事事業業者者はは各各自自のの月月別別出出荷荷数数

量量をを前前年年同同月月のの出出荷荷数数量量にに一一定定のの率率をを乗乗じじたた数数量量（（割割当当

数数量量））にに制制限限すするるこことと等等をを決決定定ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第

１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＹＹメメタタノノーールル・・ホホルルママリリンン製製造造業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 4466

年年（（勧勧））第第 3366号号））でではは，，メメタタノノーールルのの国国内内向向けけ総総販販売売量量

及及びび構構成成事事業業者者ごごととのの販販売売量量をを決決定定ししたたここととがが，，法法第第８８

条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。  
  

数数量量のの制制限限（（２２――１１））のの行行為為のの具具体体的的なな形形態態やや手手段段・・方方法法はは多多様様でであありり，，例例ええばば次次ののよよ

ううななももののががああるるがが，，数数量量のの制制限限（（２２――１１））がが原原則則ととししてて違違反反ととさされれるるののはは，，そそのの行行為為のの具具

体体的的なな形形態態やや手手段段・・方方法法ののいいかかんんをを問問わわなないい。。  
  

  ２２――１１――１１  

（（原原材材料料のの購購入入制制

限限等等にによよるる数数量量のの

制制限限））  

  

  

  

  

  

２２――１１――２２  

（（数数量量のの限限度度をを示示

唆唆すするる基基準準のの設設定定

にによよるる数数量量のの調調

整整））  

  

○○  原原材材料料のの購購入入量量制制限限，，設設備備のの運運転転制制限限等等にによよりり，，構構成成

事事業業者者のの商商品品のの生生産産又又はは販販売売，，役役務務のの提提供供等等にに係係るる数数量量

をを制制限限すするるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ石石油油精精製製業業者者等等団団体体事事件件（（昭昭和和 4499年年（（勧勧））第第７７号号））

でではは，，構構成成事事業業者者ごごととのの原原油油処処理理量量をを決決定定ししたたここととがが，，

法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））違違反反ととささ

れれたた。。  

  

○○  個個別別のの構構成成事事業業者者のの商商品品のの生生産産又又はは販販売売，，役役務務のの提提供供

等等にに係係るる数数量量のの限限度度をを具具体体的的にに示示唆唆すするるここととととななるるよようう

なな基基準準をを設設定定すするるここととにによよりり，，数数量量をを調調整整すするるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ羊羊毛毛紡紡績績業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 4499 年年（（勧勧））第第 4433 号号））

でではは，，梳梳毛毛糸糸のの生生産産数数量量をを調調整整しし，，市市場場安安定定をを図図るるたためめ，，

四四半半期期ごごととにに当当該該四四半半期期のの始始ままるる月月のの前前々々月月にに開開催催さされれ

るる役役員員会会ににおおいいてて，，梳梳毛毛糸糸のの需需要要量量をを予予測測しし，，ここれれをを基基

礎礎にに生生産産目目標標量量をを設設定定しし，，次次いいでで構構成成事事業業者者かからら当当該該期期

のの生生産産計計画画をを提提出出ささせせ，，当当該該期期のの始始ままるる前前月月にに開開催催さされれ

るる役役員員会会でで前前記記生生産産計計画画をを検検討討のの上上，，前前記記生生産産目目標標量量にに

見見合合っったたももののとと判判断断さされれるるととききははここれれをを承承認認しし，，見見合合っっ
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たたももののとと判判断断さされれなないいととききはは生生産産計計画画のの再再提提出出をを求求めめてて

再再検検討討すするるとといいうう制制度度化化さされれたた方方法法にによよりり，，構構成成事事業業者者

のの生生産産すするる梳梳毛毛糸糸のの四四半半期期ごごととのの生生産産数数量量をを決決定定ししたたここ

ととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））違違

反反ととさされれたた。。  

  

３３  顧顧客客，，販販路路等等のの制制限限行行為為  
  

事事業業者者団団体体がが，，次次ののよよううなな顧顧客客，，販販路路等等にに関関すするる行行為為をを行行いい，，ここれれにによよりり市市場場ににおおけけるる

競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるここととはは，，法法第第８８条条第第１１号号のの規規定定にに違違反反すするる。。ままたた，，市市場場ににおおけけるる

競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるままででににはは至至ららなないい場場合合ででああっっててもも，，次次ののよよううなな行行為為はは，，原原則則ととしし

てて法法第第８８条条第第４４号号のの規規定定にに違違反反すするる。。  
  

３３――１１  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（取取引引先先のの制制限限））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

○○    各各構構成成事事業業者者がが他他のの事事業業者者のの顧顧客客とと取取引引ししなないいここととをを

決決定定すするる等等にによよりり，，構構成成事事業業者者のの取取引引先先をを制制限限すするるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ牛牛乳乳販販売売業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 4444 年年（（勧勧））第第 1166 号号））

でではは，，構構成成事事業業者者はは他他のの牛牛乳乳販販売売業業者者のの販販売売価価格格をを下下回回

るる価価格格ででそそのの得得意意先先をを獲獲得得ししなないいこことと及及びびここれれにに違違反反しし

てて得得意意先先をを獲獲得得ししたたととききはは構構成成事事業業者者ははそそのの得得意意先先ををもも

ととのの牛牛乳乳販販売売業業者者にに返返還還すするるここととをを決決定定すするるととととももにに，，

構構成成事事業業者者のの得得意意先先をを獲獲得得ししたた非非構構成成事事業業者者ををししてて当当該該

得得意意先先をを構構成成事事業業者者にに返返還還ささせせたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１

項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＹＹ事事業業廃廃棄棄物物処処理理業業者者等等団団体体事事件件（（平平成成３３年年（（勧勧））第第

1199号号））でではは，，構構成成事事業業者者間間のの顧顧客客のの争争奪奪をを抑抑制制すするるたためめ，，

構構成成事事業業者者はは，，相相互互にに，，他他のの構構成成事事業業者者がが既既にに取取引引ししてて

いいるる顧顧客客をを尊尊重重しし，，当当該該顧顧客客にに対対すするる積積極極的的なな営営業業活活動動

をを行行わわなないいここととをを決決定定ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第４４

号号（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＺＺププロロパパンンガガスス販販売売業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 4466年年（（勧勧））第第

4422号号））でではは，，構構成成事事業業者者間間のの取取引引先先のの移移動動をを規規制制すするるたた

めめ，，他他のの構構成成事事業業者者のの取取引引先先にに販販売売ししたた者者かからら補補償償金金をを

徴徴すするる制制度度をを設設けけ，，構構成成事事業業者者のの販販売売のの相相手手方方をを制制限限しし

たたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第４４号号（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））

違違反反ととさされれたた。。  

ＵＵ印印刷刷用用彫彫刻刻ゴゴムム製製版版業業者者等等団団体体事事件件（（昭昭和和 4433年年（（勧勧））

第第８８号号））でではは，，構構成成事事業業者者ににそそのの販販売売先先のの登登録録申申請請をを行行

わわせせ，，新新規規販販売売先先のの登登録録にに際際しし，，すすででにに他他のの構構成成事事業業者者
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たたももののとと判判断断さされれなないいととききはは生生産産計計画画のの再再提提出出をを求求めめてて

再再検検討討すするるとといいうう制制度度化化さされれたた方方法法にによよりり，，構構成成事事業業者者

のの生生産産すするる梳梳毛毛糸糸のの四四半半期期ごごととのの生生産産数数量量をを決決定定ししたたここ

ととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））違違

反反ととさされれたた。。  

  

３３  顧顧客客，，販販路路等等のの制制限限行行為為  
  

事事業業者者団団体体がが，，次次ののよよううなな顧顧客客，，販販路路等等にに関関すするる行行為為をを行行いい，，ここれれにによよりり市市場場ににおおけけるる

競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるここととはは，，法法第第８８条条第第１１号号のの規規定定にに違違反反すするる。。ままたた，，市市場場ににおおけけるる

競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるままででににはは至至ららなないい場場合合ででああっっててもも，，次次ののよよううなな行行為為はは，，原原則則ととしし

てて法法第第８８条条第第４４号号のの規規定定にに違違反反すするる。。  
  

３３――１１  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（取取引引先先のの制制限限））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

○○    各各構構成成事事業業者者がが他他のの事事業業者者のの顧顧客客とと取取引引ししなないいここととをを

決決定定すするる等等にによよりり，，構構成成事事業業者者のの取取引引先先をを制制限限すするるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ牛牛乳乳販販売売業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 4444 年年（（勧勧））第第 1166 号号））

でではは，，構構成成事事業業者者はは他他のの牛牛乳乳販販売売業業者者のの販販売売価価格格をを下下回回

るる価価格格ででそそのの得得意意先先をを獲獲得得ししなないいこことと及及びびここれれにに違違反反しし

てて得得意意先先をを獲獲得得ししたたととききはは構構成成事事業業者者ははそそのの得得意意先先ををもも

ととのの牛牛乳乳販販売売業業者者にに返返還還すするるここととをを決決定定すするるととととももにに，，

構構成成事事業業者者のの得得意意先先をを獲獲得得ししたた非非構構成成事事業業者者ををししてて当当該該

得得意意先先をを構構成成事事業業者者にに返返還還ささせせたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１

項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＹＹ事事業業廃廃棄棄物物処処理理業業者者等等団団体体事事件件（（平平成成３３年年（（勧勧））第第

1199号号））でではは，，構構成成事事業業者者間間のの顧顧客客のの争争奪奪をを抑抑制制すするるたためめ，，

構構成成事事業業者者はは，，相相互互にに，，他他のの構構成成事事業業者者がが既既にに取取引引ししてて

いいるる顧顧客客をを尊尊重重しし，，当当該該顧顧客客にに対対すするる積積極極的的なな営営業業活活動動

をを行行わわなないいここととをを決決定定ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第４４

号号（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＺＺププロロパパンンガガスス販販売売業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 4466年年（（勧勧））第第

4422号号））でではは，，構構成成事事業業者者間間のの取取引引先先のの移移動動をを規規制制すするるたた

めめ，，他他のの構構成成事事業業者者のの取取引引先先にに販販売売ししたた者者かからら補補償償金金をを

徴徴すするる制制度度をを設設けけ，，構構成成事事業業者者のの販販売売のの相相手手方方をを制制限限しし

たたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第４４号号（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））

違違反反ととさされれたた。。  

ＵＵ印印刷刷用用彫彫刻刻ゴゴムム製製版版業業者者等等団団体体事事件件（（昭昭和和 4433年年（（勧勧））

第第８８号号））でではは，，構構成成事事業業者者ににそそのの販販売売先先のの登登録録申申請請をを行行

わわせせ，，新新規規販販売売先先のの登登録録にに際際しし，，すすででにに他他のの構構成成事事業業者者

  

  

  

  

  

３３――２２  

  

  

  

  

  

  

  

  

３３――３３  

  

  

  

  

  

（（市市場場のの分分割割））  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（受受注注のの配配分分，，受受

注注予予定定者者のの決決定定

等等））  

がが当当該該販販売売先先をを登登録録ししてていいるる場場合合はは，，既既登登録録者者優優先先をを原原

則則ととししてて当当該該団団体体ににおおいいててそそのの調調整整をを行行ううこことと等等をを決決定定

ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第４４号号（（現現行行法法第第８８条条第第４４

号号））違違反反ととさされれたた。。  

  

○○  構構成成事事業業者者別別にに，，事事業業活活動動をを行行うう地地域域やや商商品品又又はは役役務務

のの種種類類等等のの範範囲囲をを制制限限すするるこことと。。  

〈〈例例〉〉  

①①    販販売売業業者者のの団団体体がが，，構構成成事事業業者者別別ににそそのの販販売売地地域域

をを限限定定しし，，市市場場をを地地域域にによよっってて分分割割すするるこことと。。  

②②    製製造造業業者者のの団団体体がが，，構構成成事事業業者者別別ににそそのの製製造造すするる

商商品品のの種種類類をを限限定定しし，，市市場場をを商商品品のの種種類類にによよっってて分分

割割すするるこことと。。  

  

○○  構構成成事事業業者者間間でで，，受受注注をを配配分分しし，，又又はは受受注注予予定定者者若若しし

くくはは受受注注予予定定者者のの選選定定方方法法をを決決定定すするるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ埋埋立立工工事事業業者者団団体体事事件件（（平平成成元元年年（（勧勧））第第５５号号））でで

はは，，空空港港島島護護岸岸築築造造工工事事のの建建設設工工事事共共同同企企業業体体かからら受受注注

すするる山山砂砂海海送送工工事事ににつついいてて，，構構成成事事業業者者のの工工区区別別山山砂砂投投

入入数数量量をを定定めめここれれををももっってて受受注注先先別別受受注注量量ととすするるここととをを

決決定定すするるととととももにに受受注注単単価価をを決決定定ししたたここととがが，，法法第第８８条条

第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＹＹ建建設設業業者者団団体体事事件件（（平平成成６６年年（（勧勧））第第 2288号号））でではは，，

甲甲市市がが指指名名競競争争入入札札のの方方法法にによよりり発発注注すするる土土木木一一式式工工

事事，，建建築築一一式式工工事事及及びび舗舗装装工工事事ににつついいてて，，受受注注をを希希望望すす

るる者者（（受受注注希希望望者者））がが１１名名ののととききはは当当該該受受注注希希望望者者をを当当

該該工工事事をを受受注注すすべべきき者者（（受受注注予予定定者者））ととしし，，受受注注希希望望者者

がが複複数数ののととききはは，，受受注注希希望望者者間間のの話話合合いい等等にによよりり受受注注予予

定定者者をを決決定定しし，，受受注注予予定定者者以以外外のの者者はは，，受受注注予予定定者者ががそそ

のの定定めめたた価価格格でで受受注注すするるここととががででききるるよよううにに協協力力すするるとと

いいうう方方法法にによよりり，，構構成成事事業業者者にに，，受受注注予予定定者者をを定定めめささせせ，，

受受注注予予定定者者がが受受注注ででききるるよよううににささせせるるここととをを決決定定ししたたここ

ととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））違違

反反ととさされれたた。。  
      

受受注注のの配配分分，，受受注注予予定定者者のの決決定定等等（（３３――３３））にに該該当当すするるももののととししてていいわわゆゆるる入入札札談談合合がが

ああるるがが，，入入札札にに係係るる事事業業者者及及びび事事業業者者団団体体のの活活動動とと独独占占禁禁止止法法ととのの関関係係にに関関すするる考考ええ方方にに
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つついいててはは，，「「公公共共的的なな入入札札にに係係るる事事業業者者及及びび事事業業者者団団体体のの活活動動にに関関すするる独独占占禁禁止止法法上上のの指指

針針」」（（平平成成６６年年７７月月５５日日公公表表））をを参参照照さされれたたいい。。  

  

４４  設設備備又又はは技技術術のの制制限限行行為為  
  

事事業業者者団団体体がが，，次次ののよよううなな設設備備又又はは技技術術にに関関すするる行行為為をを行行いい，，ここれれにによよりり市市場場ににおおけけるる

競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるここととはは，，法法第第８８条条第第１１号号のの規規定定にに違違反反すするる。。ままたた，，市市場場ににおおけけるる

競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるままででににはは至至ららなないい場場合合ででああっっててもも，，次次ののよよううなな行行為為はは，，原原則則ととしし

てて法法第第８８条条第第４４号号のの規規定定にに違違反反すするる。。  
  

４４――１１  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

４４――２２  

  

（（設設備備のの新新増増設設等等

のの制制限限））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（技技術術のの開開発発又又はは

利利用用のの制制限限））  

○○  構構成成事事業業者者がが商商品品又又はは役役務務をを供供給給しし，，又又はは供供給給をを受受けけ

るるたためめのの設設備備ににつついいてて，，そそのの新新設設，，増増設設若若ししくくはは廃廃棄棄にに

係係るる内内容容又又ははそそのの稼稼働働量量をを制制限限すするるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸババスス事事業業者者団団体体事事件件（（平平成成元元年年（（勧勧））第第９９号号））でではは，，

貸貸切切ババススのの増増車車にに係係るる事事業業計計画画変変更更のの認認可可申申請請ににつついい

てて，，構構成成事事業業者者のの増増車車申申請請車車両両数数のの枠枠をを決決定定しし，，ここれれにに

基基づづいいてて認認可可申申請請ささせせたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第４４号号

（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＹＹポポリリオオレレフフィィンンフフィィルルムム製製造造業業者者団団体体事事件件((昭昭和和 5500

年年((勧勧))第第２２号号))でではは，，法法律律にに基基づづいいたた製製造造設設備備のの運運転転制制限限

及及びび新新設設禁禁止止をを内内容容ととすするる調調整整規規定定のの失失効効後後のの市市況況対対策策

ととししてて，，構構成成事事業業者者はは当当該該団団体体がが認認めめたた場場合合をを除除きき製製造造

設設備備をを新新たたにに設設置置ししなないいこことと及及びび製製造造設設備備のの更更新新のの場場合合

ににはは新新設設備備のの生生産産能能力力がが当当該該団団体体のの決決定定ししたた生生産産能能力力をを

ここええなないい範範囲囲内内でで行行ううこことと等等をを決決定定ししたたここととがが，，法法第第８８

条条第第１１項項第第４４号号（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））違違反反ととさされれたた  

ＺＺ紙紙製製造造業業者者団団体体連連合合会会事事件件（（昭昭和和 4488年年（（勧勧））第第１１号号））

でではは，，構構成成員員はは当当該該連連合合会会がが一一定定期期間間ごごととにに定定めめたた日日数数

をを目目途途ととししててココーーテテッッドド紙紙のの塗塗工工機機をを運運転転休休止止すするるこことと

をを決決定定すするるととととももににココーーテテッッドド紙紙のの販販売売価価格格のの引引上上げげをを

決決定定ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条

第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。  

  

○○  構構成成事事業業者者がが行行うう技技術術のの開開発発又又はは利利用用をを不不当当にに制制限限すす

るるこことと。。  
    

研研究究開開発発のの共共同同化化及及びびそそのの実実施施にに伴伴うう取取決決めめにに関関すするる独独占占禁禁止止法法上上のの考考ええ方方ににつついいててはは，，

「「共共同同研研究究開開発発にに関関すするる独独占占禁禁止止法法上上のの指指針針」」（（平平成成５５年年４４月月 2200日日公公表表））をを参参照照さされれたたいい。。  
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つついいててはは，，「「公公共共的的なな入入札札にに係係るる事事業業者者及及びび事事業業者者団団体体のの活活動動にに関関すするる独独占占禁禁止止法法上上のの指指

針針」」（（平平成成６６年年７７月月５５日日公公表表））をを参参照照さされれたたいい。。  

  

４４  設設備備又又はは技技術術のの制制限限行行為為  
  

事事業業者者団団体体がが，，次次ののよよううなな設設備備又又はは技技術術にに関関すするる行行為為をを行行いい，，ここれれにによよりり市市場場ににおおけけるる

競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるここととはは，，法法第第８８条条第第１１号号のの規規定定にに違違反反すするる。。ままたた，，市市場場ににおおけけるる

競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるままででににはは至至ららなないい場場合合ででああっっててもも，，次次ののよよううなな行行為為はは，，原原則則ととしし

てて法法第第８８条条第第４４号号のの規規定定にに違違反反すするる。。  
  

４４――１１  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

４４――２２  

  

（（設設備備のの新新増増設設等等

のの制制限限））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（技技術術のの開開発発又又はは

利利用用のの制制限限））  

○○  構構成成事事業業者者がが商商品品又又はは役役務務をを供供給給しし，，又又はは供供給給をを受受けけ

るるたためめのの設設備備ににつついいてて，，そそのの新新設設，，増増設設若若ししくくはは廃廃棄棄にに

係係るる内内容容又又ははそそのの稼稼働働量量をを制制限限すするるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸババスス事事業業者者団団体体事事件件（（平平成成元元年年（（勧勧））第第９９号号））でではは，，

貸貸切切ババススのの増増車車にに係係るる事事業業計計画画変変更更のの認認可可申申請請ににつついい

てて，，構構成成事事業業者者のの増増車車申申請請車車両両数数のの枠枠をを決決定定しし，，ここれれにに

基基づづいいてて認認可可申申請請ささせせたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第４４号号

（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＹＹポポリリオオレレフフィィンンフフィィルルムム製製造造業業者者団団体体事事件件((昭昭和和 5500

年年((勧勧))第第２２号号))でではは，，法法律律にに基基づづいいたた製製造造設設備備のの運運転転制制限限

及及びび新新設設禁禁止止をを内内容容ととすするる調調整整規規定定のの失失効効後後のの市市況況対対策策

ととししてて，，構構成成事事業業者者はは当当該該団団体体がが認認めめたた場場合合をを除除きき製製造造

設設備備をを新新たたにに設設置置ししなないいこことと及及びび製製造造設設備備のの更更新新のの場場合合

ににはは新新設設備備のの生生産産能能力力がが当当該該団団体体のの決決定定ししたた生生産産能能力力をを

ここええなないい範範囲囲内内でで行行ううこことと等等をを決決定定ししたたここととがが，，法法第第８８

条条第第１１項項第第４４号号（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））違違反反ととさされれたた  

ＺＺ紙紙製製造造業業者者団団体体連連合合会会事事件件（（昭昭和和 4488年年（（勧勧））第第１１号号））

でではは，，構構成成員員はは当当該該連連合合会会がが一一定定期期間間ごごととにに定定めめたた日日数数

をを目目途途ととししててココーーテテッッドド紙紙のの塗塗工工機機をを運運転転休休止止すするるこことと

をを決決定定すするるととととももににココーーテテッッドド紙紙のの販販売売価価格格のの引引上上げげをを

決決定定ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条

第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。  

  

○○  構構成成事事業業者者がが行行うう技技術術のの開開発発又又はは利利用用をを不不当当にに制制限限すす

るるこことと。。  
    

研研究究開開発発のの共共同同化化及及びびそそのの実実施施にに伴伴うう取取決決めめにに関関すするる独独占占禁禁止止法法上上のの考考ええ方方ににつついいててはは，，

「「共共同同研研究究開開発発にに関関すするる独独占占禁禁止止法法上上のの指指針針」」（（平平成成５５年年４４月月 2200日日公公表表））をを参参照照さされれたたいい。。  

  

５５  参参入入制制限限行行為為等等  
  

      事事業業者者団団体体がが，，次次ののよよううなな参参入入制制限限等等にに関関すするる行行為為をを行行いい，，ここれれにによよりり市市場場ににおおけけるる競競

争争をを実実質質的的にに制制限限すするるここととはは，，法法第第８８条条第第１１号号のの規規定定にに違違反反すするる。。ままたた，，市市場場ににおおけけるる競競

争争をを実実質質的的にに制制限限すするるままででににはは至至ららなないい場場合合ででああっっててもも，，次次ののよよううなな行行為為はは，，原原則則ととししてて

法法第第８８条条第第３３号号，，第第４４号号又又はは第第５５号号のの規規定定にに違違反反すするる。。  
  

５５――１１  

  

  

  

  

（（参参入入制制限限等等））  

  

  

  

５５――１１――１１  

（（商商品品又又はは役役務務のの

供供給給制制限限））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

５５――１１――２２  

（（商商品品又又はは役役務務のの

取取扱扱いい制制限限））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

５５――１１――３３  

（（不不当当なな加加入入制制限限

又又はは除除名名））  

○○  例例ええばば，，下下記記５５――１１――１１かからら５５――１１――３３ままででにに挙挙げげるる

よよううなな行行為為にによよりり，，新新たたにに事事業業者者がが参参入入すするるここととをを著著しし

くく困困難難ととささせせ，，又又はは既既存存のの事事業業者者をを排排除除すするるこことと。。  

  

○○  構構成成事事業業者者やや構構成成事事業業者者のの取取引引先先事事業業者者にに，，特特定定のの事事

業業者者にに対対すするる商商品品又又はは役役務務のの供供給給のの制制限限ををささせせるるよよううにに

すするるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ生生ココンンククリリーートト製製造造業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 5566年年（（判判））

第第２２号号））でではは，，当当該該団団体体のの地地区区内内でで生生ココンンククリリーートトのの製製

造造設設備備のの新新増増設設をを計計画画ししてていいるる非非構構成成事事業業者者にに対対ししててセセ

メメンントトをを供供給給すするるここととののなないいよよううセセメメンントト製製造造業業者者にに要要

請請しし，，非非構構成成事事業業者者にによよるる生生ココンンククリリーートトのの製製造造設設備備のの

新新増増設設をを阻阻止止ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第３３号号（（現現行行

法法第第８８条条第第３３号号））違違反反ととさされれたた。。  

  

○○  構構成成事事業業者者やや構構成成事事業業者者のの取取引引先先事事業業者者にに，，特特定定のの事事

業業者者がが供供給給すするる商商品品又又はは役役務務ににつついいてて，，そそのの供供給給をを受受けけ

るるここととのの制制限限ををささせせるるよよううににすするるこことと。。  

〈〈例例〉〉  

①①    販販売売業業者者をを構構成成事事業業者者ととすするる団団体体がが，，輸輸入入品品をを排排

除除すするるたためめにに，，構構成成事事業業者者がが輸輸入入品品をを供供給給すするる業業者者

とと取取引引すするるここととをを禁禁止止すするるこことと。。  

②②    製製造造業業者者をを構構成成事事業業者者ととすするる団団体体がが，，構構成成事事業業者者

のの競競争争者者のの新新規規参参入入をを妨妨げげるるたためめにに，，構構成成事事業業者者のの

取取引引先先ででああるる販販売売業業者者にに対対しし，，新新規規参参入入者者かからら商商品品

のの供供給給をを受受けけなないいよようう圧圧力力をを加加ええるるこことと。。  

  

○○  団団体体にに加加入入ししななけけれればば事事業業活活動動をを行行ううここととがが困困難難なな状状

況況（（注注））ににおおいいてて，，不不当当にに，，団団体体へへのの事事業業者者のの加加入入をを制制

限限しし，，又又はは団団体体かからら事事業業者者をを除除名名すするるこことと。。  
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  ((11))    不不当当なな加加入入制制限限にに当当たたるるおおそそれれがが強強いい行行為為  
  

事事業業者者団団体体がが，，例例ええばば次次ののよよううなな事事業業者者団団体体へへのの加加入入条条件件にに係係るる行行為為ををすするるここととはは，，

上上記記５５――１１――３３ににおおけけるる「「不不当当にに，，団団体体へへのの事事業業者者のの加加入入をを制制限限」」すするるここととにに当当たたるるおお

そそれれがが強強いいここととかからら，，事事業業者者団団体体にに加加入入ししななけけれればば事事業業活活動動をを行行ううここととがが困困難難なな状状況況

（（注注))ににおおいいててはは，，違違反反ととななるるおおそそれれがが強強いい。。  
  

  ５５――１１――３３――①①  

（（過過大大なな入入会会金金等等

のの徴徴収収））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

５５――１１――３３――②②  

（（店店舗舗のの数数のの制制限限

等等））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

５５――１１――３３――③③  

○○  社社会会通通念念上上合合理理性性ののなないい高高額額にに過過ぎぎるる入入会会金金やや負負担担金金

をを徴徴収収すするるこことと。。  

〈〈違違反反ととさされれたた具具体体例例〉〉  

ＸＸ医医師師会会事事件件（（昭昭和和 5555年年（（勧勧））第第７７号号））でではは，，当当該該医医

師師会会にに加加入入せせずずにに独独自自にに開開業業すするる場場合合ににはは，，学学校校医医へへのの

推推薦薦，，優優生生保保護護法法にに基基づづくく指指定定医医師師のの指指定定のの申申請請にに係係るる

業業務務，，関関係係行行政政機機関関かかららのの通通達達等等のの伝伝達達等等業業務務上上必必要要なな

便便宜宜のの供供与与がが受受けけらられれずず，，ままたた，，診診療療面面でで他他のの開開業業医医のの

協協力力をを求求めめ難難いいこことと等等かからら，，当当該該医医師師会会にに加加入入ししなないいでで

開開業業医医ととななるるここととがが一一般般にに困困難難なな状状況況のの下下でで，，地地区区内内でで

のの病病院院又又はは診診療療所所のの開開設設をを制制限限すするるととととももにに，，そそのの開開設設

制制限限をを強強化化すするるたためめ，，開開業業医医ととししてて入入会会すするる者者かからら徴徴収収

すするる入入会会金金のの額額をを従従来来のの倍倍額額以以上上にに引引きき上上げげるるここととをを決決

定定ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第３３号号及及びび第第４４号号（（現現行行

法法第第８８条条第第３３号号及及びび第第４４号号））違違反反ととさされれたた。。  

  

○○  一一定定地地域域ににおおけけるる店店舗舗等等のの数数のの制制限限やや既既存存のの店店舗舗等等とと

一一定定のの距距離離をを保保つつここととをを内内容容ととすするる加加入入資資格格要要件件をを設設定定

すするるこことと。。  

〈〈違違反反ととさされれたた具具体体例例〉〉  

ＸＸ青青果果物物販販売売業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 4400年年（（勧勧））第第 2299号号））

でではは，，卸卸売売市市場場をを開開設設ししてていいるる甲甲社社，，乙乙社社及及びび丙丙社社がが当当

該該団団体体にに加加入入ししたた者者ででななけけれればば仲仲買買人人ととししなないいここととととしし

てていいたたたためめ，，当当該該団団体体にに加加入入ししななけけれればば卸卸売売市市場場かからら青青

果果物物をを仕仕入入れれるるここととががででききずず，，青青果果物物のの販販売売業業をを営営むむここ

ととがが困困難難なな状状況況ににおおいいてて，，当当該該団団体体へへのの新新規規加加入入者者のの資資

格格ととししてて，，そそのの店店舗舗がが既既存存構構成成事事業業者者のの店店舗舗かからら 330000 メメ

ーートトルル以以上上のの間間隔隔ががああるるここととをを原原則則ととすするる等等のの制制限限をを設設

けけ，，当当該該団団体体へへのの加加入入をを制制限限ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１

項項第第３３号号（（現現行行法法第第８８条条第第３３号号））違違反反ととさされれたた。。  

  

○○  団団体体へへのの加加入入ににつついいてて，，事事業業のの地地域域，，分分野野等等ににつついいてて
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  ((11))    不不当当なな加加入入制制限限にに当当たたるるおおそそれれがが強強いい行行為為  
  

事事業業者者団団体体がが，，例例ええばば次次ののよよううなな事事業業者者団団体体へへのの加加入入条条件件にに係係るる行行為為ををすするるここととはは，，

上上記記５５――１１――３３ににおおけけるる「「不不当当にに，，団団体体へへのの事事業業者者のの加加入入をを制制限限」」すするるここととにに当当たたるるおお

そそれれがが強強いいここととかからら，，事事業業者者団団体体にに加加入入ししななけけれればば事事業業活活動動をを行行ううここととがが困困難難なな状状況況

（（注注))ににおおいいててはは，，違違反反ととななるるおおそそれれがが強強いい。。  
  

  ５５――１１――３３――①①  

（（過過大大なな入入会会金金等等

のの徴徴収収））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

５５――１１――３３――②②  

（（店店舗舗のの数数のの制制限限

等等））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

５５――１１――３３――③③  

○○  社社会会通通念念上上合合理理性性ののなないい高高額額にに過過ぎぎるる入入会会金金やや負負担担金金

をを徴徴収収すするるこことと。。  

〈〈違違反反ととさされれたた具具体体例例〉〉  

ＸＸ医医師師会会事事件件（（昭昭和和 5555年年（（勧勧））第第７７号号））でではは，，当当該該医医

師師会会にに加加入入せせずずにに独独自自にに開開業業すするる場場合合ににはは，，学学校校医医へへのの

推推薦薦，，優優生生保保護護法法にに基基づづくく指指定定医医師師のの指指定定のの申申請請にに係係るる

業業務務，，関関係係行行政政機機関関かかららのの通通達達等等のの伝伝達達等等業業務務上上必必要要なな

便便宜宜のの供供与与がが受受けけらられれずず，，ままたた，，診診療療面面でで他他のの開開業業医医のの

協協力力をを求求めめ難難いいこことと等等かからら，，当当該該医医師師会会にに加加入入ししなないいでで

開開業業医医ととななるるここととがが一一般般にに困困難難なな状状況況のの下下でで，，地地区区内内でで

のの病病院院又又はは診診療療所所のの開開設設をを制制限限すするるととととももにに，，そそのの開開設設

制制限限をを強強化化すするるたためめ，，開開業業医医ととししてて入入会会すするる者者かからら徴徴収収

すするる入入会会金金のの額額をを従従来来のの倍倍額額以以上上にに引引きき上上げげるるここととをを決決

定定ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第３３号号及及びび第第４４号号（（現現行行

法法第第８８条条第第３３号号及及びび第第４４号号））違違反反ととさされれたた。。  

  

○○  一一定定地地域域ににおおけけるる店店舗舗等等のの数数のの制制限限やや既既存存のの店店舗舗等等とと

一一定定のの距距離離をを保保つつここととをを内内容容ととすするる加加入入資資格格要要件件をを設設定定

すするるこことと。。  

〈〈違違反反ととさされれたた具具体体例例〉〉  

ＸＸ青青果果物物販販売売業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 4400年年（（勧勧））第第 2299号号））

でではは，，卸卸売売市市場場をを開開設設ししてていいるる甲甲社社，，乙乙社社及及びび丙丙社社がが当当

該該団団体体にに加加入入ししたた者者ででななけけれればば仲仲買買人人ととししなないいここととととしし

てていいたたたためめ，，当当該該団団体体にに加加入入ししななけけれればば卸卸売売市市場場かからら青青

果果物物をを仕仕入入れれるるここととががででききずず，，青青果果物物のの販販売売業業をを営営むむここ

ととがが困困難難なな状状況況ににおおいいてて，，当当該該団団体体へへのの新新規規加加入入者者のの資資

格格ととししてて，，そそのの店店舗舗がが既既存存構構成成事事業業者者のの店店舗舗かからら 330000 メメ

ーートトルル以以上上のの間間隔隔ががああるるここととをを原原則則ととすするる等等のの制制限限をを設設

けけ，，当当該該団団体体へへのの加加入入をを制制限限ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１

項項第第３３号号（（現現行行法法第第８８条条第第３３号号））違違反反ととさされれたた。。  

  

○○  団団体体へへのの加加入入ににつついいてて，，事事業業のの地地域域，，分分野野等等ににつついいてて

（（直直接接的的なな競競合合関関

係係ににああるる事事業業者者のの

了了承承等等））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

５５――１１――３３――④④  

（（国国籍籍にによよるる制制

限限））  

特特にに直直接接的的なな競競合合関関係係ににああるる構構成成事事業業者者のの了了承承，，推推薦薦等等

をを得得るるここととをを条条件件ととすするるこことと。。  

〈〈違違反反ととさされれたた具具体体例例〉〉  

ＸＸ医医師師会会事事件件（（昭昭和和 5555年年（（勧勧））第第７７号号））でではは，，当当該該医医

師師会会にに加加入入ししなないいでで開開業業医医ととななるるここととがが一一般般にに困困難難なな状状

況況のの下下でで，，地地区区内内にに病病院院又又はは診診療療所所をを開開設設等等すするる場場合合にに

はは，，当当該該医医師師会会のの承承認認をを得得ささせせるるここととととしし，，承承認認願願ににはは

構構成成事事業業者者のの紹紹介介をを必必要要ととしし，，ままたた，，承承認認のの可可否否のの決決定定

にに際際ししててはは開開設設予予定定地地周周辺辺のの構構成成事事業業者者のの意意見見をを特特にに重重

視視すするるこことと等等をを決決定定ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第３３号号

及及びび第第４４号号（（現現行行法法第第８８条条第第３３号号及及びび第第４４号号））違違反反ととささ

れれたた。。  

  

○○  「「日日本本国国法法人人」」やや「「日日本本国国籍籍をを有有すするる者者」」等等国国籍籍にによよ

るる制制限限をを内内容容ととすするる加加入入資資格格要要件件をを設設定定すするるこことと。。  

  
  

      （（注注））  例例ええばば，，事事業業者者団団体体がが，，事事業業活活動動にに重重要要なな影影響響ののああるる公公的的事事業業のの実実施施ののたためめのの

業業務務をを委委託託さされれたた場場合合にに，，そそのの実実施施にに際際ししてて，，非非構構成成事事業業者者をを差差別別的的にに取取りり扱扱うう

よよううなな場場合合ににはは，，「「事事業業者者団団体体にに加加入入ししななけけれればば事事業業活活動動をを行行ううここととがが困困難難なな状状

況況」」がが生生じじ得得るる。。  
  

((22))  加加入入条条件件等等にに係係るる行行為為ででそそれれ自自体体ととししててはは問問題題ととななららなないいもものの  
  

ななおお，，上上記記((11))にに対対ししてて，，事事業業者者団団体体がが，，そそのの設設立立目目的的やや事事業業内内容容等等にに照照ららししてて合合理理的的

なな内内容容のの加加入入資資格格要要件件やや除除名名事事由由をを設設定定すするるここととはは，，そそれれ自自体体ととししててはは，，独独占占禁禁止止法法上上

問問題題ととななるるももののででははなないい。。  

              ままたた，，事事業業者者団団体体がが，，社社会会通通念念上上合合理理的的なな金金額額のの入入会会金金やや合合理理的的なな計計算算根根拠拠にに基基づづいい

たた負負担担金金をを徴徴収収すするるこことと又又はは入入会会金金やや負負担担金金のの金金額額ににつつきき構構成成事事業業者者間間でで企企業業規規模模等等にに

応応じじてて合合理理的的なな格格差差をを設設けけるるここととはは，，そそれれ自自体体ととししててはは，，独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななるるもものの

ででははなないい。。  

  

６６  不不公公正正なな取取引引方方法法  
  

事事業業者者団団体体がが事事業業者者にに不不公公正正なな取取引引方方法法にに該該当当すするる行行為為ををささせせるるよよううににすするるここととはは，，法法

第第８８条条第第５５号号のの規規定定にに違違反反すするる。。  

          ななおお，，事事業業者者団団体体がが，，事事業業者者ととししててのの性性格格をを併併せせ持持つつととききにに，，自自らら主主体体ととななっってて事事業業をを

行行ううにに際際ししてて不不公公正正なな取取引引方方法法をを用用いいれればば，，法法第第 1199条条のの規規定定にに違違反反すするる。。  

          事事業業者者団団体体がが関関与与ししたた不不公公正正なな取取引引方方法法にに該該当当すするる行行為為のの例例をを挙挙げげれればば，，次次ののよよううななもも

ののががああるる。。    
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（（注注））  ななおお，，事事業業者者団団体体がが，，例例ええばば，，事事業業者者にに取取引引拒拒絶絶（（６６――１１又又はは６６――２２））ををささせせるるここ

ととにによよりり新新たたにに事事業業者者がが参参入入すするるここととをを著著ししくく困困難難ととささせせ，，又又はは既既存存のの事事業業者者をを排排除除

しし，，ああるるいいはは事事業業者者にに再再販販売売価価格格のの拘拘束束（（６６――６６））ををささせせ，，ここれれららのの行行為為にによよりり，，市市

場場ににおおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるここととはは，，法法第第８８条条第第１１号号のの規規定定にに違違反反すするる（（５５――

１１及及びび１１――２２参参照照））。。  
  

６６――１１  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（共共同同のの取取引引拒拒

絶絶））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

○○  「「正正当当なな理理由由ががなないいののにに，，競競争争者者とと共共同同ししてて，，次次ののいい

ずずれれかかにに該該当当すするる行行為為ををすするるこことと。。  

イイ  ああるる事事業業者者にに対対しし，，供供給給をを拒拒絶絶しし，，又又はは供供給給にに係係るる

商商品品若若ししくくはは役役務務のの数数量量若若ししくくはは内内容容をを制制限限すするるここ

とと。。  

ロロ  他他のの事事業業者者にに，，ああるる事事業業者者にに対対すするる供供給給をを拒拒絶絶ささせせ，，

又又はは供供給給にに係係るる商商品品若若ししくくはは役役務務のの数数量量若若ししくくはは内内容容

をを制制限限ささせせるるこことと。。」」  

（（法法第第２２条条第第９９項項第第１１号号））  

○○  「「正正当当なな理理由由ががなないいののにに，，自自己己とと競競争争関関係係ににああるる他他のの

事事業業者者（（以以下下「「競競争争者者」」とといいうう。。））とと共共同同ししてて，，次次のの各各号号

ののいいずずれれかかにに掲掲げげるる行行為為ををすするるこことと。。  

一一  ああるる事事業業者者かからら商商品品若若ししくくはは役役務務のの供供給給をを受受けけるるここ

ととをを拒拒絶絶しし，，又又はは供供給給をを受受けけるる商商品品若若ししくくはは役役務務のの数数

量量若若ししくくはは内内容容をを制制限限すするるこことと。。  

二二  他他のの事事業業者者にに，，ああるる事事業業者者かからら商商品品若若ししくくはは役役務務のの

供供給給をを受受けけるるここととをを拒拒絶絶ささせせ，，又又はは供供給給をを受受けけるる商商品品

若若ししくくはは役役務務のの数数量量若若ししくくはは内内容容をを制制限限ささせせるるこことと。。」」  

（（一一般般指指定定第第１１項項））  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ木木材材輸輸入入業業者者等等団団体体事事件件（（平平成成２２年年（（勧勧））第第 1166号号））

でではは，，非非構構成成事事業業者者がが甲甲港港ににおおいいてて木木材材のの輸輸入入をを行行ううここ

ととをを阻阻止止すするるたためめ，，構構成成事事業業者者ででああるる木木材材輸輸入入業業者者にに，，

共共同同ししてて港港湾湾運運送送事事業業者者にに非非構構成成事事業業者者ととのの輸輸入入木木材材のの

荷荷役役にに関関すするる取取引引をを拒拒絶絶ささせせるる行行為為をを行行わわせせてていいたたこことと

がが，，一一般般指指定定第第１１項項第第２２号号（（現現行行法法第第２２条条第第９９項項第第１１号号

ロロ））にに該該当当すするる行行為為ををささせせるるよよううににししてていいるるももののととししてて，，

法法第第８８条条第第１１項項第第５５号号（（現現行行法法第第８８条条第第５５号号））違違反反ととささ

れれたた。。  

ＹＹ修修理理用用自自動動車車硝硝子子販販売売業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 4422年年（（勧勧））

第第７７号号））でではは，，修修理理用用自自動動車車硝硝子子をを，，製製造造業業者者にに特特定定のの

卸卸売売業業者者以以外外のの者者にに対対ししてて販販売売ささせせなないいよよううににしし，，ままたた，，
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（（注注））  ななおお，，事事業業者者団団体体がが，，例例ええばば，，事事業業者者にに取取引引拒拒絶絶（（６６――１１又又はは６６――２２））ををささせせるるここ

ととにによよりり新新たたにに事事業業者者がが参参入入すするるここととをを著著ししくく困困難難ととささせせ，，又又はは既既存存のの事事業業者者をを排排除除

しし，，ああるるいいはは事事業業者者にに再再販販売売価価格格のの拘拘束束（（６６――６６））ををささせせ，，ここれれららのの行行為為にによよりり，，市市

場場ににおおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるここととはは，，法法第第８８条条第第１１号号のの規規定定にに違違反反すするる（（５５――

１１及及びび１１――２２参参照照））。。  
  

６６――１１  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（共共同同のの取取引引拒拒

絶絶））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

○○  「「正正当当なな理理由由ががなないいののにに，，競競争争者者とと共共同同ししてて，，次次ののいい

ずずれれかかにに該該当当すするる行行為為ををすするるこことと。。  

イイ  ああるる事事業業者者にに対対しし，，供供給給をを拒拒絶絶しし，，又又はは供供給給にに係係るる

商商品品若若ししくくはは役役務務のの数数量量若若ししくくはは内内容容をを制制限限すするるここ

とと。。  

ロロ  他他のの事事業業者者にに，，ああるる事事業業者者にに対対すするる供供給給をを拒拒絶絶ささせせ，，

又又はは供供給給にに係係るる商商品品若若ししくくはは役役務務のの数数量量若若ししくくはは内内容容

をを制制限限ささせせるるこことと。。」」  

（（法法第第２２条条第第９９項項第第１１号号））  

○○  「「正正当当なな理理由由ががなないいののにに，，自自己己とと競競争争関関係係ににああるる他他のの

事事業業者者（（以以下下「「競競争争者者」」とといいうう。。））とと共共同同ししてて，，次次のの各各号号

ののいいずずれれかかにに掲掲げげるる行行為為ををすするるこことと。。  

一一  ああるる事事業業者者かからら商商品品若若ししくくはは役役務務のの供供給給をを受受けけるるここ

ととをを拒拒絶絶しし，，又又はは供供給給をを受受けけるる商商品品若若ししくくはは役役務務のの数数

量量若若ししくくはは内内容容をを制制限限すするるこことと。。  

二二  他他のの事事業業者者にに，，ああるる事事業業者者かからら商商品品若若ししくくはは役役務務のの

供供給給をを受受けけるるここととをを拒拒絶絶ささせせ，，又又はは供供給給をを受受けけるる商商品品

若若ししくくはは役役務務のの数数量量若若ししくくはは内内容容をを制制限限ささせせるるこことと。。」」  

（（一一般般指指定定第第１１項項））  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ木木材材輸輸入入業業者者等等団団体体事事件件（（平平成成２２年年（（勧勧））第第 1166号号））

でではは，，非非構構成成事事業業者者がが甲甲港港ににおおいいてて木木材材のの輸輸入入をを行行ううここ

ととをを阻阻止止すするるたためめ，，構構成成事事業業者者ででああるる木木材材輸輸入入業業者者にに，，

共共同同ししてて港港湾湾運運送送事事業業者者にに非非構構成成事事業業者者ととのの輸輸入入木木材材のの

荷荷役役にに関関すするる取取引引をを拒拒絶絶ささせせるる行行為為をを行行わわせせてていいたたこことと

がが，，一一般般指指定定第第１１項項第第２２号号（（現現行行法法第第２２条条第第９９項項第第１１号号

ロロ））にに該該当当すするる行行為為ををささせせるるよよううににししてていいるるももののととししてて，，

法法第第８８条条第第１１項項第第５５号号（（現現行行法法第第８８条条第第５５号号））違違反反ととささ

れれたた。。  

ＹＹ修修理理用用自自動動車車硝硝子子販販売売業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 4422年年（（勧勧））

第第７７号号））でではは，，修修理理用用自自動動車車硝硝子子をを，，製製造造業業者者にに特特定定のの

卸卸売売業業者者以以外外のの者者にに対対ししてて販販売売ささせせなないいよよううににしし，，ままたた，，

  

  

  

  

  

  

６６――２２  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

６６――３３  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（そそのの他他のの取取引引拒拒

絶絶））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（取取引引条条件件等等のの差差

別別取取扱扱いい））  

  

  

  

  

  

  

  

当当該該卸卸売売業業者者にに非非構構成成事事業業者者にに対対ししてて販販売売ささせせなないいよようう

ににししてていいたたここととがが，，一一般般指指定定のの１１（（現現行行法法第第２２条条第第９９項項

第第１１号号ロロ））にに該該当当すするる行行為為ををささせせるるよよううににししてていいるるもものの

ととししてて，，法法第第８８条条第第１１項項第第５５号号（（現現行行法法第第８８条条第第５５号号））

違違反反ととさされれたた。。  

  

○○    「「不不当当にに，，ああるる事事業業者者にに対対しし取取引引をを拒拒絶絶しし若若ししくくはは取取

引引にに係係るる商商品品若若ししくくはは役役務務のの数数量量若若ししくくはは内内容容をを制制限限

しし，，又又はは他他のの事事業業者者ににここれれららにに該該当当すするる行行為為ををささせせるるここ

とと。。」」（（一一般般指指定定第第２２項項））  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ生生ココンンククリリーートト製製造造業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 5566年年（（判判））

第第２２号号））でではは，，地地区区内内ににおおいいてて生生ココンンククリリーートト製製造造業業者者

がが使使用用すするるセセメメンントトののほほととんんどどすすべべててをを供供給給ししてていいるるセセ

メメンントト製製造造業業者者にに，，生生ココンンククリリーートト製製造造設設備備のの新新増増設設をを

計計画画ししてていいるる地地区区内内のの非非構構成成事事業業者者及及びび越越境境販販売売ししてていい

るる地地区区外外のの非非構構成成事事業業者者にに対対ししセセメメンントトのの取取引引をを拒拒絶絶すす

るるよよううににささせせてていいたたここととがが，，一一般般指指定定第第２２項項にに該該当当すするる

行行為為ををささせせるるよよううににししてていいるるももののととししてて，，法法第第８８条条第第１１

項項第第５５号号（（現現行行法法第第８８条条第第５５号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＹＹ協協同同組組合合連連合合会会事事件件（（平平成成２２年年（（勧勧））第第１１号号））でではは，，

当当該該連連合合会会をを経経てて供供給給さされれるる経経路路にによよるる青青果果物物用用段段ボボーー

ルル箱箱のの供供給給数数量量のの維維持持拡拡大大ののたためめにに，，指指定定メメーーカカーー（（当当

該該連連合合会会がが売売買買基基本本契契約約をを締締結結ししてていいるる段段ボボーールル箱箱製製造造

業業者者））にに，，非非指指定定メメーーカカーーにに対対ししてて，，そそのの段段ボボーールル箱箱のの

製製造造販販売売をを妨妨げげるる措措置置ととししてて，，段段ボボーールル箱箱向向けけ段段ボボーールル

シシーートトのの供供給給をを拒拒絶絶ささせせてていいたたこことと等等がが，，一一般般指指定定第第２２

項項にに該該当当すするるももののととししてて，，法法第第 1199条条違違反反ととさされれたた。。  

  

○○  「「不不当当にに，，ああるる事事業業者者にに対対しし取取引引のの条条件件又又はは実実施施ににつつ

いいてて有有利利なな又又はは不不利利なな取取扱扱いいををすするるこことと。。」」（（一一般般指指定定第第

四四項項））  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ除除虫虫菊菊殺殺虫虫剤剤製製造造業業者者団団体体及及びびＹＹ除除虫虫菊菊生生産産者者団団体体

事事件件（（昭昭和和 3388 年年（（勧勧））第第 2200 号号））でではは，，両両団団体体がが協協議議のの

上上，，ＸＸ団団体体のの構構成成事事業業者者のの原原材材料料（（除除虫虫菊菊））のの購購入入ににつつ

いいてて，，ＹＹ団団体体のの構構成成員員ととのの取取引引をを優優先先しし非非構構成成員員ででああるる

集集荷荷業業者者にに対対ししてて取取引引開開始始時時期期をを遅遅ららせせるる等等著著ししくく不不利利
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６６――４４  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

６６――５５  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（事事業業者者団団体体ににおお

けけるる差差別別取取扱扱いい

等等））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（排排他他条条件件付付取取

引引））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

なな取取扱扱いいをを行行ううここととをを決決定定しし，，ＸＸ団団体体のの構構成成事事業業者者にに実実

施施ささせせてていいたたここととがが，，一一般般指指定定のの２２（（現現行行一一般般指指定定第第４４

項項））にに該該当当すするる行行為為ををささせせるるよよううににししてていいるるももののととししてて，，

法法第第８８条条第第１１項項第第５５号号（（現現行行法法第第８８条条第第５５号号））違違反反ととささ

れれたた。。  

  

○○    「「事事業業者者団団体体若若ししくくはは共共同同行行為為かかららああるる事事業業者者をを不不当当

にに排排斥斥しし，，又又はは事事業業者者団団体体のの内内部部若若ししくくはは共共同同行行為為ににおお

いいててああるる事事業業者者をを不不当当にに差差別別的的にに取取りり扱扱いい，，そそのの事事業業者者

のの事事業業活活動動をを困困難難ににささせせるるこことと。。」」（（一一般般指指定定第第５５項項））  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ協協同同組組合合事事件件（（昭昭和和 3322年年（（勧勧））第第２２号号））でではは，，従従来来

当当該該組組合合でではは生生乳乳をを協協同同組組合合連連合合会会をを経経由由ししてて甲甲乳乳業業者者

ににすすべべてて出出荷荷ししてていいたた中中でで，，他他のの乙乙乳乳業業者者にに生生乳乳をを出出荷荷

ししたた組組合合員員にに対対ししてて，，当当該該組組合合かかららのの資資金金貸貸出出をを拒拒否否しし，，

ああるるいいはは組組合合施施設設のの利利用用にに関関ししてて一一般般にに清清算算取取引引をを行行っっ

てていいるるににももかかかかわわららずず現現金金取取引引をを行行ううななどど，，当当該該協協同同組組

合合のの内内部部ににおおいいてて差差別別的的なな取取扱扱いいをを行行っったたこことと等等がが，，一一

般般指指定定のの３３（（現現行行一一般般指指定定第第５５項項））にに該該当当すするるももののととしし

てて，，法法第第 1199条条違違反反ととさされれたた。。  

  

○○  「「不不当当にに，，相相手手方方がが競競争争者者とと取取引引ししなないいここととをを条条件件とと

ししてて当当該該相相手手方方とと取取引引しし，，競競争争者者のの取取引引のの機機会会をを減減少少ささ

せせるるおおそそれれががああるるこことと。。」」（（一一般般指指定定第第 1111項項））  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ生生ココンンククリリーートト製製造造業業者者団団体体事事件件（（平平成成５５年年（（勧勧））

第第 2233号号））でではは，，当当該該団団体体のの構構成成事事業業者者をを構構成成員員ととすするる甲甲，，

乙乙及及びび丙丙のの各各生生ココンンククリリーートト協協同同組組合合（（生生ココンン協協組組））がが

当当該該団団体体のの指指導導，，調調整整のの下下にに行行っってていいるる共共同同販販売売事事業業にに

関関ししてて，，販販売売先先ででああるる丁丁建建設設業業協協同同組組合合（（丁丁建建設設協協組組））

のの組組合合員員にに対対ししてて行行っってていいるる割割戻戻しし（（事事実実上上のの値値引引きき））

ににつついいててはは全全量量生生ココンン協協組組かからら購購入入すするるここととをを条条件件ととすす

るるここととととしし，，生生ココンン協協組組のの非非組組合合員員かかららもも購購入入ししてていいるる

丁丁建建設設協協組組のの組組合合員員にに対対ししててはは割割戻戻ししをを行行わわなないいここととをを

決決定定すするる等等にによよりり，，生生ココンン協協組組ををししてて，，丁丁建建設設協協組組のの組組

合合員員がが生生ココンン協協組組のの非非組組合合員員かからら生生ココンンククリリーートトをを購購入入

ししなないいよよううににささせせてていいたたここととがが，，一一般般指指定定第第 1111項項にに該該当当

すするる行行為為ををささせせるるよよううににししてていいるるももののととししてて，，法法第第８８条条
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（（事事業業者者団団体体ににおお

けけるる差差別別取取扱扱いい

等等））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（排排他他条条件件付付取取

引引））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

なな取取扱扱いいをを行行ううここととをを決決定定しし，，ＸＸ団団体体のの構構成成事事業業者者にに実実

施施ささせせてていいたたここととがが，，一一般般指指定定のの２２（（現現行行一一般般指指定定第第４４

項項））にに該該当当すするる行行為為ををささせせるるよよううににししてていいるるももののととししてて，，

法法第第８８条条第第１１項項第第５５号号（（現現行行法法第第８８条条第第５５号号））違違反反ととささ

れれたた。。  

  

○○    「「事事業業者者団団体体若若ししくくはは共共同同行行為為かかららああるる事事業業者者をを不不当当

にに排排斥斥しし，，又又はは事事業業者者団団体体のの内内部部若若ししくくはは共共同同行行為為ににおお

いいててああるる事事業業者者をを不不当当にに差差別別的的にに取取りり扱扱いい，，そそのの事事業業者者

のの事事業業活活動動をを困困難難ににささせせるるこことと。。」」（（一一般般指指定定第第５５項項））  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ協協同同組組合合事事件件（（昭昭和和 3322年年（（勧勧））第第２２号号））でではは，，従従来来

当当該該組組合合でではは生生乳乳をを協協同同組組合合連連合合会会をを経経由由ししてて甲甲乳乳業業者者

ににすすべべてて出出荷荷ししてていいたた中中でで，，他他のの乙乙乳乳業業者者にに生生乳乳をを出出荷荷

ししたた組組合合員員にに対対ししてて，，当当該該組組合合かかららのの資資金金貸貸出出をを拒拒否否しし，，

ああるるいいはは組組合合施施設設のの利利用用にに関関ししてて一一般般にに清清算算取取引引をを行行っっ

てていいるるににももかかかかわわららずず現現金金取取引引をを行行ううななどど，，当当該該協協同同組組

合合のの内内部部ににおおいいてて差差別別的的なな取取扱扱いいをを行行っったたこことと等等がが，，一一

般般指指定定のの３３（（現現行行一一般般指指定定第第５５項項））にに該該当当すするるももののととしし

てて，，法法第第 1199条条違違反反ととさされれたた。。  

  

○○  「「不不当当にに，，相相手手方方がが競競争争者者とと取取引引ししなないいここととをを条条件件とと

ししてて当当該該相相手手方方とと取取引引しし，，競競争争者者のの取取引引のの機機会会をを減減少少ささ

せせるるおおそそれれががああるるこことと。。」」（（一一般般指指定定第第 1111項項））  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ生生ココンンククリリーートト製製造造業業者者団団体体事事件件（（平平成成５５年年（（勧勧））

第第 2233号号））でではは，，当当該該団団体体のの構構成成事事業業者者をを構構成成員員ととすするる甲甲，，

乙乙及及びび丙丙のの各各生生ココンンククリリーートト協協同同組組合合（（生生ココンン協協組組））がが

当当該該団団体体のの指指導導，，調調整整のの下下にに行行っってていいるる共共同同販販売売事事業業にに

関関ししてて，，販販売売先先ででああるる丁丁建建設設業業協協同同組組合合（（丁丁建建設設協協組組））

のの組組合合員員にに対対ししてて行行っってていいるる割割戻戻しし（（事事実実上上のの値値引引きき））

ににつついいててはは全全量量生生ココンン協協組組かからら購購入入すするるここととをを条条件件ととすす

るるここととととしし，，生生ココンン協協組組のの非非組組合合員員かかららもも購購入入ししてていいるる

丁丁建建設設協協組組のの組組合合員員にに対対ししててはは割割戻戻ししをを行行わわなないいここととをを

決決定定すするる等等にによよりり，，生生ココンン協協組組ををししてて，，丁丁建建設設協協組組のの組組

合合員員がが生生ココンン協協組組のの非非組組合合員員かからら生生ココンンククリリーートトをを購購入入

ししなないいよよううににささせせてていいたたここととがが，，一一般般指指定定第第 1111項項にに該該当当

すするる行行為為ををささせせるるよよううににししてていいるるももののととししてて，，法法第第８８条条
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（（再再販販売売価価格格のの拘拘

束束））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（拘拘束束条条件件付付取取

引引））  

  

  

  

  

  

  

  

第第１１項項第第５５号号（（現現行行法法第第８８条条第第５５号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＹＹ協協同同組組合合事事件件（（昭昭和和 5566 年年（（勧勧））第第 1122 号号））でではは，，乳乳

業業者者にに対対ししてて生生乳乳をを供供給給すするるにに当当たたりり，，当当該該協協同同組組合合のの

競競争争者者かからら生生乳乳のの供供給給をを受受けけなないいここととをを条条件件ととししてて取取引引

ししてていいたたここととがが，，一一般般指指定定のの７７（（現現行行一一般般指指定定第第 1111項項））

にに該該当当すするるももののととししてて，，法法第第 1199条条違違反反ととさされれたた。。  

  

○○  「「自自己己のの供供給給すするる商商品品をを購購入入すするる相相手手方方にに，，正正当当なな理理

由由ががなないいののにに，，次次ののいいずずれれかかにに掲掲げげるる拘拘束束のの条条件件をを付付けけ

てて，，当当該該商商品品をを供供給給すするるこことと。。  

イイ  相相手手方方にに対対ししそそのの販販売売すするる当当該該商商品品のの販販売売価価格格をを定定

めめててここれれをを維維持持ささせせるるここととそそのの他他相相手手方方のの当当該該商商品品のの

販販売売価価格格のの自自由由なな決決定定をを拘拘束束すするるこことと。。  

ロロ  相相手手方方のの販販売売すするる当当該該商商品品をを購購入入すするる事事業業者者のの当当該該

商商品品のの販販売売価価格格をを定定めめてて相相手手方方ををししてて当当該該事事業業者者ににここ

れれをを維維持持ささせせるるここととそそのの他他相相手手方方ををししてて当当該該事事業業者者のの

当当該該商商品品のの販販売売価価格格のの自自由由なな決決定定をを拘拘束束ささせせるるこことと。。」」  

（（法法第第２２条条第第９９項項第第４４号号））（（１１――２２参参照照））  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ玩玩具具製製造造業業者者等等団団体体事事件件（（昭昭和和 4477年年（（勧勧））第第 1100号号））

でではは，，特特定定のの玩玩具具ににつついいてて量量販販店店にに定定価価（（製製造造業業者者がが販販

売売のの標標準準ととししてて定定めめたた小小売売価価格格））でで販販売売ささせせるるここととをを決決

定定しし，，ここのの決決定定にに基基づづきき，，構構成成事事業業者者にに，，量量販販店店にに対対しし

てて定定価価でで販販売売すするるここととをを約約束束ささせせてて商商品品をを納納入入ささせせ，，約約

束束ししなないい場場合合はは納納入入をを拒拒否否ささせせるる等等ししたたここととがが，，一一般般指指

定定のの８８（（現現行行法法第第２２条条第第９９項項第第４４号号））にに該該当当すするる行行為為をを

ささせせるるよよううににししてていいるるももののととししてて，，法法第第８８条条第第１１項項第第５５

号号（（現現行行法法第第８８条条第第５５号号））違違反反ととさされれたた。。  

  

○○  「「法法第第２２条条第第９９項項第第４４号号（（再再販販売売価価格格のの拘拘束束））又又はは前前

項項（（排排他他条条件件付付取取引引））にに該該当当すするる行行為為ののほほかか，，相相手手方方とと

そそのの取取引引のの相相手手方方ととのの取取引引そそのの他他相相手手方方のの事事業業活活動動をを不不

当当にに拘拘束束すするる条条件件ををつつけけてて，，当当該該相相手手方方とと取取引引すするるここ

とと。。」」（（一一般般指指定定第第 1122項項））  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ歯歯科科用用品品小小売売販販売売業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 6622年年（（勧勧））第第

６６号号））でではは，，歯歯科科用用品品製製造造業業者者ををししてて当当該該製製造造業業者者かからら

歯歯科科用用品品のの供供給給をを受受けけてていいるる販販売売業業者者にに通通信信販販売売のの方方法法
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（（優優越越的的地地位位のの濫濫

用用））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

にによよるる販販売売をを中中止止ささせせたたここととがが，，一一般般指指定定第第 1133項項（（現現行行

一一般般指指定定第第 1122項項））にに該該当当すするる行行為為ををささせせるるよよううににししてていい

るるももののととししてて，，法法第第８８条条第第１１項項第第５５号号（（現現行行法法第第８８条条第第

５５号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＹＹ協協同同組組合合事事件件（（昭昭和和 5566 年年（（勧勧））第第 1122 号号））でではは，，県県

内内のの生生乳乳及及びび飲飲用用乳乳製製品品のの市市場場ににおおいいてて，，当当該該協協同同組組合合

及及びび当当該該協協同同組組合合とと極極めめてて密密接接なな関関係係ににああるる乳乳業業者者（（生生

乳乳のの供供給給をを受受けけてて飲飲用用乳乳製製品品のの製製造造ををししてていいるる者者））ででああ

るる甲甲社社のの地地位位のの維維持持，，強強化化をを図図るるたためめ，，県県内内のの甲甲社社以以外外

のの乳乳業業者者にに対対しし生生乳乳をを供供給給すするるにに当当たたりり，，当当該該協協同同組組合合

かからら生生乳乳のの供供給給をを受受けけてていいなないい乳乳業業者者のの製製造造にに係係るる飲飲用用

乳乳製製品品をを取取りり扱扱わわなないいよよううににささせせてていいたたここととがが，，一一般般指指

定定のの８８（（現現行行一一般般指指定定第第 1122項項））にに該該当当すするるももののととししてて，，

法法第第 1199条条違違反反ととさされれたた。。  

  

○○  「「自自己己のの取取引引上上のの地地位位がが相相手手方方にに優優越越ししてていいるるここととをを

利利用用ししてて，，正正常常なな商商慣慣習習にに照照ららししてて不不当当にに，，次次ののいいずずれれ

かかにに該該当当すするる行行為為ををすするるこことと。。  

イイ  継継続続ししてて取取引引すするる相相手手方方（（新新たたにに継継続続ししてて取取引引ししよよ

ううととすするる相相手手方方をを含含むむ。。ロロににおおいいてて同同じじ。。））にに対対ししてて，，

当当該該取取引引にに係係るる商商品品又又はは役役務務以以外外のの商商品品又又はは役役務務をを購購

入入ささせせるるこことと。。  

ロロ  継継続続ししてて取取引引すするる相相手手方方にに対対ししてて，，自自己己ののたためめにに金金

銭銭，，役役務務そそのの他他のの経経済済上上のの利利益益をを提提供供ささせせるるこことと。。  

ハハ    取取引引のの相相手手方方かかららのの取取引引にに係係るる商商品品のの受受領領をを拒拒みみ，，

取取引引のの相相手手方方かからら取取引引にに係係るる商商品品をを受受領領ししたた後後当当該該商商

品品をを当当該該取取引引のの相相手手方方にに引引きき取取ららせせ，，取取引引のの相相手手方方にに

対対ししてて取取引引のの対対価価のの支支払払をを遅遅ららせせ，，若若ししくくははそそのの額額をを

減減じじ，，そそのの他他取取引引のの相相手手方方にに不不利利益益ととななるるよよううにに取取引引

のの条条件件をを設設定定しし，，若若ししくくはは変変更更しし，，又又はは取取引引をを実実施施すす

るるこことと。。」」  

（（法法第第２２条条第第９９項項第第５５号号））  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ協協同同組組合合連連合合会会事事件件（（平平成成２２年年（（勧勧））第第１１号号））でではは，，

当当該該連連合合会会のの取取引引上上のの地地位位がが指指定定メメーーカカーー（（当当該該連連合合会会

がが青青果果物物用用段段ボボーールル箱箱のの売売買買基基本本契契約約をを締締結結ししてていいるる段段

ボボーールル箱箱製製造造業業者者））にに対対ししてて優優越越ししてていいるるここととをを利利用用しし

てて，，需需要要者者がが当当該該連連合合会会をを経経由由ししなないいでで連連合合会会経経由由ののもも
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（（優優越越的的地地位位のの濫濫

用用））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

にによよるる販販売売をを中中止止ささせせたたここととがが，，一一般般指指定定第第 1133項項（（現現行行

一一般般指指定定第第 1122項項））にに該該当当すするる行行為為ををささせせるるよよううににししてていい

るるももののととししてて，，法法第第８８条条第第１１項項第第５５号号（（現現行行法法第第８８条条第第

５５号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＹＹ協協同同組組合合事事件件（（昭昭和和 5566 年年（（勧勧））第第 1122 号号））でではは，，県県

内内のの生生乳乳及及びび飲飲用用乳乳製製品品のの市市場場ににおおいいてて，，当当該該協協同同組組合合

及及びび当当該該協協同同組組合合とと極極めめてて密密接接なな関関係係ににああるる乳乳業業者者（（生生

乳乳のの供供給給をを受受けけてて飲飲用用乳乳製製品品のの製製造造ををししてていいるる者者））ででああ

るる甲甲社社のの地地位位のの維維持持，，強強化化をを図図るるたためめ，，県県内内のの甲甲社社以以外外

のの乳乳業業者者にに対対しし生生乳乳をを供供給給すするるにに当当たたりり，，当当該該協協同同組組合合

かからら生生乳乳のの供供給給をを受受けけてていいなないい乳乳業業者者のの製製造造にに係係るる飲飲用用

乳乳製製品品をを取取りり扱扱わわなないいよよううににささせせてていいたたここととがが，，一一般般指指

定定のの８８（（現現行行一一般般指指定定第第 1122項項））にに該該当当すするるももののととししてて，，

法法第第 1199条条違違反反ととさされれたた。。  

  

○○  「「自自己己のの取取引引上上のの地地位位がが相相手手方方にに優優越越ししてていいるるここととをを

利利用用ししてて，，正正常常なな商商慣慣習習にに照照ららししてて不不当当にに，，次次ののいいずずれれ

かかにに該該当当すするる行行為為ををすするるこことと。。  

イイ  継継続続ししてて取取引引すするる相相手手方方（（新新たたにに継継続続ししてて取取引引ししよよ

ううととすするる相相手手方方をを含含むむ。。ロロににおおいいてて同同じじ。。））にに対対ししてて，，

当当該該取取引引にに係係るる商商品品又又はは役役務務以以外外のの商商品品又又はは役役務務をを購購

入入ささせせるるこことと。。  

ロロ  継継続続ししてて取取引引すするる相相手手方方にに対対ししてて，，自自己己ののたためめにに金金

銭銭，，役役務務そそのの他他のの経経済済上上のの利利益益をを提提供供ささせせるるこことと。。  

ハハ    取取引引のの相相手手方方かかららのの取取引引にに係係るる商商品品のの受受領領をを拒拒みみ，，

取取引引のの相相手手方方かからら取取引引にに係係るる商商品品をを受受領領ししたた後後当当該該商商

品品をを当当該該取取引引のの相相手手方方にに引引きき取取ららせせ，，取取引引のの相相手手方方にに

対対ししてて取取引引のの対対価価のの支支払払をを遅遅ららせせ，，若若ししくくははそそのの額額をを

減減じじ，，そそのの他他取取引引のの相相手手方方にに不不利利益益ととななるるよよううにに取取引引

のの条条件件をを設設定定しし，，若若ししくくはは変変更更しし，，又又はは取取引引をを実実施施すす

るるこことと。。」」  

（（法法第第２２条条第第９９項項第第５５号号））  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ協協同同組組合合連連合合会会事事件件（（平平成成２２年年（（勧勧））第第１１号号））でではは，，

当当該該連連合合会会のの取取引引上上のの地地位位がが指指定定メメーーカカーー（（当当該該連連合合会会

がが青青果果物物用用段段ボボーールル箱箱のの売売買買基基本本契契約約をを締締結結ししてていいるる段段

ボボーールル箱箱製製造造業業者者））にに対対ししてて優優越越ししてていいるるここととをを利利用用しし

てて，，需需要要者者がが当当該該連連合合会会をを経経由由ししなないいでで連連合合会会経経由由ののもも

  

  

  

  

  

  

６６――９９  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（競競争争者者にに対対すするる

取取引引妨妨害害））  

  

  

  

  

  

ののよよりりもも安安いい価価格格でで段段ボボーールル箱箱をを購購入入すするるここととをを防防止止すす

るるたためめ売売りり込込みみをを受受けけたた地地区区のの協協同同組組合合にに差差額額をを補補ててんん

すするるののにに要要すするる金金銭銭をを，，指指定定メメーーカカーーにに提提供供ささせせてていいたた

ここととがが，，一一般般指指定定第第 1144項項第第２２号号（（現現行行法法第第２２条条第第９９項項第第

５５号号ロロ））にに該該当当すするるももののととししてて，，法法第第 1199条条違違反反ととさされれたた。。  

  

○○  「「自自己己又又はは自自己己がが株株主主若若ししくくはは役役員員ででああるる会会社社とと国国内内

ににおおいいてて競競争争関関係係ににああるる他他のの事事業業者者ととそそのの取取引引のの相相手手方方

ととのの取取引引ににつついいてて，，契契約約のの成成立立のの阻阻止止，，契契約約のの不不履履行行のの

誘誘引引そそのの他他いいかかななるる方方法法ををももっっててすするるかかをを問問わわずず，，そそのの

取取引引をを不不当当にに妨妨害害すするるこことと。。」」（（一一般般指指定定第第 1144項項））  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ衛衛生生検検査査業業者者等等団団体体事事件件（（昭昭和和 5544年年（（判判））第第４４号号））

でではは，，構構成成事事業業者者のの顧顧客客をを奪奪取取ししたた非非構構成成事事業業者者にに対対しし，，

顧顧客客をを奪奪取取すするる行行為為のの中中止止，，奪奪取取ししたた顧顧客客のの返返還還等等をを申申

しし入入れれ，，ささららにに，，ここのの申申入入れれにに従従わわななかかっったた非非構構成成事事業業

者者のの顧顧客客にに対対しし構構成成事事業業者者ををししてて一一斉斉にに営営業業活活動動をを行行わわ

せせてて当当該該非非構構成成事事業業者者のの顧顧客客をを奪奪取取ささせせるるよよううににししてていい

たたここととがが，，一一般般指指定定のの 1111（（現現行行一一般般指指定定第第 1144 項項））にに該該

当当すするる行行為為ををささせせるるよよううににししてていいるるももののととししてて，，法法第第８８

条条第第１１項項第第５５号号（（現現行行法法第第８８条条第第５５号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＹＹ協協同同組組合合事事件件（（平平成成元元年年（（勧勧））第第８８号号））でではは，，当当該該

協協同同組組合合がが行行うう生生ココンンククリリーートトのの協協同同販販売売事事業業のの区区域域内内

でではは，，建建設設工工事事業業者者がが非非組組合合員員のの生生ココンンククリリーートトののみみをを

使使用用ししてて工工事事をを行行ううここととがが困困難難なな状状況況ににおおいいてて，，非非組組合合

員員のの生生ココンンククリリーートトをを使使用用ししてていいるる建建設設工工事事業業者者にに対対しし

てて組組合合員員のの生生ココンンククリリーートトをを使使用用すするるよようう要要請請しし，，ここのの

要要請請にに応応じじなないい者者にに対対ししててはは組組合合員員のの生生ココンンククリリーートトをを

今今後後供供給給ししなないいここととをを申申しし入入れれるる等等ししてて，，非非組組合合員員とと建建

設設工工事事業業者者ととのの取取引引ををささせせなないいよよううににししたたここととがが，，一一般般

指指定定第第 1155項項（（現現行行一一般般指指定定第第 1144項項））にに該該当当すするるももののとと

ししてて，，法法第第 1199条条違違反反ととさされれたた。。  

    

７７  種種類類，，品品質質，，規規格格等等にに関関すするる行行為為  
  

((11))    種種類類，，品品質質，，規規格格等等のの制制限限行行為為  
  

商商品品又又はは役役務務のの種種類類，，品品質質，，規規格格等等はは，，事事業業者者間間のの競競争争のの手手段段ととななりり得得るるももののでであありり，，

事事業業者者団団体体ががここれれをを制制限限すするるここととにによよりり競競争争をを阻阻害害すするるここととはは，，法法第第８８条条第第３３号号，，第第４４
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号号又又はは第第５５号号のの規規定定にに違違反反すするる行行為為ででああるる。。ままたた，，例例ええばば，，市市場場分分割割のの目目的的でで商商品品のの種種

類類をを制制限限すするるこことと（（３３――２２参参照照））等等にによよりり市市場場ににおおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるこことともも

あありり得得るるととこころろでであありり，，ここののよよううなな行行為為はは法法第第８８条条第第１１号号のの規規定定にに違違反反すするる。。  
  

((22))    自自主主規規制制等等，，自自主主認認証証・・認認定定等等  
  

一一方方，，商商品品又又はは役役務務のの種種類類，，品品質質，，規規格格等等にに関関連連ししてて，，事事業業者者団団体体がが，，例例ええばば，，生生産産・・

流流通通のの合合理理化化やや消消費費者者のの利利便便のの向向上上をを図図るるたためめ規規格格のの標標準準化化にに係係るる自自主主的的なな基基準準をを設設定定

しし，，ままたた，，環環境境のの保保全全やや安安全全のの確確保保等等のの社社会会公公共共的的なな目目的的にに基基づづくく必必要要性性かからら品品質質にに係係

るる自自主主規規制制等等やや自自主主認認証証・・認認定定等等のの活活動動をを行行うう場場合合ががああるる（（注注１１））（（注注２２））（（注注３３））（（注注４４））。。

ここののよよううなな活活動動ににつついいててはは，，独独占占禁禁止止法法上上のの問問題題をを特特段段生生じじなないいももののもも多多いいがが，，一一方方，，

活活動動のの内内容容，，態態様様等等にによよっっててはは，，多多様様なな商商品品又又はは役役務務のの開開発発・・供供給給等等にに係係るる競競争争をを阻阻害害

すするるここととととななるる場場合合ももあありり，，法法第第８８条条第第３３号号，，第第４４号号又又はは第第５５号号のの規規定定にに違違反反すするるかかどど

ううかかがが問問題題ととななるる。。ままたた，，自自主主規規制制等等やや自自主主認認証証・・認認定定等等のの形形ををととっってていいててもも，，当当該該活活

動動にによよりり市市場場ににおおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるここととががああれればば，，法法第第８８条条第第１１号号のの規規定定にに

違違反反すするる。。  

              ここののよよううなな活活動動のの法法第第８８条条第第３３号号，，第第４４号号又又はは第第５５号号のの規規定定にに係係るる競競争争阻阻害害性性のの有有無無

のの判判断断ににつついいてて，，自自主主規規制制等等にに関関ししててはは，，下下記記のの「「アア  自自主主規規制制等等にに係係るる判判断断」」にに沿沿っっ

てて判判断断さされれ，，ままたた，，自自主主認認証証・・認認定定等等にに関関ししててはは，，ここののアアにに「「イイ  自自主主認認証証・・認認定定等等にに

係係るる判判断断」」にに記記すすととこころろをを加加ええてて判判断断さされれるる。。  

  

アア  自自主主規規制制等等にに係係るる判判断断  
  

自自主主規規制制等等にに関関ししてて，，そそのの競競争争阻阻害害性性のの有有無無ににつついいててはは，，  

①①    競競争争手手段段をを制制限限しし需需要要者者のの利利益益をを不不当当にに害害すするるももののででははなないいかか（（§§８８－－４４））  

及及びび  

②②    事事業業者者間間でで不不当当にに差差別別的的ななももののででははなないいかか（（§§８８－－３３，，§§８８－－４４，，§§８８－－５５））  

のの判判断断基基準準にに照照ららしし，，  

③③    社社会会公公共共的的なな目目的的等等正正当当なな目目的的にに基基づづいいてて合合理理的的にに必必要要ととさされれるる範範囲囲内内ののももののかか  

のの要要素素をを勘勘案案ししつつつつ，，判判断断さされれるる。。  

                  ななおお，，以以上上ののよよううなな判判断断基基準準にに照照ららしし自自主主規規制制等等がが競競争争をを阻阻害害すするるここととががなないいよようう

ににすするるととのの観観点点かからら，，自自主主規規制制等等のの活活動動をを行行おおううととすするるにに際際ししててはは，，事事業業者者団団体体ににおお

いいてて，，関関係係すするる構構成成事事業業者者かかららのの意意見見聴聴取取のの十十分分なな機機会会がが設設定定さされれるるべべききででああるるとととと

ももにに，，必必要要にに応応じじ，，当当該該商商品品又又はは役役務務のの需需要要者者やや知知見見ののああるる第第三三者者等等ととのの間間でで意意見見交交

換換やや意意見見聴聴取取がが行行わわれれるるここととがが望望ままししいい。。  

                  ままたた，，自自主主規規制制等等のの利利用用・・遵遵守守ににつついいててはは，，構構成成事事業業者者のの任任意意のの判判断断にに委委ねねらられれるる

べべききででああっってて，，事事業業者者団団体体がが自自主主規規制制等等のの利利用用・・遵遵守守をを構構成成事事業業者者にに強強制制すするるここととはは，，

一一般般的的ににはは独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななるるおおそそれれががああるる。。（（§§８８－－４４））  

  

イイ    自自主主認認証証・・認認定定等等にに係係るる判判断断  
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号号又又はは第第５５号号のの規規定定にに違違反反すするる行行為為ででああるる。。ままたた，，例例ええばば，，市市場場分分割割のの目目的的でで商商品品のの種種

類類をを制制限限すするるこことと（（３３――２２参参照照））等等にによよりり市市場場ににおおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるこことともも

あありり得得るるととこころろでであありり，，ここののよよううなな行行為為はは法法第第８８条条第第１１号号のの規規定定にに違違反反すするる。。  
  

((22))    自自主主規規制制等等，，自自主主認認証証・・認認定定等等  
  

一一方方，，商商品品又又はは役役務務のの種種類類，，品品質質，，規規格格等等にに関関連連ししてて，，事事業業者者団団体体がが，，例例ええばば，，生生産産・・

流流通通のの合合理理化化やや消消費費者者のの利利便便のの向向上上をを図図るるたためめ規規格格のの標標準準化化にに係係るる自自主主的的なな基基準準をを設設定定

しし，，ままたた，，環環境境のの保保全全やや安安全全のの確確保保等等のの社社会会公公共共的的なな目目的的にに基基づづくく必必要要性性かからら品品質質にに係係

るる自自主主規規制制等等やや自自主主認認証証・・認認定定等等のの活活動動をを行行うう場場合合ががああるる（（注注１１））（（注注２２））（（注注３３））（（注注４４））。。

ここののよよううなな活活動動ににつついいててはは，，独独占占禁禁止止法法上上のの問問題題をを特特段段生生じじなないいももののもも多多いいがが，，一一方方，，

活活動動のの内内容容，，態態様様等等にによよっっててはは，，多多様様なな商商品品又又はは役役務務のの開開発発・・供供給給等等にに係係るる競競争争をを阻阻害害

すするるここととととななるる場場合合ももあありり，，法法第第８８条条第第３３号号，，第第４４号号又又はは第第５５号号のの規規定定にに違違反反すするるかかどど

ううかかがが問問題題ととななるる。。ままたた，，自自主主規規制制等等やや自自主主認認証証・・認認定定等等のの形形ををととっってていいててもも，，当当該該活活

動動にによよりり市市場場ににおおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるここととががああれればば，，法法第第８８条条第第１１号号のの規規定定にに

違違反反すするる。。  

              ここののよよううなな活活動動のの法法第第８８条条第第３３号号，，第第４４号号又又はは第第５５号号のの規規定定にに係係るる競競争争阻阻害害性性のの有有無無

のの判判断断ににつついいてて，，自自主主規規制制等等にに関関ししててはは，，下下記記のの「「アア  自自主主規規制制等等にに係係るる判判断断」」にに沿沿っっ

てて判判断断さされれ，，ままたた，，自自主主認認証証・・認認定定等等にに関関ししててはは，，ここののアアにに「「イイ  自自主主認認証証・・認認定定等等にに

係係るる判判断断」」にに記記すすととこころろをを加加ええてて判判断断さされれるる。。  

  

アア  自自主主規規制制等等にに係係るる判判断断  
  

自自主主規規制制等等にに関関ししてて，，そそのの競競争争阻阻害害性性のの有有無無ににつついいててはは，，  

①①    競競争争手手段段をを制制限限しし需需要要者者のの利利益益をを不不当当にに害害すするるももののででははなないいかか（（§§８８－－４４））  

及及びび  

②②    事事業業者者間間でで不不当当にに差差別別的的ななももののででははなないいかか（（§§８８－－３３，，§§８８－－４４，，§§８８－－５５））  

のの判判断断基基準準にに照照ららしし，，  

③③    社社会会公公共共的的なな目目的的等等正正当当なな目目的的にに基基づづいいてて合合理理的的にに必必要要ととさされれるる範範囲囲内内ののももののかか  

のの要要素素をを勘勘案案ししつつつつ，，判判断断さされれるる。。  

                  ななおお，，以以上上ののよよううなな判判断断基基準準にに照照ららしし自自主主規規制制等等がが競競争争をを阻阻害害すするるここととががなないいよようう

ににすするるととのの観観点点かからら，，自自主主規規制制等等のの活活動動をを行行おおううととすするるにに際際ししててはは，，事事業業者者団団体体ににおお

いいてて，，関関係係すするる構構成成事事業業者者かかららのの意意見見聴聴取取のの十十分分なな機機会会がが設設定定さされれるるべべききででああるるとととと

ももにに，，必必要要にに応応じじ，，当当該該商商品品又又はは役役務務のの需需要要者者やや知知見見ののああるる第第三三者者等等ととのの間間でで意意見見交交

換換やや意意見見聴聴取取がが行行わわれれるるここととがが望望ままししいい。。  

                  ままたた，，自自主主規規制制等等のの利利用用・・遵遵守守ににつついいててはは，，構構成成事事業業者者のの任任意意のの判判断断にに委委ねねらられれるる

べべききででああっってて，，事事業業者者団団体体がが自自主主規規制制等等のの利利用用・・遵遵守守をを構構成成事事業業者者にに強強制制すするるここととはは，，

一一般般的的ににはは独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななるるおおそそれれががああるる。。（（§§８８－－４４））  

  

イイ    自自主主認認証証・・認認定定等等にに係係るる判判断断  

  

                  自自主主認認証証・・認認定定等等ににつついいててはは，，上上記記アアのの判判断断にに加加ええてて，，以以下下のの点点がが考考慮慮さされれるる。。  

①①    自自主主認認証証・・認認定定等等のの利利用用ににつついいててはは，，構構成成事事業業者者のの任任意意のの判判断断にに委委ねねらられれるるべべきき

ででああっってて，，事事業業者者団団体体がが自自主主認認証証・・認認定定等等のの利利用用をを構構成成事事業業者者にに強強制制すするるここととはは，，

独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななるるおおそそれれががああるる。。（（§§８８－－４４））  
  

②②    事事業業者者ににととっってて自自主主認認証証・・認認定定等等をを受受けけななけけれればば事事業業活活動動がが困困難難なな状状況況（（注注５５））

ににおおいいてて，，事事業業者者団団体体がが特特定定のの事事業業者者にによよるる自自主主認認証証・・認認定定等等のの利利用用ににつついいてて正正当当

なな理理由由ななくく制制限限すするるここととはは，，独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななるるおおそそれれががあありり，，そそのの利利用用ににつつ

いいててはは，，非非構構成成事事業業者者をを含含めめてて開開放放さされれてていいるるべべききででああるる（（ななおお，，自自主主認認証証・・認認定定

等等のの活活動動にに要要すするる費費用用等等ととししてて合合理理的的なな負負担担をを非非構構成成事事業業者者等等のの利利用用者者にに求求めめるるここ

ととはは問問題題ととななららなないい。。））。。（（§§８８－－３３，，§§８８－－４４，，§§８８－－５５））  
  

（（注注１１））①①    事事業業者者団団体体がが，，正正当当とと考考ええるる目目的的にに基基づづいいてて，，事事業業者者がが供供給給しし，，又又はは供供給給をを

受受けけるる商商品品又又はは役役務務のの種種類類，，品品質質，，規規格格等等にに関関すするる自自主主的的なな基基準準・・規規約約等等をを設設

定定しし，，そそのの周周知知・・普普及及促促進進をを行行いい，，又又ははそそのの利利用用・・遵遵守守をを申申しし合合わわせせ，，若若ししくく

はは指指示示・・要要請請すするる等等のの活活動動をを，，ここのの７７のの記記述述ににおおいいててはは，，「「自自主主規規制制等等」」とといいうう。。  
  

②②    事事業業者者団団体体がが，，事事業業者者がが供供給給しし，，又又はは供供給給をを受受けけるる商商品品又又はは役役務務がが①①にによよるる

自自主主的的なな基基準準・・規規約約等等にに適適合合すするるここととのの認認証証・・認認定定等等をを行行いい，，認認証証・・認認定定等等しし

たた場場合合にに事事業業者者ににそそれれをを証証すするる表表示示をを行行わわせせるる等等のの活活動動をを，，ここのの７７のの記記述述ににおお

いいててはは，，「「自自主主認認証証・・認認定定等等」」とといいうう。。  
  

（（注注２２））    事事業業者者団団体体がが，，①①正正当当とと考考ええるる目目的的にに基基づづいいてて，，技技術術者者等等要要員員のの技技術術，，技技能能，，

知知識識等等にに関関すするる自自主主的的なな基基準準等等をを設設定定しし，，事事業業者者にに対対ししててそそのの基基準準等等のの周周知知・・普普

及及促促進進をを行行いい，，又又ははそそのの利利用用・・遵遵守守をを申申しし合合わわせせ，，若若ししくくはは指指示示・・要要請請すするる等等のの

活活動動をを行行いい，，又又はは②②そそのの基基準準等等へへのの適適合合ににつついいてて試試験験をを行行いい資資格格をを付付与与すするる等等のの

活活動動をを行行ううここととががああるるがが，，ここれれににつついいててはは，，そそれれぞぞれれ，，上上記記（（注注１１））のの①①又又はは②②

にに類類似似ししたた活活動動ととししてて，，ここのの７７にに記記述述ししたた考考ええ方方がが当当ててははままるる。。  
  

（（注注３３））  事事業業者者団団体体がが，，安安全全・・衛衛生生のの確確保保やや環環境境のの保保全全等等正正当当とと考考ええるる目目的的にに基基づづいいてて，，

構構成成事事業業者者にに係係るる設設備備のの維維持持・・管管理理等等やや技技術術のの内内容容等等にに関関ししてて，，自自主主的的なな基基準準・・

規規約約等等をを設設定定しし，，そそのの周周知知・・普普及及促促進進をを行行いい，，又又ははそそのの利利用用・・遵遵守守をを申申しし合合わわせせ，，

若若ししくくはは指指示示・・要要請請すするる等等のの活活動動をを行行ううここととががああるるがが，，ここれれににつついいててはは，，上上記記（（注注

１１））のの①①にに類類似似ししたた活活動動ととししてて，，自自主主規規制制等等ににつついいててここのの７７にに記記述述ししたた考考ええ方方がが

当当ててははままるる。。  
  

（（注注４４））  事事業業者者団団体体がが，，行行政政機機関関等等公公的的機機関関がが設設定定ししたた法法的的なな拘拘束束力力ののなないい基基準準等等にに係係

るる認認証証・・認認定定，，表表示示等等をを受受託託等等ししてて行行うう場場合合ががああるるがが，，ここれれににつついいててはは，，上上記記（（注注

１１））のの②②にに類類似似ししたた活活動動ととししてて，，自自主主認認証証・・認認定定等等ににつついいててここのの７７にに記記述述ししたた考考

ええ方方がが当当ててははままるる。。  
  

（（注注５５））  「「事事業業者者ににととっってて自自主主認認証証・・認認定定等等をを受受けけななけけれればば事事業業活活動動がが困困難難なな状状況況」」がが
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生生じじ得得るる場場合合ととししててはは，，例例ええばば，，構構成成事事業業者者のの市市場場シシェェアアがが極極めめてて高高いい事事業業者者団団

体体がが，，行行政政指指導導をを受受けけるる等等ししてて，，商商品品のの品品質質ににつついいててのの自自主主認認証証・・認認定定及及びび表表示示

のの事事業業をを行行いい，，ここれれをを需需要要者者にに積積極極的的にに宣宣伝伝ししてておおりり，，需需要要者者ににととっってて当当該該表表示示

のの有有無無がが商商品品選選択択のの重重要要なな判判断断要要素素ととななっってていいるるよよううなな場場合合ががああるる。。  
  

((33))    違違反反ととななるるおおそそれれががああるる行行為為  
  

              上上記記((22))のの考考ええ方方をを踏踏ままええるるとと，，例例ええばば以以下下ののよよううななももののはは，，違違反反ととななるるおおそそれれががああるる。。  
  

７７――１１  

  

  

  

  

  

  

  

７７――２２  

  

  

７７――３３  

  

  

  

  

７７――４４  

  

（（特特定定のの商商品品等等のの

開開発発・・供供給給のの制制限限））  

  

  

  

  

  

  

（（差差別別的的なな内内容容のの

自自主主規規制制等等））  

  

（（自自主主規規制制等等のの強強

制制））  

  

  

  

（（自自主主認認証証・・認認定定

等等のの利利用用のの制制限限））  

  

  

  

○○  特特定定のの種種類類のの商商品品又又はは役役務務をを構構成成事事業業者者がが開開発発・・供供給給

ししなないいここととをを決決定定すするるこことと（（７７――６６にに該該当当すするるももののをを除除

くく。。））。。（（§§８８－－１１，，§§８８－－４４））  

〈〈例例〉〉  

各各構構成成事事業業者者がが特特定定のの種種類類のの商商品品ののみみをを製製造造しし，，他他のの

種種類類のの商商品品をを製製造造ししなないいここととをを団団体体ににおおいいてて申申しし合合わわせせ

るるこことと。。  

  

○○  特特定定のの事事業業者者にに対対ししてて差差別別的的なな内内容容のの自自主主規規制制等等をを行行

ううこことと。。（（§§８８－－３３，，§§８８－－４４，，§§８８－－５５，，§§８８－－１１））  

  

○○  構構成成事事業業者者にに，，自自主主規規制制等等をを利利用用若若ししくくはは遵遵守守すするるここ

とと又又はは自自主主認認証証・・認認定定等等をを利利用用すするるここととをを，，強強制制すするるここ

とと（（当当該該自自主主規規制制等等ががそそのの内内容容かからら競競争争をを阻阻害害すするるおおそそ

れれののなないいここととがが明明白白ででああるる場場合合をを除除くく。。））。。（（§§８８－－４４））  

  

○○  自自主主認認証証・・認認定定等等をを受受けけななけけれればば事事業業活活動動がが困困難難なな状状

況況ににおおいいてて，，特特定定のの事事業業者者にによよるる自自主主認認証証・・認認定定等等のの利利

用用をを正正当当なな理理由由ななくく制制限限すするるこことと。。（（§§８８－－３３，，§§８８－－４４，，

§§８８－－５５，，§§８８－－１１））  

〈〈例例〉〉  

公公的的機機関関のの指指導導にによよっっててああるる商商品品のの販販売売ににつついいてて団団体体

のの自自主主認認証証・・認認定定等等をを受受けけるるべべききももののととさされれてていいるる場場合合

ににおおいいてて，，非非構構成成事事業業者者やや外外国国事事業業者者にによよるる自自主主認認証証・・

認認定定等等のの利利用用にに際際ししてて困困難難なな条条件件をを付付すすこことと。。  

  
  

((44))    原原則則ととししてて違違反反ととななららなないい行行為為  
  

上上記記((22))のの考考ええ方方をを踏踏ままええるるとと，，例例ええばば以以下下ののよよううななももののはは，，原原則則ととししてて違違反反ととななららなな

いい。。  
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生生じじ得得るる場場合合ととししててはは，，例例ええばば，，構構成成事事業業者者のの市市場場シシェェアアがが極極めめてて高高いい事事業業者者団団

体体がが，，行行政政指指導導をを受受けけるる等等ししてて，，商商品品のの品品質質ににつついいててのの自自主主認認証証・・認認定定及及びび表表示示

のの事事業業をを行行いい，，ここれれをを需需要要者者にに積積極極的的にに宣宣伝伝ししてておおりり，，需需要要者者ににととっってて当当該該表表示示

のの有有無無がが商商品品選選択択のの重重要要なな判判断断要要素素ととななっってていいるるよよううなな場場合合ががああるる。。  
  

((33))    違違反反ととななるるおおそそれれががああるる行行為為  
  

              上上記記((22))のの考考ええ方方をを踏踏ままええるるとと，，例例ええばば以以下下ののよよううななももののはは，，違違反反ととななるるおおそそれれががああるる。。  
  

７７――１１  

  

  

  

  

  

  

  

７７――２２  

  

  

７７――３３  

  

  

  

  

７７――４４  

  

（（特特定定のの商商品品等等のの

開開発発・・供供給給のの制制限限））  

  

  

  

  

  

  

（（差差別別的的なな内内容容のの

自自主主規規制制等等））  

  

（（自自主主規規制制等等のの強強

制制））  

  

  

  

（（自自主主認認証証・・認認定定

等等のの利利用用のの制制限限））  

  

  

  

○○  特特定定のの種種類類のの商商品品又又はは役役務務をを構構成成事事業業者者がが開開発発・・供供給給

ししなないいここととをを決決定定すするるこことと（（７７――６６にに該該当当すするるももののをを除除

くく。。））。。（（§§８８－－１１，，§§８８－－４４））  

〈〈例例〉〉  

各各構構成成事事業業者者がが特特定定のの種種類類のの商商品品ののみみをを製製造造しし，，他他のの

種種類類のの商商品品をを製製造造ししなないいここととをを団団体体ににおおいいてて申申しし合合わわせせ

るるこことと。。  

  

○○  特特定定のの事事業業者者にに対対ししてて差差別別的的なな内内容容のの自自主主規規制制等等をを行行

ううこことと。。（（§§８８－－３３，，§§８８－－４４，，§§８８－－５５，，§§８８－－１１））  

  

○○  構構成成事事業業者者にに，，自自主主規規制制等等をを利利用用若若ししくくはは遵遵守守すするるここ

とと又又はは自自主主認認証証・・認認定定等等をを利利用用すするるここととをを，，強強制制すするるここ

とと（（当当該該自自主主規規制制等等ががそそのの内内容容かからら競競争争をを阻阻害害すするるおおそそ

れれののなないいここととがが明明白白ででああるる場場合合をを除除くく。。））。。（（§§８８－－４４））  

  

○○  自自主主認認証証・・認認定定等等をを受受けけななけけれればば事事業業活活動動がが困困難難なな状状

況況ににおおいいてて，，特特定定のの事事業業者者にによよるる自自主主認認証証・・認認定定等等のの利利

用用をを正正当当なな理理由由ななくく制制限限すするるこことと。。（（§§８８－－３３，，§§８８－－４４，，

§§８８－－５５，，§§８８－－１１））  

〈〈例例〉〉  

公公的的機機関関のの指指導導にによよっっててああるる商商品品のの販販売売ににつついいてて団団体体

のの自自主主認認証証・・認認定定等等をを受受けけるるべべききももののととさされれてていいるる場場合合

ににおおいいてて，，非非構構成成事事業業者者やや外外国国事事業業者者にによよるる自自主主認認証証・・

認認定定等等のの利利用用にに際際ししてて困困難難なな条条件件をを付付すすこことと。。  

  
  

((44))    原原則則ととししてて違違反反ととななららなないい行行為為  
  

上上記記((22))のの考考ええ方方をを踏踏ままええるるとと，，例例ええばば以以下下ののよよううななももののはは，，原原則則ととししてて違違反反ととななららなな

いい。。  
  

７７――５５  

  

  

  

７７――６６  

  

  

  

  

  

７７――７７  

  

  

  

  

（（規規格格のの標標準準化化にに

関関すするる基基準準のの設設

定定))  

  

（（社社会会公公共共的的なな目目

的的にに基基づづくく基基準準のの

設設定定））  

  

  

  

（（規規格格のの標標準準化化等等

にに係係るる基基準準ににつついい

ててのの自自主主認認証証・・認認

定定等等））  

  

○○  需需要要者者のの利利益益にに合合致致ししたた規規格格のの標標準準化化にに関関すするる自自主主的的

なな基基準準をを設設定定すするるこことと（（７７――２２又又はは７７――３３にに該該当当すするるもも

ののをを除除くく。。））。。  

  

○○  環環境境のの保保全全やや安安全全のの確確保保等等のの社社会会公公共共的的なな目目的的にに基基づづ

いいてて合合理理的的にに必必要要ととさされれるる商商品品又又はは役役務務のの種種類類，，品品質質，，

機機能能等等にに関関すするる自自主主的的なな基基準準をを設設定定すするるこことと（（需需要要者者のの

利利益益をを不不当当にに害害ささなないいももののにに限限るる。。ままたた，，７７――２２又又はは７７

――３３にに該該当当すするるももののをを除除くく。。））。。  

  

○○  ７７――５５又又はは７７――６６にに該該当当すするる自自主主的的なな基基準準等等独独占占禁禁止止

法法上上問問題題ののなないい基基準準・・規規約約等等ににつついいてて，，そそのの周周知知やや普普及及

促促進進をを行行いい，，又又ははそそれれへへのの適適合合ににつついいてて自自主主認認証証・・認認定定

等等をを行行ううこことと（（７７――３３又又はは７７――４４にに該該当当すするるももののをを除除

くく。。））。。  

  

８８  営営業業のの種種類類，，内内容容，，方方法法等等にに関関すするる行行為為  
  

((11))    営営業業のの種種類類，，内内容容，，方方法法等等のの制制限限行行為為  
  

営営業業のの種種類類，，内内容容，，方方法法等等はは，，事事業業者者間間のの競競争争のの手手段段ととななりり得得るるももののでであありり，，事事業業者者

団団体体ががここれれをを制制限限すするるここととにによよりり競競争争をを阻阻害害すするるここととはは，，法法第第第第８８条条第第３３号号，，第第４４号号又又

はは第第５５号号のの規規定定にに違違反反すするる行行為為ででああるる。。ままたた，，例例ええばば，，競競争争制制限限のの目目的的でで販販売売方方法法をを制制

限限すするるこことと等等にによよりり，，市市場場ににおおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるここととももあありり得得るるととこころろででああ

りり，，ここののよよううなな行行為為はは法法第第８８条条第第１１号号のの規規定定にに違違反反すするる。。  
  

      ((22))    自自主主規規制制等等  
  

一一方方，，営営業業のの種種類類，，内内容容，，方方法法等等にに関関連連ししてて，，事事業業者者団団体体がが，，例例ええばば，，消消費費者者のの商商品品

選選択択をを容容易易ににすするるたためめ表表示示・・広広告告すすべべきき情情報報にに係係るる自自主主的的なな基基準準をを設設定定しし，，ままたた，，環環境境

のの保保全全やや未未成成年年者者のの保保護護等等のの社社会会公公共共的的なな目目的的又又はは労労働働問問題題へへのの対対処処ののたためめ営営業業のの方方法法

等等にに係係るる自自主主規規制制等等のの活活動動をを行行うう場場合合ががああるる（（注注））。。ここののよよううなな活活動動ににつついいててはは，，独独占占禁禁

止止法法上上のの問問題題をを特特段段生生じじなないいももののもも多多いいがが，，一一方方，，活活動動のの内内容容，，態態様様等等にによよっっててはは，，多多

様様なな営営業業のの種種類類，，内内容容，，方方法法等等をを需需要要者者にに提提供供すするる競競争争をを阻阻害害すするるここととととななるる場場合合ももああ

りり，，法法第第８８条条第第３３号号，，第第４４号号又又はは第第５５号号のの規規定定にに違違反反すするるかかどどううかかがが問問題題ととななるる。。ままたた，，

自自主主規規制制等等のの形形ををととっってていいててもも，，当当該該活活動動にによよりり市市場場ににおおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするる

ここととががああれればば，，法法第第８８条条第第１１号号のの規規定定にに違違反反すするる。。  

        ここののよよううなな自自主主規規制制等等のの活活動動のの法法第第８８条条第第３３号号，，第第４４号号又又はは第第５５号号のの規規定定にに係係るる競競争争

阻阻害害性性のの有有無無のの判判断断ににつついいててはは，，「「７７  種種類類，，品品質質，，規規格格等等にに関関すするる行行為為」」のの((22))のの「「アア  

自自主主規規制制等等にに係係るる判判断断」」にに記記ししたたととこころろがが当当ててははままるる。。  
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（（注注））  事事業業者者団団体体がが，，正正当当とと考考ええるる目目的的にに基基づづいいてて，，事事業業者者のの営営業業のの種種類類，，内内容容，，方方法法

等等にに関関すするる自自主主的的なな基基準準・・規規約約等等をを設設定定しし，，そそのの周周知知・・普普及及促促進進をを行行いい，，又又ははそそのの

利利用用・・遵遵守守をを申申しし合合わわせせ，，若若ししくくはは指指示示・・要要請請すするる等等のの活活動動をを，，ここのの８８のの記記述述ににおお

いいててはは，，「「自自主主規規制制等等」」とといいうう。。  
  

((33))    違違反反ととななるるおおそそれれががああるる行行為為  
  

上上記記((22))のの考考ええ方方をを踏踏ままええるるとと，，例例ええばば以以下下ののよよううななももののはは，，違違反反ととななるるおおそそれれががああるる。。  
  

８８――１１  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

８８――２２  

  

  

  

（（特特定定のの販販売売方方法法

のの制制限限））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（表表示示・・広広告告のの内内

容容，，媒媒体体，，回回数数のの

限限定定等等））  

  

○○    特特定定のの販販売売方方法法をを構構成成事事業業者者がが用用いいなないいここととをを決決定定すす

るるこことと（（８８――５５にに該該当当すするるももののをを除除くく。。））。。（（§§８８－－４４，，§§

８８－－１１））  

〈〈違違反反ととさされれたた具具体体例例〉〉  

ＸＸ歯歯科科用用品品小小売売販販売売業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 6622年年（（勧勧））第第

６６号号））でではは，，構構成成事事業業者者はは，，歯歯科科用用品品のの非非構構成成事事業業者者にに

対対すするる販販売売，，通通信信販販売売のの方方法法にによよるる販販売売等等をを行行わわなないいここ

ととをを決決定定しし，，非非構構成成事事業業者者にに販販売売ししてていいたた構構成成事事業業者者にに

ここれれをを中中止止ささせせるる等等にによよりり，，当当該該決決定定をを遵遵守守ささせせたたこことと

がが，，法法第第８８条条第第１１項項第第４４号号（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））違違反反

ととさされれたた。。  

ＹＹレレココーードド等等製製造造業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 5555年年（（勧勧））第第４４

号号））でではは，，構構成成事事業業者者にに，，レレココーードド等等のの再再販販売売価価格格のの維維

持持をを励励行行ささせせるるここととをを決決定定すするるととととももにに，，通通信信販販売売等等でで

販販売売さされれるるレレココーードド等等のの音音源源，，価価格格及及びび販販売売促促進進方方法法にに

つついいてて，，小小売売業業者者経経由由でで販販売売さされれるるレレココーードド等等のの販販売売にに

支支障障ののなないいよよううににささせせるるここととをを決決定定ししたたこことと等等がが，，法法第第

８８条条第第１１項項第第４４号号（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＺＺ青青果果物物販販売売業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 4400年年（（勧勧））第第 2266号号））

でではは，，構構成成事事業業者者はは，，①①当当該該団団体体がが承承認認すするる場場合合をを除除きき

引引売売りり（（軽軽車車両両をを利利用用ししてて販販売売ししてて歩歩くくこことと））をを行行わわなな

いいこことと，，②②ススーーパパーーママーーケケッットトをを経経営営ししよよううととすするる場場合合

はは，，近近隣隣のの構構成成事事業業者者のの同同意意をを得得ななけけれればばななららなないいこことと

をを決決定定ししたたこことと等等がが，，法法第第８８条条第第１１項項第第４４号号（（現現行行法法第第

８８条条第第４４号号））違違反反ととさされれたた。。  

  

○○    構構成成事事業業者者のの表表示示・・広広告告ににつついいてて，，そそのの内内容容，，媒媒体体，，

回回数数等等をを限限定定すするる等等，，消消費費者者のの正正ししいい商商品品選選択択にに資資すするる

情情報報のの提提供供にに制制限限をを加加ええるるよよううなな自自主主規規制制等等をを行行ううここ

とと。。（（§§８８－－４４，，§§８８－－１１））  
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（（注注））  事事業業者者団団体体がが，，正正当当とと考考ええるる目目的的にに基基づづいいてて，，事事業業者者のの営営業業のの種種類類，，内内容容，，方方法法

等等にに関関すするる自自主主的的なな基基準準・・規規約約等等をを設設定定しし，，そそのの周周知知・・普普及及促促進進をを行行いい，，又又ははそそのの

利利用用・・遵遵守守をを申申しし合合わわせせ，，若若ししくくはは指指示示・・要要請請すするる等等のの活活動動をを，，ここのの８８のの記記述述ににおお

いいててはは，，「「自自主主規規制制等等」」とといいうう。。  
  

((33))    違違反反ととななるるおおそそれれががああるる行行為為  
  

上上記記((22))のの考考ええ方方をを踏踏ままええるるとと，，例例ええばば以以下下ののよよううななももののはは，，違違反反ととななるるおおそそれれががああるる。。  
  

８８――１１  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

８８――２２  

  

  

  

（（特特定定のの販販売売方方法法

のの制制限限））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（表表示示・・広広告告のの内内

容容，，媒媒体体，，回回数数のの

限限定定等等））  

  

○○    特特定定のの販販売売方方法法をを構構成成事事業業者者がが用用いいなないいここととをを決決定定すす

るるこことと（（８８――５５にに該該当当すするるももののをを除除くく。。））。。（（§§８８－－４４，，§§

８８－－１１））  

〈〈違違反反ととさされれたた具具体体例例〉〉  

ＸＸ歯歯科科用用品品小小売売販販売売業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 6622年年（（勧勧））第第

６６号号））でではは，，構構成成事事業業者者はは，，歯歯科科用用品品のの非非構構成成事事業業者者にに

対対すするる販販売売，，通通信信販販売売のの方方法法にによよるる販販売売等等をを行行わわなないいここ

ととをを決決定定しし，，非非構構成成事事業業者者にに販販売売ししてていいたた構構成成事事業業者者にに

ここれれをを中中止止ささせせるる等等にによよりり，，当当該該決決定定をを遵遵守守ささせせたたこことと

がが，，法法第第８８条条第第１１項項第第４４号号（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））違違反反

ととさされれたた。。  

ＹＹレレココーードド等等製製造造業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 5555年年（（勧勧））第第４４

号号））でではは，，構構成成事事業業者者にに，，レレココーードド等等のの再再販販売売価価格格のの維維

持持をを励励行行ささせせるるここととをを決決定定すするるととととももにに，，通通信信販販売売等等でで

販販売売さされれるるレレココーードド等等のの音音源源，，価価格格及及びび販販売売促促進進方方法法にに

つついいてて，，小小売売業業者者経経由由でで販販売売さされれるるレレココーードド等等のの販販売売にに

支支障障ののなないいよよううににささせせるるここととをを決決定定ししたたこことと等等がが，，法法第第

８８条条第第１１項項第第４４号号（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＺＺ青青果果物物販販売売業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 4400年年（（勧勧））第第 2266号号））

でではは，，構構成成事事業業者者はは，，①①当当該該団団体体がが承承認認すするる場場合合をを除除きき

引引売売りり（（軽軽車車両両をを利利用用ししてて販販売売ししてて歩歩くくこことと））をを行行わわなな

いいこことと，，②②ススーーパパーーママーーケケッットトをを経経営営ししよよううととすするる場場合合

はは，，近近隣隣のの構構成成事事業業者者のの同同意意をを得得ななけけれればばななららなないいこことと

をを決決定定ししたたこことと等等がが，，法法第第８８条条第第１１項項第第４４号号（（現現行行法法第第

８８条条第第４４号号））違違反反ととさされれたた。。  

  

○○    構構成成事事業業者者のの表表示示・・広広告告ににつついいてて，，そそのの内内容容，，媒媒体体，，

回回数数等等をを限限定定すするる等等，，消消費費者者のの正正ししいい商商品品選選択択にに資資すするる

情情報報のの提提供供にに制制限限をを加加ええるるよよううなな自自主主規規制制等等をを行行ううここ

とと。。（（§§８８－－４４，，§§８８－－１１））  

  

８８――３３  

  

  

８８――４４  

  

  

  

  

  

（（差差別別的的なな内内容容のの

自自主主規規制制等等））  

  

（（自自主主規規制制等等のの強強

制制））  

  

  

  

  

  

  

  

○○  特特定定のの事事業業者者にに対対ししてて差差別別的的なな内内容容のの自自主主規規制制等等をを行行

ううこことと。。（（§§８８－－３３，，§§８８－－４４，，§§８８－－５５，，§§８８－－１１））  

  

○○    構構成成事事業業者者にに，，自自主主規規制制等等をを利利用用又又はは遵遵守守すするるここととをを，，

強強制制すするるこことと（（当当該該自自主主規規制制等等ががそそのの内内容容かからら競競争争をを阻阻

害害すするるおおそそれれののなないいここととがが明明白白ででああるる場場合合（（注注））をを除除

くく。。））。。（（§§８８－－４４））  

（（注注））    「「そそのの内内容容かからら競競争争をを阻阻害害すするるおおそそれれののなないいこことと

がが明明白白ででああるる場場合合」」ととししててはは，，例例ええばば，，犯犯罪罪ににつつなな

ががるるよよううなな行行為為等等社社会会倫倫理理的的なな見見地地かからら当当然然行行っってて

ははななららなないい行行為為のの禁禁止止をを内内容容ととししたた倫倫理理綱綱領領のの場場合合

等等ががあありり得得るる。。  
  

((44))    原原則則ととししてて違違反反ととななららなないい行行為為  
  

上上記記((22))のの考考ええ方方をを踏踏ままええるるとと，，例例ええばば以以下下ののよよううななももののはは，，原原則則ととししてて違違反反ととななららなな

いい。。  
  

８８――５５  

  

  

  

  

  

８８――６６  

  

  

  

  

  

８８――７７  

  

  

（（社社会会公公共共的的なな目目

的的等等ののたためめのの基基準準

のの設設定定））  

  

  

  

（（消消費費者者のの商商品品選選

択択をを容容易易ににすするる基基

準準のの設設定定））  

  

  

  

（（取取引引条条件件明明確確化化

ののたためめのの活活動動））  

  

  

  

○○  環環境境のの保保全全やや未未成成年年者者のの保保護護等等のの社社会会公公共共的的なな目目的的又又

はは労労働働問問題題へへのの対対処処ののたためめにに合合理理的的にに必必要要ととさされれるる営営業業

のの種種類類，，内内容容，，方方法法，，営営業業時時間間等等にに関関すするる自自主主的的なな基基準準

をを設設定定すするるこことと（（需需要要者者のの利利益益をを不不当当にに害害ささなないいももののにに

限限るる。。ままたた，，８８－－３３又又はは８８－－４４にに該該当当すするるももののをを除除くく。。））。。  

  

○○  虚虚偽偽若若ししくくはは誇誇大大なな表表示示・・広広告告をを排排除除しし，，又又はは表表示示・・

広広告告さされれるるべべきき事事項項のの最最低低限限度度をを定定めめるる等等，，消消費費者者のの正正

ししいい商商品品選選択択をを容容易易ににすするるとと認認めめらられれるる自自主主的的なな基基準準をを

設設定定すするるこことと（（８８――３３又又はは８８――４４にに該該当当すするるももののをを除除

くく。。））。。  

  

○○  取取引引条条件件明明確確化化ののたためめにに，，モモデデルル契契約約書書のの作作成成，，契契約約

のの文文書書化化のの奨奨励励等等をを，，取取引引条条件件自自体体のの内内容容（（注注））にに関関与与

ししなないいでで行行ううこことと（（８８－－３３又又はは８８－－４４にに該該当当すするるももののをを

除除くく。。））。。  

（（注注））    「「取取引引条条件件自自体体のの内内容容」」ととはは，，具具体体的的なな価価格格，，

支支払払条条件件，，納納期期等等をを指指すす。。  

      

９９  情情報報活活動動  
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((11))    情情報報活活動動のの多多様様性性  
  

          事事業業者者団団体体がが，，当当該該産産業業にに関関すするる商商品品知知識識，，技技術術動動向向，，経経営営知知識識，，市市場場環環境境，，産産業業活活

動動実実績績，，立立法法・・行行政政のの動動向向，，社社会会経経済済情情勢勢等等ににつついいててのの客客観観的的なな情情報報をを収収集集しし，，ここれれをを

構構成成事事業業者者やや関関連連産産業業，，消消費費者者等等にに提提供供すするる活活動動はは，，当当該該産産業業へへのの社社会会公公共共的的なな要要請請をを

的的確確ににととららええてて対対応応しし，，消消費費者者のの利利便便のの向向上上をを図図りり，，ままたた，，当当該該産産業業のの実実態態をを把把握握・・紹紹

介介すするる等等のの種種々々のの目目的的かからら行行わわれれるるももののでであありり，，ここののよよううなな情情報報活活動動ののううちち，，独独占占禁禁止止

法法上上特特段段のの問問題題をを生生じじなないいもものののの範範囲囲はは広広いい。。  
  

((22))    違違反反ととななるるおおそそれれががああるる行行為為  
  

          一一方方，，事事業業者者団団体体のの情情報報活活動動をを通通じじてて，，競競争争関関係係ににああるる事事業業者者間間ににおおいいてて，，現現在在又又はは

将将来来のの事事業業活活動動にに係係るる価価格格等等重重要要なな競競争争手手段段のの具具体体的的なな内内容容にに関関ししてて，，相相互互間間ででのの予予測測

をを可可能能ににすするるよよううなな効効果果をを生生ぜぜししめめるる場場合合ががああるる。。ここののよよううなな観観点点かからら見見てて，，下下記記９９――

１１にに挙挙げげるるよよううなな情情報報活活動動はは，，違違反反ととななるるおおそそれれががああるる。。  

              ここののよよううなな情情報報活活動動をを通通じじてて構構成成事事業業者者間間にに競競争争制制限限にに係係るる暗暗黙黙のの了了解解若若ししくくはは共共通通

のの意意思思がが形形成成さされれ，，又又ははここののよよううなな情情報報活活動動がが手手段段・・方方法法ととななっってて競競争争制制限限行行為為がが行行わわ

れれてていいれればば，，原原則則ととししてて違違反反ととななるる。。  

              すすななわわちち，，事事業業者者団団体体にによよるるここののよよううなな情情報報活活動動がが，，１１――１１（（価価格格等等のの決決定定）），，１１――２２

（（再再販販売売価価格格のの制制限限）），，２２――１１（（数数量量のの制制限限）），，３３――１１（（取取引引先先のの制制限限）），，３３――２２（（市市場場のの

分分割割）），，３３――３３（（受受注注のの配配分分，，受受注注予予定定者者のの決決定定等等）），，４４――１１（（設設備備のの新新増増設設等等のの制制限限）），，

５５――１１（（参参入入制制限限等等））等等にに挙挙げげらられれるるよよううなな事事業業者者団団体体にによよるる制制限限行行為為ににつつななががりり，，又又

ははそそれれらら制制限限行行為為にに伴伴うう場場合合はは，，そそれれぞぞれれ，，「「１１  価価格格制制限限行行為為」」かからら「「５５  参参入入制制限限行行

為為等等」」ままででののととこころろ等等にに記記述述ししたたよよううにに，，法法第第８８条条のの規規定定にに違違反反すするるここととととななるる。。  

              ななおお，，事事業業者者団団体体にによよるるここののよよううなな情情報報活活動動をを通通じじてて，，事事業業者者間間でで，，価価格格，，数数量量，，顧顧

客客・・販販路路，，設設備備等等にに関関すするる競競争争のの制制限限にに係係るる合合意意がが形形成成さされれ，，事事業業者者がが共共同同ししてて市市場場にに

おおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするる場場合合ににはは，，ここれれらら事事業業者者のの行行為為がが法法第第３３条条のの規規定定にに違違反反

すするる。。  

  

９９――１１  （（重重要要なな競競争争手手段段

にに具具体体的的にに関関係係すす

るる内内容容のの情情報報活活

動動））  

  

○○    構構成成事事業業者者がが供供給給しし，，又又はは供供給給をを受受けけるる商商品品又又はは役役務務

のの価価格格又又はは数数量量のの具具体体的的なな計計画画やや見見通通しし，，顧顧客客ととのの取取引引

やや引引きき合合いいのの個個別別具具体体的的なな内内容容，，予予定定すするる設設備備投投資資のの限限

度度等等，，各各構構成成事事業業者者のの現現在在又又はは将将来来のの事事業業活活動動ににおおけけるる

重重要要なな競競争争手手段段にに具具体体的的にに関関係係すするる内内容容のの情情報報ににつついい

てて，，構構成成事事業業者者ととのの間間でで収収集集・・提提供供をを行行いい，，又又はは構構成成事事

業業者者間間のの情情報報交交換換をを促促進進すするるこことと。。  

〈〈違違反反ととさされれたた具具体体例例〉〉  

ＸＸ石石油油製製品品販販売売業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 5544年年（（勧勧））第第９９号号））

でではは，，社社長長会会（（6666名名のの構構成成事事業業者者のの経経営営責責任任者者にによよりり構構
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((11))    情情報報活活動動のの多多様様性性  
  

          事事業業者者団団体体がが，，当当該該産産業業にに関関すするる商商品品知知識識，，技技術術動動向向，，経経営営知知識識，，市市場場環環境境，，産産業業活活

動動実実績績，，立立法法・・行行政政のの動動向向，，社社会会経経済済情情勢勢等等ににつついいててのの客客観観的的なな情情報報をを収収集集しし，，ここれれをを

構構成成事事業業者者やや関関連連産産業業，，消消費費者者等等にに提提供供すするる活活動動はは，，当当該該産産業業へへのの社社会会公公共共的的なな要要請請をを

的的確確ににととららええてて対対応応しし，，消消費費者者のの利利便便のの向向上上をを図図りり，，ままたた，，当当該該産産業業のの実実態態をを把把握握・・紹紹

介介すするる等等のの種種々々のの目目的的かからら行行わわれれるるももののでであありり，，ここののよよううなな情情報報活活動動ののううちち，，独独占占禁禁止止

法法上上特特段段のの問問題題をを生生じじなないいもものののの範範囲囲はは広広いい。。  
  

((22))    違違反反ととななるるおおそそれれががああるる行行為為  
  

          一一方方，，事事業業者者団団体体のの情情報報活活動動をを通通じじてて，，競競争争関関係係ににああるる事事業業者者間間ににおおいいてて，，現現在在又又はは

将将来来のの事事業業活活動動にに係係るる価価格格等等重重要要なな競競争争手手段段のの具具体体的的なな内内容容にに関関ししてて，，相相互互間間ででのの予予測測

をを可可能能ににすするるよよううなな効効果果をを生生ぜぜししめめるる場場合合ががああるる。。ここののよよううなな観観点点かからら見見てて，，下下記記９９――

１１にに挙挙げげるるよよううなな情情報報活活動動はは，，違違反反ととななるるおおそそれれががああるる。。  

              ここののよよううなな情情報報活活動動をを通通じじてて構構成成事事業業者者間間にに競競争争制制限限にに係係るる暗暗黙黙のの了了解解若若ししくくはは共共通通

のの意意思思がが形形成成さされれ，，又又ははここののよよううなな情情報報活活動動がが手手段段・・方方法法ととななっってて競競争争制制限限行行為為がが行行わわ

れれてていいれればば，，原原則則ととししてて違違反反ととななるる。。  

              すすななわわちち，，事事業業者者団団体体にによよるるここののよよううなな情情報報活活動動がが，，１１――１１（（価価格格等等のの決決定定）），，１１――２２

（（再再販販売売価価格格のの制制限限）），，２２――１１（（数数量量のの制制限限）），，３３――１１（（取取引引先先のの制制限限）），，３３――２２（（市市場場のの

分分割割）），，３３――３３（（受受注注のの配配分分，，受受注注予予定定者者のの決決定定等等）），，４４――１１（（設設備備のの新新増増設設等等のの制制限限）），，

５５――１１（（参参入入制制限限等等））等等にに挙挙げげらられれるるよよううなな事事業業者者団団体体にによよるる制制限限行行為為ににつつななががりり，，又又

ははそそれれらら制制限限行行為為にに伴伴うう場場合合はは，，そそれれぞぞれれ，，「「１１  価価格格制制限限行行為為」」かからら「「５５  参参入入制制限限行行

為為等等」」ままででののととこころろ等等にに記記述述ししたたよよううにに，，法法第第８８条条のの規規定定にに違違反反すするるここととととななるる。。  

              ななおお，，事事業業者者団団体体にによよるるここののよよううなな情情報報活活動動をを通通じじてて，，事事業業者者間間でで，，価価格格，，数数量量，，顧顧

客客・・販販路路，，設設備備等等にに関関すするる競競争争のの制制限限にに係係るる合合意意がが形形成成さされれ，，事事業業者者がが共共同同ししてて市市場場にに

おおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするる場場合合ににはは，，ここれれらら事事業業者者のの行行為為がが法法第第３３条条のの規規定定にに違違反反

すするる。。  

  

９９――１１  （（重重要要なな競競争争手手段段

にに具具体体的的にに関関係係すす

るる内内容容のの情情報報活活

動動））  

  

○○    構構成成事事業業者者がが供供給給しし，，又又はは供供給給をを受受けけるる商商品品又又はは役役務務

のの価価格格又又はは数数量量のの具具体体的的なな計計画画やや見見通通しし，，顧顧客客ととのの取取引引

やや引引きき合合いいのの個個別別具具体体的的なな内内容容，，予予定定すするる設設備備投投資資のの限限

度度等等，，各各構構成成事事業業者者のの現現在在又又はは将将来来のの事事業業活活動動ににおおけけるる

重重要要なな競競争争手手段段にに具具体体的的にに関関係係すするる内内容容のの情情報報ににつついい

てて，，構構成成事事業業者者ととのの間間でで収収集集・・提提供供をを行行いい，，又又はは構構成成事事

業業者者間間のの情情報報交交換換をを促促進進すするるこことと。。  

〈〈違違反反ととさされれたた具具体体例例〉〉  

ＸＸ石石油油製製品品販販売売業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 5544年年（（勧勧））第第９９号号））

でではは，，社社長長会会（（6666名名のの構構成成事事業業者者のの経経営営責責任任者者にによよりり構構

成成））及及びびセセーールルスス会会（（構構成成事事業業者者のの給給油油所所長長級級のの者者にによよ

りり構構成成））合合同同のの会会議議ににおおいいてて，，揮揮発発油油のの仕仕入入価価格格のの上上昇昇

のの見見通通ししににつついいててのの情情報報交交換換やや小小売売価価格格のの引引上上げげ等等ににつつ

いいててのの検検討討をを行行いい，，ままたた，，隣隣接接すするる団団体体とと合合同同のの役役員員会会

議議ににおおいいてて価価格格引引上上げげのの環環境境整整備備等等ににつついいててのの意意見見交交換換

をを行行っったた上上でで，，執執行行部部会会（（1177名名のの執執行行委委員員にによよりり構構成成））

ににおおいいてて，，構構成成事事業業者者のの揮揮発発油油のの小小売売価価格格のの引引上上げげのの目目

途途ととななるる価価格格をを決決定定ししたたこことと等等がが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１

号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。    

ＹＹほほかかビビニニルルタタイイルル製製造造業業者者事事件件（（昭昭和和 5544年年（（勧勧））第第

８８号号））でではは，，関関係係四四社社がが，，所所属属すするる団団体体のの理理事事会会等等のの累累

次次のの会会合合ににおおいいてて，，市市況況ににつついいててのの情情報報交交換換をを行行ううとととと

ももにに，，市市況況品品のの販販売売価価格格のの引引上上げげ幅幅やや引引上上げげ後後のの価価格格のの

「「たたたたきき台台」」ににつついいててのの意意見見交交換換をを行行いい，，更更にに協協議議のの結結

果果，，具具体体的的価価格格のの決決定定ににつついいててはは当当該該団団体体のの会会長長会会社社でで

ああっったたＹＹにに一一任任すするるここととととしし，，ここれれをを受受けけててＹＹがが各各社社にに

具具体体的的価価格格をを提提示示しし，，ままたた，，各各社社がが価価格格引引上上げげのの実実施施時時

期期のの予予定定をを相相互互にに告告知知すするる等等ししてて，，各各社社がが市市況況品品のの販販売売

価価格格をを引引きき上上げげたたここととがが，，法法第第３３条条違違反反ととさされれたた。。  

ＺＺほほかか塗塗料料原原料料用用エエママルルジジョョンン製製造造販販売売業業者者事事件件（（昭昭

和和 6633 年年（（勧勧））第第５５号号））でではは，，関関係係 1100 社社がが，，相相互互のの協協調調

をを図図るるたためめ甲甲会会とと称称すするる会会合合をを開開催催ししてておおりり，，かかねねててかか

らら甲甲会会のの地地区区会会ににおおいいてて塗塗料料原原料料用用エエママルルジジョョンンのの価価格格

改改訂訂にに際際ししてて価価格格交交渉渉のの状状況況等等ににつついいてて情情報報交交換換をを行行っっ

ててききたたととこころろ，，原原料料モモノノママーーのの値値上上ががりりにに対対処処すするるたためめ，，

甲甲会会のの中中央央会会ににおおいいてて，，原原料料のの値値上上ががりり幅幅ににつついいてて情情報報

交交換換をを行行っってて標標準準的的なな値値上上ががりり幅幅をを想想定定しし，，ここれれをを塗塗料料

原原料料用用エエママルルジジョョンンのの販販売売価価格格にに転転嫁嫁すするるここととととしし，，同同

製製品品のの種種類類別別にに基基準準ととななるる引引上上げげ幅幅をを決決定定すするるとととともも

にに，，そそのの実実効効をを確確保保すするるたためめ，，値値上上げげ交交渉渉のの状状況況ににつついい

てて情情報報交交換換をを行行ううここととをを決決定定ししたたここととがが，，法法第第３３条条違違反反

ととさされれたた。。  
  
  

((33))    原原則則ととししてて違違反反ととななららなないい行行為為  
  

              ここれれにに対対ししてて，，例例ええばば以以下下ののよよううななももののはは，，上上記記((22))ののよよううなな競競争争制制限限的的なな効効果果をを持持つつ

ももののででははななくく，，原原則則ととししてて違違反反ととななららなないい。。  
  

９９――２２  （（消消費費者者へへのの商商品品 ○○  消消費費者者にに対対ししてて，，そそのの利利便便のの向向上上をを図図るるたためめ，，当当該該産産
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９９――３３  

  

  

  

  

９９――４４  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

９９――５５  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

９９――６６  

  

  

  

  

  

  

９９――７７  

  

知知識識等等にに関関すするる情情

報報のの提提供供））  

  

（（技技術術動動向向，，経経営営

知知識識等等にに関関すするる情情

報報のの収収集集・・提提供供））  

  

  

（（事事業業活活動動にに係係るる

過過去去のの事事実実にに関関すす

るる情情報報のの収収集集・・公公

表表））  

  

  

  

  

  

  

  

（（価価格格にに関関すするる情情

報報のの需需要要者者等等ののたた

めめのの収収集集・・提提供供））  

  

  

  

  

  

  

  

（（価価格格比比較較のの困困難難

なな商商品品又又はは役役務務のの

品品質質等等にに関関すするる資資

料料等等のの提提供供））  

  

  

  

（（概概括括的的なな需需要要見見

通通ししのの作作成成・・公公表表））  

業業がが供供給給すするる商商品品又又はは役役務務ににつついいてて，，そそのの正正ししいい使使用用方方

法法等等のの情情報報提提供供をを行行ううこことと。。  

  

○○    政政府府機機関関，，民民間間のの調調査査機機関関等等がが提提供供すするる当当該該産産業業にに関関

連連ししたた技技術術動動向向，，経経営営知知識識，，市市場場環環境境，，立立法法・・行行政政のの動動

向向，，社社会会経経済済情情勢勢等等ににつついいててのの一一般般的的なな情情報報をを収収集集しし，，

提提供供すするるこことと。。  

  

○○    当当該該産産業業のの活活動動実実績績をを全全般般的的にに把把握握しし，，周周知知すするるたためめ

にに，，過過去去のの生生産産，，販販売売，，設設備備投投資資等等にに係係るる数数量量やや金金額額等等

構構成成事事業業者者のの事事業業活活動動にに係係るる過過去去のの事事実実にに関関すするる概概括括的的

なな情情報報をを構構成成事事業業者者かからら任任意意にに収収集集ししてて，，客客観観的的にに統統計計

処処理理しし，，個個々々のの構構成成事事業業者者のの数数量量やや金金額額等等をを明明示示すするるここ

ととななくく，，概概括括的的にに公公表表すするるこことと（（価価格格にに関関すするるもものの及及びび

１１――((22))――３３にに該該当当すするるももののをを除除くく。。））。。  

たただだしし，，構構成成事事業業者者にによよりり既既にに当当該該構構成成事事業業者者にに係係るる

数数量量，，金金額額等等がが公公表表さされれてていいるる場場合合ににはは，，そそのの数数量量，，金金

額額等等をを明明示示ししててもも構構わわなないい。。  

  

○○    需需要要者者，，構構成成事事業業者者等等にに対対ししてて過過去去のの価価格格にに関関すするる情情

報報をを提提供供すするるたためめ，，構構成成事事業業者者かからら価価格格にに係係るる過過去去のの事事

実実にに関関すするる概概括括的的なな情情報報をを任任意意にに収収集集ししてて，，客客観観的的にに統統

計計処処理理しし，，価価格格のの高高低低のの分分布布やや動動向向をを正正ししくく示示しし，，かかつつ，，

個個々々のの構構成成事事業業者者のの価価格格をを明明示示すするるここととななくく，，概概括括的的にに，，

需需要要者者をを含含めめてて提提供供すするるこことと（（１１――((22))――３３にに該該当当すするるもも

ののをを除除くく。。ままたた，，事事業業者者間間にに現現在在又又はは将将来来のの価価格格ににつついい

ててのの共共通通のの目目安安をを与与ええるるよよううななここととののなないいももののにに限限

るる。。））。。  

  

○○    市市場場ににおおけけるる価価格格のの比比較較がが困困難難なな商商品品又又はは役役務務ににつついい

てて，，費費用用項項目目，，作作業業のの難難易易度度，，品品質質等等価価格格にに関関連連すするる事事

項項ににつついいててのの公公正正かかつつ客客観観的的なな比比較較にに資資すするる資資料料又又はは技技

術術的的指指標標をを，，需需要要者者をを含含めめてて提提供供すするるこことと（（事事業業者者間間にに

価価格格ににつついいててのの共共通通のの目目安安をを与与ええるるよよううななここととののなないいもも

ののにに限限るる。。））。。  

  

○○    当当該該産産業業のの全全般般的的なな需需要要のの動動向向ににつついいてて，，一一般般的的なな情情

報報をを収収集集・・提提供供しし，，又又はは客客観観的的なな事事象象にに基基づづくく概概括括的的なな
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９９――３３  

  

  

  

  

９９――４４  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

９９――５５  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

９９――６６  

  

  

  

  

  

  

９９――７７  

  

知知識識等等にに関関すするる情情

報報のの提提供供））  

  

（（技技術術動動向向，，経経営営

知知識識等等にに関関すするる情情

報報のの収収集集・・提提供供））  

  

  

（（事事業業活活動動にに係係るる

過過去去のの事事実実にに関関すす

るる情情報報のの収収集集・・公公

表表））  

  

  

  

  

  

  

  

（（価価格格にに関関すするる情情

報報のの需需要要者者等等ののたた

めめのの収収集集・・提提供供））  

  

  

  

  

  

  

  

（（価価格格比比較較のの困困難難

なな商商品品又又はは役役務務のの

品品質質等等にに関関すするる資資

料料等等のの提提供供））  

  

  

  

（（概概括括的的なな需需要要見見

通通ししのの作作成成・・公公表表））  

業業がが供供給給すするる商商品品又又はは役役務務ににつついいてて，，そそのの正正ししいい使使用用方方

法法等等のの情情報報提提供供をを行行ううこことと。。  

  

○○    政政府府機機関関，，民民間間のの調調査査機機関関等等がが提提供供すするる当当該該産産業業にに関関

連連ししたた技技術術動動向向，，経経営営知知識識，，市市場場環環境境，，立立法法・・行行政政のの動動

向向，，社社会会経経済済情情勢勢等等ににつついいててのの一一般般的的なな情情報報をを収収集集しし，，

提提供供すするるこことと。。  

  

○○    当当該該産産業業のの活活動動実実績績をを全全般般的的にに把把握握しし，，周周知知すするるたためめ

にに，，過過去去のの生生産産，，販販売売，，設設備備投投資資等等にに係係るる数数量量やや金金額額等等

構構成成事事業業者者のの事事業業活活動動にに係係るる過過去去のの事事実実にに関関すするる概概括括的的

なな情情報報をを構構成成事事業業者者かからら任任意意にに収収集集ししてて，，客客観観的的にに統統計計

処処理理しし，，個個々々のの構構成成事事業業者者のの数数量量やや金金額額等等をを明明示示すするるここ

ととななくく，，概概括括的的にに公公表表すするるこことと（（価価格格にに関関すするるもものの及及びび

１１――((22))――３３にに該該当当すするるももののをを除除くく。。））。。  

たただだしし，，構構成成事事業業者者にによよりり既既にに当当該該構構成成事事業業者者にに係係るる

数数量量，，金金額額等等がが公公表表さされれてていいるる場場合合ににはは，，そそのの数数量量，，金金

額額等等をを明明示示ししててもも構構わわなないい。。  

  

○○    需需要要者者，，構構成成事事業業者者等等にに対対ししてて過過去去のの価価格格にに関関すするる情情

報報をを提提供供すするるたためめ，，構構成成事事業業者者かからら価価格格にに係係るる過過去去のの事事

実実にに関関すするる概概括括的的なな情情報報をを任任意意にに収収集集ししてて，，客客観観的的にに統統

計計処処理理しし，，価価格格のの高高低低のの分分布布やや動動向向をを正正ししくく示示しし，，かかつつ，，

個個々々のの構構成成事事業業者者のの価価格格をを明明示示すするるここととななくく，，概概括括的的にに，，

需需要要者者をを含含めめてて提提供供すするるこことと（（１１――((22))――３３にに該該当当すするるもも

ののをを除除くく。。ままたた，，事事業業者者間間にに現現在在又又はは将将来来のの価価格格ににつついい

ててのの共共通通のの目目安安をを与与ええるるよよううななここととののなないいももののにに限限

るる。。））。。  

  

○○    市市場場ににおおけけるる価価格格のの比比較較がが困困難難なな商商品品又又はは役役務務ににつついい

てて，，費費用用項項目目，，作作業業のの難難易易度度，，品品質質等等価価格格にに関関連連すするる事事

項項ににつついいててのの公公正正かかつつ客客観観的的なな比比較較にに資資すするる資資料料又又はは技技

術術的的指指標標をを，，需需要要者者をを含含めめてて提提供供すするるこことと（（事事業業者者間間にに

価価格格ににつついいててのの共共通通のの目目安安をを与与ええるるよよううななここととののなないいもも

ののにに限限るる。。））。。  

  

○○    当当該該産産業業のの全全般般的的なな需需要要のの動動向向ににつついいてて，，一一般般的的なな情情

報報をを収収集集・・提提供供しし，，又又はは客客観観的的なな事事象象にに基基づづくく概概括括的的なな

  

  

  

  

９９――８８  

  

  

  

  

  

  

  

（（顧顧客客のの信信用用状状態態

にに関関すするる情情報報のの収収

集集・・提提供供））  

  

将将来来見見通通ししをを作作成成しし，，公公表表すするるこことと（（構構成成事事業業者者にに各各自自

のの将将来来のの供供給給数数量量にに係係るる具具体体的的なな目目安安をを与与ええるるよよううななここ

ととののなないいももののにに限限るる。。））。。  

  

○○    構構成成事事業業者者のの取取引引のの安安全全をを確確保保すするるたためめ，，顧顧客客のの信信用用

状状態態ににつついいてて客客観観的的なな事事実実にに関関すするる情情報報をを収収集集しし，，構構成成

事事業業者者にに提提供供すするるこことと（（構構成成事事業業者者間間にに特特定定のの事事業業者者とと

取取引引ししなないいこことと又又はは特特定定のの事事業業者者ととののみみ取取引引すするるここととにに

つついいててのの合合意意をを生生ぜぜししめめるるよよううななここととののなないいももののにに限限るる

（（注注））。。））。。  

（（注注））  例例ええばば，，特特定定のの事事業業者者をを不不良良業業者者又又はは優優良良業業者者

ととししてて掲掲載載ししたたリリスストト（（いいわわゆゆるるブブララッッククリリスストト

等等））をを作作成成しし，，配配布布すするるここととはは，，ここののよよううなな合合意意

をを生生ぜぜししめめるるおおそそれれががああるる。。  

  

1100      経経営営指指導導  
  

((11))    経経営営指指導導のの性性格格  
  

              中中小小企企業業者者はは経経営営にに関関すするる知知識識等等ににおおいいてて相相対対的的にに不不足足すするる面面ががああるるここととかからら，，そそれれ

をを補補っってて各各事事業業者者ががそそのの自自主主的的なな判判断断にに基基づづいいてて事事業業のの改改善善をを図図るるここととががででききるるよようう，，

中中小小企企業業者者のの団団体体がが経経営営指指導導をを行行ううここととはは，，本本来来独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななるるももののででははなないい。。  
  

((22))    違違反反ととななるるおおそそれれががああるる行行為為  
  

              一一方方，，経経営営指指導導のの形形ををととっってていいててもも，，事事業業者者団団体体がが，，例例ええばば次次のの行行為為ののよよううにに，，事事業業

者者のの現現在在又又はは将将来来のの事事業業活活動動にに係係るる価価格格等等重重要要なな競競争争手手段段のの具具体体的的なな内内容容ににつついいてて目目安安

をを与与ええるるよよううなな指指導導をを行行ううここととはは，，違違反反ととななるるおおそそれれががああるる。。  

              事事業業者者団団体体にによよるるここののよよううなな指指導導がが，，１１――１１（（価価格格等等のの決決定定））等等にに挙挙げげらられれるるよよううなな

事事業業者者団団体体にによよるる制制限限行行為為ににつつななががりり，，又又ははそそれれらら制制限限行行為為にに伴伴うう場場合合はは，，「「１１  価価格格制制

限限行行為為」」等等にに記記述述ししたたよよううにに，，法法第第８８条条のの規規定定にに違違反反すするるここととととななるる。。  
  

1100――１１  （（統統一一的的ななママーークク

アアッッププ基基準準等等をを示示

すす方方法法にによよるる原原価価

計計算算指指導導等等））  

  

○○    構構成成事事業業者者がが供供給給すするる商商品品又又はは役役務務にに係係るる平平均均原原価価，，

統統一一的的ななママーーククアアッッププ基基準準等等又又はは所所要要資資材材等等のの標標準準的的なな

数数量量，，作作業業量量等等及及びび単単価価をを示示すす方方法法にによよりり，，原原価価計計算算又又

はは積積算算のの指指導導をを行行ううこことと。。  

〈〈違違反反ととさされれたた具具体体例例〉〉  

ＸＸププロロパパンンガガスス卸卸売売業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 4400年年（（勧勧））第第

1177号号））でではは，，構構成成事事業業者者ののううちち兼兼業業者者のの大大部部分分ががププロロパパ

ンンガガススのの販販売売にに当当たたっってて保保安安経経費費，，償償却却費費等等をを正正ししくく評評

価価ししたた原原価価計計算算ををししなないいででそそのの価価格格をを決決定定ししてていいるるもものの
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ととししてて，，標標準準原原価価計計算算書書をを作作成成しし，，必必要要経経費費及及びび利利潤潤とと

ししてて算算定定さされれたた一一定定のの金金額額をを必必ずず販販売売価価格格ののううちちにに見見積積

るるここととととしし，，ここのの額額にに仕仕入入価価格格ととししてて一一定定のの金金額額をを加加算算

すするるここととにによよりり，，小小売売業業者者向向けけ家家庭庭・・業業務務用用ププロロパパンンガガ

ススのの販販売売基基準準価価格格をを決決定定ししたたこことと等等がが，，法法第第８８条条第第１１項項

第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。  
  

((33))    原原則則ととししてて違違反反ととななららなないい行行為為  
  

              ここれれにに対対ししてて，，中中小小企企業業者者のの団団体体がが，，例例ええばば次次のの行行為為ののよよううにに，，事事業業者者間間のの競競争争にに影影

響響をを与与ええなないいよよううなな内内容容のの経経営営指指導導をを行行ううここととはは，，原原則則ととししてて違違反反ととななららなないい。。  
  

1100――２２  

  

  

1100――３３  

  

  

1100――４４  

  

  

  

（（知知識識のの普普及及及及びび

技技能能のの訓訓練練））  

  

（（個個別別的的なな経経営営指指

導導））  

  

（（原原価価計計算算のの一一般般

的的なな方方法法のの作作成成

等等））  

  

  

○○    経経営営にに関関すするる一一般般的的なな知知識識のの普普及及及及びび技技能能のの訓訓練練をを行行

ううこことと。。  

  

○○    構構成成事事業業者者のの求求めめにに応応じじ，，個個別別企企業業のの経経営営実実態態等等にに応応

じじたた経経営営指指導導をを行行ううこことと。。  

  

○○  原原価価計計算算やや積積算算ににつついいてて標標準準的的なな項項目目をを掲掲げげたた一一般般的的

なな方方法法をを作作成成しし，，ここれれにに基基づづいいてて原原価価計計算算やや積積算算のの方方法法

にに関関すするる一一般般的的なな指指導導又又はは教教育育をを行行ううこことと（（事事業業者者間間にに

価価格格やや積積算算金金額額ににつついいててのの共共通通のの目目安安をを与与ええるるよよううななここ

ととののなないいももののにに限限るる。。））。。  

        

1111  共共同同事事業業  
  

((11))    共共同同事事業業のの多多様様性性  
  

              事事業業者者団団体体がが，，構構成成事事業業者者のの共共同同にによよるる事事業業活活動動のの性性格格をを持持つつ事事業業（（以以下下「「共共同同事事業業」」

とといいうう。。））をを行行うう場場合合ががああるる。。共共同同事事業業ににはは，，単単独独でではは大大企企業業にに対対抗抗ででききなないい中中小小企企業業者者

にによよるる法法律律にに基基づづくく協協同同組組合合がが有有効効なな競競争争単単位位をを形形成成すするるたためめにに行行うう共共同同経経済済事事業業やや事事

業業者者団団体体がが構構成成事事業業者者のの本本来来のの事事業業内内容容ででははなないい社社会会文文化化活活動動等等ににつついいてて行行うう共共同同事事業業

等等，，競競争争促促進進的的なな効効果果をを持持つつもものの又又はは競競争争とと直直ちちにに関関係係ののなないいももののもも多多いい。。他他方方，，共共同同

事事業業はは，，そそのの事事業業内内容容のの範範囲囲ににおおいいてて事事業業者者団団体体がが単単一一のの事事業業主主体体ととななっってて行行うう事事業業とと

ししてて市市場場ににおおけけるる競競争争にに影影響響をを与与ええ得得るるととこころろでであありり，，ままたた，，参参加加すするる個個々々のの事事業業者者のの

事事業業活活動動のの制制限限ににつつななががるるおおそそれれももああるるととこころろででああっってて，，そそのの内内容容，，態態様様等等にによよっっててはは，，

法法第第８８条条第第１１号号，，第第３３号号，，第第４４号号若若ししくくはは第第５５号号又又はは第第 1199条条のの規規定定にに違違反反すするるかかどどううかか

がが問問題題ととななるる。。  
  

((22))    考考ええ方方  
  

              事事業業者者団団体体にによよるる共共同同事事業業がが独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななるるかかどどううかかににつついいててはは，，下下記記ののアア
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ととししてて，，標標準準原原価価計計算算書書をを作作成成しし，，必必要要経経費費及及びび利利潤潤とと

ししてて算算定定さされれたた一一定定のの金金額額をを必必ずず販販売売価価格格ののううちちにに見見積積

るるここととととしし，，ここのの額額にに仕仕入入価価格格ととししてて一一定定のの金金額額をを加加算算

すするるここととにによよりり，，小小売売業業者者向向けけ家家庭庭・・業業務務用用ププロロパパンンガガ

ススのの販販売売基基準準価価格格をを決決定定ししたたこことと等等がが，，法法第第８８条条第第１１項項

第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。  
  

((33))    原原則則ととししてて違違反反ととななららなないい行行為為  
  

              ここれれにに対対ししてて，，中中小小企企業業者者のの団団体体がが，，例例ええばば次次のの行行為為ののよよううにに，，事事業業者者間間のの競競争争にに影影

響響をを与与ええなないいよよううなな内内容容のの経経営営指指導導をを行行ううここととはは，，原原則則ととししてて違違反反ととななららなないい。。  
  

1100――２２  

  

  

1100――３３  

  

  

1100――４４  

  

  

  

（（知知識識のの普普及及及及びび

技技能能のの訓訓練練））  

  

（（個個別別的的なな経経営営指指

導導））  

  

（（原原価価計計算算のの一一般般

的的なな方方法法のの作作成成

等等））  

  

  

○○    経経営営にに関関すするる一一般般的的なな知知識識のの普普及及及及びび技技能能のの訓訓練練をを行行

ううこことと。。  

  

○○    構構成成事事業業者者のの求求めめにに応応じじ，，個個別別企企業業のの経経営営実実態態等等にに応応

じじたた経経営営指指導導をを行行ううこことと。。  

  

○○  原原価価計計算算やや積積算算ににつついいてて標標準準的的なな項項目目をを掲掲げげたた一一般般的的

なな方方法法をを作作成成しし，，ここれれにに基基づづいいてて原原価価計計算算やや積積算算のの方方法法

にに関関すするる一一般般的的なな指指導導又又はは教教育育をを行行ううこことと（（事事業業者者間間にに

価価格格やや積積算算金金額額ににつついいててのの共共通通のの目目安安をを与与ええるるよよううななここ

ととののなないいももののにに限限るる。。））。。  

        

1111  共共同同事事業業  
  

((11))    共共同同事事業業のの多多様様性性  
  

              事事業業者者団団体体がが，，構構成成事事業業者者のの共共同同にによよるる事事業業活活動動のの性性格格をを持持つつ事事業業（（以以下下「「共共同同事事業業」」

とといいうう。。））をを行行うう場場合合ががああるる。。共共同同事事業業ににはは，，単単独独でではは大大企企業業にに対対抗抗ででききなないい中中小小企企業業者者

にによよるる法法律律にに基基づづくく協協同同組組合合がが有有効効なな競競争争単単位位をを形形成成すするるたためめにに行行うう共共同同経経済済事事業業やや事事

業業者者団団体体がが構構成成事事業業者者のの本本来来のの事事業業内内容容ででははなないい社社会会文文化化活活動動等等ににつついいてて行行うう共共同同事事業業

等等，，競競争争促促進進的的なな効効果果をを持持つつもものの又又はは競競争争とと直直ちちにに関関係係ののなないいももののもも多多いい。。他他方方，，共共同同

事事業業はは，，そそのの事事業業内内容容のの範範囲囲ににおおいいてて事事業業者者団団体体がが単単一一のの事事業業主主体体ととななっってて行行うう事事業業とと

ししてて市市場場ににおおけけるる競競争争にに影影響響をを与与ええ得得るるととこころろでであありり，，ままたた，，参参加加すするる個個々々のの事事業業者者のの

事事業業活活動動のの制制限限ににつつななががるるおおそそれれももああるるととこころろででああっってて，，そそのの内内容容，，態態様様等等にによよっっててはは，，

法法第第８８条条第第１１号号，，第第３３号号，，第第４４号号若若ししくくはは第第５５号号又又はは第第 1199条条のの規規定定にに違違反反すするるかかどどううかか

がが問問題題ととななるる。。  
  

((22))    考考ええ方方  
  

              事事業業者者団団体体にによよるる共共同同事事業業がが独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななるるかかどどううかかににつついいててはは，，下下記記ののアア

かかららウウままででのの各各事事項項をを総総合合的的にに勘勘案案ししてて判判断断さされれるる。。  
  

アア  共共同同事事業業のの内内容容  
  

                  共共同同事事業業がが，，そそのの対対象象ででああるる商商品品又又はは役役務務のの価価格格，，数数量量ををははじじめめ競競争争手手段段ででああるる事事

項項ににどどののよよううなな影影響響をを与与ええるるももののででああるるかかがが検検討討さされれるる。。  

                  例例ええばば，，商商品品又又はは役役務務のの共共同同販販売売，，共共同同購購買買やや共共同同生生産産でではは，，共共同同事事業業のの中中ででそそのの

対対象象ととななるる商商品品又又はは役役務務のの価価格格，，数数量量やや取取引引先先等等のの重重要要なな競競争争手手段段ににつついいてて決決定定さされれ

るるここととととななるるたためめ，，他他のの種種類類のの共共同同事事業業にに比比べべてて独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななるる可可能能性性がが高高

いい。。  

                  一一方方，，事事業業者者のの主主たたるる事事業業にに附附随随すするる運運送送やや保保管管にに係係るる共共同同事事業業ににつついいててはは，，そそれれ

自自体体ととししててはは，，本本来来，，対対象象ととななるる商商品品そそののもものののの価価格格，，数数量量やや取取引引先先にに影影響響をを与与ええるる

べべききももののででははななくく，，共共同同販販売売等等にに比比べべてて独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななるる可可能能性性はは低低いいがが，，共共

同同事事業業のの実実施施をを通通じじてて，，構構成成事事業業者者にに係係るる対対象象商商品品のの価価格格又又はは数数量量，，顧顧客客・・販販路路等等のの

競競争争手手段段をを制制限限すするるここととににつつななががららなないいよようう留留意意すするる必必要要ががああるる。。  

                  ここれれにに対対ししてて，，当当該該産産業業全全体体へへのの理理解解増増進進ののたためめのの広広報報宣宣伝伝活活動動，，ああるるいいはは福福利利厚厚

生生活活動動やや社社会会文文化化活活動動等等，，市市場場ににおおけけるる競競争争にに対対すするる影影響響がが乏乏ししいい性性格格のの共共同同事事業業はは，，

原原則則ととししてて独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななららなないい。。（（§§８８－－１１，，§§８８－－４４））  
  

イイ  共共同同事事業業参参加加事事業業者者のの市市場場シシェェアアのの合合計計等等  
  

                  共共同同事事業業へへのの参参加加事事業業者者のの市市場場シシェェアアのの合合計計がが高高いい等等参参加加事事業業者者がが全全体体ととししててみみてて

市市場場ににおおいいてて有有力力ででああれればば，，独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななるる可可能能性性はは高高くくななりり，，逆逆にに，，参参加加

事事業業者者のの市市場場シシェェアアのの合合計計がが低低いい等等参参加加事事業業者者がが全全体体ととししててみみてて市市場場ににおおいいてて有有力力でで

ななけけれればば，，独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななるる可可能能性性はは低低くくななるる。。（（§§８８－－１１，，§§８８－－４４））  
  

ウウ  共共同同事事業業のの態態様様  
  

事事業業者者団団体体がが，，共共同同事事業業ににつついいてて，，構構成成事事業業者者ににそそのの参参加加若若ししくくはは利利用用をを強強制制しし，，

又又ははそそのの参参加加若若ししくくはは利利用用ににつついいてて事事業業者者間間でで差差別別的的なな取取扱扱いいををすするるここととはは，，独独占占禁禁

止止法法上上問問題題ととななるるおおそそれれががああるる。。（（§§８８－－３３，，§§８８－－４４，，§§８８－－５５，，§§８８－－１１，，§§1199））    
  

((33))    違違反反ととななるるおおそそれれががああるる行行為為  
  

              上上記記((22))のの考考ええ方方をを踏踏ままええるるとと，，例例ええばば以以下下ののよよううななももののはは，，違違反反ととななるるおおそそれれががああるる。。  
  

1111――１１  

  

  

  

  

  

  

（（共共同同販販売売等等））  

  

  

  

  

  

  

○○    商商品品又又はは役役務務にに係係るる共共同同販販売売，，共共同同購購買買又又はは共共同同生生産産

のの事事業業をを行行ううこことと（（1111－－４４にに該該当当すするるももののをを除除くく。。））。。（（§§

８８－－１１，，§§８８－－４４））  

〈〈違違反反ととさされれたた具具体体例例〉〉  

ＸＸココンンククリリーートトブブロロッックク製製造造業業者者団団体体事事件件（（平平成成７７年年

（（勧勧））第第１１号号））でではは，，①①構構成成事事業業者者のの取取りり扱扱うう土土木木用用ココ

ンンククリリーートト積積みみブブロロッッククををすすべべてて当当該該団団体体がが買買いい取取りり，，
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1111－－２２  

  

  

  

1111――３３  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（共共同同運運送送・・共共同同

保保管管））  

  

  

（（共共同同事事業業へへのの参参

加加のの強強制制等等））  

  

販販売売すするるこことと，，②②構構成成事事業業者者かかららのの買買取取りり量量ににつついいててはは，，

当当該該団団体体でで決決定定ししたた出出荷荷比比率率等等にに基基づづいいてて月月別別にに割割りり当当

ててるるこことと，，等等をを内内容容ととすするる共共同同販販売売事事業業をを実実施施すするるこことと

をを決決定定ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８

条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。    

ＹＹちちりり紙紙製製造造業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 4444年年（（勧勧））第第 1144号号））

でではは，，当当該該団団体体がが共共同同事事業業ととししてて販販売売すするる茶茶ちちりり紙紙のの商商

標標をを「「甲甲」」とと定定めめ，，構構成成事事業業者者はは「「甲甲」」をを表表示示ししたた茶茶ちち

りり紙紙をを当当該該団団体体以以外外にに販販売売ししなないいこことと，，構構成成事事業業者者はは商商

品品「「甲甲」」以以外外のの茶茶ちちりり紙紙をを生生産産ししなないいこことと等等をを決決定定ししたた

上上でで，，構構成成事事業業者者かかららのの購購入入数数量量のの限限度度及及びび販販売売価価格格をを

定定めめるる等等しし，，かかつつ，，域域外外かからら移移入入さされれるる茶茶ちちりり紙紙をを一一手手

にに買買取取りり販販売売ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行

法法第第８８条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＺＺ印印刷刷用用彫彫刻刻ゴゴムム製製版版業業者者等等団団体体事事件件（（昭昭和和 4433年年（（勧勧））

第第８８号号））でではは，，構構成成事事業業者者がが使使用用すするる印印刷刷用用彫彫刻刻ゴゴムム製製

版版のの原原材材料料のの共共同同購購入入のの実実施施にに際際ししてて，，地地区区内内にに供供給給ささ

れれるる同同原原材材料料をを一一切切管管理理すするるここととにによよっってて非非構構成成事事業業者者

のの進進出出をを阻阻止止すするるこことと等等をを目目的的ととししてて，，構構成成事事業業者者はは当当

該該団団体体以以外外のの者者かからら原原材材料料をを購購入入ししなないいここととをを決決定定ししてて

いいたたこことと等等がが，，法法第第８８条条第第１１項項第第４４号号（（現現行行法法第第８８条条第第

４４号号））違違反反ととさされれたた。。  

  

○○    共共同同運運送送やや共共同同保保管管のの事事業業をを実実施施すするるにに際際ししてて，，対対象象

ととななるる商商品品のの価価格格若若ししくくはは数数量量又又はは構構成成事事業業者者のの取取引引先先

にに関関与与すするるこことと。。（（§§８８－－１１，，§§８８－－４４））  

  

○○    共共同同事事業業にに関関ししてて，，参参加加若若ししくくはは利利用用をを構構成成事事業業者者にに

対対ししてて強強制制しし，，又又はは参参加加若若ししくくはは利利用用ににつついいてて事事業業者者間間

でで差差別別的的なな取取扱扱いいををすするるこことと。。（（§§８８－－３３，，§§８８－－４４，，§§

８８－－５５，，§§８８－－１１，，§§1199））  
  

((44))    原原則則ととししてて違違反反ととななららなないい行行為為  
  

上上記記((22))のの考考ええ方方をを踏踏ままええるるとと，，例例ええばば以以下下ののよよううななももののはは，，原原則則ととししてて違違反反ととななららなな

いい（（1111――３３にに該該当当すするるももののをを除除くく。。））。。  
  

1111－－４４  

  

（（参参加加事事業業者者のの市市

場場シシェェアアのの合合計計がが

○○  対対象象ととななるる商商品品又又はは役役務務にに係係るる参参加加事事業業者者のの市市場場シシェェ

アアのの合合計計がが市市場場ににおおけけるる競競争争にに影影響響をを与与ええなないい程程度度にに低低
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1111－－２２  

  

  

  

1111――３３  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（共共同同運運送送・・共共同同

保保管管））  

  

  

（（共共同同事事業業へへのの参参

加加のの強強制制等等））  

  

販販売売すするるこことと，，②②構構成成事事業業者者かかららのの買買取取りり量量ににつついいててはは，，

当当該該団団体体でで決決定定ししたた出出荷荷比比率率等等にに基基づづいいてて月月別別にに割割りり当当

ててるるこことと，，等等をを内内容容ととすするる共共同同販販売売事事業業をを実実施施すするるこことと

をを決決定定ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８

条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。    

ＹＹちちりり紙紙製製造造業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 4444年年（（勧勧））第第 1144号号））

でではは，，当当該該団団体体がが共共同同事事業業ととししてて販販売売すするる茶茶ちちりり紙紙のの商商

標標をを「「甲甲」」とと定定めめ，，構構成成事事業業者者はは「「甲甲」」をを表表示示ししたた茶茶ちち

りり紙紙をを当当該該団団体体以以外外にに販販売売ししなないいこことと，，構構成成事事業業者者はは商商

品品「「甲甲」」以以外外のの茶茶ちちりり紙紙をを生生産産ししなないいこことと等等をを決決定定ししたた

上上でで，，構構成成事事業業者者かかららのの購購入入数数量量のの限限度度及及びび販販売売価価格格をを

定定めめるる等等しし，，かかつつ，，域域外外かからら移移入入さされれるる茶茶ちちりり紙紙をを一一手手

にに買買取取りり販販売売ししたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行

法法第第８８条条第第１１号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＺＺ印印刷刷用用彫彫刻刻ゴゴムム製製版版業業者者等等団団体体事事件件（（昭昭和和 4433年年（（勧勧））

第第８８号号））でではは，，構構成成事事業業者者がが使使用用すするる印印刷刷用用彫彫刻刻ゴゴムム製製

版版のの原原材材料料のの共共同同購購入入のの実実施施にに際際ししてて，，地地区区内内にに供供給給ささ

れれるる同同原原材材料料をを一一切切管管理理すするるここととにによよっってて非非構構成成事事業業者者

のの進進出出をを阻阻止止すするるこことと等等をを目目的的ととししてて，，構構成成事事業業者者はは当当

該該団団体体以以外外のの者者かからら原原材材料料をを購購入入ししなないいここととをを決決定定ししてて

いいたたこことと等等がが，，法法第第８８条条第第１１項項第第４４号号（（現現行行法法第第８８条条第第

４４号号））違違反反ととさされれたた。。  

  

○○    共共同同運運送送やや共共同同保保管管のの事事業業をを実実施施すするるにに際際ししてて，，対対象象

ととななるる商商品品のの価価格格若若ししくくはは数数量量又又はは構構成成事事業業者者のの取取引引先先

にに関関与与すするるこことと。。（（§§８８－－１１，，§§８８－－４４））  

  

○○    共共同同事事業業にに関関ししてて，，参参加加若若ししくくはは利利用用をを構構成成事事業業者者にに

対対ししてて強強制制しし，，又又はは参参加加若若ししくくはは利利用用ににつついいてて事事業業者者間間

でで差差別別的的なな取取扱扱いいををすするるこことと。。（（§§８８－－３３，，§§８８－－４４，，§§

８８－－５５，，§§８８－－１１，，§§1199））  
  

((44))    原原則則ととししてて違違反反ととななららなないい行行為為  
  

上上記記((22))のの考考ええ方方をを踏踏ままええるるとと，，例例ええばば以以下下ののよよううななももののはは，，原原則則ととししてて違違反反ととななららなな

いい（（1111――３３にに該該当当すするるももののをを除除くく。。））。。  
  

1111－－４４  

  

（（参参加加事事業業者者のの市市

場場シシェェアアのの合合計計がが

○○  対対象象ととななるる商商品品又又はは役役務務にに係係るる参参加加事事業業者者のの市市場場シシェェ

アアのの合合計計がが市市場場ににおおけけるる競競争争にに影影響響をを与与ええなないい程程度度にに低低

  

  

1111－－５５  

  

  

1111――６６  

  

  

低低いい共共同同事事業業））  

  

（（顧顧客客のの利利便便等等のの

たためめのの共共同同事事業業））  

  

（（競競争争へへのの影影響響のの

乏乏ししいい共共同同事事業業））  

いい共共同同事事業業をを行行ううこことと。。  

  

○○    顧顧客客のの利利便便ののたためめのの共共同同駐駐車車場場やや産産業業全全体体のの販販売売増増進進

ののたためめのの共共同同展展示示施施設設をを設設置置すするるこことと。。  

  

○○    当当該該産産業業全全体体へへのの理理解解増増進進ののたためめのの広広報報宣宣伝伝活活動動，，福福

利利厚厚生生活活動動，，社社会会文文化化活活動動等等，，市市場場ににおおけけるる競競争争にに与与ええるる

影影響響がが乏乏ししいい共共同同事事業業をを行行ううこことと。。  

  

1122    公公的的規規制制，，行行政政等等にに関関連連すするる行行為為  
  

事事業業者者にに対対すするる公公的的規規制制はは，，例例ええばば国国民民のの健健康康・・安安全全のの確確保保，，環環境境のの保保全全等等のの社社会会的的なな

目目的的やや市市場場メメカカニニズズムムがが有有効効にに機機能能ししなないい商商品品・・役役務務ににつついいててのの資資源源配配分分のの適適正正化化のの目目的的

等等のの下下にに設設定定さされれてていいるるがが，，一一方方でで，，事事業業者者のの事事業業活活動動をを制制限限すするるここととにによよりり事事業業者者間間のの

競競争争にに対対ししてて一一定定のの制制約約をを加加ええるる効効果果をを伴伴ううももののででああるる。。  

      特特定定のの政政策策目目的的のの実実現現ののたためめにに公公的的規規制制がが必必要要ででああるる場場合合ににおおいいててもも，，事事業業者者間間のの競競争争

をを制制約約すするる効効果果がが最最小小限限ににととどどめめらられれ，，ででききるる限限りりのの競競争争のの機機能能すするる余余地地がが残残るるよよううににささ

れれるるべべききでであありり，，ままたた，，そそのの公公的的規規制制分分野野ににおおけけるる事事業業者者間間のの競競争争をを事事業業者者団団体体がが制制限限すす

るるよよううななここととががああれればば，，そそのの行行為為はは独独占占禁禁止止法法上上問問擬擬さされれるる。。ささららにに，，公公的的規規制制がが緩緩和和又又

はは廃廃止止さされれたた場場合合ににはは，，そそのの範範囲囲ににおおいいてて規規制制にによよるる競競争争へへのの制制約約がが解解消消さされれ事事業業者者間間のの

自自由由なな競競争争がが回回復復さされれるるべべききももののででああるるここととかからら，，そそのの競競争争をを事事業業者者団団体体がが制制限限すするるよようう

ななここととががああれればば，，そそのの行行為為はは独独占占禁禁止止法法上上問問擬擬さされれるるここととももいいううままででももなないい。。  

      行行政政機機関関等等かからら公公的的事事業業にに関関すするる業業務務等等がが事事業業者者団団体体にに委委託託さされれるるよよううなな場場合合ががああるるがが，，

そそのの業業務務等等のの実実施施にに際際ししてて，，事事業業者者団団体体がが事事業業者者間間でで差差別別的的なな取取扱扱いいををすするる等等独独占占禁禁止止法法

上上問問題題ととななりり得得るる行行為為をを行行ううここととががああるるここととにに留留意意すするる必必要要ががああるる。。  

      行行政政機機関関かからら，，行行政政遂遂行行のの過過程程でで，，事事業業者者団団体体にに対対ししてて行行政政指指導導がが行行わわれれ，，そそれれららをを踏踏

ままええてて事事業業者者団団体体がが活活動動をを行行ううここととががああるる。。ここののよよううなな行行政政指指導導がが円円滑滑なな行行政政遂遂行行のの必必要要

性性にに基基づづいいてて行行わわれれるるももののででああるるととししててもも，，一一方方でで，，行行政政指指導導のの内内容容やや方方法法又又ははそそれれららをを

踏踏ままええたた事事業業者者団団体体のの活活動動のの内内容容やや態態様様にによよっっててはは，，事事業業者者団団体体にによよるる競競争争制制限限行行為為ににつつ

ななががりり得得るるここととにに留留意意すするる必必要要ががああるる。。  
  

((11))    許許認認可可，，届届出出等等にに関関連連すするる制制限限行行為為  
  

              事事業業活活動動にに対対ししてて許許認認可可，，届届出出等等にによよるる公公的的規規制制がが行行わわれれるる場場合合ににおおいいてて，，事事業業者者団団

体体がが，，次次ののよよううなな行行為為にによよりり構構成成事事業業者者にに係係るる価価格格，，設設備備等等ににつついいてて制制限限しし，，ここれれにによよ

りり市市場場ににおおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるここととはは，，法法第第８８条条第第１１号号のの規規定定にに違違反反すするる。。まま

たた，，市市場場ににおおけけるる競競争争をを実実質質的的にに制制限限すするるままででににはは至至ららなないい場場合合ででああっっててもも，，次次ののよようう

なな行行為為にによよりり構構成成事事業業者者にに係係るる価価格格，，設設備備等等ににつついいてて制制限限すするるここととはは，，原原則則ととししてて法法第第

８８条条第第４４号号のの規規定定にに違違反反すするる。。  

              ななおお，，公公的的規規制制にによよるる許許認認可可，，届届出出等等のの制制度度のの下下でで，，各各事事業業者者のの行行政政機機関関へへのの許許認認可可
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等等のの申申請請又又はは届届出出ににつついいてて，，事事業業者者団団体体がが，，一一括括ししてて行行いい，，又又はは事事業業者者団団体体をを経経由由ししてて

行行わわせせるるここととはは，，ここののよよううなな制制限限行行為為ににつつななががりりややすすいい。。  
  

1122――１１  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1122――２２  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（許許認認可可申申請請等等のの

制制限限））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（幅幅認認可可料料金金のの幅幅

のの中中ににおおけけるる料料金金

のの収収受受にに係係るる決決

定定））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

○○    構構成成事事業業者者のの事事業業活活動動にに係係るる許許認認可可等等のの申申請請又又はは届届出出

のの内内容容をを制制限限すするるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸタタククシシーー事事業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 5577年年（（勧勧））第第 1166号号））

でではは，，タタククシシーー運運賃賃等等のの引引上上げげににつついいてて，，構構成成事事業業者者のの

認認可可申申請請すすべべきき内内容容をを決決定定しし，，ここれれにに基基づづいいてて構構成成事事業業

者者にに認認可可申申請請ををささせせたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第４４号号（（現現

行行法法第第８８条条第第４４号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＹＹババスス事事業業者者団団体体事事件件（（平平成成元元年年（（勧勧））第第９９号号））でではは，，

貸貸切切ババススのの増増車車にに係係るる事事業業計計画画変変更更のの認認可可申申請請ににつついい

てて，，構構成成事事業業者者のの増増車車申申請請車車両両数数のの枠枠をを決決定定しし，，ここれれにに

基基づづいいてて認認可可申申請請ささせせたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第４４号号

（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＺＺタタククシシーー事事業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 5566年年（（勧勧））第第４４号号））

でではは，，タタククシシーーのの増増車車又又はは営営業業所所のの新新設設若若ししくくはは位位置置のの

変変更更にに係係るる事事業業計計画画変変更更のの認認可可申申請請ににつついいてて，，当当該該団団体体

のの協協議議をを経経ななけけれればばななららなないいここととをを決決定定しし，，ここれれにに基基づづ

きき各各構構成成事事業業者者のの増増車車申申請請車車両両数数のの限限度度をを決決定定しし，，ままたた，，

営営業業所所のの新新設設又又はは位位置置のの変変更更にに係係るるももののににつついいててはは，，そそ

のの都都度度当当該該申申請請のの可可否否をを決決定定ししてていいたたここととがが，，法法第第８８条条

第第１１項項第第４４号号（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））違違反反ととさされれたた。。  

  

○○    最最高高額額及及びび最最低低額額のの幅幅ををももっってて許許認認可可等等をを受受けけてていいるる

料料金金（（以以下下「「幅幅認認可可料料金金」」とといいうう。。））ににつついいてて，，そそのの幅幅のの

中中でで構構成成事事業業者者がが収収受受すするる料料金金をを決決定定しし，，又又ははそそのの維維持持

若若ししくくはは引引上上げげをを決決定定すするるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸババスス事事業業者者団団体体事事件件（（平平成成元元年年（（勧勧））第第９９号号））でではは，，

貸貸切切ババススのの運運賃賃はは行行政政機機関関にによよっってて認認可可さされれたた基基準準のの運運

賃賃率率にによよっってて計計算算ししたた金金額額のの上上下下そそれれぞぞれれ 1155 パパーーセセンン

トトのの範範囲囲内内でで事事業業者者がが自自由由にに設設定定ででききるるととこころろ，，構構成成事事

業業者者のの貸貸切切ババススのの大大口口輸輸送送等等にに係係るる最最低低運運賃賃等等をを決決定定しし

たたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））

違違反反ととさされれたた。。  
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等等のの申申請請又又はは届届出出ににつついいてて，，事事業業者者団団体体がが，，一一括括ししてて行行いい，，又又はは事事業業者者団団体体をを経経由由ししてて

行行わわせせるるここととはは，，ここののよよううなな制制限限行行為為ににつつななががりりややすすいい。。  
  

1122――１１  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1122――２２  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（許許認認可可申申請請等等のの

制制限限））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（幅幅認認可可料料金金のの幅幅

のの中中ににおおけけるる料料金金

のの収収受受にに係係るる決決

定定））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

○○    構構成成事事業業者者のの事事業業活活動動にに係係るる許許認認可可等等のの申申請請又又はは届届出出

のの内内容容をを制制限限すするるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸタタククシシーー事事業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 5577年年（（勧勧））第第 1166号号））

でではは，，タタククシシーー運運賃賃等等のの引引上上げげににつついいてて，，構構成成事事業業者者のの

認認可可申申請請すすべべきき内内容容をを決決定定しし，，ここれれにに基基づづいいてて構構成成事事業業

者者にに認認可可申申請請ををささせせたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第４４号号（（現現

行行法法第第８８条条第第４４号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＹＹババスス事事業業者者団団体体事事件件（（平平成成元元年年（（勧勧））第第９９号号））でではは，，

貸貸切切ババススのの増増車車にに係係るる事事業業計計画画変変更更のの認認可可申申請請ににつついい

てて，，構構成成事事業業者者のの増増車車申申請請車車両両数数のの枠枠をを決決定定しし，，ここれれにに

基基づづいいてて認認可可申申請請ささせせたたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第４４号号

（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））違違反反ととさされれたた。。  

ＺＺタタククシシーー事事業業者者団団体体事事件件（（昭昭和和 5566年年（（勧勧））第第４４号号））

でではは，，タタククシシーーのの増増車車又又はは営営業業所所のの新新設設若若ししくくはは位位置置のの

変変更更にに係係るる事事業業計計画画変変更更のの認認可可申申請請ににつついいてて，，当当該該団団体体

のの協協議議をを経経ななけけれればばななららなないいここととをを決決定定しし，，ここれれにに基基づづ

きき各各構構成成事事業業者者のの増増車車申申請請車車両両数数のの限限度度をを決決定定しし，，ままたた，，

営営業業所所のの新新設設又又はは位位置置のの変変更更にに係係るるももののににつついいててはは，，そそ

のの都都度度当当該該申申請請のの可可否否をを決決定定ししてていいたたここととがが，，法法第第８８条条

第第１１項項第第４４号号（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））違違反反ととさされれたた。。  

  

○○    最最高高額額及及びび最最低低額額のの幅幅ををももっってて許許認認可可等等をを受受けけてていいるる

料料金金（（以以下下「「幅幅認認可可料料金金」」とといいうう。。））ににつついいてて，，そそのの幅幅のの

中中でで構構成成事事業業者者がが収収受受すするる料料金金をを決決定定しし，，又又ははそそのの維維持持

若若ししくくはは引引上上げげをを決決定定すするるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸババスス事事業業者者団団体体事事件件（（平平成成元元年年（（勧勧））第第９９号号））でではは，，

貸貸切切ババススのの運運賃賃はは行行政政機機関関にによよっってて認認可可さされれたた基基準準のの運運

賃賃率率にによよっってて計計算算ししたた金金額額のの上上下下そそれれぞぞれれ 1155 パパーーセセンン

トトのの範範囲囲内内でで事事業業者者がが自自由由にに設設定定ででききるるととこころろ，，構構成成事事

業業者者のの貸貸切切ババススのの大大口口輸輸送送等等にに係係るる最最低低運運賃賃等等をを決決定定しし

たたここととがが，，法法第第８８条条第第１１項項第第１１号号（（現現行行法法第第８８条条第第１１号号））

違違反反ととさされれたた。。  

  

1122――３３  

  

  

  

  

  

  

  

1122――４４  

  

（（認認可可料料金金以以下下のの

料料金金のの収収受受にに係係るる

決決定定））  

  

  

  

  

  

（（届届出出料料金金等等のの収収

受受にに係係るる決決定定））  

  

○○    幅幅認認可可料料金金のの最最低低額額又又はは確確定定額額ををももっってて許許認認可可等等をを受受

けけてていいるる料料金金ににおおけけるる当当該該確確定定額額をを下下回回るる実実勢勢料料金金にによよ

るる取取引引がが平平穏穏公公然然ととししててししかかもも継継続続的的にに行行わわれれななががらら主主

務務官官庁庁にによよりり法法律律的的にに効効果果ののああるる措措置置がが相相当当期期間間ににわわたた

りり講講じじらられれてていいなないいよよううなな場場合合ににおおいいてて，，当当該該最最低低額額又又

はは当当該該確確定定額額以以下下のの金金額額でで，，構構成成事事業業者者がが収収受受すするる料料金金

をを決決定定しし，，又又ははそそのの維維持持若若ししくくはは引引上上げげをを決決定定すするるこことと。。  

  

○○    届届出出又又はは掲掲示示のの義義務務ががああるる料料金金ににつついいてて，，構構成成事事業業者者

がが収収受受すするる料料金金をを決決定定しし，，又又ははそそのの維維持持若若ししくくはは引引上上げげ

をを決決定定すするるこことと。。  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ一一般般旅旅行行業業者者等等団団体体事事件件（（平平成成３３年年（（勧勧））第第 1133号号））

でではは，，旅旅行行業業法法ににおおいいてて，，旅旅行行者者かからら収収受受すするる旅旅行行業業務務

のの取取扱扱料料金金ににつついいててのの掲掲示示義義務務及及びび掲掲示示料料金金をを超超ええたた料料

金金のの収収受受のの禁禁止止がが規規定定さされれてていいるるととこころろ，，従従来来，，掲掲示示料料

金金をを下下回回っったた料料金金をを収収受受しし，，又又はは料料金金をを収収受受ししなないいでで旅旅

行行業業務務をを行行っってていいるる場場合合がが多多いい状状況況にに対対応応ししてて，，掲掲示示料料

金金どどおおりりにに取取扱扱料料金金をを収収受受すするるここととをを目目標標ととすするるここととをを

決決定定しし，，構構成成事事業業者者にに対対しし，，そそのの趣趣旨旨及及びび構構成成事事業業者者がが

取取扱扱料料金金をを収収受受すするる際際ににはは掲掲示示料料金金とと同同一一料料金金のの入入っったた

明明細細書書をを使使用用すするるここととをを通通知知すするる等等ししたたここととがが，，法法第第８８

条条第第１１項項第第４４号号（（現現行行法法第第８８条条第第４４号号））違違反反ととさされれたた。。  
  

((22))    公公的的規規制制分分野野ににおおけけるる規規制制さされれてていいなないい事事項項にに係係るる制制限限行行為為  
  

公公的的規規制制分分野野ににおおいいてて，，価価格格等等のの重重要要なな競競争争手手段段ででああっってて公公的的規規制制にによよっってて制制限限さされれ

てていいなないい事事項項ににつついいてて，，事事業業者者団団体体がが，，１１――１１（（価価格格等等のの決決定定））等等にに挙挙げげらられれるるよよううなな

制制限限行行為為をを行行うう場場合合ににはは，，「「１１  価価格格制制限限行行為為」」等等にに記記述述ししたたよよううにに，，法法第第８８条条のの規規定定にに

違違反反すするる（（下下記記〈〈例例〉〉①①参参照照））。。公公的的規規制制がが緩緩和和又又はは廃廃止止さされれてて規規制制のの対対象象外外ととななっったた事事

項項ににつついいててのの制制限限行行為為ににつついいててもも同同様様ででああるる（（下下記記〈〈例例〉〉②②参参照照））。。  
  

    〈〈例例〉〉  

①①  ああるる事事業業のの分分野野ににおおいいてて，，事事業業者者のの参参入入やや店店舗舗設設

置置ににつついいててはは規規制制さされれてていいるるがが，，料料金金ににつついいててはは規規

制制さされれてていいなないいににももかかかかわわららずず，，団団体体がが，，構構成成事事業業

者者間間ででのの情情報報交交換換等等をを踏踏ままええてて，，構構成成事事業業者者がが供供給給

すするる役役務務のの料料金金をを決決定定すするるこことと。。  

②②    ああるる役役務務にに関関ししてて料料金金ににつついいててのの公公的的規規制制がが撤撤廃廃
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さされれ料料金金設設定定がが自自由由ととななっったたににももかかかかわわららずず，，団団体体

がが，，従従来来のの慣慣行行やや構構成成事事業業者者間間ででのの情情報報交交換換等等をを踏踏

ままええてて，，構構成成事事業業者者がが供供給給すするる役役務務のの料料金金をを決決定定すす

るるこことと。。  
  
  

((33))    公公的的業業務務のの委委託託等等にに関関連連すするる違違反反行行為為  
  

行行政政機機関関等等かからら公公的的事事業業のの実実施施ののたためめのの一一定定のの業業務務等等（（以以下下「「公公的的業業務務」」とといいうう。。））がが

事事業業者者団団体体にに委委託託等等さされれたた場場合合にに，，事事業業者者団団体体がが，，公公的的業業務務のの実実施施にに際際ししてて，，事事業業者者間間

でで差差別別的的なな取取扱扱いいををすするる等等独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななりり得得るる行行為為をを行行ううここととががあありり，，例例ええばば

次次ののよよううなな行行為為はは違違反反ととななるる。。  

              ままたた，，事事業業者者のの参参入入等等にに当当たたっってて事事業業者者団団体体へへのの加加入入やや事事業業者者団団体体にによよるる同同意意等等をを求求

めめるる行行政政指指導導がが行行わわれれるるよよううななここととががああれればば，，ここののよよううなな行行政政指指導導自自体体がが独独占占禁禁止止法法とと

のの関関係係ににおおいいてて問問題題をを生生じじささせせるるおおそそれれののああるるももののででああるるがが，，ここののよよううなな場場合合ににはは，，事事

業業者者団団体体がが，，事事業業者者団団体体へへのの加加入入にに関関すするる了了承承やや参参入入等等にに関関すするる同同意意等等ににつついいてて，，独独占占

禁禁止止法法上上問問題題ととななるる行行為為をを行行ううここととががあありり，，例例ええばば次次ののよよううなな行行為為はは違違反反ととななるる。。  
  

1122――５５  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1122――６６  

  

  

  

  

（（公公的的業業務務をを伴伴うう

事事業業活活動動ににおおけけるる

不不当当なな拘拘束束等等））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（公公的的業業務務のの実実施施

等等にに際際ししててのの制制限限

行行為為））  

  

○○    公公的的業業務務をを伴伴うう事事業業活活動動をを行行うう場場合合ににおおいいてて，，特特定定のの

事事業業者者にに対対ししててそそのの事事業業活活動動をを不不当当にに拘拘束束すするる条条件件をを付付

けけるる等等不不公公正正なな取取引引方方法法をを用用いいるるこことと。。（（§§1199））  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ協協同同組組合合事事件件（（昭昭和和 5533年年（（判判））第第１１号号））でではは，，農農業業

近近代代化化資資金金助助成成法法にに基基づづきき，，組組合合員員にに対対ししてて，，農農業業近近代代

化化資資金金のの貸貸付付けけ事事業業をを行行ううにに当当たたりり，，正正当当なな理理由由ががなないい

ののにに，，組組合合員員がが当当該該組組合合のの競競争争者者かからら農農業業機機械械をを購購入入しし

なないいここととをを条条件件ととししてて，，当当該該組組合合員員とと取取引引ししたたここととがが，，

一一般般指指定定のの７７（（現現行行一一般般指指定定第第 1111項項））にに該該当当すするるももののとと

ししてて，，法法第第 1199条条違違反反ととさされれたた。。  

  

○○    公公的的業業務務をを実実施施すするるにに際際ししてて，，ままたた，，行行政政指指導導にによよりり

事事業業者者がが参参入入等等にに当当たたっってて求求めめらられれたた団団体体へへのの加加入入にに関関

すするる了了承承やや参参入入等等にに関関すするる同同意意等等にに係係るる判判断断にに際際ししてて，，

非非構構成成事事業業者者等等特特定定のの事事業業者者をを不不当当にに差差別別的的にに取取りり扱扱うう

等等ししてて，，新新たたにに事事業業者者がが参参入入すするるここととをを制制限限しし，，若若ししくく

はは既既存存のの事事業業者者をを排排除除しし，，又又はは構構成成事事業業者者のの機機能能若若ししくく

はは活活動動をを不不当当にに制制限限すするるこことと。。（（§§８８－－３３，，§§８８－－４４，，§§

８８－－１１））  

〈〈例例〉〉  

①①  行行政政指指導導にによよっってて，，団団体体とと保保証証契契約約をを締締結結ししたた事事
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さされれ料料金金設設定定がが自自由由ととななっったたににももかかかかわわららずず，，団団体体

がが，，従従来来のの慣慣行行やや構構成成事事業業者者間間ででのの情情報報交交換換等等をを踏踏

ままええてて，，構構成成事事業業者者がが供供給給すするる役役務務のの料料金金をを決決定定すす

るるこことと。。  
  
  

((33))    公公的的業業務務のの委委託託等等にに関関連連すするる違違反反行行為為  
  

行行政政機機関関等等かからら公公的的事事業業のの実実施施ののたためめのの一一定定のの業業務務等等（（以以下下「「公公的的業業務務」」とといいうう。。））がが

事事業業者者団団体体にに委委託託等等さされれたた場場合合にに，，事事業業者者団団体体がが，，公公的的業業務務のの実実施施にに際際ししてて，，事事業業者者間間

でで差差別別的的なな取取扱扱いいををすするる等等独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととななりり得得るる行行為為をを行行ううここととががあありり，，例例ええばば

次次ののよよううなな行行為為はは違違反反ととななるる。。  

              ままたた，，事事業業者者のの参参入入等等にに当当たたっってて事事業業者者団団体体へへのの加加入入やや事事業業者者団団体体にによよるる同同意意等等をを求求

めめるる行行政政指指導導がが行行わわれれるるよよううななここととががああれればば，，ここののよよううなな行行政政指指導導自自体体がが独独占占禁禁止止法法とと

のの関関係係ににおおいいてて問問題題をを生生じじささせせるるおおそそれれののああるるももののででああるるがが，，ここののよよううなな場場合合ににはは，，事事

業業者者団団体体がが，，事事業業者者団団体体へへのの加加入入にに関関すするる了了承承やや参参入入等等にに関関すするる同同意意等等ににつついいてて，，独独占占

禁禁止止法法上上問問題題ととななるる行行為為をを行行ううここととががあありり，，例例ええばば次次ののよよううなな行行為為はは違違反反ととななるる。。  
  

1122――５５  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1122――６６  

  

  

  

  

（（公公的的業業務務をを伴伴うう

事事業業活活動動ににおおけけるる

不不当当なな拘拘束束等等））  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（（公公的的業業務務のの実実施施

等等にに際際ししててのの制制限限

行行為為））  

  

○○    公公的的業業務務をを伴伴うう事事業業活活動動をを行行うう場場合合ににおおいいてて，，特特定定のの

事事業業者者にに対対ししててそそのの事事業業活活動動をを不不当当にに拘拘束束すするる条条件件をを付付

けけるる等等不不公公正正なな取取引引方方法法をを用用いいるるこことと。。（（§§1199））  

〈〈具具体体例例〉〉  

ＸＸ協協同同組組合合事事件件（（昭昭和和 5533年年（（判判））第第１１号号））でではは，，農農業業

近近代代化化資資金金助助成成法法にに基基づづきき，，組組合合員員にに対対ししてて，，農農業業近近代代

化化資資金金のの貸貸付付けけ事事業業をを行行ううにに当当たたりり，，正正当当なな理理由由ががなないい

ののにに，，組組合合員員がが当当該該組組合合のの競競争争者者かからら農農業業機機械械をを購購入入しし

なないいここととをを条条件件ととししてて，，当当該該組組合合員員とと取取引引ししたたここととがが，，

一一般般指指定定のの７７（（現現行行一一般般指指定定第第 1111項項））にに該該当当すするるももののとと

ししてて，，法法第第 1199条条違違反反ととさされれたた。。  

  

○○    公公的的業業務務をを実実施施すするるにに際際ししてて，，ままたた，，行行政政指指導導にによよりり

事事業業者者がが参参入入等等にに当当たたっってて求求めめらられれたた団団体体へへのの加加入入にに関関

すするる了了承承やや参参入入等等にに関関すするる同同意意等等にに係係るる判判断断にに際際ししてて，，

非非構構成成事事業業者者等等特特定定のの事事業業者者をを不不当当にに差差別別的的にに取取りり扱扱うう

等等ししてて，，新新たたにに事事業業者者がが参参入入すするるここととをを制制限限しし，，若若ししくく

はは既既存存のの事事業業者者をを排排除除しし，，又又はは構構成成事事業業者者のの機機能能若若ししくく

はは活活動動をを不不当当にに制制限限すするるこことと。。（（§§８８－－３３，，§§８８－－４４，，§§

８８－－１１））  

〈〈例例〉〉  

①①  行行政政指指導導にによよっってて，，団団体体とと保保証証契契約約をを締締結結ししたた事事

業業者者ののみみがが特特定定のの公公的的機機関関へへのの役役務務供供給給のの事事業業をを行行

いい得得るるととさされれてていいるる場場合合ににおおいいてて，，非非構構成成事事業業者者にに

対対すするる保保証証契契約約のの締締結結をを合合理理的的なな理理由由ななくく拒拒否否しし，，

そそれれらら事事業業者者がが当当該該役役務務供供給給のの事事業業にに参参入入すするるこことと

をを制制限限すするるこことと。。  

②②  行行政政指指導導にによよっってて，，事事業業者者がが店店舗舗をを新新規規にに開開設設すす

るるにに当当たたっっててはは，，団団体体のの地地区区部部会会のの同同意意をを求求めめるるもも

ののととさされれてていいるる場場合合ににおおいいてて，，当当該該部部会会がが，，ああるる事事

業業者者ににつついいてて，，合合理理的的なな理理由由ななくく同同意意をを拒拒みみ，，そそのの

事事業業者者がが参参入入すするるここととをを制制限限すするるこことと。。  

③③  行行政政指指導導にによよっってて，，事事業業者者がが設設備備投投資資ののたためめのの公公

的的融融資資をを申申しし込込むむにに当当たたっっててはは，，団団体体のの同同意意をを得得たた

上上でで行行ううももののととさされれてていいるる場場合合ににおおいいてて，，同同意意にに当当

たたっってて構構成成事事業業者者のの設設備備投投資資のの内内容容をを不不当当にに制制限限すす

るるこことと。。  
  

((44))    行行政政指指導導にによよりり誘誘発発さされれたた行行為為  
  

特特定定のの政政策策目目的的のの実実現現ののたためめにに行行政政機機関関にによよっってて事事業業者者団団体体にに対対ししてて行行政政指指導導がが行行わわ

れれるる場場合合ががああるるがが，，事事業業者者団団体体のの行行為為ににつついいててはは，，たたととええそそれれがが行行政政機機関関のの行行政政指指導導にに

よよりり誘誘発発さされれたたももののででああっっててもも，，独独占占禁禁止止法法のの適適用用がが妨妨げげらられれるるももののででははなないい。。  

行行政政指指導導にに関関すするる独独占占禁禁止止法法上上のの考考ええ方方ににつついいててはは，，「「行行政政指指導導にに関関すするる独独占占禁禁止止法法上上

のの考考ええ方方」」（（平平成成６６年年６６月月 3300 日日公公表表））でで明明ららかかににししたたととこころろでであありり，，公公正正取取引引委委員員会会とと

ししててはは，，そそのの趣趣旨旨をを踏踏ままええ，，事事業業者者団団体体のの行行為為にに関関すするる行行政政指指導導でで独独占占禁禁止止法法ととのの関関係係

ににおおいいてて問問題題をを生生じじささせせるるおおそそれれののああるるももののににつついいててはは，，関関係係行行政政機機関関とと事事前前にに所所要要のの

調調整整をを図図るるここととととししてていいるる。。  
  

((55))    入入札札談談合合  
  

              公公共共的的なな入入札札ににおおいいてて，，入入札札にに参参加加ししよよううととすするる者者等等をを構構成成事事業業者者ととすするる事事業業者者団団体体

がが，，入入札札にに係係るる受受注注予予定定者者，，最最低低入入札札価価格格等等をを決決定定すするるよよううななこことと（（いいわわゆゆるる入入札札談談合合））

はは，，公公共共的的なな入入札札のの制制度度のの実実質質をを失失わわししめめるるももののででああるるととととももにに，，独独占占禁禁止止法法のの規規定定にに

違違反反すするる行行為為ででああるる。。  

              入入札札にに係係るる事事業業者者及及びび事事業業者者団団体体のの活活動動とと独独占占禁禁止止法法ととのの関関係係にに関関すするる考考ええ方方ににつついい

ててはは，，「「公公共共的的なな入入札札にに係係るる事事業業者者及及びび事事業業者者団団体体のの活活動動にに関関すするる独独占占禁禁止止法法上上のの指指針針」」

（（平平成成６６年年７７月月５５日日公公表表））をを参参照照さされれたたいい。。  
  

((66))    国国，，地地方方公公共共団団体体等等にに対対すするる要要望望又又はは意意見見のの表表明明  
  

              事事業業者者団団体体がが，，国国，，地地方方公公共共団団体体等等にに対対ししてて，，法法律律・・制制度度のの内内容容やや運運用用にに関関ししてて，，一一

般般的的なな要要望望又又はは意意見見のの表表明明をを行行ううここととはは，，そそれれ自自体体ととししててはは，，独独占占禁禁止止法法上上問問題題ととなならら

なないい。。  
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規制の政策評価における競争状況への影響の把握・分析に関する考え方について 

 

 

平成 29年７月 31日 

公正取引委員会事務総局  

一 部 改 正 

令和６年６月 24日 

 

 

 

１ はじめに 

規制の事前評価とは、規制の新設又は改廃によって発生する効果や負担を予測し、それ

を評価するものであり、「規制の政策評価の実施に関するガイドライン」（平成 19年８月

24日政策評価各府省連絡会議了承、平成 29年７月 28日一部改正、令和６年３月 15日一

部改正）（以下「ガイドライン」という。）においては、規制の新設又は改廃が競争状況へ

与える影響についても、把握することとされている。 

競争状況への影響の把握・分析の手法については、ガイドラインにおいて「競争状況に

与える影響については、公正取引委員会が別に定めるところにより把握し、競争に影響を

及ぼす可能性があるとの結果となった場合には、その旨を規制の事前評価書へ記載する」

とされている（ガイドライン３頁）。 

また、規制の政策評価においては、事後評価を行うこととされている。事後評価とは、

規制の導入時の必要性等が変わっていないかや、見込んでいた効果が発生しているか等

を検証するものである。 

本考え方は、これらガイドラインの内容を受け、規制の政策評価における競争状況への

影響の把握・分析（以下「競争評価」という。）の手順及び考え方を明らかにしている。 

 

２ 競争評価の手順等 

（１）競争評価チェックリストによる競争状況への影響の把握 

事業者の創意工夫を発揮させ、消費者の利益が一層確保されるようにするためには、

公正かつ自由な競争を促進し、市場メカニズムの機能を十分に発揮し得るようにして

いくことが重要であり、競争評価では、特に規制の新設又は改廃が事業者間の競争状況

へ与える負の影響を把握する必要がある。 

規制の新設又は改廃が事業者間の競争状況に与える影響は様々あると考えられるが、

競争に負の影響を及ぼすものは（１）事業者の数の制限、（２）事業者の競争手段の制

限、（３）事業者の競争回避的行動の誘発、（４）需要者が利用できる情報・選択肢の制

限、に大別することができる。これらに当てはまる規制の新設又は改廃を把握するため、

競争評価チェックリストを用いることとする。 

 

（２）手順 

競争評価チェックリストは、個々の質問へ回答することで、規制がどのような点から

競争に負の影響を及ぼす可能性があるかを判断できるものとなっており、まず、規制が

個々の質問に該当するかを確認することになる。  

次に、競争評価チェックリストの個々の質問への回答を踏まえ、「結論」として、当

資資料料５５  
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規制の政策評価における競争状況への影響の把握・分析に関する考え方について 

 

 

平成 29年７月 31日 

公正取引委員会事務総局  

一 部 改 正 

令和６年６月 24日 

 

 

 

１ はじめに 

規制の事前評価とは、規制の新設又は改廃によって発生する効果や負担を予測し、それ

を評価するものであり、「規制の政策評価の実施に関するガイドライン」（平成 19年８月

24日政策評価各府省連絡会議了承、平成 29年７月 28日一部改正、令和６年３月 15日一

部改正）（以下「ガイドライン」という。）においては、規制の新設又は改廃が競争状況へ

与える影響についても、把握することとされている。 

競争状況への影響の把握・分析の手法については、ガイドラインにおいて「競争状況に

与える影響については、公正取引委員会が別に定めるところにより把握し、競争に影響を

及ぼす可能性があるとの結果となった場合には、その旨を規制の事前評価書へ記載する」

とされている（ガイドライン３頁）。 

また、規制の政策評価においては、事後評価を行うこととされている。事後評価とは、

規制の導入時の必要性等が変わっていないかや、見込んでいた効果が発生しているか等

を検証するものである。 

本考え方は、これらガイドラインの内容を受け、規制の政策評価における競争状況への

影響の把握・分析（以下「競争評価」という。）の手順及び考え方を明らかにしている。 

 

２ 競争評価の手順等 

（１）競争評価チェックリストによる競争状況への影響の把握 

事業者の創意工夫を発揮させ、消費者の利益が一層確保されるようにするためには、

公正かつ自由な競争を促進し、市場メカニズムの機能を十分に発揮し得るようにして

いくことが重要であり、競争評価では、特に規制の新設又は改廃が事業者間の競争状況

へ与える負の影響を把握する必要がある。 

規制の新設又は改廃が事業者間の競争状況に与える影響は様々あると考えられるが、

競争に負の影響を及ぼすものは（１）事業者の数の制限、（２）事業者の競争手段の制

限、（３）事業者の競争回避的行動の誘発、（４）需要者が利用できる情報・選択肢の制

限、に大別することができる。これらに当てはまる規制の新設又は改廃を把握するため、

競争評価チェックリストを用いることとする。 

 

（２）手順 

競争評価チェックリストは、個々の質問へ回答することで、規制がどのような点から

競争に負の影響を及ぼす可能性があるかを判断できるものとなっており、まず、規制が

個々の質問に該当するかを確認することになる。  

次に、競争評価チェックリストの個々の質問への回答を踏まえ、「結論」として、当

資資料料５５  
 
 
 

            

 

 

該規制が具体的に競争状況にどのような影響を与えるのかを明らかにする。最終的に、

規制の新設又は改廃が競争に負の影響を及ぼす可能性があるとなった場合には、評価

結果を規制の事前評価書の「４ 負担の把握」の欄に記載する（規制の事前評価書【様

式１】参照）。 

また、競争に負の影響を及ぼす可能性があるとの結果となった場合には、事後評価を

実施する際の指標を設定し、規制の事前評価書の「６ 事後評価の実施時期」の欄に記

載する。例えば、参入制限により事業者の数が制限される場合、事業者の数を指標とし

て設定することが考えられる。また、価格の制限がなされたり競争回避的行動が誘発さ

れたりする場合、一般的には、商品・役務の価格が上昇する可能性があることから、商

品・役務の価格を指標として設定することが考えられる。 

作成した競争評価チェックリストは、規制の事前評価書の提出と併せて総務省に提

出し、総務省は、受領した競争評価チェックリストを公正取引委員会へ送付する。 

 

（３）留意事項 

   競争評価に当たっては、以下の点に留意する必要がある。 

   ・ 規制の単位については規制の事前評価書と同じにすることが必要である。一つの

評価書に複数の規制が含まれる場合には、規制ごとにそれぞれチェックリストを

作成する。 

・ 簡素化した評価手法の対象となる規制についても、競争評価チェックリストを作

成する（規制の事前評価書【様式２－②、２－③】参照）。 

・ 代替案（ガイドラインにおける「より緩やかな規制手段又は非規制手段」をいう。）

についても、競争評価チェックリストの質問に回答した結果、競争に負の影響を及

ぼす可能性があるとの結果となった場合には、最終的な評価結果を規制の事前評

価書の「２ 規制の妥当性（その他の手段との比較検証）」の欄に記載する。 

・ 競争評価チェックリストは、競争状況への影響のみを把握・分析するものである。

競争状況への影響以外は、規制の事前評価において、他の効果（便益）、費用、影

響として把握されるものであり、競争評価チェックリストでは考慮しない。 

・ 記載を行った競争評価チェックリストは必ずしも公表する必要はないが、国民へ

の説明責任を果たす観点から、自主的に公表することは推奨される。 

 

３ 競争評価チェックリスト（記載様式は別添） 

（１）事業者の数の制限 

問１：規制が、事業活動の要件として許認可等を設定するか。 

問２：規制が、事業者が活動する地理的範囲を制限するか。 

問３：規制が、既存事業者と比べて新規参入者に対してより大きいコストを負担させる

か、又は新規参入に際して負担が生じ退出する際に回収できないコストを発生させ

るか。 

（２）事業者の競争手段の制限 

問１：規制が、事業者が供給する商品・役務の価格、数量を制限するか。 

問２：規制が、事業者が供給する商品・役務の種類、品質、性能、規格等を制限するか。 

問３：規制が、事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝の方法、営業の方法、販売

の方法等を制限するか。 

（３）事業者の競争回避的行動の誘発 
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問 ：規制が、事業者が供給する商品・役務の価格、数量の具体的な計画や見通し等の

情報を公開することを義務付ける、又は事業者間において当該情報の交換を促す仕

組みを設けるものか。  

（４）需要者が利用できる情報・選択肢の制限 

問 ：規制が、需要者が利用できる商品・役務の情報・選択肢を制限するか。 

この競争評価チェックリストは、相当程度の事業者（注１）が存在し競争が行われてい

る一般的な市場を前提に、規制の新設又は改廃が、市場における事業者間の競争に負の影

響を及ぼす可能性がある点を質問形式にしたリストであり、「はい」「いいえ」で回答する

ことにより、通常想定される競争阻害要因の把握を容易にするものである。回答に当たっ

ては、規制を外形的に判断し「はい」「いいえ」を選択すればよい。（注２） 

質問は（１）～（４）に大別され、それぞれ、数個の質問から構成されている。これら

の質問は、規制によってもたらされる最も一般的な結果に従って影響を大別したもので

あり、一つの規制が複数の質問に該当する場合もある（例えば、商品・役務の品質の制限

により新たな設備等が必要となることで、実質的な参入障壁が形成され、事業者の数が制

限される場合もあると考えられる。）。 

（注１）事業者とは事業を行う者を指すところ、一般的に、事業とは何らかの経済的利益の供

給に対応し反対給付を反覆継続して受ける経済活動を指し、その主体の法的性格は問うとこ

ろではない。したがって、これに該当する経済活動を行う者は、個人か法人かを問わず事業者

に該当する。また、現に事業を行っている者のみならず、新規参入者（新規参入を検討してい

る事業者や新規参入し得る潜在的事業者）も含まれるほか、直接規制を受ける事業者のみなら

ず、規制の新設又は改廃によって影響を受ける事業者が広く含まれる。競争評価チェックリス

トにおける「事業者」とはこの意味で用いており、規制が事業者に影響を与えない場合、各質

問への回答は「いいえ」となる（（４）については、規制が事業者に直接の影響を与えなくて

も、需要者に影響を与える結果として間接的に事業者に影響を与えることがあり得る。）。 

（注２）競争評価チェックリストの個々の質問は、可能な限り外形的に判断できるよう設定し

ているが、市場の構造や現在の競争状況によって同類の規制でも実際の競争状況への影響は

異なる。このため、市場の構造や現在の競争状況を把握・分析できる場合、それを踏まえて評

価を行うべきである。例えば、事業者の数が少ない市場においては、規制により事業者が退出

することで、一定の事業者が、競争的市場で達成される価格より高い価格を付けたり、競争的

な市場で達成される供給量より少なく供給したりすることができる状況が生じる可能性もあ

り、各質問以外にも競争への負の影響を検討する必要がある。 

 

４ 競争評価チェックリストの質問の趣旨 

（１）事業者の数の制限 

事業者の参入は、本来、市場における競争を通じて決められるべきものである。新規

参入者の参入を制限する規制は、事業者の数（競争単位）を制限するため、市場メカニ

ズムに直接的な影響を与えることとなり、競争に及ぼす影響が直接的である。また、参

入が制限されることで、既存事業者にとっては、より効率的な新規参入者の参入により

利益が奪われる可能性が減少することから、競争自体が減少して、既存事業者が競争的

な市場で達成される価格よりも高い価格を付けたり、競争的な市場で達成される供給

量より少なく供給する可能性を高めることとなる。 

 

問１：規制が、事業活動の要件として許認可等を設定する（注３）か。 



－  167  －

 
 
 

            

 

 

問 ：規制が、事業者が供給する商品・役務の価格、数量の具体的な計画や見通し等の

情報を公開することを義務付ける、又は事業者間において当該情報の交換を促す仕

組みを設けるものか。  

（４）需要者が利用できる情報・選択肢の制限 

問 ：規制が、需要者が利用できる商品・役務の情報・選択肢を制限するか。 

この競争評価チェックリストは、相当程度の事業者（注１）が存在し競争が行われてい

る一般的な市場を前提に、規制の新設又は改廃が、市場における事業者間の競争に負の影

響を及ぼす可能性がある点を質問形式にしたリストであり、「はい」「いいえ」で回答する

ことにより、通常想定される競争阻害要因の把握を容易にするものである。回答に当たっ

ては、規制を外形的に判断し「はい」「いいえ」を選択すればよい。（注２） 

質問は（１）～（４）に大別され、それぞれ、数個の質問から構成されている。これら

の質問は、規制によってもたらされる最も一般的な結果に従って影響を大別したもので

あり、一つの規制が複数の質問に該当する場合もある（例えば、商品・役務の品質の制限

により新たな設備等が必要となることで、実質的な参入障壁が形成され、事業者の数が制

限される場合もあると考えられる。）。 

（注１）事業者とは事業を行う者を指すところ、一般的に、事業とは何らかの経済的利益の供

給に対応し反対給付を反覆継続して受ける経済活動を指し、その主体の法的性格は問うとこ

ろではない。したがって、これに該当する経済活動を行う者は、個人か法人かを問わず事業者

に該当する。また、現に事業を行っている者のみならず、新規参入者（新規参入を検討してい

る事業者や新規参入し得る潜在的事業者）も含まれるほか、直接規制を受ける事業者のみなら

ず、規制の新設又は改廃によって影響を受ける事業者が広く含まれる。競争評価チェックリス

トにおける「事業者」とはこの意味で用いており、規制が事業者に影響を与えない場合、各質

問への回答は「いいえ」となる（（４）については、規制が事業者に直接の影響を与えなくて

も、需要者に影響を与える結果として間接的に事業者に影響を与えることがあり得る。）。 

（注２）競争評価チェックリストの個々の質問は、可能な限り外形的に判断できるよう設定し

ているが、市場の構造や現在の競争状況によって同類の規制でも実際の競争状況への影響は

異なる。このため、市場の構造や現在の競争状況を把握・分析できる場合、それを踏まえて評

価を行うべきである。例えば、事業者の数が少ない市場においては、規制により事業者が退出

することで、一定の事業者が、競争的市場で達成される価格より高い価格を付けたり、競争的

な市場で達成される供給量より少なく供給したりすることができる状況が生じる可能性もあ

り、各質問以外にも競争への負の影響を検討する必要がある。 

 

４ 競争評価チェックリストの質問の趣旨 

（１）事業者の数の制限 

事業者の参入は、本来、市場における競争を通じて決められるべきものである。新規

参入者の参入を制限する規制は、事業者の数（競争単位）を制限するため、市場メカニ

ズムに直接的な影響を与えることとなり、競争に及ぼす影響が直接的である。また、参

入が制限されることで、既存事業者にとっては、より効率的な新規参入者の参入により

利益が奪われる可能性が減少することから、競争自体が減少して、既存事業者が競争的

な市場で達成される価格よりも高い価格を付けたり、競争的な市場で達成される供給

量より少なく供給する可能性を高めることとなる。 

 

問１：規制が、事業活動の要件として許認可等を設定する（注３）か。 

 
 
 

            

 

 

事業活動の要件として許認可等を設定することは、ある事業者を他の事業者と比べ

て優位にすることにつながり、参入障壁が形成される。例えば、特定の事業者又は特定

のグループのみに対し排他的・独占的権利を付与する場合、当該特定の事業者又は特定

のグループ以外は、参入ができなくなる。また、要件を満たすことができない事業者が

発生するような許認可要件等を設定する場合、要件を満たすことができない事業者の

参入が制限される。一方、実質的に事業活動の要件を設定しない単なる手続であれば、

事業活動の要件として新規参入者の参入を制限しないと考えられる。 

（注３）ここでいう事業活動の要件とは、事業を開始・継続するに当たって満たす必要があ

る要件をいい、許認可等とは、行政手続法第２条第３号にいう許認可等を指し、行政庁

の許可、認可、免許、その他の何らかの利益を付与する処分をいう。 

 

問２：規制が、事業者が活動する地理的範囲を制限するか。 

本来自由に商品・役務の取引が可能な場合に、その商品・役務の取引を行うことがで

きる地域を制限することは、その地域へ参入しようとする者にとって参入障壁となる。

例えば、本来自由に取引できる地理的範囲の中で、商品・役務の供給地域を分割したり、

既存の店舗から一定の距離を置かなければ事業活動を行うことができないとしたりす

る制限等が考えられる。 

 

問３：規制が、既存事業者と比べて新規参入者に対してより大きいコストを負担させ

るか、又は新規参入に際して負担が生じ退出する際に回収できないコストを発生さ

せるか。 

   既存事業者と新規参入者の間で負担するコストが実質的に異なり既存事業者が費用

面で優位となる場合、新規参入者が既存事業者と同等のコストで商品・役務を提供でき

なくなることから、新規参入者にとって参入障壁となる。 

例えば、既存の設備には要件が課されないが、新規に設置する設備には要件を課され

る場合（経過措置も含む）、新規に設備を設置する新規参入者のみがコストを負担する

ことになる。また、一般的には、既存事業者は新規参入者より容易に資本や労働力を集

めることができることから、負担するコストが既存事業者と新規参入者で同等であっ

たとしても、実質的には既存事業者と比べて新規参入者に対してより大きいコストを

負担させることとなる場合もある。また、新規参入に際して負担が生じ退出する際に回

収できないコスト（例えば、特殊な用途のみに用いられ、売却や他の用途への転用がで

きない機器や設備を導入するコスト）は、既存事業者にとっては既に負担済み又は負担

を容認済みで事業継続の判断に影響を与えないが、新規参入者は参入することを戸惑

うコストとなる。 

以上のような新規参入者が参入するためのコストを高めることは、新規参入者の参

入を制限することとなる。 

 

（２）事業者の競争手段の制限 

規制により事業者の競争手段が制限されれば、本来は自由な事業者の行動が制限さ

れることとなる。特に、制限の対象となる競争手段が、その市場において主要な競争手

段の場合、その影響は大きくなる。 

 

問１：規制が、事業者が供給する商品・役務の価格、数量（注４）を制限するか。 
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価格競争は、良質・廉価な商品・役務を提供して需要者を獲得する競争の中核をなす

ものであり、また、商品・役務の数量（生産数量や販売数量。以下同じ。）は価格を決

定する主要因であることから、価格や数量は事業者にとっての重要な競争手段である。

また、価格や数量は本来市場における需要と供給の関係で決定されるものであること

から、これらを制限することは、市場メカニズムに直接的な影響を与えるものであり、

競争に影響を及ぼす可能性が高い。 

（注４）価格、数量とは、一般消費者向けの商品・役務の価格、数量だけでなく事業者間の

取引の価格、数量も含む。 

 

問２：規制が、事業者が供給する商品・役務の種類、品質、性能、規格等を制限する

（注５）か。 

規制により事業者が供給する商品・役務の種類、品質、性能、規格等の競争手段が制

限される場合、事業者が多種多様な商品・役務を提供することができなくなる可能性が

ある。 

（注５）商品・役務の種類、品質、性能、規格等の制限には、商品・役務の原材料に関する

制限を含む。 

 

問３：規制が、事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝の方法、営業の方法、販

売の方法等（注６）を制限するか。 

規制により事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝の方法、営業の方法、販売の

方法等の競争手段が制限される場合、事業者が多種多様な商品・役務を提供することが

できなくなる可能性がある。また、広告又は宣伝の方法を制限することは、一般的に既

存事業者より認知度が低いと考えられる新規参入者にとって既存事業者と対等に競争

することが困難となる可能性があることから、新規参入者にとっての参入障壁にもな

り得る。 

（注６）営業の方法、販売の方法の制限等には、営業先・販売先の制限や営業・販売に当た

っての一定の行為の義務付けも含む。 

 

（３）事業者の競争回避的行動の誘発 

事業者の競争回避的行動を誘発する規制は、事業者の競争的行動の意欲を減少させ、

商品・役務の価格低下や質の向上といった競争により得られる効果を小さくすること

となる。 

 

問：規制が、事業者が供給する商品・役務の価格、数量の具体的な計画や見通し等の

情報を公開することを義務付ける、又は事業者間において当該情報の交換を促す仕

組みを設けるものか。 

事業者が供給する商品・役務の価格、数量の具体的な計画や見通し等、事業者にとっ

て現在又は将来の事業活動における重要な競争手段に具体的に関係する内容の情報の

うち、事業者間で把握・認識されていない情報が事業者間で共有されると、各事業者が

競争者の行動を互いに予測することが容易になり、競争回避的な行動をとることが利

益となる場合があることから、競争により得られる効果が小さくなる可能性がある。 

 

（４）需要者が利用できる情報・選択肢の制限 
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価格競争は、良質・廉価な商品・役務を提供して需要者を獲得する競争の中核をなす

ものであり、また、商品・役務の数量（生産数量や販売数量。以下同じ。）は価格を決

定する主要因であることから、価格や数量は事業者にとっての重要な競争手段である。

また、価格や数量は本来市場における需要と供給の関係で決定されるものであること

から、これらを制限することは、市場メカニズムに直接的な影響を与えるものであり、

競争に影響を及ぼす可能性が高い。 

（注４）価格、数量とは、一般消費者向けの商品・役務の価格、数量だけでなく事業者間の

取引の価格、数量も含む。 

 

問２：規制が、事業者が供給する商品・役務の種類、品質、性能、規格等を制限する

（注５）か。 

規制により事業者が供給する商品・役務の種類、品質、性能、規格等の競争手段が制

限される場合、事業者が多種多様な商品・役務を提供することができなくなる可能性が

ある。 

（注５）商品・役務の種類、品質、性能、規格等の制限には、商品・役務の原材料に関する

制限を含む。 

 

問３：規制が、事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝の方法、営業の方法、販

売の方法等（注６）を制限するか。 

規制により事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝の方法、営業の方法、販売の

方法等の競争手段が制限される場合、事業者が多種多様な商品・役務を提供することが

できなくなる可能性がある。また、広告又は宣伝の方法を制限することは、一般的に既

存事業者より認知度が低いと考えられる新規参入者にとって既存事業者と対等に競争

することが困難となる可能性があることから、新規参入者にとっての参入障壁にもな

り得る。 

（注６）営業の方法、販売の方法の制限等には、営業先・販売先の制限や営業・販売に当た

っての一定の行為の義務付けも含む。 

 

（３）事業者の競争回避的行動の誘発 

事業者の競争回避的行動を誘発する規制は、事業者の競争的行動の意欲を減少させ、

商品・役務の価格低下や質の向上といった競争により得られる効果を小さくすること

となる。 

 

問：規制が、事業者が供給する商品・役務の価格、数量の具体的な計画や見通し等の

情報を公開することを義務付ける、又は事業者間において当該情報の交換を促す仕

組みを設けるものか。 

事業者が供給する商品・役務の価格、数量の具体的な計画や見通し等、事業者にとっ

て現在又は将来の事業活動における重要な競争手段に具体的に関係する内容の情報の

うち、事業者間で把握・認識されていない情報が事業者間で共有されると、各事業者が

競争者の行動を互いに予測することが容易になり、競争回避的な行動をとることが利

益となる場合があることから、競争により得られる効果が小さくなる可能性がある。 

 

（４）需要者が利用できる情報・選択肢の制限 

 
 
 

            

 

 

競争が消費者利益をもたらすためには供給者側だけでなく需要者側も制約を受けな

いことが重要である。 

 

問：規制が、需要者（注７）が利用できる商品・役務の情報・選択肢を制限するか。 

需要者が利用できる情報や選択肢が制限される場合、需要者の意思決定に悪影響が

生じる結果、事業者の競争意欲を減少させる可能性がある。 

（注７）需要者には、一般消費者だけでなく、取引先の事業者も含む。 

  

結論  

上記（１）～（４）を踏まえ、規制の新設又は改廃が競争状況へ与える影響について最

終的な評価を記載する。記載の方法として、いずれかの質問に「はい」の場合、該当項目

の記載を参照して競争への負の影響を記載する。各質問が全て「いいえ」の場合、基本的

に競争に影響を及ぼさない旨を理由とともに記載する。なお、最終的な評価においては、

（１）～（４）の内容以外について付加的な要素を記載することも可能である。例えば、

（１）～（４）の各質問の回答では競争に及ぼす影響を適切に把握できないと考える場合

（例えば、新規参入者を確保するための規制の場合等）には、合理的な理由を付した上で、

その内容を記載することが可能である。また、競争に負の影響を及ぼす可能性があるもの

のその影響を緩和する要素があったり、競争を促進する影響があったりする場合（例えば、

規制緩和により競争が促進される場合）、その内容を記載することも可能である。 

最後に、前記２（２）のとおり、規制の新設又は改廃が競争に負の影響を及ぼす可能性

があるとなった場合には、最終的な評価内容を規制の事前評価書の「４ 負担の把握」の

欄に記載する。なお、規制の新設又は改廃が競争に影響を及ぼさないと評価する場合、事

前評価書への記載は必須ではないが、国民への説明責任を果たす観点からは、事前評価書

へ記載することが望ましい。 

 

５ 問い合わせ窓口 

公正取引委員会は、競争評価の実施に関して相談に応じるなど、必要な支援を行う。 

連絡先 

公正取引委員会事務総局 経済取引局 調整課 

ＴＥＬ：０３－３５８１－５４８３（直通） 

メールアドレス：kyousou-hyouka@jftc.go.jp 
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競競争争評評価価チチェェッッククリリスストト  

 

法律又は政令の名称：                    

規制の名称：                        

 ※ 規制の名称（規制の単位）については、規制の事前評価書と同じにする。一つの評価書に

複数の規制が含まれる場合には、規制ごとにそれぞれチェックリストを作成する。 

規制の区分：新設、改正（拡充、緩和）、廃止 ※いずれかに○印を付す。 

担当部局：                          

評価実施時期：                       

 

（作成上の留意事項） 

・ （１）から（４）までの設問に、「はい」又は「いいえ」で回答するとともに、その

理由を具体的に記載する。 

・ 「いいえ」と回答した場合には、その理由について、可能な限り具体的・定量的に示

す。また、安全の確保や環境の保全など、規制の競争への影響以外の要素は記載しない。 

・ 代替案の評価結果については、本案に係る「はい」又は「いいえ」の回答結果と異な

る場合のみ、「代替案」欄にその理由を具体的に記載する。 

・ 規制を複数の省庁が共管する場合には、担当部局の記載欄に共管省庁の担当部局名も

記載する。 

※ 各設問における「【頁】」は、「規制の政策評価における競争状況への影響の把握・分析

に係る事務参考マニュアル」（令和６年６月 24 日公正取引委員会事務総局）の該当頁を

指す。 

 

（１）事業者の数の制限 

問１：規制が、事業活動の要件として許認可等を設定するか。 

※ 「許認可等」とは、許可、認可、免許、承認、認定、決定、検査、登録等を指す。【１

１頁】 

回答 はい ／ いいえ 

理由  

 

代替案  

 

問２：規制が、事業者が活動する地理的範囲を制限するか。 

回答 はい ／ いいえ 

理由  

 

代替案  

別別添添  
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競競争争評評価価チチェェッッククリリスストト  

 

法律又は政令の名称：                    

規制の名称：                        

 ※ 規制の名称（規制の単位）については、規制の事前評価書と同じにする。一つの評価書に

複数の規制が含まれる場合には、規制ごとにそれぞれチェックリストを作成する。 

規制の区分：新設、改正（拡充、緩和）、廃止 ※いずれかに○印を付す。 

担当部局：                          

評価実施時期：                       

 

（作成上の留意事項） 

・ （１）から（４）までの設問に、「はい」又は「いいえ」で回答するとともに、その

理由を具体的に記載する。 

・ 「いいえ」と回答した場合には、その理由について、可能な限り具体的・定量的に示

す。また、安全の確保や環境の保全など、規制の競争への影響以外の要素は記載しない。 

・ 代替案の評価結果については、本案に係る「はい」又は「いいえ」の回答結果と異な

る場合のみ、「代替案」欄にその理由を具体的に記載する。 

・ 規制を複数の省庁が共管する場合には、担当部局の記載欄に共管省庁の担当部局名も

記載する。 

※ 各設問における「【頁】」は、「規制の政策評価における競争状況への影響の把握・分析

に係る事務参考マニュアル」（令和６年６月 24 日公正取引委員会事務総局）の該当頁を

指す。 

 

（１）事業者の数の制限 

問１：規制が、事業活動の要件として許認可等を設定するか。 

※ 「許認可等」とは、許可、認可、免許、承認、認定、決定、検査、登録等を指す。【１

１頁】 

回答 はい ／ いいえ 

理由  

 

代替案  

 

問２：規制が、事業者が活動する地理的範囲を制限するか。 

回答 はい ／ いいえ 

理由  

 

代替案  

別別添添  

 

 

問３：規制が、既存事業者と比べて新規参入者に対してより大きいコストを負担させるか、

又は新規参入に際して負担が生じ退出する際に回収できないコストを発生させる

か。 

※ 新たに必要となるコストが小さい、又は、既存事業者にも同等のコストを負担させるな

ど、既存事業者と新規参入者の間にコスト面での非対称性が生じない場合には、「理由」

欄にその旨を可能な限り具体的・定量的に示す。【１３頁】 

回答 はい ／ いいえ 

理由  

 

代替案  

 

（２）事業者の競争手段の制限 

問１：規制が、事業者が供給する商品・役務の価格、数量を制限するか。 

回答 はい ／ いいえ 

理由  

 

代替案  

 

問２：規制が、事業者が供給する商品・役務の種類、品質、性能、規格等を制限するか。 

※ 安全の確保等を目的とした規制であっても、例えば、特定の化学物質等の原材料を含有

した商品の製造・販売を禁止する場合には「はい」と回答する。【１４頁】 

回答 はい ／ いいえ 

理由  

 

代替案  

 

問３：規制が、事業者が供給する商品・役務の広告又は宣伝の方法、営業の方法、販売の

方法等を制限するか。 

回答 はい ／ いいえ 

理由  

 

代替案  

 

（３）事業者の競争回避的行動の誘発 

問：規制が、事業者が供給する商品・役務の価格、数量の具体的な計画や見通し等の情

報を公開することを義務付ける、又は事業者間において当該情報の交換を促す仕組

みを設けるものか。 
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※ 「はい」と回答した場合、「理由」欄に「情報」の具体的な内容を記載する。【１５頁】 

回答 はい ／ いいえ 

理由  

 

代替案  

 

（４）需要者が利用できる情報・選択肢の制限 

問：規制が、需要者が利用できる商品・役務の情報・選択肢を制限するか。 

※ 「はい」と回答した場合、「理由」欄に需要者（消費者）にとって制限されることにな

る具体的な情報や選択肢を記載する。【１６頁】 

回答 はい ／ いいえ 

理由  

 

代替案  

  

結論 

 

 

 

代替案  

※ 原則として、上記（１）～（４）の全ての設問に「いいえ」と回答した場合には、競争に負

の影響を及ぼさない旨、当該設問のうち１つでも「はい」と回答した場合には、競争に負の影

響を及ぼす旨を記載する。【７頁】 

※ ただし、競争への影響が軽微であるなどの個別の事情がある場合、具体的な事情を記載した

上で、当該事情を踏まえた結論を記載する。個別の事情について、安全の確保や環境の保全な

ど、競争への影響以外の要素は勘案しない。【８頁】 

※ 代替案については、本案に係る結論と異なる場合のみ、「代替案」欄に具体的に記載する 

※ 競争に負の影響を及ぼすと結論付けた場合、その旨を規制の事前評価書（本案は「４ 負担

の把握」の欄、代替案は「２ 規制の妥当性（その他の手段との比較検証）」の欄）に記載す

るとともに、競争評価に係る事後評価を実施する際の指標を設定し、規制の事前評価書（「６ 

事後評価の実施時期」の欄）に記載する。【７頁・９頁】 

※ 競争に負の影響を及ぼさない場合であって競争を促進する効果が期待されるときは、その

旨を可能な限り具体的・定量的に記載する。【１７頁】 
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※ 「はい」と回答した場合、「理由」欄に「情報」の具体的な内容を記載する。【１５頁】 

回答 はい ／ いいえ 

理由  

 

代替案  

 

（４）需要者が利用できる情報・選択肢の制限 

問：規制が、需要者が利用できる商品・役務の情報・選択肢を制限するか。 

※ 「はい」と回答した場合、「理由」欄に需要者（消費者）にとって制限されることにな

る具体的な情報や選択肢を記載する。【１６頁】 

回答 はい ／ いいえ 

理由  

 

代替案  

  

結論 

 

 

 

代替案  

※ 原則として、上記（１）～（４）の全ての設問に「いいえ」と回答した場合には、競争に負

の影響を及ぼさない旨、当該設問のうち１つでも「はい」と回答した場合には、競争に負の影

響を及ぼす旨を記載する。【７頁】 

※ ただし、競争への影響が軽微であるなどの個別の事情がある場合、具体的な事情を記載した

上で、当該事情を踏まえた結論を記載する。個別の事情について、安全の確保や環境の保全な

ど、競争への影響以外の要素は勘案しない。【８頁】 

※ 代替案については、本案に係る結論と異なる場合のみ、「代替案」欄に具体的に記載する 

※ 競争に負の影響を及ぼすと結論付けた場合、その旨を規制の事前評価書（本案は「４ 負担

の把握」の欄、代替案は「２ 規制の妥当性（その他の手段との比較検証）」の欄）に記載す

るとともに、競争評価に係る事後評価を実施する際の指標を設定し、規制の事前評価書（「６ 

事後評価の実施時期」の欄）に記載する。【７頁・９頁】 

※ 競争に負の影響を及ぼさない場合であって競争を促進する効果が期待されるときは、その

旨を可能な限り具体的・定量的に記載する。【１７頁】 

 

 

  

  

  

  

規規制制のの政政策策評評価価ににおおけけるる競競争争状状況況へへのの影影響響のの把把握握・・分分析析にに係係るる  

事事務務参参考考ママニニュュアアルル  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

令令和和６６年年６６月月 2244日日  公公正正取取引引委委員員会会事事務務総総局局  

資資料料６６  
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＜＜おお問問いい合合わわせせ先先＞＞  

公公正正取取引引委委員員会会  事事務務総総局局  経経済済取取引引局局  調調整整課課    

電電話話  0033--33558811--55448833（（直直通通））  

メメーールルアアドドレレスス  kkyyoouussoouu--hhyyoouukkaa－－○○－－jjffttcc..ggoo..jjpp  

※※メメーールル送送信信のの際際ににはは「「－－○○－－」」をを「「＠＠」」にに置置きき換換ええてて利利用用ししててくくだだささいい。。  

  

ママニニュュアアルル作作成成のの背背景景及及びび目目的的等等  

平成 29年７月 31日に、公正取引委員会事務総局は、競争評価1の手順等をまとめた「規

制の政策評価における競争状況への把握・分析に関する考え方について」（以下「競争評

価に関する考え方」という。）及び「競争評価チェックリスト」を作成・公表した。本マ

ニュアル（平成 29年９月 26日公表）は、「競争評価に関する考え方」を補足するものと

して、実際に競争評価を行う上での実務的な観点から参考となる事例等を示している。そ

の後、令和元年６月 27日に、各府省における競争評価の実施状況を踏まえ、説明を追加

する等の改訂を、令和６年６月 24日に、総務省による「規制の政策評価の実施に関する

ガイドライン」の一部改正に伴う改訂を行った。競争評価に関する考え方、チェックリス

ト及び本マニュアルを通じて競争評価の実務に対する理解を深めることが望ましい。 

    

                                                   
1 行政機関が規制を新設又は改廃する際に発生する効果や負担を予測・評価する規制の政策評価制度のう

ち、規制の新設又は改廃による競争状況に与える影響を評価するもの（以下「競争評価」という。）。 
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ママニニュュアアルル作作成成のの背背景景及及びび目目的的等等  

平成 29年７月 31日に、公正取引委員会事務総局は、競争評価1の手順等をまとめた「規

制の政策評価における競争状況への把握・分析に関する考え方について」（以下「競争評

価に関する考え方」という。）及び「競争評価チェックリスト」を作成・公表した。本マ

ニュアル（平成 29年９月 26日公表）は、「競争評価に関する考え方」を補足するものと

して、実際に競争評価を行う上での実務的な観点から参考となる事例等を示している。そ

の後、令和元年６月 27日に、各府省における競争評価の実施状況を踏まえ、説明を追加

する等の改訂を、令和６年６月 24日に、総務省による「規制の政策評価の実施に関する

ガイドライン」の一部改正に伴う改訂を行った。競争評価に関する考え方、チェックリス

ト及び本マニュアルを通じて競争評価の実務に対する理解を深めることが望ましい。 

    

                                                   
1 行政機関が規制を新設又は改廃する際に発生する効果や負担を予測・評価する規制の政策評価制度のう

ち、規制の新設又は改廃による競争状況に与える影響を評価するもの（以下「競争評価」という。）。 

2 
 

第第一一  競競争争評評価価のの概概要要  

１１．．競競争争評評価価のの対対象象  

【要点】 

● 競争評価は、規制の政策評価の一部であり、規制の新設又は改廃によって発生する効

果や負担のうち、競争状況に与える影響を予測・評価するもの。 

● 規制には、経済的規制及び社会的規制等の様々な種類の規制が存在するが、どのよう

な規制であっても、競争に影響を及ぼす可能性がある。 

● 規制の政策評価の対象となる規制は競争評価の対象となる。また、簡素化した評価手

法の対象となる規制の新設又は改廃や、規制を緩和する改廃についても競争評価の対象

となる。 

● 国民への説明責任の観点から、規制の政策評価の対象とならない規制であっても各行

政機関が競争評価を行うことが推奨される。 

 

競争評価は、規制2の政策評価制度のうち、規制の新設又は改廃による競争状況に与

える影響を評価するものであり、競争評価の対象は規制の政策評価の対象と同じであ

る。そのため、評価の進め方（評価の時期）、規制の新設又は改廃を行わない場合に生

じると予測される状況（ベースライン）、代替案など、評価に当たっての基本的な考え

方は規制の政策評価の考え方に準じる。例えば、ベースラインの設定についても、規制

の政策評価と同様に、規制の新設又は改廃をしない場合に、この先どのような競争状況

になるかを想定し、これをベースラインとした上で、規制の新設又は改廃を実施した場

合との差分を規制の新設又は改廃が競争状況に与える影響と考える。 

規制には、産業の健全な発展等を目的とした価格規制、数量規制等の経済的規制と、

国民の生命・財産の安全確保、環境保全、消費者保護、文化の保護等を目的とする安全

規制、環境規制等の社会的規制がある。経済的規制がその内容によって競争に影響を及

ぼす可能性があることは容易に理解されるが、社会的規制についても経済活動に対す

る効果や負担を伴う場合や、事業者の経済活動に対する制限の内容や程度によっては、

事業者の自由な事業活動を妨げ、新たな事業活動を展開していくことを困難にするこ

とがあり、経済的規制以外の規制についても競争評価を行う必要がある3。 

また、簡素化した評価手法を用いた規制の政策評価についても、通常の規制の政策評

価と同様に競争評価を行うため、本マニュアルは簡素化した評価についても当てはま

                                                   
2 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令（平成 13年政令第 323号）第３条第６号に規定する規制

の新設又は改廃を目的とする政策。 
3 OECD 競争評価ツールキット（第２巻：ガイダンス）においても、社会的規制も競争評価の対象としてい

る。例えば、「各種の正当な社会的・経済的利益の達成を目的として政府により規制が法制化されているが、

競争の拡大により国内経済や消費者に便益が及ぶ可能性がある点を念頭に置くことが肝要である。」（９頁）

といった記載がある。 

邦訳版 URL https://www.oecd.org/daf/competition/JAPANESE%20-%20Guidance%20-%20Vol%202.pdf 
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るものである4。さらに、規制を緩和する改廃についても、規制の政策評価と同様に競

争評価を行う。競争評価を行う際の評価の単位についても規制の事前評価と同じ評価

の単位を設定する。１つの規制の事前評価書に複数の評価の単位が含まれる場合には、

評価の単位ごとにそれぞれチェックリストを作成する。規制の事前評価で設定した代

替案についても、競争状況への影響を把握するため、チェックリストに評価を記載する。 

なお、事前評価を行うことが義務付けられた規制以外のもの（規制以外の法令、省令・

告示、行政指導、個別行政処分、地方自治体の条例等）についても、競争に影響を及ぼ

すことがあり得るため、競争評価に関する考え方やチェックリストを参考に競争への

影響を把握することが推奨される5。公正取引委員会では、地方公共団体職員のための

競争政策・独占禁止法ハンドブック6を作成・公表しており、地方行政における想定事

例とともに、競争評価チェックリストの活用方法を示している。 

 

２２．．競競争争評評価価にに当当たたっっててのの基基本本的的なな考考ええ方方  

【要点】 

● 一度生じてしまった規制による経済的損失は埋め合わせることができないため、規制

による競争への影響については、慎重に検討・把握する。 

● 規制の規模が大きくなるほど、事業活動に与える影響は大きくなるため、競争への影

響をより慎重に検討・把握することが望ましい。 

 

規制は、一度導入されると、規制の影響を受ける業界によっては、規制の存在が前提

条件となり、規制の撤廃が困難になることがある。このため、状況が変化しても、規制

の見直し、変更は容易ではなく、規制がそのまま温存されるおそれがある。 

また、規制が競争に影響を及ぼす場合、市場で事業活動を行う多くの事業者の多様な

活動を制限するなどの経済的損失を発生させることがある。また、仮に規制を変更した

としても、規制によって一度発生してしまった経済的損失を埋め合わせることはでき

ない。そのため、規制が競争に影響を及ぼす場合は、競争評価により、その影響を慎重

に検討・把握することが必要である。 

一般的に規制の規模が大きくなれば、新設又は改廃に伴う費用も大きくなる。競争に

及ぼす影響についても同様であり、規模の大きい規制が競争に影響を及ぼす場合、その

影響も大きくなるため、規模の大きい規制については、競争評価により、その影響を慎

重に検討・把握することが望ましい。 

                                                   
4 簡素化した評価手法の詳細については、「規制の政策評価の実施に関するガイドライン」（平成 19年８月

24日政策評価各府省連絡会議了承、平成 29年７月 28日一部改正、令和６年３月 15日一部改正）を参照の

こと。 
5 OECD 競争評価ツールキット（第２巻：ガイダンス）においても、競争評価は中央省庁のみならず、全て

の行政機関にとって有益なものであり、地方自治体にツールキットを適用することができる旨が記載され

ている（３頁）。 
6 https://www.jftc.go.jp/gyosei/handbook/handbook.html  
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るものである4。さらに、規制を緩和する改廃についても、規制の政策評価と同様に競

争評価を行う。競争評価を行う際の評価の単位についても規制の事前評価と同じ評価

の単位を設定する。１つの規制の事前評価書に複数の評価の単位が含まれる場合には、

評価の単位ごとにそれぞれチェックリストを作成する。規制の事前評価で設定した代

替案についても、競争状況への影響を把握するため、チェックリストに評価を記載する。 

なお、事前評価を行うことが義務付けられた規制以外のもの（規制以外の法令、省令・

告示、行政指導、個別行政処分、地方自治体の条例等）についても、競争に影響を及ぼ

すことがあり得るため、競争評価に関する考え方やチェックリストを参考に競争への

影響を把握することが推奨される5。公正取引委員会では、地方公共団体職員のための

競争政策・独占禁止法ハンドブック6を作成・公表しており、地方行政における想定事

例とともに、競争評価チェックリストの活用方法を示している。 

 

２２．．競競争争評評価価にに当当たたっっててのの基基本本的的なな考考ええ方方  

【要点】 

● 一度生じてしまった規制による経済的損失は埋め合わせることができないため、規制

による競争への影響については、慎重に検討・把握する。 

● 規制の規模が大きくなるほど、事業活動に与える影響は大きくなるため、競争への影

響をより慎重に検討・把握することが望ましい。 

 

規制は、一度導入されると、規制の影響を受ける業界によっては、規制の存在が前提

条件となり、規制の撤廃が困難になることがある。このため、状況が変化しても、規制

の見直し、変更は容易ではなく、規制がそのまま温存されるおそれがある。 

また、規制が競争に影響を及ぼす場合、市場で事業活動を行う多くの事業者の多様な

活動を制限するなどの経済的損失を発生させることがある。また、仮に規制を変更した

としても、規制によって一度発生してしまった経済的損失を埋め合わせることはでき

ない。そのため、規制が競争に影響を及ぼす場合は、競争評価により、その影響を慎重

に検討・把握することが必要である。 

一般的に規制の規模が大きくなれば、新設又は改廃に伴う費用も大きくなる。競争に

及ぼす影響についても同様であり、規模の大きい規制が競争に影響を及ぼす場合、その

影響も大きくなるため、規模の大きい規制については、競争評価により、その影響を慎

重に検討・把握することが望ましい。 

                                                   
4 簡素化した評価手法の詳細については、「規制の政策評価の実施に関するガイドライン」（平成 19年８月

24日政策評価各府省連絡会議了承、平成 29年７月 28日一部改正、令和６年３月 15日一部改正）を参照の

こと。 
5 OECD 競争評価ツールキット（第２巻：ガイダンス）においても、競争評価は中央省庁のみならず、全て

の行政機関にとって有益なものであり、地方自治体にツールキットを適用することができる旨が記載され

ている（３頁）。 
6 https://www.jftc.go.jp/gyosei/handbook/handbook.html  
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ただし、規模の大きくない規制であっても、中小事業者が強く影響を受けるような規

制である場合等には、事業活動に与える影響が事前の想定を超えるものとなることが

ある。したがって、そのような規制についても、競争評価によりその影響を慎重に検討

することが望ましい。 

 

第第二二  競競争争評評価価チチェェッッククリリスストトのの回回答答にに当当たたっっててのの考考ええ方方  

１１．．競競争争評評価価チチェェッッククリリスストトのの回回答答にに当当たたっっててのの前前提提  

【要点】 

● 一定の需要者又は供給者を対象にして複数の者が事業活動を行っているという通常想

定される事業活動は、広く競争評価における競争7に該当する。 

● 競争評価でいう事業とは、商品・役務等の何らかの経済的利益の供給に対して、対価

等の反対給付を反復継続して受ける経済活動のことである。 

● 競争評価における事業者とは、事業を行う者であり、営利団体であるか非営利団体で

あるか、個人であるか法人であるか、民間事業者であるかそうでないかを問わず幅広く

含まれることになる。 

 

（（１１））競競争争ににつついいてて  

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第２条４項によれば、競争とは 

「二以上の事業者がその通常の事業活動の範囲内において、かつ、当該事業活動の

施設又は態様に重要な変更を加えることなく次に掲げる行為をし、又はすること

ができる状態をいう。 

一 同一の需要者に同種又は類似の商品又は役務を供給すること 

二 同一の供給者から同種又は類似の商品又は役務の供給を受けること」 

である。競争評価でいう競争もこれと同様の意味である。 

その事業活動が収益性を有するか、適法か、健全かといった点等は、その事業活動

が競争に該当するかどうかと関係はない。具体的には、例えば下記のような行為であ

っても、競争評価における競争に該当すると考えられる。 

【競争に該当する例】 

● 二以上の教育・研究機関が提供する教育・学術サービスの提供 

● 二以上の自然物の採取を行う者が行う自然物の生産・販売 

● 二以上の者による風俗環境に害を及ぼし得る遊技サービスの提供 

このような事業活動をも競争に含むということからも、一定の需要者又は供給者

を対象にして複数の者が事業活動を行っているという通常想定される事業活動は、

広く競争評価における競争に該当する。 

                                                   
7 競争評価においては競争が行われている市場を特定することが望ましい。その考え方については後記（第

四 より効果的な評価を行うための視点（22頁））。 
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（（２２））事事業業者者ににつついいてて  

「競争評価に関する考え方」（３頁）に記載のとおり、事業者とは事業を行う者を

指す。一般的に事業とは商品・役務等の何らかの経済的利益の供給に対して、対価等

の反対給付を反復継続して受ける経済活動を指し、大半の経済活動が事業に該当す

る。また、事業を行う主体の法的性格は問うものではなく、営利団体であるか非営利

団体であるかどうかや、個人であるか法人であるかどうか、民間事業者であるかどう

かを問わず、事業を行う者は、全て事業者に該当する。 

また、事業者には、現に事業を行っている者のみならず新規参入者（新規参入を検

討している事業者や新規参入し得る潜在的事業者）も含まれるほか、直接規制を受け

る事業者のみならず、間接的に規制を受ける事業者等、規制の新設又は改廃によって

影響を受ける事業者が広く含まれる。 

【事業者に該当する例】 

● 工業製品の製造・販売を行っている者 

● 教育・学術サービスを提供し、その対価として授業料等の給付を反復継続して受ける

学校、学習塾、カルチャースクール等の教育機関 

● 農作物や海産物を生産・販売し、その対価を反復継続して受ける第一次産業従事者 

● 風俗環境を害し得るような、遊技サービスの提供や酒類を提供する飲食店を営み、そ

の対価を反復継続して受ける者 

● 資格を要するサービスを提供し、その対価を反復継続して受ける個人（公認会計士、

行政書士、弁護士、医師等） 

※ 資格を要するサービスについては、資格を有する個人が事業として提供するほか、

資格を有する個人が特定の事業者に従業員として雇用され、当該事業者が事業とし

て提供する場合がある。この場合、資格を有する個人も当該事業者を離れて事業を

行い得る場合、個人が潜在的な事業者であることは否定されない。 

 

【事業者に該当しない例】 

● 総体として観念されている「国民」（例えば、税や社会保障等に係る届出義務を課され

る個人） 

● 行政機関 

  ※ 行政機関が事業活動を行っている場合、当該活動は事業に該当し、行政機関も事

業者となる。 

● 個人として事業活動を行っていない従業員 

 

  



－  179  －

5 
 

  

（（２２））事事業業者者ににつついいてて  

「競争評価に関する考え方」（３頁）に記載のとおり、事業者とは事業を行う者を

指す。一般的に事業とは商品・役務等の何らかの経済的利益の供給に対して、対価等
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団体であるかどうかや、個人であるか法人であるかどうか、民間事業者であるかどう

かを問わず、事業を行う者は、全て事業者に該当する。 

また、事業者には、現に事業を行っている者のみならず新規参入者（新規参入を検

討している事業者や新規参入し得る潜在的事業者）も含まれるほか、直接規制を受け

る事業者のみならず、間接的に規制を受ける事業者等、規制の新設又は改廃によって

影響を受ける事業者が広く含まれる。 

【事業者に該当する例】 

● 工業製品の製造・販売を行っている者 

● 教育・学術サービスを提供し、その対価として授業料等の給付を反復継続して受ける

学校、学習塾、カルチャースクール等の教育機関 

● 農作物や海産物を生産・販売し、その対価を反復継続して受ける第一次産業従事者 

● 風俗環境を害し得るような、遊技サービスの提供や酒類を提供する飲食店を営み、そ

の対価を反復継続して受ける者 

● 資格を要するサービスを提供し、その対価を反復継続して受ける個人（公認会計士、

行政書士、弁護士、医師等） 

※ 資格を要するサービスについては、資格を有する個人が事業として提供するほか、

資格を有する個人が特定の事業者に従業員として雇用され、当該事業者が事業とし

て提供する場合がある。この場合、資格を有する個人も当該事業者を離れて事業を

行い得る場合、個人が潜在的な事業者であることは否定されない。 

 

【事業者に該当しない例】 

● 総体として観念されている「国民」（例えば、税や社会保障等に係る届出義務を課され

る個人） 

● 行政機関 

  ※ 行政機関が事業活動を行っている場合、当該活動は事業に該当し、行政機関も事

業者となる。 

● 個人として事業活動を行っていない従業員 
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２２．．競競争争評評価価チチェェッッククリリスストトのの回回答答をを行行うう段段階階やや手手順順ににつついいてて 

【要点】 

● 競争評価も規制の政策評価と同様に、規制検討段階及びコンサルテーション段階等で

活用されることが望ましい。 

● チェックリストは、規制により競争に負の影響を及ぼす可能性がある事項を質問項目

にしたものであり、政策立案を担当する職員によって判断の差が出ないよう、可能な限

り外形的に判断できるようにしている。 

● ある質問項目の回答内容が他の質問項目の回答内容と重複する場合もある。その際は、

いずれか一方を「はい」と回答するのではなく、いずれにも「はい」と回答することに

なる。 

● チェックリストの各質問に対して「はい」又は「いいえ」と回答し、いずれの場合も

回答の理由（具体的な影響内容や説明を含む。）を記載する。いずれかの質問に対して「は

い」と回答している場合は競争に負の影響を及ぼす可能性があると整理され、全ての質

問に対して「いいえ」と回答している場合は基本的に競争に負の影響を及ぼさないと整

理される（ただし、全ての質問に対して「いいえ」と回答している場合であっても、付

加的な要素を勘案すると競争に負の影響を及ぼす可能性が生じる場合もある）。 

● チェックリストの各質問に対する全ての回答を踏まえて、「結論」に、規制が具体的に

競争にどのような影響を及ぼす可能性があるのかを記載する。この「結論」の記載が競

争評価の結果となる。そして、競争に負の影響を及ぼす可能性がある場合は、これを規

制の事前評価書の「４ 負担の把握」欄に記載する。 

● チェックリストの質問項目は、あらゆる規制に適用する一般的なものであるため、規

制に関係する個別事情を全てチェックできるものではない。チェックリストの質問項目

以外に、規制に関係する個別事情が競争に影響を及ぼす可能性がある場合は、付加的な

要素として「結論」欄に記載することが可能である。 

 

（（１１））競競争争評評価価をを行行うう段段階階ににつついいてて  

競争評価は、規制の政策評価の一部であることから、競争評価を行う段階は規制の

政策評価に従う。「規制の政策評価の実施に関するガイドライン」（６頁）によれば、

「政策評価を計画的に実施し、事前評価の段階的着手に努める。」とされているとこ

ろ、同ガイドラインの別添３（「規制のライフサイクルの各段階における事前評価の

活用」）においては、規制検討段階、コンサルテーション段階、規制決定段階に分け

て、各段階の留意事項が示されている。競争評価については、例えば、以下のような

活用の方法がある。 

チェックリストの記入については、まず規制検討段階において政策立案の担当者

が「はい」、「いいえ」の回答案を作成する（規制検討段階では「はい」、「いいえ」の

どちらも回答できない項目がある場合、不明点を明確にしておくことも重要であ

る。）。その後、コンサルテーション段階で利害関係者や有識者から関連情報を収集し
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た上で、適宜チェックリストの回答案を追記・修正し、規制検討段階で不明点があっ

た場合はその点も回答する。その後の規制決定段階において、規制検討段階やコンサ

ルテーション段階から内容が大きく変わった場合は、競争評価を再度行うことは有

用であり推奨される。 

 

（（２２））競競争争評評価価のの手手順順ににつついいてて  

●競争評価チェックリストの「はい」、「いいえ」について 

これまでの試行的実施の状況を踏まえると、競争評価は政策立案を担当する職員

によって、その判断に差が生まれやすいため、チェックリストの質問項目は、規制の

内容に基づき外形的に判断し、回答できるようにしている。 

政策立案を担当する職員は、チェックリストの個々の質問項目に回答する際に、規

制の事実関係等に基づき、「はい」又は「いいえ」と回答しその理由を記載するが、

この理由の記載では、「はい」又は「いいえ」と回答した理由についてのみ記載する。

例えば、個々の質問項目において「はい」と回答し、その理由の記載では「しかし競

争全体には負の影響は及ぼさない」や、「競争への負の影響は限定的である」等「は

い」と回答している理由とは異なる記載をしてはならない。個々の質問項目に対する

回答は競争評価の一要素であるため、事実関係等に基づき、「はい」又は「いいえ」

のどちらかを回答した理由についてのみ回答しなければならない。 

また、ある質問項目の内容が他の質問項目の内容と重複する場合もある。その際は、

いずれか一方のみに「はい」と回答するのではなく、いずれにも「はい」と回答する。

例えば、ある許認可等を設定する規制について、地理的制限を行うことが許認可等の

条件となっている場合、この規制についてはチェックリストの「（１）事業者の数の

制限」の「問１：規制が、事業活動の要件として許認可等を設定するか」及び「問２：

規制が、事業者が活動する地理的範囲を制限するか」のどちらの質問項目に対しても

「はい」と回答する。 

 

●「結論」（競争に影響を及ぼす可能性があると整理されるか否か）について 

チェックリストの「結論」欄の記載方法としては、チェックリストのいずれかの質

問に「はい」と回答している場合には、基本的には競争に負の影響を及ぼす可能性が

あるものとして整理されるため、該当する質問項目についての具体的な影響の内容

を記載することが競争評価の「結論」となる。そして、この「結論」を規制の事前評

価書の「４ 負担の把握」8欄（規制の事前評価書【様式１】参照）に記載することを

もって競争評価の作業が完了する。チェックリストのいずれかの質問に「はい」と回

答しているにもかかわらず、「結論」欄で十分な説明なしに競争に負の影響を及ぼさ

                                                   
8 代替案についても、競争評価チェックリストの質問に回答した結果、競争に負の影響を及ぼす可能性があ

るとの結果となった場合には、最終的な評価結果を「２ 規制の妥当性（その他の手段との比較検証）」の

欄に記載する。 
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た上で、適宜チェックリストの回答案を追記・修正し、規制検討段階で不明点があっ

た場合はその点も回答する。その後の規制決定段階において、規制検討段階やコンサ

ルテーション段階から内容が大きく変わった場合は、競争評価を再度行うことは有

用であり推奨される。 

 

（（２２））競競争争評評価価のの手手順順ににつついいてて  

●競争評価チェックリストの「はい」、「いいえ」について 

これまでの試行的実施の状況を踏まえると、競争評価は政策立案を担当する職員

によって、その判断に差が生まれやすいため、チェックリストの質問項目は、規制の

内容に基づき外形的に判断し、回答できるようにしている。 

政策立案を担当する職員は、チェックリストの個々の質問項目に回答する際に、規

制の事実関係等に基づき、「はい」又は「いいえ」と回答しその理由を記載するが、

この理由の記載では、「はい」又は「いいえ」と回答した理由についてのみ記載する。

例えば、個々の質問項目において「はい」と回答し、その理由の記載では「しかし競

争全体には負の影響は及ぼさない」や、「競争への負の影響は限定的である」等「は

い」と回答している理由とは異なる記載をしてはならない。個々の質問項目に対する

回答は競争評価の一要素であるため、事実関係等に基づき、「はい」又は「いいえ」

のどちらかを回答した理由についてのみ回答しなければならない。 

また、ある質問項目の内容が他の質問項目の内容と重複する場合もある。その際は、

いずれか一方のみに「はい」と回答するのではなく、いずれにも「はい」と回答する。

例えば、ある許認可等を設定する規制について、地理的制限を行うことが許認可等の

条件となっている場合、この規制についてはチェックリストの「（１）事業者の数の

制限」の「問１：規制が、事業活動の要件として許認可等を設定するか」及び「問２：

規制が、事業者が活動する地理的範囲を制限するか」のどちらの質問項目に対しても

「はい」と回答する。 

 

●「結論」（競争に影響を及ぼす可能性があると整理されるか否か）について 

チェックリストの「結論」欄の記載方法としては、チェックリストのいずれかの質

問に「はい」と回答している場合には、基本的には競争に負の影響を及ぼす可能性が

あるものとして整理されるため、該当する質問項目についての具体的な影響の内容

を記載することが競争評価の「結論」となる。そして、この「結論」を規制の事前評

価書の「４ 負担の把握」8欄（規制の事前評価書【様式１】参照）に記載することを

もって競争評価の作業が完了する。チェックリストのいずれかの質問に「はい」と回

答しているにもかかわらず、「結論」欄で十分な説明なしに競争に負の影響を及ぼさ

                                                   
8 代替案についても、競争評価チェックリストの質問に回答した結果、競争に負の影響を及ぼす可能性があ

るとの結果となった場合には、最終的な評価結果を「２ 規制の妥当性（その他の手段との比較検証）」の

欄に記載する。 
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ないとすることはできない。 

ただし、チェックリストの質問に「はい」と回答している場合でも、下記のような

付加的な要素として規制に関係する個別事情を考慮すると、競争に負の影響を及ぼ

さない場合もある。この場合は、チェックリストの質問に「はい」と回答していても、

競争に負の影響を及ぼさないものと整理されるため、この整理が競争評価の「結論」

となる。 

各質問に全て「いいえ」と回答している場合、基本的には競争に負の影響を及ぼさ

ないものとして整理されるため、その旨及び各質問への回答を踏まえた理由を記載

することが競争評価の「結論」となる。そして、この「結論」を規制の事前評価書の

「３ 効果（課題の解消・予防）の把握」欄9（規制の事前評価書【様式１】参照）に

記載することをもって競争評価の作業が完了する。 

ただし、全ての質問に対して「いいえ」と回答している場合であっても、下記のよ

うな付加的な要素として規制に関係する個別事情を考慮すると、競争に負の影響を

及ぼす場合もある。この場合は、チェックリストの全ての質問に「いいえ」と回答し

ていても、競争に負の影響を及ぼす可能性があるものとして整理されるため、この整

理が競争評価の「結論」となる。そして、この「結論」を規制の事前評価書の「４ 負

担の把握」欄に記載することをもって競争評価の作業が完了する。 

なお、「結論」欄の記載については、チェックリストの個々の質問項目の回答内容、

及びそれらの回答の事実関係等と異なることがないように記載しなければならない。

競争に負の影響を及ぼさないという「結論」の場合であっても、競争評価の結果を規

制の事前評価書に記入することは妨げられない。特にチェックリストの質問に「はい」

の回答があり、付加的な要素として規制に関係する個別事情を考慮し、競争に負の影

響を及ぼさないと「結論」で整理される場合については、「結論」についての説明責

任を果たす観点から競争評価の結果を規制の事前評価書に記入することが望ましい。 

 

●付加的な要素について 

チェックリストの質問項目は、あらゆる規制に適用される一般的なものであるた

め、市場の構造や現在の競争状況等の規制に関係する個別事情が全て網羅されては

いないことから、チェックリストの質問項目以外に、規制が競争に影響を及ぼす可能

性のある個別事情がある場合は、そうした個別事情を付加的な要素として「結論」欄

に記載する。 

付加的な要素には、チェックリストの個々の質問項目において「はい」と回答した

ものの、規制に関係する個別事情を考慮すると、「はい」と回答した理由とは異なる

事情が存在するために、結果的に競争に負の影響を及ぼさない場合や、全ての質問に

                                                   
9 代替案についても、競争評価チェックリストの質問に回答した結果、競争に負の影響を及ぼさないとの結

果となった場合には、最終的な評価結果を「２ 規制の妥当性（その他の手段との比較検証）」の欄に記載

する。 
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対して「いいえ」と回答したものの、規制に関係する個別事情を考慮すると、「いい

え」と回答した理由とは異なる事情が存在するために、結果的に競争に負の影響を及

ぼす可能性がある場合が含まれる（ただし、競争評価における検討である以上、この

規制に関係する個別事情は競争に関係するものに限られる。）。 

競争に影響を及ぼす可能性のある個別事情としては、例えば、上限価格規制を設け

る場合、チェックリストの「（２）事業者の競争手段の制限」の「問１：規制が、事

業者が供給する商品・役務の価格、数量を制限するか」に「はい」と回答することに

なるが、「市場が寡占状態であり、価格が上限価格よりも非常に高い水準でとどまっ

ているため、上限価格規制によって、市場がより競争促進的になると考えられる」と

いう事情が存在する場合には、「結論」欄にそのように記載することも可能である。

また、規制の対象となる商品の売上高は、当該商品の市場の１％程度にしか過ぎない

等の理由で、競争に負の影響を及ぼすとは考え難い場合にも、「結論」欄にそのよう

に記載することも可能である。 

ただし、これらの事情が生じている場合には、可能な限り具体的・定量的に示すこ

とが望ましい。 

また、例えば、需要者（消費者）が現在選択している商品・役務を乗り換える際に

金銭的な負担を課すような、スイッチングコストを上昇させる規制を設ける場合、チ

ェックリストには該当項目が存在しないが、スイッチングコストの上昇によって、事

業者の競争意欲が減退する等の事情が存在する場合は、規制に関係する個別事情に

該当する。このような場合、全ての質問に対する回答が「いいえ」であっても、競争

に負の影響を及ぼす可能性があるため、「結論」欄にこの旨を記載すると同時に、規

制の事前評価書 の「４ 負担の把握」欄への記載も必要となる。 

一方、例えば、製品の規格統一を行う規制を設ける場合、チェックリストの「（２）

事業者の競争手段の制限」の「問２：規制が、事業者が供給する商品・役務の種類、

品質、性能、規格等を制限するか」に「はい」と回答することになるが、「規格を統

一することによって、製品の安全性を確保する」ことは、競争に関係する付加的な要

素には該当しないため「結論」欄に記載しない。 

 

●その他 

競争に負の影響を及ぼす可能性があるとの結論となった場合は、事後評価を実施

する際の指標を設定し、規制の事前評価書の「６ 事後評価の実施時期」の欄（規制

の事前評価書【様式１】参照）に記載する。指標については後記第三を参照されたい。 

作成したチェックリストは、規制の事前評価書の提出と併せて総務省に提出し、総

務省は、試行的実施と同様に本格的実施においても、受領したチェックリストを公正

取引委員会へ送付する。公正取引委員会は、送付を受けたチェックリストについて、

引き続き、総務省と連携しつつ、必要に応じて、競争評価の更なる改善や競争制限的

な規制の分析等の観点から活用する。 
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対して「いいえ」と回答したものの、規制に関係する個別事情を考慮すると、「いい

え」と回答した理由とは異なる事情が存在するために、結果的に競争に負の影響を及

ぼす可能性がある場合が含まれる（ただし、競争評価における検討である以上、この

規制に関係する個別事情は競争に関係するものに限られる。）。 

競争に影響を及ぼす可能性のある個別事情としては、例えば、上限価格規制を設け

る場合、チェックリストの「（２）事業者の競争手段の制限」の「問１：規制が、事

業者が供給する商品・役務の価格、数量を制限するか」に「はい」と回答することに

なるが、「市場が寡占状態であり、価格が上限価格よりも非常に高い水準でとどまっ

ているため、上限価格規制によって、市場がより競争促進的になると考えられる」と

いう事情が存在する場合には、「結論」欄にそのように記載することも可能である。

また、規制の対象となる商品の売上高は、当該商品の市場の１％程度にしか過ぎない

等の理由で、競争に負の影響を及ぼすとは考え難い場合にも、「結論」欄にそのよう

に記載することも可能である。 

ただし、これらの事情が生じている場合には、可能な限り具体的・定量的に示すこ

とが望ましい。 

また、例えば、需要者（消費者）が現在選択している商品・役務を乗り換える際に

金銭的な負担を課すような、スイッチングコストを上昇させる規制を設ける場合、チ

ェックリストには該当項目が存在しないが、スイッチングコストの上昇によって、事

業者の競争意欲が減退する等の事情が存在する場合は、規制に関係する個別事情に

該当する。このような場合、全ての質問に対する回答が「いいえ」であっても、競争

に負の影響を及ぼす可能性があるため、「結論」欄にこの旨を記載すると同時に、規

制の事前評価書 の「４ 負担の把握」欄への記載も必要となる。 

一方、例えば、製品の規格統一を行う規制を設ける場合、チェックリストの「（２）

事業者の競争手段の制限」の「問２：規制が、事業者が供給する商品・役務の種類、

品質、性能、規格等を制限するか」に「はい」と回答することになるが、「規格を統

一することによって、製品の安全性を確保する」ことは、競争に関係する付加的な要

素には該当しないため「結論」欄に記載しない。 

 

●その他 

競争に負の影響を及ぼす可能性があるとの結論となった場合は、事後評価を実施

する際の指標を設定し、規制の事前評価書の「６ 事後評価の実施時期」の欄（規制

の事前評価書【様式１】参照）に記載する。指標については後記第三を参照されたい。 

作成したチェックリストは、規制の事前評価書の提出と併せて総務省に提出し、総

務省は、試行的実施と同様に本格的実施においても、受領したチェックリストを公正

取引委員会へ送付する。公正取引委員会は、送付を受けたチェックリストについて、

引き続き、総務省と連携しつつ、必要に応じて、競争評価の更なる改善や競争制限的

な規制の分析等の観点から活用する。 

10 
 

なお、競争評価の結果を導出するプロセスとなるチェックリストについては、各行

政機関において公表することは求められていないものの、規制の政策評価の「国民へ

の説明に資する」10という目的に照らすと、自主的に公表することが推奨される。 

 

  

                                                   
10 規制の政策評価の実施に関するガイドライン（１頁）参照。 

【競争評価フローチャート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設又は改廃される全ての規制（簡素化した評価手法による規制や規制緩和も含む） 

競争評価チェックリストに回答 

基本的には競争に負の影響を 

及ぼす可能性がない 

競争に負の影響

を及ぼす可能性

がない 

いずれかの質問に対して

「はい」と回答 

全ての質問に対して 

「いいえ」と回答 

基本的には競争に負の影響を 

及ぼす可能性がある 

競争に負の影響を及ぼす 

可能性がある 

（規制の事前評価書に記載する） 

競争に負の影響を 

及ぼす可能性が 

ない 

 
チ

ェ

ッ

ク

リ

ス

ト 

 
結

論 

付加的要素に

おいて競争へ

の影響を緩和

する場合 

付加的要素に

おいて競争へ

負の影響を及

ぼす場合 
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３３．．競競争争評評価価チチェェッッククリリスストトのの考考ええ方方及及びび「「ははいい」」「「いいいいええ」」とと回回答答すするる基基準準のの例例  

 競争の観点から、どのような基準でチェックリストに回答するか判断が難しいことも

あると考えられる。そのため、チェックリストの個々の質問項目に対して回答する際の参

考となる事例を以下に示すこととする。 

 

（（１１））事事業業者者のの数数のの制制限限  

事業者の参入・退出は、本来、市場における競争を通じて決められるべきものであり、

事業者の数を制限するような規制は、市場メカニズムに直接的な影響を及ぼすもので

ある。規制が事業者の数に影響を与えると考えられる場合、以下の問１から問３のいず

れか又は複数の質問に該当し得ると考えられる。「はい」の具体的な理由として、規制

がどのような影響を及ぼして、事業者の数を制限することになるのかを記載すること

が望ましい。 

  

 本質問では、事業活動の要件として許認可等を設定することで、市場における事業者

の数を制限する場合に「はい」と回答する。このため、許認可等を設定する場合であっ

ても、市場における事業者数を制限しないことが明らかな場合は「いいえ」と回答する。 

※ 許認可等とは、行政手続法第２条第３号にいう許認可等を指し、行政庁の許可、認

可、免許、その他の何らかの利益を付与する処分をいう。許可、認可、免許以外にも、

承認、認定、決定、検査、登録等も含まれる。 

 

【【（（１１））問問１１にに「「ははいい」」ととななるる例例】】  

● 事業を行うに当たっての許認可要件を改正する規制（例えば、商品の安全性や信頼

性を高めるために、事業者の技術等を一定水準以上に保つよう事業開始の許認可基

準を強化する、事業者の財務能力を担保するため資本要件を強化する等）。 

※ 許認可等の設定は、許認可等の根拠規定を新設する場合のみならず、許認可等の

基準を改正するなど、許認可等を実質的に設定すると考えられる場合も含まれる。 

● ある名称を用いて事業を行う又は商品・役務を提供することを一定数の事業者の

みに認める規制。 

※ 当該名称を用いずとも同種の事業が行える場合又は商品を提供することができ

る場合は該当しない。なお、本質問のほか（２）問３に該当する可能性がある。 

● 一定数の事業者のみに公共調達制度への参加を認める規制。 

 

【【（（１１））問問１１にに「「いいいいええ」」ととななるる例例】】  

● 事業者ではない個人や団体に対し、その所有する物の使用や変更に当たって、許可

の取得を義務付ける規制。 

問問１１：：規規制制がが、、事事業業活活動動のの要要件件ととししてて許許認認可可等等をを設設定定すするるかか。。  
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３３．．競競争争評評価価チチェェッッククリリスストトのの考考ええ方方及及びび「「ははいい」」「「いいいいええ」」とと回回答答すするる基基準準のの例例  

 競争の観点から、どのような基準でチェックリストに回答するか判断が難しいことも

あると考えられる。そのため、チェックリストの個々の質問項目に対して回答する際の参

考となる事例を以下に示すこととする。 

 

（（１１））事事業業者者のの数数のの制制限限  

事業者の参入・退出は、本来、市場における競争を通じて決められるべきものであり、

事業者の数を制限するような規制は、市場メカニズムに直接的な影響を及ぼすもので

ある。規制が事業者の数に影響を与えると考えられる場合、以下の問１から問３のいず

れか又は複数の質問に該当し得ると考えられる。「はい」の具体的な理由として、規制

がどのような影響を及ぼして、事業者の数を制限することになるのかを記載すること

が望ましい。 

  

 本質問では、事業活動の要件として許認可等を設定することで、市場における事業者

の数を制限する場合に「はい」と回答する。このため、許認可等を設定する場合であっ

ても、市場における事業者数を制限しないことが明らかな場合は「いいえ」と回答する。 

※ 許認可等とは、行政手続法第２条第３号にいう許認可等を指し、行政庁の許可、認

可、免許、その他の何らかの利益を付与する処分をいう。許可、認可、免許以外にも、

承認、認定、決定、検査、登録等も含まれる。 

 

【【（（１１））問問１１にに「「ははいい」」ととななるる例例】】  

● 事業を行うに当たっての許認可要件を改正する規制（例えば、商品の安全性や信頼

性を高めるために、事業者の技術等を一定水準以上に保つよう事業開始の許認可基

準を強化する、事業者の財務能力を担保するため資本要件を強化する等）。 

※ 許認可等の設定は、許認可等の根拠規定を新設する場合のみならず、許認可等の

基準を改正するなど、許認可等を実質的に設定すると考えられる場合も含まれる。 

● ある名称を用いて事業を行う又は商品・役務を提供することを一定数の事業者の

みに認める規制。 

※ 当該名称を用いずとも同種の事業が行える場合又は商品を提供することができ

る場合は該当しない。なお、本質問のほか（２）問３に該当する可能性がある。 

● 一定数の事業者のみに公共調達制度への参加を認める規制。 

 

【【（（１１））問問１１にに「「いいいいええ」」ととななるる例例】】  

● 事業者ではない個人や団体に対し、その所有する物の使用や変更に当たって、許可

の取得を義務付ける規制。 

問問１１：：規規制制がが、、事事業業活活動動のの要要件件ととししてて許許認認可可等等をを設設定定すするるかか。。  
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● 事業の開始に当たって届出を義務付けるが、代表者の氏名や事業所の所在地等を

記載した書類を提出することで足り、実質的な負担を求めない規制。なお、届出の負

担によって、市場における事業者数が制限されないことについて、可能な限り具体

的・定量的に示すことが望ましい。 

● 既に設定されている規制を緩和する場合。 

  

問問２２：：規規制制がが、、事事業業者者がが活活動動すするる地地理理的的範範囲囲をを制制限限すするるかか。。  

 本質問では、事業者が活動する地理的範囲を制限することで、市場における事業者の

数を制限する場合に「はい」と回答する。このため、地理的範囲を制限する場合であっ

ても、市場における事業者数を制限しないことが明らかな場合は「いいえ」と回答する。  

  

【【（（１１））問問２２にに「「ははいい」」ととななるる例例】】  

● 本来自由に取引できる地理的範囲の中で、特定の地域への商品・役務の供給を制限

する規制（商品・役務の供給地域を分割する規制、事業者が活動可能な地区を定めそ

れ以外での活動を制限する規制、特定の地域をまたがる商品の移動を制限する規制

等）。  

● 特定の地域において既存の店舗から一定の距離を置かなければ事業活動を行うこ

とができないとする規制。 

  

【【（（１１））問問２２にに「「いいいいええ」」ととななるる例例】】  

● 商品の製造地域や産地の表示を義務付ける規制。 

  ※ 表示に関する制限が行われるが、商品の提供地域や事業活動が可能な地域自体

が制限されるものではない。なお、（２）問３に該当する可能性がある。 

● 広告の具体的な設置場所を制限する規制。 

● 事業の開始に当たって、都道府県知事の許可の取得を義務付ける規制。 

※ ただし、規制の対象となる事業が供給する商品・役務について、都道府県の範囲

を超えて取引することが通常である場合、事業者が活動する地理的範囲を制限す

るときは「はい」となる。都道府県の範囲を越えて取引されないものである場合は、

当該質問については「いいえ」となるものの、（２）問３に該当する可能性がある。 

  ● 既に設定されている規制を緩和する場合。  

  

問問３３：：規規制制がが、、既既存存事事業業者者とと比比べべてて新新規規参参入入者者にに対対ししててよよりり大大ききいいココスストトをを負負担担ささせせるるかか、、

又又はは新新規規参参入入にに際際ししてて負負担担がが生生じじ退退出出すするる際際にに回回収収ででききなないいココスストトをを発発生生ささせせるるかか。。  

  

【【（（１１））問問３３にに「「ははいい」」ととななるる例例】】  

● 既存の設備には義務を課さないが、新規に設置する設備には義務を課す規制（既存

の生産工場には新しい規制を免除し、新設される生産工場には、新しい規制の要件を
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満たすことを求める規制等）。 

● 商品の安全性や信頼性を高めるために、事業開始の許認可基準を厳格化し必要な

投資額を増加させたり、特殊な資格を保有する従業員の配置を求めたりすることで、

事業活動に最低限必要とされる資本や人員配置要件を引き上げる規制。 

   ※ 新規参入者が資本や労働力を容易に集めることができるなど、新規参入者にと

って基準・要件を満たすことが容易であり、既存事業者がコスト面で優位とならな

い場合は、該当しないと考えられる。 

● 特殊な用途のみに用いられ、売却や他の用途への転用ができない機器や設備を導

入することを求める規制。 

※ 通常、サンクコスト（埋没費用）と呼ばれるものであり、新規参入に際して新

たに発生し、退出時に回収不可能なコストである。サンクコストは、事業を行う

ために必要な機器や設備に要する費用であるため、既存事業者も新規参入者も負

担をしなければならないものである。既存事業者が負担したサンクコストよりも

新規参入者に負担させるサンクコストを引き上げるような規制の新設又は改廃

は参入障壁となる。また、既存事業者はサンクコストを負担する必要がなかった

が、新規参入者のみにサンクコストを負担させる規制も、参入障壁となる。 

 

【【（（１１））問問３３にに「「いいいいええ」」ととななるる例例】】  

● 一定の機器や設備の導入を求める規制であるものの、当該機器や設備が容易に売

却できたり、他の用途に転用できたりする場合（コストではあるが、サンクコストで

はない。）。なお、当該機器や設備が容易に売却できたり、他の用途に転用できたりす

ることについて、可能な限り具体的・定量的に示すことが望ましい。 

● 新たに必要となるコストが小さく、既存事業者と新規参入者の間にコスト面での

非対称性が生じない場合。なお、必要となるコストが小さいことや、既存事業者と新

規参入者の間にコスト面での非対称性が生じないことについて、可能な限り具体的・

定量的に示すことが望ましい。 

  

（（２２））事事業業者者のの競競争争手手段段のの制制限限    

事業者が、どのような商品・役務をどの価格水準で販売するのか、どのような販売方

法・宣伝方法を選択するのか等の事業者の競争手段を制限するような規制は、事業者の

自由な行動を制限することによって、市場メカニズムに直接的な影響を及ぼすもので

ある。そのため、規制が事業者の競争手段に制限を与えると考えられる場合、以下の問

１から問３のいずれか又は複数の質問に該当し得ると考えられる。「はい」の具体的な

理由として、規制が事業者のどのような競争手段を制限するかなどを記載することが

望ましい。 
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満たすことを求める規制等）。 

● 商品の安全性や信頼性を高めるために、事業開始の許認可基準を厳格化し必要な

投資額を増加させたり、特殊な資格を保有する従業員の配置を求めたりすることで、

事業活動に最低限必要とされる資本や人員配置要件を引き上げる規制。 

   ※ 新規参入者が資本や労働力を容易に集めることができるなど、新規参入者にと

って基準・要件を満たすことが容易であり、既存事業者がコスト面で優位とならな

い場合は、該当しないと考えられる。 

● 特殊な用途のみに用いられ、売却や他の用途への転用ができない機器や設備を導

入することを求める規制。 

※ 通常、サンクコスト（埋没費用）と呼ばれるものであり、新規参入に際して新

たに発生し、退出時に回収不可能なコストである。サンクコストは、事業を行う

ために必要な機器や設備に要する費用であるため、既存事業者も新規参入者も負

担をしなければならないものである。既存事業者が負担したサンクコストよりも

新規参入者に負担させるサンクコストを引き上げるような規制の新設又は改廃

は参入障壁となる。また、既存事業者はサンクコストを負担する必要がなかった

が、新規参入者のみにサンクコストを負担させる規制も、参入障壁となる。 

 

【【（（１１））問問３３にに「「いいいいええ」」ととななるる例例】】  

● 一定の機器や設備の導入を求める規制であるものの、当該機器や設備が容易に売

却できたり、他の用途に転用できたりする場合（コストではあるが、サンクコストで

はない。）。なお、当該機器や設備が容易に売却できたり、他の用途に転用できたりす

ることについて、可能な限り具体的・定量的に示すことが望ましい。 

● 新たに必要となるコストが小さく、既存事業者と新規参入者の間にコスト面での

非対称性が生じない場合。なお、必要となるコストが小さいことや、既存事業者と新

規参入者の間にコスト面での非対称性が生じないことについて、可能な限り具体的・

定量的に示すことが望ましい。 

  

（（２２））事事業業者者のの競競争争手手段段のの制制限限    

事業者が、どのような商品・役務をどの価格水準で販売するのか、どのような販売方

法・宣伝方法を選択するのか等の事業者の競争手段を制限するような規制は、事業者の

自由な行動を制限することによって、市場メカニズムに直接的な影響を及ぼすもので

ある。そのため、規制が事業者の競争手段に制限を与えると考えられる場合、以下の問

１から問３のいずれか又は複数の質問に該当し得ると考えられる。「はい」の具体的な

理由として、規制が事業者のどのような競争手段を制限するかなどを記載することが

望ましい。 
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問問１１：：規規制制がが、、事事業業者者がが供供給給すするる商商品品・・役役務務のの価価格格、、数数量量をを制制限限すするるかか。。  

  

【【（（２２））問問１１にに「「ははいい」」ととななるる例例】】  

● 上限価格を設ける規制、下限価格を設ける規制、価格帯規制を設ける規制（上限及

び下限価格規制）。 

● 価格の許認可等を設ける規制。 

● 生産割当て等事業者の供給量を制限するような規制。 

 

【【（（２２））問問１１にに「「いいいいええ」」ととななるる例例】】  

● 既に設定されている規制を緩和する場合。 

  

問問２２：：規規制制がが、、事事業業者者がが供供給給すするる商商品品・・役役務務のの種種類類、、品品質質、、性性能能、、規規格格等等をを制制限限すするるかか。。 

  

【【（（２２））問問２２にに「「ははいい」」ととななるる例例】】  

● 商品の性能基準を設けることで性能を制限する規制。 

● 商品の最低品質を確保するために、商品の製造方法を一定の方法に制限する規制。 

   ※ ある事業者にとって、製造方法が重要な競争手段である場合（例えば、コスト上

の優位性を確保するなど）、規制が商品の最低品質を確保するものであっても、そ

の規制が競争手段の制限になる可能性がある。 

● 価格変動の大きい高リスクの商品の販売を禁止する規制。 

● 特定の化学物質等の原材料を含有した商品の製造・販売を禁止する規制。 

 

【【（（２２））問問２２にに「「いいいいええ」」ととななるる例例】】  

● 事業者に対して、商品・役務の供給に直接関連しない、特定の職種の従業員の配置

を義務付ける規制。 

   ※ ただし、例えば士業の場合など、従業員の配置が、事業者の商品・役務の供給に

影響を与えるものは「はい」に該当する。また、配置を義務付けられる従業員が、

特定の資格や技能を持つ従業員の場合、（２）問３に該当する可能性がある。 

  ● 規制によって制限される対象の商品・役務の種類、品質、性能、規格等について、

既存の全ての事業者や将来的な新規参入者が開発する意欲がないと見込まれる場合。

なお、既存の全ての事業者や将来的な新規参入者が開発する意欲がないことについ

て、可能な限り具体的・定量的に示すことが望ましい。 

   ※ 規制によって商品・役務の種類等が制限される点で、競争に負の影響を及ぼす可

能性があるが、事業者に当該種類等を開発する意欲がそもそもないのであれば、競

争への負の影響は生じないものと考えられる。 

  ● 既に設定されている規制を緩和する場合。 
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問問３３：：規規制制がが、、事事業業者者がが供供給給すするる商商品品・・役役務務のの広広告告又又はは宣宣伝伝のの方方法法、、営営業業のの方方法法、、販販売売のの方方法法等等

をを制制限限すするるかか。。  

  

【【（（２２））問問３３にに「「ははいい」」ととななるる例例】】  

● 対面販売以外の販売方法を禁止する規制（購入時に使用方法の説明を対面で行う

ことを義務付けインターネット上での販売等を制限する規制等）。 

● 広告の相手先の制限、広告の開始時期の制限、広告内容の制限、一定の広告を行う

義務付けをする規制。 

  

【【（（２２））問問３３にに「「いいいいええ」」ととななるる例例】】  

 ● 既に設定されている規制を緩和する場合。 

  

（（３３））事事業業者者のの競競争争回回避避的的行行動動のの誘誘発発  

事業者の中には、市場における競争を回避しようと談合やカルテル等の競争回避的

な行動をとる事業者もいる。このような競争回避的な行動をとるために、事業者が提供

する商品・役務の価格や生産数量・販売数量の具体的な計画や見通しに係る情報等が必

要となる。 

ある事業者が他の事業者の生産量や売買価格等の重要な情報を入手することができ

れば、その事業者は他の事業者の事業活動を容易に予測することができ、談合やカルテ

ル等の競争を回避する行動をとるインセンティブが生じる。 

談合やカルテル等の大きな弊害の１つは、需要者（消費者）が商品・役務を得るため

に支払う金額が、競争が行われている水準と比較して高くなってしまうことにある。そ

の需要者が失った利益を談合やカルテル等を行う一部の事業者が不当に得ていること

になる。 

したがって、現在事業者間で共有されていない情報について、共有・公開を求める仕

組みを導入する規制は、事業者間での情報交換・行動の予測を容易にすることで、談合

やカルテル等の競争回避的行動を誘発し、その結果、市場の競争に直接的な影響を及ぼ

す可能性がある。そのため、このような規制を新設又は改廃する場合は、「はい」と回

答する。「はい」の具体的な理由として、どのような情報の交換を促すのか、どの事業

者間の情報の交換を促すのかなどを記載することが望ましい。 

  

問問：：規規制制がが、、事事業業者者がが供供給給すするる商商品品・・役役務務のの価価格格、、数数量量のの具具体体的的なな計計画画やや見見通通しし等等のの情情報報をを公公

開開すするるここととをを義義務務付付けけるる、、又又はは事事業業者者間間ににおおいいてて当当該該情情報報のの交交換換をを促促すす仕仕組組みみをを設設けけるるもものの

かか。。  

  

【【（（３３））問問にに「「ははいい」」ととななるる例例】】  

● 事業者に対して一般的には公開されない価格、数量等の公開を義務付ける規制。 
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ル等の競争を回避する行動をとるインセンティブが生じる。 

談合やカルテル等の大きな弊害の１つは、需要者（消費者）が商品・役務を得るため

に支払う金額が、競争が行われている水準と比較して高くなってしまうことにある。そ
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になる。 

したがって、現在事業者間で共有されていない情報について、共有・公開を求める仕

組みを導入する規制は、事業者間での情報交換・行動の予測を容易にすることで、談合

やカルテル等の競争回避的行動を誘発し、その結果、市場の競争に直接的な影響を及ぼ

す可能性がある。そのため、このような規制を新設又は改廃する場合は、「はい」と回

答する。「はい」の具体的な理由として、どのような情報の交換を促すのか、どの事業

者間の情報の交換を促すのかなどを記載することが望ましい。 

  

問問：：規規制制がが、、事事業業者者がが供供給給すするる商商品品・・役役務務のの価価格格、、数数量量のの具具体体的的なな計計画画やや見見通通しし等等のの情情報報をを公公

開開すするるここととをを義義務務付付けけるる、、又又はは事事業業者者間間ににおおいいてて当当該該情情報報のの交交換換をを促促すす仕仕組組みみをを設設けけるるもものの

かか。。  

  

【【（（３３））問問にに「「ははいい」」ととななるる例例】】  

● 事業者に対して一般的には公開されない価格、数量等の公開を義務付ける規制。 

16 
 

● 事業者団体（業界団体）に、事業者が提供する商品の価格、数量等の情報を収集さ

せ、当該情報を管理させる規制。 

● 事業者間で連携又は共同して計画を作成したり事業を実施したりするなど、価格、

数量等の情報の交換が促進され得る仕組みを設ける制度。 

 

【【（（３３））問問にに「「いいいいええ」」ととななるる例例】】  

● 事業者に対して、商品・役務の取扱い上の注意を公開することを義務付ける規制。 

● 事業者が一般的に公開している情報を、規制所管府省が公表するため、事業者から

報告を徴収する規制。 

  

（（４４））需需要要者者がが利利用用ででききるる情情報報・・選選択択肢肢のの制制限限  

競争による利益を享受するには、供給者（事業者）側だけに着目するのではなく、需

要者（消費者）側も考慮する必要がある。規制によって、需要者が利用できる情報や選

択肢が制限される場合、供給者である事業者は、自らが提供する商品・役務が選択・消

費される可能性が小さくなることから、新たな商品開発への投資や、現在提供している

商品・役務を改善する意欲を失う可能性がある。このようにして、規制が直接的な影響

を及ぼす対象が供給者（事業者）であっても、その影響を通じて間接的に需要者（消費

者）にも影響を及ぼす可能性がある。 

したがって、このような規制を新設又は改廃する場合、競争に負の影響を及ぼす可能

性があることから、質問に対して「はい」と回答する。「はい」の具体的な理由として、

需要者（消費者）にとって制限されることになる具体的な情報や選択肢を記載すること

が望ましい。 

  

問問：：規規制制がが、、需需要要者者がが利利用用ででききるる商商品品・・役役務務のの情情報報・・選選択択肢肢をを制制限限すするるかか。。  

  

【【（（４４））問問にに「「ははいい」」ととななるる例例】】  

● 需要者（消費者）の正しい選択に資する広告の媒体、回数、場所、内容等を制限す

る規制。 

● ある商品について一般消費者に対する広告を禁止する規制。 

● 事業者が需要者に提示できる商品の数や選択肢等を制限する規制。 

 

【【（（４４））問問にに「「いいいいええ」」ととななるる例例】】  

● 事業者に対し、需要者に商品・役務を供給する際の説明義務を課す規制。 
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結結論論  

  

【【各各質質問問のの回回答答でではは競競争争にに及及ぼぼすす影影響響をを適適切切にに把把握握ででききなないい例例】】  

● 新規参入者を確保し、競争をより活発にするために、限られた設備を保有する事業

者に対して当該設備への新規参入者のアクセスを確保する規制。 

※ 被規制事業者の事業活動を制限する点で、競争に負の影響を及ぼす可能性があ

るが、新規参入者を確保することに資するため、結果的に競争を促進すると考えら

れる。 

● 大きなシェアを有する事業者が存在する市場において料金水準を制限する規制。 

※ 市場において大きなシェアを有する事業者の価格設定の自由を制限する点では、

競争に負の影響を及ぼす可能性があるが、規制を設けなければ、大きなシェアを有

する事業者が自由に価格をつり上げることが予想されることから、その競争回避

的な行動を防止し、結果的に競争を維持・促進することができる。 

 

【【競競争争にに負負のの影影響響をを及及ぼぼすす可可能能性性ががああるるもものののの、、そそのの影影響響をを緩緩和和すするる要要素素ががああるる例例】】  

● 規制により参入に際して一定の設備が必要となりコストが増加するが、当該設備

の導入コストのほとんどは事業者に平等に補助金で手当てされる規制。 

※ 補助金を申請した事業者にとって実質的にコスト増加とならないため、規制が

参入障壁とならず、競争に影響がないと考えられる。 

 

【【競競争争をを促促進進すするる影影響響ががああるる例例】】  

● 規制を緩和し、一律に事業者全てのコストを減少させると考えられる場合。 

● 虚偽若しくは誇大な広告・営業を排除し、又は需要者（消費者）にとって最低限必

要な広告されるべき事項を定める規制。 

※ 需要者にとって利用可能な情報を減少させるという点においては、競争に負の

影響を及ぼす可能性があるが、需要者の正しい選択を容易にする結果、需要者の利

益を確保すると同時に、供給者（事業者）の競争意欲を維持・増加させると考えら

れる。 

  ● 公平な情報公開を義務付けることで、競争者間においてアクセスできる情報の格

差を解消する規制。 

  ● 特定の事業者が規制を回避することができないようにすることにより、事業者間

の公正な競争を確保する規制。 

 

   なお、これらの事情が生じている場合には、可能な限り具体的・定量的に示すことが

望ましい。 
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結結論論  
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影響を及ぼす可能性があるが、需要者の正しい選択を容易にする結果、需要者の利

益を確保すると同時に、供給者（事業者）の競争意欲を維持・増加させると考えら

れる。 

  ● 公平な情報公開を義務付けることで、競争者間においてアクセスできる情報の格

差を解消する規制。 

  ● 特定の事業者が規制を回避することができないようにすることにより、事業者間

の公正な競争を確保する規制。 

 

   なお、これらの事情が生じている場合には、可能な限り具体的・定量的に示すことが

望ましい。 
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第第三三  事事後後評評価価のの実実施施にに当当たたっっててのの考考ええ方方  

【要点】 

● 競争評価においても、規制の事前評価と同様に事後評価を行う必要がある。具体的に

は、チェックリストの各質問項目に「はい」と回答している場合は、指標を設定し、規

制の事前評価書に記載する。指標を設定するのは、規制の事前評価と同じ段階で行う。 

● 簡素化した事前評価においても、チェックリストの各質問項目に「はい」と回答して

いる場合は、指標を設定し、規制の事前評価書（簡素化）に記載する。 

● 事後評価のためのベースラインを設定し、そのベースラインからの指標の変化（規制

の新設又は改廃前と規制の新設又は改廃後の変化）をもって、競争評価の事後評価を行

う。 

 
競争評価も事後評価を行う必要がある。 

具体的には、チェックリストの各質問項目において、「はい」と回答している場合、基

本的には競争に負の影響を及ぼす可能性があるため、規制の事前評価書の「事後評価の実

施時期」の欄（規制の事前評価書【様式１】参照）に指標を記載する。また、簡素化した

事前評価においても、チェックリストの各質問項目において、「はい」と回答している場

合、基本的には競争に負の影響を及ぼす可能性があるため、規制の事前評価書（簡素化）

の「事後評価の実施時期」の欄（規制の事前評価書【様式２】参照）に指標を記載する。

また、この指標を設定するのは、規制の事前評価と同じ段階で行う。 

なお、チェックリストの質問に「はい」と回答している場合であっても、付加的な要素

として規制に関係する個別事情を考慮すると、競争に負の影響を及ぼさない場合がある。

この場合は、チェックリストの質問に「はい」と回答していても、競争に負の影響を及ぼ

さないものと整理されることから、指標を記載しなくてもよい。全ての質問に対して「い

いえ」と回答している場合であっても、付加的な要素として規制に関係する個別事情を考

慮すると、競争に負の影響を及ぼす場合もある。この場合は、チェックリストの全ての質

問に「いいえ」と回答していても、競争に負の影響を及ぼす可能性があると整理されるこ

とから、指標を記載する。 

競争評価の事後評価の実施に当たっては、規制の事前評価において、事後評価のための

ベースライン（もし当該規制が導入されなかったら、あるいは、緩和されなかったらどう

であったかという仮想的状況）を設定することが必要となるが、そのベースラインからの

指標の変化をもって、競争評価の事後評価を行う。指標の変化については、規制の新設又

は改廃前と新設又は改廃後をそれぞれ定点的に比較することも考えられるが、その間の

指標の推移も調査することでより効果的な事後評価を行うことができる。 

事前評価において、定性的な記載にとどまる場合、事後評価においても定性的な記載に

とどまらざるを得ず、効果的な事後評価が困難となる。したがって、事後評価を効果的に

行うためには、事前評価の段階で何らかの定量的な指標を設定する必要がある。以下に示

すのは事後評価の指標の例である。 
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１１．．事事後後評評価価ににおおけけるる定定量量的的なな指指標標のの例例  

● 事業者数（新規参入者数を含む） 

● 市場規模 

● 開廃業率 

● 市場シェア 

● 市場集中度（もしくは HHI（ハーフィンダール・ハーシュマン指数）11） 

● 商品・役務の価格、数量、種類 

● 需要者（消費者）の選択肢の数 

定量的な指標として何を設定できるかについては、市場の構造や現在の競争状況等の

規制に関係する個別事情によるところが大きく、上記の例が全ての規制に当てはまるわ

けではないが、上記の指標については、多くの規制について、簡易的に市場の競争状況を

捉えられるものであり、指標として活用しやすい。例えば、事業者数に影響を与える可能

性がある規制については、事業者数や市場シェアを、商品・役務の価格に影響を与える可

能性がある規制については、商品・役務の価格や数量を、新規参入に影響を与える可能性

がある規制については事業者数や開廃業率を指標とすることが考えられる。 

また、競争評価の事後評価を行うに当たっては、必要に応じて、いくつかの指標を組み

合わせて分析することも考えられる。例えば、シェアの推移だけでなく、併せて事業者数

の推移も考慮することで、より効果的な事後評価を行うことができる。 

しかし、個別の規制において事後評価の指標を設定するに当たっては、チェックリスト

において、「はい」と回答している質問項目や付加的な要素として記載している項目に関

連する指標を重点的に設定することが望ましい。 

また、規制によって競争に負の影響を及ぼす可能性があるものの、具体的にその影響を

受ける要素を特定できない場合、事前評価の規制検討段階やコンサルテーション段階に

おいて、需要者（消費者）アンケート、供給者（事業者）アンケート等を実施し、規制に

よって影響を受ける要素を把握することも考えられる。これらのアンケートにより、需要

者が商品・役務の選択の理由として価格を重視していることや、規制が供給者の数に影響

を及ぼす可能性があることが判明すれば、これらに関する指標を事後評価の指標とする

ことが考えられる12。 

 

                                                   
11 市場シェアにおいて、一部の事業者にシェアが集中しているかを知ることで競争状況や市場構造の集中

度を把握できる。HHIは、市場における個々の事業者の市場シェア（％）を二乗した値を計算し、これを当

該市場に係る全事業者について合計し算出する（市場における各事業者の市場シェアの二乗の総和）。  

算出した HHIについての考え方として、例えば公正取引委員会の企業結合審査においては、[1] 企業結

合後の HHIが 1,500 以下である場合、[2] 企業結合後の HHIが 1,500超 2,500 以下であって、かつ、HHI

の増分が 250以下である場合、[3] 企業結合後の HHIが 2,500を超え、かつ、HHIの増分が 150以下であ

る場合については、通常、競争を実質的に制限することとはならないとしており、市場集中度がどの程度

以下であれば競争に影響がないかの判断の参考にすることができる。 
12 指標のファクトとなるデータの収集については、各事業所管官庁における統計に加え、事業所管官庁以

外の統計やデータも活用できる。 
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１１．．事事後後評評価価ににおおけけるる定定量量的的なな指指標標のの例例  
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者が商品・役務の選択の理由として価格を重視していることや、規制が供給者の数に影響

を及ぼす可能性があることが判明すれば、これらに関する指標を事後評価の指標とする
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11 市場シェアにおいて、一部の事業者にシェアが集中しているかを知ることで競争状況や市場構造の集中
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る場合については、通常、競争を実質的に制限することとはならないとしており、市場集中度がどの程度

以下であれば競争に影響がないかの判断の参考にすることができる。 
12 指標のファクトとなるデータの収集については、各事業所管官庁における統計に加え、事業所管官庁以

外の統計やデータも活用できる。 
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２２．．事事後後評評価価ににおおけけるる考考ええ方方のの例例  

以下、公正取引委員会が過去に発表した実態調査報告書を材料に、指標を活用した規

制の競争に及ぼす影響の把握・分析の考え方について例示する（もちろん、下記のとお

りに分析しなければならないわけではない。）13。 

○○市市場場シシェェアアをを使使っったた例例  

例：「電力市場における競争の在り方について」６頁、24頁（平成 24年９月公正取引委員会） 
14「平成 22 年度における自由化分野の新電力のシェアは、販売電力量でみて約 3.5％であっ

た。地域によるバラつきはあるが、シェアの大きいところでも、東京電力管内の約６％、関西

電力管内の約５％であり、自由化後 10年以上を経た現在においても、新電力のシェアは依然

として小さい。」「…電力市場の現状に照らすと、小売分野において参入が自由化されたにも

かかわらず、有効な競争が行われていないと認められる。」 

新電力のシェア推移（平成 17年度～平成 23年度）（単位：％） 

年度 
平成 17

年度 

平成 18

年度 

平成 19

年度 

平成 20

年度 

平成 21

年度 

平成 22

年度 

平成 23

年度 

シェア 1.96 2.35 2.57 2.54 2.82 3.47 3.56 

出所：総需要電力量速報（資源エネルギー庁） 

 

例：「ブロードバンドサービス等の競争実態に関する調査報告書」14頁（平成 16年 4月公正

取引委員会事務総局）  

「ＡＤＳＬ事業者ごとのシェアを示す正確な統計は見当たらないものの、各種の公表データ

により主な事業者の加入者数ベースのシェア等をみると、…ＡＤＳＬ分野における寡占化の

傾向がうかがわれる。」 
 

 

◯◯価価格格をを使使っったた例例 ※ある時点を基準として指数化  

例：「電力市場における競争状況と今後の課題について」11頁（平成 18年６月公正取引委員

会）15 

「自由化以降の電気料金について規制分野のうちの電灯料金、自由化分野のうちの特別高圧

業務用及び特別高圧産業用を年度ごとにみると、一貫して低下傾向にあることが分かる。特

に、各一般電気事業者の供給区域においてわずかながらも競争が行われている特別高圧業務

用での料金低下傾向が他の分野と比較して大きい。このことから、ＰＰＳとの直接の競争が

行われている分野での料金低下は、競争があまり生じていない分野に比して大きく、競争が

料金低下の一つの要因となっていると考えられる。」 

                                                   
13 公取委において行っている、競争への影響に関するより詳細な経済分析については、例えば「平成 28年

度における主要な企業結合事例について」を参照。 

URL: https://www.jftc.go.jp/dk/kiketsu/jirei/28nendo_files/170614.pdf 
14 https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/cyosa/cyosa-sonota/h24/120921.html 
15 https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/cyosa/cyosa-sonota/h18/06060703.html 
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（出所：経済産業省電力需要調査、資源エネルギー庁ＨＰ） 

 

◯◯需需要要者者（（消消費費者者））アアンンケケーートトやや供供給給者者（（事事業業者者））アアンンケケーートト、、事事業業者者ヒヒアアリリンンググをを使使っったた

例例  

（１）需要者へのアンケート 

  需要者アンケートでユーザーの意識を把握することにより、商品・役務の選択理由から、

当該商品・役務についてどのような競争が行われているか推測することが可能である。 

（例） 

「ブロードバンドサービス等の競争実態に関する調査報告書」19頁（平成 16年４月公正取

引委員会事務総局） 

→「ユーザーアンケートでユーザーの意識をみると、…現在利用しているＡＤＳＬ事業者

を選択した理由として、他のＡＤＳＬ事業者よりも月額利用料金が安いことを挙げる利用

者が３３．６％を占め、それが群を抜いて多いことから、料金の高低がユーザーによる事業

者選択の重要な要素となっている様子がうかがわれる。このような消費者による事業者選

択の意向が上記のような事業者間の料金競争に大きな影響を与えているものと考えられ

る。」 

 

（２）供給者へのヒアリング・アンケート 

  事業者数の正確な統計がない場合も、例えば、事業者数については、事業者からのヒアリ

ングにより大凡の推計をすることができる。また、参入事業者数などについては、事業者ア

ンケート調査で参入時期を問うことにより把握することもできる。 

 

（例１） 

「ブロードバンドサービス等の競争実態に関する調査報告書」13頁（平成 16年４月公正取

引委員会事務総局） 

→「我が国におけるＡＤＳＬ事業者数についての正確なデータは見当たらないが、事業者



－  195  －

21 
 

 

（出所：経済産業省電力需要調査、資源エネルギー庁ＨＰ） 

 

◯◯需需要要者者（（消消費費者者））アアンンケケーートトやや供供給給者者（（事事業業者者））アアンンケケーートト、、事事業業者者ヒヒアアリリンンググをを使使っったた
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（１）需要者へのアンケート 

  需要者アンケートでユーザーの意識を把握することにより、商品・役務の選択理由から、

当該商品・役務についてどのような競争が行われているか推測することが可能である。 

（例） 

「ブロードバンドサービス等の競争実態に関する調査報告書」19頁（平成 16年４月公正取

引委員会事務総局） 

→「ユーザーアンケートでユーザーの意識をみると、…現在利用しているＡＤＳＬ事業者

を選択した理由として、他のＡＤＳＬ事業者よりも月額利用料金が安いことを挙げる利用

者が３３．６％を占め、それが群を抜いて多いことから、料金の高低がユーザーによる事業

者選択の重要な要素となっている様子がうかがわれる。このような消費者による事業者選

択の意向が上記のような事業者間の料金競争に大きな影響を与えているものと考えられ

る。」 

 

（２）供給者へのヒアリング・アンケート 

  事業者数の正確な統計がない場合も、例えば、事業者数については、事業者からのヒアリ

ングにより大凡の推計をすることができる。また、参入事業者数などについては、事業者ア

ンケート調査で参入時期を問うことにより把握することもできる。 

 

（例１） 

「ブロードバンドサービス等の競争実態に関する調査報告書」13頁（平成 16年４月公正取

引委員会事務総局） 

→「我が国におけるＡＤＳＬ事業者数についての正確なデータは見当たらないが、事業者
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からヒアリングしたところによると、平成１５年末現在、約５０社といわれている。」 

 

（例２） 

「ブロードバンドサービス等の競争実態に関する調査報告書」13頁（平成 16年４月公正取

引委員会事務総局） 

→「ＡＤＳＬ事業者の参入時期を事業者アンケートでみると、…平成１３年を中心に最も

活発に参入が行われているが、最近は参入が見られない状態となっている。」 

 

第第四四  よよりり効効果果的的なな評評価価をを行行ううたためめのの視視点点  

【要点】 

● 定量分析等の専門的な知識がない場合であっても、例えば、①規制によって影響を受

ける市場を特定することや、②規制によって影響を受ける市場の特性を把握することに

よって、競争評価をより効果的に行うことができる。 

① 規制によって需要者（消費者）の動向がどのように変化するのか、ある商品・役務

が規制によって影響を受けるとき、その他の商品・役務はどのように変化するのか等

について把握することにより、規制によって影響を受ける市場を特定することができ

る。 

② 市場の現在の競争状況を把握すること、市場における重要かつ主な競争手段を把握

すること及び市場における需要者と供給者（事業者）の関係や特徴を把握することに

より、規制によって影響を受ける市場の特性を把握することができる。 

 
上記のとおり、競争評価のチェックリストの質問項目は一般的なものであり、政策立案

を担当する職員によって、その判断に大きな差が出ないような形式にしている。また、チ

ェックリストの作成に当たっては、経済学等の競争評価に係る専門的な知識は可能な限

り必要ないようにしている16。 

一方、チェックリストの作成に当たって、定量分析等の専門的な知識を使わなくても、

様々な点を考慮することで、チェックリストの回答の質をより向上させ、効果的な競争評

価を行うことができる。 

 

１１．．規規制制にによよっってて影影響響をを受受けけるる市市場場をを特特定定すするる  

規制が競争に影響を及ぼす範囲を適切に把握・分析するためには、規制によって影響を

受ける市場を特定することが望ましい。ここでいう市場の特定とは、規制による影響が、

どのような商品・役務の供給や消費に影響を及ぼすかを特定することをいう。市場の特定

                                                   
16 一方で、規制の質の向上、国民への説明責任等の観点からは、競争評価をチェックリスト以上の水準で

行うことは推奨されるものである。政策評価の定量分析において重要である費用と便益の分析は、競争評

価においても同様であり、例えば、便益の１つである消費者余剰や生産者余剰を分析する手法は、定量分

析であるものの、競争評価においても活用できる。また、競争に影響を及ぼすような規制を定量的に分析

する場合には、需要関数を推計する手法も活用できる。 
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の範囲を見誤ると、規制によって生じる影響を過大又は過小に評価するおそれがある。 

例えば、飲料 Aの値下げを行う規制を考える。この規制の影響としては、飲料 Aの需要

が増加するという影響が生じる。この場合、規制によって影響を受ける市場は飲料 Aにな

る。 

しかし、需要者（消費者）にとって、飲料 Aが唯一の選択肢ではなく（他にも飲料の選

択肢がある）、他の飲料でもいい場合、飲料 Aの値下げは、これまで飲料 Aを選択するこ

とが多かった需要者の飲料 A の値下げによる需要の増加に加え、これまでその他の飲料

を選択していた需要者の（飲料 A が値下がりしたことによる）飲料 A の需要の増加も生

じる。 

この場合、値下げの規制による飲料 Aの需要の増加はより大きくなるが、同時にその他

の飲料市場の需要の減少を意味する。つまり、飲料 Aの値下げの規制の影響を受ける市場

を特定する場合、飲料 Aの市場だけでなく、その他の飲料の市場の影響も把握する必要が

ある。このように規制によって影響を受ける市場の特定を行うには、規制によって需要者

の動向がどのように変化をするのか、ある商品・役務が規制によって影響を受けるとき、

その他の商品・役務はどのように変化をするのか等について把握する必要がある。 

また、ある商品 B に人命にかかわる重大な欠陥が発見され、その商品 B の製造を規制

する場合を考える。この場合、規制による影響を受ける市場は、商品 B市場のみであるよ

うに思われる。しかし、商品 Bを製造するために原材料が必要となる場合、規制による影

響は、商品 Bの製造事業者だけではなく、原材料の供給事業者にも及ぶ。さらに、商品 B

の販売事業者も存在する場合、規制による影響は販売事業者にも及ぶため、その影響はさ

らに大きくなる。このとき、規制によって影響を受ける市場は商品 Bの製造事業者、原材

料の供給事業者、販売事業者が存在する市場と特定される。 

つまり、規制によって影響を受ける市場を特定する場合は、その規制の影響を受ける直
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・HHI 

・市場規模 

・商品・役務の種類・数 

市場の競争状況や構造を把握することにより、その市場において、大規模事業者と中

小事業者の割合はどの程度か、新規参入がどの程度起きているか、商品・役務の種類や

数が豊富であるか、その市場は競争制限的な市場であるか等を把握することができる。 

大規模事業者と中小事業者の割合を把握することは、規制の影響の大きさを推定す

る参考となる。一般的には、大規模事業者は中小事業者に比較して容易に資本や労働力

を集められるため、大規模事業者と中小事業者では負担するコストが同等であったと

しても、実質的に大規模事業者と比べ中小事業者に対してより大きいコストを負担さ

せる場合もある。つまり、同じ規制であっても、その生じる影響については同等となら

ない可能性がある。 

そのため、他の市場に比較して中小事業者の割合が多い市場では、コスト負担を増加

させる規制の影響は、そうでない市場に比較して大きい可能性がある。一方で大規模事

業者が新規参入者になることが多い市場では、新規参入に係るコストを増大させる規

制であっても、大きな負の影響は生じない可能性もある。 

また、市場の競争状況について、仮に市場が独占や寡占状態で、外形的には競争制限

的な市場でも、参入・退出に係るコストがかからない、もしくはコストが低い場合であ

れば、常に潜在的な新規参入者が存在し、独占や寡占状態の市場であっても、競争圧力

が生じる17。 

市場規模については、将来的に拡大することが予測される市場で参入のコストを増

大させる規制を導入しても、大きな利潤が期待されるため潜在的な新規参入者が発生

しやすいという点においては、そうでない市場に比べて競争に及ぼす負の影響は大き

くない可能性がある。 

設備を導入させるなどの何らかのコスト負担を課す場合に、既存事業者には一定の

猶予期間の経過後にコストを負担させ、一方で新規参入者には参入時にコストを負担

させる規制は、既存事業者と新規参入者に対してコスト負担の期間について異なる扱

いをすることになり、新規参入者にとっては参入障壁となる可能性がある。 

 

（（２２））市市場場ににおおけけるる重重要要かかつつ主主なな競競争争手手段段をを把把握握すするるこことと  

規制によって影響が生じる市場において重要な競争手段を把握することも重要であ

る。例えば、ある市場の商品・役務が同質的（性能や性質等がほとんど同じ）である場

合、通常、競争手段は価格になる。このとき、価格を制限する規制を設けることは、競

争への負の影響がより大きくなる可能性がある。一方、価格が同じような水準で、品質

や性能が重要な競争手段である商品・役務に対して、品質や性能の制限を設ける規制は、

                                                   
17 コンテスタブル市場と呼ばれるものである。 
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競争への負の影響がより大きくなる可能性がある。 

また、需要者（消費者）と供給者（事業者）の間の情報の非対称性が大きい市場にお

いては、供給者にとって広告や宣伝が重要な競争手段となるが、このような市場での広

告制限や需要者が利用できる情報における制限は、競争への負の影響がより大きくな

る可能性がある。 

その他、同じ商品・役務であっても、高い価値の商品・役務を提供している事業者と

低い価値の商品・役務を提供している事業者が存在する市場において、何らかの理由で

商品・役務の種類等を制限し、高い価値の商品・役務の水準を求める規制を設ける場合、

低い価値の商品・役務を提供している事業者にとっては事業戦略の変更を伴う大きな

コストが生じるため、競争への負の影響が大きい可能性がある。 

 

（（３３））市市場場ににおおけけるる需需要要者者とと供供給給者者のの関関係係やや特特徴徴をを把把握握すするるこことと  

市場における需要者（消費者）と供給者（事業者）の関係や特徴を把握することも市

場の特性を把握するために必要である。例えば、需要者と供給者の価格交渉力について、

一般的に、供給者が多い場合は価格交渉力は需要者の方が強く、逆の場合は供給者の方

が強くなる。仮に供給者の価格交渉力が弱いときに、供給者間における情報交換を促す

仕組みを導入すると、各供給者がカルテルを通じて価格交渉力を増大させるインセン

ティブを持ちやすくなるため、競争に大きな負の影響を及ぼす可能性がある。 

過去に談合やカルテル等の競争回避的な行動が行われたことがある市場において、

情報交換を促す仕組みを導入する規制は、より一層、競争回避的な行動を引き起こす可

能性があり、競争に大きな負の影響を及ぼす可能性がある。 

また、市場へ新規参入が起きにくい（もしくは全く起きていない）市場では、各事業

者間で意思疎通が行いやすい状況であり、そのような状況で情報交換を促す仕組みを

導入する規制は、より一層、競争回避的な行動を誘発することになり、競争に大きな負

の影響を及ぼす可能性がある。 

需要の変動が小さい場合（需要が継続的に生じる場合）や、技術革新が少ない場合は、

競争者の売上げを奪い、より大きな利益を得るというインセンティブよりも、安定的に

継続的に利益を得るというインセンティブが生じやすく、このような状況で情報交換

を促す仕組みを導入する規制は、カルテルを形成しやすくするという点で、競争に大き

な負の影響を及ぼす可能性がある。 
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※３   公正取引委員会の調査開始日から 起算し て２ ０ 日を経過し た日まで、 課
徴金減免申請を 行う こ と ができ ます。

※４   公正取引委員会の調査開始日以後に課徴金減免申請を 行っ た者のう ち 、
減免率１ ０ ％が適用さ れる のは、 調査開始日前の減免申請者の数と 合わ
せて５ 社以内である 場合に限り ます。

※４

※３
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●グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方（ 令和5年3月）
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（ 2 0 2 4年4月）

X

※令和７年秋頃に庁舎移転を予定しているため、

　 最新の住所は、公式Webサイトを御参照ください。
冬頃


